
昭和三十七年自治省令第十七号

普通交付税に関する省令

地方交付税法（昭和二十五年法律第二百十一号）、地方交付税法の一部を改正する等の法律（昭和三十七年法律第五十九号）附則第三項

及び第四項、新市町村建設促進法（昭和三十一年法律第百六十四号）第二十三条及び附則第六項（新産業都市建設促進法（昭和三十七年法

律第百十七号）第二十四条第七号及び市の合併の特例に関する法律（昭和三十七年法律第百十八号）第三条第一項第十号（同法附則第五項

において準用する場合を含む。）においてこれらの規定の例によるものとされる場合を含む。）、低開発地域工業開発促進法（昭和三十六年

法律第二百十六号）第五条、産炭地域振興臨時措置法（昭和三十六年法律第二百十九号）第六条並びに新産業都市建設促進法第二十二条の

規定に基づき、並びに地方交付税法の規定を実施するため、地方団体に対して交付すべき地方交付税のうち普通交付税の額の算定に関する

省令を次のように定める。

地方団体に対して交付すべき地方交付税のうち普通交付税の額の算定に関する省令（昭和三十六年自治省令第十九号）の全部を改正す

る。
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附則

第一章　総則

（趣旨）

第一条　地方団体に対して交付すべき地方交付税のうち普通交付税（以下「普通交付税」という。）に関しては、地方交付税法（以下「法」

という。）その他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

（特別区の存する区域への準用）

第二条　特別区の存する区域（以下「特別区」という。）は、市とみなし、特別の定めがある場合のほか、この省令の規定中市に関する規

定を準用する。

（普通交付税の算定に関する資料）

第三条　都道府県知事は、総務大臣の定める様式によつて、当該都道府県の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料その他総務大

臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。

２　市町村長は、総務大臣の定める様式によつて、当該市町村の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料その他総務大臣の定める

資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに都道府県知事に提出しなければならない。

３　地方団体の長は、当該地方団体に係る次の各号に掲げる測定単位の数値の算定の基礎となる事項を記載した台帳を備えておかなければ

ならない。

一　道路の面積及び道路の延長

二　河川の延長

三　港湾（漁港を含む。）における係留施設の延長及び外郭施設の延長

四　市町村が管理する都市公園の面積

五　恩給受給権者数

六　災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債（発行について地方財政法（昭和二十三年法律第百九

号）第五条の三第六項の規定による届出がされた地方債のうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同条第十項に規定する基準

に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。）に係る元利償還金

七　辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

八　平成四年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債のうち総

務大臣が指定したものに係る元利償還金

４　地方団体の長は、当該地方団体に係る次の各号に掲げる補正係数の算定の基礎となる事項を記載した台帳を備えておかなければならな

い。

一　港湾事業費（漁港事業費を含む。）の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

二　河川事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

三　地方公営交通事業の再建のため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

四　地下鉄事業債に係る支払利息の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

五　地下高速鉄道の建設に係る事業費の出資金の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

六　地下高速鉄道の緊急整備に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

七　新住宅市街地開発事業又は土地区画整理事業により開発又は造成される市街地の居住者及び空港の利用者の利用のために建設される

鉄道又は軌道（以下「ニュータウン鉄道等」という。）の建設に係る事業費の出資金の財源に充てるため発行について同意又は許可を

得た地方債に係る元利償還金

八　上水道事業の水源開発及び広域化対策並びにそれらに係る事業費の出資金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係

る元利償還金

九　上水道高度浄水施設整備事業、老朽管更新事業、上水道未普及地域解消事業及び上水道災害・安全対策事業の事業費の出資金に充て

るため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

十　簡易水道事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

1



十一　公園緑地事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

十二　下水道事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

十三　空港整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

十四　地域防災計画に掲上されている災害危険区域において災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するために単独で実施する事業

に係る経費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

十五　義務教育施設整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

十六　立替施行に係る義務教育施設の譲受代金の年次支払額

十七　病院事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

十八　公立大学附属病院事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

十九　清掃施設整備事業費（用地取得費及び清掃運搬施設等整備事業費を除く。）の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た

地方債に係る元利償還金

二十　立替施行に係る清掃施設の譲受代金の年次支払額

二十一　産炭地域開発就労事業費、炭鉱離職者緊急就労対策事業費、特定地域開発就労事業費、旧炭鉱離職者緊急就労対策事業従事者暫

定就労事業費、産炭地域開発就労事業従事者自立促進事業費及び産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業費の財源に充てるため発行

について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

二十二　災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第百二条第一項各号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため発行につ

いて同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

二十三　市町村が管理する農道の延長

（端数計算）

第四条　基準財政需要額及び基準財政収入額を算定する場合においては、特別な定めがある場合のほか、その算定の過程及び算定した額に

五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するも

のとする。

第二章　基準財政需要額の算定方法

（測定単位の数値の算定方法）

第五条　法第十二条第一項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定方法によつて、下欄に

掲げる表示単位に基づいて算定する。

測 定 単

位 の 種

類

測定単位の数値の算定方法 表

示

単

位

一 　 人

口

国勢調査令（昭和五十五年政令第九十八号）によつて調査した令和二年十月一日現在における人口。以下別段の定めがある場合

を除き同じ。

人

二 　 面

積

１　国土地理院において公表した前年度の一月一日現在の当該地方団体の面積。ただし、入会地、錯雑地、共有地、組合地、国

有林等で分割すべきものについてはこれらの面積の範囲内において関係地方団体の長の協議によつて修正した面積とし、湖沼、

池又は潟（国土地理院において前年度中に湖沼として面積を公表しているものをいう。以下同じ。）で二以上の都道府県の区域

にまたがるもののうち国土地理院において公表した関係都道府県の面積に含まれていないものについてはこれらの面積を関係都

道府県知事の協議によつて分割しこれをそれぞれ当該関係都道府県の面積に加えるものとする。

２　都道府県の「地方行政に要する経費のうち個別算定経費以外のもの」に係る面積のうち「宅地の面積」は、当該都道府県の

区域内の市町村に係る３による「宅地の面積」を合計して得た数値とし、「耕地の面積」は、農林業センサス規則（昭和四十四

年農林省令第三十九号）によつて調査した令和二年二月一日現在における耕地の面積とし、「林野の面積」は、農林業センサス

規則によつて調査した令和二年二月一日現在における民有林野（独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三

号）第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。）、国立大学法人（国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）

第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。）及び特殊法人（法律により直接に設立された法人又は特別の法律に

より特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、総務省設置法（平成十一年法律第九十一号）第四条第一項第八号の規定

の適用を受けるものをいう。以下同じ。）の所管する林野を除く。）の面積とし、「その他の面積」は、１の面積から「宅地の面

積」、「耕地の面積」及び「林野の面積」を除いたものとする。

３　市町村の「地域振興費」及び「地方行政に要する経費のうち個別算定経費以外のもの」に係る面積のうち「宅地の面積」

は、前年度分の固定資産税に係る概要調書（地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第四百十八条又は第四百二十一条第

一項に規定する概要調書をいう。以下同じ。）に記載されている宅地の面積とし、「田畑の面積」は、前年度分の固定資産税に係

る概要調書に記載されている田の面積と畑の面積との合計数とし、「森林の面積」は、農林業センサス規則によつて調査した令

和二年二月一日現在における公有及び私有の森林の合計面積とし、「その他の面積」は、１の面積から「宅地の面積」、「田畑の

面積」及び「森林の面積」を除いたものとする。ただし、「宅地の面積」、「田畑の面積」及び「森林の面積」の合計数が１の面

積を超えるときは、その合計数が１の面積となるようにそれぞれ
あん

按分した数値とする。

４　１から３までの数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

平

方

キ

ロ

メ

ー

ト

ル

三 　 警

察 職 員

数

当該年度の四月一日現在における警察法施行令（昭和二十九年政令第百五十一号）別表第二に定める当該都道府県の地方警察職

員である警察官の定員の基準数（同令附則第二十五項の規定により加えられたものは、含まれないものとする。）

人

四 　 道

路 の 面

積

前年の四月一日現在において道路法（昭和二十七年法律第百八十号）第二十八条に規定する道路台帳（以下「道路台帳」とい

う。）に記載されている道路（同法第九条の路線の認定の公示、同法第十八条第一項の道路の区域の決定の公示及び同条第二項

の供用開始の公示が行われたものをいい、渡船施設、路面幅員二・五メートル未満の国道及び都道府県道（橋りようを除く。）、

路面幅員一・五メートル未満の市町村道（橋りようを除く。）並びに道路整備特別措置法（昭和三十一年法律第七号）第十八条

の規定によつて料金を徴収するもの及び同法附則第四条又は第五条第二項の規定により維持、修繕その他の管理を行うものを除

く。）で当該地方団体が管理するものの面積。ただし、前年の四月二日からその年の四月一日までの間において、地方団体の廃

置分合、大規模な境界変更、指定都市（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市を

いう。以下同じ。）の指定若しくは平成二十五年十二月二十日の閣議決定「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」

に基づく国と当該地方団体との個別協議により又は道路法第十七条第二項若しくは第三項の規定に基づき道路を管理する地方団

千

平

方

メ

ー

ト

ル
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体に変更があつたときは、総務大臣が必要と認める場合に限り当該面積をその年の四月一日現在における道路の管理者の区分に

より分別した数値を用いることができる。

五 　 道

路 の 延

長

前年の四月一日現在において道路台帳に記載されている道路（道路法第九条の路線の認定の公示、同法第十八条第一項の道路の

区域の決定の公示及び同条第二項の供用開始の公示が行われたものをいい、渡船施設、路面幅員一・五メートル未満の市町村道

（橋りようを除く。）並びに道路整備特別措置法第十八条の規定によつて料金を徴収するもの及び同法附則第四条又は第五条第二

項の規定により維持、修繕その他の管理を行うものを除く。）で当該地方団体が管理するもの（道路法第十三条第一項に規定す

る政令で指定する区間（以下「指定区間」という。）内の道路で当該地方団体がその経費の一部又は全部を負担するものを含む

。）及び直轄高速道路（高速自動車国道法（昭和三十二年法律第七十九号）第五条の規定に基づき、令和五年四月一日以前に開

催された国土開発幹線自動車道建設会議の議を経た整備計画により、直轄方式で整備することとなつた区間をいう。以下同じ。）

で高速自動車国道法第七条第一項の区域の決定の公示及び同条第二項の供用開始の公示が行われたものの延長。ただし、前年の

四月二日からその年の四月一日までの間において、地方団体の廃置分合、大規模な境界変更若しくは指定都市の指定により又は

道路法第十七条第二項若しくは第三項の規定に基づき道路を管理する地方団体に変更があつたときは、この表中四のただし書の

規定を準用する。

キ

ロ

メ

ー

ト

ル

六 　 河

川 の 延

長

前年の四月一日現在において河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）第十二条第二項に規定する河川現況台帳（以下「河川現

況台帳」という。）に記載されている河川（当該地方団体がその経費を負担しないものを除く。）の河岸のうち当該地方団体の区

域内に所在するものの延長。ただし、前年の四月二日からその年の四月一日までの間において、地方団体の廃置分合、大規模な

境界変更、道府県から指定都市への管理権限の委譲等により河川を管理する地方団体に変更があつたときは、総務大臣が必要と

認める場合に限り当該河川の延長をその年の四月一日現在における河川管理者の区分により分別した数値を用いることができ

る。

キ

ロ

メ

ー

ト

ル

七 　 港

湾 に お

け る 係

留 施 設

の延長

１　前年の三月三十一日現在において港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）第四十八条の二第一項の港湾台帳（以下「港湾

台帳」という。）に記載されている係留施設（係船浮標及びドルフィン以外の係船くいを除く。）の延長の合計数。ただし、当該

地方団体が経費を負担しない施設（企業庁、企業局その他これに類似するものが経費を負担する施設を含む。）、当該地方団体の

組織する組合（地方自治法第二百八十四条第一項の組合をいう。以下同じ。）又は港務局が経費を負担しない施設及び漁港（港

湾法第三条ただし書の規定によつて同法の規定の適用を受ける漁港のうち国際拠点港湾又は重要港湾に指定されているものを除

く。）に係るものを除く。

２　地方団体が組織する組合又は港務局が管理する港湾における係留施設の延長は、これらの数値を当該港湾における経費の負

担割合を基礎として当該組合又は港務局を組織する地方団体の長が協議して定める率（協議が成立しないときは、総務大臣が定

める率）によつて按分したものを、それぞれ関係地方団体に属する係留施設の延長とする。

３　前年の四月一日からその年の四月一日までの間において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつたこと等により港湾管理

者、地方団体が組織する組合若しくは港務局の構成団体又はこれらの管理する港湾における経費の負担割合（以下この表中七に

おいて「港湾の管理状況」と総称する。）に変更があつた場合における関係地方団体の係留施設の延長は、総務大臣が必要と認

める場合に限り、その年の四月一日現在における港湾の管理状況により２の規定を適用して算定した数値を用いることができ

る。

メ

ー

ト

ル

八 　 港

湾 に お

け る 外

郭 施 設

の延長

１　前年の三月三十一日現在において港湾台帳に記載されている外郭施設（水門及びこう門を除き、廃棄物処理施設のうち廃棄

物埋立護岸を含む。）の延長の合計数。ただし、当該地方団体が経費を負担しない施設（企業庁、企業局その他これに類似する

ものが経費を負担する施設を含む。）、当該地方団体の組織する組合又は港務局が経費を負担しない施設及び漁港（港湾法第三条

ただし書の規定によつて同法の規定の適用を受ける漁港のうち国際拠点港湾又は重要港湾に指定されているものを除く。）に係

るものを除く。

２　地方団体が組織する組合又は港務局が管理する港湾における外郭施設の延長については、この表中七の２の規定を準用す

る。

３　二以上の地方団体が経費を負担する港湾又は漁港における外郭施設の延長は、これらの数値を当該港湾又は漁港における経

費の負担割合を基礎として関係地方団体の長が協議して定める率（協議が成立しないときは、総務大臣が定める率）によつて按

分したものを、それぞれ関係地方団体に属する外郭施設の延長とする。

４　前年の四月一日からその年の四月一日までの間において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつたこと等により港湾管理

者、地方団体が組織する組合若しくは港務局の構成団体又は港湾における経費の負担割合（以下この表中八において「港湾の管

理状況」と総称する。）に変更があつた場合における関係地方団体の外郭施設の延長は、総務大臣が必要と認める場合に限り、

その年の四月一日現在における港湾の管理状況により２又は３の規定を適用して算定した数値を用いることができる。

メ

ー

ト

ル

九 　 漁

港 に お

け る 係

留 施 設

の延長

１　前年の三月三十一日現在において漁港漁場整備法（昭和二十五年法律第百三十七号）第三十六条の二の漁港台帳（以下この

表及び附則第二十一条第一項第一号の表において「漁港台帳」という。）に記載されている係留施設（係船浮標及び係船くいを

除く。）の延長の合計数。ただし、当該地方団体が経費を負担しない施設（企業庁、企業局その他これに類似するものが経費を

負担する施設を含む。）及び港湾法第三条ただし書の規定によつて同法の規定の適用を受ける漁港のうち国際拠点港湾又は重要

港湾に指定されているものに係るものを除く。

２　地方団体が組織する組合又は港務局が管理する漁港における係留施設の延長は、これらの数値を当該漁港における経費の負

担割合を基礎として当該組合又は港務局を組織する地方団体の長が協議して定める率（協議が成立しないときは、総務大臣が定

める率）によつて按分したものを、それぞれ関係地方団体に属する係留施設の延長とする。

３　前年の四月一日からその年の四月一日までの間において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつたこと等により漁港管理

者、地方団体が組織する組合若しくは港務局の構成団体又はこれらの管理する漁港における経費の負担割合（以下この表中九及

び十並びに附則第二十一条第一項第一号の表中四及び五において「漁港の管理状況」と総称する。）に変更があつた場合におけ

る関係地方団体の係留施設の延長は、総務大臣が必要と認める場合に限り、その年の四月一日現在における漁港の管理状況によ

り２の規定を適用して算定した数値を用いることができる。

メ

ー

ト

ル

十 　 漁

港 に お

け る 外

郭 施 設

の延長

１　前年の三月三十一日現在において漁港台帳に記載されている外郭施設（水門及びこう門を除く。）の延長の合計数。ただし、

当該地方団体が経費を負担しない施設（企業庁、企業局その他これに類似するものが経費を負担する施設を含む。）及び港湾法

第三条ただし書の規定によつて同法の規定の適用を受ける漁港のうち国際拠点港湾又は重要港湾に指定されているものに係るも

のを除く。

２　地方団体が組織する組合又は港務局が管理する漁港における外郭施設の延長については、この表中七の２の規定を準用す

る。

メ

ー

ト

ル
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３　二以上の地方団体が経費を負担する漁港における外郭施設の延長については、この表中八の３の規定を準用する。

４　前年の四月一日からその年の四月一日までの間において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつたこと等により漁港の管

理状況に変更があつた場合における関係地方団体の外郭施設の延長は、総務大臣が必要と認める場合に限り、その年の四月一日

現在における漁港の管理状況により２又は３の規定を適用して算定した数値を用いることができる。

十 一 　

都 市 計

画 区 域

に お け

る人口

前年の四月一日現在における都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第四条第二項の規定による都市計画区域に係る当該地方団

体の人口（当該地方団体の区域の一部が都市計画区域であるときは、総務大臣の承認した人口）

人

十 二 　

都 市 公

園 の 面

積

都市公園法（昭和三十一年法律第七十九号）に基づき市町村が設置する都市公園（市町村の組織する組合が設置する都市公園

は、当該都市公園が所在する市町村の都市公園とみなす。）のうち前年の四月一日現在において同法第十七条第一項に規定する

都市公園台帳に記載されている面積（表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

千

平

方

メ

ー

ト

ル

十 三 　

小 学 校

の 教 職

員数

当該年度の五月一日現在における当該都道府県の区域内の市（指定都市を除く。）町村の設置する小学校及び義務教育学校の前

期課程について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（昭和三十三年法律第百十六号）第三条第

一項、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律（令和三年法律第十四号。以下

「標準法改正法」という。）附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立義務教育諸学校

の学級編制及び教職員数の標準に関する法律第三条第二項及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法

律施行令（昭和三十三年政令第二百二号）第一条に規定する学級編制の標準により編制した場合における学級数を基礎として同

法第六条の規定によつて算定した教職員の総数の標準となる数として総務大臣が調査した数

人

十 四 　

小 学 校

の 児 童

数

学校基本調査規則（昭和二十七年文部省令第四号）によつて調査した当該年度の五月一日現在における市町村立の小学校及び義

務教育学校の前期課程（市町村が組織する組合立の小学校又は義務教育学校の前期課程は、当該小学校又は義務教育学校の前期

課程の所在する市町村立の小学校又は義務教育学校の前期課程とみなし、学校教育法施行令（昭和二十八年政令第三百四十号）

第二十五条の規定によつて分校として当該都道府県の教育委員会に届出のあつたものは独立の学校とみなす。以下同じ。）に在

学する児童の数（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第四十条の規定によつて委託した児童（以下「委託児童」とい

う。）があるときは、当該委託児童の数は、当該委託された市町村の児童の数とみなす。）

人

十 五 　

小 学 校

の 学 級

数

当該年度の五月一日現在における当該都道府県の区域内の市町村の設置する小学校及び義務教育学校の前期課程について、公立

義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第一項、標準法改正法附則第二条第一項の規定により読み

替えて適用する標準法改正法による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員数の標準に関する法律第三条第二項及び

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第一条に規定する学級編制の標準によつて算定した学

級数

学

級

十 六 　

小 学 校

の 学 校

数

学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日現在における市町村立の小学校及び義務教育学校の前期課程の数。ただ

し、在学児童を有しない学校の数を除く。

校

十 七 　

中 学 校

の 教 職

員数

当該年度の五月一日現在における当該都道府県の区域内の市（指定都市を除く。）町村の設置する中学校、義務教育学校の後期

課程及び中等教育学校の前期課程並びに当該都道府県立の中学校（学校教育法第七十一条の規定により高等学校における教育と

一貫した教育を施すもの（以下「併設型中学校」という。）及び夜間その他特別の時間において主として学齢を経過した者に対

して指導を行うための教育課程を実施するもの（以下「夜間中学」という。）に限る。）及び中等教育学校の前期課程について、

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第一項及び第二項並びに公立義務教育諸学校の学級編

制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第一条に規定する学級編制の標準により編制した場合における学級数を基礎として

同法第六条の規定によつて算定した教職員の総数の標準となる数として総務大臣が調査した数

人

十 八 　

中 学 校

の 生 徒

数

学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日現在における市町村立の中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育

学校の前期課程（市町村が組織する組合立の中学校、義務教育学校の後期課程又は中等教育学校の前期課程は、当該中学校、義

務教育学校の後期課程又は中等教育学校の前期課程の所在する市町村立の中学校、義務教育学校の後期課程又は中等教育学校の

前期課程とみなし、学校教育法施行令第二十五条の規定によつて分校として当該都道府県の教育委員会に届出のあつたものは独

立の学校とみなす。以下同じ。）に在学する生徒の数（学校教育法第四十九条において準用する同法第四十条の規定によつて委

託した生徒（以下「委託生徒」という。）があるときは、当該委託生徒の数は、当該委託された市町村の生徒の数とみなす。）

人

十 九 　

中 学 校

の 学 級

数

当該年度の五月一日現在における当該都道府県の区域内の市町村の設置する中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校

の前期課程について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第一項及び第二項並びに公立義

務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第一条に規定する学級編制の標準によつて算定した学級数

学

級

二 十 　

中 学 校

の 学 校

数

学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日現在における市町村立の中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育

学校の前期課程の数。ただし、在学生徒を有しない学校の数を除く。

校

二 十 一

　 高 等

学 校 の

教 職 員

数

１　都道府県にあつては公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律（昭和三十六年法律第百八十八号）第八
条から第十二条まで及び第二十二条並びに公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令（昭和三十七年
政令第二百十五号）第二条の規定により算定した当該年度の五月一日現在における当該都道府県立の高等学校（中等教育学校の
後期課程を含む。以下この号において同じ。）の全日制、定時制及び通信制の課程に係る教職員の定数の標準となる数（指定都
市以外の当該都道府県の区域内の市町村の設置する高等学校の定時制の課程に係る教職員（養護教諭、養護助教諭、実習助手及
び事務職員を除く。）の定数の標準となる数を含む。）とし、市町村にあつては公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等
に関する法律第八条から第十二条まで及び第二十二条並びに公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行
令第二条の規定により算定した当該年度の五月一日現在における当該市町村立の高等学校（市町村が組織する組合立の高等学校

人
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は、当該高等学校の所在する市町村立の高等学校とみなす。以下同じ。）の全日制、定時制及び通信制の課程に係る教職員の定

数の標準となる数（指定都市以外の市町村にあつては、当該市町村立の高等学校の定時制の課程に係る教職員（養護教諭、養護

助教諭、実習助手及び事務職員を除く。）の定数の標準となる数を除く。）とする。

２　１の全日制、定時制及び通信制の課程の区分は、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第二条第二

項に規定する全日制、定時制及び通信制の課程の区分による。

二 十 二

　 高 等

学 校 の

生徒数

１　学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日現在における当該地方団体立の高等学校（中等教育学校の後期課程

を含む。）に在学する全日制及び定時制（別科及び専攻科を除く。）の商業に関する学科及び家庭に関する学科、厚生に関する学

科のうち衛生看護科に類する学科、農業に関する学科、工業に関する学科、水産に関する学科、情報に関する学科、福祉に関す

る学科並びに普通科及びその他の学科に係る生徒数並びに別科及び専攻科に係る生徒数の合計数

２　１の生徒数のうち全日制の課程に係る生徒数は、学校基本調査規則による学校調査票の当該年度の五月一日現在の全日制、

定時制別区分の全日制、併置のそれぞれの学校に在学する全日制の課程（別科及び専攻科を除く。）の生徒数とし、定時制の課

程に係る生徒数は、同学校調査票の全日制、定時制別区分の定時制、併置のそれぞれの学校に在学する定時制の課程（別科及び

専攻科を除く。）の生徒数とする。

３　１の商業に関する学科の生徒数には理数科に類する学科に属する生徒数を含むものとし、１の普通科及びその他の学科の生

徒数は、商業に関する学科及び家庭に関する学科、厚生に関する学科のうち衛生看護科に類する学科、農業に関する学科、工業

に関する学科、水産に関する学科、情報に関する学科並びに福祉に関する学科以外の学科に属する生徒数とする。

人

二 十 三

　 特 別

支 援 学

校 の 教

職員数

当該年度の五月一日現在における当該都道府県又は当該都道府県の区域内の市（指定都市を除く。）町村の設置する特別支援学

校の小学部、中学部及び高等部について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第一項及び

第三項並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第一条に規定する学級編制の標準により

編制した場合における学級数を基礎として同法第十条及び公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第十五

条の規定により算定した教職員定数の標準となる数（市町村立の特別支援学校の高等部の実習助手の定数の標準となる数を除

く。）として総務大臣が調査した数

人

二 十 四

　 特 別

支 援 学

校 の 学

級数

当該年度の五月一日現在における当該都道府県立の特別支援学校の小学部及び中学部について、公立義務教育諸学校の学級編制

及び教職員定数の標準に関する法律第三条第一項及び第三項並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関す

る法律施行令第一条に規定する学級編制の標準によつて算定した学級数並びに学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五

月一日現在における当該都道府県立の特別支援学校の高等部に在学する生徒をもつて編制された実学級（多学年学級は、一学級

とみなす。）の数を合算した数

学

級

二 十 五

　 高 等

専 門 学

校 及 び

大 学 の

学 生 の

数

１　学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日現在における当該道府県立の高等専門学校（当該道府県が地方独立

行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第六条第三項に規定する設立団体（以下この号において「設立団体」という。）であ

る同法第六十八条第一項の公立大学法人（以下この号において「公立大学法人」という。）の設置する高等専門学校を含む。）及

び短期大学（公立大学法人の設置する短期大学を含む。）の学科及び専攻科並びに大学（公立大学法人の設置する大学を含む。）

の学部、専攻科及び大学院に在学する学生の数

２　公立大学法人の設置する大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する大学の学科、専攻科及

び大学院に在学する学生の数は、当該学生の数を当該大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の

長が協議して定め、総務大臣が承認した率（協議が成立しないときは、総務大臣が定める率）により按分したものをそれぞれの

都道府県立の大学の学部、専攻科及び大学院に在学する学生の数とする。

人

二 十 六

　 私 立

の 学 校

の幼児、

児 童 及

び 生 徒

の数

学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日現在における当該道府県の区域内の私立の幼稚園（子ども・子育て支援

法（平成二十四年法律第六十五号）第二十七条第一項の確認を受けたもの（以下「新制度移行私立幼稚園」という。）を除く。）、

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に在学する幼児、児童及び生徒の数

人

二 十 七

　 幼 稚

園 及 び

幼 保 連

携 型 認

定 こ ど

も 園 の

小 学 校

就 学 前

子 ど も

の数

学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日現在における当該市町村立の幼稚園及び幼保連携型認定こども園に在籍

する小学校就学前子ども（子ども・子育て支援法第二十条第一項の認定に係る同法第十九条第一項第一号に掲げるもの（以下

「一号認定子ども」という。）に限る。）の数（特別利用教育を受ける子どもの数を含む。）

人

二 十 八

　 町 村

部人口

当該都道府県の人口のうち町村（社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に規定する福祉に関する事務所を設置する町村

（以下「福祉事務所設置町村」という。）を除く。）に係る人口

人

二 十 九

　 市 部

人口

当該市（福祉事務所設置町村を含む。）に係る人口 人

三 十 　

六 十 五

歳 以 上

人口

国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における六十五歳以上の人口（以下「六十五歳以上人口」という。） 人

三 十 一

　 七 十

国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における七十五歳以上の人口（以下「七十五歳以上人口」という。） 人
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五 歳 以

上人口

三 十 二

　 農 家

数

農林業センサス規則によつて調査した令和二年二月一日現在における農家（農地法（昭和二十七年法律第二百二十九号）第二条

第三項に規定する農地所有適格法人を含む。）の数

戸

三 十 三

　 公 有

以 外 の

林 野 の

面積

農林業センサス規則によつて調査した令和二年二月一日現在における民有林野（独立行政法人、国立大学法人及び特殊法人の所

管する林野及び公有林野（この表中三十四に定める公有林野をいう。）を除く。）の面積

ヘ

ク

タ

ー

ル

三 十 四

　 公 有

林 野 の

面積

農林業センサス規則によつて調査した令和二年二月一日現在における公有林野（都道府県及び森林整備法人（分収林特別措置法

（昭和三十三年法律第五十七号）第十条第二号の森林整備法人をいう。）の所管する林野）の面積

ヘ

ク

タ

ー

ル

三 十 五

　 水 産

業者数

１　海面に係る水産業者の数（漁業センサス規則（昭和三十八年農林省令第三十九号）によつて調査した平成三十年十一月一日

現在における漁業経営体総数から漁船非使用に係る漁業経営体数を控除した数）と内水面に係る水産業者の数（漁業センサス規

則によつて調査した平成三十年十一月一日現在における内水面養殖経営体数と湖沼漁業経営体総数から漁船非使用に係る漁業経

営体数を控除した数の合計数）の合計数とする。

２　１の場合において、海区漁業調整委員会の置かれている内水面に係る湖沼漁業経営体は海面に係る漁業経営体とみなす（別

表第一において同じ。）。

人

三 十 六

　 林 業

及 び 水

産 業 の

従 業 者

数

国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における産業分類別就業者数（以下「産業分類別就業者数」という。）のう

ちＡ農業、林業のうち林業及びＢ漁業の数の合計数

人

三 十 七

　 戸 籍

数

前年度の三月三十一日現在において戸籍法（昭和二十二年法律第二百二十四号）第七条の規定により戸籍簿につづられた戸籍及

び同法第百十九条第二項の規定により戸籍簿に蓄積された戸籍の数

籍

三 十 八

　 世 帯

数

国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における世帯数 世

帯

三 十 九

　 恩 給

受 給 権

者数

恩給法（大正十二年法律第四十八号）を準用するそれぞれの法律の規定によつて前年度の 後の支給期月において当該都道府県

から恩給を支給された者及び当該都道府県の退職年金に関する条例の規定によつて前年度の 後の支給期月において当該都道府

県から年金を支給された者（恩給を支給された者を除く。）の数。ただし、東京都にあつては退職前、消防組織法（昭和二十二

年法律第二百二十六号）に規定する消防職員であつた者を除く。

人

四 十 　

災 害 復

旧 事 業

費 の 財

源 に 充

て る た

め 発 行

に つ い

て 同 意

又 は 許

可 を 得

た 地 方

債 に 係

る 元 利

償還金

１　次の各号に掲げる地方債（地方財政法施行令（昭和二十三年政令第二百六十七号）第四十六条に定める事業に係る地方債

（第七号に掲げるものを除く。）、平成二年度から令和四年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許

可を得た地方債、財源対策債（公共事業等、義務教育施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設等の建設事業等に係る経費に充てる

ため昭和六十三年度及び平成六年度から令和四年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各

年度の財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものをいう。以下同じ。）、平成四年度

から平成十四年度まで及び平成十六年度から令和四年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため

発行について同意又は許可を得た地方債のうち公共事業等に係るもの、臨時財政特例債（国の補助金等の整理及び合理化並びに

臨時特例等に関する法律（昭和六十年法律第三十七号）、国の補助金等の臨時特例等に関する法律（昭和六十一年法律第四十六

号）等の規定による改正後の法律の規定等に基づく昭和六十年度から平成四年度までの各年度における国の負担又は補助の割合

の引下げ措置に伴い、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業等に係る国の負担額又は補助額

の減額による地方負担の増大に対処するため、特別に発行を許可された地方債をいう。以下同じ。）並びに借入後返還を命じら

れた地方債及び当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。以下「災害復旧事業債」という。）の当該年度分の元利償

還金（繰上償還に係る地方債（当該地方債の借換債を除く。）については当該繰上償還が行われないものとして算定した当該年

度分の元利償還金（元金償還金以外の支払を要しない繰上償還に係る地方債（当該地方債の借換債を除く。）については、当該

繰上償還が行われないものとして算定した当該年度分の元金償還金）に相当する額と、当該地方債の借換債については当該借換

債に係る当該年度分の元利償還金に相当する額とし、当該年度において繰上償還する分及び前年度以前において償還すべきであ

つた分を除く。以下同じ。）

一　国庫の負担金（国庫の負担金の支出に伴つて支出された都道府県の負担金を含む。以下同じ。）を受けて施行した暴風、洪

水、高潮、地震その他の異常な天然現象（以下「天然現象」という。）若しくは火災によつて生じた河川、海岸、堤防、砂防施

設、道路、都市計画事業による施設、港湾施設、農地、農業用施設、林業用施設、漁港施設その他の公共用施設及び公用施設

（公営住宅を除く。以下「公用施設等」という。）の災害復旧事業に係る経費並びに国若しくは都道府県が行うこれらの事業に対

する法令に基づく負担金に充てるため起こした地方債で昭和六十三年度以降において発行について同意又は許可を得たもの（発

行について地方財政法第五条の三第六項の規定による届出がされた地方債のうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同

条第十項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。）

（平成九年度から平成十四年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債

のうち過年分について資金手当として通常の充当率を超えて発行を許可された場合の当該超える部分を除く。以下「公共災害復

旧事業債」という。）

二　国庫の負担金を受けないで施行した天然現象によつて生じた公用施設等の災害復旧事業に係る経費に充てるため起こした地

方債（第八号に該当する地方債を除く。以下「単独災害復旧事業債」という。）

千

円
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三　国庫の負担金を受けて施行した地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵食の防除のための事業に係る経費又は国若しくは都道府

県の行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため起こした地方債（以下「地盤沈下等対策事業債」という。）

　 四　国庫の負担金を受けて施行した災害に伴う緊急治山、緊急砂防、緊急地すべり対策、緊急河川若しくは荒廃林地復旧のため

の事業に係る経費又は国若しくは都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため起こした地方債で昭和

六十三年度以降に発行について同意又は許可を得たもの（以下「緊急治山等事業債」という。）

五　国庫の負担金を受けて施行した災害に伴う砂防激甚災害対策特別緊急事業、地すべり激甚災害対策特別緊急事業、治山激甚

災害対策特別緊急事業及び河川激甚災害対策特別緊急事業に係る経費又は国若しくは都道府県が行うこれらの事業に対する法令

に基づく負担金に充てるため起こした地方債（以下「激甚災害対策特別緊急事業債」という。）

六　国庫の負担金を受けて施行した特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法（昭和二十七年法律第九十六号）第三条第一項の

事業計画に基づく事業に係る経費又は国若しくは都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため起こし

た地方債で総務大臣の指定するもの（以下「特殊土壌対策事業債」という。）

七　国庫の補助金を受けて施行した臨時石炭鉱害復旧法（昭和二十七年法律第二百九十五号）の規定に基づく鉱害復旧事業に係

る経費又は地方団体以外の者が施行する鉱害復旧事業につき同法第五十三条の規定により負担し、若しくは同法第五十三条の三

第一項の規定により支弁するために要する経費若しくは同法第九十四条第二項の規定により補助金を交付するために要する経費

に充てるため起こした地方債（以下「鉱害復旧事業債」という。）

八　激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和三十七年法律第百五十号）第二十四条に規定する地方債で

昭和六十三年度以降において発行について同意又は許可を得たもの（以下「小災害債」という。）

２　組合又は港務局が起こした１の地方債に係る元利償還金は、当該元利償還金を当該組合又は港務局を構成する地方団体の長

が協議して定め総務大臣が承認した率（協議が成立しないときは、総務大臣が定める率）により按分したものをそれぞれの地方

団体に係る元利償還金（総務大臣が承認する場合には、当該組合又は港務局を構成する地方団体のうち都道府県知事が指定する

地方団体に係る元利償還金）とみなす。

３　１の各号に掲げる地方債ごとの元利償還金の額に、五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千

円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。

　

四 十 一

　 辺 地

対 策 事

業 費 の

財 源 に

充 て る

た め 発

行 に つ

い て 同

意 又 は

許 可 を

得 た 地

方 債 に

係 る 元

利 償 還

金

１　辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和三十七年法律第八十八号）第六条に規定

する地方債（当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。）で総務大臣の指定するもの（臨時財政特例債を除く。以下

「辺地対策事業債」という。）に係る当該年度分の元利償還金（令和三年度以降において発行について同意又は許可を得た地方債

にあつては、総務大臣が調査したものに係る元利償還金に限る。）。この場合において、組合が起こした地方債に係る元利償還金

については、この表中四十の２の規定を準用する。

２　１の地方債の元利償還金の額に千円未満の端数がある場合には、この表中四十の３の規定を準用する。

千

円

四 十 二

　 平 成

四 年 度

か ら 平

成 十 年

度 ま で

の 各 年

度 に お

い て 国

の 補 正

予 算 等

に 係 る

事 業 費

の 財 源

に 充 て

る た め

発 行 を

許 可 さ
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１　国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成四年度において「平成四年度補正予算に係る地方債の取扱い等につ

いて（平成四年十月三十日付け各都道府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課

長内かん）」に基づき発行を許可された地方債（以下「平成四年度補正予算債」という。）のうち、一般公共事業、義務教育施設

整備事業、一般単独事業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び

簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債（地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債に

ついては、大阪市において同市が経営していた地下鉄事業等を承継するため同市の全額出資により設立された大阪市高速電気軌

道株式会社への事業承継（以下「事業承継」という。）前に発行を許可された地方債を含む。）で、総務大臣が指定したものに係

る当該年度の元利償還金、平成五年度において「総合経済対策に係る地方債の取扱いについて（平成五年六月二十二日付け自治

地第百四十三号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長通知）」、「緊

急経済対策に係る地方債の取扱いについて（平成五年十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あて自治省財

政局地方債課長通知）」及び「総合経済対策に係る地方債の取扱いについて（平成六年三月十一日付け自治地第四十三号各都道

府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長通知）」に基づき発行を許可された

地方債（以下「平成五年度補正予算債」という。）のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、一般単独事業、厚生福祉施

設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費

補助相当分に係る地方債（地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債については、大阪市において事業承継前

に発行を許可された地方債を含む。）で、総務大臣が指定したものに係る当該年度の元利償還金、平成六年度において「平成六

年度国の補正予算に係る地方債の取扱いについて（平成七年二月十三日付け自治地第二十二号各都道府県総務部長及び各指定都

市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知）」及び「平成六年度国の第二次補正予算に係る地方債の取扱いについて（平成七

年三月七日付け自治地第三十四号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知）」に基づき発

行を許可された地方債（以下「平成六年度補正予算債」という。）のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、一般単独事

業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事業のうち一

般会計の建設費補助相当分に係る地方債（地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債については、大阪市にお

いて事業承継前に発行を許可された地方債を含む。）で、総務大臣が指定したものに係る当該年度の元利償還金、平成七年度に

おいて「平成七年度国の補正予算に係る地方債の取扱いについて（平成七年五月三十日付け自治地第百四十六号各都道府県総務

部長、各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知）」及び「経済対策に係る地方債の取扱いについて（平成七年十月

二十七日付け自治地第二百十一号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知）」に基づき発行

を許可された地方債（以下「平成七年度補正予算債」という。）のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、一般単独事業、

厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会
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計の建設費補助相当分に係る地方債（地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債については、大阪市において

事業承継前に発行を許可された地方債を含む。）で、総務大臣が指定したものに係る当該年度の元利償還金、平成八年度におい

て「平成八年度国の補正予算に係る地方債の取扱いについて（平成九年二月十三日付け自治地第十三号各都道府県総務部長及び

各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知）」に基づき発行を許可された地方債（以下「平成八年度補正予算債」と

いう。）のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、一般単独事業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る

地方債並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債（地下鉄事業のう

ち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債については、大阪市において事業承継前に発行を許可された地方債を含む。）で、

総務大臣が指定したものに係る当該年度の元利償還金、平成九年度において「平成九年度国の補正予算等に係る地方債の取扱い

について（平成十年二月二十日付け自治地第十六号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通

知）」に基づき発行を許可された地方債（以下「平成九年度補正予算債」という。）のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事

業、一般単独事業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水

道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債（地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債について

は、大阪市において事業承継前に発行を許可された地方債を含む。）で、総務大臣が指定したものに係る当該年度の元利償還金

並びに平成十年度において「総合経済対策に係る地方債の取扱いについて（平成十年六月十九日付け自治地第百十三号各都道府

県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知）」及び「緊急経済対策に係る地方債の取扱いについて（平

成十年十二月十七日付け自治地第百九十四号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知）」

に基づき発行を許可された地方債（以下「平成十年度補正予算債」という。）のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、

一般単独事業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事

業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債（地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債については、

大阪市において事業承継前に発行を許可された地方債を含む。）で、総務大臣が指定したものに係る当該年度の元利償還金

２　組合が起こした１の地方債に係る元利償還金については、この表中四十の２の規定を準用する。
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１　国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成十六年度において「平成十六年度国の補正予算等に係る地方債の取

扱いについて」（平成十七年二月八日付け総財地第十九号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地

方債課長通知）に基づき発行を許可された地方債（以下「平成十六年度補正予算債」という。）のうち、一般公共事業、義務教

育施設整備事業、社会福祉施設整備事業、一般単独事業及び臨時高等学校整備事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに

係る額、平成十七年度において「平成十七年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて」（平成十八年二月九日付け総財

地第三十四号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知）に基づき発行を許可された地

方債（以下「平成十七年度補正予算債」という。）のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、社会福祉施設整備事業、一

般単独事業及び臨時高等学校整備事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成十八年度において「平成十八年

度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて」（平成十九年二月十五日付け総財地第三十九号各都道府県総務部長及び各指

定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知）に基づき発行について同意又は許可を得た地方債（以下「平成十八年度

補正予算債」という。）のうち、一般公共事業、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般補助施設整備等事業及

び地域活性化事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成十九年度において「平成十九年度国の補正予算等に

係る地方債の取扱いについて」（平成二十年二月七日付け総財地第十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務

省自治財政局地方債課長通知）に基づき発行について同意又は許可を得た地方債（以下「平成十九年度補正予算債」という。）

のうち、一般公共事業、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般補助施設整備等事業及び地域活性化事業に係る

地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十年度において「平成二十年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いにつ

いて」（平成二十年十月十七日付け総財地第二百一号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債

課長通知）及び「平成二十年度国の補正予算（第二号）等に係る地方債の取扱いについて」（平成二十一年三月五日付け総財地

第五十九号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知）に基づき発行について同意又は

許可を得た地方債（以下「平成二十年度補正予算債」という。）のうち、一般公共事業、学校教育施設等整備事業、社会福祉施

設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業及び地域活性化事業に係る地方債で、総務大臣が指定し

たものに係る額、平成二十一年度において「平成二十一年度国の補正予算（第一号）等に係る地方債の取扱いについて」（平成

二十一年六月十五日付け総財地第百三十九号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通

知）及び「平成二十一年度国の補正予算（第二号）等に係る地方債の取扱いについて」（平成二十二年一月二十九日付け総財地

第十六号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知）に基づき発行について同意又は許

可を得た地方債（以下「平成二十一年度補正予算債」という。）のうち、一般公共事業、学校教育施設等整備事業、社会福祉施

設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業及び地域活性化事業に係る地方債で、総務大臣が指定し

たものに係る額、平成二十二年度において「平成二十二年度国の経済危機対応・地域活性化予備費の使用に係る地方債の取扱い

について」（平成二十二年六月十八日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡）、「平

成二十二年度国の経済危機対応・地域活性化予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」（平成二十二年九月二十四日付け各

都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡）及び「平成二十二年度国の補正予算（第一号）等

に係る地方債の取扱いについて」（平成二十二年十一月二十九日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政

担当課あて事務連絡）のうち、一般公共事業、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般補助施設整備等事業、一

般事業及び地方道路等整備事業に係る地方債（以下「平成二十二年度補正予算債」という。）で、総務大臣が指定したものに係

る額、平成二十三年度において「平成二十三年度国の補正予算（第三号）等に係る地方債の取扱いについて」（平成二十三年十

二月二日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡）及び「平成二十三年度国の補正予

算（第四号）等に係る地方債の取扱いについて」（平成二十四年二月八日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定

都市財政担当課あて事務連絡）のうち、公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業及

び一般補助施設整備等事業に係る地方債（以下「平成二十三年度補正予算債」という。）で、総務大臣が指定したものに係る額、

平成二十四年度において「平成二十四年度国の補正予算（第一号）等に係る地方債の取扱いについて」（平成二十五年二月二十

六日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡）、「平成二十四年度国の一般会計の予備

費及び経済危機対応・地域活性化予備費並びに東日本大震災復興特別会計予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」（平成

二十四年十一月三十日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡）及び「平成二十四年

度国の一般会計の予備費及び経済危機対応・地域活性化予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」（平成二十四年十二月二

十六日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡のうち、公共事業等、学校教育施設等

整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業及び一般事業に係る地方債（以下「平成二十
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四年度補正予算債」という。）で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十五年度において「平成二十五年度国の補正予算

（第一号）等に係る地方債の取扱いについて」（平成二十六年二月六日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市

財政担当課あて事務連絡）のうち、公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般

補助施設整備等事業及び一般事業に係る地方債（以下「平成二十五年度補正予算債」という。）で、総務大臣が指定したものに

係る額、平成二十六年度において「平成二十六年度国の補正予算（第一号）等に係る地方債の取扱いについて」（平成二十七年

二月三日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡）のうち、公共事業等、学校教育施

設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業（消防防火施設整備費補助金を受けて活

動火山対策避難施設を整備する事業を除く。）及び一般事業に係る地方債（以下「平成二十六年度補正予算債」という。）で、総

務大臣が指定したものに係る額、平成二十七年度において「平成二十七年度国の補正予算（第一号）等に係る地方債の取扱いに

ついて」（平成二十八年一月二十日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡）のうち、

公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業及び一般事業に

係る地方債（以下「平成二十七年度補正予算債」という。）で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十八年度において「平

成二十八年度補正予算（第一号）により創設された一般会計熊本地震復旧等予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」（平

成二十八年七月二十六日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡）、「平

成二十八年度国の補正予算（第二号）に係る地方債の取扱いについて」（平成二十八年十月十一日付け各都道府県財政担当課、

各都道府県市区町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡）及び「平成二十八年度国の補正予算（第三号）に係る地方

債の取扱いについて」（平成二十九年一月三十一日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各指定都市財政担

当課あて事務連絡）のうち、公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施

設整備等事業及び一般事業に係る地方債（以下「平成二十八年度補正予算債」という。）で、総務大臣が指定したものに係る額、

平成二十九年度において「平成二十九年度国の補正予算（第一号）に係る地方債の取扱いについて」（平成三十年二月一日付け

各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡）のうち、公共事業等、学校教育施

設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業及び一般事業に係る地方債（以下「平成

二十九年度補正予算債」という。）で、総務大臣が指定したものに係る額、平成三十年度において「平成三十年度一般会計の予

備費の使用に係る地方債の取扱いについて」（平成三十年八月三日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各

都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡）、「平成三十年度一般会計の予備費の使用に

係る地方債の取扱いについて」（平成三十年九月七日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会

事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡）、「平成三十年度補正予算（第一号）に係る地方債の取扱

いについて」（平成三十年十一月七日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定

都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡）及び「平成三十年度補正予算（第二号）に係る地方債の取扱いについ

て」（平成三十一年二月七日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政

担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡）のうち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄

物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業及び地域活性化事業に係る地方債（以下「平成三十年度補正予算債」という。）

で、総務大臣が指定したものに係る額、令和元年度において「令和元年度一般会計の予備費の使用に係る地方債の取扱いについ

て」（令和元年十一月八日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担

当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡）及び「令和元年度国の補正予算（第一号）に係る地方債の取扱いについて」（令和

二年一月三十一日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各

指定都市議会事務局あて事務連絡）のうち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事

業、一般補助施設整備等事業、一般事業及び地域活性化事業に係る地方債（以下「令和元年度補正予算債」という。）で、総務

大臣が指定したものに係る額、令和二年度において「令和二年度補正予算（第一号）に係る地方債の取扱い等について」（令和

二年五月一日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定

都市議会事務局あて事務連絡）、「令和二年度補正予算（第二号）に係る地方債の取扱い等について」（令和二年六月二十四日付

け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局

あて事務連絡）、「令和二年度一般会計の予備費の使用に伴う地方債の取扱いについて」（令和二年七月三十一日付け各都道府県

財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連

絡）、「令和二年度一般会計の予備費の使用に伴う地方債の取扱いについて」（令和二年九月十五日付け各都道府県財政担当課、

各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡）及び「令和

二年度補正予算（第三号）に係る地方債の取扱い等について」（令和三年一月二十八日付け各都道府県財政担当課、各都道府県

市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡）のうち公共事業等、学

校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業、地域活性化事業及

び国土強靱化施策に係る地方債（以下「令和二年度補正予算債」という。）で、総務大臣が指定したものに係る額、令和三年度

において「令和三年度補正予算（第一号）に係る地方債の取扱い等について」（令和三年十二月二十日付け各都道府県財政担当

課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡）のうち

公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業、地

域活性化事業及び国土強靱化施策に係る地方債（以下「令和三年度補正予算債」という。）で、総務大臣が指定したものに係る

額並びに令和四年度において「令和四年度補正予算（第二号）に係る地方債の取扱い等について」（令和四年十二月二日付け各

都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて

事務連絡）のうち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事

業、一般事業、地域活性化事業及び国土強靱化施策に係る地方債（以下「令和四年度補正予算債」という。）で、総務大臣が指

定したものに係る額

２　組合が起こした１の地方債の額については、この表中四十の２の規定を準用する。

四 十 四
　 地 方
税 の 減
収 補 塡
の た め
平 成 十
五 年 度

１　地方税（道府県にあつては道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税、地方法人特別譲与税並びに
特別法人事業譲与税、市町村にあつては市町村民税の法人税割、地方税法第七十一条の二十六の規定により市町村に対し交付す
るものとされる利子割に係る交付金（以下「利子割交付金」という。）及び同法第七十二条の七十六又は第七百三十四条第四項
の規定により市町村に対し交付するものとされる法人の行う事業に対する事業税に係る交付金（以下「法人事業税交付金」とい
う。）に限る。）の減収補塡のため、平成十五年度において「平成十五年度減収補てん債に係る起債許可予定額の枠配分について
（平成十六年三月十九日付け総財地第八十四号都道府県知事あて総務事務次官通知）」に基づき発行を許可された地方債（以下
「平成十五年度減収補塡債」という。）、平成十六年度において「平成十六年度減収補てん債に係る起債許可予定額の枠配分につ
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いて（平成十七年三月十八日付け総財地第八十二号都道府県知事あて総務事務次官通知）」に基づき発行を許可された地方債（以

下「平成十六年度減収補塡債」という。）、平成十七年度において「平成十七年度減収補てん債に係る起債許可予定額の枠配分に

ついて（平成十八年三月十七日付け総財地第九十四号都道府県知事あて総務事務次官通知）」に基づき発行を許可された地方債

（以下「平成十七年度減収補塡債」という。）、平成十八年度において「平成十八年度地方債同意等予定額について（平成十九年

三月八日付け総財地第八十八号都道府県知事あて総務事務次官通知）」に基づき平成十八年度減収補塡債の起債に係る同意等予

定額として発行について同意又は許可を得た地方債（以下「平成十八年度減収補塡債」という。）、平成十九年度において「平成

十九年度地方債同意等予定額について（平成二十年三月七日付け総財地第六十号都道府県知事あて総務事務次官通知）」に基づ

き平成十九年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債（以下「平成十九年度減収

補塡債」という。）、平成二十年度において「平成二十年度地方債同意等予定額について（平成二十一年二月十八日付け総財地第

三十四号都道府県知事あて総務事務次官通知）」に基づき平成二十年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行につい

て同意又は許可を得た地方債（以下「平成二十年度減収補塡債」という。）、平成二十一年度において「平成二十一年度地方債同

意等予定額について（平成二十二年三月九日付け総財地第六十七号及び第六十八号都道府県知事あて総務大臣通知）」に基づき

平成二十一年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債（以下「平成二十一年度減

収補塡債」という。）、平成二十二年度において「平成二十二年度地方債同意等予定額について（平成二十三年二月二十三日付け

総財地第二十六号及び第二十七号都道府県知事あて総務大臣通知）」に基づき平成二十二年度減収補塡債の起債に係る同意等予

定額として発行について同意又は許可を得た地方債（以下「平成二十二年度減収補塡債」という。）、平成二十三年度において

「平成二十三年度地方債同意等予定額について（平成二十四年二月二十二日付け総財地第三十八号、総財務第二十八号都道府県

知事あて総務大臣通知及び総財地第三十九号、総財務第二十九号都道府県知事あて総務大臣通知）」に基づき平成二十三年度減

収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債（以下「平成二十三年度減収補塡債」とい

う。）、平成二十四年度において「平成二十四年度地方債同意等予定額について（平成二十五年二月二十二日付け総財地第三十五

号、総財務第十七号都道府県知事あて総務大臣通知」）に基づき平成二十四年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発

行について同意又は許可を得た地方債（以下「平成二十四年度減収補塡債」という。）、平成二十五年度において「平成二十五年

度地方債同意等予定額について（平成二十六年二月十四日付け総財地第二十三号、総財務第三十号都道府県知事あて総務大臣通

知）」に基づき平成二十五年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債（以下「平

成二十五年度減収補塡債」という。）、平成二十六年度において「平成二十六年度地方債同意等予定額について（平成二十七年二

月十三日付け総財地第二十一号、総財務第三十二号都道府県知事あて総務大臣通知）」に基づき平成二十六年度減収補塡債の起

債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債（以下「平成二十六年度減収補塡債」という。）、平成二十

七年度において「平成二十七年度地方債同意等予定額について（平成二十八年二月二十九日付け総財地第二十三号、総財務第二

十二号都道府県知事あて総務大臣通知）」に基づき平成二十七年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同

意又は許可を得た地方債（以下「平成二十七年度減収補塡債」という。）、平成二十八年度において「平成二十八年度地方債同意

等予定額について（平成二十九年二月二十八日付け総財地第五十三号、総財務第十八号都道府県知事あて総務大臣通知）」に基

づき平成二十八年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債（以下「平成二十八年

度減収補塡債」という。）、平成二十九年度において「平成二十九年度地方債同意等予定額について（平成三十年二月二十六日付

け総財地第二十二号、総財務第十八号都道府県知事あて総務大臣通知）」に基づき平成二十九年度減収補塡債の起債に係る同意

等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債（以下「平成二十九年度減収補塡債」という。）、平成三十年度において

「平成三十年度地方債同意等予定額について（平成三十一年二月二十五日付け総財地第二十二号、総財務第十号都道府県知事あ

て総務大臣通知）」に基づき平成三十年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債

（以下「平成三十年度減収補塡債」という。）、令和元年度において「令和元年度地方債同意等予定額について（令和二年二月二

十六日付け総財地第十七号、総財務第八号都道府県知事あて総務大臣通知）」に基づき令和元年度減収補塡債の起債に係る同意

等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債（以下「令和元年度減収補塡債」という。）、令和二年度において令和二

年度地方債同意等基準（令和三年総務省告示第二十一号による改正後の令和二年総務省告示第百二十七号）第二の二の１の（六）

に規定された減収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債（以下「令和二年度減収補塡債」という。）、令和三年度

において令和三年度地方債同意等基準（令和三年総務省告示第百八十七号）第二の二の１の（六）に規定された減収補塡債とし

て発行について同意又は許可を得た地方債（以下「令和三年度減収補塡債」という。）並びに令和四年度において令和四年度地

方債同意等基準（令和四年総務省告示第百二十五号）第二の二の１の（六）に規定された減収補塡債として発行について同意又

は許可を得た地方債（以下「令和四年度減収補塡債」という。）の額のうち都道府県にあつては道府県民税の法人税割及び利子

割、法人の行う事業に対する事業税に係る額、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税の百分の七十五に相当する額、市

町村にあつては市町村民税の法人税割、利子割交付金及び法人事業税交付金に係る額の百分の七十五に相当する額

　 ２　地方税（都道府県にあつては地方消費税、不動産取得税、道府県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、地方税法第四百

八十五条の十三第一項の規定により都道府県に対し交付するものとされる市町村たばこ税に係る交付金（以下「市町村たばこ税

都道府県交付金」という。）、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税、市町村にあつては市町村たばこ税、同法第七十二条の百

十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金（以下「地方消費税交付金」という。）、同法第百

三条の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金（以下「ゴルフ場利用税交付

金」という。）、同法第百四十四条の六十第一項の規定により道路法第七条第三項に規定する指定市に対し交付するものとされる

軽油引取税に係る交付金（以下「軽油引取税交付金」という。）、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税に係る額に限る。）の

減収補塡のため、令和二年度減収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債の額

３　１の額に千円未満の端数がある場合には、この表中四十の３の規定を準用する。

　

四 十 五

　 平 成

十 三 年

度 か ら

令 和 四

年 度 ま

で の 各

年 度 の

財 源 対

策 の た

１　一般公共事業、空港整備事業、公園緑地整備事業、義務教育施設及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため

平成十三年度から令和四年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため

発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額（この場合において、組合が起こした地方債の額に

ついては、この表中四十の２の規定を準用する。）

２　１の額に千円未満の端数がある場合には、この表中四十の３の規定を準用する。

千

円
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め 当 該

各 年 度

に お い

て 発 行

に つ い

て 同 意

又 は 許

可 を 得

た 地 方

債の額

四 十 六

　 個 人

の 道 府

県 民 税

又 は 市

町 村 民

税 に 係

る 特 別

減 税 等

に よ る

平 成 六

年 度 か

ら 平 成

八 年 度

ま で の

各 年 度

及 び 平

成 十 五

年 度 か

ら 平 成

十 八 年

度 ま で

の 各 年

度 の 減

収 を 補

塡 す る

た め 当

該 各 年

度 に お

い て 特

別 に 起

こ す こ

と が で

き る こ

と と さ

れ た 地

方 債 の

額

地方税法等の一部を改正する法律（平成六年法律第百十一号。以下「地方税法等改正法」という。）第一条の規定による改正前

の地方税法附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成六年度の減収額及び租税特

別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）第八十六条の四第一項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例

の適用期間の終了による同年度における消費税の収入の減少に伴う道府県又は市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少

による同年度の減収額として地方交付税法等の一部を改正する法律（平成六年法律第十六号）附則第三項及び第四項の規定によ

り算定した減収見込額並びに地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税又は市町村民税の同年度の減収額として総務大臣

が調査した額の合算額（以下「平成六年度減税補塡債」という。）、地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則

第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成七年度の減収額、租税特別措置法第八十六

条の四第一項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による平成六年度における消費税

の収入の減少に伴う道府県又は市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による平成七年度の減収額及び地方税法等改正

法の施行による個人の道府県民税又は市町村民税の同年度の減収額として地方交付税法等の一部を改正する法律（平成七年法律

第四十一号）附則第三条の規定により算定した減収見込額（以下「平成七年度減税補塡債」という。）、地方税法等改正法の施行

による個人の道府県民税又は市町村民税の平成八年度の減収額及び地方税法等の一部を改正する法律（平成八年法律第十二号）

第一条の規定による改正後の地方税法附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による同年

度の減収額として地方交付税法等の一部を改正する法律（平成八年法律第十三号）附則第三条の規定により算定した減収見込額

（以下「平成八年度減税補塡債」という。）、地方交付税法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第八号）第八条による改正

前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律（平成十一年法律第十七号。以下「改正前の特例交付金法」という。）

第十三条の規定により平成十五年度において起こすことができることとされた地方債の額（以下「平成十五年度減税補塡債」と

いう。）、改正前の特例交付金法第十三条の規定により平成十六年度において起こすことができることとされた地方債の額（以下

「平成十六年度減税補塡債」という。）、改正前の特例交付金法第十三条の規定により平成十七年度において起こすことができる

こととされた地方債の額（以下「平成十七年度減税補塡債」という。）並びに改正前の特例交付金法第十三条の規定により平成

十八年度において起こすことができることとされた地方債の額（以下「平成十八年度減税補塡債」という。）

千
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四 十 七

　 臨 時

財 政 対

策 の た

め 平 成

十 五 年

度 か ら

令 和 四

年 度 ま

で の 各

年 度 に

お い て

特 別 に

起 こ す

こ と が

で き る

こ と と

さ れ た

地方交付税法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第十八号）第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二

第一項の規定により平成十五年度において起こすことができることとされた地方債の額（以下「平成十五年度臨時財政対策債」

という。）、地方交付税法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第二十四号）第三条の規定による改正前の地方財政法第三十

三条の五の二第一項の規定により平成十六年度において起こすことができることとされた地方債の額（以下「平成十六年度臨時

財政対策債」という。）、同項の規定により平成十七年度において起こすことができることとされた地方債の額（以下「平成十七

年度臨時財政対策債」という。）、同項の規定により平成十八年度において起こすことができることとされた地方債の額（以下

「平成十八年度臨時財政対策債」という。）、地方交付税法等の一部を改正する法律（平成二十二年法律第五号）第三条の規定に

よる改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十九年度において起こすことができることとされた地方債

の額（以下「平成十九年度臨時財政対策債」という。）、同項の規定により平成二十年度において起こすことができることとされ

た地方債の額（以下「平成二十年度臨時財政対策債」という。）、同項の規定により平成二十一年度において起こすことができる

こととされた地方債の額（以下「平成二十一年度臨時財政対策債」という。）、地方交付税法等の一部を改正する法律（平成二十

三年法律第五号）第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十二年度において起こ

すことができることとされた地方債の額（以下「平成二十二年度臨時財政対策債」という。）、地方交付税法等の一部を改正する

法律（平成二十六年法律第五号）第五条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十三年

度において起こすことができることとされた地方債の額（以下「平成二十三年度臨時財政対策債」という。）、同項の規定により

平成二十四年度において起こすことができることとされた地方債の額（以下「平成二十四年度臨時財政対策債」という。）、同項

の規定により平成二十五年度において起こすことができることとされた地方債の額（以下「平成二十五年度臨時財政対策債」と

いう。）、地方交付税法等の一部を改正する法律（平成二十九年法律第三号）第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条

の五の二第一項の規定により平成二十六年度において起こすことができることとされた地方債の額（以下「平成二十六年度臨時

千
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地 方 債

の額

財政対策債」という。）、同項の規定により平成二十七年度において起こすことができることとされた地方債の額（以下「平成二

十七年度臨時財政対策債」という。）、同項の規定により平成二十八年度において起こすことができることとされた地方債の額

（以下「平成二十八年度臨時財政対策債」という。）、地方交付税法等の一部を改正する法律（令和二年法律第六号）第三条の規

定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十九年度において起こすことができることとされた

地方債の額（以下「平成二十九年度臨時財政対策債」という。）、同項の規定により平成三十年度において起こすことができるこ

ととされた地方債の額（以下「平成三十年度臨時財政対策債」という。）、同項の規定により令和元年度において起こすことがで

きることとされた地方債の額（以下「令和元年度臨時財政対策債」という。）、地方交付税法等の一部を改正する法律（令和五年

法律第二号）第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和二年度において起こすことが

できることとされた地方債の額（以下「令和二年度臨時財政対策債」という。）、同項の規定により令和三年度において起こすこ

とができることとされた地方債の額（以下「令和三年度臨時財政対策債」という。）及び同項の規定により令和四年度において

起こすことができることとされた地方債の額（以下「令和四年度臨時財政対策債」という。）

四 十 八

　 平 成

二 十 五

年 度 か

ら 令 和

四 年 度

ま で の

各 年 度

に お い

て 東 日

本 大 震

災 全 国

緊 急 防

災 施 策

等 に 要

す る 経

費 に 充

て る た

め 発 行

に つ い

て 同 意

又 は 許

可 を 得

た 地 方

債の額

１　東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため、平成二十五年度において発行について同意又は許可を得た地

方債（以下「平成二十五年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。）、平成二十六年度において発行について同意又は許

可を得た地方債（以下「平成二十六年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。）、平成二十七年度において発行について

同意又は許可を得た地方債（以下「平成二十七年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。）、平成二十八年度において発

行について同意又は許可を得た地方債（以下「平成二十八年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。）、平成二十九年度

において発行について同意又は許可を得た地方債（以下「平成二十九年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。）、平成

三十年度において発行について同意又は許可を得た地方債（以下「平成三十年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。）

、令和元年度において発行について同意又は許可を得た地方債（以下「令和元年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」とい

う。）、令和二年度において発行について同意又は許可を得た地方債（以下「令和二年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」と

いう。）、令和三年度において発行について同意又は許可を得た地方債（以下「令和三年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」

という。）及び令和四年度において発行について同意又は許可を得た地方債（以下「令和四年度東日本大震災全国緊急防災施策

等債」という。）で総務大臣の指定するものの額

２　組合が起こした１の地方債の額については、この表中四十の２の規定を準用する。
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四 十 九

　 令 和

元 年 度

か ら 令

和 四 年

度 ま で

の 各 年

度 に お

い て 国

土 強
じん

靭

化 施 策

に 要 す

る 費 用

に 充 て

る た め

発 行 に

つ い て

同 意 又

は 許 可

を 得 た

地 方 債

の額

１　国土強靭化施策に要する費用に充てるため、令和元年度において発行について同意又は許可を得た地方債（以下「令和元年

度国土強靭化施策債」という。）、令和二年度において発行について同意又は許可を得た地方債（以下「令和二年度国土強靱化施

策債」という。）、令和三年度において発行について同意又は許可を得た地方債（以下「令和三年度国土強靱化施策債」という。）

及び令和四年度において発行について同意又は許可を得た地方債（以下「令和四年度国土強靱化施策債」という。）のうち防災・

減災・国土強靭化緊急対策事業に係る地方債で総務大臣の指定するものに係る額並びに令和元年度から令和四年度までの各年度

において発行について同意又は許可を得た緊急自然災害防止対策事業に係る地方債の額

２　組合が起こした１の地方債の額については、この表中四十の２の規定を準用する。
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２　前項の規定によつて測定単位の数値を算定する場合において、当該年度の四月一日以前の日に地方団体の廃置分合又は境界変更があ

り、かつ、測定単位の数値が同日前におけるものによることとされているときは、特別の定めがある場合のほか、当該廃置分合又は境界

変更後の関係地方団体の数値は、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める数値とする。

一　人口

都道府県にあつては当該都道府県の区域内の市町村の人口の合計数、市町村にあつては地方自治法施行令（昭和二十二年政令第十六

号）第百七十七条第一項の規定によつて都道府県知事の告示した人口

二　面積

廃置分合後のそれぞれの面積又は廃置分合若しくは境界変更に係る区域の面積を関係地方団体の面積に加え、若しくは関係地方団体の

面積から減じた面積
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三　前二号に掲げるもの以外の測定単位の数値

地方自治法施行令第百七十七条第一項の規定による方法に準じて算定した数値

３　第一項の表第十三号から第二十七号までの規定によつて測定単位の数値を算定する場合において、当該年度の四月二日以後五月一日ま

での間に地方団体の廃置分合又は境界変更があつたため当該期間内において通学する学校又はその設置者に変更を生じた幼児、小学校就

学前子ども、児童、生徒又は学生があるときは、当該幼児、小学校就学前子ども、児童、生徒又は学生の数は、当該年度の四月一日現在

において通学していた学校を設置する若しくは当該学校の存する地方団体の数値とし、当該児童、生徒又は学生を有する学級及び学校の

数並びに当該学校の教職員数は、児童数、生徒数又は学生数によつて関係地方団体に按分した数値（都道府県の端数処理については整数

未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、市町村の端数処理については第四十九条第二項第七号から第十三号までの規定を準用す

る。）とする。

４　第一項及び第二項の規定によつて測定単位の数値を算定する場合においては、特別の定めがある場合のほか、算定の過程及び算定した

数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

（補正に用いる率並びに補正係数及び補正後数値の算定方法等）

第六条　法第十三条第二項、第四項及び第六項の規定による率は、別表第一に定めるところによる。

２　種別補正を行う場合における種別ごとの測定単位の数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、市町

村の「道路橋りよう費」に係る橋りようの面積に表示単位以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

３　種別補正を行う場合並びに段階補正及び都道府県に係る普通態容補正（法第十三条第四項第三号イ及びロの規定による態容補正をい

う。以下同じ。）を行う場合において、別表第一に定める率を乗じた後のそれぞれの数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数

を四捨五入する。ただし、面積及び市町村の「高等学校費」に係る教職員数について種別補正を行う場合においては種別補正後の数値の

小数点以下二位未満の端数を四捨五入する。

４　段階補正、密度補正、普通態容補正、経常態容補正（法第十三条第四項第三号ハの規定による態容補正のうち経常経費に係るものをい

う。以下同じ。）、投資態容補正（法第十三条第四項第三号ハの規定による態容補正のうち投資的経費に係るものをいう。以下同じ。）、寒

冷補正、第十五条の数値急増補正、第十六条の数値急減補正及び第十七条の「災害復旧費」の補正に係る補正係数を算定する場合におい

ては、当該補正係数に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

５　段階補正、密度補正、普通態容補正、経常態容補正、投資態容補正、寒冷補正、第十五条の数値急増補正及び第十六条の数値急減補正

のうち二以上をあわせて行う場合における測定単位の数値に係る補正係数は、それぞれの理由ごとに算定した補正係数を別表第一（３）

に定めるところにより連乗又は加算した率による。

６　前項の規定によつてそれぞれの理由ごとの補正係数を連乗する場合においては、連乗の過程においては掛け放しとし、連乗した後の数

に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

７　測定単位の数値を補正した後の数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、面積、小学校及び中学校

の学校数並びに市町村の「高等学校費」に係る教職員数については、小数点以下二位未満の端数を四捨五入する。

（種別補正に用いる種別）

第七条　種別補正に用いる種別は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の種別の欄に定めるとこ

ろによる。

地

方

団

体

の

種

類

経 費 の

種類

測定単位 種別

都

道

府

県

一 　 港

湾費

港湾における係留施設の延長 （１）　国際戦略港湾

（２）　国際拠点港湾

（３）　重要港湾

（４）　地方港湾

　 二　その

他 の 教

育費

１　高等専門学校及び大学の学生

の数

（１）　高等専門学校

（２）　短期大学

ア　理学系学科、工学系学科、農学系学科及び保健系学科

イ　文科系学科（家政系学科及び芸術系学科を除く。）

ウ　家政系学科及び芸術系学科

（３）　大学

ア　医学部（医学科に限り、医学に関する単科大学を含む。エにおいて同じ。）

イ　歯学部（歯学に関する単科大学を含む。）

ウ　理科系学部（理学部、工学部、農学部及び水産学部をいい、理学、工学、農学及び水産

学に関する単科大学を含む。）

エ　保健系学部（医学部及び歯学部を除き、薬学及び看護学（衛生学を含む。）に関する単

科大学を含む。）

オ　社会科学系学部（社会科学に関する単科大学を含む。）

カ　人文科学系学部（人文科学に関する単科大学を含む。）

キ　家政系学部及び芸術系学部（家政及び芸術に関する単科大学を含む。）

（４）　専門職大学（理科系学部及び芸術系学部）

　 　 ２　私立の学校の幼児、児童及び

生徒の数

（１）　学校法人の設置する幼稚園（新制度移行私立幼稚園を除く。）

（２）　学校法人の設置する小学校及び義務教育学校の前期課程

（３）　学校法人の設置する中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程

（４）　学校法人の設置する高等学校（通信制高等学校を除く。）、中等教育学校の後期課程及

び特別支援学校

（５）　学校法人の設置する通信制高等学校
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（６）　学校法人以外の者の設置する私立の幼稚園（新制度移行私立幼稚園を除く。）及び特

別支援学校

　 三　災害

復旧費

災害復旧事業費の財源に充てるた

め発行について同意又は許可を得

た地方債に係る元利償還金

（１）　公共災害復旧事業債

（２）　単独災害復旧事業債

（３）　地盤沈下等対策事業債

（４）　緊急治山等事業債

（５）　激甚災害対策特別緊急事業債

（６）　特殊土壌対策事業債

（７）　鉱害復旧事業債

（８）　小災害債

四　補正

予算債償

還費

１　平成四年度から平成十年度ま

での各年度において国の補正予算

等に係る事業費の財源に充てるた

め発行を許可された地方債に係る

元利償還金

（１）　平成四年度補正予算債

（２）　平成五年度補正予算債

（３）　平成六年度補正予算債

（４）　平成七年度補正予算債

（５）　平成八年度補正予算債

（６）　平成九年度補正予算債

（７）　平成十年度補正予算債

２　平成十六年度から令和四年度

までの各年度において国の補正予

算等に係る事業費の財源に充てる

ため発行について同意又は許可を

得た地方債の額

（１）　平成十六年度補正予算債

ア　一般公共事業（災害関連（各種災害関連現年分）事業（新潟県中越地震に係る災害関連

緊急砂防等事業（災害関連緊急雪崩対策事業を除く。）、災害関連地域防災がけ崩れ対策事

業、災害関連緊急地すべり対策事業、災害関連緊急治山等事業に限る。）、災害関連緊急事業

（新潟県中越地震に係る直轄砂防災害関連緊急事業及び直轄地すべり防止災害関連緊急事業

に限る。））に係る経費に充てるため発行を許可されたもの（以下「平成十六年度都道府県九

十五・〇％分」という。）

イ　アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの（以下「平成

十六年度都道府県五十・〇％分」という。）

（２）　平成十七年度補正予算債

（３）　平成十八年度補正予算債

（４）　平成十九年度補正予算債

（５）　平成二十年度補正予算債

ア　学校教育施設等整備事業（大規模改造事業等を除く。）に係る経費に充てるため発行に

ついて同意又は許可を得たもの（以下「平成二十年度都道府県六十・〇％分」という。）

イ　整備新幹線整備事業分

ウ　ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を

得たもの（以下「平成二十年度都道府県五十・〇％分」という。）

（６）　平成二十一年度補正予算債

ア　学校教育施設等整備事業（大規模改造事業等を除く。）に係る経費に充てるため発行に

ついて同意又は許可を得たもの（以下「平成二十一年度都道府県六十・〇％分」という。）

イ　整備新幹線整備事業分

ウ　ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を

得たもの（以下「平成二十一年度都道府県五十・〇％分」という。）

（７）　平成二十二年度補正予算債

ア　学校教育施設等整備事業（大規模改造事業等を除く。）に係る経費に充てるため発行に

ついて同意又は許可を得たもの（以下「平成二十二年度都道府県六十・〇％分」という。）

イ　国の経済危機対応・地域活性化予備費の使用に係るもの（以下「平成二十二年度都道府

県五十・〇％分」という。）

ウ　整備新幹線整備事業分

エ　ア、イ及びウに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許

可を得たもの（以下「平成二十二年度都道府県四十五・〇％分」という。）

（８）　平成二十三年度補正予算債

ア　公共事業等（平成二十三年度一般会計補正予算（第三号）等に係るものに限る。）に係

る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの（以下「平成二十三年度都道府県

八十・〇％分」という。）

イ　アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たも

の（以下「平成二十三年度都道府県五十・〇％分」という。）

（９）　平成二十四年度補正予算債

ア　学校教育施設等整備事業（大規模改造事業等を除く。）に係る経費に充てるため発行に

ついて同意又は許可を得たもの（以下「平成二十四年度都道府県六十・〇％分」という。）

イ　アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たも

の（以下「平成二十四年度都道府県五十・〇％分」という。）

（１０）　平成二十五年度補正予算債

ア　学校教育施設等整備事業（大規模改造事業等を除く。）に係る経費に充てるため発行に

ついて同意又は許可を得たもの（以下「平成二十五年度都道府県六十・〇％分」という。）

イ　アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たも

の（以下「平成二十五年度都道府県五十・〇％分」という。）

（１１）　平成二十六年度補正予算債
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ア　学校教育施設等整備事業（大規模改造事業等を除く。）に係る経費に充てるため発行に

ついて同意又は許可を得たもの（以下「平成二十六年度都道府県六十・〇％分」という。）

イ　アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たも

の（以下「平成二十六年度都道府県五十・〇％分」という。）

（１２）　平成二十七年度補正予算債

ア　学校教育施設等整備事業（大規模改造事業等を除く。）に係る経費に充てるため発行に

ついて同意又は許可を得たもの（以下「平成二十七年度都道府県六十・〇％分」という。）

イ　アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たも

の（以下「平成二十七年度都道府県五十・〇％分」という。）

（１３）　平成二十八年度補正予算債

ア　公共事業等及び一般補助施設整備等事業（平成二十八年度一般会計補正予算（第一号）

により創設された一般会計熊本地震復旧等予備費の使用に係るものに限る。）並びに熊本地

震による災害の復興事業（再度の災害を防止する事業）に係る経費に充てるため発行につい

て同意又は許可を得たもの（以下「平成二十八年度都道府県八十・〇％分」という。）

イ　学校教育施設等整備事業（大規模改造事業等を除く。）に係る経費に充てるため発行に

ついて同意又は許可を得たもの（以下「平成二十八年度都道府県六十・〇％分」という。）

ウ　ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を

得たもの（以下「平成二十八年度都道府県五十・〇％分」という。）

（１４）　平成二十九年度補正予算債

ア　熊本地震による災害の復興事業（再度の災害を防止する事業）に係る経費に充てるため

発行について同意又は許可を得たもの（以下「平成二十九年度都道府県八十・〇％分」とい

う。）

イ　学校教育施設等整備事業（大規模改造事業等を除く。）に係る経費に充てるため発行に

ついて同意又は許可を得たもの（以下「平成二十九年度都道府県六十・〇％分」という。）

ウ　ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を

得たもの（以下「平成二十九年度都道府県五十・〇％分」という。）

（１５）　平成三十年度補正予算債

ア　熊本地震及び平成三十年七月豪雨への対応に伴う投資的経費に充てるため発行について

同意又は許可を得たもの（以下「平成三十年度都道府県八十・〇％分」という。）

イ　学校教育施設等整備事業（大規模改造事業等を除く。）に係る経費に充てるため発行に

ついて同意又は許可を得たもの（以下「平成三十年度都道府県六十・〇％分」という。）

ウ　ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を

得たもの（以下「平成三十年度都道府県五十・〇％分」という。）

（１６）　令和元年度補正予算債

ア　公共事業等（令和元年度一般会計の予備費の使用（令和元年十一月八日閣議決定）に係

るものに限る。）並びに平成二十八年熊本地震、平成三十年七月豪雨及び令和元年台風第十

九号への対応に伴う投資的経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの（以下

「令和元年度都道府県八十・〇％分」という。）

イ　学校教育施設等整備事業（大規模改造事業等を除く。）に係る経費に充てるため発行に

ついて同意又は許可を得たもの（以下「令和元年度都道府県六十・〇％分」という。）

ウ　ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を

得たもの（以下「令和元年度都道府県五十・〇％分」という。）

（１７）　令和二年度補正予算債

ア　公共事業等（令和二年度一般会計の予備費の使用（令和二年七月三十一日閣議決定）及

び令和二年度一般会計の予備費の使用（令和二年九月十五日閣議決定）に係るものに限る。）

及び令和二年七月豪雨への対応に伴う投資的経費に充てるため発行について同意又は許可を

得たもの（以下「令和二年度都道府県八十・〇％分」という。）

イ　学校教育施設等整備事業（大規模改造事業等を除く。）に係る経費に充てるため発行に

ついて同意又は許可を得たもの（以下「令和二年度都道府県六十・〇％分」という。）

ウ　ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を

得たもの（以下「令和二年度都道府県五十・〇％分」という。）

（１８）　令和三年度補正予算債

ア　学校教育施設等整備事業（大規模改造事業等を除く。）に係る経費に充てるため発行に

ついて同意又は許可を得たもの（以下「令和三年度都道府県六十・〇％分」という。）

イ　アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たも

の（以下「令和三年度都道府県五十・〇％分」という。）

（１９）　令和四年度補正予算債

ア　学校教育施設等整備事業（大規模改造事業等を除く。）に係る経費に充てるため発行に

ついて同意又は許可を得たもの（以下「令和四年度都道府県六十・〇％分」という。）

イ　アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たも

の（以下「令和四年度都道府県五十・〇％分」という。）

　 五　地方

税減収補

塡 債 償

還費

地方税の減収補塡のため平成十五

年度から令和四年度までの各年度

において特別に発行を許可された

地方債の額

（１）　平成十五年度減収補塡債

（２）　平成十六年度減収補塡債

（３）　平成十七年度減収補塡債

（４）　平成十八年度減収補塡債

（５）　平成十九年度減収補塡債
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（６）　平成二十年度減収補塡債

（７）　平成二十一年度減収補塡債

（８）　平成二十二年度減収補塡債

（９）　平成二十三年度減収補塡債

（１０）　平成二十四年度減収補塡債

（１１）　平成二十五年度減収補塡債

（１２）　平成二十六年度減収補塡債

（１３）　平成二十七年度減収補塡債

（１４）　平成二十八年度減収補塡債

（１５）　平成二十九年度減収補塡債

（１６）　平成三十年度減収補塡債

（１７）　令和元年度減収補塡債

（１８）　令和二年度減収補塡債

ア　法第十二条第三項の表第四十四号（１）に規定する減収補塡のため令和二年度において

発行について同意又は許可を得たもの（以下「令和二年度減収補塡債（従来分）」という。）

イ　法第十二条第三項の表第四十四号（２）に規定する減収補塡のため令和二年度において

発行について同意又は許可を得たもの（以下「令和二年度減収補塡債（拡大分）」という。）

（１９）　令和三年度減収補塡債

（２０）　令和四年度減収補塡債

　 六　財源

対策債償

還費

平成十五年度から令和四年度まで

の各年度の財源対策のため当該各

年度において発行について同意又

は許可を得た地方債の額

（１）　平成十五年度において発行を許可された財源対策債（以下この表及び別表第一におい

て「平成十五年度財源対策債」という。）

（２）　平成十六年度において発行を許可された財源対策債（以下この表及び別表第一におい

て「平成十六年度財源対策債」という。）

（３）　平成十七年度において発行を許可された財源対策債（以下この表及び別表第一におい

て「平成十七年度財源対策債」という。）

（４）　平成十八年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債（以下この表及び

別表第一において「平成十八年度財源対策債」という。）

（５）　平成十九年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債（以下この表及び

別表第一において「平成十九年度財源対策債」という。）

（６）　平成二十年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債（以下この表及び

別表第一において「平成二十年度財源対策債」という。）

（７）　平成二十一年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債（以下この表及

び別表第一において「平成二十一年度財源対策債」という。）

（８）　平成二十二年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債（以下この表及

び別表第一において「平成二十二年度財源対策債」という。）

（９）　平成二十三年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債（以下この表及

び別表第一において「平成二十三年度財源対策債」という。）

（１０）　平成二十四年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債（以下この表

及び別表第一において「平成二十四年度財源対策債」という。）

（１１）　平成二十五年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債（以下この表

及び別表第一において「平成二十五年度財源対策債」という。）

（１２）　平成二十六年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債（以下この表

及び別表第一において「平成二十六年度財源対策債」という。）

（１３）　平成二十七年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債（以下この表

及び別表第一において「平成二十七年度財源対策債」という。）

（１４）　平成二十八年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債（以下この表

及び別表第一において「平成二十八年度財源対策債」という。）

（１５）　平成二十九年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債（以下この表

及び別表第一において「平成二十九年度財源対策債」という。）

（１６）　平成三十年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債（以下この表及

び別表第一において「平成三十年度財源対策債」という。）

（１７）　令和元年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債（以下この表及び

別表第一において「令和元年度財源対策債」という。）

（１８）　令和二年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債（以下この表及び

別表第一において「令和二年度財源対策債」という。）

（１９）　令和三年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債（以下この表及び

別表第一において「令和三年度財源対策債」という。）

（２０）　令和四年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債（以下この表及び

別表第一において「令和四年度財源対策債」という。）

　 七　減税

補塡債償

還費

個人の道府県民税に係る特別減税

等による平成六年度から平成八年

度までの各年度及び平成十五年度

から平成十八年度までの各年度の

減収を補塡するため当該各年度に

おいて特別に起こすことができる

こととされた地方債の額

（１）　平成六年度減税補塡債

（２）　平成七年度減税補塡債

（３）　平成八年度減税補塡債

（４）　平成十五年度減税補塡債

（５）　平成十六年度減税補塡債

（６）　平成十七年度減税補塡債

（７）　平成十八年度減税補塡債
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　 八　臨時

財政対策

債償還費

臨時財政対策のため平成十五年度

から令和四年度までの各年度にお

いて特別に起こすことができるこ

ととされた地方債の額

（１）　平成十五年度臨時財政対策債

（２）　平成十六年度臨時財政対策債

（３）　平成十七年度臨時財政対策債

（４）　平成十八年度臨時財政対策債

（５）　平成十九年度臨時財政対策債

（６）　平成二十年度臨時財政対策債

（７）　平成二十一年度臨時財政対策債

（８）　平成二十二年度臨時財政対策債

（９）　平成二十三年度臨時財政対策債

（１０）　平成二十四年度臨時財政対策債

（１１）　平成二十五年度臨時財政対策債

（１２）　平成二十六年度臨時財政対策債

（１３）　平成二十七年度臨時財政対策債

（１４）　平成二十八年度臨時財政対策債

（１５）　平成二十九年度臨時財政対策債

（１６）　平成三十年度臨時財政対策債

（１７）　令和元年度臨時財政対策債

（１８）　令和二年度臨時財政対策債

（１９）　令和三年度臨時財政対策債

（２０）　令和四年度臨時財政対策債

九　東日

本大震災

全国緊急

防災施策

等 債 償

還費

平成二十五年度から令和四年度ま

での各年度において東日本大震災

全国緊急防災施策等に要する費用

に充てるため発行について同意又

は許可を得た地方債の額

（１）　平成二十五年度東日本大震災全国緊急防災施策等債

ア　全国防災事業債分

イ　緊急防災・減災事業債分

（２）　平成二十六年度東日本大震災全国緊急防災施策等債

ア　全国防災事業債分

イ　緊急防災・減災事業債分

（３）　平成二十七年度東日本大震災全国緊急防災施策等債

ア　全国防災事業債分

イ　緊急防災・減災事業債分

（４）　平成二十八年度東日本大震災全国緊急防災施策等債

緊急防災・減災事業債分

（５）　平成二十九年度東日本大震災全国緊急防災施策等債

緊急防災・減災事業債分

（６）　平成三十年度東日本大震災全国緊急防災施策等債

緊急防災・減災事業債分

（７）　令和元年度東日本大震災全国緊急防災施策等債

緊急防災・減災事業債分

（８）　令和二年度東日本大震災全国緊急防災施策等債

緊急防災・減災事業債分

（９）　令和三年度東日本大震災全国緊急防災施策等債

緊急防災・減災事業債分

（１０）　令和四年度東日本大震災全国緊急防災施策等債

緊急防災・減災事業債分

十　国土

強靭化施

策 債 償

還費

令和元年度から令和四年度までの

各年度において国土強靭化施策に

要する費用に充てるため発行につ

いて同意又は許可を得た地方債の

額

（１）　令和元年度国土強靭化施策債

ア　防災・減災・国土強靭化緊急対策事業分

（ア）　学校教育施設等整備事業（大規模改造事業等を除く。）に係る経費に充てるため発行

について同意又は許可を得たもの（以下「令和元年度都道府県国土強靭化施策債六十・〇％

分」という。）

（イ）　（ア）に掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を

得たもの（以下「令和元年度都道府県国土強靭化施策債五十・〇％分」という。）

イ　緊急自然災害防止対策事業分

（２）　令和二年度国土強靭化施策債

ア　防災・減災・国土強靭化緊急対策事業分

（ア）　学校教育施設等整備事業（大規模改造事業等を除く。）に係る経費に充てるため発行

について同意又は許可を得たもの（以下「令和二年度都道府県国土強靭化施策債六十・〇％

分」という。）

（イ）　（ア）に掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を

得たもの（以下「令和二年度都道府県国土強靭化施策債五十・〇％分」という。）

イ　緊急自然災害防止対策事業分

（３）　令和三年度国土強靭化施策債

ア　防災・減災・国土強靭化緊急対策事業分

（ア）　学校教育施設等整備事業（大規模改造事業等を除く。）に係る経費に充てるため発行

について同意又は許可を得たもの（以下「令和三年度都道府県国土強靭化施策債六十・〇％

分」という。）

（イ）　（ア）に掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を

得たもの（以下「令和三年度都道府県国土強靭化施策債五十・〇％分」という。）
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イ　緊急自然災害防止対策事業分

（４）　令和四年度国土強靱化施策債

ア　防災・減災・国土強靱化緊急対策事業分

（ア）　学校教育施設等整備事業（大規模改造事業等を除く。）に係る経費に充てるため発行

について同意又は許可を得たもの（以下「令和四年度都道府県国土強靱化施策債六十・〇％

分」という。）

（イ）　（ア）に掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を

得たもの（以下「令和四年度都道府県国土強靱化施策債五十・〇％分」という。）

イ　緊急自然災害防止対策事業分

市

町

村

一　道路

橋 り よ

う費

道路の面積 （１）　路面幅員が六・五メートル以上の市町村道（橋りようを除く。以下この表及び別表第

一において同じ。）

（２）　路面幅員が四・五メートル以上六・五メートル未満の市町村道

（３）　路面幅員が二・五メートル以上四・五メートル未満の市町村道

（４）　路面幅員が一・五メートル以上二・五メートル未満の市町村道

（５）　市町村道の橋りよう

（６）　国道及び道府県道（橋りようを含む。別表第一において同じ。）

　 二 　 港

湾費

港湾における係留施設の延長 都道府県の「港湾費」に同じ。

　 三　高等

学校費

１　教職員数 （１）　市町村立の全日制

（２）　指定都市立の定時制

（３）　指定都市以外の市町村立の定時制

（４）　市町村立の通信制

　 ２　生徒数 （１）　市町村立の全日制（別科及び専攻科を除く。以下この表及び別表第一において同じ。）

ア　厚生に関する学科のうち衛生看護科に類する学科及び福祉に関する学科（以下「衛生看

護科等」という。）

イ　農業に関する学科

ウ　工業に関する学科及び情報に関する学科

エ　水産に関する学科

オ　商業に関する学科（理数科に類する学科を含む。以下同じ。）及び家庭に関する学科（以

下「商業科等」という。）

カ　普通科及びその他の学科でアからオまでに掲げる学科以外の学科（以下「普通科等」と

いう。）

（２）　指定都市立の定時制

ア　独立校

（ア）　普通科等

（イ）　商業科等

（ウ）　衛生看護科等

（エ）　農業に関する学科

（オ）　工業に関する学科及び情報に関する学科

イ　併設校

アに掲げるものに同じ。

（３）　指定都市以外の市町村立の定時制

（２）に同じ。

（４）　市町村立の全日制及び定時制の別科及び専攻科

ア　職業科（衛生看護科等、農業に関する学科、工業に関する学科、情報に関する学科及び

水産に関する学科に類する学科をいう。別表第一において同じ。）

イ　職業科以外の学科

　 四　地域

振興費

面積 （１）　第五条第一項の表中二の３の田畑の面積

（２）　第五条第一項の表中二の３の宅地の面積

（３）　第五条第一項の表中二の３の森林の面積

（４）　第五条第一項の表中二の３のその他の面積

　 五　災害

復旧費

災害復旧事業費の財源に充てるた

め発行について同意又は許可を得

た地方債に係る元利償還金

（１）　公共災害復旧事業債

（２）　単独災害復旧事業債

（３）　地盤沈下等対策事業債

（４）　緊急治山等事業債

（５）　激甚災害対策特別緊急事業債

（６）　特殊土壌対策事業債

（７）　鉱害復旧事業債

（８）　小災害債

ア　公共土木施設等小災害債（公共土木施設及び公立学校施設に係るものをいう。以下同

じ。）

イ　農地等小災害債（農地その他の農林水産業施設に係るものをいう。以下同じ。）

　 六　補正

予算債償

還費

１　平成四年度から平成十年度ま

での各年度において国の補正予算

等に係る事業費の財源に充てるた

（１）　平成四年度補正予算債

（２）　平成五年度補正予算債

（３）　平成六年度補正予算債

（４）　平成七年度補正予算債
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め発行を許可された地方債に係る

元利償還金

（５）　平成八年度補正予算債

（６）　平成九年度補正予算債

（７）　平成十年度補正予算債

　 　 ２　平成十六年度から令和四年度

までの各年度において国の補正予

算等に係る事業費の財源に充てる

ため発行について同意又は許可を

得た地方債の額

（１）　平成十六年度補正予算債

ア　一般公共事業（災害関連（各種災害関連現年分）事業（新潟県中越地震に係る災害関連

地域防災がけ崩れ対策事業に限る。））に係る経費に充てるため発行を許可されたもの（以下

「平成十六年度市町村九十五・〇％分」という。）

イ　義務教育施設の建設事業（義務教育諸学校施設費国庫負担法（昭和三十三年法律第八十

一号）第三条第一項（第三号を除く。）に規定する施設に係るものに限る。）に係る経費に充

てるため発行を許可されたもの（以下「平成十六年度市町村六十・〇％分」という。）

ウ　ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの（以下

「平成十六年度市町村五十・〇％分」という。）

（２）　平成十七年度補正予算債

ア　義務教育施設の建設事業（義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項（第三号を除

く。）に規定する施設に係るものに限る。）に係る経費に充てるため発行を許可されたもの

（以下「平成十七年度市町村六十・〇％分」という。）

（ア）　平成十七年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの（以下「平成

十七年度市町村五十・〇％分」という。）

（ア）　平成十七年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（３）　平成十八年度補正予算債

ア　義務教育施設の建設事業（義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項（第三号を除

く。）に規定する施設に係るものに限る。）に係る経費に充てるため発行について同意又は許

可を得たもの（以下「平成十八年度市町村六十・〇％分」という。）

（ア）　平成十八年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たも

の（以下「平成十八年度市町村五十・〇％分」という。）

（ア）　平成十八年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（４）　平成十九年度補正予算債

ア　義務教育施設の建設事業（義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項（第三号を除

く。）に規定する施設に係るものに限る。）に係る経費に充てるため発行について同意又は許

可を得たもの（以下「平成十九年度市町村六十・〇％分」という。）

（ア）　平成十九年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たも

の（以下「平成十九年度市町村五十・〇％分」という。）

（ア）　平成十九年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（５）　平成二十年度補正予算債

ア　義務教育施設の建設事業（義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項（第三号を除

く。）に規定する施設に係るものに限る。）に係る経費に充てるため発行について同意又は許

可を得たもの（以下「平成二十年度市町村六十・〇％分」という。）

（ア）　平成二十年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たも

の（以下「平成二十年度市町村五十・〇％分」という。）

（ア）　平成二十年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（６）　平成二十一年度補正予算債

ア　義務教育施設の建設事業（義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項（第三号を除

く。）に規定する施設に係るものに限る。）に係る経費に充てるため発行について同意又は許

可を得たもの（以下「平成二十一年度市町村六十・〇％分」という。）

（ア）　平成二十一年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十一年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たも

の（以下「平成二十一年度市町村五十・〇％分」という。）

（ア）　平成二十一年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十一年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（７）　平成二十二年度補正予算債

ア　義務教育施設の建設事業（義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項（第三号を除

く。）に規定する施設に係るものに限る。）に係る経費に充てるため発行について同意又は許

可を得たもの（以下「平成二十二年度市町村六十・〇％分」という。）
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（ア）　平成二十二年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　国の経済危機対応・地域活性化予備費の使用に係るもの（以下「平成二十二年度市町村

五十・〇％分」という。）

（ア）　平成二十二年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

ウ　ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を

得たもの（以下「平成二十二年度市町村四十五・〇％分」という。）

（ア）　平成二十二年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（８）　平成二十三年度補正予算債

ア　公共事業等（平成二十三年度一般会計補正予算（第三号）等に係るものに限る。）に係

る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの（以下「平成二十三年度市町村八

十・〇％分」という。）

（ア）　平成二十三年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たも

の（以下「平成二十三年度市町村五十・〇％分」という。）

（ア）　平成二十三年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（９）　平成二十四年度補正予算債

ア　義務教育施設の建設事業（義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項（第三号を除

く。）に規定する施設に係るものに限る。）に係る経費に充てるため発行について同意又は許

可を得たもの（以下「平成二十四年度市町村六十・〇％分」という。）

（ア）　平成二十四年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たも

の（以下「平成二十四年度市町村五十・〇％分」という。）

（ア）　平成二十四年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（１０）　平成二十五年度補正予算債

ア　義務教育施設の建設事業（義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項（第三号を除

く。）に規定する施設に係るものに限る。）に係る経費に充てるため発行について同意又は許

可を得たもの（以下「平成二十五年度市町村六十・〇％分」という。）

（ア）　平成二十五年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たも

の（以下「平成二十五年度市町村五十・〇％分」という。）

（ア）　平成二十五年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（１１）　平成二十六年度補正予算債

ア　義務教育施設の建設事業（義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項（第三号を除

く。）に規定する施設に係るものに限る。）に係る経費に充てるため発行について同意又は許

可を得たもの（以下「平成二十六年度市町村六十・〇％分」という。）

（ア）　平成二十六年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たも

の（以下「平成二十六年度市町村五十・〇％分」という。）

（ア）　平成二十六年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（１２）　平成二十七年度補正予算債

ア　義務教育施設の建設事業（義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項（第三号を除

く。）に規定する施設に係るものに限る。）に係る経費に充てるため発行について同意又は許

可を得たもの（以下「平成二十七年度市町村六十・〇％分」という。）

（ア）　平成二十七年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たも

の（以下「平成二十七年度市町村五十・〇％分」という。）

（ア）　平成二十七年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（１３）　平成二十八年補正予算債

ア　公共事業等及び一般補助施設整備等事業（平成二十八年度一般会計補正予算（第一号）

により創設された一般会計熊本地震復旧等予備費の使用に係るものに限る。）並びに熊本地

震による災害の復興事業（再度の災害を防止する事業）に係る経費に充てるため発行につい

て同意又は許可を得たもの（以下「平成二十八年度市町村八十・〇％分」という。）

（ア）　平成二十八年度市場公募都市に係るもの

20



（イ）　平成二十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　義務教育施設の建設事業（義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項（第三号を除

く。）に規定する施設に係るものに限る。）に係る経費に充てるため発行について同意又は許

可を得たもの（以下「平成二十八年度市町村六十・〇％分」という。）

（ア）　平成二十八年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

ウ　ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を

得たもの（以下「平成二十八年度市町村五十・〇％分」という。）

（ア）　平成二十八年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（１４）　平成二十九年度補正予算債

ア　熊本地震による災害の復興事業（再度の災害を防止する事業）に係る経費に充てるため

発行について同意又は許可を得たもの（以下「平成二十九年度市町村八十・〇％分」とい

う。）

（ア）　平成二十九年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　義務教育施設の建設事業（義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項（第三号を除

く。）に規定する施設に係るものに限る。）に係る経費に充てるため発行について同意又は許

可を得たもの（以下「平成二十九年度市町村六十・〇％分」という。）

（ア）　平成二十九年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

ウ　ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を

得たもの（以下「平成二十九年度市町村五十・〇％分」という。）

（ア）　平成二十九年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（１５）　平成三十年度補正予算債

ア　熊本地震及び平成三十年七月豪雨への対応に伴う投資的経費に充てるため発行について

同意又は許可を得たもの（以下「平成三十年度市町村八十・〇％分」という。）

（ア）　平成三十年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成三十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　義務教育施設の建設事業（義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項（第三号を除

く。）に規定する施設に係るものに限る。）に係る経費に充てるため発行について同意又は許

可を得たもの（以下「平成三十年度市町村六十・〇％分」という。）

（ア）　平成三十年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成三十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

ウ　ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を

得たもの（以下「平成三十年度市町村五十・〇％分」という。）

（ア）　平成三十年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成三十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（１６）　令和元年度補正予算債

ア　公共事業等（令和元年度一般会計の予備費の使用（令和元年十一月八日閣議決定）に係

るものに限る。）並びに平成二十八年熊本地震、平成三十年七月豪雨及び令和元年台風第十

九号への対応に伴う投資的経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの（以下

「令和元年度市町村八十・〇％分」という。）

（ア）　令和元年度市場公募都市に係るもの

（イ）　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　義務教育施設の建設事業（義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項（第三号を除

く。）に規定する施設に係るものに限る。）に係る経費に充てるため発行について同意又は許

可を得たもの（以下「令和元年度市町村六十・〇％分」という。）

（ア）　令和元年度市場公募都市に係るもの

（イ）　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

ウ　ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を

得たもの（以下「令和元年度市町村五十・〇％分」という。）

（ア）　令和元年度市場公募都市に係るもの

（イ）　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（１７）　令和二年度補正予算債

ア　公共事業等（令和二年度一般会計の予備費の使用（令和二年七月三十一日閣議決定）及

び令和二年度一般会計の予備費の使用（令和二年九月十五日閣議決定）に係るものに限る。）

及び令和二年七月豪雨への対応に伴う投資的経費に充てるため発行について同意又は許可を

得たもの（以下「令和二年度市町村八十・〇％分」という。）

（ア）　令和二年度市場公募都市に係るもの

（イ）　令和二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　義務教育施設の建設事業（義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項（第三号を除

く。）に規定する施設に係るものに限る。）に係る経費に充てるため発行について同意又は許

可を得たもの（以下「令和二年度市町村六十・〇％分」という。）

（ア）　令和二年度市場公募都市に係るもの
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（イ）　令和二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

ウ　ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を

得たもの（以下「令和二年度市町村五十・〇％分」という。）

（ア）　令和二年度市場公募都市に係るもの

（イ）　令和二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（１８）　令和三年度補正予算債

ア　義務教育施設の建設事業（義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項（第三号を除

く。）に規定する施設に係るものに限る。）に係る経費に充てるため発行について同意又は許

可を得たもの（以下「令和三年度市町村六十・〇％分」という。）

（ア）　令和三年度市場公募都市に係るもの

（イ）　令和三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たも

の（以下「令和三年度市町村五十・〇％分」という。）

（ア）　令和三年度市場公募都市に係るもの

（イ）　令和三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（１９）　令和四年度補正予算債

ア　義務教育施設の建設事業（義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項（第三号を除

く。）に規定する施設に係るものに限る。）に係る経費に充てるため発行について同意又は許

可を得たもの（以下「令和四年度市町村六十・〇％分」という。）

（ア）　令和四年度市場公募都市に係るもの

（イ）　令和四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たも

の（以下「令和四年度市町村五十・〇％分」という。）

（ア）　令和四年度市場公募都市に係るもの

（イ）　令和四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

　 七　地方

税減収補

塡 債 償

還費

地方税の減収補塡のため平成十五

年度から及び平成十七年度から令

和四年度までの各年度において特

別に発行について同意又は許可を

得た地方債の額

（１）　平成十五年度減収補塡債

ア　平成十五年度市場公募都市に係るもの

イ　平成十五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（２）　平成十七年度減収補塡債

ア　平成十七年度市場公募都市に係るもの

イ　平成十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（３）　平成十八年度減収補塡債

ア　平成十八年度市場公募都市に係るもの

イ　平成十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（４）　平成十九年度減収補塡債

ア　平成十九年度市場公募都市に係るもの

イ　平成十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（５）　平成二十年度減収補塡債

ア　平成二十年度市場公募都市に係るもの

イ　平成二十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（６）　平成二十一年度減収補塡債

ア　平成二十一年度市場公募都市に係るもの

イ　平成二十一年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（７）　平成二十二年度減収補塡債

ア　平成二十二年度市場公募都市に係るもの

イ　平成二十二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（８）　平成二十三年度減収補塡債

ア　平成二十三年度市場公募都市に係るもの

イ　平成二十三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（９）　平成二十四年度減収補塡債

ア　平成二十四年度市場公募都市に係るもの

イ　平成二十四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（１０）　平成二十五年度減収補塡債

ア　平成二十五年度市場公募都市に係るもの

イ　平成二十五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（１１）　平成二十六年度減収補塡債

ア　平成二十六年度市場公募都市に係るもの

イ　平成二十六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（１２）　平成二十七年度減収補塡債

ア　平成二十七年度市場公募都市に係るもの

イ　平成二十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（１３）　平成二十八年度減収補塡債

ア　平成二十八年度市場公募都市に係るもの

イ　平成二十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（１４）　平成二十九年度減収補塡債

ア　平成二十九年度市場公募都市に係るもの
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イ　平成二十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（１５）　平成三十年度減収補塡債

ア　平成三十年度市場公募都市に係るもの

イ　平成三十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（１６）　令和元年度減収補塡債

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（１７）　令和二年度減収補塡債

ア　従来分

（ア）　令和二年度市場公募都市に係るもの

（イ）　令和二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　拡大分

（ア）　令和二年度市場公募都市に係るもの

（イ）　令和二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（１８）　令和三年度減収補塡債

ア　令和三年度市場公募都市に係るもの

イ　令和三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（１９）　令和四年度減収補塡債

ア　令和四年度市場公募都市に係るもの

イ　令和四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

　 八　財源

対策債償

還費

平成十三年度から令和四年度まで

の各年度の財源対策のため当該各

年度において発行について同意又

は許可を得た地方債の額

（１）　平成十三年度財源対策債

義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの

（２）　平成十四年度において発行を許可された財源対策債（別表第一において「平成十四年

度財源対策債」という。）

義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの

（３）　平成十五年度財源対策債

ア　一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの

イ　義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの

（４）　平成十六年度財源対策債

ア　一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの

イ　義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの

（５）　平成十七年度財源対策債

ア　一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの

（ア）　平成十七年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの

（ア）　平成十七年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（６）　平成十八年度財源対策債

ア　一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　平成十八年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　平成十八年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

ウ　廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た

もの

（ア）　平成十八年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（７）　平成十九年度財源対策債

ア　一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　平成十九年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　平成十九年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

ウ　廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た

もの

（ア）　平成十九年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（８）　平成二十年度財源対策債

ア　一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　平成二十年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　平成二十年度市場公募都市に係るもの
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（イ）　平成二十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

ウ　廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た

もの

（ア）　平成二十年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（９）　平成二十一年度財源対策債

ア　一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　平成二十一年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十一年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　平成二十一年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十一年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

ウ　廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た

もの

（ア）　平成二十一年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十一年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（１０）　平成二十二年度財源対策債

ア　一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　平成二十二年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　平成二十二年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

ウ　廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た

もの

（ア）　平成二十二年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（１１）　平成二十三年度財源対策債

ア　公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　平成二十三年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　平成二十三年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

ウ　廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た

もの

（ア）　平成二十三年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（１２）　平成二十四年度財源対策債

ア　公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　平成二十四年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　平成二十四年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

ウ　廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た

もの

（ア）　平成二十四年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（１３）　平成二十五年度財源対策債

ア　公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　平成二十五年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　平成二十五年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

ウ　廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た

もの

（ア）　平成二十五年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（１４）　平成二十六年度財源対策債

ア　公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　平成二十六年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　平成二十六年度市場公募都市に係るもの
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（イ）　平成二十六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

ウ　廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た

もの

（ア）　平成二十六年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（１５）　平成二十七年度財源対策債

ア　公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　平成二十七年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　平成二十七年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

ウ　廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た

もの

（ア）　平成二十七年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（１６）　平成二十八年度財源対策債

ア　公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　平成二十八年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　平成二十八年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

ウ　廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た

もの

（ア）　平成二十八年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（１７）　平成二十九年度財源対策債

ア　公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　平成二十九年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　平成二十九年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

ウ　廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た

もの

（ア）　平成二十九年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（１８）　平成三十年度財源対策債

ア　公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　平成三十年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成三十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　平成三十年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成三十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

ウ　廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た

もの

（ア）　平成三十年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成三十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（１９）　令和元年度財源対策債

ア　公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　令和元年度市場公募都市に係るもの

（イ）　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　令和元年度市場公募都市に係るもの

（イ）　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

ウ　廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た

もの

（ア）　令和元年度市場公募都市に係るもの

（イ）　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（２０）　令和二年度財源対策債

ア　公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　令和二年度市場公募都市に係るもの

（イ）　令和二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　令和二年度市場公募都市に係るもの

25



（イ）　令和二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

ウ　廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た

もの

（ア）　令和二年度市場公募都市に係るもの

（イ）　令和二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（２１）　令和三年度財源対策債

ア　公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　令和三年度市場公募都市に係るもの

（イ）　令和三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　令和三年度市場公募都市に係るもの

（イ）　令和三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

ウ　廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た

もの

（ア）　令和三年度市場公募都市に係るもの

（イ）　令和三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（２２）　令和四年度財源対策債

ア　公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　令和四年度市場公募都市に係るもの

（イ）　令和四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　令和四年度市場公募都市に係るもの

（イ）　令和四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

ウ　廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た

もの

（ア）　令和四年度市場公募都市に係るもの

（イ）　令和四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

　 九　減税

補塡債償

還費

個人の市町村民税に係る特別減税

等による平成六年度から平成八年

度までの各年度及び平成十五年度

から平成十八年度までの各年度の

減収を補塡するため当該各年度に

おいて特別に起こすことができる

こととされた地方債の額

（１）　平成六年度減税補塡債

（２）　平成七年度減税補塡債

（３）　平成八年度減税補塡債

（４）　平成十五年度減税補塡債

ア　平成十五年度市場公募都市に係るもの

イ　平成十五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（５）　平成十六年度減税補塡債

ア　平成十六年度市場公募都市に係るもの

イ　平成十六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（６）　平成十七年度減税補塡債

ア　平成十七年度市場公募都市に係るもの

イ　平成十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（７）　平成十八年度減税補塡債

ア　平成十八年度市場公募都市に係るもの

イ　平成十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

　 十　臨時

財政対策

債償還費

臨時財政対策のため平成十五年度

から令和四年度までの各年度にお

いて特別に起こすことができるこ

ととされた地方債の額

（１）　平成十五年度臨時財政対策債

ア　平成十五年度市場公募都市に係るもの

イ　平成十五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（２）　平成十六年度臨時財政対策債

ア　平成十六年度市場公募都市に係るもの

イ　平成十六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（３）　平成十七年度臨時財政対策債

ア　平成十七年度市場公募都市に係るもの

イ　平成十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（４）　平成十八年度臨時財政対策債

ア　平成十八年度市場公募都市に係るもの

イ　平成十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（５）　平成十九年度臨時財政対策債

ア　平成十九年度市場公募都市に係るもの

イ　平成十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（６）　平成二十年度臨時財政対策債

ア　平成二十年度市場公募都市に係るもの

イ　平成二十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（７）　平成二十一年度臨時財政対策債

ア　平成二十一年度市場公募都市に係るもの

イ　平成二十一年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（８）　平成二十二年度臨時財政対策債

ア　平成二十二年度市場公募都市に係るもの

イ　平成二十二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
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（９）　平成二十三年度臨時財政対策債

ア　平成二十三年度市場公募都市に係るもの

イ　平成二十三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（１０）　平成二十四年度臨時財政対策債

ア　平成二十四年度市場公募都市に係るもの

イ　平成二十四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（１１）　平成二十五年度臨時財政対策債

ア　平成二十五年度市場公募都市に係るもの

イ　平成二十五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（１２）　平成二十六年度臨時財政対策債

ア　平成二十六年度市場公募都市に係るもの

イ　平成二十六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（１３）　平成二十七年度臨時財政対策債

ア　平成二十七年度市場公募都市に係るもの

イ　平成二十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（１４）　平成二十八年度臨時財政対策債

ア　平成二十八年度市場公募都市に係るもの

イ　平成二十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（１５）　平成二十九年度臨時財政対策債

ア　平成二十九年度市場公募都市に係るもの

イ　平成二十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（１６）　平成三十年度臨時財政対策債

ア　平成三十年度市場公募都市に係るもの

イ　平成三十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（１７）　令和元年度臨時財政対策債

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（１８）　令和二年度臨時財政対策債

ア　令和二年度市場公募都市に係るもの

イ　令和二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（１９）　令和三年度臨時財政対策債

ア　令和三年度市場公募都市に係るもの

イ　令和三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（２０）　令和四年度臨時財政対策債

ア　令和四年度市場公募都市に係るもの

イ　令和四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

十一　東

日本大震

災全国緊

急防災施

策等債償

還費

平成二十五年度から令和四年度ま

での各年度において東日本大震災

全国緊急防災施策等に要する費用

に充てるため発行について同意又

は許可を得た地方債の額

（１）　平成二十五年度東日本大震災全国緊急防災施策等債

ア　全国防災事業債分

（ア）　平成二十五年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　緊急防災・減災事業債分

（ア）　平成二十五年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（２）　平成二十六年度東日本大震災全国緊急防災施策等債

ア　全国防災事業債分

（ア）　平成二十六年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　緊急防災・減災事業債分

（ア）　平成二十六年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（３）　平成二十七年度東日本大震災全国緊急防災施策等債

ア　全国防災事業債分

（ア）　平成二十七年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　緊急防災・減災事業債分

（ア）　平成二十七年度市場公募都市に係るもの

（イ）　平成二十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（４）　平成二十八年度東日本大震災全国緊急防災施策等債

緊急防災・減災事業債分

ア　平成二十八年度市場公募都市に係るもの

イ　平成二十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（５）　平成二十九年度東日本大震災全国緊急防災施策等債

緊急防災・減災事業債分

ア　平成二十九年度市場公募都市に係るもの

イ　平成二十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（６）　平成三十年度東日本大震災全国緊急防災施策等債
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緊急防災・減災事業債分

ア　平成三十年度市場公募都市に係るもの

イ　平成三十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（７）　令和元年度東日本大震災全国緊急防災施策等債

緊急防災・減災事業債分

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（８）　令和二年度東日本大震災全国緊急防災施策等債

緊急防災・減災事業債分

ア　令和二年度市場公募都市に係るもの

イ　令和二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（９）　令和三年度東日本大震災全国緊急防災施策等債

緊急防災・減災事業債分

ア　令和三年度市場公募都市に係るもの

イ　令和三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（１０）　令和四年度東日本大震災全国緊急防災施策等債

緊急防災・減災事業債分

ア　令和四年度市場公募都市に係るもの

イ　令和四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

十二　国

土強靱化

施策債償

還費

令和元年度から令和四年度までの

各年度において国土強靱化施策に

要する費用に充てるため発行につ

いて同意又は許可を得た地方債の

額

（１）　令和元年度国土強靱化施策債

ア　防災・減災・国土強靭化緊急対策事業分

（ア）　学校教育施設等整備事業（大規模改造事業等を除く。）に係る経費に充てるため発行

について同意又は許可を得たもの（以下「令和元年度市町村国土強靭化施策債六十・〇％

分」という。）

（ｉ）　令和元年度市場公募都市に係るもの

（ｉｉ）　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（イ）　（ア）に掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を

得たもの（以下「令和元年度市町村国土強靭化施策債五十・〇％分」という。）

（ｉ）　令和元年度市場公募都市に係るもの

（ｉｉ）　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　緊急自然災害防止対策事業分

（ア）　令和元年度市場公募都市に係るもの

（イ）　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（２）　令和二年度国土強靱化施策債

ア　防災・減災・国土強靭化緊急対策事業分

（ア）　学校教育施設等整備事業（大規模改造事業等を除く。）に係る経費に充てるため発行

について同意又は許可を得たもの（以下「令和二年度市町村国土強靭化施策債六十・〇％

分」という。）

（ｉ）　令和二年度市場公募都市に係るもの

（ｉｉ）　令和二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（イ）　（ア）に掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を

得たもの（以下「令和二年度市町村国土強靭化施策債五十・〇％分」という。）

（ｉ）　令和二年度市場公募都市に係るもの

（ｉｉ）　令和二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　緊急自然災害防止対策事業分

（ア）　令和二年度市場公募都市に係るもの

（イ）　令和二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（３）　令和三年度国土強靱化施策債

ア　防災・減災・国土強靭化緊急対策事業分

（ア）　学校教育施設等整備事業（大規模改造事業等を除く。）に係る経費に充てるため発行

について同意又は許可を得たもの（以下「令和三年度市町村国土強靭化債六十・〇％分」と

いう。）

（ｉ）　令和三年度市場公募都市に係るもの

（ｉｉ）　令和三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（イ）　（ア）に掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を

得たもの（以下「令和三年度市町村国土強靭化債五十・〇％分」という。）

（ｉ）　令和三年度市場公募都市に係るもの

（ｉｉ）　令和三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　緊急自然災害防止対策事業分

（ア）　令和三年度市場公募都市に係るもの

（イ）　令和三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（４）　令和四年度国土強靱化施策債

ア　防災・減災・国土強靱化緊急対策事業分

（ア）　学校教育施設等整備事業（大規模改造事業等を除く。）に係る経費に充てるため発行

について同意又は許可を得たもの（以下「令和四年度市町村国土強靱化債六十・〇％分」と

いう。）
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（ｉ）　令和四年度市場公募都市に係るもの

（ｉｉ）　令和四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

（イ）　（ア）に掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を

得たもの（以下「令和四年度市町村国土強靱化債五十・〇％分」という。）

（ｉ）　令和四年度市場公募都市に係るもの

（ｉｉ）　令和四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

イ　緊急自然災害防止対策事業分

（ア）　令和四年度市場公募都市に係るもの

（イ）　令和四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

２　「港湾費」の測定単位について種別補正を行なう場合においては、港湾ごとの当該年度の四月一日現在における種別によつて補正する

ものとする。

３　地方行政に要する経費のうち個別算定経費以外のもののうち面積を測定単位とするものに係る種別補正に用いる種別は、次の表に掲げ

る地方団体の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の種別の欄に定めるところによる。

地方団体の種類 測定単位 種別

都道府県 面積 （１）　第五条第一項の表中二の２の宅地の面積

（２）　第五条第一項の表中二の２の耕地の面積

（３）　第五条第一項の表中二の２の林野の面積

（４）　第五条第一項の表中二の２のその他の面積

市町村 面積 （１）　第五条第一項の表中二の３の宅地の面積

（２）　第五条第一項の表中二の３の田畑の面積

（３）　第五条第一項の表中二の３の森林の面積

（４）　第五条第一項の表中二の３のその他の面積

（段階補正係数の算定方法）

第八条　次の表の都道府県の欄に掲げる都道府県につき経費の種類の欄に掲げる経費に係る測定単位について段階補正を行う場合において

は、経費の種類ごとに当該経費に係る測定単位の数値を同表の地域区分の欄に掲げる地域に係るものに区分し、当該区分した数値に別表

第二（１）に定める率を乗じて得た数値（表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）を合計した数値を用いて段階

補正係数を算定するものとする。

都道府県 経費の種類 地域区分

指定都市及び中核市（地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。）を包括す

る都道府県

その他の教育費の

うち人口を測定単

位とするもの

指定都市の区

域

中核市の区域

その他の区域

高齢者保健福祉費

のうち六十五歳以

上人口を測定単位

とするもの

指定都市の区

域

中核市の区域

その他の区域

指定都市、児童相談所設置中核市（児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第五十九条の四の児童

相談所設置市で中核市であるものをいう。以下同じ。）、中核市及び福祉事務所設置町村を包括する都道

府県

社会福祉費 指定都市の区

域

児童相談所設

置中核市の区

域

その他の中核

市の区域

福祉事務所設

置町村の区域

その他の区域

指定都市、中核市、特別区又は保健所設置市（地域保健法施行令（昭和二十三年政令第七十七号）第一条

に定める市（指定都市及び中核市を除く。）をいう。以下同じ。）を包括する都道府県

衛生費 指定都市の区

域

中核市の区域

特別区及び保

健所設置市の

区域

その他の区域

中小企業支援市（中小企業支援法施行令（昭和三十八年政令第三百三十四号）第二条に定める市をいう。

以下同じ。）を包括する都道府県

商工行政費 中小企業支援

市の区域

その他の区域

２　市町村の次の各号に掲げる経費について段階補正を行う場合において、段階補正係数が別表第二（２）に定める率を超えるときは、同

表に定める率をそれぞれ当該経費に係る段階補正係数とする。

一　消防費

二　その他の土木費

三　その他の教育費のうち人口を測定単位とするもの

四　社会福祉費

五　保健衛生費

六　高齢者保健福祉費のうち六十五歳以上人口を測定単位とするもの

七　農業行政費

八　商工行政費

29



九　徴税費

十　戸籍住民基本台帳費のうち戸籍数を測定単位とするもの

十一　戸籍住民基本台帳費のうち世帯数を測定単位とするもの

３　市町村の地方行政に要する経費のうち個別算定経費以外のもののうち人口を測定単位とするものについて段階補正を行う場合におい

て、段階補正係数が十五・〇〇〇を超えるときは、十五・〇〇〇とする。

（密度及び密度補正係数の算定方法）

第九条　密度補正に用いる密度は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の密度の算定方法の欄に

定める方法によつて算定した数とし、同表に掲げるもの以外のものにあつては人口密度（当該地方団体の人口を面積で除して得た数（表

示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）をいう。以下同じ。）によるものとする。

地

方

団

体

の

種

類

経費

の

種類

測

定

単

位

密度の算定方法

都

道

府

県

一　

道路

橋り

よ

う費

道

路

の

面

積

密度補正に用いる密度は、国土交通省において実施した平成二十七年度全国道路交通情勢調査による調査区間別の十二時間交通

量及び道路延長に基づき、総務大臣が算定した道路一キロメートル当たり十二時間平均交通量とする。

　 二　

その

他の

土

木費

人

口

密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式により算定した数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

とする。

算式

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　次の算式によつて算定した額

算式

Ａｎ×（１－（Ｃｎ／Ｂｎ））及びＤｎ×（１－（Ｆｎ／Ｅｎ））に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ａｎ　平成ｎ年度に建設に着手した第１種公営住宅（公営住宅法の一部を改正する法律（平成８年法律第５５号。以下「公営住

宅法改正法」という。）の規定による改正前の公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号。以下「旧公営住宅法」という。）第２条

第３号に規定する第一種公営住宅をいう。以下同じ。）のうち都道府県が管理するもの（以下「平成ｎ年度都道府県営第１種公

営住宅」という。）に係る土地取得造成費の１００分の３に相当する額として総務大臣が通知する額

Ｂｎ　平成ｎ年度都道府県営第１種公営住宅の戸数として総務大臣が通知する数

Ｃｎ　平成ｎ年度都道府県営第１種公営住宅の収入超過者入居戸数として総務大臣が通知する数

Ｄｎ　平成ｎ年度に建設に着手した第２種公営住宅（旧公営住宅法第２条第４号に規定する第二種公営住宅をいう。以下同じ。）

のうち都道府県が管理するもの（以下「平成ｎ年度都道府県営第２種公営住宅」という。）に係る土地取得造成費の１００分の

４に相当する額として総務大臣が通知する額

Ｅｎ　平成ｎ年度都道府県営第２種公営住宅の戸数として総務大臣が通知する数

Ｆｎ　平成ｎ年度都道府県営第２種公営住宅の収入超過者入居戸数として総務大臣が通知する数

Ｃ　次の算式によつて、公営住宅法改正法の規定による改正後の公営住宅法（以下「新公営住宅法」という。）第２条第２号に

規定する公営住宅（以下「新法公営住宅」という。）、旧公営住宅法に基づき整備された公営住宅（昭和５５年度以降管理開始さ

れたものに限り、住宅地区改良法（昭和３５年法律第８４号）第２９条第１項において準用する場合を含む。）、住宅地区改良法

第２条第６号に規定する改良住宅、小集落地区等改良事業制度要綱（昭和５７年４月５日付け建設省住整発第２６号）第２第７

項に規定する小集落改良住宅、密集住宅市街地整備促進事業制度要綱（平成６年６月２３日付け建設省住市発第４６号）第２第

１１号に規定するコミュニティ住宅、「住宅地区改良事業に準ずる事業の取扱いについて」（昭和４９年９月１日付け建設省住整

発第９１号）に基づき建設または購入された住宅及び改良住宅等管理要領（昭和５４年５月１１日付け建設省住整発第２５号）

第２第１６号に規定する更新住宅（以下「旧法公営住宅等」という。）並びに特定借上・買取賃貸住宅制度要綱（平成７年４月

１日付け建設省住備発第１０号）に規定する特定借上・買取賃貸住宅（以下「特定住宅」という。）及び特定目的借上公共賃貸

住宅制度要綱（平成６年６月２３日付け建設省住建発第５０号。以下「特目要綱」という。）に基づく特定目的借上公共賃貸住

宅（以下「特目住宅」という。）のそれぞれについて次の算式によつて算定した額の合算額

算式

（ａ－ｂ）×１２×１．０２２×α
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（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式の符号

ａ　新法公営住宅にあつては、公営住宅法施行令（昭和２６年政令第２４０号）第３条の規定に基づき算定した近傍同種の家賃

の額として国土交通大臣が調査した額、旧法公営住宅等にあつては、旧公営住宅法第１２条第１項（住宅地区改良法第２９条第

１項において準用する場合を含む。）又は改良住宅等管理要領（昭和５４年５月１１日付建設省住整発第６号）第４第１項の規

定に基づき算出する月割額として国土交通大臣が調査した額、特定住宅にあつては、公営住宅法施行令第３条の規定に基づき算

定した近傍同種の家賃の額として国土交通大臣が調査した額、特目住宅にあつては、家賃（特目要綱第１７第１項ただし書に規

定する特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則（平成５年建設省令第１６号。以下「特定優良賃貸住宅供給促進法

施行規則」という。）第２０条の規定に準じて算定した額（以下「限度額家賃」という。）又は特目要綱第１７第１項ただし書に

規定する特定優良賃貸住宅供給促進法施行規則第２１条第１項の基準に該当する場合において特定優良賃貸住宅供給促進法施行

規則第２１条第２項に準じて算定した額（以下「変更限度額家賃」という。）を超える場合には当該限度額家賃又は当該変更限

度額家賃）として国土交通大臣が調査した額

ｂ　新法公営住宅にあつては、公営住宅法施行令第２条第２項の規定による家賃算定基礎額に、同条第１項第１号から第３号ま

でに掲げる数値を乗じた額（当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあつては、近傍同種の住宅の家賃の額）として

国土交通大臣が調査した額、旧法公営住宅等にあつては、入居階層に応じての負担能力を勘案して、国土交通省住宅局長が別に

定める額、特定住宅にあつては、公営住宅法施行令第２条第２項の規定による家賃算定基礎額に、同条第１項第１号から第３号

までに掲げる数値を乗じた額（当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあつては、近傍同種の住宅の家賃の額）とし

て国土交通大臣が調査した額、特目住宅にあつては、入居者負担基準額として国土交通大臣が調査した額

α　新法公営住宅のうち、災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため借上をした公営住宅にあつては３

分の２、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第２２条第１項の規定の適用を受けて建設若しくは買取りを

した公営住宅又は同項に規定する政令で定める地域にあつた住宅であつて激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住し

ていた低額所得者に転貸するため借上げをした新法公営住宅にあつては３分の２（ 初の５年間は４分の３）、その他の公営住

宅にあつては２分の１、旧法公営住宅のうち旧第一種公営住宅にあつては２分の１、旧第二種公営住宅にあつては３分の２、特

定住宅及び特目住宅のうち阪神・淡路大震災の被災居住者等が入居する管理人住宅以外の住宅にあつては３分の２（ 初の５年

間は４分の３）、管理人の居住する住宅にあつては３分の１、その他の住宅にあつては２分の１

三　

中学

校費

教

職

員

数

密度補正に用いる密度は、次の算式によつて算定した数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

とする。

算式

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　次の算式によつて算定した額（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式

３６，９００×ｂ１×ｂ２

算式の符号

ｂ１　学校基本調査規則によつて調査した当該年度の５月１日現在における当該都道府県立の併設型中学校、夜間中学及び中等

教育学校の前期課程に在学する生徒の数

ｂ２　スクールバス等の数に１６０．７６を乗じて得た数を、符号ｂ１の数値で除して得た数（小数点以下３位未満の端数があ

るときは、その端数を四捨五入する。）

Ｃ　次の算式によつて算定した額（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式

１，１０１，０００×ｃ１×（ｃ２＋ｃ３）

算式の符号

ｃ１　当該年度の５月１日現在における当該都道府県立の併設型中学校、夜間中学及び中等教育学校の前期課程について、公立

義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第３条第１項及び第２項並びに公立義務教育諸学校の学級編成及

び教職員定数の標準に関する法律施行令第１条に規定する学級編成の標準によつて算定した学級数

ｃ２　当該都道府県の区域内の市町村の地域手当の地域区分が１００分の２０地域の市町村にあつては１．０２３、１００分の

１６地域の市町村にあつては１．０１９、１００分の１５地域の市町村にあつては１．０１７、１００分の１２地域の市町村に

あつては１．０１４、１００分の１０地域の市町村にあつては１．０１２、１００分の６地域の市町村にあつては１．００７、

１００分の３地域の市町村にあつては１．００３、その他地域の市町村にあつては１．０００を当該区域内の地域手当の級地ご

との市町村の人口に乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）の合計数を当該都道府県の人口

で除して得た率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とする。ただし、当該率が１．０００

に満たないときは、１．０００とする。

ｃ３　次の算式によつて算定した数

算式

α ＋ β ＋ γ

算式の符号

α　当該都道府県の区域内の市町村の給与の差による地域区分が１級地の市町村にあつては０．００７、２級地の市町村にあつ

ては０．００６、３級地の市町村にあつては０．００６、４級地の市町村にあつては０．００４、その他地域の市町村にあつて

は０．０００を当該区域内の給与の差による地域区分ごとの市町村の人口に乗じて得た数の合計数を当該都道府県の人口で除し

て得た率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とする。

β　当該都道府県の区域内の市町村の寒冷の差による別表第４（１）の地域区分が１級地の市町村にあつては０．１５２、２級

地の市町村にあつては０．２５４、３級地の市町村にあつては０．３８０、４級地の市町村にあつては０．５７５、その他地域
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の市町村にあつては０．０００を当該区域内の寒冷の差による地域区分ごとの市町村の人口に乗じて得た数の合計数を当該都道

府県の人口で除して得た率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とする。

γ　当該都道府県の区域内の市町村の積雪の差による別表第４（３）の地域区分が１級地の市町村にあつては０．０６８、２級

地の市町村にあつては０．１３７、３級地の市町村にあつては０．３４３、４級地の市町村にあつては０．７５５、その他地域

の市町村にあつては０．０００を当該区域内の積雪の差による地域区分ごとの市町村の人口に乗じて得た数の合計数を当該都道

府県の人口で除して得た率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とする。

Ｄ　次の算式によつて算定した額（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式

１０，５３２，０００×ｄ

算式の符号

ｄ　学校基本調査規則によつて調査した当該年度の５月１日現在における当該都道府県立の併設型中学校、夜間中学及び中等教

育学校の前期課程の数。ただし、在学生徒を有しない学校の数を除く。

　 四　

特別

支援

学

校費

学

級

数

学校基本調査規則によつて調査したその年の五月一日現在における当該都道府県の区域内の市（指定都市を除く。）町村の設置

する特別支援学校の幼稚部に在学する幼児の数に〇・六四〇を乗じて得た数と学校基本調査規則によつて調査したその年の五月

一日現在における当該都道府県の区域内の市町村の設置する特別支援学校の幼稚部に在学する幼児の数に〇・〇二〇を乗じて得

た数と学校基本調査規則によつて調査したその年の五月一日現在における当該都道府県の区域内の市町村の設置する特別支援学

校の小学部及び中学部に在学する児童及び生徒の数に〇・〇二六を乗じて得た数と学校基本調査規則によつて調査したその年の

五月一日現在における当該都道府県の区域内の市（指定都市を除く。）町村の設置する特別支援学校の高等部（別科及び専攻科

を除く。）に在学する生徒の数に〇・〇〇一を乗じて得た数と学校基本調査規則によつて調査したその年の五月一日現在におけ

る当該都道府県の区域内の市町村の設置する特別支援学校の高等部（別科及び専攻科を除く。）に在学する生徒の数に〇・〇三

八を乗じて得た数と学校基本調査規則によつて調査したその年の五月一日現在における当該都道府県の区域内の市（指定都市を

除く。）町村の設置する特別支援学校の高等部（別科及び専攻科に限る。）に在学する生徒の数に一・八三五を乗じて得た数と学

校基本調査規則によつて調査したその年の五月一日現在における当該都道府県の区域内の市町村の設置する特別支援学校の高等

部（別科及び専攻科に限る。）に在学する生徒の数に〇・〇四九を乗じて得た数と学校基本調査規則によつて調査したその年の

五月一日現在における当該都道府県立の特別支援学校の幼稚部に在学する幼児の数に〇・六八二を乗じて得た数との合計数を測

定単位の数値で除して得た数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とする。

五　

その

他の

教

育費

人

口

１　密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式ア、算式イ及び算式ウにより算定した数（小数点以下三位未満の端数があるときは、

その端数を四捨五入する。）とする。

算式ア

算式アの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　当該都道府県内の市町村ごとの新制度移行私立幼稚園在籍人員数及び私立認定こども園在籍人員数の合計数の合計数

Ｃ　次の算式により算定した率（小数点以下３位未満の端数がある場合は、その端数を四捨五入する。）

算式

ａ／ｂ×１２に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

ａ　当該都道府県内の市町村ごとの新制度移行私立幼稚園在籍人員及び私立認定こども園の１号認定子どもに係る前年度費用額

の合計額の合計額

ｂ　当該都道府県内の市町村ごとの前年度新制度移行私立幼稚園在籍人員数及び前年度私立認定こども園在籍人員数の合計数の

合計数

算式イ

算式イの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　当該都道府県内の市町村ごとの私立幼稚園（新制度移行私立幼稚園を除く。）の在籍人員数の合計数

算式ウ

［｛Ｂ×１５３．５２４＋Ｃ×１０２．３５０＋Ｄ×５１．１７５＋Ｅ×１１１．７４８＋Ｆ×７４．４９９＋Ｇ×３７．２４９

＋Ｈ×６７．２２１＋Ｉ×４４．８１４＋Ｊ×２２．４０７＋（Ｋ×４７．７９４＋Ｌ×３１．８６２＋Ｍ×１５．９３１）

×α ＋Ｎ×８０．８０２＋Ｏ×５３．８６８＋Ｐ×２６．９３４＋Ｑ×４８．４８１＋Ｒ×３２．３２１＋Ｓ×１６．１６０

＋Ｔ×２４．２４１＋Ｕ×１６．１６０＋Ｖ×８．０８０＋（Ｗ×２０．０５７＋Ｘ×１３．３８１＋Ｙ×６．７０５）×β｝
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×１．３５８＋｛（Ｚ×８４．５２７＋ＡＡ×５６．３６１＋ＡＢ×２８．１８１）×γ ＋（ＡＣ×２２．９２３＋ＡＤ×１

５．２８７＋ＡＥ×７．６５０）×δ｝×１．９５４］／Ａ

Ｂ×１５３．５２４、Ｃ×１０２．３５０、Ｄ×５１．１７５、Ｅ×１１１．７４８、Ｆ×７４．４９９、Ｇ×３７．２４９、

Ｈ×６７．２２１、Ｉ×４４．８１４、Ｊ×２２．４０７、Ｋ×４７．７９４、Ｌ×３１．８６２、Ｍ×１５．９３１、（Ｋ×

４７．７９４＋Ｌ×３１．８６２＋Ｍ×１５．９３１）×α、Ｎ×８０．８０２、Ｏ×５３．８６８、Ｐ×２６．９３４、Ｑ×

４８．４８１、Ｒ×３２．３２１、Ｓ×１６．１６０、Ｔ×２４．２４１、Ｕ×１６．１６０、Ｖ×８．０８０、Ｗ×２０．０

５７、Ｘ×１３．３８１、Ｙ×６．７０５、（Ｗ×２０．０５７＋Ｘ×１３．３８１＋Ｙ×６．７０５）×β、｛Ｂ×１５３．５

２４＋Ｃ×１０２．３５０＋Ｄ×５１．１７５＋Ｅ×１１１．７４８＋Ｆ×７４．４９９＋Ｇ×３７．２４９＋Ｈ×６７．２２

１＋Ｉ×４４．８１４＋Ｊ×２２．４０７＋（Ｋ×４７．７９４＋Ｌ×３１．８６２＋Ｍ×１５．９３１）×α ＋Ｎ×８０．

８０２＋Ｏ×５３．８６８＋Ｐ×２６．９３４＋Ｑ×４８．４８１＋Ｒ×３２．３２１＋Ｓ×１６．１６０＋Ｔ×２４．２４１

＋Ｕ×１６．１６０＋Ｖ×８．０８０＋（Ｗ×２０．０５７＋Ｘ×１３．３８１＋Ｙ×６．７０５）×β｝×１．３５８、Ｚ×

８４．５２７、ＡＡ×５６．３６１、ＡＢ×２８．１８１、（Ｚ×８４．５２７＋ＡＡ×５６．３６１＋ＡＢ×２８．１８１）

×γ、ＡＣ×２２．９２３、ＡＤ×１５．２８７、ＡＥ×７．６５０、（ＡＣ×２２．９２３＋ＡＤ×１５．２８７＋ＡＥ×７．

６５０）×δ、｛（Ｚ×８４．５２７＋ＡＡ×５６．３６１＋ＡＢ×２８．１８１）×γ ＋（ＡＣ×２２．９２３＋ＡＤ×１５．

２８７＋ＡＥ×７．６５０）×δ｝×１．９５４及び［｛Ｂ×１５３．５２４＋Ｃ×１０２．３５０＋Ｄ×５１．１７５＋Ｅ×

１１１．７４８＋Ｆ×７４．４９９＋Ｇ×３７．２４９＋Ｈ×６７．２２１＋Ｉ×４４．８１４＋Ｊ×２２．４０７＋（Ｋ×４

７．７９４＋Ｌ×３１．８６２＋Ｍ×１５．９３１）×α ＋Ｎ×８０．８０２＋Ｏ×５３．８６８＋Ｐ×２６．９３４＋Ｑ×

４８．４８１＋Ｒ×３２．３２１＋Ｓ×１６．１６０＋Ｔ×２４．２４１＋Ｕ×１６．１６０＋Ｖ×８．０８０＋（Ｗ×２０．

０５７＋Ｘ×１３．３８１＋Ｙ×６．７０５）×β｝×１．３５８＋｛（Ｚ×８４．５２７＋ＡＡ×５６．３６１＋ＡＢ×２８．

１８１）×γ ＋（ＡＣ×２２．９２３＋ＡＤ×１５．２８７＋ＡＥ×７．６５０）×δ｝×１．９５４］／Ａに小数点以下３

位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式ウの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　「高等教育の修学支援新制度における授業料等減免対象学生数等に係る調査について」（令和５年４月２０日付け文部科学省

高等教育局学生支援課高等教育修学支援室事務連絡。以下この号において「授業料等減免対象学生数等調査」という。）に基づ

いて文部科学省に報告された「都道府県立大学」の「令和４年度授業料減免対象学生数」（以下「都道府県立大学授業料減免対

象学生数」という。）のうち「非課税世帯：満額区分」の数（地方独立行政法人法第６８条第１項の公立大学法人（以下この号

において「公立大学法人」という。）の設置する大学のうち、都道府県及び市町村が同法第６条第３項に規定する設立団体（以

下この号において「設立団体」という。）である公立大学法人の設置する大学の授業料減免対象学生数については、当該学生数

を当該大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率（協

議が成立しないときは、総務大臣が定める率）により按分したものをそれぞれの都道府県立大学の授業料減免対象学生数とす

る。符号Ｃ及び符号Ｄにおいて同じ。）

Ｃ　都道府県立大学授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯：２／３区分」の数

Ｄ　都道府県立大学授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯：１／３区分」の数

Ｅ　授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立短期大学」の「令和４年度授業料減免対象

学生数」（以下「都道府県立短期大学授業料減免対象学生数」という。）のうち「非課税世帯：満額区分」の数（公立大学法人の

設置する短期大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する短期大学の授業料減免対象学生数につ

いては、当該学生数を当該短期大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総

務大臣が承認した率（協議が成立しないときは、総務大臣が定める率）により按分したものをそれぞれの都道府県立短期大学の

授業料減免対象学生数とする。符号Ｆ及び符号Ｇにおいて同じ。）

Ｆ　都道府県立短期大学授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯：２／３区分」の数

Ｇ　都道府県立短期大学授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯：１／３区分」の数

Ｈ　授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立高等専門学校」の「令和４年度授業料減免

対象学生数」（以下「都道府県立高等専門学校授業料減免対象学生数」という。）のうち「非課税世帯：満額区分」の数（公立大

学法人の設置する高等専門学校のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する高等専門学校の授業料減

免対象学生数については、当該学生数を当該高等専門学校を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の

長が協議して定め、総務大臣が承認した率（協議が成立しないときは、総務大臣が定める率）により按分したものをそれぞれの

都道府県立高等専門学校の授業料減免対象学生数とする。符号Ｉ及び符号Ｊにおいて同じ。）

Ｉ　都道府県立高等専門学校授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯：２／３区分」の数

Ｊ　都道府県立高等専門学校授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯：１／３区分」の数

Ｋ　授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立専門学校」の「令和４年度授業料減免対象

学生数」（以下「都道府県立専門学校授業料減免対象学生数」という。）のうち「非課税世帯：満額区分」の数

Ｌ　都道府県立専門学校授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯：２／３区分」の数

Ｍ　都道府県立専門学校授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯：１／３区分」の数

Ｎ　授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立大学」の「令和４年度入学金減免対象学生

数」（以下「都道府県立大学入学金減免対象学生数」という。）のうち「非課税世帯：満額区分」の数（公立大学法人の設置する

大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する大学の入学金減免対象学生数については、当該学生

数を当該大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率

（協議が成立しないときは、総務大臣が定める率）により按分したものをそれぞれの都道府県立大学の入学金減免対象学生数と

する。符号Ｏ及び符号Ｐにおいて同じ。）

Ｏ　都道府県立大学入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯：２／３区分」の数

Ｐ　都道府県立大学入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯：１／３区分」の数

Ｑ　授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立短期大学」の「令和４年度入学金減免対象

学生数」（以下「都道府県立短期大学入学金減免対象学生数」という。）のうち「非課税世帯：満額区分」の数（公立大学法人の

設置する短期大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する短期大学の入学金減免対象学生数につ

いては、当該学生数を当該短期大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総
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務大臣が承認した率（協議が成立しないときは、総務大臣が定める率）により按分したものをそれぞれの都道府県立短期大学の

入学金減免対象学生数とする。符号Ｒ及び符号Ｓにおいて同じ。）

Ｒ　都道府県立短期大学入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯：２／３区分」の数

Ｓ　都道府県立短期大学入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯：１／３区分」の数

Ｔ　授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立高等専門学校」の「令和４年度入学金減免

対象学生数」（以下「都道府県立高等専門学校入学金減免対象学生数」という。）のうち「非課税世帯：満額区分」の数（公立大

学法人の設置する高等専門学校のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する高等専門学校の入学金減

免対象学生数については、当該学生数を当該高等専門学校を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の

長が協議して定め、総務大臣が承認した率（協議が成立しないときは、総務大臣が定める率）により按分したものをそれぞれの

都道府県立高等専門学校の入学金減免対象学生数とする。符号Ｕ及び符号Ｖにおいて同じ。）

Ｕ　都道府県立高等専門学校入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯：２／３区分」の数

Ｖ　都道府県立高等専門学校入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯：１／３区分」の数

Ｗ　授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立専門学校」の「令和４年度入学金減免対象

学生数」（以下「都道府県立専門学校入学金減免対象学生数」という。）のうち「非課税世帯：満額区分」の数

Ｘ　都道府県立専門学校入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯：２／３区分」の数

Ｙ　都道府県立専門学校入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯：１／３区分」の数

Ｚ　授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「私立専門学校」の「令和４年度授業料減免対象学生

数」（以下「私立専門学校授業料減免対象学生数」という。）のうち「非課税世帯：満額区分」の数

ＡＡ　私立専門学校授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯：２／３区分」の数

ＡＢ　私立専門学校授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯：１／３区分」の数

ＡＣ　授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「私立専門学校」の「令和４年度入学金減免対象学生

数」（以下「私立専門学校入学金減免対象学生数」という。）のうち「非課税世帯：満額区分」の数

ＡＤ　私立専門学校入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯：２／３区分」の数

ＡＥ　私立専門学校入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯：１／３区分」の数

α　次の算式により算定した率（小数点以下３位未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、当該率が１．０００を超える

場合は１．０００とする。）

算式

（ａ×３）／（ｂ×３＋ｃ×２＋ｄ）／１６６，８００

算式の符号

ａ　授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立専門学校」の「令和４年度授業料減免額

（実績）」

ｂ　符号Ｋに同じ。

ｃ　符号Ｌに同じ。

ｄ　符号Ｍに同じ。

β　次の算式により算定した率（小数点以下３位未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、当該率が１．０００を超える

場合は１．０００とする。）

算式

（ｅ×３）／（ｆ×３＋ｇ×２＋ｈ）／７０，０００

算式の符号

ｅ　授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立専門学校」の「令和４年度入学金減免額

（実績）」

ｆ　符号Ｗに同じ。

ｇ　符号Ｘに同じ。

ｈ　符号Ｙに同じ。

γ　次の算式により算定した率（小数点以下３位未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、当該率が１．０００を超える

場合は１．０００とする。）

算式

（ｉ×３）／（ｊ×３＋ｋ×２＋ｌ）／５９０，０００

算式の符号

ｉ　授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「私立専門学校」の「令和４年度授業料減免額（実績）」

ｊ　符号Ｚに同じ。

ｋ　符号ＡＡに同じ。

ｌ　符号ＡＢに同じ。

δ　次の算式により算定した率（小数点以下３位未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、当該率が１．０００を超える

場合は１．０００とする。）

算式

（ｍ×３）／（ｎ×３＋ｏ×２＋ｐ）／１６０，０００

算式の符号

ｍ　授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「私立専門学校」の「令和４年度入学金減免額（実績）」

ｎ　符号ＡＣに同じ。

ｏ　符号ＡＤに同じ。

ｐ　符号ＡＥに同じ。

２　新制度移行私立幼稚園在籍人員数及び私立認定こども園在籍人員数の合計数は、「子どものための教育・保育給付費支弁台

帳について」（平成二十七年八月二十一日付け府子本第二百七十一号、二十七初幼教第十九号、雇児保発〇八二一第二号各都道

府県子ども・子育て支援新制度担当部（局）長あて内閣府子ども・子育て本部参事官（子ども・子育て支援担当）、文部科学省

初等中等教育局幼児教育課長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知）に基づき作成された子どものための教育・保育
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給付費支弁台帳（以下この号において「教育・保育給付支弁台帳」という。）に記載された当該年度の四月一日現在の新制度移

行私立幼稚園の在籍人員数及び私立認定こども園に在籍する一号認定子どもの数の合計数とする。以下この表において同じ。

３　新制度移行私立幼稚園在籍人員及び私立認定こども園の一号認定子どもに係る前年度費用額の合計額は、教育・保育給付支

弁台帳に記載された特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保

育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示（令和五年内閣府告示第二十九号）による改正前

の特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に

要する費用の額の算定に関する基準等（平成二十七年内閣府告示第四十九号。以下「公定価格基準」という。）に基づき算出さ

れた費用の額のうち、令和四年十月の新制度移行私立幼稚園在籍人員及び私立認定こども園に在籍する一号認定子どもに係る額

の合計額とする。以下この表において同じ。

４　前年度新制度移行私立幼稚園在籍人員数及び前年度私立認定こども園在籍人員数の合計数は、教育・保育給付支弁台帳に記

載された令和四年十月一日現在の新制度移行私立幼稚園の在籍人員数及び私立認定こども園に在籍する一号認定子どもの数の合

計数とする。以下この表において同じ。

５　私立幼稚園（新制度移行私立幼稚園を除く。）在籍人員数は、「子育てのための施設等利用給付支弁台帳について」（令和元

年十一月二十二日付け府子本第六百八十四号、元初幼教第十号、子小発一一二二第一号、子保発一一二二第一号、子子発一一二

二第一号各都道府県子ども・子育て支援新制度担当部（局）長あて内閣府子ども・子育て本部参事官（子ども・子育て支援担

当）、文部科学省初等中等教育局幼児教育課長、厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室長、厚生労働省子ども家庭局

保育課長、厚生労働省子ども家庭局子育て支援課長通知）に基づき作成された子育てのための施設等利用給付支弁台帳に記載さ

れた当該年度の四月一日現在の私立幼稚園の在籍人員数とする。以下この表において同じ。

　 六　

生活

保

護費

町

村

部

人

口

１　密度補正に用いる密度は、次の算式ア及び算式イにより算定した数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を

四捨五入する。）とする。

算式ア

Ｄ×０．９６４及び｛Ｃ－（Ｄ×０．９６４）｝×０．９８３に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式アの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　被生活保護者等の数

Ｃ　被生活保護者等の実数

Ｄ　前年度における被生活保護者等の数

算式イ

（Ｂ×１００）／Ａ

算式イの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　被生活保護者等のうち生活扶助等を受けた者の数

２　被生活保護者等の数は、当該都道府県の区域内の前年度の四月一日から三月三十一日までの間において生活保護法（昭和二

十五年法律第百四十四号）の規定によつて生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭

扶助を受けた者並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

する法律（平成六年法律第三十号）の規定によつて生活支援給付、住宅支援給付、医療支援給付、介護支援給付、出産支援給

付、生業支援給付及び葬祭支援給付を受けた者の月ごとの実人員のそれぞれの合計数からこの表中市町村の項第七号２に規定す

る方法によつて算定した当該都道府県の区域内の市（福祉事務所設置町村を含む。以下この号において同じ。）に係る被生活保

護者等の数のそれぞれの合計数を控除した数に、別表第二の二に定める当該扶助に係るそれぞれの率を乗じて得た数（表示単位

未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）の合計数とする。

３　被生活保護者等の実数は、２に準ずる。この場合において、「市町村の項第七号２」とあるのは「市町村の項第七号３」と、

「別表第二の二」とあるのは「別表第二の三」と読み替えるものとする。

４　前年度における被生活保護者等の数は、２に準ずる。この場合において、「前年度」とあるのは「前々年度」と、「市町村の

項第七号２」とあるのは「市町村の項第七号４」と、「別表第二の二」とあるのは「別表第二の四」と読み替えるものとする。

５　被生活保護者等のうち生活扶助等を受けた者の数は、前年度の四月一日から三月三十一日までの間において生活保護法の規

定によつて生活扶助を受けた者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律の規定によつて生活支援給付を受けた者の月ごとの実人員の合計数からこの表中市町村の項第七号５に規

定する方法によつて算定した当該都道府県の区域内の市に係る被生活保護者等のうち生活扶助等を受けた者の数を控除した数

に、別表第二の二に定める当該扶助に係る率を乗じて得た数（表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

とする。

　 七　

社会

福

祉費

人

口

１　密度補正に用いる密度は、次の算式ア（１）、算式ア（２）、算式イ、算式ウ、算式エ（１）、算式エ（２）、算式エ（３）、

算式オ、算式カ及び算式キにより算定した数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とする。

算式ア（１）

算式ア（１）の符号

Ａ　測定単位の数値
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Ｂ　当該都道府県内の市町村ごとの私立保育所在籍人員数及び私立認定こども園在籍人員数（子ども・子育て支援法第２３条第

４項に規定する満三歳未満保育認定子ども（以下この表において「満３歳未満保育認定子ども」という。）に係るものに限る。）

の合計数

α　次の算式によつて算定した率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式

｛（ａ－ｂ）×１２×０．２５｝／ｃに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

ａ　当該都道府県内の市町村ごとの前年度私立保育所等費用額（満３歳未満保育認定子どもに係るものに限る。）の合計額

ｂ　当該都道府県内の市町村ごとの前年度私立保育所等利用者負担額の合計額

ｃ　当該都道府県内の市町村ごとの前年度私立保育所等在籍人員数（満３歳未満保育認定子どもに係るものに限る。）の合計数

算式ア（２）

算式ア（２）の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　当該都道府県内の市町村ごとの私立保育所在籍人員数及び私立認定こども園在籍人員数（満３歳未満保育認定子どもに係る

ものを除く。）の合計数

α　次の算式によつて算定した率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式

（ａ×１２×０．２５）／ｂに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

ａ　当該都道府県内の市町村ごとの前年度私立保育所等費用額（満３歳未満保育認定子どもに係るものを除く。）の合計額

ｂ　当該都道府県内の市町村ごとの前年度私立保育所等在籍人員数（満３歳未満保育認定子どもに係るものを除く。）の合計数

算式イ

［｛Ｂ×０．７８０＋Ｃ×１．４６３＋Ｄ×０．９７６＋Ｅ×０．９７６＋Ｆ×１．４６３＋Ｇ×１．４６３＋Ｈ×０．９７６＋

Ｉ×０．９７６＋Ｊ×８．７８０＋Ｋ×５．８５４＋Ｌ×８．７８０＋Ｍ×５．８５４＋（Ｎ＋Ｏ＋Ｐ＋Ｑ）×０．４８８＋

（Ｒ＋Ｓ＋Ｔ＋Ｕ）×０．４８８＋（Ｖ＋Ｗ＋Ｘ＋Ｙ）×２．９２７｝×０．９９５］／Ａ

Ｂ×０．７８０、Ｃ×１．４６３、Ｄ×０．９７６、Ｅ×０．９７６、Ｆ×１．４６３、Ｇ×１．４６３、Ｈ×０．９７６、Ｉ

×０．９７６、Ｊ×８．７８０、Ｋ×５．８５４、Ｌ×８．７８０、Ｍ×５．８５４、（Ｎ＋Ｏ＋Ｐ＋Ｑ）×０．４８８、（Ｒ＋

Ｓ＋Ｔ＋Ｕ）×０．４８８及び（Ｖ＋Ｗ＋Ｘ＋Ｙ）×２．９２７に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式イの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　児童数（３歳未満）（（被用者・本則給付分）及び（施設等受給資格者分）の計）

Ｃ　児童数（３歳未満）（非被用者・本則給付分）

Ｄ　児童数（３歳～小学校）（（被用者・本則給付分のうち第１子及び第２子分）及び（施設等受給資格者分）の計）

Ｅ　児童数（３歳～小学校）（非被用者・本則給付分のうち第１子及び第２子分）

Ｆ　児童数（３歳～小学校）（被用者・本則給付分のうち第３子以降分）

Ｇ　児童数（３歳～小学校）（非被用者・本則給付分のうち第３子以降分）

Ｈ　児童数（中学校）（（被用者・本則給付分）及び（施設等受給資格者分）の計）

Ｉ　児童数（中学校）（非被用者・本則給付分）

Ｊ　児童数（３歳未満）（地方公務員・本則給付分）

Ｋ　児童数（３歳～小学校）（地方公務員・本則給付分のうち第１子及び第２子分）

Ｌ　児童数（３歳～小学校）（地方公務員・本則給付分のうち第３子以降分）

Ｍ　児童数（中学校）（地方公務員・本則給付分）

Ｎ　児童数（３歳未満）（被用者・特例給付分）

Ｏ　児童数（３歳～小学校）（被用者・特例給付分のうち第１子及び第２子分）

Ｐ　児童数（３歳～小学校）（被用者・特例給付分のうち第３子以降分）

Ｑ　児童数（中学校）（被用者・特例給付分）

Ｒ　児童数（３歳未満）（非被用者・特例給付分）

Ｓ　児童数（３歳～小学校）（非被用者・特例給付分のうち第１子及び第２子分）

Ｔ　児童数（３歳～小学校）（非被用者・特例給付分のうち第３子以降分）
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Ｕ　児童数（中学校）（非被用者・特例給付分）

Ｖ　児童数（３歳未満）（地方公務員・特例給付分）

Ｗ　児童数（３歳～小学校）（地方公務員・特例給付分のうち第１子及び第２子分）

Ｘ　児童数（３歳～小学校）（地方公務員・特例給付分のうち第３子以降分）

Ｙ　児童数（中学校）（地方公務員・特例給付分）

算式ウ

算式ウの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　児童扶養手当支給者数

Ｃ　町村部人口

算式エ（１）

算式エ（１）の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　障害福祉サービスのうち居住系サービス利用者数

算式エ（２）

算式エ（２）の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　障害福祉サービスのうち日中活動系サービス利用者数

算式エ（３）

算式エ（３）の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　障害福祉サービスのうち訪問系サービス利用者数

算式オ

［｛Ｂ×１．２２７＋Ｃ×１．０００＋（Ｄ＋Ｊ）×０．７７８＋Ｅ×１．００４＋Ｆ×１．９９４＋Ｇ×０．９１７＋Ｈ×０．

５７２＋Ｉ×０．５５７｝×２７．４８１］／Ａ

Ｂ×１．２２７、Ｃ×１．０００、（Ｄ＋Ｊ）×０．７７８、Ｅ×１．００４、Ｆ×１．９９４、Ｇ×０．９１７、Ｈ×０．５

７２及びＩ×０．５５７に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式オの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　当該都道府県内の市町村ごとの家庭的保育事業に係る子どもの数の合計数

Ｃ　当該都道府県内の市町村ごとの小規模保育事業Ａ型に係る子どもの数の合計数

Ｄ　当該都道府県内の市町村ごとの小規模保育事業Ｂ型に係る子どもの数の合計数

Ｅ　当該都道府県内の市町村ごとの小規模保育事業Ｃ型に係る子どもの数の合計数

Ｆ　当該都道府県内の市町村ごとの居宅訪問型保育事業に係る子どもの数の合計数

Ｇ　当該都道府県内の市町村ごとの小規模型事業所内保育事業Ａ型に係る子どもの数の合計数

Ｈ　当該都道府県内の市町村ごとの小規模型事業所内保育事業Ｂ型に係る子どもの数の合計数

Ｉ　当該都道府県内の市町村ごとの保育所型事業所内保育事業に係る子どもの数の合計数

Ｊ　当該都道府県内の市町村ごとの特例保育給付に係る子どもの数の合計数

算式カ
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算式カの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　次の算式により算定した数（整数未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。）

算式

｛ａ－（ｂ－ｃ）／１，０００｝／４０

｛ａ－（ｂ－ｃ）／１，０００｝が負数となるときは０とする。

算式の符号

ａ　当該都道府県の児童相談所における虐待相談対応件数

ｂ　測定単位の数値

ｃ　当該都道府県の区域内の令和４年度における指定都市及び児童相談所設置中核市の人口の合計

Ｃ　符号Ｂを６で除して得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式キ

算式キの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　当該都道府県内の市町村ごとの子育てのための施設等利用給付に係る給付認定子ども数の合計数

α　次の算式によつて算定した率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式

｛（ａ－ｂ）×０．２５｝／ｃに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

ａ　当該都道府県内の市町村ごとの前年度子育てのための施設等利用給付支給額の合計額

ｂ　当該都道府県内の市町村ごとの前年度子育てのための施設等利用給付支給額（子ども・子育て支援法第７条第１０項第２号

に掲げる幼稚園に係るものに限る。）の合計額

ｃ　当該都道府県内の市町村ごとの前年度子育てのための施設等利用給付に係る給付認定子ども数の合計数

２　私立保育所在籍人員数及び私立認定こども園在籍人員数の合計数は、「子どものための教育・保育給付費支弁台帳について」

（平成二十七年八月二十一日付け府子本第二百七十一号、二十七初幼教第十九号、雇児保発〇八二一第二号各都道府県子ども・

子育て支援新制度担当部（局）長あて内閣府子ども・子育て本部参事官（子ども・子育て支援担当）、文部科学省初等中等教育

局幼児教育課長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知）に基づき作成された子どものための教育・保育給付費支弁台

帳（以下この号において「教育・保育給付支弁台帳」という。）に記載された当該年度の四月一日現在の私立保育所在籍人員数

及び私立認定こども園在籍人員（子ども・子育て支援法第二十条第一項の認定に係る同法第十九条第一項第二号及び第三号に掲

げるもの（以下「二・三号認定子ども」という。）に限る。以下この号及びこの表市町村の項第八号において同じ。）数の合計数

とする。以下この表において同じ。

３　前年度私立保育所等費用額は、前年度の十月分として教育・保育給付支弁台帳に記載された費用の額（子ども・子育て支援

法第二十七条第三項第一号及び第二十八条第二項第二号に規定する費用の額の合算額をいう。）のうち、私立保育所在籍人員及

び私立認定こども園在籍人員に係る額とする。以下この表において同じ。

４　前年度私立保育所等利用者負担額は、前年度の十月分として教育・保育給付支弁台帳に記載された子ども・子育て支援法施

行令（平成二十六年政令第二百十三号）第四条から第六条までに定める利用者負担額のうち、私立保育所在籍人員及び私立認定

こども園在籍人員に係る額とする。以下この表において同じ。

５　前年度私立保育所等在籍人員数は、前年度の十月分として教育・保育給付支弁台帳に記載された私立保育所在籍人員数及び

私立認定こども園在籍人員数の合計数とする。以下この表において同じ。

６　児童数（３歳未満）（（被用者・本則給付分）及び（施設等受給資格者分）の計）は、「令和四年度児童手当・特例給付支給

状況報告について」（令和五年二月二十七日付け内閣府子ども・子育て本部児童手当管理室事務連絡）に基づいて内閣府に報告

された支給状況報告（以下「児童手当支給状況報告」という。）（被用者・非被用者分）における様式１第１表（１）中区分「支

給対象児童数」の「０歳から３歳未満」の「本年２月末現在全体」の数に同報告における様式２第１表中区分「支給対象児童

数」の「０歳から３歳未満」の「計」の数を加えて得た数の管内市町村の計とする。

７　児童数（３歳未満）（非被用者・本則給付分）は、児童手当支給状況報告（被用者・非被用者分）における様式１第２表（１）

中区分「支給対象児童数」の「０歳から３歳未満」の「本年２月末現在全体」の数の管内市町村の計とする。

８　児童数（３歳～小学校）（（被用者・本則給付分のうち第１子及び第２子分）及び（施設等受給資格者分）の計）は、児童手

当支給状況報告（被用者・非被用者分）における様式１第１表（１）中区分「支給対象児童数」の「３歳以上小学校修了前」の

「本年２月末現在全体」の数から同表（１）中区分「支給対象児童数」の「３歳以上小学校修了前」の「うち第３子以降」の「本

38



年２月末現在全体」の数を控除した数に同報告における様式２第１表中区分「支給対象児童数」の「３歳以上小学校修了前」の

「計」の数を加えて得た数の管内市町村の計とする。

９　児童数（３歳～小学校）（非被用者・本則給付分のうち第１子及び第２子分）は、児童手当支給状況報告（被用者・非被用

者分）における様式１第２表（１）中区分「支給対象児童数」の「３歳以上小学校修了前」の「本年２月末現在全体」の数から

同表（１）中区分「支給対象児童数」の「３歳以上小学校修了前」の「うち第３子以降」の「本年２月末現在全体」の数を控除

した数の管内市町村の計とする。

１０　児童数（３歳～小学校）（被用者・本則給付分のうち第３子以降分）は、児童手当支給状況報告（被用者・非被用者分）

における様式１第１表（１）中区分「支給対象児童数」の「３歳以上小学校修了前」の「うち第３子以降」の「本年２月末現在

全体」の数の管内市町村の計とする。

１１　児童数（３歳～小学校）（非被用者・本則給付分のうち第３子以降分）は、児童手当支給状況報告（被用者・非被用者分）

における様式１第２表（１）中区分「支給対象児童数」の「３歳以上小学校修了前」の「うち第３子以降」の「本年２月末現在

全体」の数の管内市町村の計とする。

１２　児童数（中学校）（（被用者・本則給付分）及び（施設等受給資格者分）の計）は、児童手当支給状況報告（被用者・非被

用者分）における様式１第１表（１）中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「本年２月末現在全体」の

数に同報告書における様式２第１表中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「計」の数を加えて得た数の

管内市町村の計とする。

１３　児童数（中学校）（非被用者・本則給付分）は、児童手当支給状況報告（被用者・非被用者分）における様式１第２表（１）

中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「本年２月末現在全体」の数の管内市町村の計とする。

１４　児童数（３歳未満）（地方公務員・本則給付分）は、児童手当支給状況報告（地方公務員分）の都道府県分における第１

表（１）中区分「支給対象児童数」の「０歳から３歳未満」の「本年２月末現在全体」の数とする。

１５　児童数（３歳～小学校）（地方公務員・本則給付分のうち第１子及び第２子分）は、児童手当支給状況報告（地方公務員

分）の都道府県分における第１表（１）中区分「支給対象児童数」の「３歳以上小学校修了前」の「本年２月末現在全体」の数

から同表（１）中区分「支給対象児童数」の「３歳以上小学校修了前」の「うち第３子以降」の「本年２月末現在全体」の数を

控除した数とする。

１６　児童数（３歳～小学校）（地方公務員・本則給付分のうち第３子以降分）は、児童手当支給状況報告（地方公務員分）の

都道府県分における第１表（１）中区分「支給対象児童数」の「３歳以上小学校修了前」の「うち第３子以降」の「本年２月末

現在全体」の数とする。

１７　児童数（中学校）（地方公務員・本則給付分）は、児童手当支給状況報告（地方公務員分）の都道府県分における第１表

（１）中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「本年２月末現在全体」の数とする。

１８　児童数（３歳未満）（被用者・特例給付分）は、児童手当支給状況報告（被用者・非被用者分）における様式１第１表（２）

中区分「支給対象児童数」の「０歳から３歳未満」の「本年２月末現在全体」の数の管内市町村の計とする。

１９　児童数（３歳～小学校）（被用者・特例給付分のうち第１子及び第２子分）は、児童手当支給状況報告（被用者・非被用

者分）における様式１第１表（２）中区分「支給対象児童数」の「３歳以上小学校修了前」の「本年２月末現在全体」の数から

同表（２）中区分「支給対象児童数」の「３歳以上小学校修了前」の「うち第３子以降」の「本年２月末現在全体」の数を控除

した数の管内市町村の計とする。

２０　児童数（３歳～小学校）（被用者・特例給付分のうち第３子以降分）は、児童手当支給状況報告（被用者・非被用者分）

における様式１第１表（２）中区分「支給対象児童数」の「３歳以上小学校修了前」の「うち第３子以降」の「本年２月末現在

全体」の数の管内市町村の計とする。

２１　児童数（中学校）（被用者・特例給付分）は、児童手当支給状況報告（被用者・非被用者分）における様式１第１表（２）

中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「本年２月末現在全体」の数の管内市町村の計とする。

２２　児童数（３歳未満）（非被用者・特例給付分）は、児童手当支給状況報告（被用者・非被用者分）における様式１第２表

（２）中区分「支給対象児童数」の「０歳から３歳未満」の「本年２月末現在全体」の管内市町村の計とする。

２３　児童数（３歳～小学校）（非被用者・特例給付分のうち第１子及び第２子分）は、児童手当支給状況報告（被用者・非被

用者分）における様式１第２表（２）中区分「支給対象児童数」の「３歳以上小学校修了前」の「本年２月末現在全体」の数か

ら同表（２）中区分「支給対象児童数」の「３歳以上小学校修了前」の「うち第３子以降」の「本年２月末現在全体」の数を控

除した数の管内市町村の計とする。

２４　児童数（３歳～小学校）（非被用者・特例給付分のうち第３子以降分）は、児童手当支給状況報告（被用者・非被用者分）

における様式１第２表（２）中区分「支給対象児童数」の「３歳以上小学校修了前」の「うち第３子以降」の「本年２月末現在

全体」の数の管内市町村の計とする。

２５　児童数（中学校）（非被用者・特例給付分）は、児童手当支給状況報告（被用者・非被用者分）における様式１第２表（２）

中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「本年２月末現在全体」の数の管内市町村の計とする。

２６　児童数（３歳未満）（地方公務員・特例給付分）は、児童手当支給状況報告（地方公務員分）の都道府県分における第１

表（２）中区分「支給対象児童数」の「０歳から３歳未満」の「本年２月末現在全体」の数とする。

２７　児童数（３歳～小学校）（地方公務員・特例給付分のうち第１子及び第２子分）は、児童手当支給状況報告（地方公務員

分）の都道府県分における第１表（２）中区分「支給対象児童数」の「３歳以上小学校修了前」の「本年２月末現在全体」の数

から同表（２）中区分「支給対象児童数」の「３歳以上小学校修了前」の「うち第３子以降」の「本年２月末現在全体」の数を

控除した数とする。

２８　児童数（３歳～小学校）（地方公務員・特例給付分のうち第３子以降分）は、児童手当支給状況報告（地方公務員分）の

都道府県分における第１表（２）中区分「支給対象児童数」の「３歳以上小学校修了前」の「うち第３子以降」の「本年２月末

現在全体」の数とする。

２９　児童数（中学校）（地方公務員・特例給付分）は、児童手当支給状況報告（地方公務員分）の都道府県分における第１表

（２）中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「本年２月末現在全体」の数とする。

３０　児童扶養手当支給者数は、令和三年度実施事業として地方厚生局（地方厚生支局を含む。以下この表市町村の項第八号に

おいて同じ。）に報告された児童扶養手当給付費国庫負担金交付要綱様式第９号付表２中「支出済額（Ａ列）」の延月人数の「全

部支給者」、「一部停止者」、「１３条の２」、「１３条の３」及び「１３条の２かつ１３条の３」の数の合計数とする。

３１　町村部人口は、当該都道府県の人口のうち町村（福祉事務所設置町村を除く。）に係る人口とする。

３２　障害福祉サービスのうち居住系サービス利用者数は、令和四年十月分として厚生労働省が通知した「市町村単位における

サービス利用状況」（以下「障害福祉サービス利用状況」という。）における当該都道府県の「施設入所支援」の「都道府県合
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計」、「共同生活援助（介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型）」の「都道府県合計」及び「自立生活

援助」の「都道府県合計」を合算した数とする。

３３　障害福祉サービスのうち日中活動系サービス利用者数は、障害福祉サービス利用状況における当該都道府県の「療養介

護」の「都道府県合計」、「生活介護」の「都道府県合計」、「短期入所（ショートステイ）」の「都道府県合計」、「自立訓練（機

能訓練・生活訓練）」の「都道府県合計」、「宿泊型自立訓練」の「都道府県合計」、「就労移行支援」の「都道府県合計」、「就労

継続支援（Ａ型・Ｂ型）」の「都道府県合計」、「就労定着支援」の「都道府県合計」、「児童発達支援」の「都道府県合計」及び

「放課後等デイサービス」の「都道府県合計」を合算した数とする。

３４　障害福祉サービスのうち訪問系サービス利用者数は、障害福祉サービス利用状況における当該都道府県の「居宅介護」の

「都道府県合計」、「重度訪問介護」の「都道府県合計」、「行動援護」の「都道府県合計」、「重度障害者等包括支援」の「都道府

県合計」及び「同行援護」の「都道府県合計」を合算した数とする。

３５　家庭的保育事業に係る子どもの数は、教育・保育給付支弁台帳に記載されたその年の四月一日現在の家庭的保育事業に係

る子どもの数とする。以下この表において同じ。

３６　小規模保育事業Ａ型に係る子どもの数は、教育・保育給付支弁台帳に記載されたその年の四月一日現在の小規模保育事業

Ａ型に係る子どもの数とする。以下この表において同じ。

３７　小規模保育事業Ｂ型に係る子どもの数は、教育・保育給付支弁台帳に記載されたその年の四月一日現在の小規模保育事業

Ｂ型に係る子どもの数とする。以下この表において同じ。

３８　小規模保育事業Ｃ型に係る子どもの数は、教育・保育給付支弁台帳に記載されたその年の四月一日現在の小規模保育事業

Ｃ型に係る子どもの数とする。以下この表において同じ。

３９　居宅訪問型保育事業に係る子どもの数は、教育・保育給付支弁台帳に記載されたその年の四月一日現在の居宅訪問型保育

事業に係る子どもの数とする。以下この表において同じ。

４０　小規模型事業所内保育事業Ａ型に係る子どもの数は、教育・保育給付支弁台帳に記載されたその年の四月一日現在の小規

模型事業所内保育事業Ａ型に係る子どもの数とする。以下この表において同じ。

４１　小規模型事業所内保育事業Ｂ型に係る子どもの数は、教育・保育給付支弁台帳に記載されたその年の四月一日現在の小規

模型事業所内保育事業Ｂ型に係る子どもの数とする。以下この表において同じ。

４２　保育所型事業所内保育事業に係る子どもの数は、教育・保育給付支弁台帳に記載されたその年の四月一日現在の保育所型

事業所内保育事業に係る子どもの数とする。以下この表において同じ。

４３　特例保育給付事業に係る子どもの数は、教育・保育給付支弁台帳に記載されたその年の四月一日現在の特例保育給付事業

に係る子どもの数とする。以下この表において同じ。

４４　児童相談所における虐待相談対応件数は、前年度の四月分として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第四

十九　児童相談所における養護相談の理由別対応件数」のうち「（２）虐待相談の相談種別・経路」の「（３３）計」列の「（１

０）計」行の数とする。第十条第十八項において同じ。

４５　子育てのための施設等利用給付に係る給付認定子ども数は、「子育てのための施設等利用給付支弁台帳について」（令和元

年十一月二十二日付け府子本第六百八十四号、元初幼教第十号、元少発一一二二第一号、元保発一一二二第一号、元子発一一二

二第一号各都道府県子ども・子育て支援新制度担当部（局）長あて内閣府子ども・子育て本部参事官（子ども・子育て支援担

当）、文部科学省初等中等教育局幼児教育課長、厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室長、厚生労働省子ども家庭局

保育課長、厚生労働省子ども家庭局子育て支援課長通知）に基づき作成された子育てのための施設等利用給付支弁台帳（以下

「施設等利用給付支弁台帳」という。）に記載された当該年度の四月分の施設等利用給付認定子ども（子ども・子育て支援法第三

十条の八第一項に規定するものをいう。以下この表において同じ。）数とする。以下この表において同じ。

４６　前年度子育てのための施設等利用給付支給額は、前年度分として施設等利用給付支弁台帳に記載された子ども・子育て支

援法施行令第十五条の六に定める施設等利用費の支給額とする。以下この表において同じ。

４７　前年度子育てのための施設等利用給付に係る給付認定子ども数は、前年度分として施設等利用給付支弁台帳に記載された

施設等利用給付認定子ども数とする。以下この表において同じ。

　 八　

衛生

費　

人

口

　

１　密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式ア及び算式イにより算定した数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数

を四捨五入する。）とする。

算式ア

算式アの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ１　都道府県立病院病床数

Ｂ２　都道府県立病院特例病床数

Ｃ１　病院事業に充てるため平成４年度から平成１３年度までに発行を許可された地方債（平成１４年度に許可を受けた平成１

３年度以前に基本設計等に着手した事業に係るもの（以下「平成１３年度以前からの継続事業」という。）を含む。）の元利償還

金の額に３分の２を乗じて得た額及び災害拠点病院の施設整備に充てるため平成１３年度に発行を許可された地方債（平成１３

年度以前からの継続事業を含む。）の元利償還金に３分の１を乗じて得た額の合算額（千円未満の端数があるときは、その端数

を四捨五入する。）

Ｃ２　病院事業に充てるため平成１４年度に発行を許可された地方債（平成１３年度以前からの継続事業を除く。）の元利償還

金の額に３分の２を乗じて得た額及び災害拠点病院の施設整備に充てるため平成１４年度に発行を許可された地方債（平成１３

年度以前からの継続事業を除く。）の元利償還金に３分の１を乗じて得た額の合算額（千円未満の端数があるときは、その端数

を四捨五入する。）

Ｄｎ　病院事業（医療施設整備事業）に充てるため平成ｎ年度に発行について同意又は許可を得た地方債（平成１３年度以前に

基本設計等に着手した事業に限る。）の額に３分の２を乗じて得た額及び災害拠点病院の施設整備（医療施設整備事業）に充て
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るため平成ｎ年度に発行について同意又は許可を得た地方債（平成１３年度以前に基本設計等に着手した事業に限る。）の額に

３分の１を乗じて得た額の合算額（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｅ１５＝０．０３２

Ｅ１６＝０．０３３

Ｅ１７＝０．０３３

Ｅ１８＝０．０３２

Ｅ１９＝０．０３２

Ｅ２０＝０．０３１８５

Ｅ２１＝０．０３０６６

Ｅ２２＝０．０３００８

Ｅ２３＝０．０２９５８

Ｅ２４＝０．０２９７３

Ｆｎ　病院事業（医療施設整備事業）に充てるため平成ｎ年度に発行について同意又は許可を得た地方債（平成１４年度に基本

設計等に着手した事業に限る。）の額に３分の２を乗じて得た額及び災害拠点病院の施設整備（医療施設整備事業）に充てるた

め平成ｎ年度に発行について同意又は許可を得た地方債（平成１４年度に基本設計等に着手した事業に限る。）の額に３分の１

を乗じて得た額の合算額（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｇ１５＝０．０２４

Ｇ１６＝０．０２４

Ｇ１７＝０．０２５

Ｇ１８＝０．０２４

Ｇ１９＝０．０２４

Ｇ２０＝０．０２３８９

Ｇ２１＝０．０２３００

Ｇ２２＝０．０２２５６

Ｇ２３＝０．０２２１９

Ｇ２４＝０．０２２３０

Ｈｎ　病院事業（医療施設整備事業）に充てるためｎ年度に発行について同意又は許可を得た地方債（平成１５年度以降に基本

設計等に着手した事業に限り、符号Ｈ'
ｎに係るものを除く。）の額に２分の１を乗じて得た額及び災害拠点病院の施設整備（医

療施設整備事業）に充てるためｎ年度に発行について同意又は許可を得た地方債（平成１５年度以降に基本設計等に着手した事

業に限り、符号Ｈ２ｎ及び符号Ｈ２'
ｎに係るものを除く。）の額に２分の１を乗じて得た額の合算額（千円未満の端数があると

きは、その端数を四捨五入する。）

Ｉ１５＝０．０２４

Ｉ１６＝０．０２４

Ｉ１７＝０．０２５

Ｉ１８＝０．０２４

Ｉ１９＝０．０２４

Ｉ２０＝０．０２３８９

Ｉ２１＝０．０２３００

Ｉ２２＝０．０２２５６

Ｉ２３＝０．０２２１９

Ｉ２４＝０．０２２３０

Ｉ２５＝０．０２２

Ｉ２６＝０．０２２

Ｉ２７＝０．０２３

Ｉ２８＝０．０２３１

Ｉ２９＝０．０２３３

Ｉ３０＝０．０１１５０

Ｉ令元＝０．０１０８３

Ｉ令２＝０．００１９１

Ｉ令３＝０．００３０４

Ｉ令４＝０．００５０３

Ｈ'
ｎ　病院事業（医療施設整備事業・特別分）に充てるためｎ年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額に３分の２

を乗じて得た額（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｉ'
２７＝０．０２７

Ｉ'
２８＝０．０２７７

Ｉ'
２９＝０．０２７９

Ｉ'
３０＝０．０１３８０

Ｉ'
令元＝０．０１２９９
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Ｉ'
令２＝０．００２２９

Ｉ'
令３＝０．００３６５

Ｉ'
令４＝０．００６０３

Ｈ２ｎ　災害拠点病院の施設整備（医療施設整備事業）に充てるためｎ年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額（符

号Ｈ２'
ｎに係るものを除く。ただし、令和３年度以前に発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、当該額に２分の

１を乗じて得た額（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とする。）

Ｉ２２１＝０．０２５５５

Ｉ２２２＝０．０２７５８

Ｉ２２３＝０．０２４６５

Ｉ２２４＝０．０２７２５

Ｉ２２５＝０．０２７

Ｉ２２６＝０．０２７

Ｉ２２７＝０．０２３

Ｉ２２８＝０．０２３１

Ｉ２２９＝０．０２３３

Ｉ２３０＝０．０１１５０

Ｉ２令元＝０．０１０８３

Ｉ２令２＝０．００１９１

Ｉ２令３＝０．００５４７

Ｉ２令４＝０．００７０４

Ｈ２'
ｎ　災害拠点病院の施設整備（医療施設整備事業・特別分）に充てるためｎ年度に発行について同意又は許可を得た地方

債の額に３分の１を乗じて得た額（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｉ２'
２７＝０．０１４

Ｉ２'
２８＝０．０１３８

Ｉ２'
２９＝０．０１４０

Ｉ２'
３０＝０．００６９０

Ｉ２'
令元＝０．００６５０

Ｉ２'
令２＝０．００１１５

Ｉ２'
令３＝０．００５４７

Ｊｎ　病院事業（機械器具整備事業）に充てるためｎ年度に発行について同意又は許可を得た地方債（平成１５年度以降に基本

設計等に着手した事業に限り、符号Ｌｎに係るものを除く。）の額に２分の１を乗じて得た額及び災害拠点病院の施設整備（機

械器具整備事業）に充てるためｎ年度に発行について同意又は許可を得た地方債（平成１５年度以降に基本設計等に着手した事

業に限り、符号Ｎｎ及び符号Ｎ'
ｎに係るものを除く。）の額に２分の１を乗じて得た額の合算額（千円未満の端数があるときは、

その端数を四捨五入する。）

Ｋ２７＝０．０５７

Ｋ２８＝０．０５６５

Ｋ２９＝０．０５６３

Ｋ３０＝０．０５５５８

Ｋ令元＝０．０５６４７

Ｋ令２＝０．０５５６７

Ｋ令３＝０．０５６２２

Ｋ令４＝０．００２１４

Ｌｎ　病院事業（機械器具整備事業・特別分）に充てるためｎ年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額に３分の２を

乗じて得た額（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｍ２７＝０．０６９

Ｍ２８＝０．０６７８

Ｍ２９＝０．０６７５

Ｍ３０＝０．０６６７０

Ｍ令元＝０．０６７７６

Ｍ令２＝０．０６６８０

Ｍ令３＝０．０６７４６

Ｍ令４＝０．００２５６

Ｎｎ　災害拠点病院の機械器具整備事業に充てるためｎ年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額（符号Ｎ'
ｎに係るも

のを除く。ただし、令和３年度以前に発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、当該額に２分の１を乗じて得た額

（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とする。）

Ｏ２７＝０．０５７

Ｏ２８＝０．０５６５

Ｏ２９＝０．０５６３
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Ｏ３０＝０．０５５５８

Ｏ令元＝０．０５６４７

Ｏ令２＝０．０５５６７

Ｏ令３＝０．１０１２０

Ｏ令４＝０．００２９９

Ｎ'
ｎ　災害拠点病院の機械器具整備事業（特別分）に充てるためｎ年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額に３分

の１を乗じて得た額（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｏ'
２７＝０．０３４

Ｏ'
２８＝０．０３３９

Ｏ'
２９＝０．０３３８

Ｏ'
３０＝０．０３３３５

Ｏ'
令元＝０．０３３８８

Ｏ'
令２＝０．０３３４０

Ｏ'
令３＝０．１０１２０

算式イ

算式イの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　都道府県立大学附属病院病床数

Ｃ　都道府県立リハビリ病院病床数

Ｄ　都道府県立大学附属病院の建設又は改良に要する経費に充てるため平成５年度から平成１４年度までに発行を許可された地

方債（用地、職員宿舎、看護師宿舎及び大学の用に供する研究・研修部門を除く。）の元利償還金の額（千円未満の端数がある

ときは、その端数を四捨五入する。）

Ｅｎ　都道府県立大学附属病院事業（医療施設整備事業）に充てるため平成ｎ年度に発行について同意又は許可を得た地方債

（平成１３年度以前に基本設計等に着手した事業に限る。また、用地、職員宿舎、看護師宿舎及び大学の用に供する研究・研修

部門を除く。）の額（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｆ１５＝０．０２２

Ｆ１６＝０．０２２

Ｆ１７＝０．０２２

Ｆ１８＝０．０２１

Ｆ１９＝０．０２１

Ｆ２０＝０．０２１２４

Ｆ２１＝０．０２０４４

Ｆ２２＝０．０２００６

Ｆ２３＝０．０１９７２

Ｆ２４＝０．０１９８２

Ｇｎ　都道府県立大学附属病院事業（医療施設整備事業）に充てるため平成ｎ年度に発行について同意又は許可を得た地方債

（平成１４年度に基本設計等に着手した事業に限る。また、用地、職員宿舎、看護師宿舎及び大学の用に供する研究・研修部門

を除く。）の額（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｈ１５＝０．０１６

Ｈ１６＝０．０１６

Ｈ１７＝０．０１７

Ｈ１８＝０．０１６

Ｈ１９＝０．０１６

Ｈ２０＝０．０１５９３

Ｈ２１＝０．０１５３３

Ｈ２２＝０．０１５０４

Ｈ２３＝０．０１４７９

Ｈ２４＝０．０１４８７

Ｉｎ　都道府県立大学附属病院事業（医療施設整備事業）に充てるためｎ年度に発行について同意又は許可を得た地方債（平成

１５年度以降に基本設計等に着手した事業に限る。また、用地、職員宿舎、看護師宿舎及び大学の用に供する研究・研修部門を

除く。）の額（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｊ１５＝０．０１２

Ｊ１６＝０．０１２

Ｊ１７＝０．０１２
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Ｊ１８＝０．０１２

Ｊ１９＝０．０１２

Ｊ２０＝０．０１１９５

Ｊ２１＝０．０１１５０

Ｊ２２＝０．０１１２８

Ｊ２３＝０．０１１０９

Ｊ２４＝０．０１１１５

Ｊ２５＝０．０１１

Ｊ２６＝０．０１２

Ｊ２７＝０．０１０

Ｊ２８＝０．０１０４

Ｊ２９＝０．０１０５

Ｊ３０＝０．００５１８

Ｊ令元＝０．００４８７

Ｊ令２＝０．０００８６

Ｊ令３＝０．００１３７

Ｊ令４＝０．００２２６

Ｋｎ　都道府県立大学附属病院事業（機械器具整備事業）に充てるためｎ年度に発行について同意又は許可を得た地方債（平成

１５年度以降に基本設計等に着手した事業に限る。また、用地、職員宿舎、看護師宿舎及び大学の用に供する研究・研修部門を

除く。）の額（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｌ２７＝０．０２６

Ｌ２８＝０．０２５４

Ｌ２９＝０．０２５３

Ｌ３０＝０．０２５０１

Ｌ令元＝０．０２５４１

Ｌ令２＝０．０２５０５

Ｌ令３＝０．０２５３０

Ｌ令４＝０．０００９６

Ｍｎ　病院事業一般会計出資債（医療施設整備事業）に充てるためｎ年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額（千円

未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｎ２０＝０．０２６５５

Ｎ２１＝０．０２５５５

Ｎ２２＝０．０２５０７

Ｎ２３＝０．０２４６５

Ｎ２４＝０．０２４７８

Ｎ２５＝０．０２５

Ｎ２６＝０．０２５

Ｎ２７＝０．０２３

Ｎ２８＝０．０２３１

Ｎ２９＝０．０２３３

Ｎ３０＝０．０１１５０

Ｎ令元＝０．０１０８３

Ｎ令２＝０．００１９１

Ｎ令３＝０．００３０４

Ｏｎ　病院事業一般会計出資債（機械器具整備事業）に充てるためｎ年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額（千円

未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｐ２７＝０．０５７

Ｐ２８＝０．０５６５

Ｐ２９＝０．０５６３

Ｐ３０＝０．０５５５８

Ｐ令元＝０．０５６４７

Ｐ令２＝０．０５５６７

Ｐ令３＝０．０５６２２

Ｑ１　救急告示病院数

Ｑ２　救急告示等病床数

Ｒ　上水道水源開発元利償還金

Ｓ　独立行政法人水資源機構負担金

Ｔ　上水道広域化対策元利償還金

Ｕ　上水道一般会計出資債元利償還金（平成１０年度以前発行許可分）

44



Ｖｎ　ｎ年度に発行について同意又は許可を得た上水道水源開発施設事業出資債、上水道広域化施設整備事業出資債、高度浄水

施設整備事業出資債、老朽管更新事業出資債、上水道未普及地域解消事業出資債及び上水道災害・安全対策事業出資債の額（千

円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｗ１１＝０．０２７

Ｗ１２＝０．０２６

Ｗ１３＝０．０２７

Ｗ１４＝０．０２２

Ｗ１５＝０．０２４

Ｗ１６＝０．０２４

Ｗ１７＝０．０２５

Ｗ１８＝０．０２４

Ｗ１９＝０．０２４

Ｗ２０＝０．０２３８９

Ｗ２１＝０．０２３００

Ｗ２２＝０．０２２５６

Ｗ２３＝０．０２２１９

Ｗ２４＝０．０２２３０

Ｗ２５＝０．０２２

Ｗ２６＝０．０２２

Ｗ２７＝０．０２０

Ｗ２８＝０．０２０７

Ｗ２９＝０．０２０９

Ｗ３０＝０．０１０３５

Ｗ令元＝０．００９７４

Ｗ令２＝０．００１７２

Ｗ令３＝０．００２７４

Ｗ令４＝０．００５０３

Ｖ'
ｎ　ｎ年度に発行について同意又は許可を得た広域化推進事業出資債の額（千円未満に端数があるときは、その端数を四捨

五入する。）

Ｗ'
令元＝０．０１２９９

Ｗ'
令２＝０．００２２９

Ｗ'
令３＝０．００３６５

Ｗ'
令４＝０．００６０３

Ｘ　令和４年度に発行について同意又は許可を得た病院事業債（脱炭素化事業）に係る地方債に相当する額（千円未満の端数が

あるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｙ＝０．００３０２

Ｚ　令和４年度に発行について同意又は許可を得た上水道一般会計出資債（脱炭素化事業）に係る地方債に相当する額（千円未

満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

ＡＡ＝０．００３０２

α　当該都道府県の財政力指数（当該都道府県に係る基準財政収入額（錯誤に係る額として加減した額を除く。）を基準財政需

要額（錯誤に係る額として加減した額を除く。）で除して得た数値（小数点以下２位未満の端数があるときは、その端数を四捨

五入する。）で当該年度前３年度内の各年度に係るものを合算して得たものを３で除して得た数値（小数点以下２位未満の端数

があるときは、その端数を四捨五入する。）をいう。）に－０．５０を乗じて得た数（小数点以下３位未満の端数があるときは、

その端数を四捨五入する。）と０．７０との合計数とする。ただし、当該合計数が０．３００に満たないときは０．３００とし、

０．５００を超えるときは０．５００とする。

Ｘ２　令和４年度に発行について同意又は許可を得た病院事業債（脱炭素化事業・残余分）に係る地方債に相当する額に２分の

１を乗じて得た額（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｙ２＝０．００５０３

Ｘ２'　令和４年度に発行について同意又は許可を得た病院事業債（脱炭素化事業・特別分・残余分）に係る地方債に相当する

額に３分の２を乗じて得た額（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｙ２'＝０．００６０３

Ｚ　令和４年度に発行について同意又は許可を得た上水道及び簡易水道事業債脱炭素化事業分に係る地方債に相当する額（千円

未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

ＡＡ＝０．００３０２

ＡＢ　精神病床数

ＡＣ　救命救急センター数

２　都道府県立病院病床数は、前年の七月一日現在における当該都道府県立の医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第一条の

五第一項に規定する病院（地方公営企業法（昭和二十七年法律第二百九十二号）第二条第二項の財務規定等の適用があるもの又

は当該都道府県が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条の公営企業型地方独立行政法人

（以下この表において「都道府県公営企業型地方独立行政法人」という。）の経営するものに限る。以下この表において「都道府

県立病院」という。）の結核病床、精神病床及び感染症病床の許可病床数（「病院事業債に係る元利償還金等について（照会）」

（令和四年十一月一日付け総財準第百三十三号。以下この表において「元利償還金等調査」という。）において報告された「病床
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機能報告制度において報告した病床数等に関する調」の表頭「許可病床数」の「結核」、「精神」及び「感染症」の欄の数をい

い、前年の七月一日現在において休診している病院の病床及び病床利用率が令和元年七月二日から令和四年七月一日までの間継

続して零である病床の種別に属する病床（感染症病床を除く。）の数を除く。以下この表において同じ。）並びに前年度における

一般病床及び療養病床の施設全体の 大使用病床数（元利償還金等調査において報告された「病床機能報告制度において報告し

た病床数等に関する調」の表頭「施設全体の 大使用病床数」の「一般」及び「療養」の欄の数をいう。以下この表において同

じ。）を合算した数に、都道府県立病院ごとに次の算式により算定した数を合算した数を加えた数とし、都道府県立病院特例病

床数は、六年前の三月三十一日から一年前の三月三十一日までの間の病床数の減少数として総務大臣が調査した数とする。この

場合において、都道府県及び市町村が組織する組合立の病院（都道府県及び市町村が地方独立行政法人法第六条第三項に規定す

る設立団体である同法第八十一条の公営企業型地方独立行政法人の経営する病院を含む。）の病床数は、当該病床数を当該組合

を構成する都道府県の知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率（協議が成立しないときは、総務大臣が定め

る率）により按分したものをそれぞれの都道府県立及び市町村立の病院の病床数（都道府県知事の申告がある場合には、当該申

告に基づき総務大臣が指定した都道府県立又は市町村立の病院の総務大臣が調査した病床数）とみなす。

算式

（Ａ－Ｂ）×０．３＋（Ｂ－Ｃ）×０．６＋（Ｃ－Ｄ）×０．９

（Ａ－Ｂ）、（Ｂ－Ｃ）又は（Ｃ－Ｄ）が負数となるときはそれぞれ０とし、ＣがＡよりも小さくないときは（Ａ－Ｂ）は０とし、

ＤがＡ、Ｂ又はＣのいずれよりも小さくないときは（Ａ－Ｂ）、（Ｂ－Ｃ）及び（Ｃ－Ｄ）は０とし、Ｃ≦Ｄ≦Ｂのときは（Ｂ－

Ｃ）は（Ｂ－Ｄ）とし、Ｂ≦Ｃ≦Ｄ≦Ａ又はＣ≦Ｂ≦Ｄ≦Ａのときは（Ａ－Ｂ）は（Ａ－Ｄ）とし、Ｂ≦Ｄ≦Ｃ≦Ａ又はＤ≦Ｂ

≦Ｃ≦Ａのときは（Ａ－Ｂ）は（Ａ－Ｃ）とし、（Ａ－Ｂ）×０．３、（Ｂ－Ｃ）×０．６及び（Ｃ－Ｄ）×０．９に小数点以下

の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ａ　４年前の７月１日現在における一般病床及び療養病床の稼働病床数（元利償還金等調査において報告された「病床機能報告

制度において報告した病床数等に関する調」の表頭「稼働病床数」の「一般」及び「療養」の欄の数をいう。以下この表におい

て同じ。）

Ｂ　３年前の７月１日現在における一般病床及び療養病床の稼働病床数（ただし、当該都道府県立病院が医療法第１条の５第２

項に規定する診療所に転換した場合は、当該診療所の病床数）

Ｃ　前々年度における一般病床及び療養病床の施設全体の 大使用病床数（ただし、当該都道府県立病院が医療法第１条の５第

２項に規定する診療所に転換した場合は、当該診療所の病床数）

Ｄ　前年度における一般病床及び療養病床の施設全体の 大使用病床数（ただし、当該都道府県立病院が医療法第１条の５第２

項に規定する診療所に転換した場合は、当該診療所の病床数）

３　都道府県立大学附属病院病床数は、前年の七月一日現在における当該都道府県立の大学に附属する医療法第一条の五第一項

に規定する病院（以下この表において「都道府県立大学附属病院」という。）の結核病床、精神病床及び感染症病床の許可病床

数並びに前年度における一般病床及び療養病床の施設全体の 大使用病床数を合算した数に、都道府県立大学附属病院ごとに次

の算式により算定した数を合算した数を加えた数とする。

算式

（Ａ－Ｂ）×０．３＋（Ｂ－Ｃ）×０．６＋（Ｃ－Ｄ）×０．９

（Ａ－Ｂ）、（Ｂ－Ｃ）又は（Ｃ－Ｄ）が負数となるときはそれぞれ０とし、ＣがＡよりも小さくないときは（Ａ－Ｂ）は０とし、

ＤがＡ、Ｂ又はＣのいずれよりも小さくないときは（Ａ－Ｂ）、（Ｂ－Ｃ）及び（Ｃ－Ｄ）は０とし、Ｃ≦Ｄ≦Ｂのときは（Ｂ－

Ｃ）は（Ｂ－Ｄ）とし、Ｂ≦Ｃ≦Ｄ≦Ａ又はＣ≦Ｂ≦Ｄ≦Ａのときは（Ａ－Ｂ）は（Ａ－Ｄ）とし、Ｂ≦Ｄ≦Ｃ≦Ａ又はＤ≦Ｂ

≦Ｃ≦Ａのときは（Ａ－Ｂ）は（Ａ－Ｃ）とし、（Ａ－Ｂ）×０．３、（Ｂ－Ｃ）×０．６及び（Ｃ－Ｄ）×０．９に小数点以下

の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ａ　４年前の７月１日現在における一般病床及び療養病床の稼働病床数

Ｂ　３年前の７月１日現在における一般病床及び療養病床の稼働病床数

Ｃ　前々年度における一般病床及び療養病床の施設全体の 大使用病床数

Ｄ　前年度における一般病床及び療養病床の施設全体の 大使用病床数

４　都道府県立リハビリ病院病床数は、前年の七月一日現在における当該都道府県立のリハビリ病院（医療法第一条の五第一項

に規定する病院のうちその病床が主として同法第七条第二項第五号に規定する一般病床である病院で主として理学療法又は作業

療法を行う病院をいい、２に規定する都道府県立病院を除く。以下この表において「都道府県立リハビリ病院」という。）の結

核病床、精神病床及び感染症病床の許可病床数並びに前年度における一般病床及び療養病床の施設全体の 大使用病床数を合算

した数に、都道府県立リハビリ病院ごとに次の算式により算定した数を合算した数を加えた数とする。

算式

（Ａ－Ｂ）×０．３＋（Ｂ－Ｃ）×０．６＋（Ｃ－Ｄ）×０．９

（Ａ－Ｂ）、（Ｂ－Ｃ）又は（Ｃ－Ｄ）が負数となるときはそれぞれ０とし、ＣがＡよりも小さくないときは（Ａ－Ｂ）は０とし、

ＤがＡ、Ｂ又はＣのいずれよりも小さくないときは（Ａ－Ｂ）、（Ｂ－Ｃ）及び（Ｃ－Ｄ）は０とし、Ｃ≦Ｄ≦Ｂのときは（Ｂ－

Ｃ）は（Ｂ－Ｄ）とし、Ｂ≦Ｃ≦Ｄ≦Ａ又はＣ≦Ｂ≦Ｄ≦Ａのときは（Ａ－Ｂ）は（Ａ－Ｄ）とし、Ｂ≦Ｄ≦Ｃ≦Ａ又はＤ≦Ｂ

≦Ｃ≦Ａのときは（Ａ－Ｂ）は（Ａ－Ｃ）とし、（Ａ－Ｂ）×０．３、（Ｂ－Ｃ）×０．６及び（Ｃ－Ｄ）×０．９に小数点以下

の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ａ　４年前の７月１日現在における一般病床及び療養病床の稼働病床数

Ｂ　３年前の７月１日現在における一般病床及び療養病床の稼働病床数

Ｃ　前々年度における一般病床及び療養病床の施設全体の 大使用病床数

Ｄ　前年度における一般病床及び療養病床の施設全体の 大使用病床数

５　都道府県立病院事業債元利償還金は、「令和四年度の地方公営企業繰出金について（通知）」（令和四年四月一日付け総財公

第六十号。以下この表において「令和四年度繰出基準」という。）に該当するもののうち医療法第一条の五第一項に規定する病

院及び同条第二項に規定する診療所の建設又は改良に要する経費に充てるため平成四年度から平成十四年度までの各年度におい

て発行を許可された地方債（当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。）の当該年度における元利償還金（千円未満

の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）に三分の二を乗じて得た額（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨

46



五入する。）並びに令和四年度繰出基準に該当するもののうち災害拠点病院が災害時における救急医療のために行う施設（通常

の診療に必要な施設を上回る施設）の整備に要する経費に充てるため平成十三年度及び平成十四年度に発行を許可された地方債

（当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。）の当該年度における元利償還金（千円未満の端数があるときは、その端

数を四捨五入する。）に三分の一を乗じて得た額（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）の合算額とする。

この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する地方団体の長が協

議して定め、総務大臣が承認した率（協議が成立しないときは、総務大臣が定める率）により按分したものをそれぞれの地方団

体の元利償還金とみなす。

６　平成十五年度から令和四年度までの各年度分の都道府県立病院事業債同意等額は、令和四年度繰出基準に該当するもののう

ち医療法第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所の建設又は改良に要する経費に充てるため平成十五

年度から令和四年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債（電気事業者による再生可能エネルギー電気

の調達に関する特別措置法（平成二十三年法律第百八号）第二条第三項に規定する再生可能エネルギー発電設備（以下「再生可

能エネルギー発電設備」という。）の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債及び平成二十八年度

から令和四年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該都道府県の定める地域医療構想との整

合性に係る当該都道府県の意見に基づき適当と認められないものとして総務大臣が通知したものを除く。）の額に相当する額（千

円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）に三分の二（平成十三年度以前からの継続事業、平成十四年度からの

継続事業及び特別分（「公立病院に係る財政措置の取扱いについて」（平成二十七年四月十日付け総財準第六十一号）第１　３

（１）の再編・ネットワーク化に係る公立病院の施設・設備の整備をいう。以下この６において同じ。）に係る事業以外の事業に

あつては二分の一）を乗じて得た額（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）、令和四年度繰出基準に該当す

るもののうち災害拠点病院が災害時における救急医療のために行う施設（通常の診療に必要な施設を上回る施設）整備に要する

経費に充てるため平成十五年度から令和四年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債（再生可能エネル

ギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債及び平成二十八年度から令和四年度までの

各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該都道府県の定める地域医療構想との整合性に係る当該都道府

県の意見に基づき適当と認められないものとして総務大臣が通知したものを除く。）の額に相当する額（千円未満の端数がある

ときは、その端数を四捨五入する。）に三分の一（平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事

業にあつては二分の一）を乗じて得た額（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）並びに令和四年度繰出基

準に該当するもののうち災害時医療施設（「災害時の医療確保に必要な公立病院の施設整備に係る財政措置の取扱いについて」

（平成二十一年四月一日付け総財経第七十号）において定める対象医療施設であつて、通常の診療に必要な施設を上回るものを

いう。）の整備に要する経費に充てるため平成二十一年度から令和四年度までの各年度において発行について同意又は許可を得

た地方債（再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債及び平成二十八

年度から令和四年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該都道府県の定める地域医療構想と

の整合性に係る当該都道府県の意見に基づき適当と認められないものとして総務大臣が通知したものを除く。）の額に相当する

額（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。なお、令和三年度以前に発行について同意又は許可を得た地方債

にあつては、当該額に二分の一（特別分に係る事業にあつては三分の一）を乗じて得た額（千円未満の端数があるときは、その

端数を四捨五入する。）とする。）の合算額（医療施設整備事業分のうち、平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度に同

意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートルあたり三十万円を上回る額、平成二十六年度から令和二年度まで

の各年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートルあたり三十六万円を上回る額、令和三年度に同意又

は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートルあたり四十万円を上回る額、令和四年度に同意又は許可を得た地方債

については建築単価が一平方メートルあたり四十七万円を上回る額を除く。）とする。この場合において、地方団体が組織する

組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率

（協議が成立しないときは、総務大臣が定める率）により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。

　 　 　 ７　都道府県立大学附属病院事業債元利償還金は、「地方公営企業に対する繰出金等の調査について（照会）」（令和四年八月三

日付け総財公第百六号、総財営第六十五号、総財準第九十一号。以下この表において「繰出金等について」という。）によつて

報告のあつた当該都道府県立の大学に附属する医療法第一条の五第一項に規定する病院の建設又は改良に要する経費に充てるた

め平成五年度から平成十四年度までの各年度において発行を許可された地方債（用地、職員宿舎、看護師宿舎及び大学の用に供

する研究・研修部門に係るもの並びに当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。）の当該年度における元利償還金（千

円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とする。

８　平成十五年度から令和四年度までの各年度分の都道府県立大学附属病院事業債同意等額は、「繰出金等について」によつて

報告のあつた当該都道府県立の大学に附属する医療法第一条の五第一項に規定する病院の建設又は改良に要する経費に充てるた

め平成十五年度から令和四年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債（用地、職員宿舎、看護師宿舎、

大学の用に供する研究・研修部門及び再生可能エネルギー発電設備の設置に係るもの並びに当該年度の六月一日以降に借り入れ

た地方債を除く。）の額に相当する額（医療施設整備事業分のうち、平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度において

同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり三十万円を上回る額、平成二十六年度から令和二年度ま

での各年度において同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり三十六万円を上回る額、令和三年度

に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートルあたり四十万円を上回る額、令和四年度に同意又は許可を得

た地方債については建築単価が一平方メートルあたり四十七万円を上回る額を除き、千円未満の端数があるときは、その端数を

四捨五入する。）とする。

９　都道府県病院事業一般会計出資債同意等額は、令和三年度繰出基準に該当するもののうち医療法第三十一条に規定する公的

医療機関の再編等に伴う建設又は改良に要する経費であつて通常の建設又は改良に要する部分を超えるものに充てるため平成二

十年度から令和三年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債（再生可能エネルギー発電設備の設置に係

る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債を除く。）の額に相当する額（千円未満の端数があるときは、その

端数を四捨五入する。）とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を

当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率（協議が成立しないときは、総務大臣が定める率）に

より按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。

１０　救急告示病院数は、前年の七月一日における救急病院等を定める省令（昭和三十九年厚生省令第八号）第二条第一項の規

定により告示された病院（以下この表において「救急告示病院」という。）で都道府県の経営する病院（都道府県公営企業型地

方独立行政法人の経営するものを含む。）の数とする。この場合において、都道府県及び市町村が組織する組合立の救急告示病

院（都道府県及び市町村が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条の公営企業型地方独立行
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政法人の経営する救急告示病院を含む。）は、当該組合を構成する都道府県の知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が

承認したいずれかの都道府県及び市町村の経営する救急告示病院とみなす。

１１　救急告示等病床数は、前年の七月一日における救急告示病院の救急病院等を定める省令第一条第一項第四号の病床の数

（以下この表において「救急告示病院病床数」という。）又は「救急医療対策事業実施要綱」（昭和五十二年七月六日付け医発第

六百九十二号）「第３　救命救急センター」４（１）の専用病床の数（以下この表において「救命救急センター病床数」という

。）（その数が三十を超える場合にあつては、三十）を合算した数とする。この場合において、都道府県及び市町村が組織する組

合立の救急告示病院（都道府県及び市町村が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条の公営

企業型地方独立行政法人の経営する救急告示病院を含む。）の救急告示等病床数は、当該病床数を当該組合を構成する都道府県

の知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率（協議が成立しないときは、総務大臣が定める率）により按分し

たものをそれぞれの都道府県及び市町村の救急告示等病床数（都道府県知事の申告がある場合には、当該申告に基づき総務大臣

が指定した都道府県又は市町村の救急告示病院の総務大臣が調査した救急告示等病床数）とみなす。

　 　 　 １２　上水道水源開発元利償還金は、国庫の補助金を受けて施行する上水道水源開発施設整備事業に係る経費に充てるため昭和

四十二年度から平成元年度までの各年度において発行を許可された地方債の許可額のうち国庫の補助金の額の算定の基礎となつ

た額の三十分の七（昭和五十五年度以前の年度において発行を許可された地方債に係る事業及び繰出基準に基づき一般会計から

出資が行われることとされた事業以外の事業にあつては、三分の一）に相当する額に係る当該年度における元利償還金（建設仮

勘定に係るものを除く。千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とする。この場合において、地方団体が組

織する組合に係る当該元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め総務大臣が承認した率

（協議が成立しないときは、総務大臣が定める率）により按分したものをそれぞれの地方団体の元利償還金とみなす。

１３　独立行政法人水資源機構負担金は、独立行政法人水資源機構法（平成十四年法律第百八十二号）第二十五条の規定により

当該年度中に当該都道府県が支払う割賦負担金（建設仮勘定に係るものを除く。）に三分の一を乗じて得た額（千円未満の端数

があるときは、その端数を四捨五入する。）とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該負担金は、当該負

担金を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め総務大臣が承認した率（協議が成立しないときは、総務大臣が定める

率）により按分したものをそれぞれの地方団体の負担金とみなす。

１４　上水道広域化対策元利償還金は、国庫の補助金を受けて施行する上水道広域化施設整備事業に係る経費に充てるため昭和

四十二年度から平成元年度までの各年度において発行を許可された地方債の許可額のうち国庫の補助金の額の算定の基礎となつ

た額（超過率の適用のあるものにあつては、当該額にそれぞれの超過率を乗じて得た額とする。）の三十分の七（昭和五十五年

度以前の年度において発行を許可された地方債に係る事業及び繰出基準に基づき一般会計から出資が行われることとされた事業

以外の事業にあつては、三分の一）に相当する額に係る当該年度における元利償還金（建設仮勘定に係るものを除く。千円未満

の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該元利償還金

は、当該元利償還金を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め総務大臣が承認した率（協議が成立しないときは、総務

大臣が定める率）により按分したものをそれぞれの地方団体の元利償還金とみなす。

　 　 　 １５　上水道一般会計出資債元利償還金は、国庫の補助金を受けて施行する上水道水源開発施設整備事業、上水道広域化施設整

備事業、高度浄水施設整備事業、老朽管更新事業、上水道未普及地域解消事業及び上水道災害・安全対策事業（以下この表にお

いて「上水道施設整備等事業」という。）に要する経費のうち、一般会計が上水道事業特別会計に出資する財源に充てるため平

成十年度以前に発行を許可された地方債の当該年度における元利償還金（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す

る。）とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する地

方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率（協議が成立しないときは、総務大臣が定める率）により按分したものをそ

れぞれの地方団体の元利償還金とみなす。

１６　平成十一年度から令和四年度までの各年度分の都道府県上水道一般会計出資債同意等額は、国庫の補助を受けて施行する

上水道施設整備等事業に要する経費のうち、一般会計が上水道事業特別会計に出資する財源に充てるため平成十一年度から令和

四年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債（再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てる

ため発行について同意又は許可を得た地方債及び上水道一般会計出資債（脱炭素化事業）に係る地方債を除く。）の額に相当す

る額（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る

当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率（協議が成

立しないときは、総務大臣が定める率）により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。

１７　広域化推進事業（「「水道広域化推進プラン」の策定について」（平成三十一年一月二十五日付け総財営第八十五号、生食

発第〇一二五第四号）により策定した「水道広域化推進プラン」に基づき広域化のために実施する地方単独事業及び国庫の補助

金（生活基盤施設耐震化等交付金のうち、広域化事業、運営基盤強化等事業及び水道施設共同化事業に限る。）を受けて施行す

る事業をいう。以下同じ。）に係る令和元年度から令和四年度までの各年度分の都道府県上水道一般会計出資債同意等額は、広

域化推進事業に要する経費のうち、一般会計が上水道事業特別会計に出資する財源に充てるため令和元年度から令和四年度まで

の各年度において発行について同意又は許可を得た地方債（再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行に

ついて同意又は許可を得た地方債及び上水道一般会計出資債（脱炭素化事業）に係る地方債を除く。）の額に相当する額（千円

未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債

の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率（協議が成立しないと

きは、総務大臣が定める率）により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。

１８　精神病床数は、前年の七月一日現在における都道府県立病院、都道府県立大学附属病院及び都道府県立リハビリ病院の精

神病床の許可病床を合算した数とする。

１９　救命救急センター数は、前年の七月一日現在における「救急医療対策事業実施要綱」「第３　救命救急センター」に該当

する都道府県立の救命救急センター数を合算した数とする。この場合において、都道府県及び市町村が組織する組合立の救命救

急センター（都道府県及び市町村が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条の公営企業型地

方独立行政法人の経営する救命救急センターを含む。）は、当該組合を構成する都道府県の知事及び市町村の長が協議して定め、

総務大臣が承認したいずれかの都道府県及び市町村の経営する救命救急センターとみなす。

　 　 　 ２０　密度補正Ⅲに用いる密度は、次の算式ウ、算式エ、算式オ及び算式カにより算定した数（小数点以下三位未満の端数があ

るときは、その端数を四捨五入する。）とする。

算式ウ

［｛（１／６）＋（５／６）×α｝×Ｂ×０．７７８＋｛（１／６）＋（５／６）×β｝×Ｃ×０．５３２］／Ａ
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算式ウの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　７（６）割軽減保険料軽減者数の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数に１．７５を乗じて得た数、５（４）割軽減保

険料軽減者数の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数に１．２５を乗じて得た数及び２割軽減保険料軽減者数の当該都道府

県内の市町村ごとの数の合計数に０．５０を乗じて得た数を合算した数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す

る。）

Ｃ　７（６）割軽減保険料軽減世帯数の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数に１．７５を乗じて得た数、５（４）割軽減

保険料軽減世帯数の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数に１．２５を乗じて得た数及び２割軽減保険料軽減世帯数の当該

都道府県内の市町村ごとの数の合計数に０．５０を乗じて得た数を合算した数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨

五入する。）

α　次の算式によつて算定した率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式

に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

ａ　減額した被保険者均等割額計の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数

ｂ　符号Ｂに同じ。

β　次の算式によつて算定した率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式

に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

ｃ　減額した世帯別平等割額計の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数

ｄ　符号Ｃに同じ。

算式エ

算式エの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　７（６）割軽減保険料軽減者数の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数、５（４）割軽減保険料軽減者数の当該都道府

県内の市町村ごとの数の合計数に０．９３を乗じて得た数及び２割軽減保険料軽減者数の当該都道府県内の市町村ごとの数の合

計数に０．８７を乗じて得た数を合算した数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式オ

算式オの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　一般被保険者数の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数

算式カ
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算式カの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　「令和３年度国民健康保険療養給付費等負担金等の事業実績報告について」（令和４年５月２０日付け保国発第０５２０第１

号。以下この表において「令和３年度事業実績報告」という。）に定める「都道府県様式第１　令和３年度国民健康保険療養給

付費等負担金等実績額調書」中「２．療養給付費等負担金の額に関する調」「新国庫補助対象給付費［２３］」欄の数値から「都

道府県様式第９（その１）　令和３年度療養給付費負担金対象費用額算出表（都道府県（全体分））」中「保険基盤安定繰入金の

１／２［３３］」欄の数値及び「都道府県様式第６―Ｂ　令和３年度療養給付費等負担金対象費用額内訳表（都道府県分）」中

「６．本年度退職被保険者等に係る額」「調整対象基準額」「本年度退職被保険者等に係る額［５２］」欄の数値の合算値を控除し

「都道府県様式第６―Ｂ　令和２年度療養給付費等負担金対象費用額内訳表（都道府県分）」中「７．前期高齢者に係る額」のう

ち、「②前期高齢者納付金」「合計［６１］」欄の数値から「①前期高齢者交付金」「合計［５８］」欄の数値を控除した数値を加

えた数値に「都道府県様式第１０　令和３年度国民健康保険療養給付費等負担金算出表」中「２．負担金内訳」のうち、「（２）

老人保健医療費拠出金にかかる分」「負担金の基礎となる額」「合計［１８］」欄の数値、「（３）後期高齢者支援金にかかる分」

「負担金の基礎となる額」「合計［２４］」欄の数値及び「（４）介護納付金にかかる分」「負担金の基礎となる額」「合計［３０］」

欄の数値の合算値を加えた数値

α　０．９９６４４１７９

２１　七（六）割軽減保険料軽減者数は、前年度の市町村税課税状況等の調（国民健康保険税関係）（以下この表において「市

町村税課税状況調（国保関係）」という。）の「第２表　ｎ―２年度国民健康保険税（料）の実績等に関する調」の「（その３減

額対象となつた世帯数等）」の表側「基礎課税（賦課）」のうち、表頭「減額した世帯数等（世帯、人）」（以下２１及び２２にお

いて「減額した世帯数等」という。）の「所得区分１」の「被保険者数」の欄の数とし、五（四）割軽減保険料軽減者数は、減

額した世帯数等の「所得区分２」の「被保険者数」の欄の数とし、二割軽減保険料軽減者数は、減額した世帯数等の「所得区分

３」の「被保険者数」の欄の数とする。以下この表において同じ。

２２　七（六）割軽減保険料軽減世帯数は、減額した世帯数等の「所得区分１」の「世帯数」の欄の数とし、五（四）割軽減保

険料軽減世帯数は、減額した世帯数等の「所得区分２」の「世帯数」の欄の数とし、二割軽減保険料軽減世帯数は、減額した世

帯数等の「所得区分３」の「世帯数」の欄の数とする。以下この表において同じ。

２３　減額した被保険者均等割額計は、市町村税課税状況調（国保関係）の「第２表　ｎ―２年度国民健康保険税（料）の実績

等に関する調」の「（その３減額対象となつた世帯数等）」の表側「基礎課税（賦課）」のうち、表頭「減額した均等割額（千

円）」の「計」の欄の数とする。以下この表において同じ。

２４　減額した世帯別平等割額計は、市町村税課税状況調（国保関係）の「第２表　ｎ―２年度国民健康保険税（料）の実績等

に関する調」の「（その３減額対象となつた世帯数等）」の表側「基礎課税（賦課）」のうち、表頭「減額した平等割額（千円）」

の「計」の欄の数とする。以下この表において同じ。

２５　一般被保険者数は、市町村税課税状況調（国保関係）の「第１表　ｎ―２年度国民健康保険の加入者の状況に関する調」

の「（その１　基礎課税（賦課）額に係る分）」の表中「被保険者数（Ｆ）」の欄の数とする。以下この表において同じ。

　 九　

高齢

者保

健福

祉費

六

十

五

歳

以

上

人

口

１　密度補正に用いる密度は、次の算式ア及び算式イにより算定した数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を

四捨五入する。）とする。

算式ア

（Ｂ×４．１３２＋Ｃ×１０．２８１）／Ａ

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　居宅介護サービス等受給者数

Ｃ　施設介護サービス受給者数

算式イ

Ｂ×０．０６５／Ａ

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　所得段階別第１号被保険者数における、第１段階被保険者数に１．００を乗じて得た数、第２段階被保険者数に１．２５を

乗じて得た数及び第３段階被保険者数に０．２５を乗じて得た数（それぞれについて整数未満の端数があるときは、その端数を

四捨五入する。）を合算した数

２　居宅介護サービス等受給者数は、当該都道府県の区域内の市町村において、「介護保険事業状況報告について」（平成十二年

五月十七日付け老発第四百八十七号厚生省老人保健福祉局長通知。以下「介護保険事業状況報告（月報）」という。）によつて令

和五年二月分として厚生労働省に報告された「一般状況（１１）居宅介護（介護予防）サービス受給者数」の表側「総数」、表

頭「合計」の欄の数値及び「一般状況（１２）地域密着型（介護予防）サービス受給者数」の表側「総数」、表頭「合計」の欄

の数値の合計数を合算した数とする。

３　施設介護サービス受給者数は、当該都道府県の区域内の市町村において、介護保険事業状況報告（月報）によつて令和五年

二月分として厚生労働省に報告された「一般状況（１３）施設介護サービス受給者数」の表側「総数」、表頭「合計」の欄の数

値の合計数とする。

４　第一段階被保険者数は、当該都道府県の区域内の市町村において、「介護保険事業状況報告について（年報）」（平成十四年

一月二十三日付け老発第〇一二三〇〇二号厚生労働省老健局長通知。以下「介護保険事業状況報告（年報）」という。）によつて

令和二年度分として厚生労働省に報告された「一般状況（４）所得段階別第１号被保険者数（当年度末現在）」の「ア　第１段

階」の表側「第１段階」、表頭「年度末現在被保険者数」の欄の数値の合計数、第二段階被保険者数は、「イ　第２段階」の表側
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「第２段階」、表頭「年度末現在被保険者数」の欄の数値の合計数、第三段階被保険者数は、「ウ　第３段階」の表側「第３段

階」、表頭「年度末現在被保険者数」の欄の数値の合計数とする。

七

十

五

歳

以

上

人

口

１　密度補正に用いる密度は、次の算式により算定した数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す

る。）とする。

算式

（Ｂ×０．１９９）／Ａ

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　２割軽減被保険者数に０．４を乗じて得た数、５割軽減被保険者数に１．０を乗じて得た数及び７割軽減被保険者数に１．

４を乗じて得た数（それぞれについて整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）を合算した数

２　二割軽減被保険者数は、厚生労働省「令和４年度後期高齢者医療制度被保険者実態調査」（以下「高齢者医療実態調査」と

いう。）によつて調査した「第５表　都道府県別、保険料賦課状況」における副題「均等割２割軽減被保険者数」の表頭「被保

険者数」の各都道府県における数値、五割軽減被保険者数は、副題「均等割５割軽減被保険者数」の表頭「被保険者数」の各都

道府県における数値及び七割軽減被保険者数は、副題「均等割７割軽減被保険者数」の表頭「被保険者数」の各都道府県におけ

る数値とする。

　 十　

農業

行

政費

農

家

数

１　密度補正Ⅰに用いる密度は、作付延べ面積に一〇〇を乗じて得た数を測定単位の数値で除して得た数（表示単位未満の端数

があるときは、その端数を四捨五入する。）とする。

２　作付延べ面積は、作物統計調査規則（昭和四十六年農林省令第四十号）によつて調査した前々年産農作物の作付延べ面積と

し、表示単位はヘクタールとする。

３　密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式により算定した数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す

る。）とする。

算式

（０．０３８８×Ｂ＋０．０１１２×Ｃ＋１０．１０６０×Ｄ）／Ａ

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　基幹的農業従事者数

Ｃ　耕地面積

Ｄ　市町村数

４　基幹的農業従事者数は、農林業センサス規則によつて調査した令和二年二月一日現在における基幹的農業従事者数の数とす

る。

５　耕地面積は、農林業センサス規則によつて調査した令和二年二月一日現在における耕地面積とする。

６　市町村数は、令和四年二月一日現在における市町村数とする。

７　密度補正Ⅲに用いる密度は、次の算式により算定した数（小数点以下四位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す

る。）とする。

算式

（０．０５２７×α ＋０．０３３６×β ＋０．００４７×γ）／Ａ

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

α　田の面積

β　畑の面積

γ　牧草専用地の面積

８　田及び牧草専用地の面積は、農林業センサス規則によつて調査した令和二年二月一日現在における田及び牧草専用地の面積

とする。

９　畑の面積は、農林業センサス規則によつて調査した令和二年二月一日現在における畑の面積から、牧草専用地の面積を除い

た面積に、樹園地の面積を加えた面積とする。

１０　密度補正Ⅳに用いる密度は、次の算式により算定した数（小数点以下四位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入

する。）とする。

算式

（０．０７７０×Ｂ＋０．０４２２×Ｃ＋０．０３８４×Ｄ）／Ａ

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　中山間地域における田の面積

Ｃ　中山間地域における畑の面積

Ｄ　中山間地域における牧草専用地の面積

１１　中山間地域における田及び牧草専用地の面積は、農林業センサス規則によって調査した令和二年二月一日現在における中

間農業地域及び山間農業地域の田及び牧草専用地の面積とする。

１２　中山間地域における畑の面積は、農林業センサス規則によつて調査した令和二年二月一日現在における中間農業地域及び

山間農業地域の畑の面積から、中山間地域における牧草専用地の面積を除いた面積に、中間農業地域及び山間農業地域の樹園地

の面積を加えた面積とする。

１３　田、畑及び牧草専用地に係る表示単位は、ヘクタールとする。

十

一　

林野

行

政費

公
有
以
外
の
林
野

１　密度補正に用いる密度は、次の算式により算定した数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す

る。）とする。

算式

（Ｂ×４２７＋Ｃ×１９，７１９＋Ｄ×１４）／（５，２３０×Ａ）

算式の符号

Ａ　測定単位の数値
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の

面

積

Ｂ　都道府県の森林環境譲与税の譲与の基準となる私有林人工林面積

Ｃ　都道府県の森林環境譲与税の譲与の基準となる林業従業者数

Ｄ　都道府県の森林環境譲与税の譲与の基準となる人口

２　都道府県の森林環境譲与税の譲与の基準となる私有林人工林面積（第二十九条の四において「都道府県譲与基準面積」とい

う。）は、当該都道府県の区域内の各市町村に係る施行後の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（平成三十一年法律第

三号。以下「森林環境税法」という。）第二十八条第一項に規定する私有林人工林の面積（以下この表において「私有林人工林

面積」という。）を森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則（平成三十一年総務省令第四十号。以下「森林環境税

法施行規則」という。）第一条の二の規定により補正した数を合算した数として総務大臣が調査した数とする。

３　都道府県の森林環境譲与税の譲与の基準となる林業従業者数（第二十九条の四において「都道府県譲与基準従業者数」とい

う。）は、森林環境税法第二十九条及び森林環境税法施行規則第二条第二項に規定する各都道府県において林業に就業する者の

数とする。ただし、森林環境税法施行規則附則第四条第二項の規定の適用を受ける都道府県については、当該規定による数とす

る。

４　都道府県の森林環境譲与税の譲与の基準となる人口（第二十九条の四において「都道府県譲与基準人口」という。）は、森

林環境税法施行規則第三条に規定する各都道府県の人口とする。ただし、森林環境税法施行規則附則第五条第二項の規定の適用

を受ける都道府県については、当該規定による人口とする。

　 十

二　

地域

振

興費

人

口

密度補正Ⅰに用いる密度は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日

本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（以下この表において「地位協定」という。）第一条に規定する合衆国軍隊の構成

員、軍属及び家族で当該都道府県に居住する者の数として総務大臣が通知した数に五五・二四九を乗じて得た数と地位協定第二

条第一項の施設及び区域に係る土地の面積として総務大臣が通知した数に三、一三〇・八を乗じて得た数と自衛隊法（昭和二十

九年法律第百六十五号）第二条第一項に規定する自衛隊の用に供する土地の面積として総務大臣が通知した数に三六八・三を乗

じて得た数との合計数を当該都道府県の人口で除して得た数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す

る。）とする。

市

町

村

一　

消

防費

人

口

１　密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式により算定した数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す

る。）とする。

算式

（Ｂ×６６８）／Ａ

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　当該市町村における石油コンビナート等災害防止法（昭和５０年法律第８４号）第２条第２号に規定する石油コンビナート

等特別防災区域（以下この表において「特別防災区域」という。）の石油の貯蔵・取扱量を１００で除して得た数（小数点以下

２位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）と当該特別防災区域の高圧ガスの処理量を２００で除して得た数（小

数点以下２位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）との合計数（以下「区域指定指数」という。）に別表第一の

Ａに定める当該区域指定指数の段階に応ずる率を乗じて得た数（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入

する。）と同表のＢに定める当該区域指定指数の段階に応ずる数値との合計数

２　石油の貯蔵・取扱量及び高圧ガスの処理量は、その年の一月一日現在において消防庁長官が調査した数値とし、表示単位は

石油の貯蔵・取扱量にあつては千キロリツトル、高圧ガスの処理量にあつては十万立方メートルとする。

３　密度補正Ⅲに用いる密度は、次の算式により算定した数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す

る。）とする。

算式

５８．８８６×Ｂが２８，１４８×Ａ×Ｃ×Ｄ／１００，０００に２を乗じて得た数を超える場合は５８．８８６×Ｂを２８，

１４８×Ａ×Ｃ×Ｄ／１００，０００×２とし、５８．８８６×Ｂが２８，１４８×Ａ×Ｃ×Ｄ／１００，０００に０．５を乗

じて得た数を下回る場合は５８．８８６×Ｂを２８，１４８×Ａ×Ｃ×Ｄ／１００，０００×０．５とし、Ｃ×Ｄに小数点以下

３位未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、５８．８８６×Ｂ、２８，１４８×Ａ×Ｃ×Ｄ／１００，０００、１１．

６×Ａ及び２８，１４８×Ａ×Ｃ×Ｄ／１００，０００×０．５に整数未満の端数がある場合はその端数を四捨五入する。

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　当該市町村の標準額支払団員数

Ｃ　段階補正係数

Ｄ　密度補正Ⅰ係数

４　標準額支払団員数は、「令和五年度標準額支払団員数の調査について（照会）」（令和五年三月十日付け消防地第百八十四号

消防庁地域防災室通知）に基づいて消防庁に報告された「標準額支払団員数（人）」の数とする。第四十九条第三項第三号にお

いて同じ。

　 二　

下水

道費

人

口

１　密度補正に用いる密度は、次の算式により算定した数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す

る。）とする。

算式

（Ｂ×５．４６＋Ｃ×１０．９７＋Ｄ×１５．６１＋Ｅ×２２．４８＋Ｆ×２３．７３＋Ｇ×２０．１９＋Ｈ×２２．０４＋Ｉ

×２４．０１＋Ｊ×３１．３８＋Ｋ×１５．０６＋Ｌ×２８．８７＋Ｍ×２３．５３＋Ｎ×１８．２０＋Ｏ×２６．０４）／Ａ

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　公共下水道に係る排水人口
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Ｃ　農業集落排水施設に係る排水人口（うち汚水に係るもの）

Ｄ　漁業集落排水施設に係る排水人口（うち汚水に係るもの）

Ｅ　林業集落排水施設に係る排水人口（うち汚水に係るもの）

Ｆ　簡易排水処理施設に係る排水人口（うち汚水に係るもの）

Ｇ　小規模集合排水処理施設に係る排水人口（うち汚水に係るもの）

Ｈ　合併処理浄化槽に係る処理人口（うち特定地域生活排水処理施設に係るもの）

Ｉ　合併処理浄化槽に係る処理人口（うち個別排水処理施設に係るもの）

Ｊ　公共下水道に係る排水面積

Ｋ　農業集落排水施設に係る排水面積（うち汚水に係るもの）

Ｌ　漁業集落排水施設に係る排水面積（うち汚水に係るもの）

Ｍ　林業集落排水施設に係る排水面積（うち汚水に係るもの）

Ｎ　簡易排水処理施設に係る排水面積（うち汚水に係るもの）

Ｏ　小規模集合排水処理施設に係る排水面積（うち汚水に係るもの）

　 　 　 ２　公共下水道に係る排水人口、農業集落排水施設に係る排水人口（うち汚水に係るもの）、漁業集落排水施設に係る排水人口

（うち汚水に係るもの）、林業集落排水施設に係る排水人口（うち汚水に係るもの）、簡易排水処理施設に係る排水人口（うち汚

水に係るもの）、小規模集合排水処理施設に係る排水人口（うち汚水に係るもの）、合併処理浄化槽に係る処理人口（うち特定地

域生活排水処理施設に係るもの）、合併処理浄化槽に係る処理人口（うち個別排水処理施設に係るもの）、公共下水道に係る排水

面積、農業集落排水施設に係る排水面積（うち汚水に係るもの）、漁業集落排水施設に係る排水面積（うち汚水に係るもの）、林

業集落排水施設に係る排水面積（うち汚水に係るもの）、簡易排水処理施設に係る排水面積（うち汚水に係るもの）及び小規模

集合排水処理施設に係る排水面積（うち汚水に係るもの）は、それぞれ前年の三月三十一日現在における市町村公共施設状況調

による公共下水道に係る現在排水人口、農業集落排水施設に係る現在排水人口（うち汚水に係るもの）、漁業集落排水施設に係

る現在排水人口（うち汚水に係るもの）、林業集落排水施設に係る現在排水人口（うち汚水に係るもの）、簡易排水処理施設に係

る現在排水人口（うち汚水に係るもの）、小規模集合排水処理施設に係る現在排水人口（うち汚水に係るもの）、合併処理浄化槽

処理人口（うち特定地域生活排水処理施設に係るもの）、合併処理浄化槽処理人口（うち個別排水処理施設に係るもの）、公共下

水道に係る現在排水区域面積、農業集落排水施設に係る現在排水区域面積（うち汚水に係るもの）、漁業集落排水施設に係る現

在排水区域面積（うち汚水に係るもの）、林業集落排水施設に係る現在排水区域面積（うち汚水に係るもの）、簡易排水処理施設

に係る現在排水区域面積（うち汚水に係るもの）及び小規模集合排水処理施設に係る現在排水区域面積（うち汚水に係るもの）

（公共下水道に係る排水面積、農業集落排水施設に係る排水面積（うち汚水に係るもの）、漁業集落排水施設に係る排水面積（う

ち汚水に係るもの）、林業集落排水施設に係る排水面積（うち汚水に係るもの）、簡易排水処理施設に係る排水面積（うち汚水に

係るもの）及び小規模集合排水処理施設に係る排水面積（うち汚水に係るもの）の表示単位はそれぞれ平方メートルとし、表示

単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とする。

　 三　

その

他の

土

木費

人

口

密度補正に用いる密度は、次の算式により算定した数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

とする。

算式

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　次の算式によつて算定した額

算式

Ａｎ×（１－（Ｃｎ／Ｂｎ））及びＤｎ×（１－（Ｆｎ／Ｅｎ））に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ａｎ　平成ｎ年度に建設に着手した第１種公営住宅のうち市町村が管理するもの（以下「平成ｎ年度市町村営第１種公営住宅」

という。）に係る土地取得造成費の１００分の３に相当する額として総務大臣が通知する額

Ｂｎ　平成ｎ年度市町村営第１種公営住宅の戸数として総務大臣が通知する数

Ｃｎ　平成ｎ年度市町村営第１種公営住宅の収入超過者入居戸数として総務大臣が通知する数

Ｄｎ　平成ｎ年度に建設に着手した第２種公営住宅のうち市町村が管理するもの（以下「平成ｎ年度市町村営第２種公営住宅」

という。）に係る土地取得造成費の１００分の４に相当する額として総務大臣が通知する額

Ｅｎ　平成ｎ年度市町村営第２種公営住宅の戸数として総務大臣が通知する数

Ｆｎ　平成ｎ年度市町村営第２種公営住宅の収入超過者入居戸数として総務大臣が通知する数

Ｃ　次の算式によつて新法公営住宅、旧法公営住宅等、特定住宅、特目住宅のそれぞれに算定した額の合算額

算式

（ａ－ｂ）×１２×１．０２２×α

（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式の符号

ａ　新法公営住宅にあつては、公営住宅法施行令第３条の規定に基づき算定した近傍同種の家賃の額として国土交通大臣が調査

した額、旧法公営住宅等にあつては、旧公営住宅法第１２条第１項（住宅地区改良法第２９条第１項において準用する場合を含
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む。）又は改良住宅等管理要領（昭和５４年５月１１日付建設省住整発第６号）第４第１項の規定に基づき算出する月割額とし

て国土交通大臣が調査した額、特定住宅にあつては、公営住宅法施行令第３条の規定に基づき算定した近傍同種の家賃の額とし

て国土交通大臣が調査した額、特目住宅にあつては、家賃（限度額家賃又は変更限度額家賃を超える場合には当該限度額家賃又

は当該変更限度額家賃）として国土交通大臣が調査した額

ｂ　新法公営住宅にあつては、公営住宅法施行令第２条第２項の規定による家賃算定基礎額に、同条第１項第１号から第３号ま

でに掲げる数値を乗じた額（当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあつては、近傍同種の住宅の家賃の額）として

国土交通大臣が調査した額、旧法公営住宅等にあつては、入居階層に応じての負担能力を勘案して、国土交通省住宅局長が別に

定める額、特定住宅にあつては、公営住宅法施行令第２条第２項の規定による家賃算定基礎額に、同条第１項第１号から第３号

までに掲げる数値を乗じた額（当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあつては、近傍同種の住宅の家賃の額）とし

て国土交通大臣が調査した額、特目住宅にあつては、入居者負担基準額として国土交通大臣が調査した額

α　新法公営住宅にあつては、災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため借上をした公営住宅は３分の

２、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第２２条第１項の規定の適用を受けて建設若しくは買取りをした

公営住宅又は同項に規定する政令で定める地域にあつた住宅であつて激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住してい

た低額所得者に転貸するため借上げをした新法公営住宅にあつては３分の２（ 初の５年間は４分の３）、その他の新法公営住

宅にあつては２分の１、旧法公営住宅にあつては、旧第一種公営住宅にあつては２分の１、旧第二種公営住宅にあつては３分の

２、特定住宅及び特目住宅にあつては、阪神・淡路大震災の被災居住者等が入居する管理人住宅以外の住宅にあつては３分の２

（ 初の５年間は４分の３）、管理人の居住する住宅にあつては３分の１、その他の住宅にあつては２分の１

　 四　

小学

校費

児

童

数

１　密度補正Ⅰに用いる密度は、スクールバス等の数に一二九・五二を乗じて得た数を当該市町村の測定単位の数値で除して得

た数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とする。

２　スクールバス等の数は、都道府県知事が調査した児童の通学の用に供するため当該年度において当該市町村が運行している

スクールバス及びスクールボート（当該市町村が児童の通学の用に供するため他の者に運行を委託したものを含み、特別支援学

校の児童の通学の用に供するためのものを除く。）の合計数とする。この場合において、二以上の市町村が共同で所有し、又は

設置したスクールバス等（市町村が組織する組合立の小学校又は義務教育学校の前期課程に係るものを除く。）は、当該スクー

ルバス等の定置場所在地の市町村が所有したものとみなす。

３　市町村が組織する組合立の小学校又は義務教育学校の前期課程があるときは、当該学校に係る児童の数、スクールバス等の

数は、当該学校の所在する市町村の数値とみなして、１及び２の規定を適用する。

４　密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式により算定した数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す

る。）とする。

算式

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　当該市町村における「被保護者調査」によつて厚生労働省に報告された令和４年７月３１日現在の「第５表教育扶助受給人

員」のうち小学校及び義務教育学校の前期課程に係る数

Ｃ　当該市町村における「令和３年度学校給食実施状況等調査」によつて文部科学省に報告された小学校及び義務教育学校の前

期課程の完全給食実施校に在籍する児童数、補食給食実施校に在籍する児童数及びミルク給食実施校に在籍する児童数を合算し

た数

　 五　

中学

校費

生

徒

数

前号に準ずる。この場合において、「一二九・五二」とあるのは「一四〇・二四」と、「児童」とあるのは「生徒」と、「小学校

又は義務教育学校の前期課程」とあるのは「中学校、義務教育学校の後期課程又は中等教育学校の前期課程」と、「４５，８０

０」とあるのは「４２，３００」と、「４５３」とあるのは「１，２２６」と、「１３５，８１１」とあるのは「１８２，９１

４」と、「６７０」とあるのは「７２２」と、「小学校及び義務教育学校の前期課程」とあるのは「中学校、義務教育学校の後期

課程及び中等教育学校の前期課程」と、「児童数」とあるのは「生徒数」と読み替えるものとする。

六　

その

他の

教

育費

人

口

１　密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式ア、算式イ、算式ウ及び算式エにより算定した数（小数点以下三位未満の端数がある

ときは、その端数を四捨五入する。）とする。

算式ア

（Ｂ×６５８＋Ｃ×２５６＋Ｄ×２９２＋Ｅ×３７＋Ｆ×７６＋Ｇ×１３９＋Ｈ×１５５＋Ｉ×６３＋Ｊ×１０５＋Ｋ×１１９

＋Ｌ×８＋Ｍ×８１＋Ｎ×９５＋Ｏ×１２２）／Ａ

算式アの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　学校基本調査規則によつて調査したその年の５月１日現在における当該市町村立大学（当該市町村が地方独立行政法人法第

６条第３項に規定する設立団体（以下この号において「設立団体」という。）である同法第６８条第１項の公立大学法人（以下

この号において「公立大学法人」という。）の設置する大学を含む。以下この号において同じ。）の医学部（医学科に限り、医学

に関する単科大学を含む。以下この号において同じ。）に在学する学生（大学院に在学する学生を含む。）の数（公立大学法人の

設置する大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する大学の学科、専攻科及び大学院に在学する

学生の数については、当該学生の数を当該大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議し

て定め、総務大臣が承認した率（協議が成立しないときは、総務大臣が定める率）により按分したものをそれぞれの市町村立の

大学の学部、専攻科及び大学院に在学する学生の数とし、大学の開設（学部及び学科の開設を除く。）をした場合においては、

開設初年度目にあつては当該開設した大学の学生数に２．０を、開設２年度目にあつては１．５を、開設３年度目にあつては

１．２５をそれぞれ乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とする。符号Ｃから符号Ｇまで

において同じ。）
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Ｃ　学校基本調査規則によつて調査したその年の５月１日現在における当該市町村立大学の理科系学部（理学部、工学部、農学

部及び水産学部をいい、理学、工学、農学及び水産学に関する単科大学を含む。）に在学する学生数

Ｄ　学校基本調査規則によつて調査したその年の５月１日現在における当該市町村立大学の保健系学部（医学部を除き、薬学及

び看護学（衛生学を含む。）に関する単科大学を含む。）に在学する学生数

Ｅ　学校基本調査規則によつて調査したその年の５月１日現在における当該市町村立大学の社会科学系学部（社会科学に関する

単科大学を含む。）に在学する学生数

Ｆ　学校基本調査規則によつて調査したその年の５月１日現在における当該市町村立大学の人文科学系学部（人文科学に関する

単科大学を含む。）に在学する学生数

Ｇ　学校基本調査規則によつて調査したその年の５月１日現在における当該市町村立大学の家政系学部及び芸術系学部（家政及

び芸術に関する単科大学を含む。）に在学する学生数

Ｈ　学校基本調査規則によつて調査したその年の５月１日現在における当該市町村立短期大学（当該市町村が設立団体である公

立大学法人の設置する短期大学を含む。以下この号において同じ。）の理学系学科、工学系学科、農学系学科及び保健系学科に

在学する学生数（３年制短期大学の開設（学科の開設を除く。）をした場合においては、開設初年度目にあつては当該学生数に

３．０を、開設２年度目にあつては当該学生数に１．５をそれぞれ乗じて得た数とし、２年制短期大学の開設（学科の開設を除

く。）をした場合においては、開設初年度目にあつては当該学生数に２．０を乗じて得た数とする。符号Ｉ及び符号Ｊにおいて

同じ。）

Ｉ　学校基本調査規則によつて調査したその年の５月１日現在における当該市町村立短期大学の文科系学科（家政系学科及び芸

術系学科を除く。）に在学する学生数

Ｊ　学校基本調査規則によつて調査したその年の５月１日現在における当該市町村立短期大学の家政系学科及び芸術系学科に在

学する学生数

Ｋ　学校基本調査規則によつて調査したその年の５月１日現在における当該市町村立高等専門学校（当該市町村が設立団体であ

る公立大学法人の設置する高等専門学校を含む。）に在学する学生数

Ｌ　学校基本調査規則によつて調査したその年の５月１日現在における当該市町村立の特別支援学校（市町村が組織する組合立

の特別支援学校は、当該特別支援学校の所在する市町村立の特別支援学校とみなす。以下この表において同じ。）の幼稚部に在

学する幼児の数

Ｍ　学校基本調査規則によつて調査したその年の５月１日現在における当該市町村立の特別支援学校の小学部及び中学部に在学

する児童及び生徒の数

Ｎ　学校基本調査規則によつて調査したその年の５月１日現在における当該市町村立の特別支援学校の高等部（別科及び専攻科

を除く。）に在学する生徒の数

Ｏ　学校基本調査規則によつて調査したその年の５月１日現在における当該市町村立の特別支援学校の高等部（別科及び専攻科

に限る。）に在学する生徒の数

算式イ

算式イの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　市町村立の認定こども園に在籍する１号認定子どもの数（追加分）

Ｃ　次の算式によつて算定した率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式

α×β×γ ＋ δ

ただし、第１１条の２第４項の算式の符号Ａが０の場合は１．０００とする。

算式の符号

α　第１１条の２第４項の算式の符号Ａの率と同じ率

β　第１１条の２第４項の算式の符号Ｂの率と同じ率

γ　第１１条の２第４項の算式の符号Ｃの率と同じ率

δ　第１１条の２第４項の算式の符号Ｄの率と同じ率

算式ウ

算式ウの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　私立幼稚園（新制度移行私立幼稚園を除く。）在籍人員数

算式エ

｛Ｂ×９３．８３５＋Ｃ×６２．５５７＋Ｄ×３１．２７８＋Ｅ×６８．３０１＋Ｆ×４５．５３４＋Ｇ×２２．７６７＋Ｈ×

４１．０８６＋Ｉ×２７．３９１＋Ｊ×１３．６９５＋（Ｋ×２９．２１２＋Ｌ×１９．４７５＋Ｍ×９．７３７）×α ＋Ｎ

×４９．３８７＋Ｏ×３２．９２５＋Ｐ×１６．４６２＋Ｑ×２９．６３２＋Ｒ×１９．７５５＋Ｓ×９．８７７＋Ｔ×１４．

８１６＋Ｕ×９．８７７＋Ｖ×４．９３９＋（Ｗ×１２．２５９＋Ｘ×８．１７９＋Ｙ×４．０９８）×β｝×１．１９５／Ａ

Ｂ×９３．８３５、Ｃ×６２．５５７、Ｄ×３１．２７８、Ｅ×６８．３０１、Ｆ×４５．５３４、Ｇ×２２．７６７、Ｈ×４

１．０８６、Ｉ×２７．３９１、Ｊ×１３．６９５、Ｋ×２９．２１２、Ｌ×１９．４７５、Ｍ×９．７３７、（Ｋ×２９．２

１２＋Ｌ×１９．４７５＋Ｍ×９．７３７）×α、Ｎ×４９．３８７、Ｏ×３２．９２５、Ｐ×１６．４６２、Ｑ×２９．６３
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２、Ｒ×１９．７５５、Ｓ×９．８７７、Ｔ×１４．８１６、Ｕ×９．８７７、Ｖ×４．９３９、Ｗ×１２．２５９、Ｘ×８．

１７９、Ｙ×４．０９８、（Ｗ×１２．２５９＋Ｘ×８．１７９＋Ｙ×４．０９８）×β、｛Ｂ×９３．８３５＋Ｃ×６２．５５

７＋Ｄ×３１．２７８＋Ｅ×６８．３０１＋Ｆ×４５．５３４＋Ｇ×２２．７６７＋Ｈ×４１．０８６＋Ｉ×２７．３９１＋Ｊ

×１３．６９５＋（Ｋ×２９．２１２＋Ｌ×１９．４７５＋Ｍ×９．７３７）×α ＋Ｎ×４９．３８７＋Ｏ×３２．９２５＋

Ｐ×１６．４６２＋Ｑ×２９．６３２＋Ｒ×１９．７５５＋Ｓ×９．８７７＋Ｔ×１４．８１６＋Ｕ×９．８７７＋Ｖ×４．９

３９＋（Ｗ×１２．２５９＋Ｘ×８．１７９＋Ｙ×４．０９８）×β｝×１．１９５及び｛Ｂ×９３．８３５＋Ｃ×６２．５５

７＋Ｄ×３１．２７８＋Ｅ×６８．３０１＋Ｆ×４５．５３４＋Ｇ×２２．７６７＋Ｈ×４１．０８６＋Ｉ×２７．３９１＋Ｊ

×１３．６９５＋（Ｋ×２９．２１２＋Ｌ×１９．４７５＋Ｍ×９．７３７）×α ＋Ｎ×４９．３８７＋Ｏ×３２．９２５＋

Ｐ×１６．４６２＋Ｑ×２９．６３２＋Ｒ×１９．７５５＋Ｓ×９．８７７＋Ｔ×１４．８１６＋Ｕ×９．８７７＋Ｖ×４．９

３９＋（Ｗ×１２．２５９＋Ｘ×８．１７９＋Ｙ×４．０９８）×β｝×１．１９５／Ａに小数点以下３位未満の端数があると

きは、その端数を四捨五入する。

算式エの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　「高等教育の修学支援新制度における授業料等減免対象学生数等に係る調査について」（令和４年４月１５日付け文部科学省

高等教育局学生・留学生高等教育修学支援室事務連絡。以下この号において「授業料等減免対象学生数等調査」という。）に基

づいて文部科学省に報告された「市町村立大学」の「令和４年度授業料減免対象学生数」（以下「市町村立大学授業料減免対象

学生数」という。）のうち「非課税世帯：満額区分」の数（公立大学法人の設置する大学のうち、都道府県及び市町村が設立団

体である公立大学法人の設置する大学の授業料減免対象学生数については、当該学生数を当該大学を設置した公立大学法人の設

立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率（協議が成立しないときは、総務大臣が定め

る率）により按分したものをそれぞれの市町村立大学の授業料減免対象学生数とする。符号Ｃ及び符号Ｄにおいて同じ。）

Ｃ　市町村立大学授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯：２／３区分」の数

Ｄ　市町村立大学授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯：１／３区分」の数

Ｅ　授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立短期大学」の「令和４年度授業料減免対象学

生数」（以下「市町村立短期大学授業料減免対象学生数」という。）のうち「非課税世帯：満額区分」の数（公立大学法人の設置

する短期大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する短期大学の授業料減免対象学生数について

は、当該学生数を当該短期大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大

臣が承認した率（協議が成立しないときは、総務大臣が定める率）により按分したものをそれぞれの市町村立短期大学の授業料

減免対象学生数とする。符号Ｆ及び符号Ｇにおいて同じ。）

Ｆ　市町村立短期大学授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯：２／３区分」の数

Ｇ　市町村立短期大学授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯：１／３区分」の数

Ｈ　授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立高等専門学校」の「令和４年度授業料減免対

象学生数」（以下「市町村立高等専門学校授業料減免対象学生数」という。）のうち「非課税世帯：満額区分」の数（公立大学法

人の設置する高等専門学校のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する高等専門学校の授業料減免対

象学生数については、当該学生数を当該高等専門学校を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が

協議して定め、総務大臣が承認した率（協議が成立しないときは、総務大臣が定める率）により按分したものをそれぞれの市町

村立高等専門学校の授業料減免対象学生数とする。符号Ｉ及び符号Ｊにおいて同じ。）

Ｉ　市町村立高等専門学校授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯：２／３区分」の数

Ｊ　市町村立高等専門学校授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯：１／３区分」の数

Ｋ　授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立専門学校」の「令和４年度授業料減免対象学

生数」（以下「市町村立専門学校授業料減免対象学生数」という。）のうち「非課税世帯：満額区分」の数

Ｌ　市町村立専門学校授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯：２／３区分」の数

Ｍ　市町村立専門学校授業料減免対象学生数のうち「準非課税世帯：１／３区分」の数

Ｎ　授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立大学」の「令和４年度入学金減免対象学生

数」（以下「市町村立大学入学金減免対象学生数」という。）のうち「非課税世帯：満額区分」の数（公立大学法人の設置する大

学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する大学の入学金減免対象学生数については、当該学生数

を当該大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率（協

議が成立しないときは、総務大臣が定める率）により按分したものをそれぞれの市町村立大学の入学金減免対象学生数とする。

符号Ｏ及び符号Ｐにおいて同じ。）

Ｏ　市町村立大学入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯：２／３区分」の数

Ｐ　市町村立大学入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯：１／３区分」の数

Ｑ　授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立短期大学」の「令和４年度入学金減免対象学

生数」（以下「市町村立短期大学入学金減免対象学生数」という。）のうち「非課税世帯：満額区分」の数（公立大学法人の設置

する短期大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する短期大学の入学金減免対象学生数について

は、当該学生数を当該短期大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大

臣が承認した率（協議が成立しないときは、総務大臣が定める率）により按分したものをそれぞれの市町村立短期大学の入学金

減免対象学生数とする。符号Ｒ及び符号Ｓにおいて同じ。）

Ｒ　市町村立短期大学入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯：２／３区分」の数

Ｓ　市町村立短期大学入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯：１／３区分」の数

Ｔ　授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立高等専門学校」の「令和４年度入学金減免対

象学生数」（以下「市町村立高等専門学校入学金減免対象学生数」という。）のうち「非課税世帯：満額区分」の数（公立大学法

人の設置する高等専門学校のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する高等専門学校の入学金減免対

象学生数については、当該学生数を当該高等専門学校を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が

協議して定め、総務大臣が承認した率（協議が成立しないときは、総務大臣が定める率）により按分したものをそれぞれの市町

村立高等専門学校の入学金減免対象学生数とする。符号Ｕ及び符号Ｖにおいて同じ。）

Ｕ　市町村立高等専門学校入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯：２／３区分」の数

Ｖ　市町村立高等専門学校入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯：１／３区分」の数
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Ｗ　授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立専門学校」の「令和４年度入学金減免対象学

生数」（以下「市町村立専門学校入学金減免対象学生数」という。）のうち「非課税世帯：満額区分」の数

Ｘ　市町村立専門学校入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯：２／３区分」の数

Ｙ　市町村立専門学校入学金減免対象学生数のうち「準非課税世帯：１／３区分」の数

α　次の算式により算定した率（小数点以下３位未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、当該率が１．０００を超える

場合は１．０００とする。）

算式

（ａ×３）／（ｂ×３＋ｃ×２＋ｄ）／１６６，８００

算式の符号

ａ　授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立専門学校」の「令和３年度授業料減免額（実

績）」

ｂ　符号Ｋに同じ。

ｃ　符号Ｌに同じ。

ｄ　符号Ｍに同じ。

β　次の算式により算定した率（小数点以下３位未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、当該率が１．０００を超える

場合は１．０００とする。）

算式

（ｅ×３）／（ｆ×３＋ｇ×２＋ｈ）／７０，０００

算式の符号

ｅ　授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「市町村立専門学校」の「令和４年度入学金減免額（実

績）」

ｆ　符号Ｗに同じ。

ｇ　符号Ｘに同じ。

ｈ　符号Ｙに同じ。

２　密度補正Ⅲに用いる密度は、次の算式により算定した数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す

る。）とする。

算式

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　新制度移行私立幼稚園在籍人員数及び私立認定こども園在籍人員数の合計数

Ｃ　次の算式によつて算定した率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、ｂ＝０のときは、１．０

００とする。）

算式

ａ／ｂ×１２に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

ａ　市町村ごとの新制度移行私立幼稚園在籍人員及び私立認定こども園の１号認定子どもに係る前年度費用額の合計額

ｂ　市町村ごとの前年度新制度移行私立幼稚園在籍人員数及び前年度私立認定こども園在籍人員数の合計数

３　市町村立の認定こども園に在籍する一号認定子どもの数（追加分）は、「子ども・子育て支援新制度における園児数等に係

る調査について」（令和五年四月十七日付けこども家庭庁成育局保育政策課事務連絡。以下「園児数等調査」という。）に基づい

てこども家庭庁に報告された「調査票一　認定こども園の機能部分に係る状況について」の「保育所型認定こども園（令和五年

四月一日現在）」及び「地方裁量型認定こども園（令和五年四月一日現在）」の「認定区分　一号」の「利用児童数　合計」の数

の合計とする。

　 七　

生活

保

護費

市

部

人

口

１　密度補正に用いる密度は、次の算式ア及び算式イにより算定した数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を

四捨五入する。）とする。

算式ア

Ｄ×０．９６４及び｛Ｃ－（Ｄ×０．９６４）｝×０．９８３に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式アの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　被生活保護者等の数
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Ｃ　被生活保護者等の実数

Ｄ　前年度における被生活保護者等の数

算式イ

（Ｂ×１００）／Ａ

算式イの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　被生活保護者等のうち生活扶助等を受けた者の数

２　被生活保護者等の数は、前年度の四月一日から三月三十一日までの間において生活保護法の規定によつて当該市（福祉事務

所設置町村を含む。以下この号において同じ。）から生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶

助及び葬祭扶助を受けた者並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律の規定によつて当該市から生活支援給付、住宅支援給付、医療支援給付、介護支援給付、出産支援給付、生

業支援給付及び葬祭支援給付を受けた者で、当該市がその経費を負担したものの月ごとの実人員のそれぞれの合計数（生活扶助

に係る実人員の合計数にあつては、当該実人員の合計数が、前々年度の四月一日から三月三十一日までの間において生活保護法

の規定により当該市から生活扶助を受けた者で当該市がその経費を負担したものの月ごとの実人員の合計数に〇・九を乗じて得

た数に満たないときは、当該〇・九を乗じて得た数とする。この場合において、表示単位未満の端数があるときは、その端数を

四捨五入する。）に、別表第二の二に定める当該扶助に係るそれぞれの率を乗じて得た数（表示単位未満の端数があるときは、

その端数を四捨五入する。）の合計数とする。この場合において、前年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間において

町村（福祉事務所設置町村を除く。以下この号において同じ。）が市となり、又は市の区域の変更があつた場合における当該市

の数値は、当該市が前年度中において当該年度の四月一日における区域をもつて存在していたものと仮定して算定した数値と

し、前年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間において指定都市又は中核市以外の市が指定都市又は中核市となつた場

合における当該市の数値は、当該市が前年度中において指定都市又は中核市であつたと仮定して算定した数値とする。

３　被生活保護者等の実数は、２に準ずる。この場合において、「別表第二の二」とあるのは「別表第二の三」と読み替えるも

のとする。

４　前年度における被生活保護者等の数は、２に準ずる。この場合において、「前年度の四月一日」とあるのは「前々年度の四

月一日」と、「当該実人員の合計数が、前々年度」とあるのは「前年度の密度の算定において前々々年度」と、「得た数に満たな

いときは、当該〇・九を乗じて得た数とする。この場合において表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。」

とあるのは、「得た数を前々年度の四月一日から三月三十一日までの間における生活扶助者数として用いた場合にあつては、当

該用いた数とする。」と、「別表第二の二」とあるのは「別表第二の四」と、「前年度中」とあるのは「前々年度中」と読み替え

るものとする。

５　被生活保護者等のうち生活扶助等を受けた者の数は、前年度の四月一日から三月三十一日までの間において生活保護法の規

定によつて生活扶助を受けた者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律の規定によつて生活支援給付を受けた者の月ごとの実人員の合計数に、別表第二の二に定める当該扶助に

係る率を乗じて得た数（表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とする。ただし、前年度の四月二日か

ら当該年度の四月一日までの間において町村が市となり、又は市の区域の変更があつた場合における当該市の数値は、当該市が

前年度中において当該年度の四月一日における区域をもつて存在していたものと仮定して算出した数値とし、前年度の四月二日

から当該年度の四月一日までの間において指定都市又は中核市以外の市が指定都市又は中核市となつた場合における当該市の数

値は、当該市が前年度中において指定都市又は中核市であつたと仮定して算定した数値とする。

　 八　

社会

福

祉費

人

口

１　密度補正に用いる密度は、次の算式ア（１）、算式ア（２）、算式イ（１）、算式イ（２）、算式ウ、算式エ、算式オ、算式カ

（１）、算式カ（２）、算式カ（３）、算式キ及び算式クにより算定した数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を

四捨五入する。）とする。

算式ア（１）

算式ア（１）の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　公立の保育施設在籍人員数のうち０歳児数及び１・２歳児数の合計数

α　次の算式によつて算定した率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、公立保育所在籍人員数、

公立幼保連携型認定こども園在籍人員数及び公立認定こども園在籍人員数（追加分）のうち０歳児数及び１・２歳児数の合計数

が０の場合は１．０００とする。）

算式

算式の符号

ａ　地域区分が１００分の２０地域の市町村にあつては１．１０３、１００分の１６地域の市町村にあつては１．０７４、１０

０分の１５地域の市町村にあつては１．０６６、１００分の１２地域の市町村にあつては１．０４４、１００分の１０地域の市

町村にあつては１．０２９、１００分の６地域の市町村にあつては１．０００、１００分の３地域の市町村にあつては０．９７

８、その他地域の市町村にあつては０．９５６とする。

ｂ　次の算式によつて算定した率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式

58



ｗ／ｖ×１．６９７＋ｘ／ｖ×１．０００

ｗ／ｖ、ｘ／ｖ及びｗ／ｖ×１．６９７に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

ｖ　公立の保育施設在籍人員数のうち０歳児数及び１・２歳児数の合計数

ｗ　公立の保育施設在籍人員数のうち０歳児数

ｘ　公立の保育施設在籍人員数のうち１・２歳児数

ｃ　次の算式によつて算定した率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式

ｙｉ×ｚｉに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

ｘ　公立保育所在籍人員数、公立幼保連携型認定こども園在籍人員数及び公立認定こども園在籍人員数（追加分）の合計数（以

下「公立保育施設在籍人員数（基礎分）」という。）

ｙｉ　公立保育施設在籍人員数（基礎分）のうち２・３号認定子どもに係る利用定員がｉ人（ｉは１以上ｎ以下の整数）の施設

に在籍する人員数

ｚｉ

１≦ｉ≦１０のとき　３．７７４

１１≦ｉ≦２０のとき　２．２５８

２１≦ｉ≦３０のとき　１．６８２

３１≦ｉ≦４０のとき　１．４４８

４１≦ｉ≦５０のとき　１．３８５

５１≦ｉ≦６０のとき　１．２７０

６１≦ｉ≦７０のとき　１．１９０

７１≦ｉ≦８０のとき　１．１３０

８１≦ｉ≦９０のとき　１．０８３

９１≦ｉ≦１００のとき　１．０００

１０１≦ｉ≦１１０のとき　０．９７４

１１１≦ｉ≦１２０のとき　０．９５１

１２１≦ｉ≦１３０のとき　０．９３３

１３１≦ｉ≦１４０のとき　０．９１７

１４１≦ｉ≦１６０のとき　０．９０４

１６１≦ｉ≦１７０のとき　０．８９２

１７１≦ｉのとき　０．８８２

ｎ　利用定員の 大値

ｄ　冷暖房費加算区分が１級地の市町村にあつては０．０１０、２級地の市町村にあつては０．００８、３級地の市町村にあつ

ては０．００８、４級地の市町村にあつては０．００６、その他地域の市町村にあつては－０．００１とする。

ｅ　次の算式によつて算定した率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式

ｙｉ×ｚｉに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、ｘ＝０かつ符号Ｂ＞０の場合は１．０００とす

る。

算式の符号

ｘ　前年度公立保育施設在籍人員数（基礎分）のうち３号認定子ども数

ｙ１　前年度公立保育施設在籍人員数（基礎分）のうち子ども・子育て支援法第２０条第４項に規定する教育・保育給付認定保

護者（子ども・子育て支援法施行令第４条第２項第１号に規定する短時間認定保護者を除く。以下この表において「教育・保育

給付認定保護者（標準時間）」という。）が子ども・子育て支援法施行令第４条第２項第７号の区分に該当し、かつ、同令第１４

条各号に該当しない３号認定子ども数

ｙ２　前年度公立保育施設在籍人員数（基礎分）のうち教育・保育給付認定保護者（標準時間）が子ども・子育て支援法施行令

第４条第２項第７号ただし書の区分に該当する特定教育・保育給付認定保護者（以下この表において「特定教育・保育給付認定

保護者」という。）であつて、かつ、同令第１４条各号に該当しない３号認定子ども数

ｙ３　前年度公立保育施設在籍人員数（基礎分）のうち教育・保育給付認定保護者（標準時間）が子ども・子育て支援法施行令

第４条第２項第７号の区分に該当し、かつ、同令第１４条第１号に該当する３号認定子ども数

ｙ４　前年度公立保育施設在籍人員数（基礎分）のうち教育・保育給付認定保護者（標準時間）が子ども・子育て支援法施行令

第４条第２項第５号の区分に該当し、かつ、同令第１３条第１項各号及び第１４条各号に該当しない３号認定子ども数
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ｙ５　前年度公立保育施設在籍人員数（基礎分）のうち教育・保育給付認定保護者（標準時間）が子ども・子育て支援法施行令

第４条第２項第６号の区分に該当する特定教育・保育給付認定保護者であって、かつ、同令第１４条各号に該当しない３号認定

子ども数

ｙ６　前年度公立保育施設在籍人員数（基礎分）のうち教育・保育給付認定保護者（標準時間）が子ども・子育て支援法施行令

第４条第２項第５号の区分に該当し、かつ、同令第１３条第１項第１号又は第１４条第１号に該当する３号認定子ども数

ｙ７　前年度公立保育施設在籍人員数（基礎分）のうち教育・保育給付認定保護者（標準時間）が子ども・子育て支援法施行令

第４条第２項第４号の区分に該当し、かつ、同令第１３条第１項各号に該当しない３号認定子ども数

ｙ８　前年度公立保育施設在籍人員数（基礎分）のうち教育・保育給付認定保護者（標準時間）が子ども・子育て支援法施行令

第４条第２項第４号の区分に該当し、かつ、同令第１３条第１項第１号に該当する３号認定子ども数

ｙ９　前年度公立保育施設在籍人員数（基礎分）のうち教育・保育給付認定保護者（標準時間）が子ども・子育て支援法施行令

第４条第２項第３号の区分に該当し、かつ、同令第１３条第１項各号に該当しない３号認定子ども数

ｙ１０　前年度公立保育施設在籍人員数（基礎分）のうち教育・保育給付認定保護者（標準時間）が子ども・子育て支援法施行

令第４条第２項第３号の区分に該当し、かつ、同令第１３条第１項第１号に該当する３号認定子ども数

ｙ１１　前年度公立保育施設在籍人員数（基礎分）のうち教育・保育給付認定保護者（標準時間）が子ども・子育て支援法施行

令第４条第２項第２号の区分に該当し、かつ、同令第１３条第１項各号に該当しない３号認定子ども数

ｙ１２　前年度公立保育施設在籍人員数（基礎分）のうち教育・保育給付認定保護者（標準時間）が子ども・子育て支援法施行

令第４条第２項第２号の区分に該当し、かつ、同令第１３条第１項第１号に該当する３号認定子ども数

ｙ１３　前年度公立保育施設在籍人員数（基礎分）のうち教育・保育給付認定保護者（標準時間）が子ども・子育て支援法施行

令第４条第２項第１号の区分に該当し、かつ、同令第１３条第１項各号に該当しない３号認定子ども数

ｙ１４　前年度公立保育施設在籍人員数（基礎分）のうち教育・保育給付認定保護者（標準時間）が子ども・子育て支援法施行

令第４条第２項第１号の区分に該当し、かつ、同令第１３条第１項第１号に該当する３号認定子ども数

ｙ１５　前年度公立保育施設在籍人員数（基礎分）のうち子ども・子育て支援法第２０条第４項に規定する教育・保育給付認定

保護者（子ども・子育て支援法施行令第４条第２項第１号に規定する短時間認定保護者に限る。以下この表において「教育・保

育給付認定保護者（短時間）」という。）が子ども・子育て支援法施行令第４条第２項第７号の区分に該当し、かつ、同令第１４

条各号に該当しない３号認定子ども数

ｙ１６　前年度公立保育施設在籍人員数（基礎分）のうち教育・保育給付認定保護者（短時間）が子ども・子育て支援法施行令

第４条第２項第７号ただし書の区分に該当する特定教育・保育給付認定保護者（以下この表において「特定教育・保育給付認定

保護者」という。）であつて、かつ、同令第１４条各号に該当しない３号認定子ども数

ｙ１７　前年度公立保育施設在籍人員数（基礎分）のうち教育・保育給付認定保護者（短時間）が子ども・子育て支援法施行令

第４条第２項第７号の区分に該当し、かつ、同令第１４条各号に該当する３号認定子ども数

ｙ１８　前年度公立保育施設在籍人員数（基礎分）のうち教育・保育給付認定保護者（短時間）が子ども・子育て支援法施行令

第４条第２項第５号の区分に該当し、かつ、同令第１３条第１項各号及び第１４条各号に該当しない３号認定子ども数

ｙ１９　前年度公立保育施設在籍人員数（基礎分）のうち教育・保育給付認定保護者（短時間）が子ども・子育て支援法施行令

第４条第２項第６号の区分に該当する特定教育・保育給付認定保護者であつて、かつ、同令第１４条各号に該当しない３号認定

子ども数

ｙ２０　前年度公立保育施設在籍人員数（基礎分）のうち教育・保育給付認定保護者（短時間）が子ども・子育て支援法施行令

第４条第２項第５号の区分に該当し、かつ、同令第１３条第１項第１号又は第１４条第１号に該当する３号認定子ども数

ｙ２１　前年度公立保育施設在籍人員数（基礎分）のうち教育・保育給付認定保護者（短時間）が子ども・子育て支援法施行令

第４条第２項第４号の区分に該当し、かつ、同令第１３条第１項各号に該当しない３号認定子ども数

ｙ２２　前年度公立保育施設在籍人員数（基礎分）のうち教育・保育給付認定保護者（短時間）が子ども・子育て支援法施行令

第４条第２項第４号の区分に該当し、かつ、同令第１３条第１項第１号に該当する３号認定子ども数

ｙ２３　前年度公立保育施設在籍人員数（基礎分）のうち教育・保育給付認定保護者（短時間）が子ども・子育て支援法施行令

第４条第２項第３号の区分に該当し、かつ、同令第１３条第１項各号に該当しない３号認定子ども数

ｙ２４　前年度公立保育施設在籍人員数（基礎分）のうち教育・保育給付認定保護者（短時間）が子ども・子育て支援法施行令

第４条第２項第３号の区分に該当し、かつ、同令第１３条第１項第１号に該当する３号認定子ども数

ｙ２５　前年度公立保育施設在籍人員数（基礎分）のうち教育・保育給付認定保護者（短時間）が子ども・子育て支援法施行令

第４条第２項第２号の区分に該当し、かつ、同令第１３条第１項各号に該当しない３号認定子ども数

ｙ２６　前年度公立保育施設在籍人員数（基礎分）のうち教育・保育給付認定保護者（短時間）が子ども・子育て支援法施行令

第４条第２項第２号の区分に該当し、かつ、同令第１３条第１項第１号に該当する３号認定子ども数

ｙ２７　前年度公立保育施設在籍人員数（基礎分）のうち教育・保育給付認定保護者（短時間）が子ども・子育て支援法施行令

第４条第２項第１号の区分に該当し、かつ、同令第１３条第１項各号に該当しない３号認定子ども数

ｙ２８　前年度公立保育施設在籍人員数（基礎分）のうち教育・保育給付認定保護者（短時間）が子ども・子育て支援法施行令

第４条第２項第１号の区分に該当し、かつ、同令第１３条第１項第１号に該当する３号認定子ども数

ｚ１　１９．５

ｚ２　９

ｚ３　９．７５

ｚ４　３０

ｚ５　９

ｚ６　１５

ｚ７　４４．５

ｚ８　２２．２５

ｚ９　６１

ｚ１０　３０．５

ｚ１１　８０

ｚ１２　４０

ｚ１３　１０４
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ｚ１４　５２

ｚ１５　１９．３

ｚ１６　９

ｚ１７　９．６５

ｚ１８　２９．６

ｚ１９　９

ｚ２０　１４．８

ｚ２１　４３．９

ｚ２２　２１．９５

ｚ２３　６０．１

ｚ２４　３０．０５

ｚ２５　７８．８

ｚ２６　３９．４

ｚ２７　１０２．４

ｚ２８　５１．２

算式ア（２）

算式ア（２）の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　公立の保育施設在籍人員数のうち３歳児数及び４歳以上児数の合計数

α　次の算式によつて算定した率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、公立保育所在籍人員数、

公立幼保連携型認定こども園在籍人員数及び公立認定こども園在籍人員数（追加分）のうち３歳児数及び４歳以上児数の合計数

が０の場合は１．０００とする。）

算式

算式の符号

ａ　算式ア（１）の符号 α の算式の符号ａに同じ。

ｂ　次の算式によつて算定した率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式

ｗ／ｖ×１．１９３＋ｘ／ｖ×１．０００

ｗ／ｖ、ｘ／ｖ及びｗ／ｖ×１．１９３に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

ｖ　公立の保育施設在籍人員数のうち３歳児数及び４歳以上児数の合計数

ｗ　公立の保育施設在籍人員数のうち３歳児数

ｘ　公立の保育施設在籍人員数のうち４歳以上児数

ｃ　算式ア（１）の符号 α の算式の符号ｃに同じ。

ｄ　冷暖房費加算区分が１級地の市町村にあつては０．０２６、２級地の市町村にあつては０．０２３、３級地の市町村にあつ

ては０．０２３、４級地の市町村にあつては０．０１７、その他地域の市町村にあつては－０．００３とする。

算式イ（１）

算式イ（１）の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　私立保育所在籍人員数及び私立認定こども園在籍人員数（満３歳未満保育認定子どもに係るものに限る。）の合計数

α　次の算式によつて算定した率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、ｃ＝０のときは、１．０

００とする。）

算式

｛（ａ－ｂ）×１２×０．２５｝／ｃに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
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算式の符号

ａ　前年度私立保育所等費用額（満３歳未満保育認定子どもに係るものに限る。）

ｂ　前年度私立保育所等利用者負担額

ｃ　前年度私立保育所等在籍人員数（満３歳未満保育認定子どもに係るものに限る。）

算式イ（２）

算式イ（２）の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　私立保育所在籍人員数及び私立認定こども園在籍人員数（満３歳未満保育認定子どもに係るものを除く。）の合計数

α　次の算式によつて算定した率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、ｂ＝０のときは、１．０

００とする。）

算式

（ａ×１２×０．２５）／ｂに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

ａ　前年度私立保育所等費用額（満３歳未満保育認定子どもに係るものを除く。）

ｂ　前年度私立保育所等在籍人員数（満３歳未満保育認定子どもに係るものを除く。）

算式ウ

算式ウの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　保育所及び幼保連携型認定こども園における障害児受入人員数（ただし、障害児保育のための加配職員数に２を乗じた数

（以下この表において「加配対象受入障害児数」という。）を上回る場合は、加配対象受入障害児数）

Ｃ　公立の幼稚園型認定こども園及び公立の地方裁量型認定こども園並びに特別利用保育等に係る障害児受入人員数

算式エ

［｛Ｂ×０．５６５＋Ｃ×１．０６０＋Ｄ×０．７０７＋Ｅ×０．７０７＋Ｆ×１．０６０＋Ｇ×１．０６０＋Ｈ×０．７０７＋

Ｉ×０．７０７＋Ｊ×６．３６０＋Ｋ×４．２４０＋Ｌ×６．３６０＋Ｍ×４．２４０＋（Ｎ＋Ｏ＋Ｐ＋Ｑ）×０．３５３＋

（Ｒ＋Ｓ＋Ｔ＋Ｕ）×０．３５３＋（Ｖ＋Ｗ＋Ｘ＋Ｙ）×２．１２０｝×０．９９５］／Ａ

Ｂ×０．５６５、Ｃ×１．０６０、Ｄ×０．７０７、Ｅ×０．７０７、Ｆ×１．０６０、Ｇ×１．０６０、Ｈ×０．７０７、Ｉ

×０．７０７、Ｊ×６．３６０、Ｋ×４．２４０、Ｌ×６．３６０、Ｍ×４．２４０、（Ｎ＋Ｏ＋Ｐ＋Ｑ）×０．３５３、（Ｒ＋

Ｓ＋Ｔ＋Ｕ）×０．３５３及び（Ｖ＋Ｗ＋Ｘ＋Ｙ）×２．１２０に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式エの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　児童数（３歳未満）（（被用者・本則給付分）及び（施設等受給資格者分）の計）

Ｃ　児童数（３歳未満）（非被用者・本則給付分）

Ｄ　児童数（３歳～小学校）（（被用者・本則給付分のうち第１子及び第２子分）及び（施設等受給資格者分）の計）

Ｅ　児童数（３歳～小学校）（非被用者・本則給付分のうち第１子及び第２子分）

Ｆ　児童数（３歳～小学校）（被用者・本則給付分のうち第３子以降分）

Ｇ　児童数（３歳～小学校）（非被用者・本則給付分のうち第３子以降分）

Ｈ　児童数（中学校）（（被用者・本則給付分）及び（施設等受給資格者分）の計）

Ｉ　児童数（中学校）（非被用者・本則給付分）

Ｊ　児童数（３歳未満）（地方公務員・本則給付分）（市町村が組織する組合に係る児童数は、当該児童数を当該組合を構成する

市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率（協議が成立しないときは、総務大臣が定める率）により按分したものをそ

れぞれの市町村の児童数とする。符号Ｋから符号Ｍ及び符号Ｖから符号Ｙにおいて同じ。）

Ｋ　児童数（３歳～小学校）（地方公務員・本則給付分のうち第１子及び第２子分）

Ｌ　児童数（３歳～小学校）（地方公務員・本則給付分のうち第３子以降分）

Ｍ　児童数（中学校）（地方公務員・本則給付分）

Ｎ　児童数（３歳未満）（被用者・特例給付分）

Ｏ　児童数（３歳～小学校）（被用者・特例給付分のうち第１子及び第２子分）

Ｐ　児童数（３歳～小学校）（被用者・特例給付分のうち第３子以降分）

Ｑ　児童数（中学校）（被用者・特例給付分）

Ｒ　児童数（３歳未満）（非被用者・特例給付分）
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Ｓ　児童数（３歳～小学校）（非被用者・特例給付分のうち第１子及び第２子分）

Ｔ　児童数（３歳～小学校）（非被用者・特例給付分のうち第３子以降分）

Ｕ　児童数（中学校）（非被用者・特例給付分）

Ｖ　児童数（３歳未満）（地方公務員・特例給付分）

Ｗ　児童数（３歳～小学校）（地方公務員・特例給付分のうち第１子及び第２子分）

Ｘ　児童数（３歳～小学校）（地方公務員・特例給付分のうち第３子以降分）

Ｙ　児童数（中学校）（地方公務員・特例給付分

算式オ

算式オの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　児童扶養手当支給者数

算式カ（１）

算式カ（１）の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　障害福祉サービスのうち居住系サービス利用者数

算式カ（２）

算式カ（２）の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　障害福祉サービスのうち日中活動系サービス利用者数

算式カ（３）

算式カ（３）の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　障害福祉サービスのうち訪問系サービス利用者数

算式キ

［｛Ｂ×１．２２７＋Ｃ×１．０００＋（Ｄ＋Ｊ）×０．７７８＋Ｅ×１．００４＋Ｆ×１．９９４＋Ｇ×０．９１７＋Ｈ×０．

５７２＋Ｉ×０．５５７｝×１９．９０７］／Ａ

Ｂ×１．２２７、Ｃ×１．０００、（Ｄ＋Ｊ）×０．７７８、Ｅ×１．００４、Ｆ×１．９９４、Ｇ×０．９１７、Ｈ×０．５

７２及びＩ×０．５５７に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式キの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　家庭的保育事業に係る子どもの数

Ｃ　小規模保育事業Ａ型に係る子どもの数

Ｄ　小規模保育事業Ｂ型に係る子どもの数

Ｅ　小規模保育事業Ｃ型に係る子どもの数

Ｆ　居宅訪問型保育事業に係る子どもの数

Ｇ　小規模型事業所内保育事業Ａ型に係る子どもの数

Ｈ　小規模型事業所内保育事業Ｂ型に係る子どもの数

Ｉ　保育所型事業所内保育事業に係る子どもの数

Ｊ　特例保育給付に係る子どもの数

算式ク
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算式クの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　子育てのための施設等利用給付に係る給付認定子ども数

α　次の算式によつて算定した率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式

｛（ａ－ｂ）×０．２５｝／ｃに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

ａ　前年度子育てのための施設等利用給付支給額

ｂ　前年度子育てのための施設等利用給付支給額（子ども・子育て支援法第７条第１０項第２号に掲げる幼稚園に係るものに限

る。）

ｃ　前年度子育てのための施設等利用給付に係る給付認定子ども数

２　公立の保育施設在籍人員数は、条例により設置された公立の保育施設のうち、年間を通して開設されているもの（地方公共

団体が、その職員の乳幼児を保育するために自ら設置する施設を除く。）に係る入所人員数として次に掲げる数を合算した数と

する。

（１）　公立保育所在籍人員数　その年の四月分として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第五十四　保育所・在

所者」の「初日入所人員年齢階層」の「０歳」、「１・２歳」、「３歳」及び「４歳以上」の基礎となつた児童数のうち市町村長が

都道府県立の保育所以外の公立保育所（その年の五月一日現在において幼稚園であるものを除く。）へ入所させた児童数を合算

した数

（２）　公立幼保連携型認定こども園在籍人員数　その年の四月分として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第五

十四の二　幼保連携型認定こども園・在所者」の「初日入所人員年齢階層」の「０歳」、「１・２歳」、「３歳」及び「４歳以上」

の基礎となつた児童数のうち市町村長が都道府県立の幼保連携型認定こども園以外の幼保連携型認定こども園（その年の五月一

日現在において幼稚園であるものを除く。）へ入所させた児童数を合算した数

（３）　公立認定こども園在籍人員数（追加分）　園児数等調査に基づいてこども家庭庁に報告された「調査票１　認定こども園

の機能部分に係る状況について」の「幼稚園型認定こども園（令和五年四月一日現在）」及び「地方裁量型認定こども園（令和

五年四月一日現在）」の「認定区分　２・３号」の「利用児童数　合計」の数

（４）　特別利用保育等に係る子どもの数　園児数等調査に基づいてこども家庭庁に報告された「調査票２　保育所の状況（１号

認定）について」の「保育所（令和五年四月一日現在）」の「設置主体　公立」の「利用児童数　合計」の数

（５）　（１）から（４）までに掲げる数及び都道府県の項第七号３５から４３までに規定する子どもの数以外の公立保育施設に

係る令和五年四月一日時点の「０歳」、「１・２歳」、「３歳」及び「４歳以上」の入所人員数として総務大臣が調査した数を合算

した数

３　保育所及び幼保連携型認定こども園における障害児受入人員数は、その年の四月分として福祉行政報告例によつて厚生労働

省に報告された「第五十四　保育所・在所者」の「初日在籍」の「障害児受入人員」の「公立」及び「私立」の合計数の基礎と

なつた児童数のうち市町村長が都道府県立の保育所以外の保育所（その年の五月一日現在において幼稚園であるものを除く。）

へ入所させた児童数並びに「第五十四の二　幼保連携型認定こども園・在所者」の「初日在籍」の「障害児受入人員」の「公

立」及び「私立」の合計数の基礎となつた児童数のうち市町村長が都道府県立の幼保連携型認定こども園以外の幼保連携型認定

こども園（その年の五月一日現在において幼稚園であるものを除く。）へ入所させた児童数の合計数とする。

４　障害児保育のための加配職員数は、その年の四月分として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第五十四　保

育所・在所者」の「障害児保育のための加配職員数」の「公立」及び「私立」の合計数並びに「第五十四の二　幼保連携型認定

こども園・在所者」の「障害児保育のための加配職員数」の「公立」及び「私立」の合計数の合算した数とする。

５　公立の幼稚園型認定こども園及び公立の地方裁量型認定こども園並びに特別利用保育等に係る障害児受入人員数は、園児数

等調査に基づいてこども家庭庁に報告された「調査票１　認定こども園の機能部分に係る状況について」の「幼稚園型認定こど

も園（令和五年四月一日現在）」及び「地方裁量型認定こども園（令和五年四月一日現在）」の「認定区分　２・３号」の「利用

児童数　合計のうち障害児数」の数並びに「調査票２　保育所の状況（１号認定）について」の「保育所（令和五年四月一日現

在）」の「設置主体　公立」及び「設置主体　私立」の「利用児童数　合計のうち障害児数」の数の合計数とする。

６　児童数（３歳未満）（（被用者・本則給付分）及び（施設等受給資格者分）の計）は、児童手当支給状況報告（被用者・非被

用者分）における様式１第１表（１）中区分「支給対象児童数」の「０歳から３歳未満」の「本年２月末現在全体」の数に同報

告における様式２第１表中区分「支給対象児童数」の「０歳から３歳未満」の「計」の数を加えて得た数とする。

７　児童数（３歳未満）（非被用者・本則給付分）は、児童手当支給状況報告（被用者・非被用者分）における様式１第２表（１）

中区分「支給対象児童数」の「０歳から３歳未満」の「本年２月末現在全体」の数とする。

８　児童数（３歳～小学校）（（被用者・本則給付分のうち第１子及び第２子分）及び（施設等受給資格者分）の計）は、児童手

当支給状況報告（被用者・非被用者分）における様式１第１表（１）中区分「支給対象児童数」の「３歳以上小学校修了前」の

「本年２月末現在全体」の数から同表（１）中区分「支給対象児童数」の「３歳以上小学校修了前」の「うち第３子以降」の「本

年２月末現在全体」の数を控除した数に同報告における様式２第１表中区分「支給対象児童数」の「３歳以上小学校修了前」の

「計」の数を加えて得た数とする。

９　児童数（３歳～小学校）（非被用者・本則給付分のうち第１子及び第２子分）は、児童手当支給状況報告（被用者・非被用

者分）における様式１第２表（１）中区分「支給対象児童数」の「３歳以上小学校修了前」の「本年２月末現在全体」の数から
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同表（１）中区分「支給対象児童数」の「３歳以上小学校修了前」の「うち第３子以降」の「本年２月末現在全体」の数を控除

した数とする。

１０　児童数（３歳～小学校）（被用者・本則給付分のうち第３子以降分）は、児童手当支給状況報告（被用者・非被用者分）

における様式１第１表（１）中区分「支給対象児童数」の「３歳以上小学校修了前」の「うち第３子以降」の「本年２月末現在

全体」の数とする。

１１　児童数（３歳～小学校）（非被用者・本則給付分のうち第３子以降分）は、児童手当支給状況報告（被用者・非被用者分）

における様式１第２表（１）中区分「支給対象児童数」の「３歳以上小学校修了前」の「うち第３子以降」の「本年２月末現在

全体」の数とする。

１２　児童数（中学校）（（被用者・本則給付分）及び（施設等受給資格者分）の計）は、児童手当支給状況報告（被用者・非被

用者分）における様式１第１表（１）中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「本年２月末現在全体」の

数に同報告書における様式２第１表中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「計」の数を加えて得た数と

する。

１３　児童数（中学校）（非被用者・本則給付分）は、児童手当支給状況報告（被用者・非被用者分）における様式１第２表（１）

中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「本年２月末現在全体」の数とする。

１４　児童数（３歳未満）（地方公務員・本則給付分）は、児童手当支給状況報告（地方公務員分）の市町村分における第１表

（１）中区分「支給対象児童数」の「０歳から３歳未満」の「本年２月末現在全体」の数とする。

１５　児童数（３歳～小学校）（地方公務員・本則給付分のうち第１子及び第２子分）は、児童手当支給状況報告（地方公務員

分）の市町村分における第１表（１）中区分「支給対象児童数」の「３歳以上小学校修了前」の「本年２月末現在全体」の数か

ら同表（１）中区分「支給対象児童数」の「３歳以上小学校修了前」の「うち第３子以降」の「本年２月末現在全体」の数を控

除した数とする。

１６　児童数（３歳～小学校）（地方公務員・本則給付分のうち第３子以降分）は、児童手当支給状況報告（地方公務員分）の

市町村分における第１表（１）中区分「支給対象児童数」の「３歳以上小学校修了前」の「うち第３子以降」の「本年２月末現

在全体」の数とする。

１７　児童数（中学校）（地方公務員・本則給付分）は、児童手当支給状況報告（地方公務員分）の市町村分における第１表（１）

中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「本年２月末現在全体」の数とする。

１８　児童数（３歳未満）（被用者・特例給付分）は、児童手当支給状況報告（被用者・非被用者分）における様式１第１表（２）

中区分「支給対象児童数」の「０歳から３歳未満」の「本年２月末現在全体」の数とする。

１９　児童数（３歳～小学校）（被用者・特例給付分のうち第１子及び第２子分）は、児童手当支給状況報告（被用者・非被用

者分）における様式１第１表（２）中区分「支給対象児童数」の「３歳以上小学校修了前」の「本年２月末現在全体」の数から

同表（２）中区分「支給対象児童数」の「３歳以上小学校修了前」の「うち第３子以降」の「本年２月末現在全体」の数を控除

した数とする。

２０　児童数（３歳～小学校）（被用者・特例給付分のうち第３子以降分）は、児童手当支給状況報告（被用者・非被用者分）

における様式１第１表（２）中区分「支給対象児童数」の「３歳以上小学校修了前」の「うち第３子以降」の「本年２月末現在

全体」の数とする。

２１　児童数（中学校）（被用者・特例給付分）は、児童手当支給状況報告（被用者・非被用者分）における様式１第１表（２）

中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「本年２月末現在全体」の数とする。

２２　児童数（３歳未満）（非被用者・特例給付分）は、児童手当支給状況報告（被用者・非被用者分）における様式１第２表

（２）中区分「支給対象児童数」の「０歳から３歳未満」の「本年２月末現在全体」の数とする。

２３　児童数（３歳～小学校）（非被用者・特例給付分のうち第１子及び第２子分）は、児童手当支給状況報告（被用者・非被

用者分）における様式１第２表（２）中区分「支給対象児童数」の「３歳以上小学校修了前」の「本年２月末現在全体」の数か

ら同表（２）中区分「支給対象児童数」の「３歳以上小学校修了前」の「うち第３子以降」の「本年２月末現在全体」の数を控

除した数とする。

２４　児童数（３歳～小学校）（非被用者・特例給付分のうち第３子以降分）は、児童手当支給状況報告（被用者・非被用者分）

における様式１第２表（２）中区分「支給対象児童数」の「３歳以上小学校修了前」の「うち第３子以降」の「本年２月末現在

全体」の数とする。

２５　児童数（中学校）（非被用者・特例給付分）は、児童手当支給状況報告（被用者・非被用者分）における様式１第２表（２）

中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「本年２月末現在全体」の数とする。

２６　児童数（３歳未満）（地方公務員・特例給付分）は、児童手当支給状況報告（地方公務員分）の市町村分における第１表

（２）中区分「支給対象児童数」の「０歳から３歳未満」の「本年２月末現在全体」の数とする。

２７　児童数（３歳～小学校）（地方公務員・特例給付分のうち第１子及び第２子分）は、児童手当支給状況報告（地方公務員

分）の市町村分における第１表（２）中区分「支給対象児童数」の「３歳以上小学校修了前」の「本年２月末現在全体」の数か

ら同表（２）中区分「支給対象児童数」の「３歳以上小学校修了前」の「うち第３子以降」の「本年２月末現在全体」の数を控

除した数とする。

２８　児童数（３歳～小学校）（地方公務員・特例給付分のうち第３子以降分）は、児童手当支給状況報告（地方公務員分）の

市町村分における第１表（２）中区分「支給対象児童数」の「３歳以上小学校修了前」の「うち第３子以降」の「本年２月末現

在全体」の数とする。

２９　児童数（中学校）（地方公務員・特例給付分）は、児童手当支給状況報告（地方公務員分）の市町村分における第１表（２）

中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「本年２月末現在全体」の数とする。

３０　児童扶養手当支給者数は、令和三年度実施事業として地方厚生局に報告された児童扶養手当給付費国庫負担金交付要綱様

式第８号付表２中「支出済額（Ａ列）」の延月人数の「全部支給者」、「一部停止者」、「１３条の２」、「１３条の３」及び「１３

条の２かつ１３条の３」の数の合計数とする。

３１　障害福祉サービスのうち居住系サービス利用者数は、障害福祉サービス利用状況における「施設入所支援」、「共同生活援

助（介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型）」及び「自立生活援助」を合算した数とする。

３２　障害福祉サービスのうち日中活動系サービス利用者数は、障害福祉サービス利用状況における「療養介護」、「生活介護」、

「短期入所（ショートステイ）」、「自立訓練（機能訓練・生活訓練）」、「宿泊型自立訓練」、「就労移行支援」、「就労継続支援（Ａ

型・Ｂ型）」、「就労定着支援」、「児童発達支援」及び「放課後等デイサービス」を合算した数とする。
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３３　障害福祉サービスのうち訪問系サービス利用者数は、障害福祉サービス利用状況における「居宅介護」、「重度訪問介護」、

「行動援護」、「重度障害者等包括支援」及び「同行援護」を合算した数とする。

九　

保健

衛

生費

人

口

１　密度補正Ⅰに用いる密度は、次の算式アにより算定した数（小数点以下四位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入

する。）とする。

算式ア

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ１　診療所の数

Ｂ２　診療所病床数

Ｃ　高料金対策簡易水道資本費

Ｄ　高料金対策簡易水道有収水量

Ｅ　簡易水道等給水人口

Ｆ　簡易水道事業債元利償還金

Ｇｎ　簡易水道事業債同意等額

Ｈ１２＝０．０４９

Ｈ１３＝０．０５２

Ｈ１４＝０．０４５

Ｈ１５＝０．０５３

Ｈ１６＝０．０４３

Ｈ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０５０

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４０

Ｈ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０４９

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３８

Ｈ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０４９

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３６

Ｈ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０４９７７

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５７

Ｈ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０４８３４

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５５

Ｈ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０４７０１

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５４

Ｈ２３＝０．０００

Ｈ２４＝０．０００

Ｈ２５＝０．０００

Ｈ２６＝０．０００

Ｈ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０７３

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０７３

Ｈ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０７２０

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０７２０

Ｈ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０７２１

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０７２１

Ｈ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０７２３５

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０７２２１

Ｈ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０７２００

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０７２０４

Ｈ令２
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ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．０００９５

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１０１

Ｈ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００１１５

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１４３

Ｈ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００３２６

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３７５

Ｉ１　市町村立等病院病床数

Ｉ２　市町村立等病院特例病床数

Ｊ１　市町村立大学附属病院病床数

Ｊ２　市町村立リハビリ病院病床数

Ｋ１　病院事業債に係る元利償還金（令和４年度繰出基準第５、１、（２）に該当する事業のうち、平成３年度から平成１３年

度までに発行を許可された病院事業債（平成１４年度に許可を受けた平成１３年度以前に基本設計等に着手した事業に係るもの

（以下「平成１３年度以前からの継続事業」という。）を含み、介護老人保健施設に係るものを除く。）の元利償還金に３分の２

を乗じて得た額及び災害拠点病院の施設整備に充てるため平成１３年度に発行を許可された地方債（平成１３年度以前からの継

続事業を含む。）の元利償還金に３分の１を乗じて得た額の合算額）

Ｋ２　病院事業債に係る元利償還金（令和４年度繰出基準第５、１、（２）に該当する事業のうち、平成１４年度に発行を許可

された病院事業債（平成１３年度以前からの継続事業及び介護老人保健施設に係るものを除く。）の元利償還金に３分の２を乗

じて得た額及び災害拠点病院の施設整備に充てるため平成１４年度に発行を許可された地方債（平成１３年度以前からの継続事

業を含む。）の元利償還金に３分の１を乗じて得た額の合算額）

Ｌｎ　病院事業（医療施設整備事業）に充てるため平成ｎ年度に発行について同意又は許可を得た地方債（平成１３年度以前に

基本設計等に着手した事業に限る。）の額に３分の２を乗じて得た額及び災害拠点病院の施設整備（医療施設整備事業）に充て

るため平成ｎ年度に発行について同意又は許可を得た地方債（平成１３年度以前に基本設計等に着手した事業に限る。）の額に

３分の１を乗じて得た額の合算額

Ｍ１５＝０．０３２

Ｍ１６＝０．０２６

Ｍ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０３０

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４

Ｍ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０２９

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２３

Ｍ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０２９

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２２

Ｍ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０２９８６

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３４

Ｍ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０２９００

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３３

Ｍ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０２８２１

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３３

Ｍ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０２８１４

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３２

Ｍ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０２８１５

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３２

Ｎｎ　病院事業（医療施設整備事業）に充てるため平成ｎ年度に発行について同意又は許可を得た地方債（平成１４年度に基本

設計等に着手した事業に限る。）の額に３分の２を乗じて得た額及び災害拠点病院の施設整備（医療施設整備事業）に充てるた

め平成ｎ年度に発行について同意又は許可を得た地方債（平成１４年度に基本設計等に着手した事業に限る。）の額に３分の１

を乗じて得た額の合算額

Ｏ１５＝０．０２４

Ｏ１６＝０．０１９

Ｏ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０２３

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８

Ｏ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０２２

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７

67



Ｏ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０２２

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６

Ｏ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０２２４０

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６

Ｏ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０２１７５

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２５

Ｏ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０２１１５

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４

Ｏ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０２１１１

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４

Ｏ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０２１１１

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４

Ｐｎ　病院事業（医療施設整備事業）に充てるためｎ年度に発行について同意又は許可を得た地方債（平成１５年度以降に基本

設計等に着手した事業に限り、符号Ｐ'ｎに係るものを除く。）の額に２分の１を乗じて得た額及び災害拠点病院の施設整備（医

療施設整備事業）に充てるためｎ年度に発行について同意又は許可を得た地方債（平成１５年度以降に発行について同意又は許

可を得た地方債（平成１５年度に基本設計等に着手した事業に限り、符号Ｐ２ｎ及び符号Ｐ２'ｎに係るものを除く。）の額に２

分の１を乗じて得た額の合算額

Ｑ１５＝０．０２４

Ｑ１６＝０．０１９

Ｑ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０２３

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８

Ｑ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０２２

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７

Ｑ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０２２

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６

Ｑ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０２２４０

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６

Ｑ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０２１７５

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２５

Ｑ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０２１１５

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４

Ｑ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０２１１１

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４

Ｑ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０２１１１

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４

Ｑ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０２１

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４

Ｑ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０２１

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２３

Ｑ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０２１

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４

Ｑ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０２１４

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４５

Ｑ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０２１４
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イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４８

Ｑ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．００９７１

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１２９８

Ｑ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．００８９６

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１２２５

Ｑ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１９０

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１９２

Ｑ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００３００

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３０８

Ｑ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００４９５

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００５１１

Ｐ'ｎ　病院事業（医療施設整備事業・特別分）に充てるためｎ年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額に３分の２

を乗じて得た額

Ｑ'２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０２６

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２９

Ｑ'２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０２５６

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２９３

Ｑ'２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０２５６

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２９７

Ｑ'３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０１１６５

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１５５８

Ｑ'令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０１０７５

イ　令和元度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１４７０

Ｑ'令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００２２７

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２３０

Ｑ'令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００３６０

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３６９

Ｑ'令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００５９４

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６１３

Ｐ２ｎ　災害拠点病院の施設整備（医療施設整備事業）に充てるためｎ年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額（符

号Ｐ２'ｎに係るものを除く。）に２分の１を乗じて得た額

Ｑ２２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０２４１７

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３０

Ｑ２２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０２５８６

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３０

Ｑ２２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０２３４５

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２９

Ｑ２２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０２５８０

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２９

Ｑ２２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０２６

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２９

Ｑ２２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０２６

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２８

Ｑ２２７
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ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０２１

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４

Ｑ２２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０２１４

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４５

Ｑ２２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０２１４

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４８

Ｑ２３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．００９７０

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１２９８

Ｑ２令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．００８９６

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１２２５

Ｑ２令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１９０

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１９２

Ｑ２令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００５４０

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００５５４

Ｑ２令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００６９３

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００７１５

Ｐ２'ｎ　災害拠点病院の施設整備（医療施設整備事業・特別分）に充てるためｎ年度に発行について同意又は許可を得た地方

債の額に３分の１を乗じて得た額

Ｑ２'２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０１３

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１４

Ｑ２'２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０１２８

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１４７

Ｑ２'２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０１２８

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１４９

Ｑ２'３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．００５８２

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００７７９

Ｑ２'令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．００５３８

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００７３５

Ｑ２'令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１１４

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１１５

Ｑ２'令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００５４０

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００５５４

Ｒ　ＰＦＩ事業により行われる病院事業（医療施設整備事業）に充てるため平成１８年度に発行について同意又は許可を得た地

方債の額

Ｓ

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０５１

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３８

Ｔｎ　病院事業（機械器具整備事業）に充てるためｎ年度に発行について同意又は許可を得た地方債（平成１５年度以降に基本

設計等に着手した事業に限り、符号Ｔ'ｎに係るものを除く。）の額に２分の１を乗じて得た額及び災害拠点病院の施設整備（機

械器具整備事業）に充てるためｎ年度に発行について同意又は許可を得た地方債（平成１５年度以降に基本設計等に着手した事

業に限り、符号Ｔ２ｎ及び符号Ｔ２'ｎに係るものを除く。）の額に２分の１を乗じて得た額の合算額

Ｕ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０５６

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５８

Ｕ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０５５６

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５８６

Ｕ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０５５６
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イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５８３

Ｕ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０５５５８

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５５５８

Ｕ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０５５５７

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５９１９

Ｕ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．０５５６４

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５９０３

Ｕ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．０５６０９

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４１９６

Ｕ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００１７５

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１９０

Ｔ'ｎ　病院事業（機械器具整備事業・特別分）に充てるためｎ年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額に３分の２

を乗じて得た額

Ｕ'２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０６７

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０７０

Ｕ'２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０６６７

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０７０３

Ｕ'２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０６６７

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０６９９

Ｕ'３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０６６７０

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０６６７０

Ｕ'令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０６６６８

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０７１０２

Ｕ'令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．０６６７６

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０７０８４

Ｕ'令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．０６７３０

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５０３５

Ｕ'令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００２１０

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２２８

Ｔ２ｎ　災害拠点病院の機械器具整備に充てるためｎ年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額（符号Ｔ２'ｎに係るも

のを除く。）に２分の１を乗じて得た額

Ｕ２２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０５６

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５８

Ｕ２２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０５５６

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５８６

Ｕ２２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０５５６

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５８３

Ｕ２３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０５５５８

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５５５８

Ｕ２令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０５５５７

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５９１９

Ｕ２令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．０５５６４

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５９０３

Ｕ２令３
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ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．１００９５

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０７５５３

Ｕ２令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００２４５

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２６６

Ｔ２'ｎ　災害拠点病院の機械器具整備（特別分）に充てるためｎ年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額に３分の

１を乗じて得た額

Ｕ２'２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０３４

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３５

Ｕ２'２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０３３４

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３５２

Ｕ２'２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０３３４

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３５０

Ｕ２'３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０３３３５

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３３３５

Ｕ２'令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０３３３４

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３５５１

Ｕ２'令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．０３３３８

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３５４２

Ｕ２'令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．１００９５

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０７５５３

Ｖ　市町村立大学附属病院の建設又は改良に要する経費に充てるため平成５年度から平成１４年度までに発行を許可された地方

債（用地、職員宿舎及び大学の用に供する研究・研修部門を除く。）の元利償還金（「繰出金等について」によつて報告されたも

の）

Ｗｎ　市町村立大学附属病院事業（医療施設整備事業）に充てるため平成ｎ年度に発行について同意又は許可を得た地方債（平

成１３年度以前に基本設計等に着手した事業に限る。また、用地、職員宿舎、看護師宿舎及び大学の用に供する研究・研修部門

を除く。）の額

Ｘ１５＝０．０２１

Ｘ１６＝０．０１７

Ｘ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０２０

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６

Ｘ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０２０

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１５

Ｘ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０２０

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１５

Ｘ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０１９９１

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２３

Ｘ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０１９３４

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２２

Ｘ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０１８８０

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２２

Ｘ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０１８７６

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２１

Ｘ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０１８７６

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２１

Ｙｎ　市町村立大学附属病院事業（医療施設整備事業）に充てるため平成ｎ年度に発行について同意又は許可を得た地方債（平

成１４年度に基本設計等に着手した事業に限る。また、用地、職員宿舎、看護師宿舎及び大学の用に供する研究・研修部門を除

く。）の額
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Ｚ１５＝０．０１６

Ｚ１６＝０．０１３

Ｚ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０１５

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１２

Ｚ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０１５

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１１

Ｚ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０１５

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１１

Ｚ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０１４９３

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７

Ｚ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０１４５０

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７

Ｚ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０１４１０

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６

Ｚ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０１４０７

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６

Ｚ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０１４０７

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６

ＡＡｎ　市町村立大学附属病院事業（医療施設整備事業）に充てるためｎ年度に発行について同意又は許可を得た地方債（平成

１５年度以降に基本設計等に着手した事業に限る。また、用地、職員宿舎、看護師宿舎及び大学の用に供する研究・研修部門を

除く。）の額

ＡＢ１５＝０．０１２

ＡＢ１６＝０．０１０

ＡＢ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０１１

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００９

ＡＢ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０１１

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００９

ＡＢ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０１１

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００８

ＡＢ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０１１２０

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１３

ＡＢ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０１０８８

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１２

ＡＢ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０１０５８

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１２

ＡＢ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０１０３９

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１２

ＡＢ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０１０５５

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１２

ＡＢ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０１１

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１２

ＡＢ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０１０

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１２

ＡＢ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０１０
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イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１１

ＡＢ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．００９６

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１１０

ＡＢ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．００９６

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１１１

ＡＢ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．００４３７

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００５８４

ＡＢ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．００４０３

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００５５１

ＡＢ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．０００８５

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００８６

ＡＢ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００１３５

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１３８

ＡＢ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００２２３

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２３０

ＡＣｎ　市町村立大学附属病院事業（機械器具整備事業）に充てるためｎ年度に発行について同意又は許可を得た地方債（平成

１５年度以降に基本設計等に着手した事業に限る。また、用地、職員宿舎、看護師宿舎及び大学の用に供する研究・研修部門を

除く。）の額

ＡＤ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０２５

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６

ＡＤ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０２５０

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６４

ＡＤ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０２５０

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６２

ＡＤ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０２５０１

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２５０１

ＡＤ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０２５００

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６６３

ＡＤ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．０２５０４

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６５６

ＡＤ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．０２５２４

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８８８

ＡＤ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．０００７９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００８６

ＡＥｎ　病院事業一般会計出資債（医療施設整備事業）に充てるためｎ年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額

ＡＦ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０２４８９

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２９

ＡＦ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０２４１７

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２８

ＡＦ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０２３５１

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２７

ＡＦ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０２３４５

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２７

ＡＦ２４
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ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０２３４６

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６

ＡＦ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０２４

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６

ＡＦ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０２３

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６

ＡＦ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０２１

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４

ＡＦ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０２１４

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４５

ＡＦ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０２１４

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４８

ＡＦ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．００９７１

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１２９８

ＡＦ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．００８９６

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１２２５

ＡＦ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１９０

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１９２

ＡＦ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００３００

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３０８

ＡＧｎ　病院事業一般会計出資債（機械器具整備事業）に充てるためｎ年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額

ＡＨ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０５６

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５８

ＡＨ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０５５６

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５８６

ＡＨ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０５５６

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５８３

ＡＨ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０５５５８

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５５５８

ＡＨ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０５５５７

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５９１９

ＡＨ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．０５５６４

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５９０３

ＡＨ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．０５６０９

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４１９６

ＡＩ１　救急告示病院数

ＡＩ２　救急告示等病床数

ＡＪ　上水道の高料金対策に係る繰出基準額

ＡＫ　上水道水源開発元利償還金

ＡＬ　独立行政法人水資源機構負担金

ＡＭ　上水道広域化対策元利償還金

ＡＮ　上水道一般会計出資債元利償還金（平成１１年度以前）

ＡＯｎ　ｎ年度における市町村上水道一般会計出資債同意等額（符号ＡＯ'ｎに係るものを除く。）

ＡＰ１２＝０．０２６

ＡＰ１３＝０．０２７

ＡＰ１４＝０．０２２

ＡＰ１５＝０．０２４
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ＡＰ１６＝０．０１９

ＡＰ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０２３

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８

ＡＰ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０２２

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７

ＡＰ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０２２

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６

ＡＰ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０２２４０

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６

ＡＰ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０２１７５

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２５

ＡＰ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０２１１５

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４

ＡＰ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０２１１１

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４

ＡＰ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０２１１１

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４

ＡＰ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０２１

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４

ＡＰ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０２１

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２３

ＡＰ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０１９

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２２

ＡＰ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０１９２

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２２０

ＡＰ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０１９２

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２２３

ＡＰ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．００８７４

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１１６８

ＡＰ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．００８０６

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１１０３

ＡＰ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１７１

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１７３

ＡＰ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００２７０

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２７７

ＡＰ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００４９５

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００５１１

ＡＯ'ｎ　ｎ年度における広域化推進事業に係る市町村上水道一般会計出資債同意等額

ＡＰ'令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０１０７５

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１４７０

ＡＰ'令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００２２７

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２３０

ＡＰ'令３
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ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００３６０

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３６９

ＡＰ'令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００５９４

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６１３

ＡＱ　市町村立看護師等養成所生徒数

ＡＲ　令和４年度に発行について同意又は許可を得た病院事業債（脱炭素化事業）に係る地方債に相当する額（千円未満の端数

があるときは、その端数を四捨五入する。）

ＡＳ

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００２９７

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３０７

ＡＴ　令和４年度に発行について同意又は許可を得た上水道及び簡易水道一般会計出資債（脱炭素化事業）に係る地方債に相当

する額（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

ＡＵ

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００２９７

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３０７

α　当該市町村の財政力指数（当該市町村に係る基準財政収入額（錯誤に係る額として加減した額を除く。）を基準財政需要額

（錯誤に係る額として加減した額を除く。）で除して得た数値（小数点以下２位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す

る。）で当該年度前３年度内の各年度に係るものを合算して得たものを３で除して得た数値（小数点以下２位未満の端数がある

ときは、その端数を四捨五入する。）をいい、当該年度の４月１日以前３年の間に市町村の廃置分合又は境界変更によつてその

区域に異動のあつた市町村については、当該市町村が当該年度の４月１日現在の区域をもつて存在していたものとみなして算定

し、これらの額の分別の方法については、第４９条及び第５０条の規定を準用する。）に－０．５０を乗じて得た数（小数点以

下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）と０．７０との合計数とする。ただし当該合計数が、０．３００

に満たないときは０．３００とし、０．５００を超えるときは０．５００とする。

ＡＲ２　令和４年度に発行について同意又は許可を得た病院事業債（脱炭素化事業・残余分）に係る地方債に相当する額に２分

の１を乗じて得た額（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

ＡＳ２

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００４９５

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００５１１

ＡＲ２'　令和４年度に発行について同意又は許可を得た病院事業債（脱炭素化事業・特別分・残余分）に係る地方債に相当す

る額に３分の２を乗じて得た額（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

ＡＳ２'

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００５９４

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６１３

　 　 　 ２　診療所の数は、前年の四月一日現在における当該市町村立の医療法第一条の五第二項に規定する診療所（市町村が組織する

組合立の診療所は、当該診療所の所在する市町村立の診療所（当該市町村が当該組合を構成する市町村以外の市町村である場合

で総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村立の診療所）とみなす。）の

うち同日現在において休診しているものを除いたもの（以下「市町村立診療所」という。）の数として都道府県知事の申告に基

づき総務大臣が調査した数とする。

３　診療所病床数は、前年度における医療法第三十条の十三第一項の規定により都道府県知事に報告した市町村立診療所の病床

数（以下この表において「診療所 大使用病床数」という。）に、市町村立診療所ごとに次の算式により算定した数を合算した

数を加えた数とする。

算式

（Ａ－Ｂ）×０．３＋（Ｂ－Ｃ）×０．６＋（Ｃ－Ｄ）×０．９

（Ａ－Ｂ）、（Ｂ－Ｃ）又は（Ｃ－Ｄ）が負数となるときはそれぞれ０とし、ＣがＡよりも小さくないときは（Ａ－Ｂ）は０とし、

ＤがＡ、Ｂ又はＣのいずれよりも小さくないときは（Ａ－Ｂ）、（Ｂ－Ｃ）及び（Ｃ－Ｄ）は０とし、Ｃ≦Ｄ≦Ｂのときは（Ｂ－

Ｃ）は（Ｂ－Ｄ）とし、Ｂ≦Ｃ≦Ｄ≦Ａ又はＣ≦Ｂ≦Ｄ≦Ａのときは（Ａ－Ｂ）は（Ａ－Ｄ）とし、Ｂ≦Ｄ≦Ｃ≦Ａ又はＤ≦Ｂ

≦Ｃ≦Ａのときは（Ａ－Ｂ）は（Ａ－Ｃ）とし、（Ａ－Ｂ）×０．３、（Ｂ－Ｃ）×０．６及び（Ｃ－Ｄ）×０．９に小数点以下

の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ａ　４年前の７月１日現在における診療所稼働病床数（診療所病床数は、医療法第三十条の十三第一項の規定により都道府県知

事に報告した市町村立診療所の病床数（以下この表において「診療所稼働病床数」という。）

Ｂ　３年前の７月１日現在における診療所稼働病床数

Ｃ　前々年度における診療所 大使用病床数

Ｄ　前年度における診療所 大使用病床数

４　簡易水道等給水人口は、前年の三月三十一日現在における市町村公共施設状況調による当該市町村又は当該市町村の組織す

る組合が経営する簡易水道事業の施設及び飲料水供給施設に係る給水人口に次の算式により算定した数を加えた数とする。

算式

Ａ＋Ｂ×０．９＋Ｃ×０．７＋Ｄ×０．５＋Ｅ×０．３＋Ｆ×０．１

算式の符号

Ａ　「統合水道に係る旧簡易水道区域の給水人口について」（令和４年１０月２５日付け総財営第６９号）において報告された５

年前の４月１日から１年前の３月３１日までの間に簡易水道事業を統合し有することとなつた統合水道に係る旧簡易水道区域に

おける給水人口

Ｂ　「統合水道に係る旧簡易水道区域の給水人口について」において報告された６年前の４月１日から５年前の３月３１日まで

の間に簡易水道事業を統合し有することとなつた統合水道に係る旧簡易水道区域における給水人口
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Ｃ　「統合水道に係る旧簡易水道区域の給水人口について」において報告された７年前の４月１日から６年前の３月３１日まで

の間に簡易水道事業を統合し有することとなつた統合水道に係る旧簡易水道区域における給水人口

Ｄ　「統合水道に係る旧簡易水道区域の給水人口について」において報告された８年前の４月１日から７年前の３月３１日まで

の間に簡易水道事業を統合し有することとなつた統合水道に係る旧簡易水道区域における給水人口

Ｅ　「統合水道に係る旧簡易水道区域の給水人口について」において報告された９年前の４月１日から８年前の３月３１日まで

の間に簡易水道事業を統合し有することとなつた統合水道に係る旧簡易水道区域における給水人口

Ｆ　「統合水道に係る旧簡易水道区域の給水人口について」において報告された１０年前の４月１日から９年前の３月３１日ま

での間に簡易水道事業を統合し有することとなつた統合水道に係る旧簡易水道区域における給水人口

　 　 　 ５　簡易水道事業債元利償還金は、簡易水道整備事業費（簡易水道未普及解消緊急対策事業費を含む。）の財源に充てるため平

成三年度から平成十一年度までの各年度において発行を許可された地方債（当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除

く。）の当該年度における元利償還金（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）に四分の一を乗じて得た額

（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）に簡易水道未普及解消緊急対策事業費の財源に充てるため平成十一

年度以前に発行を許可された地方債（当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。）の当該年度における元利償還金（千

円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）に六分の一を乗じて得た額（千円未満の端数があるときは、その端数

を四捨五入する。）を加えた額とする。この場合において、市町村が組織する組合に係る当該元利償還金は、当該元利償還金を

当該組合を構成する市町村の長が協議して定め総務大臣が承認した率（協議が成立しないときは、総務大臣が定める率）により

按分したものをそれぞれの市町村の元利償還金とみなす。

６　平成十二年度から令和四年度までの各年度分の簡易水道事業債同意等額は、簡易水道整備事業費（簡易水道未普及解消緊急

対策事業費を含む。）の財源に充てるため平成十二年度及び平成十三年度に発行を許可された地方債の額に相当する額に四分の

一を乗じて得た額並びに平成十四年度から平成二十二年度までの各年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当す

る額に四十分の九を乗じて得た額（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）に簡易水道未普及解消緊急対策

事業費の財源に充てるため平成十二年度に発行を許可された地方債の額に相当する額に六分の一を乗じて得た額（千円未満の端

数があるときは、その端数を四捨五入する。）並びに簡易水道事業に係る地方公営企業法の財務規定等の適用に要する経費に充

てるため平成二十七年度から令和二年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額に二分

の一を乗じて得た額並びに令和三年度及び令和四年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額に二十

分の十一を乗じて得た額を加えた額とする。この場合において、市町村が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同

意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率（協議が成立しないときは、総務大臣が定め

る率）により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。

７　高料金対策簡易水道資本費は、次の（１）及び（２）の規定の全てに該当する簡易水道事業（「公営企業の経営に当たって

の留意事項について」（平成二十六年八月二十九日付け総財公第百七号、総財営第七十三号、総財準第八十三号）に基づく「「経

営戦略」策定の定義」を満たす経営戦略（以下「経営戦略」という。）を策定した事業であり、かつ、国勢調査令によつて調査

した平成二十二年十月一日現在における人口が三万人以上の市町村（構成市町村の人口合計が三万人以上の地方自治法第二百八

十四条第一項に規定する一部事務組合及び広域連合を含む。）が行う事業にあつては、地方公営企業法第二条第三項の規定によ

り同法の規定の全部又は一部を適用している事業として総務大臣が調査した事業に限る。以下「高料金対策簡易水道事業」とい

う。）について総務大臣が調査した前々年度の三月三十一日現在の当該簡易水道事業の有収水量一立方メートル当たりの資本費

の額とする。

（１）　総務大臣が調査した当該簡易水道事業の有収水量一立方メートル当たりの資本費の額が一五三円以上であること。

（２）　総務大臣が調査した当該簡易水道事業の有収水量一立方メートル当たりの供給単価が一八一円以上であること。

８　高料金対策簡易水道有収水量は、高料金対策簡易水道事業について総務大臣が調査した前々年度の三月三十一日現在の当該

高料金対策簡易水道事業の有収水量とする。

　 　 　 ９　市町村立等病院病床数は、前年の七月一日現在における当該市町村立の医療法第一条の五第一項に規定する病院（地方公営

企業法第二条第二項の財務規定等の適用があるもの又は当該市町村若しくは当該市町村が構成団体である一部事務組合が地方独

立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条の公営企業型地方独立行政法人（以下この表において「市

町村公営企業型地方独立行政法人」という。）の経営するものに限る。以下この表において「市町村立病院」という。）の結核病

床、精神病床及び感染症病床の許可病床数並びに前年の四月一日現在における一般病床及び療養病床の施設全体の 大使用病床

数を合算した数に、市町村立病院ごとに次の算式により算定した数を合算した数を加えた数とし、市町村立等病院特例病床数

は、六年前の三月三十一日から一年前の三月三十一日までの間の病床数の減少数として総務大臣が調査した数とする。この場合

において、市町村が組織する組合立の病院（都道府県、市町村及び一部事務組合が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する

設立団体である同法第八十一条の公営企業型地方独立行政法人の経営する病院を含む。）の病床数は、当該病床数を当該組合を

構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率（協議が成立しないときは、総務大臣が定める率）により按分した

ものをそれぞれの市町村立の病院の病床数（総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指

定する市町村立の病院の病床数）とみなし、都道府県及び市町村が組織する組合立の病院（都道府県、市町村及び一部事務組合

が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条の公営企業型地方独立行政法人の経営する病院を

含む。）の病床数は、当該病床数を当該組合を構成する都道府県の知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率

（協議が成立しないときは、総務大臣が定める率）により按分したものをそれぞれの都道府県立及び市町村立の病院の病床数（都

道府県知事の申告がある場合には、当該申告に基づき総務大臣が指定した都道府県立又は市町村立の病院の総務大臣が調査した

病床数）とみなす。

算式

（Ａ－Ｂ）×０．３＋（Ｂ－Ｃ）×０．６＋（Ｃ－Ｄ）×０．９

（Ａ－Ｂ）、（Ｂ－Ｃ）又は（Ｃ－Ｄ）が負数となるときはそれぞれ０とし、ＣがＡよりも小さくないときは（Ａ－Ｂ）は０とし、

ＤがＡ、Ｂ又はＣのいずれよりも小さくないときは（Ａ－Ｂ）、（Ｂ－Ｃ）及び（Ｃ－Ｄ）は０とし、Ｃ≦Ｄ≦Ｂのときは（Ｂ－

Ｃ）は（Ｂ－Ｄ）とし、Ｂ≦Ｃ≦Ｄ≦Ａ又はＣ≦Ｂ≦Ｄ≦Ａのときは（Ａ－Ｂ）は（Ａ－Ｄ）とし、Ｂ≦Ｄ≦Ｃ≦Ａ又はＤ≦Ｂ

≦Ｃ≦Ａのときは（Ａ－Ｂ）は（Ａ－Ｃ）とし、（Ａ－Ｂ）×０．３、（Ｂ－Ｃ）×０．６及び（Ｃ－Ｄ）×０．９に小数点以下

の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ａ　４年前の７月１日現在における一般病床及び療養病床の稼働病床数
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Ｂ　３年前の７月１日現在における一般病床及び療養病床の稼働病床数（ただし、当該市町村立病院が医療法第１条の５第２項

に規定する診療所に転換した場合は、当該診療所の病床数）

Ｃ　前々年度における一般病床及び療養病床の施設全体の 大使用病床数（ただし、当該市町村立病院が医療法第１条の５第２

項に規定する診療所に転換した場合は、当該診療所の病床数）

Ｄ　前年度における一般病床及び療養病床の施設全体の 大使用病床数（ただし、当該市町村立病院が医療法第１条の５第２項

に規定する診療所に転換した場合は、当該診療所の病床数）

１０　市町村立大学附属病院病床数は、前年の七月一日現在における当該市町村立の大学に附属する医療法第一条の五第一項に

規定する病院（以下この表において「市町村立大学附属病院」という。）の結核病床、精神病床及び感染症病床の許可病床数並

びに前年度における一般病床及び療養病床の施設全体の 大使用病床数を合算した数に、市町村立大学附属病院ごとに次の算式

により算定した数を合算した数を加えた数とする。

算式

（Ａ－Ｂ）×０．３＋（Ｂ－Ｃ）×０．６＋（Ｃ－Ｄ）×０．９

（Ａ－Ｂ）、（Ｂ－Ｃ）又は（Ｃ－Ｄ）が負数となるときはそれぞれ０とし、ＣがＡよりも小さくないときは（Ａ－Ｂ）は０とし、

ＤがＡ、Ｂ又はＣのいずれよりも小さくないときは（Ａ－Ｂ）、（Ｂ－Ｃ）及び（Ｃ－Ｄ）は０とし、Ｃ≦Ｄ≦Ｂのときは（Ｂ－

Ｃ）は（Ｂ－Ｄ）とし、Ｂ≦Ｃ≦Ｄ≦Ａ又はＣ≦Ｂ≦Ｄ≦Ａのときは（Ａ－Ｂ）は（Ａ－Ｄ）とし、Ｂ≦Ｄ≦Ｃ≦Ａ又はＤ≦Ｂ

≦Ｃ≦Ａのときは（Ａ－Ｂ）は（Ａ－Ｃ）とし、（Ａ－Ｂ）×０．３、（Ｂ－Ｃ）×０．６及び（Ｃ－Ｄ）×０．９に小数点以下

の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ａ　４年前の７月１日現在における一般病床及び療養病床の稼働病床数

Ｂ　３年前の７月１日現在における一般病床及び療養病床の稼働病床数

Ｃ　前々年度における一般病床及び療養病床の施設全体の 大使用病床数

Ｄ　前年度における一般病床及び療養病床の施設全体の 大使用病床数

１１　市町村立リハビリ病院病床数は、前年の七月一日現在における当該市町村立のリハビリ病院（医療法第一条の五第一項に

規定する病院のうちその病床が主として同法第七条第二項第五号に規定する一般病床である病院で主として理学療法又は作業療

法を行う病院をいい、市町村立病院を除く。以下この表において「市町村立リハビリ病院」という。）の結核病床、精神病床及

び感染症病床の許可病床数並びに前年度における一般病床及び療養病床の施設全体の 大使用病床数を合算した数に、市町村立

リハビリ病院ごとに次の算式により算定した数を合算した数を加えた数とする。

算式

（Ａ－Ｂ）×０．３＋（Ｂ－Ｃ）×０．６＋（Ｃ－Ｄ）×０．９

（Ａ－Ｂ）、（Ｂ－Ｃ）又は（Ｃ－Ｄ）が負数となるときはそれぞれ０とし、ＣがＡよりも小さくないときは（Ａ－Ｂ）は０とし、

ＤがＡ、Ｂ又はＣのいずれよりも小さくないときは（Ａ－Ｂ）、（Ｂ－Ｃ）及び（Ｃ－Ｄ）は０とし、Ｃ≦Ｄ≦Ｂのときは（Ｂ－

Ｃ）は（Ｂ－Ｄ）とし、Ｂ≦Ｃ≦Ｄ≦Ａ又はＣ≦Ｂ≦Ｄ≦Ａのときは（Ａ－Ｂ）は（Ａ－Ｄ）とし、Ｂ≦Ｄ≦Ｃ≦Ａ又はＤ≦Ｂ

≦Ｃ≦Ａのときは（Ａ－Ｂ）は（Ａ－Ｃ）とし、（Ａ－Ｂ）×０．３、（Ｂ－Ｃ）×０．６及び（Ｃ－Ｄ）×０．９に小数点以下

の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ａ　４年前の７月１日現在における一般病床及び療養病床の稼働病床数

Ｂ　３年前の７月１日現在における一般病床及び療養病床の稼働病床数

Ｃ　前々年度における一般病床及び療養病床の施設全体の 大使用病床数

Ｄ　前年度における一般病床及び療養病床の施設全体の 大使用病床数

１２　市町村立等病院事業債元利償還金は、令和三年度繰出基準に該当するもののうち医療法第一条の五第一項に規定する病院

及び同条第二項に規定する診療所の建設又は改良に要する経費（当該経費に充てることができる病院事業の経営に伴う収入の額

を超える部分に限る。）に充てるため平成三年度から平成十四年度までの各年度において発行を許可された地方債（当該年度の

六月一日以降に借り入れた地方債を除く。）の当該年度における元利償還金（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五

入する。）に三分の二を乗じて得た額（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）並びに令和四年度繰出基準に

該当するもののうち災害拠点病院が災害時における救急医療のために行う施設（通常の診療に必要な施設を上回る施設）の整備

に要する経費に充てるため平成十三年度及び平成十四年度に発行を許可された地方債（当該年度の六月一日以降に借り入れた地

方債を除く。）の当該年度における元利償還金（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）に三分の一を乗じて

得た額（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）の合算額とする。この場合において、地方団体が組織する

組合に係る当該元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率（協

議が成立しないときは総務大臣が定める率）により按分したものをそれぞれの地方団体の元利償還金とみなす。

１３　平成十五年度から令和四年度までの各年度分の市町村立等病院事業債同意等額は、令和四年度繰出基準に該当するものの

うち医療法第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所の建設又は改良に要する経費に充てるため平成十

五年度から令和四年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債（再生可能エネルギー発電設備の設置に係

る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債及び平成二十八年度から令和三年度までの各年度において発行につ

いて同意又は許可を得た地方債のうち当該都道府県の定める地域医療構想との整合性に係る当該都道府県の意見に基づき適当と

認められないものとして総務大臣が通知したものを除く。）の額に相当する額（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨

五入する。）に三分の二（平成十三年度以前からの継続事業、平成十四年度からの継続事業及び特別分（「公立病院に係る財政措

置の取扱いについて」（平成二十七年四月十日付け総財準第六十一号）第１　３（１）の再編・ネットワーク化に係る公立病院

の施設・設備の整備をいう。以下この１３において同じ。）に係る事業以外の事業にあつては二分の一）を乗じて得た額（千円

未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）、令和四年度繰出基準に該当するもののうち災害拠点病院が災害時におけ

る救急医療のために行う施設（通常の診療に必要な施設を上回る施設）整備に要する経費に充てるため平成十五年度から令和四

年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債（再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるた

め発行について同意又は許可を得た地方債及び平成二十八年度から令和四年度までの各年度において発行について同意又は許可

を得た地方債のうち当該都道府県の定める地域医療構想との整合性に係る当該都道府県の意見に基づき適当と認められないもの

として総務大臣が通知したものを除く。）の額に相当する額（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）に三分

の一（平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業にあつては二分の一）を乗じて得た額（千

円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）若しくは令和四年度繰出基準に該当するもののうち災害時医療施設（
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「災害時の医療確保に必要な公立病院の施設整備に係る財政措置の取扱いについて」（平成二十一年四月一日付け総財経第七十

号）において定める対象医療施設であつて、通常の診療に必要な施設を上回るものをいう。）の整備に要する経費に充てるため

平成二十一年度から令和四年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債（再生可能エネルギー発電設備の

設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債及び平成二十八年度から令和四年度までの各年度において

発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該都道府県の定める地域医療構想との整合性に係る当該都道府県の意見に基づ

き適当と認められないものとして総務大臣が通知したものを除く。）の額に相当する額（千円未満の端数があるときは、その端

数を四捨五入する。なお、令和三年度以前に発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、当該額に二分の一（特別分に

係る事業にあつては三分の一）を乗じて得た額（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とする。）の合算額

（医療施設整備事業分のうち、平成二十一年度から平成二十五年度までに同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平

方メートルあたり三十万円を上回る額を、平成二十六年度から令和二年度までの各年度に同意又は許可を得た地方債については

建築単価が一平方メートルあたり三十六万円を上回る額、令和三年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方

メートルあたり四十万円を上回る額、令和四年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートルあたり四十

七万円を上回る額を除く。）とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等

額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率（協議が成立しないときは、総務大臣が定める

率）により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。

１４　市町村立大学附属病院事業債元利償還金は、「繰出金等について」によつて報告のあつた当該市町村立の大学に附属する

医療法第一条の五第一項に規定する病院の建設又は改良に要する経費に充てるため平成五年度から平成十四年度までの各年度に

おいて発行を許可された地方債（用地、職員宿舎、看護師宿舎及び大学の用に供する研究・研修部門に係るもの並びに当該年度

の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。）の当該年度における元利償還金（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨

五入する。）とする。

　 　 　 １５　平成十五年度から令和四年度までの各年度分の市町村立大学附属病院事業債同意等額は、「繰出金等について」によつて

報告のあつた当該市町村立の大学に附属する医療法第一条の五第一項に規定する病院の建設又は改良に要する経費に充てるため

平成十五年度から令和三年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債（用地、職員宿舎、看護師宿舎、大

学の用に供する研究・研修部門及び再生可能エネルギー発電設備の設置に係るもの並びに当該年度の六月一日以降に借り入れた

地方債を除く。）の額に相当する額（医療施設整備事業分のうち、平成二十一年度から平成二十五年度までに同意又は許可を得

た地方債については建築単価が一平方メートル当たり三十万円を上回る額、平成二十六年度から令和二年度までの各年度に同意

又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり三十六万円を上回る額、令和三年度に同意又は許可を得た地

方債については建築単価が一平方メートルあたり四十万円を上回る額、令和四年度に同意又は許可を得た地方債については建築

単価が一平方メートルあたり四十七万円を上回る額を除き、千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とする。

１６　病院事業一般会計出資債同意等額は、令和三年度繰出基準に該当するもののうち医療法第三十一条に規定する公的医療機

関の再編等に伴う建設又は改良に要する経費であつて通常の建設又は改良に要する部分を超えるものに充てるため平成二十年度

から令和三年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債（再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費

に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債を除く。）の額に相当する額（千円未満の端数があるときは、その端数を

四捨五入する。）とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組

合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率（協議が成立しないときは、総務大臣が定める率）により按

分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。

１７　救急告示病院数は、前年の七月一日における救急病院等を定める省令第二条第一項の規定により告示された市町村の経営

する病院（市町村公営企業型地方独立行政法人の経営するものを含む。）の数とする。この場合において、市町村が組織する組

合立の救急告示病院（都道府県及び市町村が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条の公営

企業型地方独立行政法人の経営する病院を含む。）は、当該組合を構成するいずれかの市町村の経営する救急告示病院とみなし、

都道府県及び市町村が組織する組合立の救急告示病院（都道府県及び市町村が同法第六条第三項に規定する設立団体である同法

第八十一条の公営企業型地方独立行政法人の経営する救急告示病院を含む。）は、当該組合を構成する都道府県の知事及び市町

村の長が協議して定め、総務大臣が承認したいずれかの都道府県及び市町村の経営する救急告示病院とみなす。

１８　救急告示等病床数は、前年の七月一日における１７に規定する病院の救急告示病院病床数又は救命救急センター病床数

（その数が三十を超える場合にあつては、三十）を合算した数とする。この場合において、市町村が組織する組合立の救急告示

病院（都道府県及び市町村が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条の公営企業型地方独立

行政法人の経営する救急告示病院を含む。）の救急告示等病床数は、当該病床数を当該組合を構成する市町村の長が協議して定

め、総務大臣が承認した率（協議が成立しないときは、総務大臣が定める率）により按分したものをそれぞれの市町村立の救急

告示等病床数（総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村立の救急告示等

病床数）とみなし、都道府県及び市町村が組織する組合立の救急告示病院（都道府県及び市町村が同法第六条第三項に規定する

設立団体である同法第八十一条の公営企業型地方独立行政法人の経営する救急告示病院を含む。）の救急告示等病床数は、当該

病床数を当該組合を構成する都道府県の知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率（協議が成立しないとき

は、総務大臣が定める率）により按分したものをそれぞれの都道府県及び市町村の救急告示等病床数（都道府県知事の申告があ

る場合には、当該申告に基づき総務大臣が指定した都道府県又は市町村の救急告示病院の総務大臣が調査した救急告示等病床

数）とみなす。

１９　上水道の高料金対策に係る繰出基準額は、「令和五年度の地方公営企業繰出金について（通知）」（令和五年四月三日付け

総財公第二十八号）第１、６（２）イ（ア）に該当する繰出基準額として次の算式により得られる額として総務大臣が調査した

額（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とする。

算式

（Ａ－１４８）×Ｂ

算式の符号

Ａ　次の（１）から（３）までの規定の全てに該当する高料金対策上水道事業（経営戦略を策定した事業として総務大臣が調査

した事業に限る。以下「高料金対策上水道事業」という。）について総務大臣が調査した前々年度の３月３１日現在の当該高料

金対策上水道事業の有収水量１立方メートル当たりの資本費

（１）　総務大臣が調査した当該上水道事業の有収水量１立方メートル当たりの資本費の額が１４８円以上であること。

（２）　総務大臣が調査した当該上水道事業の有収水量１立方メートル当たりの給水原価が２４４円以上であること。

（３）　総務大臣が調査した当該上水道事業（東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成２３年

法律第４０号）第２条第２項に規定する特定被災地方公共団体のうち浪江町及び特定被災地方公共団体が加入する地方自治法第
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２８４条第１項に規定する一部事務組合又は広域連合のうち双葉地方水道企業団が実施する上水道事業を除く。）の有収水量１

立方メートル当たりの供給単価が１８１円以上であること。

Ｂ　高料金対策上水道事業について総務大臣が調査した前々年度の３月３１日現在の当該高料金対策上水道事業の有収水量

２０　上水道水源開発元利償還金は、国庫の補助金を受けて施行する上水道水源開発施設整備事業に係る経費に充てるため昭和

四十二年度から平成元年度までの各年度において発行を許可された地方債の許可額のうち国庫の補助金の額の算定の基礎となつ

た額の三十分の七（昭和五十五年度以前の年度において発行を許可された地方債に係る事業及び繰出基準に基づき一般会計から

出資が行われることとされた事業以外の事業にあつては、三分の一）に相当する額に係る当該年度における元利償還金（建設仮

勘定に係るものを除く。千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とする。この場合において、地方団体が組

織する組合に係る当該元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した

率（協議が成立しないときは、総務大臣が定める率）により按分したものをそれぞれの地方団体の元利償還金とみなす。

　 　 　 ２１　独立行政法人水資源機構負担金は、独立行政法人水資源機構法第二十五条の規定により当該年度中に当該市町村が支払う

割賦負担金の額（建設仮勘定に係るものを除く。）に三分の一を乗じて得た額（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨

五入する。）とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該負担金は、当該負担金を当該組合を構成する地方

団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率（協議が成立しないときは、総務大臣が定める率）により按分したものをそれ

ぞれの地方団体の負担金とみなす。

２２　上水道広域化対策元利償還金は、国庫の補助金を受けて施行する上水道広域化施設整備事業に係る経費に充てるため昭和

四十二年度から平成元年度までの各年度において発行を許可された地方債の許可額のうち国庫の補助金の額の算定の基礎となつ

た額（超過率の適用のあるものにあつては、当該額にそれぞれの超過率を乗じて得た額とする。）の三十分の七（昭和五十五年

度以前の年度において発行を許可された地方債に係る事業及び繰出基準に基づき一般会計から出資が行われることとされた事業

以外の事業にあつては、三分の一）に相当する額に係る当該年度における元利償還金（建設仮勘定に係るものを除く。千円未満

の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該元利償還金

は、当該元利償還金を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率（協議が成立しないときは、総

務大臣が定める率）により按分したものをそれぞれの地方団体の元利償還金とみなす。

２３　上水道一般会計出資債元利償還金は、国庫の補助金を受けて施行する上水道施設整備等事業に要する経費のうち、一般会

計が上水道事業特別会計に出資する財源に充てるため平成十一年度以前に発行を許可された地方債（当該年度の六月一日以降に

借り入れた地方債を除く。）の当該年度における元利償還金（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とす

る。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する地方団体の長

が協議して定め、総務大臣が承認した率（協議が成立しないときは、総務大臣が定める率）により按分したものをそれぞれの地

方団体の元利償還金とみなす。

２４　平成十二年度から令和四年度までの各年度分の市町村上水道一般会計出資債同意等額は、国庫の補助金を受けて施行する

上水道施設整備等事業に要する経費のうち、一般会計が上水道事業特別会計に出資する財源に充てるため平成十二年度から令和

四年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債（再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てる

ため発行について同意又は許可を得た地方債を除く。）の額に相当する額（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入

する。）とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成

する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率（協議が成立しないときは、総務大臣が定める率）により按分したも

のをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。

２５　広域化推進事業に係る令和元年度から令和四年度までの各年度分の市町村上水道一般会計出資債同意等額は、広域化推進

事業に要する経費のうち、一般会計が上水道事業特別会計に出資する財源に充てるため令和元年度から令和四年度までの各年度

において発行について同意又は許可を得た地方債（再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同

意又は許可を得た地方債を除く。）の額に相当する額（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とする。この

場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協

議して定め、総務大臣が承認した率（協議が成立しないときは、総務大臣が定める率）により按分したものをそれぞれの地方団

体の同意等額とみなす。

２６　市町村立看護師等養成所生徒数は、「繰出金等について」によつて報告された当該市町村立看護師養成所及び准看護師養

成所の前年の四月一日現在の生徒数と保健師助産師看護師学校養成所指定規則（昭和二十六年文部省・厚生省令第一号）により

都道府県知事が指定した当該市町村立保健師養成所及び助産師養成所の前年の四月一日現在の生徒数の合計数とする。

　 　 　 ２７　密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式イ、算式ウ、算式エ及び算式オにより算定した数（小数点以下三位未満の端数があ

るときは、その端数を四捨五入する。）とする。

算式イ

１／Ａ×｛（０．５＋０．５×α）×Ｂ×０．４６７＋（０．５＋０．５×β）×Ｃ×０．３１９｝

算式イの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　７（６）割軽減保険料軽減者数に１．７５を乗じて得た数、５（４）割軽減保険料軽減者数に１．２５を乗じて得た数及び

２割軽減保険料軽減者数に０．５を乗じて得た数を合算した数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｃ　７（６）割軽減保険料軽減世帯数に１．７５を乗じて得た数、５（４）割軽減保険料軽減世帯数に１．２５を乗じて得た数

及び２割軽減保険料軽減世帯数に０．５を乗じて得た数を合算した数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す

る。）

α　次の算式によつて算定した率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式
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に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

ａ　減額した被保険者均等割額計

ｂ　符号Ｂに同じ。

β　次の算式によつて算定した率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式

に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

ｃ　減額した世帯別平等割額計

ｄ　符号Ｃに同じ。

算式ウ

算式ウの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　７（６）割軽減保険料軽減者数、５（４）割軽減保険料軽減者数に０．９３を乗じて得た数及び２割軽減保険料軽減者数に

０．８７を乗じて得た数を合算した数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式エ

算式エの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　一般被保険者数

算式オ

算式オの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　次の算式により算定した数（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式

算式の符号

α　算式イの符号 α に同じ。

Ｂ'　算式イの符号Ｂに同じ。

β　算式イの符号 β に同じ。

Ｃ'　算式イの符号Ｃに同じ。
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Ｃ　次の算式により算定した数

算式

γ が０．６１以上のとき　γ／０．６１

γ が０．５６以上０．６１未満のとき　

γ が０．５６未満のとき　０

算式の符号

γ ＝保険料軽減世帯数計／一般被保険者世帯等数

Ｄ　国民健康保険実態調査により厚生労働大臣に報告した前年度の９月３０日現在の当該団体の国民健康保険一般被保険者数

（以下この号において「前年度９月３０日現在一般被保険者数」という。）のうち６０歳以上７５歳未満の者の数

Ｅ　次の算式によつて算定した数（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式

０．５４≦（ａ／ｂ）のとき　

（ａ／ｂ）＜０．４３のとき　０

算式の符号

ａ　符号Ｄに同じ。

ｂ　前年度９月３０日現在一般被保険者数

２８　市町村が組織する組合が国民健康保険を行うときは、当該組合に係る七（六）割軽減保険料軽減者数、五（四）割軽減保

険料軽減者数、二割軽減保険料軽減者数、七（六）割軽減保険料軽減世帯数、五（四）割軽減保険料軽減世帯数、二割軽減保険

料軽減世帯数、減額した被保険者均等割額計及び減額した世帯別平等割額計を当該組合を構成する市町村ごとに分別して２６の

規定を適用する。

　 　 　 ２９　一般被保険者世帯等数は、市町村税課税状況調（国保関係）の「第１表　ｎ―２年度国民健康保険の加入者の状況に関す

る調」の「（その１基礎課税（賦課）額に係る分」の「被保険者世帯等数」の「計（Ｃ）」の欄の数とする。

　 十　

高齢

者保

健福

祉費

六

十

五

歳

以

上

人

口

１　密度補正に用いる密度は、次の算式ア、算式イ、算式ウ及び算式エにより算定した数（小数点以下三位未満の端数があると

きは、その端数を四捨五入する。）とする。

算式ア

（Ｂ×１０）／Ａ

算式アの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　養護老人ホーム被措置者数

算式イ

算式イの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　居宅介護サービス等受給者数

Ｃ　施設介護サービス受給者数

算式ウ

（Ｂ×６３．５５６＋Ｃ×８０．４６０＋Ｄ×１２６．７２２）／Ａ

算式ウの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　年間平均利用者数が５人以下である生活支援ハウス施設数

Ｃ　年間平均利用者数が６人以上１０人以下である生活支援ハウス施設数

Ｄ　年間平均利用者数が１１人以上である生活支援ハウス施設数

算式エ

Ｂ×０．０５２／Ａ

算式エの符号

Ａ　測定単位の数値
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Ｂ　所得段階別第１号被保険者数における、第１段階被保険者数に１．００を乗じて得た数、第２段階被保険者数に１．２５を

乗じて得た数及び第３段階被保険者数に０．２５を乗じて得た数（それぞれについて整数未満の端数があるときは、その端数を

四捨五入する。）を合算した数

　 　 　 ２　養護老人ホーム被措置者数は、当該年度の四月一日現在において老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）の規定によ

つて養護老人ホームに入所措置されている者として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第三十三　養護老人ホー

ムの措置人数」のうち当該市町村がその経費を負担したものの実人員数に〇・八四〇〇を乗じて得た数（整数未満の端数がある

ときは、その端数を四捨五入する。）の合計数とする。

３　居宅介護サービス等受給者数は、当該市町村において、介護保険事業状況報告によつて令和五年二月分として厚生労働省に

報告された「一般状況（１１）居宅介護（介護予防）サービス受給者数」の表側「総数」、表頭「合計」の欄の数値（以下「居

宅介護サービス受給者数」という。）及び「一般状況（１２）地域密着型（介護予防）サービス受給者数」の表側「総数」、表頭

「合計」の欄の数値（以下「地域密着型サービス受給者数」という。）の合計数とする。

４　施設介護サービス受給者数は、当該市町村において、介護保険事業状況報告によつて令和五年二月分として厚生労働省に報

告された「一般状況（１３）施設介護サービス受給者数」の表側「総数」、表頭「合計」の欄の数値とする。

５　生活支援ハウス施設数は、当該年度の四月一日現在において、介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第八条第七項に規

定する通所介護を行うこと又は同条第八項に規定する通所リハビリテーションを行うことが可能な施設に併設又は隣接される居

住施設のうち、原則として、六十歳以上の者のうち、一人暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者又は家族による援助を受ける

ことが困難な者であつて、高齢等のため独立して生活することについて困難であると市町村長が認めるもの（以下この号におい

て「利用者」という。）の居住の用に供され、次の各号に掲げる要件を満たす施設（ただし、地方団体が組織する組合が利用者

を決定する施設は当該施設の所在する市町村が運営する施設とみなす。）として総務大臣が通知した数とする。

一　次の各号に掲げる事業を実施すること。

（一）　利用者に対する各種相談、助言及び緊急時の対応

（二）　利用者の虚弱化等に伴い、保健医療サービス及び福祉サービスを必要とする場合における利用手続きの援助

（三）　利用者と地域住民との交流を図るための各種事業の実施及び交流のための場の提供

二　利用者に対するサービス内容を市町村（地方団体が組織する組合を含む。）が決定すること。

三　当該年度の四月一日現在において、当該施設の運営に係る条例、規則又は要綱が施行されていること。

６　年間平均利用者数は、前年度における施設の延べ利用者数を施設の運営日数で除して得た数（整数未満の端数があるとき

は、その端数を四捨五入する。）とする。

７　第一段階被保険者数は、当該都道府県の区域内の市町村において介護保険事業状況報告（年報）によつて令和二年度分とし

て厚生労働省に報告された「一般状況（４）所得段階別第１号被保険者数（当年度末現在）」の「ア　第１段階」の表側「第１

段階」、表頭「年度末現在被保険者数」の欄の数値、第二段階被保険者数は、「イ　第２段階」の表側「第２段階」、表頭「年度

末現在被保険者数」の欄の数値、第三段階被保険者数は、「ウ　第３段階」の表側「第３段階」、表頭「年度末現在被保険者数」

の欄の数値とする。

８　市町村が組織する組合が介護保険を行うときは、当該組合に係る居宅介護サービス受給者数、地域密着型サービス受給者

数、施設介護サービス受給者数、第一段階被保険者数、第二段階被保険者数及び第三段階被保険者数を当該組合を構成する市町

村ごとに分別して３、４及び７の規定を準用する。

七

十

五

歳

以

上

人

口

１　密度補正に用いる密度は、次の算式により算定した数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す

る。）とする。

算式

（Ｂ×０．０７６）／Ａ

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　２割軽減被保険者数に０．４を乗じて得た数、５割軽減被保険者数に１．０を乗じて得た数及び７割軽減被保険者数に１．

４を乗じて得た数（それぞれについて整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）を合算した数

２　二割軽減被保険者数は、高齢者医療実態調査によつて調査した表「令和４年度市区町村別データ」における表頭「２割軽

減」、各市町村に該当する表側部分の数値、五割軽減被保険者数は、表頭「５割軽減」、各市町村に該当する表側部分の数値及び

七割軽減被保険者数は、表頭「７割軽減」、各市町村に該当する表側部分の数値とする。

　 十

一　

清

掃費

人

口

１　密度補正Ⅱに用いる密度は、入湯税納税義務者数に〇・〇〇三を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を

四捨五入する。）を当該市町村の測定単位の数値で除して得た数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五

入する。）とする。

２　入湯税納税義務者数は、令和二年度の市町村税課税状況等の調（以下「市町村税課税状況調」という。）による令和元年度

の入湯客数とする。

　 十

二　

農業

行

政費

農

家

数

１　密度補正Ⅰに用いる密度は、次の算式により算定した数（小数点以下四位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す

る。）とする。

算式

（０．０６７５×α ＋０．０４３１×β ＋０．００６１×γ）／Ａ

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

α　田の面積

β　畑の面積

γ　牧草専用地の面積

２　田及び牧草専用地の面積は、農林業センサス規則によつて調査した令和二年二月一日現在における田及び牧草専用地の面積

とする。

３　畑の面積は、農林業センサス規則によつて調査した令和二年二月一日現在における畑の面積から、牧草専用地の面積を除い

た面積に、樹園地の面積を加えた面積とする。

４　密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式により算定した数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す

る。）とする。
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算式

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

α　農道延長

５　農道延長は、前年度の八月一日現在において、「農道台帳について」（平成二年三月二十二日付け２構改Ｄ第四十六号）に基

づき作成された土地改良法に基づく土地改良事業、独立行政法人森林総合研究所法（平成十一年法律第百九十八号）に基づく森

林総合研究所事業（同法附則第十一条第一項の規定に基づく事業、独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律（平成二十年法律

第八号）による廃止前の独立行政法人緑資源機構法（平成十四年法律第百三十号）附則第八条第一項の規定に基づく事業、同法

附則第十条の規定による廃止前の緑資源公団法（昭和三十一年法律第八十五号）附則第十三条第一項の規定に基づく事業、森林

開発公団法の一部を改正する法律（平成十一年法律第七十号）附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法（昭和四十九

年法律第四十三号）第十九条第一項及び附則第十九条第一項の規定に基づく事業並びに農用地開発公団法の一部を改正する法律

（昭和六十三年法律第四十四号）による改正前の農用地開発公団法第十九条の規定に基づく事業を含む。）又はふるさと農道緊急

整備事業（「ふるさと農道緊急整備事業について」（平成五年一月二十日付け５構改Ｄ第三十二号、自治調第一号）によつて採択

された事業をいう。以下同じ。）により造成された道路（以下この条において農道という。）に係る台帳に記載されている農道の

うち、幅員が全区間において四メートル以上であり、かつ、当該農道の起点及び終点が道路法第二条第一項に規定する道路又は

農道台帳に記載されている農道で幅員が全区間において四メートル以上であるものと接続しているもので市町村が管理している

もの（市町村有で市町村が農道として管理している農道、国有で土地改良法第九十四条の六の規定に基づき市町村が管理してい

る農道、都道府県有で同法第九十四条の十の規定に基づき市町村が管理している農道及び土地改良区有で同法第九十六条の四の

規定に基づき土地改良区から申し出のあつた農道で農道管理委託協定書が締結されている等委託関係が明らかなものをいう。）

の延長とする。

　 十

三　

林野

水産

行

政費

林

業

及

び

水

産

業

の

従

業

者

数

１　密度補正Ⅰに用いる密度は、次の算式により算定した数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す

る。）とする。

算式

（Ｂ×０．０４８）／Ａ

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　市町村又は財産区の所有する森林の面積

２　市町村又は財産区の所有する森林の面積は、農林業センサス規則によつて調査した令和二年二月一日現在における市町村の

所有する森林の面積と財産区の所有する森林の面積との合計数とする。

３　密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式により算定した数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す

る。）とする。

算式

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　公有及び私有の林野面積

４　公有及び私有の林野面積は、農林業センサス規則によつて調査した令和二年二月一日現在における民有林野の面積とする。

５　密度補正Ⅲに用いる密度は次の算式により算定した数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す

る。）とする。

算式

（Ｂ×３，１３２＋Ｃ×１４４，６０６＋Ｄ×１０５）／（４７１，０００×Ａ）

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　次の算式により算定した数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「市町村譲与基準面積」とい

う。）

算式

ａ×ｂ

算式の符号

ａ　私有林人工林面積

ｂ　森林環境税法施行規則第１条の２の表上欄に掲げる市町村の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げる率

Ｃ　市町村の森林環境譲与税の譲与の基準となる林業従業者数

Ｄ　市町村の森林環境譲与税の譲与の基準となる人口

６　市町村の森林環境譲与税の譲与の基準となる林業従業者数（以下「市町村譲与基準従業者数」という。）は、森林環境税法

第二十八条第一項及び森林環境税法施行規則第二条第一項に規定する各市町村において林業に就業する者の数とする。ただし、

森林環境税法施行規則附則第四条第一項の規定の適用を受ける市町村については、当該規定による数とする。
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７　市町村の森林環境譲与税の譲与の基準となる人口（以下「市町村譲与基準人口」という。）は、森林環境税法第二十八条第

一項及び森林環境税法施行規則第三条に規定する各市町村の人口とする。ただし、森林環境税法施行規則附則第五条第一項の規

定の適用を受ける市町村については、当該規定による人口とする。

　 十

四　

地域

振

興費

人

口

１　密度補正Ⅰに用いる密度は、次の算式によつて算定した数を当該市町村の人口で除して得た数（小数点以下三位未満の端数

があるときは、その端数を四捨五入する。）とする。

算式

Ａ×３８．５０６＋（Ｂ×３，５６３．２＋Ｃ×４５９．８）×α

算式の符号

Ａ　地位協定第１条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属及び家族で当該市町村に居住するものの数として総務大臣が通知し

た数

Ｂ　地位協定第２条第１項に規定する施設及び区域に係る土地の面積として総務大臣が通知した数

Ｃ　自衛隊法第２条第１項に規定する自衛隊の用に供する土地の面積として総務大臣が通知した数

α　ＢとＣとの合計数を第５条第１項の表第２号１の面積で除して得た数（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数

を四捨五入する。）が０．３００未満の場合は１．０、０．３００以上０．４００未満の場合は１．１、０．４００以上０．５

００未満の場合は１．２、０．５００以上０．６００未満の場合は１．３、０．６００以上０．７００未満の場合は１．５、

０．７００以上０．８００未満の場合は２．０、０．８００以上の場合は３．０

２　密度補正Ⅲに用いる密度は、次の算式により算定した数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す

る。）とする。

算式

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　当該市町村が語学指導等を行う外国青年招致事業の実施のため採用した外国青年の数並びに外国自治体との自治体間交流及

び外国自治体等との各種分野における交流に基づいて招致した外国籍職員の数の合計数として総務大臣が調査した数

２　前項の規定によつて密度補正に用いる密度を算定する場合において、地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、当該密度の算定

の基礎となる数値（測定単位の数値であるものを除く。）が、当該地方団体が当該年度の四月一日現在における区域（以下この項におい

て「算定期日における区域」という。）と異なる区域をもつて存在する日若しくは当該地方団体が存在しない日又はこれらの日を含む期

間（以下この項において「調査日等」と総称する。）における数値によることとされているときは、特別の定めがある場合のほか、当該

地方団体の当該数値は、当該地方団体が調査日等において算定期日における区域をもつて存在していたものと仮定してそれぞれの規定に

より算定した数値とする。ただし、総務大臣が当該境界変更に係る区域の面積及び人口が著しく少ないこと等特別の事情があると認める

ときは、本文の規定を適用しないことができる。

３　「下水道費」及び「特別支援学校費」に係る密度補正係数は、それぞれ当該測定単位に係る密度に一を加えた率とする。

４　「消防費」の密度補正Ⅰ係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で

除して得た率とし、密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅱの密度に一を加えた率とし、密度補正Ⅲ係数は、当該測定単位に

係る密度補正Ⅲの密度に一を加えた率とする。

５　都道府県の「その他の土木費」に係る密度補正Ⅰ係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率

を乗じる前の人口密度で除して得た率とし、密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る密度から〇・〇八〇を控除した数に一を加えた率と

する。

６　市町村の「その他の土木費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る密度から〇・〇七七を控除した数に一を加えた率とする。

７　市町村の「小学校費」の密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅰの密度及び当該測定単位に係る密度補正Ⅱの密度から〇・〇

五〇を控除して得た率とを合算した率に一を加えた率とする。

８　市町村の「中学校費」の密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅰの密度及び当該測定単位に係る密度補正Ⅱの密度から〇・〇

九八を控除して得た率とを合算した率に一を加えた率とする。

９　都道府県の「その他の教育費」に係る密度補正Ⅰ係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率

を乗ずる前の人口密度で除して得た率とし、密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正Ⅱの密度から〇・三〇七を控

除した数、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正Ⅱの密度から〇・〇八四を控除した数及び当該測定単位に係る算式ウに係る密度補

正Ⅱの密度から〇・〇九一を控除した数を合算した率に一を加えた率とする。

１０　市町村の「その他の教育費」に係る密度補正Ⅰ係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率

を乗ずる前の人口密度で除して得た率とし、密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正Ⅱの密度、当該測定単位に係

る算式イに係る密度補正Ⅱの密度、当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正Ⅱの密度から〇・〇五一を控除した数及び当該測定単位に

係る算式エに係る密度補正Ⅱの密度から〇・〇〇八を控除した数を合算した率に一を加えた率とし、密度補正Ⅲ係数は、当該測定単位に

係る算式に係る密度補正Ⅲの密度から〇・一八八を控除した数に一を加えた率とし、密度補正Ⅳ係数は、人口密度に別表第一に定めるそ

れぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とする。

１１　都道府県の「生活保護費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度に別表第二の五に定めるそれぞ

れの率を乗じて得た率（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）から四・九六七を控除した数に〇・一五

五を乗じて得た率（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）に算式イに係る密度補正の密度から一・四六

一を控除した数に〇・〇六九を乗じて得た率（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）を加えた率に一を

加えた率とする。

１２　市町村の「生活保護費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度に別表第一に定めるそれぞれの率

を乗じて得た率（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）から四・九六六を控除した数に〇・一五五を乗

じて得た率（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）に算式イに係る密度補正の密度から一・四六一を控
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除した数に〇・〇八四を乗じて得た率（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）を加えた率に一を加えた

率とする。

１３　都道府県の「社会福祉費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式ア（１）に係る密度補正の密度から〇・一一九を控除し

た数、当該測定単位に係る算式ア（２）に係る密度補正の密度から〇・〇八二を控除した数、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正

の密度から〇・一三三を控除した数、当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の密度から〇・〇一五を控除した数、当該測定単位に係

る算式エ（１）に係る密度補正の密度から〇・〇五八を控除した数、算式エ（２）に係る密度補正の密度から〇・二五三を控除した数、

算式エ（３）に係る密度補正の密度から〇・〇四一を控除した数、算式オに係る密度補正の密度から〇・〇二〇を控除した数、算式カに

係る密度補正の密度から〇・〇〇五を控除した数及び算式キに係る密度補正の密度から〇・〇〇六を控除した数を合算した率に一を加え

た率とする。

１４　市町村の「社会福祉費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式ア（１）に係る密度補正の密度から〇・一七八を控除した

数に〇・五五四を乗じて得た数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）、当該測定単位に係る算式ア（２）

に係る密度補正の密度から〇・三五三を控除した数に〇・二五四を乗じて得た数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を

四捨五入する。）、当該測定単位に係る算式イ（１）に係る密度補正の密度から〇・六二二を控除した数に〇・一三九を乗じて得た数（小

数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）、当該測定単位に係る算式イ（２）に係る密度補正の密度から〇・九

四二を控除した数に〇・〇六三を乗じて得た数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）、当該測定単位に

係る算式ウに係る密度補正の密度から〇・〇四七を控除した数に〇・五五三を乗じて得た数（小数点以下三位未満の端数があるときは、

その端数を四捨五入する。）、当該測定単位に係る算式エに係る密度補正の密度から〇・〇九六を控除した数、当該測定単位に係る算式オ

に係る密度補正の密度から市（福祉事務所設置町村を含む。）にあつては〇・〇四五を控除した数、当該測定単位に係る算式カ（１）に

係る密度補正の密度から〇・〇四二を控除した数、算式カ（２）に係る密度補正の密度から〇・一八三を控除した数、算式カ（３）に係

る密度補正の密度から〇・〇三〇を控除した数、算式キに係る密度補正の密度から〇・〇一五を控除した数及び算式クに係る密度補正の

密度から〇・三九五を控除した数に〇・〇一一を乗じて得た数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

を合算した率に一を加えた率とする。

１５　「衛生費」に係る密度補正Ⅰ係数は、当該都道府県の人口（指定都市、中核市、特別区及び保健所設置市（以下この項において「保

健所設置市等」という。）を包括する都道府県にあつては、当該都道府県の人口から保健所設置市等の区域に係る人口を控除した数）を

当該都道府県の面積（保健所設置市等を包括する都道府県にあつては、当該都道府県の面積から保健所設置市等の区域に係る面積を控除

した数）で除して得た数（表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この項及び別表第一において「保健所設置

市等以外の区域に係る人口密度」という。）に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の保健所設置

市等以外の区域に係る人口密度で除して得た率とし、密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度から〇・〇四

六を控除した数に算式イに係る密度補正の密度を合計した数に一を加えた率とし、密度補正Ⅲ係数は、当該測定単位に係る算式ウに係る

密度補正Ⅲの密度から〇・一六九を控除して得た数、当該測定単位に係る算式エに係る密度補正Ⅲの密度から〇・〇三五を控除した数、

当該測定単位に係る算式オに係る密度補正Ⅲの密度から〇・〇五三を控除した数及び当該測定単位に係る算式カに係る密度補正Ⅲの密度

から〇・三一一を控除した数とを合算した率に一を加えた率とする。

１６　「保健衛生費」に係る密度補正Ⅰ係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度から〇・〇〇四九を控除して得た数（小

数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）に一を加えた率とし、密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る算式

イに係る密度補正Ⅱの密度から〇・一〇一を控除した数、当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正Ⅱの密度から〇・〇六四を控除した

数、当該測定単位に係る算式エに係る密度補正Ⅱの密度から〇・〇九四を控除した数及び当該測定単位に係る算式オに係る密度補正Ⅱの

密度とを合算した率に一を加えた率とする。

１７　都道府県の「高齢者保健福祉費」のうち、六十五歳以上人口を測定単位とするものに係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式

アに係る密度補正の密度から〇・八七〇を控除した数及び当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から〇・〇一九を控除した数

とを合算した率に一を加えた率とし、七十五歳以上人口を測定単位とするものに係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式に係る密

度補正の密度から〇・一五三を控除した率に一を加えた率とする。

１８　市町村の「高齢者保健福祉費」のうち、六十五歳以上人口を測定単位とするものに係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式ア

に係る密度補正の密度から〇・〇一二を控除した数に、四・〇四二を乗じて得た数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数

を四捨五入する。）、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から〇・六六〇を控除した数、当該測定単位に係る算式ウに係る密

度補正の数及び当該測定単位に係る算式エに係る密度補正の密度から〇・〇一六を控除した数とを合算した率に一を加えた率とし、七十

五歳以上人口を測定単位とするものに係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式に係る密度補正の密度から〇・〇五八を控除した率

に一を加えた率とする。

１９　「清掃費」の密度補正Ⅰ係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度

で除して得た率とし、密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅱの密度に一を加えた率とする。

２０　都道府県の「農業行政費」に係る密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅱの密度から〇・〇五七五を控除して得た率（小

数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）に一を加えた率とし、密度補正Ⅲ係数は、当該測定単位に係る密度

補正Ⅲの密度から〇・〇七二六を控除して得た率（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）に一を加えた

率とし、密度補正Ⅳ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅳの密度から〇・〇四〇〇を控除して得た率（小数点以下三位未満の端数があ

るときは、その端数を四捨五入する。）に一を加えた率とする。

２１　市町村の「農業行政費」に係る密度補正Ⅰ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅰの密度から〇・〇九三三を控除して得た率（小数

点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）に一を加えた率とし、密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る密度補

正Ⅱの密度に一を加えた率とする。

２２　都道府県の「林野行政費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補正の密度から〇・七四九を控除して得た率（小数点以

下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）に一を加えた率とする。

２３　市町村の「林野水産行政費」に係る密度補正Ⅰ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅰの密度から〇・一〇一に当該年度の普通態容

補正Ⅰ係数、普通態容補正Ⅱ係数、経常態容補正係数及び寒冷補正係数を乗じて得た数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その

端数を四捨五入する。）を控除した数に〇・四を乗じて得た率（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）に

一を加えた率とし、密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅱの密度から〇・〇五一に当該年度の普通態容補正Ⅰ係数、普通態

容補正Ⅱ係数、経常態容補正係数及び寒冷補正係数を乗じて得た数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す

る。）を控除した数に一を加えた率とし、密度補正Ⅲ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅲの密度から〇・三六一に当該年度の普通態

容補正Ⅰ係数、普通態容補正Ⅱ係数、経常態容補正係数及び寒冷補正係数を乗じて得た数（小数点以下三位未満の端数があるときは、そ

の端数を四捨五入する。）を控除した数に一を加えた率とする。
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２４　市町村の「徴税費」に係る密度補正係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前

の人口密度で除して得た率とする。

２５　「戸籍住民基本台帳費」に係る密度補正係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ず

る前の人口密度で除して得た率とする。

２６　都道府県の「地域振興費」に係る密度補正Ⅰ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅰの密度に一を加えた率とする。

２７　市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る密度補正Ⅰ係数及び密度補正Ⅲ係数は、当該測定単位に係る密度補

正Ⅰ係数の密度及び密度補正Ⅲ係数の密度に一を加えた率とし、密度補正Ⅱ係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて

得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とする。

（普通態容補正係数の算定方法）

第十条　都道府県の「道路橋りよう費」のうち道路の面積を測定単位とするものに係る普通態容補正係数は、当該都道府県庁の所在する市

の地域手当の級地に係る別表第一に定める率とする。

２　都道府県の「小学校費」、「中学校費」及び「高等学校費」のうち教職員数を測定単位とするものの普通態容補正係数は、当該都道府県

の区域内の市（「小学校費」及び「中学校費」にあつては、指定都市を除く。以下この項において同じ。）町村の地域手当の級地につき別

表第一に定める率を当該区域内の当該地域手当の級地ごとの市町村の人口に乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四

捨五入する。）の合計数を当該都道府県の人口（「小学校費」及び「中学校費」にあつては、当該都道府県の区域内の指定都市の人口を除

く。）で除して得た率（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）（「中学校費」にあつては当該率に第一号の

規定により算定した率を乗じて得た率（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とし、「高等学校費」のう

ち教職員数を測定単位とするものにあつては当該率に第二号の規定により算定した率を乗じて得た率（小数点以下三位未満の端数がある

ときは、その端数を四捨五入する。）とする。）とする。ただし、当該率が一・〇〇〇に満たないときは、一・〇〇〇とする。

一　次の算式により算定した率（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式

Ｂ／Ａ＋１

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　当該年度の５月１日現在における当該都道府県の設置する中学校（特定公立国際教育学校等（国家戦略特別区域法（平成２５年

法律第１０７号）第１２条の３第３項第３号に規定する特定公立国際教育学校等をいう。以下同じ。）に該当するものに限る。）及

び中等教育学校（特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。次号において同じ。）の前期課程について、公立義務教育諸学

校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第６条の２及び第８条の２の規定の例により算定した教職員の総数の標準となる

数と同法第３条第１項及び第４条第２項並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第１条に

規定する学級編制の標準により編制した場合における学級数を基礎として同法第７条第１項、第８条及び第９条の規定の例により

算定した教職員の総数の標準となる数とを合算した数として文部科学大臣が調査した数

二　次の算式により算定した率（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式

Ｂ／Ａ＋１

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　当該年度の５月１日現在における当該都道府県の設置する高等学校（特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。）及び中

等教育学校の後期課程について、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第８条、第９条第１項、第１０条

から第１２条まで並びに第２２条第１号及び第２号（公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第２条

第２項の表の一の項（普通教育に関する科目及び専門教育に関する科目を生徒の選択によることを旨として総合的に履修させる学

科を除く。）に限る。）の規定の例により算定した教職員の総数の標準となる数として文部科学大臣が調査した数

３　都道府県の「その他の教育費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の指定都市、中核

市及びその他の市町村の区域に係る人口に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四

捨五入する。）を合算して得た数を当該都道府県の人口で除して得た率（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入

する。）とする。

４　都道府県の「社会福祉費」に係る普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の指定都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市、

福祉事務所設置町村並びに指定都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市及び福祉事務所設置町村以外の市町村の区域に係る人口に

別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）を合算して得た数を当該都

道府県の人口で除して得た率（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とする。

５　都道府県の「衛生費」に係る普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の指定都市、中核市、特別区及び保健所設置市並びにその他

の市町村の区域に係る人口に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

を合算して得た数を当該都道府県の人口で除して得た率（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とする。

６　都道府県の「高齢者保健福祉費」のうち六十五歳以上人口を測定単位とするものに係る普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の

指定都市、中核市及びその他の市町村の区域に係る人口に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数（整数未満の端数があるとき

は、その端数を四捨五入する。）を合算して得た数を当該都道府県の人口で除して得た率（小数点以下三位未満の端数があるときは、そ

の端数を四捨五入する。）とする。

７　都道府県の「商工行政費」に係る普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の中小企業支援市及び中小企業支援市の区域以外の区域

に係る人口に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）を合算して得

た数を当該都道府県の人口で除して得た率（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とする。

８　都道府県の「地域振興費」に係る普通態容補正Ⅰ係数は、当該都道府県の区域内の市町村の地域手当の級地につき別表第一のＡに定め

る率を当該区域内の当該地域手当の級地ごとの市町村の人口に乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

の合計数を当該都道府県の人口で除して得た率（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）並びに当該都道

府県庁の所在する市の地域手当の級地に係る別表第一のＢに定める率に一、七〇〇、〇〇〇を当該都道府県の人口で除して得た数（小数

点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）及び当該都道府県の面積を六、五〇〇で除して得た数（小数点以下三

位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）（四・〇〇〇を超えるときは、四・〇〇〇とする。）を乗じて得た率（小数点以

下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）を合算した率に、当該都道府県の人口密度が五、〇〇〇人以上のものにあ

つては当該人口密度を一、〇〇〇で除して得た数に一・二〇九を乗じて得た率（小数点以下五位未満の端数があるときは、その端数を四
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捨五入する。）から六・三二一九八を控除して得た率を、その他の都道府県にあつては一・〇〇を乗じて得た率とする。ただし、当該率

が一・〇〇〇に満たないときは、一・〇〇〇とする。

９　都道府県の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅱ係数は、次の各号に定めるところにより算出した率

を合算して得た率とする。

一　当該都道府県の区域内の各市町村について次の算式Ⅰによつて算定した指数（小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を

四捨五入する。）につき別表第一に定める乗率Ａを当該区域内の指数ごとの市町村の人口に乗じて得た数値（整数未満の端数があると

きは、その端数を四捨五入する。）を合算した数値を当該都道府県の区域内の市町村の人口を合計した数で除して得た率（小数点以下

三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）に次の算式Ⅱによつて算定した率を乗じて得た率（小数点以下三位未満の

端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式Ⅰ

（Ａ×４＋Ｂ×８＋Ｃ×１２＋Ｄ×１６＋Ｅ×２０＋Ｆ×２５＋Ｇ）／Ｈ

算式Ⅰの符号

Ａ　へき地教育振興法施行規則（昭和３４年文部省令第２１号）第３条第２項又は第３項の規定に基づき指定されたへき地学校に準

ずる小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程に在勤する教職員の数

Ｂ　当該市町村立の１級の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在勤する教職員の数

Ｃ　当該市町村立の２級の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在勤する教職員の数

Ｄ　当該市町村立の３級の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在勤する教職員の数

Ｅ　当該市町村立の４級の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在勤する教職員の数

Ｆ　当該市町村立の５級の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在勤する教職員の数

Ｇ　当該市町村立の無級の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在勤する教職員の数

Ｈ　当該市町村立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在勤する教職員の合計数

算式Ⅱ

｛（Ａ－Ｂ）×０．５｝／Ｂ＋１

｛（Ａ－Ｂ）×０．５｝／Ｂに小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式Ⅱの符号

Ａ　算式Ⅰによつて算定した指数が４以上の市町村の国勢調査令によつて調査した平成２７年１０月１日現在における人口を合算し

た数

Ｂ　算式Ⅰによつて算定した指数が４以上の市町村の国勢調査令によつて調査した令和２年１０月１日現在における人口を合算し

た数

二　当該都道府県の区域内の各市町村について前号の算式Ⅰによつて算定した指数（小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数

を四捨五入する。）につき別表第一に定める乗数Ｂを当該区域内の指数ごとの市町村の人口（五〇、〇〇〇人を超える場合にあつては、

五〇、〇〇〇人とする。以下この号において同じ。）に乗じて得た数値を合算した数値を当該都道府県の人口に〇・五四三を乗じて得

た数で除して得た率（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）に次の算式によつて算定した率を乗じて

得た率（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式

｛（Ａ－Ｂ）×０．５｝／Ｂ＋１

｛（Ａ－Ｂ）×０．５｝／Ｂに小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ａ　当該都道府県内の区域内の各市町村（離島振興法（昭和２８年法律第７２号）、奄美群島振興開発特別措置法（昭和２９年法律

第１８９号。以下「奄美振興法」という。）若しくは小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和４４年法律第７９号）の適用を受ける

市町村又は沖縄振興特別措置法（平成１４年法律第１４号）第３条第３号に規定する離島に係る市町村に限る。以下この号におい

て同じ。）の国勢調査令によつて調査した平成２７年１０月１日現在における人口を合算した数

Ｂ　当該都道府県内の区域内の各市町村の国勢調査令によつて調査した令和２年１０月１日現在における人口を合算した数

１０　前項第一号の算式Ⅰの符号において、級別は、へき地教育振興法（昭和二十九年法律第百四十三号）第五条の二の規定によつて条例

で指定された令和四年四月一日現在における級別によるものとする。ただし、へき地教育振興法施行規則に規定する基準を満たすものに

限る。

１１　第九項第一号の算式Ⅰの符号において、教職員数は、学校基本調査規則によつて調査した令和四年五月一日現在における教職員数で

市町村立学校職員給与負担法（昭和二十三年法律第百三十五号）第一条の規定によつて都道府県が給与を負担する者に係る数とする。

１２　第九項第一号の算式Ⅰの符号において、市町村が組織する組合立の学校に在勤する教職員の数は、当該組合を組織する市町村に居住

する児童数又は生徒数で按分し、当該按分した数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）を関係市町村の教職員数

とする。この場合において、級別は、当該学校の級別による。

１３　市町村の経費に係る普通態容補正係数（「その他教育費」及び「社会福祉費」にあつては、普通態容補正Ⅰ係数）は、次項から第二

十二項までに定めるもののほか、第一号及び第二号の規定により算定した率を合算した率（「地域振興費」に係る普通態容補正係数にあ

つては当該合算した率に一を加えた率）とする。ただし、次項から第二十二項までの規定による率又は当該合算した率が一・〇〇〇に満

たないときは、一・〇〇〇（「社会福祉費」に係る町村の普通態容補正Ⅰ係数にあつては、〇・九一六に満たないときは、〇・九一六）

とする。

一　当該市町村の評点（次条第一項第一号の規定により算定した市町村の種地に係る点数の合計数をいう。以下同じ。）に別表第一（種

地）のＡに定める率を乗じて得た率と同表第一（種地）のＢに定める率とを合算した率（同表の注において別に定められた率がある場

合にあつては、当該定められた率とする。）

二　当該市町村の地域手当の級地につき別表第一（給与差等）に定める率

１４　「下水道費」に係る人口集中地区人口を有しない市町村の普通態容補正係数については、前項ただし書の規定は適用しない。

１５　市町村の「港湾費」、「小学校費」及び「中学校費」に係る普通態容補正係数並びに「高等学校費」のうち教職員数を測定単位とする

もの、「農業行政費」及び「林野水産行政費」に係る普通態容補正Ⅰ係数は、当該市町村の地域手当の級地につき、別表第一（給与差等）

に定める率とする。

１６　市町村の「高等学校費」のうち教職員数を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅱ係数は、次の算式により算定した率（小数点以

下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とする。

算式
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Ｂ／Ａ＋１

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　当該年度の５月１日現在における当該指定都市の設置する高等学校（特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。）及び中等

教育学校（特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。）の後期課程について、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等

に関する法律第８条、第９条第１項、第１０条から第１２条まで並びに第２２条第１号及び第２号（公立高等学校の適正配置及び教職

員定数の標準等に関する法律施行令第２条第２項の表の一の項（普通教育に関する科目及び専門教育に関する科目を生徒の選択による

ことを旨として総合的に履修させる学科を除く。）に限る。）の規定の例により算定した教職員の総数の標準となる数として文部科学大

臣が調査した数

１７　市町村の「その他の教育費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅱ係数は、次の算式により算定した率（小数点以

下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とする。

算式

５，７１０円×Ａに千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　次の算式によつて算定した額

算式

６，３２５千円×ｂ１×｛（ｂ２×ｂ３）＋ｂ４｝

（ｂ２×ｂ３）に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、ｂ１×｛（ｂ２×ｂ３）＋ｂ４｝に整数未満の端数が

あるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

ｂ１　当該年度の５月１日現在における当該指定都市の設置する小学校及び義務教育学校の前期課程について、公立義務教育諸学校の

学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第３条第１項及び第４条第２項並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標

準に関する法律施行令第１条に規定する学級編制の標準により編制した場合における学級数を基礎として同法第６条の規定によつて算

定した教職員の総数の標準となる数として総務大臣が調査した数

ｂ２　当該指定都市の地域手当の級地につき別表第一（給与差等）に定める普通態容補正Ⅱの率

ｂ３　次の算式によつて算定した率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式

（α－１）×０．８９５＋１

算式の符号

α　前年度の５月１日現在において、当該指定都市の設置する小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の前期課程（以下この

項において「当該指定都市立の小中学校等」という。）について義務教育費国庫負担法第２条ただし書及び第３条ただし書の規定に基

づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の 高限度を定める政令（平成１６年政令第１５７号。以下「限度政令」とい

う。）第２条第２項に規定する指定都市算定総額から同条第２項第５号に規定する給料の調整額等のうち地域手当及び寒冷地手当とし

て算定した額の総額を除いて得た額を当該指定都市立の小中学校等における限度政令第１条第１３号、第１５号及び第１７号に掲げる

数の合算数で除して得た額を１２で除して得た額（円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）を前年度の５月１日現在

において、全国の市町村立の小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校の前期課程又は都道府県立の併設型中学校若しくは

中等教育学校の前期課程（以下この項において「全国の小中学校等」という。）について限度政令第２条第１項に規定する都道府県算

定総額から同条第１項第５号に規定する地域手当及び寒冷地手当として算定した額の総額を除いて得た額と限度政令第２条第２項に規

定する指定都市算定総額から同条第２項第５号に規定する給料の調整額等のうち地域手当及び寒冷地手当として算定した額の総額を除

いて得た額との合算額を全国の小中学校等における限度政令第１条第５号、第７号、第９号、第１３号、第１５号及び第１７号に掲げ

る数の合算数で除して得た額を１２で除して得た額（円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）で除して得た数（小数

点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

ｂ４　札幌市にあつては０．００９、その他の指定都市にあつては０．０００

Ｃ　次の算式によつて算定した額

算式

６，２１０千円×ｃ１×｛（ｃ２×ｃ３）＋ｃ４｝

（ｃ２×ｃ３）に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、ｃ１×｛（ｃ２×ｃ３）＋ｃ４｝に整数未満の端数が

あるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

ｃ１　当該年度の５月１日現在における当該指定都市の設置する中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程につい

て、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第３条第１項及び第４条第２項並びに公立義務教育諸学校の学

級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第１条に規定する学級編制の標準により編制した場合における学級数を基礎として同

法第６条の規定によつて算定した教職員の総数の標準となる数として総務大臣が調査した数並びに当該年度の５月１日現在における当

該指定都市の設置する中学校（特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。）及び中等教育学校（特定公立国際教育学校等に該当

するものに限る。）の前期課程について、同法第６条の２及び第８条の２の規定の例により算定した教職員の総数の標準となる数と同

法第３条第１項及び第４条第２項並びに同令第１条に規定する学級編制の標準により編制した場合における学級数を基礎として同法第

７条第１項、第８条及び第９条の規定の例により算定した教職員の総数の標準となる数とを合算した数として文部科学大臣が調査した

数の合計数

ｃ２　当該指定都市の地域手当の級地につき別表第一（給与差等）に定める普通態容補正Ⅱの率
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ｃ３　次の算式によつて算定した率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式

（β－１）×０．８９５＋１

算式の符号

β　符号ｂ３の算式の符号 α に同じ。

ｃ４　札幌市にあつては０．０１０、その他の指定都市にあつては０．０００

Ｄ　次の算式によつて算定した額

算式

５，８８０千円×（ｄ１＋ｄ２）×［｛ｄ１×（ｄ３×ｄ４）＋（ｄ２×１．２３）×ｄ３｝／（ｄ１＋ｄ２）＋ｄ５］

ｄ１×（ｄ３×ｄ４）、（ｄ２×１．２３）、（ｄ２×１．２３）×ｄ３又は（ｄ１＋ｄ２）×［｛ｄ１×（ｄ３×ｄ４）＋（ｄ２×１．２３）

×ｄ３｝／（ｄ１＋ｄ２）＋ｄ５］に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、（ｄ３×ｄ４）又は｛ｄ１×（ｄ３×ｄ４）

＋（ｄ２×１．２３）×ｄ３｝／（ｄ１＋ｄ２）に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

ｄ１　当該年度の５月１日現在における当該指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部について、公立義務教育諸学校の学

級編制及び教職員定数の標準に関する法律第３条第１項及び第４条第２項並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準

に関する法律施行令第１条に規定する学級編制の標準により編制した場合における学級数を基礎として同法第１０条の規定によつて算

定した教職員の総数の標準となる数として総務大臣が調査した数

ｄ２　当該年度の５月１日現在における当該指定都市の設置する特別支援学校の高等部について、公立高等学校の適正配置及び教職員

定数の標準等に関する法律第１５条の規定によつて算定した教職員の総数の標準となる数として総務大臣が調査した数

ｄ３　当該指定都市の地域手当の級地につき別表第一（給与差等）に定める普通態容補正Ⅱの率

ｄ４　次の算式によつて算定した率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式

（γ－１）×０．４３０＋１

算式の符号

γ　前年度の５月１日現在において、当該指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部について限度政令第２条第２項に規定

する指定都市算定総額から同条第２項第５号に規定する給料の調整額等のうち地域手当及び寒冷地手当として算定した額の総額を除い

て得た額を当該指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部における限度政令第１条第１９号に掲げる数で除して得た額を１

２で除して得た額（円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）を前年度の５月１日現在において、全国の公立の特別支

援学校の小学部及び中学部について限度政令第２条第１項に規定する都道府県算定総額から同条第１項第５号に規定する地域手当及び

寒冷地手当として算定した額の総額を除いて得た額と限度政令第２条第２項に規定する指定都市算定総額から同条第２項第５号に規定

する給料の調整額等のうち地域手当及び寒冷地手当として算定した額の総額を除いて得た額との合算額を全国の公立の特別支援学校の

小学部及び中学部における限度政令第１条第１１号及び第１９号に掲げる数の合算数で除して得た額を１２で除して得た額（円未満の

端数があるときは、その端数を四捨五入する。）で除して得た数（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

ｄ５　札幌市にあつては０．０１０、その他の指定都市にあつては０．０００

Ｅ　次の算式によつて算定した額

算式

１，３８４千円×ｅ１＋４，００６千円×ｅ２

算式の符号

ｅ１　学校基本調査規則によつて調査したその年の５月１日現在における当該指定都市の設置する特別支援学校の幼稚部に在学する幼

児の数

ｅ２　学校基本調査規則によつて調査したその年の５月１日現在における当該指定都市の設置する特別支援学校の高等部（別科及び専

攻科に限る。）に在学する生徒の数

１８　市町村の「社会福祉費」に係る普通態容補正Ⅱ係数は、次の算式により算定した率（小数点以下三位未満の端数があるときは、その

端数を四捨五入する。）とする。

算式

（Ｂ×１８８．６９３＋Ｃ×１０３．５３４）／Ａ

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　次の算式により算定した数（整数未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。）

算式

（ａ－ｂ／１，０００）／４０

（ａ－ｂ／１，０００）が負数となるときは０とする。

算式の符号

ａ　当該市町村の児童相談所における虐待相談対応件数

ｂ　測定単位の数値

Ｃ　前記Ｂを６で除して得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

１９　市町村の「農業行政費」及び「林野水産行政費」に係る普通態容補正Ⅱ係数は、当該市町村について次条第一項第二号又は第三号の

規定によつて定められる級地に係る別表第一に定めるそれぞれの普通態容補正Ⅱの率とする。

２０　市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅰ係数は、当該市町村の評点に別表第一のＡに定める

率を乗じて得た率と同表のＢに定める率を合算した率（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）に次の算

式により算定した率（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）を加えた率とする。

算式

（α／１．７４）×（１／Ａ）×（１／０．７９５３）×（１／Ｂ）
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α／１．７４に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、（α／１．７４）×（１／Ａ）、（α／１．７４）×（１／Ａ）

×（１／０．７９５３）又は（α／１．７４）×（１／Ａ）×（１／０．７９５３）×（１／Ｂ）に小数点以下３位未満の端数がある

ときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　当該市町村の段階補正係数

α　次の算式によつて算定した数（連携中枢都市圏構想推進要綱（平成２８年４月１日付け総行市第３１号）第９の規定に基づき、連

携中枢拠点都市とみなされる二つの市にあつては、それぞれの市の人口によつて按分した数とする（整数未満の端数があるときは、そ

の端数を四捨五入する。）。）

算式

ａ×０．１３１＋１００，０００

ａ×０．１３１に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、ａが０のときは０とする。

算式の符号

ａ　当該団体における連携中枢都市圏構想推進要綱第６（１）の連携中枢都市圏の圏域人口（第４９条において「連携中枢都市圏人

口」という。）として総務大臣が調査した数

２１　市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅱ係数は、当該市町村の評点に別表第一のＡに定める

率を乗じて得た率と同表のＢに定める率を合算した率（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とする。

２２　市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅲ係数は、次条第一項第四号（一）に掲げる市町村

（以下この項において「隔遠地市町村」という。）について次の算式により算定した率（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端

数を四捨五入する。）に一を加えた率とする。

算式

Ａ×（Ｂ／Ｃ）×［｛（Ｄ－Ｃ）／Ｃ｝×０．５＋１］＋Ｅ＋｛（Ｆ×７０＋Ｇ×６５０）／（Ｃ×１．７４）｝

Ｂ／Ｃが７．５０を超えるときは７．５０とし、Ｄ－Ｃが負数となるときは０とし、（Ｄ－Ｃ）／Ｃ、｛（Ｄ－Ｃ）／Ｃ｝×０．５又は

（Ｆ×７０＋Ｇ×６５０）／（Ｃ×１．７４）に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ａ　当該隔遠地市町村について、本土及び離島の区分ごとに次条第１項第４号（二）の規定により定められる級地に係る別表第１に定

める級地による補正率

Ｂ　当該隔遠地市町村の人口に、別表第１に定める普通態容補正Ⅲの人口段階ごとのそれぞれの級地による補正率を乗じて得た数の合

計数

Ｃ　当該隔遠地市町村の人口

Ｄ　当該隔遠地市町村の国勢調査令によつて調査した平成２７年１０月１日現在における人口（以下「平成２７年人口」という。）

Ｅ　当該隔遠地市町村について、本土及び離島の区分ごとに次条第１項第４号（二）の規定により定められる級地に係る別表第１に定

める級地による補正率イ

Ｆ　当該市町村の区域に属する島しよのうち、当該市町村の事務所（支所及び出張所を除く。）が所在しない島しよ（当該事務所と陸

路続きのものを除く。）の人口（以下「島しよ人口」という。）

Ｇ　当該市町村の区域に属する島しよの数として総務大臣が通知した数

（普通態容補正に用いる地域区分）

第十一条　法第十三条第八項の規定による市町村の種類の区分は、次の各号に定めるところによる。

一　行政の質及び量の差による種地に係る地域区分

（一）、（二）及び（三）に定めるところにより、市町村をⅠの地域（一種地から十種地まで）及びⅡの地域（一種地から十種地まで）

に区分する。

（一）　次の（１）、（２）、（３）及び（４）に定めるところによつて算定した点数の合計数が九五〇点以上となるものをⅠの地域十種

地、九〇〇点以上九五〇点未満となるものをⅠの地域九種地、八五〇点以上九〇〇点未満となるものをⅠの地域八種地、七五〇点以

上八五〇点未満となるものをⅠの地域七種地、六五〇点以上七五〇点未満となるものをⅠの地域六種地、五五〇点以上六五〇点未満

となるものをⅠの地域五種地、四五〇点以上五五〇点未満となるものをⅠの地域四種地、三五〇点以上四五〇点未満となるものをⅠ

の地域三種地、二〇〇点以上三五〇点未満となるものをⅠの地域二種地、二〇〇点未満となるもののうち市及び国勢調査令によつて

調査した令和二年十月一日現在における人口集中地区人口（以下「令和二年人口集中地区人口」という。）を有する町村をⅠの地域

一種地とする。

（１）　令和二年人口集中地区人口に係る点数

次の表のＡの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によつて算定した数（整数未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、

当該数が七五に満たないときは当該数を七五とし、当該数が六〇〇を超えるときは当該数を六〇〇とする。）

Ａの区分 算式

３，０００以上２５，０００未満 （Ａ／１，０００）×６．９３３３＋４．６７

２５，０００以上５０，０００未満 （Ａ／１，０００）×２．４０＋１１８

５０，０００以上１００，０００未満 （Ａ／１，０００）×１．３８＋１６９

１００，０００以上４００，０００未満 （Ａ／１，０００）×０．４３＋２６４

４００，０００以上９００，０００未満 （Ａ／１，０００）×０．２０８＋３５２．８

９００，０００以上 （Ａ／１，０００）×０．０２８６＋５１４．２６

Ａ／１，０００に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ａ　各市町村の令和２年人口集中地区人口に、当該令和２年人口集中地区人口を各市町村の国勢調査令によつて調査した令和２年１

０月１日現在における人口（以下「令和２年人口」という。）で除して得た率（小数点以下２位未満の端数があるときは、その端

数を四捨五入する。）が０．８０未満となる市町村にあつては１．００を、当該率が０．８０以上１．００未満となる市町村にあ

つては１．０５を、当該率が１．００となる市町村にあつては１．１０をそれぞれ乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、

その端数を四捨五入する。）

（２）　経済構造に係る点数
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次の表のＢの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によつて算定した数（整数未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、

当該数が負数となるときは当該数を零とする。）

Ｂの区分 算式

９６未満 Ｂ×０．９８－４９．００

９６以上 Ｂ×１．２５－７５．００

算式の符号

Ｂ　経済構造（国勢調査令によつて調査した令和２年１０月１日現在における第二次産業就業者数（産業分類別就業者数のうちＣ鉱

業、採石業、砂利採取業、Ｄ建設業及びＥ製造業の数の合計数をいう。）及び第三次産業就業者数（産業分類別就業者数のうちＦ

電気・ガス・熱供給・水道業、Ｇ情報通信業、Ｈ運輸業、郵便業、Ｉ卸売業、小売業、Ｊ金融業、保険業、Ｋ不動産業、物品賃貸

業、Ｌ学術研究、専門・技術サービス業、Ｍ宿泊業、飲食サービス業、Ｎ生活関連サービス業、娯楽業、Ｏ教育、学習支援業、Ｐ

医療、福祉、Ｑ複合サービス事業、Ｒサービス業（他に分類されないもの）、Ｓ公務（他に分類されるものを除く）及びＴ分類不

能の産業の数の合計数をいう。）の合計数を国勢調査令によつて調査した令和２年１０月１日現在における第一次産業就業者数（産

業分類別就業者数のうちＡ農業、林業及びＢ漁業の数の合計数をいう。）、第二次産業就業者数及び第三次産業就業者数の合計数で

除して得た数をいう。以下同じ。）に１００を乗じて得た数（小数点以下１位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

（３）　宅地平均価格指数に係る点数

次の表のＣの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によつて算定した数（当該数が五〇を超えるときは、当該数を五〇とする。）

Ｃの区分 算式

１００未満 Ｃ×０．２８０

１００以上２００未満 Ｃ×０．０７０＋２１

２００以上３００未満 Ｃ×０．０９０＋１７

３００以上 Ｃ×０．０４０＋３２

算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ｃ　宅地平均価格指数（全宅地の平均価格（令和４年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている宅地の決定価格の総額を宅

地の総地積で除して得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）をいう。以下同じ。）を３８，５１３円で

除して得た率に１００を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）に、同調書に記載されている

宅地の評価総地積が１０平方キロメートル以上の市町村で、商工住宅地区の宅地の平均価格（同調書に記載されている商業地区、

工業地区及び住宅地区の宅地の決定価格の合計数をこれらの地区の地積の合計数で除して得た数（整数未満の端数があるときは、

その端数を四捨五入する。）をいう。以下同じ。）を全宅地の平均価格で除して得た数（小数点以下１位未満の端数があるときは、

その端数を四捨五入する。）が１．５以上２．０未満となるものにあつては１．２５を、当該除して得た数が２．００以上となる

ものにあつては１．５０を、その他の市町村にあつては１．００をそれぞれ乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端

数を四捨五入する。）をいう。以下同じ。）

（４）　昼間流入人口に係る点数

次の表のＤの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によつて算定した数（整数未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、

当該数が負数となるときは当該数を零とし、当該数が三〇〇を超えるときは当該数を三〇〇とする。）

Ｄの区分 算式

１，０００人以上６，０００人未満 （Ｄ／１，０００）×１７．００＋４８．００－Ｅ

６，０００人以上１１，０００人未満 （Ｄ／１，０００）×８．００＋１０２．００－Ｅ

１１，０００人以上５５，０００人未満 （Ｄ／１，０００）×０．９１＋１７９．９９－Ｅ

５５，０００人以上１１０，０００人未満 （Ｄ／１，０００）×０．２７＋２１５．１５－Ｅ

１１０，０００人以上２２０，０００人未満 （Ｄ／１，０００）×０．２３＋２１９．７０－Ｅ

２２０，０００人以上 （Ｄ／１，０００）×０．０６＋２５６．８０－Ｅ

Ｄ／１，０００に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ｄ　昼間流入人口（国勢調査令によつて調査され、令和２年国勢調査報告に掲げられた「男女、年齢（５歳階級）、常住地又は従業

地・通学地別人口及び昼夜間人口比率」中「常住地又は従業地・通学地」のうち「県内他市町村に常住」の「総数」と「他県に常

住」の「総数」との合計数をいう。）の数

Ｅ　令和２年人口から昼間流出人口（国勢調査令によつて調査され、令和２年国勢調査報告に掲げられた「男女、年齢（５歳階級）、

常住地又は従業地・通学地別人口及び昼夜間人口比率」中「常住地又は従業地・通学地」のうち「県内他市町村で従業・通学」の

「総数」と「他県で従業・通学」の「総数」との合計数をいう。以下同じ。）を控除し昼間流入人口を加えた数を令和２年人口で除

して得た率（小数点以下２位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）が１．００未満の市町村にあつては、１．０

０から当該率を控除した率に１６７を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とし、その他の

市町村にあつては０とする。

（二）　次の（１）、（２）、（３）及び（４）に定めるところによつて算定した点数の合計数が九五〇点以上となるものをⅡの地域十種

地、九〇〇点以上九五〇点未満となるものをⅡの地域九種地、八五〇点以上九〇〇点未満となるものをⅡの地域八種地、八〇〇点以

上八五〇点未満となるものをⅡの地域七種地、七五〇点以上八〇〇点未満となるものをⅡの地域六種地、七〇〇点以上七五〇点未満

となるものをⅡの地域五種地、六〇〇点以上七〇〇点未満となるものをⅡの地域四種地、五〇〇点以上六〇〇点未満となるものをⅡ

の地域三種地、三五〇点以上五〇〇点未満となるものをⅡの地域二種地、三五〇点未満となるものをⅡの地域一種地とする。

（１）　Ⅰの地域からの距離に係る点数

次の表のＡの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によつて算定した数（当該数が負数となるときは、当該数を零とする。）

Ａの区分 算式

２００点以上３５０点未満 ３０－（Ｂ×１０－２００）×０．３５

３５０点以上６５０点未満 Ａ×０．０６６７＋７－（Ｂ×１０－２００）×０．３５－（Ｂ×１０－４０

０）×０．７０
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６５０点以上９５０点未満 Ａ×０．６－３４０－（Ｂ×１０－２００）×０．３５－（Ｂ×１０－４００）

×０．７０

９５０点以上９９０点未満 Ａ×１．４－１，１００－（Ｂ×１０－２００）×０．３５－（Ｂ×１０－４

００）×０．７０

９９０点以上 Ａ×１．４－１，１００－（Ｂ×１０－２５０）×０．４２－（Ｂ×１０－５

００）×０．７９

算定の過程に整数未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、（Ｂ×１０－２００）、（Ｂ×１０－４００）、（Ｂ×１０－２５０）

又は（Ｂ×１０－５００）が負数となるときはそれぞれ０とし、（Ｂ×１０－２００）が２００を超えるときは（Ｂ×１０－２０

０）を２００とし、（Ｂ×１０－２５０）が２５０を超えるときは（Ｂ×１０－２５０）を２５０とする。

算式の符号

Ａ　Ⅰの地域の点数

Ｂ　市町村役場の所在地（町村役場が他の市町村の区域内に所在する場合には、当該町村役場は当該町村の区域のうち地方税法第４

１１条の規定により令和４年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録された宅地の３．３平方メートル当たりの価格が

高である地点に所在するものとみなす。以下この表において同じ。）とⅠの地域の市町村の役場（特別区にあつては山手線の駅と

し、大阪市にあつては大阪環状線の駅とする。）の所在地との 短距離（ も経済的な通常の経路及び方法により旅行する場合に

おける鉄道（定期バスを含む。）、水路及び陸路による実距離とする。ただし、陸路のみにより旅行する場合にあつては実距離から

１キロメートル（当該実距離が１キロメートル未満であるときは、当該実距離）を控除した距離を実距離とみなし、その他の場合

にあつては市町村役場の所在地及びⅠの地域の市町村役場の所在地を起点とする陸路区間の実距離からそれぞれ０．５キロメート

ル（当該実距離が０．５キロメートル未満であるときは、当該実距離）を控除した距離を当該陸路区間の実距離とみなす。区間ご

との実距離に０．１キロメートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。）

（２）　昼間流出人口比率に係る点数

次の表の昼間流出人口区分欄ごとのＣの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によつて算定した数（当該数が負数となるときは

当該数を零とし、当該数は、昼間流出人口が一、一〇〇人未満の市町村にあつては二〇〇点、昼間流出人口が一、一〇〇人以上四

一、〇〇〇人未満の市町村にあつては二五〇点、昼間流出人口が四一、〇〇〇人以上の市町村にあつては三〇〇点をもつてそれぞ

れ上限とする。）

昼間流出人口区分 Ｃの区分 算式

４１，０００人未満 １２未満 Ｃ×１８．２－１１８

１２以上２３未満 Ｃ×６．４＋２３

２３以上３４未満 Ｃ×４．５＋６７

３４以上 Ｃ×１．４＋１７２

４１，０００人以上８３，０００人未満 １２未満 Ｃ×２１．８－１４２

１２以上２３未満 Ｃ×１０．０

２３以上３４未満 Ｃ×２．７＋１６８

３４以上 Ｃ×１．８＋１９９

８３，０００人以上 １２未満 Ｃ×２１．８－１４２

１２以上２３未満 Ｃ×１４．５－５４

２３以上３４未満 Ｃ×１．８＋２３９

３４以上 ３００

算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ｃ　昼間流出人口比率（昼間流出人口を令和２年人口で除して得た率に１００を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その

端数を四捨五入する。））

（３）　経済構造に係る点数

次の表のＤの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によつて算定した数（整数未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、

当該数が負数となるときは当該数を零とする。）

Ｄの区分 算式

７０未満 Ｄ×５．２５－２６２．５０

７０以上９６未満 Ｄ×３．１９－１１８．３０

９６以上 Ｄ×３．００－１００．００

算式の符号

Ｄ　経済構造に１００を乗じて得た数（小数点以下１位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

（４）　宅地平均価格指数に係る点数

次の表のＥの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によつて算定した数（当該数が二〇〇を超えるときは、当該数を二〇〇とす

る。）

Ｅの区分 算式

１０未満 Ｅ×５．５０

１０以上１１０未満 Ｅ×０．８５＋４６

１１０以上２２０未満 Ｅ×０．２７＋１１０

２２０以上３３０未満 Ｅ×０．２３＋１１９

３３０以上 Ｅ×０．０７＋１７２

算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ｅ　宅地平均価格指数

（三）　（一）に定めるところによりⅠの地域に該当することとなる市町村にあつては、市町村の普通態容補正係数を算定する場合にお

ける市町村の種類の区分は、該当するⅠの地域又はⅡの地域の種地のうち当該市町村の長が選択する種地とする。ただし、当該市町
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村以外の市町村について（二）の（１）に定めるところにより点数を算定する場合には、当該市町村の長がⅡの地域の種地を選択し

たときも当該市町村をⅠの地域とみなすことができる。

二　農業行政の質及び量の差による級地に係る地域区分

次の（一）及び（二）に定めるところによつて算定した点数の合計数が五〇〇点以上となる市町村について一級地から五級地までに区

分し、当該市町村につき、当該合計数が九〇〇点以上となるものを五級地、八〇〇点以上九〇〇点未満となるものを四級地、七〇〇点

以上八〇〇点未満となるものを三級地、六〇〇点以上七〇〇点未満となるものを二級地、五〇〇点以上六〇〇点未満となるものを一級

地とする。

（一）　農業就業者数比率（国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における産業分類別就業者数（以下「令和二年産業分類

別就業者数」という。）のうちＡ農業、林業のうち農業に係る就業者数を令和二年産業分類別就業者数の総数で除して得た率（一パ

ーセント未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）をいう。）

五五パーセント以上の市町村　七〇〇点

三五パーセント以上五五パーセント未満の市町村

三五パーセント　五〇〇点

三五パーセントを超え五四パーセントまで

一パーセントにつき　一〇点

三五パーセント未満の市町村

〇パーセント　三二五点

〇パーセントを超え三四パーセントまで

一パーセントにつき　五点

（二）　耕地比率（令和二年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積に牧場の面積に〇・一を乗じて得た面積を加

えた面積を田畑の面積に牧場の面積に〇・一を乗じて得た面積を加えた面積と宅地の面積との合計数で除して得た率（一パーセント

未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）をいう。）

八五パーセント以上の市町村　三〇〇点

七〇パーセント以上八五パーセント未満の市町村

七〇パーセント　一五〇点

七〇パーセントを超え八四パーセントまで

一パーセントにつき　一〇点

四五パーセント以上七〇パーセント未満の市町村

四五パーセント　二五点

四五パーセントを超え六九パーセントまで

一パーセントにつき　五点

二〇パーセント以上四五パーセント未満の市町村

二〇パーセント　〇点

二〇パーセントを超え四四パーセントまで

一パーセントにつき　一点

二〇パーセント未満の市町村　〇点

三　林野行政等の質及び量の差による級地に係る地域区分

次の（一）及び（二）に定めるところによつて算定した点数の合計数が五〇〇点以上となる市町村について一級地から五級地までに区

分し、当該市町村につき、当該合計数が、九〇〇点以上となるものを五級地、八〇〇点以上九〇〇点未満となるものを四級地、七〇〇

点以上八〇〇点未満となるものを三級地、六〇〇点以上七〇〇点未満となるものを二級地、五〇〇点以上六〇〇点未満となるものを一

級地とする。

（一）　林業等就業者数比率（令和二年産業分類別就業者数のうちＡ農業、林業のうち林業及びＢ漁業の就業者数の合計数を令和二年産

業分類別就業者数の総数で除して得た率（一パーセント未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）をいう。）

二〇パーセント以上の市町村　七〇〇点

二〇パーセント未満の市町村

〇パーセント　四〇〇点

〇パーセントを超え一九パーセントまで

一パーセントにつき　一五点

（二）　林野面積比率（農林業センサス規則によつて調査した令和二年二月一日現在における「林野面積」の「合計」の面積（以下「林

野面積の総数」という。）を面積（第五条第一項の表中二１の面積をいう。）で除して得た率（一パーセント未満の端数があるとき

は、その端数を四捨五入する。）をいう。）

八〇パーセント以上の市町村　三〇〇点

六〇パーセント以上八〇パーセント未満の市町村

六〇パーセント　二〇〇点

六〇パーセントを超え七九パーセントまで

一パーセントにつき　五点

四〇パーセント以上六〇パーセント未満の市町村

四〇パーセント　一四〇点

四〇パーセントを超え五九パーセントまで

一パーセントにつき　三点

四〇パーセント未満の市町村

〇パーセント　六〇点

〇パーセントを超え三九パーセントまで

一パーセントにつき　二点

四　行政の質及び量の差による隔遠地の級地に係る地域区分

次の（一）に掲げる市町村について、次の（二）による級地により区分する。

（一）　級地区分を行う市町村
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（１）　当該市町村役場の所在地（町村役場が他の市町村の区域内に所在する場合には、当該町村役場は当該町村の区域のうち地方税

法第四百十一条の規定により平成十九年度分の固定資産課税台帳に登録された宅地の三・三平方メートル当たりの価格が 高であ

る地点にあるものとみなす。）から当該市町村を包括する都道府県の都道府県庁の所在地（以下「県庁所在地」という。）までの距

離（ も経済的な経路又は方法により旅行する場合の距離とする。この場合において、距離は、鉄道によることができる区間にあ

つては鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）第十三条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げ

る路程とし、鉄道によることができない区間にあつては水路については海上保安庁の調に係る距離表による路程の、陸路について

は実距離のそれぞれ二倍として計算し、一キロメートル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この号において

同じ。）が二〇〇キロメートル以上の市町村

（２）　（１）に掲げる市町村以外の市町村で当該市町村の職員が県庁所在地において開かれる一日の会議に出席するために通常二泊

三日の旅行を要するものとして総務大臣が指定した市町村

（二）　級地区分の方法

（一）に掲げる市町村は、一級地から六級地までに区分し、当該各市町村につき、次に掲げる市町村役場の所在地と県庁所在地との

距離、市町村役場の所在地と支庁所在地との距離及び離島事情ごとに次に定めるところによつて算定した点数（一点未満の端数があ

るときは、その端数を四捨五入する。）の合計数が、八〇〇点以上となるものを六級地、六〇〇点以上八〇〇点未満となるものを五

級地、四〇〇点以上六〇〇点未満となるものを四級地、二〇〇点以上四〇〇点未満となるものを三級地、一〇〇点以上二〇〇点未満

となるものを二級地、一〇〇点未満となるものを一級地とする。

（１）　市町村役場の所在地と県庁所在地との距離

（一）の（１）に掲げる市町村

一、〇〇〇キロメートル以上の市町村

一、〇〇〇キロメートルまで　六八〇点

一、〇〇〇キロメートルを超えるもの

一〇キロメートル（一〇キロメートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。以下この号において同じ。）につき　四点

八〇〇キロメートル以上一、〇〇〇キロメートル未満の市町村

八〇〇キロメートルまで　五三〇点

八〇〇キロメートルを超え九九九キロメートルまで

一〇キロメートルにつき　四点

六〇〇キロメートル以上八〇〇キロメートル未満の市町村

六〇〇キロメートルまで　四〇〇点

六〇〇キロメートルを超え七九九キロメートルまで

一〇キロメートルにつき　四点

四〇〇キロメートル以上六〇〇キロメートル未満の市町村

四〇〇キロメートルまで　二二〇点

四〇〇キロメートルを超え五九九キロメートルまで

一〇キロメートルにつき　四点

二〇〇キロメートル以上四〇〇キロメートル未満の市町村

二〇〇キロメートルまで　一〇〇点

二〇〇キロメートルを超え三九九キロメートルまで

一〇キロメートルにつき　四点

（一）の（２）に掲げる市町村　八〇点

（２）　市町村役場の所在地と支庁所在地との距離（市町村役場の所在地と当該市町村を包括する都道府県の直近の支庁若しくは地方

事務所又はこれらに類するもの（これらの事務所がない場合には、当該市町村を包括する都道府県の県庁所在地とする。）との距

離をいう。）

四〇〇キロメートル以上の市町村　二一〇点

二七〇キロメートル以上四〇〇キロメートル未満の市町村　一八〇点

二〇〇キロメートル以上二七〇キロメートル未満の市町村　一二〇点

一三〇キロメートル以上二〇〇キロメートル未満の市町村　九〇点

七〇キロメートル以上一三〇キロメートル未満の市町村　三〇点

（３）　離島事情（離島に係る市町村（（一）に掲げる市町村のうちその区域の一部又は全部につき離島振興法、奄美振興法又は小笠

原諸島振興開発特別措置法の適用を受ける市町村（当該市町村役場が当該市町村の区域内でこれらの法律の適用を受けない地域に

ある市町村を除く。）をいう。）について、平成十九年四月一日現在において当該市町村の区域内に所在する辺地（辺地に係る公共

的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第二条第一項の辺地をいう。以下この号において同じ。）ごとに総務

大臣が調査した同日現在の住民基本台帳登載人口を基礎として次の算式によつて算定した点数をいう。）

算式

（Ａ×８０＋Ｂ×１２０＋Ｃ×１８０＋Ｄ×２８０＋Ｅ×３４０＋Ｆ×４００＋Ｇ×４０）／Ｈ

算式の符号

Ａ　当該市町村役場の所在地から当該辺地までの距離等について、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に

関する法律施行規則（昭和３７年自治省令第１４号）別表第１の要素７及び別表第２の要素３の例によつて算定した点数の合計点

数（以下「交通要素点数」という。）が２５点以上５０点未満の辺地に係る住民基本台帳登載人口

Ｂ　交通要素点数が５０点以上７５点未満の辺地に係る住民基本台帳登載人口

Ｃ　交通要素点数が７５点以上１００点未満の辺地に係る住民基本台帳登載人口

Ｄ　交通要素点数が１００点以上１２５点未満の辺地に係る住民基本台帳登載人口

Ｅ　交通要素点数が１２５点以上１５０点未満の辺地に係る住民基本台帳登載人口

Ｆ　交通要素点数が１５０点以上の辺地に係る住民基本台帳登載人口

Ｇ　当該市町村の住民基本台帳登載人口からＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ及びＦの数を控除した数

Ｈ　当該市町村の住民基本台帳登載人口

五　法令に基づく行政権能等の差による地域区分

「都市計画費」にあつては指定都市、中核市、施行時特例市（地方自治法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第四十二号）附則

第二条の施行時特例市をいう。以下同じ。）及びその他の市町村、市町村の「その他の土木費」にあつては特別区、宅地造成等規制指
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定都市（宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和三十六年法律第百九十一号）第十条の規定に基づき指定された宅地造成等工事規制区域

を包括する指定都市をいう。以下同じ。）、その他の指定都市、宅地造成等規制中核市（宅地造成及び特定盛土等規制法第十条の規定に

基づき指定された宅地造成等工事規制区域を包括する中核市をいう。以下同じ。）、その他の中核市、施行時特例市、別表第三の三に掲

げる建築主事設置市（建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第四条第一項又は第二項の規定に基づき建築主事を置く市（特別

区、指定都市、中核市及び施行時特例市を除く。）をいう。以下同じ。）、同表に掲げる建築基準法第九十七条の二の規定により建築主

事を置く市町村（以下「限定特定行政庁設置市町村」という。）及びその他の市町村、都道府県の「その他の教育費」のうち人口を測

定単位とするものにあつては指定都市、中核市及びその他の市町村、市町村の「その他の教育費」のうち人口を測定単位とするものに

あつては指定都市、中核市及びその他の市町村、市町村の「生活保護費」にあつては指定都市、中核市及びその他の市（福祉事務所設

置町村を含む。）、都道府県の「社会福祉費」にあつては指定都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市、福祉事務所設置町村並び

に指定都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市及び福祉事務所設置町村以外の市町村、市町村の「社会福祉費」にあつては指定

都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市、指定都市、児童相談所設置中核市及びその他の中核市以外の市（福祉事務所設置町村

を含む。）並びにその他の町村、「衛生費」及び「保健衛生費」にあつては特別区及び保健所設置市、指定都市、中核市並びにその他の

市町村、都道府県の「高齢者保健福祉費」のうち六十五歳以上人口を測定単位とするものにあつては指定都市、中核市及びその他の市

町村、市町村の「高齢者保健福祉費」のうち六十五歳以上人口を測定単位とするものにあつては指定都市、中核市及びその他の市町

村、市町村の「商工行政費」にあつては中小企業支援市、計量法施行令（平成五年政令第三百二十九号）第四条に規定する市のうち中

小企業支援市以外のもの（以下「計量市」という。）及びその他の市町村とする。

六　地域手当の級地による地域区分

別表第三の四の級地欄に掲げる級地に応じた市町村とする。

２　前項第一号（一）の（２）若しくは（４）又は（二）の（２）若しくは（３）の場合において、令和二年十月二日以後において市町村

の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、廃置分合により一の市町村の区域がそのまま他の市町村の区域となつたときは、当該

廃置分合後の市町村の産業分類別就業者数、昼間流入人口又は昼間流出人口は、関係市町村の産業分類別就業者数、昼間流入人口又は昼

間流出人口を合計した数（ただし、昼間流入人口又は昼間流出人口は、関係市町村間の昼間流入人口又は昼間流出人口を除く。）とし、

廃置分合により一の市町村の区域が分割されたとき、又は境界変更が行われたときは、当該廃置分合又は境界変更後の関係市町村の産業

分類別就業者数、昼間流入人口又は昼間流出人口は、当該廃置分合前の市町村若しくは当該境界変更により区域を減ずる前の市町村の産

業分類別就業者数、昼間流入人口又は昼間流出人口を当該廃置分合に係る区域若しくは境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた

区域の別にその居住地によつて分別し、若しくはこれらの区域の人口によつて按分した産業分類別就業者数、昼間流入人口又は昼間流出

人口（表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とし、又は当該分別し、若しくは按分した産業分類別就業者数、

昼間流入人口又は昼間流出人口を境界変更に係る区域が属することとなつた市町村の産業分類別就業者数、昼間流入人口又は昼間流出人

口に加えた数とする。

３　第一項第一号（一）の（３）又は（二）の（４）の場合において、令和四年一月二日以後において市町村の廃置分合又は境界変更があ

つた場合においては、当該廃置分合又は境界変更後の市町村の宅地平均価格指数は、当該廃置分合又は境界変更後の市町村が同年一月一

日現在において廃置分合又は境界変更後の区域をもつて存在していたものと仮定して総務大臣が定める指数とする。

４　第一項第二号（一）及び第三号（一）の場合において、令和二年十月二日以後において市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合に

おける関係市町村の令和二年産業分類別就業者数については、第二項の規定を準用する。

５　第一項第二号（二）の場合において、令和二年度分の固定資産税に係る概要調書を作成した後において市町村の廃置分合又は境界変更

があつた場合における関係市町村の田畑、牧場及び宅地の面積については、第五条第二項第二号の規定を準用する。

６　第一項第三号（二）の場合において、令和二年二月一日以後において市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における関係市町村

の林野面積の総数については、第五条第二項第二号の規定を準用する。

（経常態容補正係数の算定方法）

第十一条の二　都道府県の「小学校費」及び「中学校費」に係る経常態容補正係数は、それぞれ次の算式によつて算定した率とする。

算式

（Ａ－１）×α ＋１

算式の符号

Ａ　前年度の５月１日現在において、当該都道府県の区域内の市（指定都市を除く。）町村の設置する小学校、中学校、義務教育学校

若しくは中等教育学校の前期課程又は当該都道府県立の併設型中学校若しくは中等教育学校の前期課程（以下この項において「当該都

道府県の区域内の小中学校等」という。）について限度政令第２条第１項に規定する都道府県算定総額を当該都道府県の区域内の小中

学校等における限度政令第１条第５号、第７号及び第９号に掲げる数の合算数で除して得た額を１２で除して得た額（円未満の端数が

あるときは、その端数金額を四捨五入する。）を前年度の５月１日現在において、全国の市町村立の小学校、中学校、義務教育学校若

しくは中等教育学校の前期課程又は都道府県立の併設型中学校若しくは中等教育学校の前期課程（以下この項において「全国の小中学

校等」という。）について限度政令第２条第１項に規定する都道府県算定総額から同条第１項第５号に規定する地域手当及び寒冷地手

当として算定した額の総額を除いて得た額と限度政令第２条第２項に規定する指定都市算定総額から同条第２項第５号に規定する給料

の調整額等のうち地域手当及び寒冷地手当として算定した額の総額を除いて得た額との合算額を全国の小中学校等における限度政令第

１条第５号、第７号、第９号、第１３号、第１５号及び第１７号に掲げる数の合算数で除して得た額を１２で除して得た額（円未満の

端数があるときは、その端数金額を四捨五入する。）で除して得た数（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入

する。）とする。

α　「小学校費」にあつては０．１６８、「中学校費」にあつては０．１６８

２　「特別支援学校費」のうち教職員数を測定単位とするものに係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率（小数点以下三位

未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とする。

算式

［Ａ×｛（Ｃ－１）×０．１０７＋Ｄ｝＋｛（Ｂ×１．２４）×Ｄ｝］／（Ａ＋Ｂ）

（Ｃ－１）×０．１０７に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、Ａ×｛（Ｃ－１）×０．１０７＋Ｄ｝、（Ｂ

×１．２４）又は｛（Ｂ×１．２４）×Ｄ｝に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ａ　当該年度の５月１日現在における当該都道府県又は当該都道府県の区域内の市（指定都市を除く。）町村の設置する特別支援学校

の小学部及び中学部について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第３条第１項及び第３項並びに公立

義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第１条に規定する学級編制の標準により編制した場合における学

級数を基礎として同法第１０条の規定により算定した教職員定数の標準となる数として総務大臣が調査した数
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Ｂ　測定単位の数値からＡに掲げる数を控除した数

Ｃ　前年度の５月１日現在において、当該都道府県又は当該都道府県の区域内の市（指定都市を除く。）町村の設置する特別支援学校

の小学部及び中学部について限度政令第２条第１項に規定する都道府県算定総額を当該都道府県又は当該都道府県の区域内の市（指定

都市を除く。）町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部における限度政令第１条第１１号に掲げる数で除して得た額を１２で

除して得た額（円未満の端数があるときは、その端数金額を四捨五入する。）を前年度の５月１日現在において、全国の公立の特別支

援学校の小学部及び中学部について限度政令第２条第１項に規定する都道府県算定総額から同条第１項第５号に規定する地域手当及び

寒冷地手当として算定した額の総額を除いて得た額と限度政令第２条第２項に規定する指定都市算定総額から同条第２項第５号に規定

する給料の調整額等のうち地域手当及び寒冷地手当として算定した額の総額を除いて得た額との合算額を全国の公立の特別支援学校の

小学部及び中学部における限度政令第１条第１１号及び第１９号に掲げる数の合算数で除して得た額を１２で除して得た額（円未満の

端数があるときは、その端数金額を四捨五入する。）で除して得た数（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入

する。）

Ｄ　当該都道府県の区域内の市（指定都市を除く。）町村の地域手当の級地（当該級地に係る地域区分は、第１１条第１項第１号並び

に第２項及び第３項の規定の例による。）につき別表第一に定める率を当該区域内の当該地域手当の級地ごとの市（指定都市を除く。）

町村の人口に乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）の合計数を当該都道府県の人口（当該都道府

県の区域内の指定都市の人口を除く。）で除して得た率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該率が

１．０００に満たないときは、１．０００とする。）

３　市町村の「消防費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を

四捨五入する。）とする。

算式

Ｂ／（Ａ×１１．６）

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　合併関係市町村（旧市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号。以下「合併特例法」という。）第２条第３項又は

市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法律第５９号。以下「合併新法」という。）第２条第３項の市町村をいう。以下同じ。）

（新市町村の市町村役場が所在する合併関係市町村を除く。）ごとに次の算式によつて算定した額の合算額（整数未満の端数があるとき

は、その端数を四捨五入する。）

算式

１５．７×ａ×ｂ－８．２６×ａ×ｃ

ｂが１．２７０を超えるときは１．２７０とする。

ｃが２．８０５を超えるときは２．８０５とする。

算式の符号

ａ　合併関係市町村の人口

ｂ　当該合併関係市町村の人口に別表第１（２）に定める経常態容補正の合併関係市町村の人口段階による補正率のＡに定める率を乗

じて得た率（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）と同表のＢに定める率とを合算した率を合併関係市町村の人

口で除して得た率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

ｃ　当該新市町村の人口に別表第１（２）に定める経常態容補正の新市町村の人口段階による補正率のＣに定める率を乗じて得た率

（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）と同表のＤに定める率とを合算した率を新市町村の人口で除して得た率

（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

４　市町村の「その他の教育費」のうち幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数を測定単位とするものに係る経常態

容補正係数は、次の算式によつて算定した率（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とする。

算式

Ａ×Ｂ×Ｃ＋Ｄ

算式の符号

Ａ　次の算式によつて算定した率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式

｛（ｂ／ａ）×１．２１８＋（ｃ／ａ）×１．０００｝×（１／１．０５０）

ｂ／ａ、（ｂ／ａ）×１．２１８又はｃ／ａに小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

ａ　学校基本調査規則によつて調査した当該年度の５月１日現在における市町村立の幼稚園の在籍人員数（市町村立の幼稚園型認定こ

ども園に在籍する２・３号認定子どもを除く。以下「市町村立の幼稚園の在籍人員数」という。）及び学校基本調査規則によつて調査

した当該年度の５月１日現在における市町村立の幼保連携型認定こども園に在籍する１号認定子どもの数（以下「市町村立の幼保連携

型認定こども園に在籍する１号認定子どもの数」という。）の合計数

ｂ　市町村立の幼稚園の在籍人員数及び市町村立の幼保連携型認定こども園に在籍する１号認定子どもの数の合計数のうち３歳児数

ｃ　市町村立の幼稚園の在籍人員数及び市町村立の幼保連携型認定こども園に在籍する１号認定子どもの数の合計数のうち４歳以上

児数

Ｂ　次の算式によつて算定した率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式

ｂｉ×ｃｉに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

ａ　市町村立の幼稚園の在籍人員数及び市町村立の幼保連携型認定こども園に在籍する１号認定子どもの数の合計数
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ｂｉ　市町村立の幼稚園の在籍人員数及び市町村立の幼保連携型認定こども園に在籍する１号認定子どもの数の合計数のうち、１号認

定子どもに係る利用定員がｉ人の施設に在籍する人員数

ｃｉ

１≦ｉ≦１５のとき　３．２０１

１６≦ｉ≦２５のとき　１．９９１

２６≦ｉ≦３５のとき　１．４７２

３６≦ｉ≦４５のとき　１．４０８

４６≦ｉ≦６０のとき　１．３０７

６１≦ｉ≦７５のとき　１．１６４

７６≦ｉ≦９０のとき　１．０６８

９１≦ｉ≦１０５のとき　１．０００

１０６≦ｉ≦１２０のとき　０．９５０

１２１≦ｉ≦１３５のとき　０．９２８

１３６≦ｉ≦１５０のとき　０．８９４

１５１≦ｉ≦１８０のとき　０．８４４

１８１≦ｉ≦２１０のとき　０．８０８

２１１≦ｉ≦２４０のとき　０．７８１

２４１≦ｉ≦２７０のとき　０．７６０

２７１≦ｉ≦３００のとき　０．７４３

３０１≦ｉのとき　０．６９２

ｎ　利用定員の 大値

Ｃ　地域区分が１００分の２０地域の市町村にあつては１．１０４、１００分の１６地域の市町村にあつては１．０７４、１００分の

１５地域の市町村にあつては１．０６７、１００分の１２地域の市町村にあつては１．０４４、１００分の１０地域の市町村にあつて

は１．０３０、１００分の６地域の市町村にあつては１．０００、１００分の３地域の市町村にあつては０．９７８、その他地域の市

町村にあつては０．９５５とする。

Ｄ　冷暖房費加算区分が１級地の市町村にあつては０．０２８、２級地の市町村にあつては０．０２４、３級地の市町村にあつては

０．０２４、４級地の市町村にあつては０．０１８、その他地域の市町村にあつては０．０００とする。

５　市町村の「保健衛生費」に係る経常態容補正係数Ⅰは、次の算式によつて算定した率（小数点以下三位未満の端数があるときは、その

端数を四捨五入する。）に一を加えた率とする。

算式

｛（Ａ／０．２８０）×０．０８４＋０．９１６－１．０００｝×Ｂ×Ｃ

Ａ／０．２８０が１．０００を下回る場合は１．０００とする。

算式の符号

Ａ　六十五歳以上人口を人口で除して得た数（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｂ　段階補正係数

Ｃ　普通態容補正係数

６　市町村の「保健衛生費」に係る経常態容補正係数Ⅱは、次の算式によつて算定した率（小数点以下三位未満の端数があるときは、その

端数を四捨五入する。）とする。

算式

Ｂ／（Ａ×８．３３）

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　合併関係市町村（新市町村の市町村役場及び地方自治法第２５２条の２０に規定する区の事務所（以下「区役所」という。）が所

在する合併関係市町村を除く。以下この条において同じ。）ごとに次の算式によつて算定した額の合算額（整数未満の端数があるとき

は、その端数を四捨五入する。）

算式

６．１×ａ×ｂ×ｃ

ｂが３．３４０を超えるときは３．３４０とする。

ｃが１．８３７を超えるときは１．８３７とする。

算式の符号

ａ　合併関係市町村の人口

ｂ　当該合併関係市町村の人口に別表第１（２）に定める経常態容補正Ⅱの合併関係市町村の人口段階による補正率のＡに定める率を

乗じて得た率（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）と同表のＢに定める率とを合算した率を合併関係市町村の

人口で除して得た率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

ｃ　令和５年４月１日現在における市町村役場（指定都市にあつては、区役所とする。）の所在地（町村役場が他の市町村の区域内に

所在する場合には、当該町村役場は当該町村の区域のうち地方税法第４１１条の規定により令和４年度分の固定資産税に係る固定資産

課税台帳に登録された宅地の３．３平方メートル当たりの価格が 高である地点に町村役場が所在するものとみなす。）と合併の日の

前日における当該合併関係市町村の市町村役場（以下この項において「旧市町村役場」という。）の所在地（新市町村に編入された区

域に旧市町村役場が所在していなかつた場合には、当該区域のうち地方税法第４１１条の規定により令和４年度分の固定資産税に係る

固定資産課税台帳に登録された宅地の３．３平方メートル当たりの価格が 高である地点に旧市町村役場が所在していたものとみな

す。）との 短距離（ も経済的な通常の経路及び方法により旅行する場合における鉄道（定期バスを含む。）、水路及び陸路による実

距離とする。ただし、水路を含む場合にあつては、その距離を２倍として計算した距離とする。以下この条において「本庁からの距

離」という。）に別表第１（２）に定める経常態容補正Ⅱの本庁からの距離段階による補正率のＡに定める率を乗じて得た率と同表の

Ｂに定める率とを合算した率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

７　市町村の「林野水産行政費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率とする。

算式
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（Ｂ／Ａ）×２．７５＋（Ｃ／Ａ）×０．１７

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　産業分類別就業者数のうちＡ農業、林業のうち林業の就業者数

Ｃ　産業分類別就業者数のうちＢ漁業の就業者数

８　市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率（小数点以下三位

未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とする。

算式

Ｂ／（Ａ×１．７４）

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　合併関係市町村ごとに次の算式によつて算定した額の合算額（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式

３１．４×ａ×ｂ×ｃ

ｂが３．９８０を超えるときは３．９８０とする。

ｃが１．７９７を超えるときは１．７９７とする。

算式の符号

ａ　合併関係市町村の人口

ｂ　当該合併関係市町村の人口に別表第１（２）に定める経常態容補正の合併関係市町村の人口段階による補正率のＡに定める率を乗

じて得た率（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）と同表のＢに定める率とを合算した率を合併関係市町村の人

口で除して得た率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

ｃ　本庁からの距離に別表第１（２）に定める経常態容補正の本庁からの距離段階による補正率のＡに定める率を乗じて得た率と同表

のＢに定める率とを合算した率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

（投資態容補正係数の算定方法等）

第十二条　投資態容補正は、次項で定める指標による補正（以下「投資補正」及び「投資補正Ⅱ」という。）又は公共事業費の地方負担額

等を指標とする補正（以下「事業費補正」という。）に分別し、次の表の地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表

の投資態容補正の種類の欄に掲げる補正を行うものとする。

地方団体の種類 経費の種類 測定単位 投資態容補正の種類

都道府県 一　道路橋りよう費 道路の延長 投資補正及び事業費補正

　 二　河川費 河川の延長 事業費補正

　 三　港湾費 港湾における外郭施設の延長 事業費補正

　 漁港における外郭施設の延長 投資補正及び事業費補正

　 四　高等学校費 生徒数 投資補正及び事業費補正

五　社会福祉費 人口 事業費補正

　 六　高齢者保健福祉費 六十五歳以上人口 事業費補正

　 七　農業行政費 農家数 事業費補正

　 八　林野行政費 公有以外の林野の面積 事業費補正

　 九　地域振興費 人口 投資補正及び事業費補正

市町村 一　道路橋りよう費 道路の延長 投資補正及び事業費補正

　 二　港湾費 港湾における外郭施設の延長 事業費補正

　 漁港における外郭施設の延長 事業費補正

　 三　都市計画費 都市計画区域における人口 事業費補正

　 四　公園費 人口 事業費補正

　 五　下水道費 人口 投資補正及び事業費補正

　 六　その他の土木費 人口 事業費補正

　 七　小学校費 学級数 事業費補正

　 八　中学校費 学級数 事業費補正

　 九　高等学校費 生徒数 事業費補正

　 十　その他の教育費 人口 投資補正Ⅱ

　 十一　社会福祉費 人口 事業費補正

　 十二　高齢者保健福祉費 六十五歳以上人口 事業費補正

　 十三　清掃費 人口 事業費補正

　 十四　農業行政費 農家数 事業費補正

　 十五　林野水産行政費 林業及び水産業の従業者数 事業費補正

　 十六　地域振興費 人口 投資補正及び事業費補正

　 面積 投資補正及び事業費補正

２　投資補正及び投資補正Ⅱに用いる指標は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算定方法等

の欄に定める数値又は同欄に定める方法によつて算定した数値（特別の定めがある場合を除くほか、小数点以下三位未満の端数があると

きは、その端数を四捨五入する。）とする。

地

方

団

体

の

種

類

経

費

の

種

類

測

定

単

位

指標 算定方法等

100



都

道

府

県

一

　

道

路

橋

り

よ

う

費

道

路

の

延

長

国府県道

未整備延

長比率

１　平成二十九年及び平成三十年の各年における四月一日現在並びに平成三十一年から令和三年までの各年における三

月三十一日現在において国土交通省が作成した道路統計年報（以下「道路年報」という。）に記載されている一般国道

及び都道府県道（指定都市の区域内に存するものを除く。以下この表において「国府県道」という。）の実延長の合計

数を五で除して得た数（表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この表において「国府県道

の実延長」という。）から道路年報に記載されている国府県道の整備済延長の合計数を五で除して得た数（表示単位未

満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）を控除して得た数に直轄高速道路の未供用延長を加えて得た数を

直轄高速道路及び国府県道の実延長に直轄高速道路の未供用延長を加えて得た数で除して得た数

２　国府県道に係る延長の表示単位は、キロメートルとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す

る。以下この表において同じ。

　 　 　 道路延長

当 た り

人口

１　人口（当該人口（指定都市を包括する道府県にあつては指定都市に係る人口を控除した人口とする。以下この号に

おいて同じ。）が二、二〇〇、〇〇〇人未満の都道府県にあつては当該人口に一・〇〇〇を乗じて得た数、二、二〇〇、

〇〇〇人以上五、〇〇〇、〇〇〇人未満の都道府県にあつては当該人口に〇・五三四を乗じて得た数に一、〇二五、〇

〇〇を加えた数、五、〇〇〇、〇〇〇人以上の都道府県にあつては当該人口に〇・〇九一を乗じて得た数に三、二四

〇、〇〇〇を加えた数をそれぞれ当該都道府県の人口とする。）を測定単位の数値で除して得た数

２　人口に係る表示単位は、千人とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

　 　 　 道路延長

当 た り

面積

１　面積（指定都市を包括する道府県にあつては、指定都市に係る面積を控除した面積）を測定単位の数値で除して得

た数

２　面積に係る表示単位は、平方キロメートルとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

　 　 　 標準道路

延長比率

三、九〇〇キロメートルを測定単位の数値で除して得た数

　 二

　

港

湾

費

漁

港

に

お

け

る

外

郭

施

設

の

延

長

漁港にお

ける外郭

施設の延

長当たり

海面に係

る水産業

者数

海面に係る水産業者の数（漁業センサス規則によつて調査した平成三十年十一月一日現在における漁業経営体総数から

漁船非使用に係る漁業経営体数を控除した数）を測定単位の数値で除して得た数

　 　 　 漁業就業

者比率

国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における産業分類別就業者数のうちＢ漁業の就業者数に一〇〇を乗

じて得た数を人口で除して得た数

　 三

　

高

等

学

校

費

生

徒

数

生徒一人

当たり一

般校舎及

び屋内運

動場不足

面積

１　前年の五月一日現在において文部科学大臣が調査した公立学校施設の実態調査（以下この表において「公立学校施

設実態調査」という。）に基づき総務大臣が定める公立高等学校に係る一般校舎及び屋内運動場の不足面積を測定単位

の数値で除して得た数

２　一般校舎及び屋内運動場の不足面積に係る表示単位は、平方メートルとする。

　 　 　 生徒一人

当たり産

振校舎不

足面積

１　公立学校施設実態調査に基づき総務大臣が定める公立高等学校に係る産振校舎の不足面積を測定単位の数値のうち

普通科等以外の学科の生徒数（別科又は専攻科に係る生徒数のうちこれらの学科に類する学科に属するものを含む。）

で除して得た数

２　産振校舎の不足面積の表示単位は、平方メートルとする。

　 四

　

地

域

振

興

費

人

口

過疎地域

等 人 口

比率

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和三年法律第十九号。以下「過疎地域持続的発展法」という。）

第二条第一項及び旧過疎地域自立促進特別措置法（平成十二年法律第十五号）第二条第一項に規定する過疎地域、豪雪

地帯対策特別措置法（昭和三十七年法律第七十三号）第二条第二項に規定する特別豪雪地帯又は山村振興法（昭和四十

年法律第六十四号）第七条第一項に規定する振興山村のいずれかに該当する地域（以下この号において「過疎地域等」

という。）に係る人口として総務大臣が調査した数を人口で除して得た数

　 　 　 半島地域

人口比率

半島振興法（昭和六十年法律第六十三号）第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域のうち過疎地域等以外の地域

に係る人口として総務大臣が調査した数を人口で除して得た数

市

町

村

一

　

道

路

橋

り

よ

う

費

道

路

の

延

長

国道延長

比率

測定単位の数値のうち国道の実延長を測定単位の数値で除して得た数

　 　 　 道府県道

延長比率

測定単位の数値のうち道府県道の実延長を測定単位の数値で除して得た数
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　 　 　 道路整備

比率Ⅰ

測定単位の数値のうち路面幅員四・五メートル以上の市町村道（橋りようを除く。以下この表において同じ。）の延長

を測定単位の数値で除して得た数

　 　 　 道路整備

比率Ⅱ

測定単位の数値のうち路面幅員二・五メートル以上四・五メートル未満の市町村道の延長を測定単位の数値で除して得

た数

　 　 　 道路整備

比率Ⅲ

測定単位の数値のうち路面幅員一・五メートル以上二・五メートル未満の市町村道の延長を測定単位の数値で除して得

た数

　 　 　 交通事故

件数比率

警察庁において調査した交通事故の発生件数（以下「交通事故件数」という。）の当該年の前二年及び前三年の合計数

の二分の一の数を測定単位の数値で除して得た数

　 二

　

下

水

道

費

人

口

有収水量当該市町村又は当該市町村の組織する組合が経営する公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事

業、漁業集落排水事業、林業集落排水事業、簡易排水事業、小規模集合排水処理事業、特定地域生活排水処理事業及び

個別排水処理事業（以下この号において「公共下水道事業等」という。）に係る前年の三月三十一日現在における地方

公営企業決算状況調査に基づく有収水量。この場合において、市町村の組織する組合が経営する公共下水道事業等に係

る有収水量は、当該有収水量を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め総務大臣が承認した率（協議が成立しな

いときは、総務大臣が定める率）により按分したものをそれぞれの市町村が経営する公共下水道事業等に係る有収水量

（総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村の経営する公共下水

道事業等に係る有収水量）とする。

　 　 　 超過算定

対象資本

費単価

平成六年度以降に供用を開始した当該市町村又は当該市町村の組織する組合が経営する公共下水道事業等のうち、次の

（１）及び（２）に掲げる基準に該当する公共下水道事業等（経営戦略を策定した事業として総務大臣が調査した事業

に限る。以下「対象下水道事業」という。）に係る前年の三月三十一日現在における地方公営企業決算状況調査に基づ

く算定対象資本費（市町村の組織する組合が経営する対象下水道事業に係る算定対象資本費にあつては、当該組合を構

成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率（協議が成立しないときは、総務大臣が定める率）により按

分したものをそれぞれの市町村が経営する対象下水道事業に係る算定対象資本費（総務大臣が承認する場合には、当該

組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村の経営する対象下水道事業に係る算定対象資本費）とみな

す。）の額を当該事業に係る有収水量で除して得た有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額（表示単位は

円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）から四十七を控除した数に、対象下水道事業

のうち地方公営企業法の適用があるもの（以下この号及び別表第三の五（１）において「法適用事業」という。）にあ

つては別表第三の五（１）に定める有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額の段階に応ずる率を乗じて得

た数の合計数とし、同法の適用がないもの（以下この号及び別表第三の五（２）において「法非適用事業」という。）

にあつては別表第三の五（２）に定める有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額の段階に応ずる率を乗じ

て得た数の合計数とする。

　 　 　 　 （１）　前年の三月三十一日現在における地方公営企業決算状況調査に基づく当該公共下水道事業等の有収水量一立方メ

ートル当たりの算定対象資本費の額が四十八円以上であること。

（２）　前年の三月三十一日現在における地方公営企業決算状況調査に基づく当該公共下水道事業等に係る使用料又は料

金収入（市町村の組織する組合が経営する公共下水道事業等に係る使用料又は料金収入は、当該使用料又は料金収入を

当該組合を構成する市町村の長が協議して定め総務大臣が承認した率（協議が成立しないときは、総務大臣が定める

率）により按分したものをそれぞれの市町村が経営する公共下水道事業等に係る使用料又は料金収入（総務大臣が承認

する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村の経営する公共下水道事業等に係る使

用料又は料金収入）とみなす。）の額を当該公共下水道事業等に係る有収水量で除して得た有収水量一立方メートル当

たりの使用料又は料金収入の額（以下この号において「使用料単価」という。）が一五〇円以上であること。

使用料単

価比率

対象下水道事業に係る使用料単価を二〇三・〇で除して得た数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を

四捨五入し、一・〇〇〇を超えるときは一・〇〇〇とする。）

統合前の

有収水量

複数の公共下水道事業等が統合した公共下水道事業等であって、統合後の公共下水道事業等として平成三十年四月二日

以降に併用を開始したもの（以下「統合下水道」という。）について、統合前の公共下水道事業等に係る統合下水道の

供用開始前年度（以下「統合前年度」という。）の地方公営企業決算状況調査に基づく有収水量。この場合において、

市町村の組織する組合が経営する統合前の公共下水道事業等に係る有収水量は、当該有収水量を当該組合を構成する市

町村の長が協議して定め総務大臣が承認した率（協議が成立しないときは、総務大臣が定める率）により按分したもの

をそれぞれの市町村が経営する統合前の公共下水道事業等に係る有収水量（総務大臣が承認する場合には、当該組合を

構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村の経営する統合前の公共下水道事業等に係る有収水量）とする。

統合前の

超過算定

対象資本

費単価

統合下水道であつて平成六年度以降に供用を開始した当該市町村又は当該市町村の組織する組合が経営する統合前の公

共下水道事業等のうち、次の（１）及び（２）に掲げる基準に該当する公共下水道事業等（経営戦略を策定した事業で

あり、かつ、国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における人口が三万人以上の市町村（構成市町村

の人口合計が三万人以上の地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合及び広域連合を含む。）が行う事

業にあつては、地方公営企業法第二条第三項の規定により同法の規定の全部又は一部を適用している事業として総務大

臣が調査した事業に限る。以下「統合前対象下水道事業」という。）に係る前年の三月三十一日現在における地方公営

企業決算状況調査に基づく算定対象資本費（市町村の組織する組合が経営する統合前対象下水道事業に係る算定対象資

本費にあつては、当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率（協議が成立しないときは、

総務大臣が定める率）により按分したものをそれぞれの市町村が経営する統合前対象下水道事業に係る算定対象資本費

（総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村の経営する統合前対

象下水道事業に係る算定対象資本費）とみなす。）の額を当該事業に係る有収水量で除して得た有収水量一立方メート

ル当たりの算定対象資本費の額（表示単位は円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

から四十七を控除した数に、統合前対象下水道事業のうち地方公営企業法の適用があるもの（以下この号及び別表第三

の五（１）において「統合前法適用事業」という。）にあつては同表（１）に定める有収水量一立方メートル当たりの

算定対象資本費の額の段階に応ずる率を乗じて得た数の合計数とし、同法の適用がないもの（以下この号及び同表（２）

において「統合前法非適用事業」という。）にあつては同表（２）に定める有収水量一立方メートル当たりの算定対象

資本費の額の段階に応ずる率を乗じて得た数の合計数とする。
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（１）　統合前年度の地方公営企業決算状況調査に基づく当該公共下水道事業等の有収水量一立方メートル当たりの算定

対象資本費の額が四十八円以上であること。

（２）　統合前年度の地方公営企業決算状況調査に基づく当該公共下水道事業等に係る使用料又は料金収入（市町村の組

織する組合が経営する統合前の公共下水道事業等に係る使用料又は料金収入は、当該使用料又は料金収入を当該組合を

構成する市町村の長が協議して定め総務大臣が承認した率（協議が成立しないときは、総務大臣が定める率）により按

分したものをそれぞれの市町村が経営する公共下水道事業等に係る使用料又は料金収入（総務大臣が承認する場合に

は、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村の経営する統合前の公共下水道事業等に係る使用

料又は料金収入）とみなす。）の額を当該公共下水道事業等に係る有収水量で除して得た有収水量一立方メートル当た

りの使用料又は料金収入の額（以下この号において「統合前使用料単価」という。）が一五〇円以上であること。

統合前の

使用料単

価比率

統合前対象下水道事業に係る統合前使用料単価を二〇三・〇で除して得た数（小数点以下三位未満の端数があるとき

は、その端数を四捨五入し、一・〇〇〇を超えるときは一・〇〇〇とする。）

　 三

　

そ

の

他

の

教

育

費

人

口

特別支援

学校の幼

稚部の学

級数

学校基本調査規則によつて調査したその年の五月一日現在における当該市町村立の特別支援学校の幼稚部に在学する幼

児をもつて編制された実学級（多学年学級は、一学級とみなす。以下この号において同じ。）の数

　 　 　 特別支援

学校の小

学部及び

中学部の

学級数

学校基本調査規則によつて調査したその年の五月一日現在における当該市町村立の特別支援学校の小学部及び中学部に

在学する児童又は生徒をもつて編制された実学級の数

　 　 　 特別支援

学校の高

等部の学

級数

学校基本調査規則によつて調査したその年の五月一日現在における当該市町村立の特別支援学校の高等部に在学する生

徒をもつて編制された実学級の数

　 四

　

地

域

振

興

費

面

積

人口集中

地区面積

国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における人口集中地区面積

　 　 　 可 住 地

面積

第五条第一項の表第二号３の「宅地の面積」及び「田畑の面積」を合算した数

３　投資補正係数は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算

式によつて算定した率（算定の過程に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とする。

地

方

団

体

の

種

類

経 費 の

種類

測 定

単位

算式及び算式の符号

都

道

府

県

一 　 道

路 橋 り

よう費

道 路

の 延

長

算式

｛（Ａ／０．３６９）×０．３０×α ＋（Ｂ／０．４４９）×０．０５×β ＋（Ｃ／２．０６１）×０．１０＋Ｄ×０．

３０＋０．２５｝×Ｅ

算式の符号

Ａ　国府県道未整備延長比率

Ｂ　道路延長当たり人口

Ｃ　道路延長当たり面積

Ｄ　標準道路延長比率

Ｅ　北海道にあつては０．９５０、沖縄県にあつては０．８７０、その他の都府県にあつては１

α　次の算式によつて算定した数

算式

［１＋｛（０．７ γ ＋０．３）－１｝×０．８］×｛１＋（δ １－１）×０．８｝×｛１＋（δ ２－１）×０．８｝

（０．７ γ ＋０．３）に小数点以下１位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

γ　次の算式によつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数

が１．０００以下の場合には１．０００とし、２．０００以上の場合には２．０００とする。）

算式

ａ／ｂ×１／０．００８
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ａ／ｂに小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

ａ　直轄高速道路未供用延長及び実延長の合計数

ｂ　測定単位の数値

δ １　直轄高速道路未供用延長及び実延長の合計数のうちのトンネル延長として総務大臣が通知した数を直轄高速道路

未供用延長及び実延長の合計数で除して得た数（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

以下この表において「トンネル延長比率」という。）を０．２５７（トンネル延長比率の全国平均）で除して得た数（小

数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）が２．０００を超える道県にあつては１．６、そ

の他の道県にあつては１．０

δ ２　直轄高速道路未供用延長及び実延長の合計数のうちの橋りょう延長として総務大臣が通知した数を直轄高速道路

未供用延長及び実延長の合計数で除して得た数（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

以下この表において「橋りょう延長比率」という。）を０．１０５（橋りょう延長比率の全国平均）で除して得た数（小

数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）が２．０００を超える道県にあつては１．６、そ

の他の道県にあつては１．０

β　指定都市を包括する道府県にあつては別表第３の６に定める率、その他の道府県にあつては１．０００

　 二 　 港

湾費

漁 港

に お

け る

外 郭

施 設

の 延

長

算式

０．７０４＋０．２９６×Ａ×｛（Ｂ／０．１０５）×０．９＋０．１｝×１３．１６８

算式の符号

Ａ　漁港における外郭施設の延長当たり海面に係る水産業者数

Ｂ　漁業就業者比率

　 三 　 高

等 学 校

費

生 徒

数

算式

｛（Ａ／１．７９８）×０．８＋（Ｂ／１６．９９４）×０．２｝×０．４５６５２

算式の符号

Ａ　生徒１人当たり一般校舎及び屋内運動場不足面積

Ｂ　生徒１人当たり産振校舎不足面積

　 四 　 地

域 振 興

費

人口 算式

Ａ×０．２４６＋Ｂ×０．０９９＋Ｃ

算式の符号

Ａ　過疎地域等人口比率を単位費用で除して得た数

Ｂ　半島地域人口比率を単位費用で除して得た数

Ｃ　航空機燃料譲与税法（昭和４７年法律第１３号）による空港関係都道府県にあつては、世帯数に別表第三の八に掲

げる率を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）を人口で除して得た数（小数点以

下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

市

町

村

一 　 道

路 橋 り

よう費

道 路

の 延

長

算式

Ａ×α×１２．８＋Ｂ×８．０＋Ｃ×０．４３＋Ｄ×１．４３＋Ｅ×１．８１＋Ｆ×β

算式の符号

Ａ　国道延長比率

Ｂ　道府県道延長比率

Ｃ　道路整備比率Ⅰ

Ｄ　道路整備比率Ⅱ

Ｅ　道路整備比率Ⅲ

Ｆ　交通事故件数比率

α　北海道内の指定都市にあつては０．５、府県内の指定都市にあつては１．００

β　大都市（特別区及び指定都市をいう。以下同じ。）にあつては０．１６、その他の市町村にあつては０．３３

　 二 　 下

水道費

人口 算式

１／（Ａ×１０３円）×［（Ｂ×Ｃ×Ｄ×Ｅ）＋｛Ｆ－（Ｂ×Ｃ×Ｄ×Ｅ）｝×Ｇ］

Ｆ－（Ｂ×Ｃ×Ｄ×Ｅ）が負数となるときは、０とする。

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　超過算定対象資本費単価

Ｃ　使用料単価比率

Ｄ　有収水量

Ｅ　平成１１年度以降に供用を開始した事業　０．４５

平成６年度から平成１０年度までに供用を開始した事業　０．０９

Ｆ　次の算式によつて算定した数の合計数

算式

ａ×ｂ×ｃ×ｄ

算式の符号

ａ　統合前の超過算定対象資本費単価

ｂ　統合前の使用料単価比率

ｃ　統合前の有収水量

ｄ　符号Ｅに同じ
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Ｇ　次の算式によつて算定した数が１以上５以下のものにあつては１．０、６のものにあつては０．９、７のものにあ

つては０．７、８のものにあつては０．５、９のものにあつては０．３、１０のものにあつては０．１、それ以外のも

のにあつては０

算式

ｅ－２，０１７

算式の符号

ｅ　統合下水道の供用開始年度（西暦）

　 三 　 地

域 振 興

費

人口 算式

Ａ＋Ｂ

算式の符号

Ａ　航空機燃料譲与税法による空港関係市町村にあつては、世帯数に別表第三の八に掲げる率を乗じて得た数（整数未

満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）を人口で除して得た数（小数点以下３位未満の端数があるときは、

その端数を四捨五入する。）

Ｂ　次の算式によつて算定した数を当該市町村の人口に１．７４０を乗じて得た数で除して得た数（小数点以下３位未

満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式

ａ×ｂ

算式の符号

ａ　人口

ｂ　人口５，０００，０００以上の市町村にあつては５．８６２、人口２，０００，０００以上５，０００，０００未

満の市町村にあつては３．６２４、人口１，０００，０００以上２，０００，０００未満の市町村にあつては２．６６

２、人口３００，０００以上１，０００，０００未満の市町村にあつては２．７３０、人口３００，０００未満の市町

村にあつては０．０００

４　投資補正Ⅱ係数は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める

算式によつて算定した率（算定の過程及び算定した率に小数点以下三位未満の端数があるときはその端数を四捨五入するものとし、当該

率が負数となるときは零とする。）に一を加えた率とする。

地 方

団 体

の 種

類

経 費 の

種類

測定

単位

算式及び算式の符号

市 町

村

一 　 そ

の 他 の

教育費

人口算式

（Ｂ×１６１＋Ｃ×１６７＋Ｄ×２３８）／Ａ

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　特別支援学校の幼稚部の学級数

Ｃ　特別支援学校の小学部及び中学部の学級数

Ｄ　特別支援学校の高等部の学級数

　 二 　 地

域 振 興

費

面積算式

（Ｂ／Ａ×α ＋Ｃ／Ａ×β）

算式の符号

Ａ　種別補正後の測定単位の数値

Ｂ　可住地面積

Ｃ　人口集中地区面積

α　面積が１，０００平方キロメートル以上の市町村のうち人口密度が２７０人以上のものにあつては３．２、面積が

４００平方キロメートル以上１，０００平方キロメートル未満の市町村のうち人口密度が２７０人以上のものにあつて

は１．５、面積が２００平方キロメートル以上４００平方キロメートル未満の市町村のうち人口密度が２７０人以上の

ものにあつては０．５、面積が１００平方キロメートル以上２００平方キロメートル未満の市町村のうち人口密度が２

７０人以上のものにあつては０．３、その他の市町村にあつては０．０（ただし、指定都市にあつては３．２）

β　面積が１，０００平方キロメートル以上の市町村のうち人口密度が２７０人以上のものにあつては１．５、面積が

４００平方キロメートル以上１，０００平方キロメートル未満の市町村のうち人口密度が２７０人以上のものにあつて

は１．２、面積が２００平方キロメートル以上４００平方キロメートル未満の市町村のうち人口密度が２７０人以上の

ものにあつては０．７、面積が１００平方キロメートル以上２００平方キロメートル未満の市町村のうち人口密度が２

７０人以上のものにあつては０．３、その他の市町村にあつては０．０（ただし、指定都市にあつては１．５）

５　事業費補正係数は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める

算式によつて算定した率（小数点以下三位未満の端数があるときはその端数を四捨五入するものとし、「河川費」及び「下水道費」にあ

つては、当該率が負数となるときは零とする。）又は当該率を合算した率に一を加えた率とする。

地

方

団

体

の

種

類

経

費

の

種

類

測

定

単

位

算式及び算式の符号

都

道

一

　

道

道

路

の

算式
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府

県

路

橋

り

よ

う

費

延

長

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債の同意等額（地方特定道路整備事

業（「地方特定道路整備事業について」（平成４年１月２０日付け建設省都街発第２号、建設省道企発第５号、自治調第５号）に

よつて採択された事業をいう。以下この表において同じ。）に係るもの、ふるさと農道・林道緊急整備事業に係るもの、被災市

街地復興特例事業に係るもの及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）に相当する額

Ｃ１５＝０．０１８

Ｃ１６＝０．０１８

Ｃ１７＝０．０１７

Ｃ１８＝０．０１６

Ｃ１９＝０．０１６

Ｃ２０＝０．０１５８４

Ｄｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率を

超える部分に係るものを除く。）のうち地方特定道路整備事業に係るもの（平成１５年度から平成２０年度までの各年度におい

て財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。）の額に相当する額

Ｅ１５＝０．０１８

Ｅ１６＝０．０１８

Ｅ１７＝０．０１７

Ｅ１８＝０．０１６

Ｅ１９＝０．０１６

Ｅ２０＝０．０１５８４

Ｆｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率を

超える部分に係るものを除く。）のうち地方特定道路整備事業に係るものの額（平成１５年度から平成２０年度までの各年度に

おいて財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。）

Ｇ１５＝０．０３３

Ｇ１６＝０．０３０

Ｇ１７＝０．０３１

Ｇ１８＝０．０２７

Ｇ１９＝０．０２６

Ｇ２０＝０．０２６４０

Ｈｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率を

超える部分に係るものを除く。）のうち被災市街地復興特別措置法（平成７年法律第１４号）第５条の規定に基づき定められた

被災市街地復興推進地域において地方団体が施行する土地区画整理事業及び市街地再開発事業（以下この表において「被災市街

地復興特別事業」という。）に係るものの額に相当する額

Ｉ１５＝０．０４９

Ｉ１６＝０．０４８

Ｉ１７＝０．０４６

Ｉ１８＝０．０４２

Ｉ１９＝０．０４２

Ｉ２０＝０．０４２２３

Ｊｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債（発行について地方財政法第５条

の３第６項の規定による届出がされた地方債のうち同条第１項の規定による協議を受けたならば同条第１０項に規定する基準に

照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。）（総務大臣の指定する充当

の率を超える部分に係るものを除く。）のうち通常事業（平成２２年度において発行について同意又は許可を得たものについて

は、平成２１年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。）に係るもの（農道及び林道の整備事業に係

るものを除く。）の額に相当する額

Ｋ２１＝０．０１６８１

Ｋ２２＝０．０１６８４

Ｌｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率を

超える部分に係るものを除く。）のうち臨時事業（平成２２年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平

成２１年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。）に係るもの（地方特定道路整備事業に係るもの、

ふるさと農道・林道緊急整備事業に係るもの及び被災市街地復興特別事業に係るものを除く。）の額に相当する額

Ｍ２１＝０．０１６８１

Ｍ２２＝０．０１６８４

Ｎｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率を

超える部分に係るものを除く。）のうち臨時事業の地方特定道路整備事業（平成２２年度から平成２４年度までの各年度におい
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て発行について同意又は許可を得たものについては、平成２０年度から平成２４年度までの期間において行われる継続事業とし

て総務大臣が調査した事業に限る。）に係るもの（平成２１年度から平成２４年度までの各年度において財源対策のため発行に

ついて同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。）の額に相当する額

Ｏ２１＝０．０１６８１

Ｏ２２＝０．０１６８４

Ｏ２３＝０．０１６９２

Ｏ２４＝０．０１７２７

Ｐｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率を

超える部分に係るものを除く。）のうち臨時事業の地方特定道路整備事業に係るものの額（平成２１年度から平成２４年度まで

の各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。）

Ｑ２１＝０．０２８０２

Ｑ２２＝０．０２８０７

Ｑ２３＝０．０２８２１

Ｑ２４＝０．０２８７８

Ｒ２１　平成２１年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の

率を超える部分に係るものを除く。）のうち被災市街地復興特別事業に係るものの額に相当する額

Ｓ２１＝０．０４４８２

Ｔ２２　平成２２年度において発行について同意又は許可を得た一般単独事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当率を超え

る部分に係るものを除く。）のうち一般事業における一般分の被災市街地復興特別事業に係るものの額に相当する額

Ｕ２２＝０．０４４９０

Ｖｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た一般公共事業に係る地方債（平成１６年度から平成２２年度までの

各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債（発行について地方財政法第５条の３第６項の規定による届出がさ

れた地方債のうち同条第１項の規定による協議を受けたならば同条第１０項に規定する基準に照らして同意をすることとなると

認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。）を除く。）のうち高速自動車国道建設事業に係るものの額に

相当する額

Ｗ１５＝０．０３３

Ｗ１６＝０．０３３

Ｗ１７＝０．０３１

Ｗ１８＝０．０２７

Ｗ１９＝０．０２７

Ｗ２０＝０．０２８７２

Ｗ２１＝０．０２９６２

Ｗ２２＝０．０２８７２

Ｘｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た一般公共事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える

部分に係るもの、平成２１年度及び平成２２年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大

臣が指定するもの並びに平成２１年度及び平成２２年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。）のうち

高規格幹線道路建設事業に係るもの（高速自動車国道建設事業に係るものを除く。）の額に相当する額

Ｙ２１＝０．０２９６２

Ｙ２２＝０．０２８７２

Ｚｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等（旧地方道路等整備事業に限る。）に係る地方債（発行に

ついて地方財政法第５条の３第６項の規定による届出がされた地方債のうち同条第１項の規定による協議を受けたならば同条第

１０項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。）

（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）のうち平成２１年度までに着手した継続事業として総務大臣が

調査した事業に係るもので、旧地方道路等整備事業に係る地方債の通常事業の充当率を用いるもの（農道及び林道の整備事業に

係るものを除く。）の額に相当する額

ＡＡ２３＝０．０１６４８

ＡＡ２４＝０．０１６７５

ＡＡ２５＝０．０１７

ＡＡ２６＝０．０１７

ＡＢｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等（旧地方道路等整備事業に限る。）に係る地方債（総務

大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）のうち平成２１年度までに着手した継続事業として総務大臣が調査

した事業に係るもので、旧地方道路等整備事業に係る地方債の臨時事業の充当率を用いるもの（地方特定道路整備事業に係るも

の、ふるさと農道・林道緊急整備事業に係るもの及び被災市街地復興特別事業に係るものを除く。）の額に相当する額

ＡＣ２３＝０．０１６４８

ＡＣ２４＝０．０１６７５

ＡＣ２５＝０．０１７

ＡＣ２６＝０．０１７

ＡＤｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等に係る地方債（発行について地方財政法第５条の３第６項

の規定による届出がされた地方債のうち同条第１項の規定による協議を受けたならば同条第１０項に規定する基準に照らして同

意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。）（総務大臣の指定する充当の率を超え

る部分に係るものを除く。）のうち被災市街地復興特別事業に係るものの額に相当する額
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ＡＥ２３＝０．０４３９５

ＡＥ２４＝０．０４４６６

ＡＥ２５＝０．０４５

ＡＥ２６＝０．０４４

ＡＥ２７＝０．０４２

ＡＥ２８＝０．０４１１

ＡＥ２９＝０．０４１４

ＡＥ３０＝０．０４１５４

ＡＥ令元＝０．０４０９８

ＡＥ令２＝０．００１８２

ＡＥ令３＝０．００２５１

ＡＥ令４＝０．００５６５

ＡＦｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分

に係るもの及び平成２３年度から令和４年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。）のう

ち高速自動車国道建設事業に係るものの額に相当する額

ＡＧ２３＝０．０２７４７

ＡＧ２４＝０．０２７９２

ＡＧ２５＝０．０２８

ＡＧ２６＝０．０２８

ＡＧ２７＝０．０２７

ＡＧ２８＝０．０２５７

ＡＧ２９＝０．０２５９

ＡＧ３０＝０．０２５９６

ＡＧ令元＝０．０２５６１

ＡＧ令２＝０．００１１４

ＡＧ令３＝０．００１５７

ＡＧ令４＝０．００３５３

ＡＨｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分

に係るもの、平成２３年度から令和４年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として

総務大臣が指定するもの及び平成２３年度から令和４年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を

除く。）のうち高規格幹線道路建設事業に係るもの（高速自動車国道建設事業に係るものを除く。）の額に相当する額

ＡＩ２３＝０．０２７４７

ＡＩ２４＝０．０２７９２

ＡＩ２５＝０．０２８

ＡＩ２６＝０．０２８

ＡＩ２７＝０．０２７

ＡＩ２８＝０．０２５７

ＡＩ２９＝０．０２５９

ＡＩ３０＝０．０２５９６

ＡＩ令元＝０．０２５６１

ＡＩ令２＝０．００１１４

ＡＩ令３＝０．００１５７

ＡＩ令４＝０．００３５３

ＡＪｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分

に係るもの、平成２６年度から令和４年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として

総務大臣が指定するもの及び平成２６年度から令和４年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を

除く。）のうち離島振興法第２条に基づき指定された離島振興対策実施地域において、平成２６年度以降に地震津波対策として

行われる道路の整備に係る公共事業ののうち、特に離島の防災機能強化に資する事業に係るものの額に相当する額

ＡＫ２６＝０．０２８

ＡＫ２７＝０．０２７

ＡＫ２８＝０．０２５７

ＡＫ２９＝０．０２５９

ＡＫ３０＝０．０２５９６

ＡＫ令元＝０．０２５６１

ＡＫ令２＝０．００１１４

ＡＫ令３＝０．００１５７

ＡＫ令４＝０．００３５３

　 二

　

河

河

川

の

算式
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川

費

延

長

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ１５　平成１５年度において発行を許可された臨時河川等整備事業に係る地方債（地方特定河川等環境整備事業に係るもの及

び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

Ｃ１５＝０．０１８

Ｄｎ　平成ｎ年度において発行を許可された臨時河川等整備事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係

るものを除く。）のうち地方特定河川等環境整備事業に係るもの（平成１５年度から平成１７年度までの各年度において財源対

策のため発行を許可された地方債として総務大臣が指定するものを除く。）の額に相当する額

Ｅ１５＝０．０１８

Ｅ１６＝０．０１８

Ｅ１７＝０．０１６

Ｆｎ　平成ｎ年度において発行を許可された臨時河川等整備事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係

るものを除く。）のうち地方特定河川等環境整備事業に係るものの額（平成１５年度から平成１７年度までの各年度において財

源対策のため発行を許可された地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。）

Ｇ１５＝０．０３０

Ｇ１６＝０．０３０

Ｇ１７＝０．０２７

Ｈ　国庫の補助金を受けて施行した河川事業及び砂防事業に係る経費又は国が行う当該事業に係る法令に基づく負担金に充てる

ため平成１０年度以前において発行を許可された地方債（災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和４６年度、昭和５０年度から

昭和６１年度までの各年度及び平成３年度から平成１０年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方

債、昭和５０年度から昭和５７年度までの各年度、昭和５９年度及び平成１０年度において財政健全化のため発行を許可された

地方債、財源対策債、昭和５０年度補正予算債、昭和５１年度補正予算債、昭和５２年度補正予算債、昭和５３年度補正予算

債、昭和６１年度補正予算債、昭和６２年度補正予算債、平成４年度補正予算債、平成５年度補正予算債、平成６年度補正予算

債、平成７年度補正予算債、平成８年度補正予算債、平成９年度補正予算債及び平成１０年度補正予算債、地域財政特例対策

債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債（平成５年度において国の補助金等の整理及び合理化等に関する法律（平成５年法

律第８号）による投資的経費に係る国庫補助負担率の恒久化措置の対象となる事業を行う地方団体に対し、昭和５９年度国庫補

助負担率と比較した場合の国庫補助金等の減少相当額について許可された地方債をいう。以下同じ。）、昭和４４年度以前におい

て発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、地方債計画上の新産業都市等建設事業債（通常の充当率を超える部分に係る

ものに限る。）として昭和５０年度以前において発行を許可された地方債のうち縁故資金に係るもの、地方債計画に計上されな

い地方債並びに昭和５１年度以降において発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣の指定する充当の率を超える

部分に係るものを除く。）の当該年度における元利償還金

Ｉｎ　ｎ年度に国庫の補助金を受けて施行した河川事業及び砂防事業に係る経費又は国が行う当該事業に係る法令に基づく負担

金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債（災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行を許可さ

れた地方債、財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公

共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の

額に相当する額（ただし、平成１５年度から令和４年度までの各年度にあつては、ダム（平成２２年度から令和４年度までの各

年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成２１年度以前に着手した継続の事業等の地方債の額として

総務大臣が調査したものに限る。）、災害関連及び砂防（国が行う事業に限る。）に係るものとして総務大臣が通知した額とする。）

Ｊ１５＝０．０３３

Ｊ１６＝０．０３３

Ｊ１７＝０．０３０

Ｊ１８＝０．０２７

Ｊ１９＝０．０２９

Ｊ２０＝０．０２８７２

Ｊ２１＝０．０２９６２

Ｊ２２＝０．０２８７２

Ｊ２３＝０．０２７４７

Ｊ２４＝０．０２７９２

Ｊ２５＝０．０２８

Ｊ２６＝０．０２８

Ｊ２７＝０．０２７

Ｊ２８＝０．０２５７

Ｊ２９＝０．０２５９

Ｊ３０＝０．０２５９６

Ｊ令元＝０．０２５６１

Ｊ令２＝０．００１１４
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Ｊ令３＝０．００１５７

Ｊ令４＝０．００３５３

Ｋｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た緊急浚渫推進事業（地方財政法第３３条の５の１１に規定する河川等に

おけるしゆんせつ等に係る事業をいう。以下この表において同じ。）に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分

に係るものを除く。）の額に相当する額

Ｌ令２＝０．０７１１３

Ｌ令３＝０．０７１６２

Ｌ令４＝０．０７４３７

　 三

　

港

湾

費

港

湾

に

お

け

る

外

郭

施

設

の

延

長

算式

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　国庫の補助金を受けて施行した港湾事業に係る経費又は国が行うこれらの事業に係る法令に基づく負担金に充てるため平成

１０年度以前において発行について許可された地方債（災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和４６年度、昭和５０年度から昭

和６１年度まで及び平成３年度から平成１０年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和５０

年度から昭和５７年度までの各年度、昭和５９年度及び平成１０年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源

対策債、昭和５０年度補正予算債、昭和５１年度補正予算債、昭和５２年度補正予算債、昭和５３年度補正予算債、昭和６１年

度補正予算債、昭和６２年度補正予算債、平成４年度補正予算債、平成５年度補正予算債、平成６年度補正予算債、平成７年度

補正予算債、平成８年度補正予算債、平成９年度補正予算債及び平成１０年度補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例

債、公共事業等臨時特例債、昭和４４年度以前において発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、地方債計画上の新産業

都市等建設事業債（通常の充当率を超える部分に係るものに限る。）として昭和５０年度以前において発行を許可された地方債

のうち縁故資金に係るもの、地方債計画に計上されない地方債並びに昭和５１年度以降において発行について許可された地方債

のうち総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の当該年度における元利償還金

Ｃｎ　国庫の補助金を受けて施行した港湾事業に係る経費又は国が行うこれらの事業に係る法令に基づく負担金に充てるためｎ

年度において発行について同意又は許可を得た地方債（災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行について同

意又は許可を得た地方債、財政健全化のため発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、補正予算債、地域財政特例

対策債、臨時財政特例債、公共事業臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債及び総務大臣の指定する充当の率を超える部

分に係るものを除く。）の額に相当する額（平成２２年度から令和４年度までの各年度において発行について同意又は許可を得

たものについては、災害関連及び平成２１年度以前に着手した継続の事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限

る。）

Ｄ１５＝０．０３３

Ｄ１６＝０．０３３

Ｄ１７＝０．０３０

Ｄ１８＝０．０２７

Ｄ１９＝０．０２７

Ｄ２０＝０．０２８７２

Ｄ２１＝０．０２９６２

Ｄ２２＝０．０２８７２

Ｄ２３＝０．０２７４７

Ｄ２４＝０．０２７９２

Ｄ２５＝０．０２８

Ｄ２６＝０．０２８

Ｄ２７＝０．０２７

Ｄ２８＝０．０２５７

Ｄ２９＝０．０２５９

Ｄ３０＝０．０２５９６

Ｄ令元＝０．０２５６１

Ｄ令２＝０．００１１４

Ｄ令３＝０．００１５７

Ｄ令４＝０．００３５３

　 　 漁

港

に

お

け

る

外

郭

施

算式

算式の符号
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設

の

延

長

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　国庫の補助金を受けて施行した漁港事業に係る経費又は国が行うこれらの事業に係る法令に基づく負担金に充てるため平成

１０年度以前において発行について許可された地方債（災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和４６年度、昭和５０年度から昭

和６１年度まで及び平成３年度から平成１０年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和５０

年度から昭和５７年度までの各年度、昭和５９年度及び平成１０年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源

対策債、昭和５０年度補正予算債、昭和５１年度補正予算債、昭和５２年度補正予算債、昭和５３年度補正予算債、昭和６１年

度補正予算債、昭和６２年度補正予算債、平成４年度補正予算債、平成５年度補正予算債、平成６年度補正予算債、平成７年度

補正予算債、平成８年度補正予算債、平成９年度補正予算債及び平成１０年度補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例

債、公共事業等臨時特例債、昭和４４年度以前において発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、地方債計画上の新産業

都市等建設事業債（通常の充当率を超える部分に係るものに限る。）として昭和５０年度以前において発行を許可された地方債

のうち縁故資金に係るもの、地方債計画に計上されない地方債並びに昭和５１年度以降において発行について許可された地方債

のうち総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の当該年度における元利償還金

Ｃｎ　国庫の補助金を受けて施行した漁港事業に係る経費又は国が行うこれらの事業に係る法令に基づく負担金に充てるためｎ

年度において発行について同意又は許可を得た地方債（災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行について同

意又は許可を得た地方債、財政健全化のため発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、補正予算債、地域財政特例

対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債及び総務大臣の指定する充当の率を超える

部分に係るものを除く。）の額に相当する額（平成２２年度から令和４年度までの各年度において発行について同意又は許可を

得たものについては、災害関連及び平成２１年度以前に着手した継続の事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限

る。）

Ｄ１５＝０．０３３

Ｄ１６＝０．０３３

Ｄ１７＝０．０３０

Ｄ１８＝０．０２７

Ｄ１９＝０．０２７

Ｄ２０＝０．０２８７２

Ｄ２１＝０．０２９６２

Ｄ２２＝０．０２８７２

Ｄ２３＝０．０２７４７

Ｄ２４＝０．０２７９２

Ｄ２５＝０．０２８

Ｄ２６＝０．０２８

Ｄ２７＝０．０２７

Ｄ２８＝０．０２５７

Ｄ２９＝０．０２５９

Ｄ３０＝０．０２５９６

Ｄ令元＝０．０２５６１

Ｄ令２＝０．００１１４

Ｄ令３＝０．００１５７

Ｄ令４＝０．００３５３

　 四

　

高

等

学

校

費

生

徒

数

算式

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂｎ　平成ｎ年度において発行を許可された臨時高等学校整備事業に係る地方債の許可額のうち、大規模改造事業に係る単独分

の許可額（特殊教育諸学校に係るものを除く。）に相当する額

Ｃ１５＝０．０２４３

Ｃ１６＝０．０２４２

Ｄｎ　平成ｎ年度において発行を許可された臨時高等学校整備事業に係る地方債の許可額のうち、平成１０年度までの特別老朽

施設改築事業に係る許可額及び平成１１年度以降の老朽施設改築事業に係る許可額（特殊教育諸学校に係るものを除く。）に相

当する額

Ｅ９＝０．００４６

Ｅ１０＝０．０１０２

Ｅ１１＝０．００８８

Ｅ１２＝０．００９２

Ｅ１３＝０．０１０４

Ｅ１４＝０．００９３

Ｅ１５＝０．０２４３
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Ｅ１６＝０．０２４２

Ｆ令２　国庫の補助金を受けて施行した公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業に係る経費に充てるため令和２年度に

おいて発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債（同年度において発行について同意又は許可を得た補正予算

債を除く。）のうち高等学校に係るものの額に相当する額

Ｇ令２＝０．００１４９

五

　

社

会

福

祉

費

人

口

算式

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂｎ　一般財源化された次世代育成支援対策施設整備交付金（児童相談所に係るものに限る。）に係る施設整備事業に充てるため

ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額

Ｃ３０＝０．０３０３０

Ｃ令元＝０．０２９９４

Ｃ令２＝０．００１４９

Ｃ令３＝０．００２０２

Ｃ令４＝０．００４８３

Ｄｎ　児童相談所整備事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た一般単独（一般）事業債（総

務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

Ｅ令２＝０．００１０７

Ｅ令３＝０．００１４４

Ｅ令４＝０．００３４５

Ｆｎ　児童相談所一時保護施設整備事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た一般補助施設

整備等事業（一般分）に係る地方債の額に相当する額

Ｇ令２＝０．００１０７

Ｇ令３＝０．００１４４

Ｇ令４＝０．００３４５

　 六

　

高

齢

者

保

健

福

祉

費

六

十

五

歳

以

上

人

口

算式

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂｎ　一般財源化された地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金に係る施設整備事業等に充てるためｎ年度において発行につ

いて同意又は許可を得た地方債の額に相当する額

Ｃ１８＝０．０５３０

Ｃ１９＝０．０５２０

Ｃ２０＝０．０５２７９

Ｃ２１＝０．０５６０３

Ｃ２２＝０．０５６１３

Ｃ２３＝０．０５６４１

Ｃ２４＝０．０４０２９

Ｃ２５＝０．０４１０

Ｃ２６＝０．０４００

Ｃ２７＝０．０３８０

Ｃ２８＝０．０３７９

Ｃ２９＝０．０３８０

Ｃ３０＝０．０３０３０

Ｃ令元＝０．０２９９４

Ｃ令２＝０．００１４９

Ｃ令３＝０．００２０２

Ｃ令４＝０．００４８３

　 七

　

農

業

農

家

数

算式
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行

政

費

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　農林水産大臣が調査した国営土地改良事業（昭和６３年４月１日以降に事業が完了するものに限る。）に係る都道府県の負

担金（その支払期間の始期が平成１３年度以前のものに限る。）のうち、ダム、干拓堤防、頭首工、排水機場、排水樋門、排水

路、用水施設、道路、区画整理及び鳥獣害防止施設（以下「対象施設」という。）に係る土地改良法第９０条第１項の規定に基

づく負担金（土地改良法施行令（昭和２４年政令第２９５号）第５２条の２第１項第３号に規定する方法のうち事業が施行され

る各年度に支払う方法により支払われるものを除く。符号Ｅ及び符号Ｈにおいて同じ。）を基礎として総務大臣が算定して通知

した額

Ｃ　農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承さ

れた業務（平成元年４月１日以降に業務が完了するものに限る。）に係る都道府県の負担金（その支払期間の始期が平成１３年

度以前のものに限る。）のうち、対象施設に係る旧農用地整備公団法第２７条第１項及び附則第１９条第２項の規定によりなお

その効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律（昭和６３年法律第４４号。以下「農用地開発公団法改

正法」という。）による改正前の農用地開発公団法第２７条第１項の規定に基づく負担金（旧農用地整備公団法施行令（昭和４

９年政令第２０５号）第１４条第２項に規定する方法により支払われるものを除く。符号Ｆ及び符号Ｉにおいて同じ。）を基礎

として総務大臣が算定して通知した額

Ｄ　農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務（平成元年４月１日以降に業務が完了するものに限る。）に係る都

道府県の負担金（その支払期間の始期が平成１３年度以前のものに限る。）のうち、対象施設に係る独立行政法人水資源機構法

附則第７条の規定により同法第２６条第１項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公団法第３０条第１項の

規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額

Ｅ　農林水産大臣が調査した国営土地改良事業（昭和６３年４月１日以降に事業が完了するものに限る。）に係る都道府県の負

担金（その支払期間の始期が平成１４年度以降のものに限る。）のうち、ダムに係る土地改良法第９０条第１項の規定に基づく

負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額

Ｆ　農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承さ

れた業務（平成元年４月１日以降に業務が完了するものに限る。）に係る都道府県の負担金（その支払期間の始期が平成１４年

度以降のものに限る。）のうち、ダムに係る旧農用地整備公団法第２７条第１項及び附則第１９条第２項の規定によりなおその

効力を有するものとされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第２７条第１項の規定に基づく負担金を基

礎として総務大臣が算定して通知した額

Ｇ　農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務（平成元年４月１日以降に業務が完了するものに限る。）に係る都

道府県の負担金（その支払期間の始期が平成１４年度以降のものに限る。）のうち、ダムに係る独立行政法人水資源機構法附則

第７条の規定により同法第２６条第１項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公団法第３０条第１項の規定

に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額

Ｈ　農林水産大臣が調査した国営土地改良事業（昭和６３年４月１日以降に事業が完了するものに限る。）に係る都道府県の負

担金（その支払期間の始期が平成１４年度から平成２２年度までのものに限る。）のうち、対象施設（ダムを除く。）に係る土地

改良法第９０条第１項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額

Ｉ　農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承さ

れた業務（平成元年４月１日以降に業務が完了するものに限る。）に係る都道府県の負担金（その支払期間の始期が平成１４年

度から平成２２年度までのものに限る。）のうち、対象施設（ダムを除く。）に係る旧農用地整備公団法第２７条第１項及び附則

第１９条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第２

７条第１項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額

Ｊ　農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務（平成元年４月１日以降に業務が完了するものに限る。）に係る都

道府県の負担金（その支払期間の始期が平成１４年度から平成２２年度までのものに限る。）のうち、対象施設（ダムを除く。）

に係る独立行政法人水資源機構法附則第７条の規定により同法第２６条第１項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水

資源開発公団法第３０条第１項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額

Ｋ　農林水産大臣が調査した国営土地改良事業（昭和６３年４月１日以降に事業が完了するものに限る。）に係る都道府県の負

担金（その支払期間の始期が平成２３年度以降のものに限る。）のうち、対象施設（ダムを除く。）に係る土地改良法第９０条第

１項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額

Ｌ　農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承さ

れた業務（平成元年４月１日以降に業務が完了するものに限る。）に係る都道府県の負担金（その支払期間の始期が平成２３年

度以降のものに限る。）のうち、対象施設（ダムを除く。）に係る旧農用地整備公団法第２７条第１項及び附則第１９条第２項の

規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第２７条第１項の規定

に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額

Ｍ　農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務（平成元年４月１日以降に業務が完了するものに限る。）に係る都

道府県の負担金（その支払期間の始期が平成２３年度以降のものに限る。）のうち、対象施設（ダムを除く。）に係る独立行政法

人水資源機構法附則第７条の規定により同法第２６条第１項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公団法第

３０条第１項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額

Ｎｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た都道府県営土地改良事業（農業生産基盤整備系統に限る。）に係る地方債

（発行について地方財政法第５条の３第６項の規定による届出がされた地方債のうち同条第１項の規定による協議を受けたなら

ば同条第１０項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下

同じ。）（災害復旧事業債、公害防止事業債、平成２２年度から令和４年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行につい

て同意又は許可を得た地方債、平成２２年度から令和４年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算

債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、平成２２年度から令和４年度までの各年度の財源対策のた
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め当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債及び地方債計画に計上されない地方債を除く。）（平成２２年度か

ら令和４年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成２１年度以前に着手した継続事業と

して総務大臣が調査した事業に係る地方債に限る。）の同意等額（平成２２年度から令和４年度までの各年度にあつては、ダム

に係るものとして総務大臣が通知した額とする。）

Ｏ２２＝０．０４５

Ｏ２３＝０．０４４

Ｏ２４＝０．０４４

Ｏ２５＝０．０４４

Ｏ２６＝０．０４３

Ｏ２７＝０．０４２

Ｏ２８＝０．０４２２

Ｏ２９＝０．０４２２

Ｏ３０＝０．０４１８０

Ｏ令元＝０．０４１８０

Ｏ令２＝０．００１００

Ｏ令３＝０．００１７５

Ｏ令４＝０．００３５０

Ｐｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た都道府県営土地改良事業（農地等保全管理事業及び農業施設災害関連事

業に限る。）に係る地方債（発行について地方財政法第５条の３第６項の規定による届出がされた地方債のうち同条第１項の規

定による協議を受けたならば同条第１０項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が

指定するものを含む。以下同じ。）（災害復旧事業債、公害防止事業債、平成２０年度から令和４年度までの各年度において地方

税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成２０年度から令和４年度までの各年度において発行について同意

又は許可を得た補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、平成２０年度から令和４年度まで

の各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債及び地方債計画に計上されない地方債を

除く。）（ダムに係るもので平成２２年度から令和４年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについて

は、平成２１年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係る地方債に限る。）の同意等額に相当する額（平

成２０年度から令和２年度までの各年度にあつてはダムに係るものとして総務大臣が通知した額とし、令和３年度及び令和４年

度にあつてはダムに係るもの又は防災重点農業用ため池緊急整備事業に係るものとして総務大臣が通知した額とする。）

Ｑ２０＝０．０４６

Ｑ２１＝０．０４５

Ｑ２２＝０．０４５

Ｑ２３＝０．０２７

Ｑ２４＝０．０２６

Ｑ２５＝０．０２６

Ｑ２６＝０．０２５

Ｑ２７＝０．０２４

Ｑ２８＝０．０２４１

Ｑ２９＝０．０２４１

Ｑ３０＝０．０２３６４

Ｑ令元＝０．０２３３７

Ｑ令２＝０．００２００

Ｑ令３＝０．００３２５

Ｑ令４＝０．００５５０

Ｒｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た国営土地改良事業（国営かんがい排水事業、国営農用地再編開発事業等

に限る。）における都道府県の負担金（土地改良法施行令第５２条の２第１項第３号に規定する方法のうち事業が施行される各

年度に支払う方法により支払われるものに限る。）に係る地方債（発行について地方財政法第５条の３第６項の規定による届出

がされた地方債のうち同条第１項の規定による協議を受けたならば同条第１０項に規定する基準に照らして同意をすることとな

ると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。）（災害復旧事業債、公害防止事業債、平成２２年度から

令和４年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成２２年度から令和４年度ま

での各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債、平成２２年度から令和４年度までの各年度

において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債（臨時公共事業債分）及び地方債計画に計上されない地方債を

除く。）の同意等額（平成２２年度から令和４年度までの各年度にあつては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とす

る。）

Ｓ２２＝０．０４５

Ｓ２３＝０．０４４

Ｓ２４＝０．０４４

Ｓ２５＝０．０４４

Ｓ２６＝０．０４３

Ｓ２７＝０．０４２

Ｓ２８＝０．０４２２

Ｓ２９＝０．０４２２
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Ｓ３０＝０．０４１８０

Ｓ令元＝０．０４１８０

Ｓ令２＝０．００１００

Ｓ令３＝０．００１７５

Ｓ令４＝０．００３５０

Ｔｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た国営土地改良事業（国営総合農地防災事業等に限る。）における都道府県

の負担金（土地改良法施行令第５２条の２第１項第３号に規定する方法のうち事業が施行される各年度に支払う方法により支払

われるものに限る。）に係る地方債（発行について地方財政法第５条の３第６項の規定による届出がされた地方債のうち同条第

１項の規定による協議を受けたならば同条第１０項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総

務大臣が指定するものを含む。以下同じ。）（災害復旧事業債、公害防止事業債、平成２０年度から令和４年度までの各年度にお

いて地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成２０年度から令和４年度までの各年度において発行につ

いて同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債、平成２０年度から令和４年度までの各年度において財源対策のため発行

について同意又は許可を得た地方債（臨時公共事業債分）及び地方債計画に計上されない地方債を除く。）の同意等額に相当す

る額（平成２０年度から令和４年度までの各年度にあつては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とする。）

Ｕ２０＝０．０４６

Ｕ２１＝０．０４５

Ｕ２２＝０．０４５

Ｕ２３＝０．０２７

Ｕ２４＝０．０２６

Ｕ２５＝０．０２６

Ｕ２６＝０．０２５

Ｕ２７＝０．０２４

Ｕ２８＝０．０２４１

Ｕ２９＝０．０２４１

Ｕ３０＝０．０２３６４

Ｕ令元＝０．０２３３７

Ｕ令２＝０．００２００

Ｕ令３＝０．００３２５

Ｕ令４＝０．００５５０

Ｖｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た団体営土地改良事業（防災重点農業用ため池緊急整備事業に限る。）にお

ける都道府県の負担金に係る地方債（発行について地方財政法第５条の３第６項の規定による届出がされた地方債のうち同条第

１項の規定による協議を受けたならば同条第１０項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総

務大臣が指定するものを含む。以下同じ。）（災害復旧事業債、公害防止事業債、令和３年度及び令和４年度において地方税の減

収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、令和３年度及び令和４年度において発行について同意又は許可を得た補正予

算債、令和３年度及び令和４年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債並びに地方債計画に計上され

ない地方債を除く。）の同意等額に相当する額として総務大臣が通知した額

Ｗ令３＝０．００３２５

Ｗ令４＝０．００５５０

Ｘｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た国立研究開発法人森林研究・整備機構、旧緑資源機構、旧緑資源公団及

び旧農用地整備公団の業務における都道府県の負担金（旧農用地整備公団法施行令第１４条第２項に規定する方法により支払わ

れるものに限る。）及び独立行政法人水資源機構の業務における都道府県の負担金（平成２２年度以降に同意又は許可を得たも

のに限る。）に係る地方債（発行について地方財政法第５条の３第６項の規定による届出がされた地方債のうち同条第１項の規

定による協議を受けたならば同条第１０項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が

指定するものを含む。以下同じ。）（災害復旧事業債、公害防止事業債、平成２２年度から令和４年度までの各年度において地方

税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成２２年度から令和４年度までの各年度において発行について同意

又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債、平成２２年度から令和４年度までの各年度において財源対策のため発行について

同意又は許可を得た地方債（臨時公共事業債分）及び地方債計画に計上されない地方債を除く。）の同意等額（平成２２年度か

ら令和４年度までの各年度にあつては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とする。）

Ｙ２２＝０．０４５

Ｙ２３＝０．０４４

Ｙ２４＝０．０４４

Ｙ２５＝０．０４４

Ｙ２６＝０．０４３

Ｙ２７＝０．０４２

Ｙ２８＝０．０４２２

Ｙ２９＝０．０４２２

Ｙ３０＝０．０４１８０

Ｙ令元＝０．０４１８０

Ｙ令２＝０．００１００

Ｙ令３＝０．００１７５

Ｙ令４＝０．００３５０
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Ｚｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率を

超える部分に係るものを除く。）のうちふるさと農道緊急整備事業に係るもの（平成１５年度から平成２０年度までの各年度に

おいて財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。）の額に相当する額

ＡＡ１５＝０．０１８

ＡＡ１６＝０．０１８

ＡＡ１７＝０．０１６

ＡＡ１８＝０．０１６

ＡＡ１９＝０．０１６

ＡＡ２０＝０．０１５８４

ＡＢｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率

を超える部分に係るものを除く。）のうちふるさと農道緊急整備事業に係るものの額（平成１５年度から平成２０年度までの各

年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。）

ＡＣ１５＝０．０３０

ＡＣ１６＝０．０３０

ＡＣ１７＝０．０２７

ＡＣ１８＝０．０２７

ＡＣ１９＝０．０２６

ＡＣ２０＝０．０２６４０

ＡＤｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率

を超える部分に係るものを除く。）のうちふるさと農道緊急整備事業（平成２２年度から平成２４年度までの各年度において発

行について同意又は許可を得たものについては、平成２１年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。）

に係るもの（平成２１年度から平成２４年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債とし

て総務大臣が指定するものを除く。）の額に相当する額

ＡＥ２１＝０．０１６８１

ＡＥ２２＝０．０１６８４

ＡＥ２３＝０．０１６９２

ＡＥ２４＝０．０１７２７

ＡＦｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率

を超える部分に係るものを除く。）のうちふるさと農道緊急整備事業に係るものの額（平成２１年度から平成２４年度までの各

年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。）

ＡＧ２１＝０．０２８０２

ＡＧ２２＝０．０２８０７

ＡＧ２３＝０．０２８２１

ＡＧ２４＝０．０２８７８

　 八

　

林

野

行

政

費

公

有

以

外

の

林

野

の

面

積

算式

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率を

超える部分に係るものを除く。）のうちふるさと林道緊急整備事業に係るもの（平成１５年度から平成２０年度までの各年度に

おいて財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。）の額に相当する額

Ｃ１５＝０．０１８

Ｃ１６＝０．０１８

Ｃ１７＝０．０１６

Ｃ１８＝０．０１６

Ｃ１９＝０．０１６

Ｃ２０＝０．０１５８４

Ｄｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率を

超える部分に係るものを除く。）のうちふるさと林道緊急整備事業に係るものの額（平成１５年度から平成２０年度までの各年

度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。）

Ｅ１５＝０．０３０

Ｅ１６＝０．０３０

Ｅ１７＝０．０２７

Ｅ１８＝０．０２７

Ｅ１９＝０．０２６

Ｅ２０＝０．０２６４０
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Ｆｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た一般補助施設整備等事業（一般分）に係る地方債のうち特定間伐等

促進対策に係るものの額に相当する額

Ｇ２０＝０．０１５８４

Ｇ２１＝０．０１６８１

Ｇ２２＝０．０１６８４

Ｈｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率を

超える部分に係るものを除く。）のうちふるさと林道緊急整備事業に係るもの（平成２１年度から平成２４年度までの各年度に

おいて財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。）の額に相当する額（平

成２２年度から平成２４年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成２１年度以前に着手

した継続事業の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。）の額に相当する額

Ｉ２１＝０．０１６８１

Ｉ２２＝０．０１６８４

Ｉ２３＝０．０１６９２

Ｉ２４＝０．０１７２７

Ｊｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率を

超える部分に係るものを除く。）のうちふるさと林道緊急整備事業に係るものの額（平成２１年度から平成２４年度までの各年

度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。）

Ｋ２１＝０．０２８０２

Ｋ２２＝０．０２８０７

Ｋ２３＝０．０２８２１

Ｋ２４＝０．０２８７８

　 九

　

地

域

振

興

費

人

口

算式Ⅰ

算式Ⅰの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂｎ　防災対策事業（防災基盤整備事業分（特に推進すべきものを除く。））に係る経費に充てるためｎ年度において発行につい

て同意又は許可を得た地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

Ｃ１５＝０．０１８

Ｃ１６＝０．０１８

Ｃ１７＝０．０１６

Ｃ１８＝０．０１６

Ｃ１９＝０．０１６

Ｃ２０＝０．０１５８４

Ｃ２１＝０．０１６８１

Ｃ２２＝０．０１６８４

Ｃ２３＝０．０１６９２

Ｃ２４＝０．０１７２７

Ｃ２５＝０．０１８

Ｃ２６＝０．０１７

Ｃ２７＝０．０１７

Ｃ２８＝０．０１６３

Ｃ２９＝０．０１６３

Ｃ３０＝０．０１２９９

Ｃ令元＝０．０１２８３

Ｃ令２＝０．０００６４

Ｃ令３＝０．０００８６

Ｃ令４＝０．００２０７

Ｄｎ　防災対策事業（防災基盤整備事業分（特に推進すべきもの））に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又

は許可を得た地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

Ｅ１７＝０．０２７

Ｅ１８＝０．０２７

Ｅ１９＝０．０２６

Ｅ２０＝０．０２６４０

Ｅ２１＝０．０２８０２

Ｅ２２＝０．０２８０７

117



Ｅ２３＝０．０２８２１

Ｅ２４＝０．０２８７８

Ｅ２５＝０．０２９

Ｅ２６＝０．０２９

Ｅ２７＝０．０２８

Ｅ２８＝０．０２７１

Ｅ２９＝０．０２７２

Ｅ３０＝０．０２１６５

Ｅ令元＝０．０２１３９

Ｅ令２＝０．００１０７

Ｅ令３＝０．００１４４

Ｅ令４＝０．００３４５

Ｆｎ　防災対策事業（公共施設等耐震化事業分）に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方

債（平成２１年度における建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（平成１８年国土交通省告示第１８

４号）に規定する構造耐震指標（以下「Ｉｓ値」という。）が０．３未満の施設を対象とした事業分及び総務大臣の指定する充

当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

Ｇ１５＝０．０３０

Ｇ１６＝０．０３０

Ｇ１７＝０．０２７

Ｇ１８＝０．０２７

Ｇ１９＝０．０２６

Ｇ２０＝０．０２６４０

Ｇ２１＝０．０２８０２

Ｇ２２＝０．０２８０７

Ｇ２３＝０．０２８２１

Ｇ２４＝０．０２８７８

Ｇ２５＝０．０２９

Ｇ２６＝０．０２９

Ｇ２７＝０．０２８

Ｇ２８＝０．０２７１

Ｇ２９＝０．０２７２

Ｇ３０＝０．０２１６５

Ｇ令元＝０．０２１３９

Ｇ令２＝０．００１０７

Ｇ令３＝０．００１４４

Ｇ令４＝０．００３４５

Ｈｎ　防災対策事業（公共施設等耐震化事業のうちＩｓ値が０．３未満の施設を対象とした事業分）に係る経費に充てるためｎ

年度において発行について同意又は許可を得た地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に

相当する額

Ｉ２１＝０．０３７５４

Ｉ２２＝０．０３７６１

Ｉ２３＝０．０３７７９

Ｉ２４＝０．０３８５６

Ｉ２５＝０．０３９

Ｉ２６＝０．０３８

Ｉ２７＝０．０３７

Ｉ２８＝０．０３６３

Ｉ２９＝０．０３６４

Ｉ３０＝０．０２９００

Ｉ令元＝０．０２８６６

Ｉ令２＝０．００１４３

Ｉ令３＝０．００１９３

Ｉ令４＝０．００４６２

Ｊｎ　防災対策事業（旧緊急防災基盤整備事業（継続事業分））に係る経費に充てるため平成ｎ年度において発行を許可された地

方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

Ｋ１５＝０．０３０

Ｋ１６＝０．０３０

Ｋ１７＝０．０２７

Ｌ　国の施策に基づいて要請された金融支援として水俣病発生地域において水俣病の原因となる物質を排水した法人への無利子

の貸付けに係る経費に充てるため、平成１２年度以降の各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度にお
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ける元利償還金（ただし、当該年度において水俣病の原因となる物質を排出した法人から償還される額を除く。）及び水俣病被

害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法（平成２１年法律第８１号）第５条の規定に基づく一時金の支給に伴い、

一時金支給資金に係る金融支援を行う法人への出資に係る経費に充てるため、当該年度の前年度までの各年度において発行につ

いて同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金（ただし、当該年度において一時金支給資金に係る金融支援を行

う法人から償還される額を除く。）

Ｍｎ　特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法（平成１５年法律第９８号）第６条の規定により、産業廃棄

物不法投棄対策事業に係る経費に充てるため平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額

Ｎ１５＝０．０３０

Ｎ１６＝０．０３０

Ｎ１７＝０．０２７

Ｎ１８＝０．０２７

Ｎ１９＝０．０２６

Ｎ２０＝０．０２６４０

Ｎ２１＝０．０２８０２

Ｎ２２＝０．０２８０７

Ｏｎ　民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号。以下「ＰＦＩ法」という

。）第８条第１項の規定により、地方公共団体がＰＦＩ法第５条第１項の実施方針を定めて実施するＰＦＩ法第２条第４項に規

定する選定事業を実施するものとして選定されたもの（以下「ＰＦＩ事業者」という。）が整備し、ｎ年度において供用を開始

した公共施設等の施設整備費相当額（当該地方公共団体が当該施設を建設したとみなした場合に一般財源所要額として基準財政

需要額に算入されるべき額の年次毎の合計額）として当該地方公共団体の長の申告に基づき総務大臣が通知した額

Ｐ１５＝０．０１２

Ｐ１６

ア　高知県に対して総務大臣が通知した額に係るもの　０．０２３

イ　ア以外の総務大臣が通知した額に係るもの　０．０１２

Ｐ１７＝０．０１０

Ｐ１８

ア　北海道に対して総務大臣が通知した額のうちＡに係るもの　０．０２６

イ　北海道に対して総務大臣が通知した額のうちＢに係るもの　０．０１５

ウ　山梨県に対して総務大臣が通知した額に係るもの　０．０２０

エ　兵庫県に対して総務大臣が通知した額に係るもの　０．０１５

Ｐ１９＝０．０１０

Ｐ２０＝０．０１０２０

Ｐ２１＝０．０１０１３

Ｐ２２＝０．０１０７６

Ｐ２３＝０．０１０６４

Ｐ２４

ア　新潟県に対して総務大臣が通知した額に係るもの　０．０１０７２

イ　徳島県に対して総務大臣が通知した額のうちＡに係るもの　０．０１６０８

ウ　徳島県に対して総務大臣が通知した額のうちＢに係るもの　０．０２６８０

Ｐ２５

ア　宮城県に対して総務大臣が通知した額のうちＡに係るもの　０．０１１

イ　宮城県に対して総務大臣が通知した額のうちＢに係るもの　０．０１６

Ｐ２６＝０．０１２

Ｐ２７＝０．０００

Ｐ２８＝０．０３３９

Ｐ２９＝０．００００

Ｐ３０＝０．０００００

Ｐ令元＝０．０２５３３

Ｐ令２＝０．０００００

Ｐ令３＝０．０００００

Ｐ令４＝０．０１０７０

Ｑｎ　石綿対策事業に係る経費に充てるため平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債（総務大臣の指定する

充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

Ｒ１７＝０．０２２

Ｒ１８＝０．０２１

Ｒ１９＝０．０２１

Ｒ２０＝０．０２１１２

Ｒ２１＝０．０２２４１

Ｒ２２＝０．０２２４５

Ｓｎ　公共施設等地上デジタル放送移行対策事業に係る経費に充てるため平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た

一般単独（一般）事業債（発行について地方財政法第５条の３第６項の規定による届出がされた地方債のうち同条第１項の規定
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による協議を受けたならば同条第１０項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指

定するものを含む。以下同じ。）（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

Ｔ２１＝０．０１６８１

Ｔ２２＝０．０１６８４

Ｔ２３＝０．０１６９２

Ｕｎ　公共施設等地上デジタル放送移行対策事業に係る経費に充てるため平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た

学校教育施設等整備事業債（発行について地方財政法第５条の３第６項の規定による届出がされた地方債のうち同条第１項の規

定による協議を受けたならば同条第１０項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が

指定するものを含む。以下同じ。）（小中学校分及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当

する額

Ｖ２１＝０．０１６８１

Ｖ２２＝０．０１６８４

Ｖ２３＝０．０１６９２

Ｗｎ　津波避難対策緊急事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債（総務大臣の指定

する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

Ｘ２６＝０．０２８

Ｘ２７＝０．０２７

Ｘ２８＝０．０２５７

Ｘ２９＝０．０２５９

Ｘ３０＝０．０２５９６

Ｘ令元＝０．０２５６１

Ｘ令２＝０．００１１４

Ｘ令３＝０．００１５７

Ｘ令４＝０．００３５３

Ｙｎ　公共施設 適化事業に係る経費に充てるため平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債（総務大臣の指

定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

Ｚ２７＝０．０２８

Ｚ２８＝０．０２７１

ＡＡ２８　地方創生推進交付金事業に係る経費に充てるため平成２８年度において発行について同意又は許可を得た地方債（総

務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

ＡＢ２８＝０．０１６３

ＡＣ　災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第１０２条第１項第２号に掲げる場合に係る経費に充てるため発行につい

て同意又は許可を得た地方債（平成２８年熊本地震、平成３０年７月豪雨、令和元年台風第１５号、令和元年台風第１９号及び

令和２年７月豪雨による災害に係る災害廃棄物処理対策、平成２８年熊本地震及び平成３０年７月豪雨による災害に係る中小企

業等グループ施設等復旧整備対策並びに令和２年７月豪雨による災害に係るなりわい再建支援事業に係る経費に充てるため発行

について同意又は許可を得た地方債（平成３０年７月豪雨による災害に係る災害廃棄物処理対策に係る経費に充てるため発行に

ついて同意又は許可を得た地方債にあつては、「平成三十年度補正予算（第二号）に係る地方債の取扱いについて」に基づき発

行について同意又は許可を得た地方債を除く。）に限る。）の当該年度における元利償還金

ＡＤｎ　公共施設等適正管理推進事業のうち、集約化・複合化事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又

は許可を得た地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

ＡＥ２９＝０．０２７２

ＡＥ３０＝０．０２１６５

ＡＥ令元＝０．０２１３９

ＡＥ令２＝０．００１０７

ＡＥ令３＝０．００１４４

ＡＥ令４＝０．００３４５

ＡＦ２９　公共施設等適正管理推進事業のうち、長寿命化事業、転用事業及び立地適正化事業に係る経費に充てるため平成２９

年度において発行について同意又は許可を得た地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に

相当する額

ＡＧ２９＝０．０１６３

ＡＨｎ　公共施設等適正管理推進事業のうち、長寿命化事業、転用事業、立地適正化事業、ユニバーサルデザイン化事業及び脱

炭素化事業（義務教育施設の大規模改造事業分を除く。）に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を

得た地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

ＡＩ３０＝０．０１２９９

ＡＩ令元＝０．０１２８３

ＡＩ令２＝０．０００６４

ＡＩ令３＝０．０００８６

ＡＩ令４＝０．００２０７

α　当該都道府県の財政力指数（当該都道府県に係る基準財政収入額（錯誤に係る額として加減した額を除く。）を基準財政需

要額（錯誤に係る額として加減した額を除く。）で除して得た数値（小数点以下２位未満の端数があるときは、その端数を四捨

五入する。）で当該年度前３年度内の各年度に係るものを合算して得たものを３で除して得た数値（小数点以下２位未満の端数

があるときは、その端数を四捨五入する。）をいう。）に－０．５０を乗じて得た数（小数点以下３位未満の端数があるときは、
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その端数を四捨五入する。）と０．７０との合計数とする。ただし、当該合計数が、０．３００に満たないときは０．３００と

し、０．５００を超えるときは０．５００とする。

ＡＪｎ　公共施設等適正管理推進事業のうち、長寿命化事業、ユニバーサルデザイン化事業及び脱炭素化事業（義務教育施設の

大規模改造事業分）に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債（総務大臣の指定する充当

の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

ＡＫ３０＝０．０１２９９

ＡＫ令元＝０．０１２８３

ＡＫ令２＝０．０００６４

ＡＫ令３＝０．０００８６

ＡＫ令４＝０．００２０７

β　当該都道府県の財政力指数（当該都道府県に係る基準財政収入額（錯誤に係る額として加減した額を除く。）を基準財政需

要額（錯誤に係る額として加減した額を除く。）で除して得た数値（小数点以下２位未満の端数があるときは、その端数を四捨

五入する。）で当該年度前３年度内の各年度に係るものを合算して得たものを３で除して得た数値（小数点以下２位未満の端数

があるときは、その端数を四捨五入する。）をいう。）に－０．２０を乗じて得た数（小数点以下３位未満の端数があるときは、

その端数を四捨五入する。）と０．５８との合計数とする。ただし、当該合計数が、０．４２０に満たないときは０．４２０と

し、０．５００を超えるときは０．５００とする。

ＡＬｎ　まち・ひと・しごと創生交付金事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債（総

務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

ＡＭ２９＝０．０１６３

ＡＭ３０＝０．０１２９９

ＡＭ令元＝０．０１２８３

ＡＭ令２＝０．０００６４

ＡＭ令３＝０．０００８６

ＡＭ令４＝０．００２０７

ＡＮｎ　地方大学・地域産業創生事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債（総務大

臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

ＡＯ３０＝０．０１２９９

ＡＯ令元＝０．０１２８３

ＡＯ令２＝０．０００６４

ＡＯ令３＝０．０００８６

ＡＯ令４＝０．００２０７

ＡＰｎ　文化財保存・活用事業（国宝重要文化財等保存・活用事業及び史跡等購入事業に限る。）に係る経費に充てるためｎ年度

において発行について同意又は許可を得た地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当

する額

ＡＱ３０＝０．０１２９９

ＡＱ令元＝０．０１２８３

ＡＱ令２＝０．０００６４

ＡＱ令３＝０．０００８６

ＡＱ令４＝０．００２０７

ＡＲｎ　有明海・八代海等再生事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債（総務大臣

の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

ＡＳ令３＝０．００１４４

ＡＳ令４＝０．００３４５

ＡＴｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等（宅地耐震化推進事業（特別分）及び盛土緊急対策事業（特

別分）に限る。）に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの及び令和４年度において財源対策のため

発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。）の額に相当する額

ＡＵ令４＝０．００３５３

ＡＶｎ　脱炭素化事業（病院事業並びに上水道及び簡易水道事業に係るものを除く。）に係る経費に充てるためｎ年度において発

行について同意又は許可を得た地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）のうち公営企業債の額

に相当する額

ＡＷ令４＝０．００３０２

算式Ⅱ

算式Ⅱの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　流域下水道の整備事業、公共下水道幹線管渠等整備事業及び農業集落排水施設の整備事業に係る経費に充てるため昭和３４

年度から平成１０年度までの各年度において発行を許可された地方債（災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和４６年度、昭和

４７年度、昭和５０年度から昭和６１年度までの各年度及び平成３年度から平成１０年度までの各年度において地方税の減収に

121



伴い発行を許可された地方債、昭和５０年度から昭和５７年度までの各年度及び昭和５９年度において財政健全化のため発行を

許可された地方債、財源対策債、昭和５０年度、昭和５２年度、昭和５３年度、昭和６１年度及び平成４年度から平成１０年度

までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、平成６年

度以降の各年度において国の補助金等の整理及び合理化に関する法律による投資的経費に係る国庫補助負担率の恒久化措置に伴

う昭和５９年度国庫補助負担率と比較した場合の国庫補助金等の減少相当額の発行を許可された地方債（以下この表において

「下水道事業債特例措置分」という。）、昭和４６年度以前の各年度において発行を許可された地方債で市場公募資金に係るもの

及びその借換債、昭和５０年度以前の各年度において発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、供用開始前の施設又は供

用開始後の施設のうち未利用部分に係る地方債の元利償還金に充てるため発行を許可された地方債、終末処理場、ポンプ場、下

水道庁舎及び取付道路の施設を当該年度に設置するため必要となる単独用地に係る経費に充てるため発行を許可された地方債並

びに地方債計画に計上されない地方債を除く。）の当該年度における元利償還金（この表市町村の項第６号算式の符号ＡＮの総

務大臣が算定して通知した額の基礎となつた元利償還金を除く。）

Ｃｎ　流域下水道の整備事業、公共下水道幹線管渠等整備事業及び農業集落排水施設の整備事業に係る経費に充てるためｎ年度

において発行について同意又は許可を得た地方債（「平成１６年度の下水道事業債の取扱いについて」（平成１６年４月２０日付

け総財経第９２号）により更新事業に区分された地方債（以下この号において「更新事業」という。）、災害復旧事業債、公害防

止事業債、地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財政健全化のために発行を許可された地方債、臨時財

政特例債、下水道資本費平準化債、下水道事業債特例措置分、下水道事業債臨時措置分、供用開始前の施設又は供用開始後の施

設のうち未利用分に係る地方債の元利償還金に充てるため発行を許可された地方債、終末処理場、ポンプ場、下水道庁舎及び取

付道路の施設を当該年度に設置するため必要となる単独用地に係る経費に充てるため発行を許可された地方債、地方債計画に計

上されない地方債、復興庁設置法等の一部を改正する法律（令和２年法律第４６号）第２条の規定による改正前の東日本大震災

復興特別区域法（平成２３年法律第１２２号）第７８条第２項に規定する交付金（以下この表において「復興交付金」という。）

を受けて施行する公営企業復興事業に係る経費に充てるため平成２３年度から令和４年度までの各年度に発行について同意又は

許可を得た地方債、全国的に緊急に実施する公営企業緊急防災・減災事業に係る経費に充てるため平成２３年度から令和４年度

までの各年度に発行について同意又は許可を得た地方債、再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行につ

いて同意又は許可を得た地方債並びに公営企業会計適用債を除く。）の額に相当する額（この表市町村の項第６号算式の符号Ａ

Ｎの総務大臣が算定して通知した額の基礎となつた地方債の額を除く。符号Ｅｎ、符号Ｇｎ、符号Ｋｎ及び符号Ｏｎにおいて同

じ。）

Ｄ１１＝０．０２６

Ｄ１２＝０．０２５

Ｄ１３＝０．０２７

Ｄ１４＝０．０２４

Ｄ１５＝０．０２４

Ｄ１６＝０．０２４

Ｄ１７＝０．０２５

Ｄ１８＝０．０２３

Ｄ１９＝０．０２３

Ｄ２０＝０．０２３３６

Ｄ２１＝０．０２２４８

Ｄ２２＝０．０２２０６

Ｄ２３＝０．０２１６９

Ｄ２４＝０．０２１８０

Ｄ２５＝０．０２２

Ｄ２６＝０．０２２

Ｄ２７＝０．０２０

Ｄ２８＝０．０２０３

Ｄ２９＝０．０２０５

Ｄ３０＝０．０１０１２

Ｄ令元＝０．００９５３

Ｄ令２＝０．００１６８

Ｄ令３＝０．００２６８

Ｄ令４＝０．００４４２

Ｅｎ　流域下水道の整備事業、公共下水道幹線管渠等整備事業及び農業集落排水施設の整備事業に係る経費に充てるため平成ｎ

年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち更新事業に係るものの額に相当する額

Ｆ１６＝０．０１１

Ｆ１７＝０．０１１

Ｇｎ　流域下水道の整備事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち下水道事業

債臨時措置分（復興交付金を受けて施行する公営企業復興事業に係る経費に係るものを除く。）の額に相当する額

Ｈ１２＝０．０５０

Ｈ１３＝０．０４４

Ｈ１４＝０．０３９

Ｈ１５＝０．０５４

Ｈ１６＝０．０５４
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Ｈ１７＝０．０５５

Ｈ１８＝０．０５３

Ｈ１９＝０．０５３

Ｈ２０＝０．０５３０９

Ｈ２１＝０．０５１１０

Ｈ２２＝０．０５０１４

Ｈ２３＝０．０４９３０

Ｈ２４＝０．０４９５５

Ｈ２５＝０．０５０

Ｈ２６＝０．０４９

Ｈ２７＝０．０４５

Ｈ２８＝０．０４６１

Ｈ２９＝０．０４６５

Ｈ３０＝０．０２３００

Ｈ令元＝０．０２１６５

Ｈ令２＝０．００３８２

Ｈ令３＝０．００６０８

Ｈ令４＝０．０１００５

Ｉｎ　旧公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律（昭和４６年法律第７０号）第２条の２第１項に規

定する公害防止対策事業計画についての「公害防止対策事業計画の同意基準」（平成２３年１２月決定）を満たす地方公共団体

が別に定める事業計画に基づいて実施する事業（公共下水道（下水道法（昭和３３年法律第７９号）第２条第３号イに規定する

ものに限る。）及び流域下水道（同条第４号イに規定するものに限る。）（以下この号において「公共下水道等」という。）におけ

る設置及び改築の事業（下水道法施行令（昭和３４年政令第１４７号）第２４条の２第１項第１号ロに規定する特定公共下水道

の設置及び改築の事業並びに公共下水道等における処理場、ポンプ施設及び管路施設の供用開始後２５年を経過したものに係る

事業で、下水の処理量の増大又は放流水の水質の改善に資さないものを除く。）をいう。）に係る経費に充てるためｎ年度におい

て発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額

Ｊ令３＝０．００２００

Ｊ令４＝０．００４０６

Ｋｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た下水道資本費平準化債（発行について地方財政法第５条の３第６項の規

定による届出がされた地方債のうち同条第１項の規定による協議を受けたならば同条第１０項に規定する基準に照らして同意を

することとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。）の額に相当する額

Ｌ１６＝０．０３１

Ｌ１７＝０．０３０

Ｌ１８＝０．０３０

Ｌ１９＝０．０３０

Ｌ２０＝０．０２９７７

Ｌ２１＝０．０２９６７

Ｌ２２＝０．０２９８２

Ｌ２３＝０．０３００５

Ｌ２４＝０．０３１３１

Ｌ２５＝０．０３２

Ｌ２６＝０．０３１

Ｌ２７＝０．０３１

Ｌ２８＝０．０３０２

Ｌ２９＝０．０３０３

Ｌ３０＝０．０３０３６

Ｌ令元＝０．０３００３

Ｌ令２＝０．０００９９

Ｌ令３＝０．００１２２

Ｌ令４＝０．００３２１

Ｍ　都道府県知事の申告に基づき総務大臣が調査した当該年度における下水道資本費平準化債同意等見込額（地方財政法第５条

の３第６項の規定による届出をして発行する見込みである地方債のうち同条第１項の規定による協議を受けたならば同条第１０

項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定すると見込まれるものの額を含む。

以下同じ。）（公害防止事業分を除く。）として総務大臣が通知した額

Ｎ　日本下水道事業団からの下水汚泥広域処理事業の施設の地方団体への移管に係る地方債の当該年度における元利償還金を基

礎として総務大臣が算定して通知した額

Ｏｎ　流域下水道、公共下水道幹線管渠等及び農業集落排水施設の準建設改良費のうち地方公営企業法の財務規定等の適用に要

する経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可

を得た地方債の額に相当する額

Ｐ２７＝０．０６４
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Ｐ２８＝０．０６３３

Ｐ２９＝０．０６３４

Ｐ３０＝０．０６３６６

Ｐ令元＝０．０６３３６

Ｐ令２＝０．０００８４

Ｐ令３＝０．０００９２

Ｐ令４＝０．００２６１

算式Ⅲ

算式Ⅲの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　昭和４４年度以降に建設された地下高速鉄道の建設に係る過年度分の事業費（ただし、符号Ｆに係るものを除く。）を基礎

として総務大臣が算定して通知した額

Ｃ　昭和４４年度以降に建設された地下高速鉄道の建設に係る当該年度分の事業費（ただし、符号Ｆに係るものを除く。）を基

礎として総務大臣が算定して通知した額

Ｄｎ　地下高速鉄道の建設に係る事業費（ただし、符号Ｆに係るものを除く。）の一部を補助する財源に充てるためｎ年度におい

て発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債（発行について地方財政法第５条の３第６項の規定による届出がされた

地方債のうち同条第１項の規定による協議を受けたならば同条第１０項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認め

られるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。）の額のうち総務大臣が算定して通知した額

Ｅ１３＝０．０３１８

Ｅ１４＝０．０２１２

Ｅ１５＝０．０２４３

Ｅ１６＝０．０２４３

Ｅ１７＝０．０２４９

Ｅ１８＝０．０２３７

Ｅ１９＝０．０２３７

Ｅ２０＝０．０２３８９

Ｅ２１＝０．０２３００

Ｅ２２＝０．０２２５６

Ｅ２３＝０．０２２１９

Ｅ２４＝０．０２２３０

Ｅ２５＝０．０２２４

Ｅ２６＝０．０２２０

Ｅ２７＝０．０２０３

Ｅ２８＝０．０２０７

Ｅ２９＝０．０２０９

Ｅ３０＝０．０１０３５

Ｅ令元＝０．００９７４

Ｅ令２＝０．００１７２

Ｅ令３＝０．００２７４

Ｅ令４＝０．００４５２

Ｆ　地方団体がその資本金その他これに準ずるもの（以下この表において「資本金等」という。）の２分の１以上を出資する株

式会社（以下「第三セクター」という。）が行う地下高速鉄道の建設に係る事業費を基礎として総務大臣が算定して通知した額

Ｇ　昭和４７年度から昭和５１年度までの各年度において発行を許可された地下鉄事業債の支払利息相当額を対象として昭和５

８年度から平成４年度までの各年度において発行を許可された地方債（以下「地下鉄事業新特例債」という。）に係る当該年度

における元金償還金

Ｈ　昭和５８年度から平成２年度までの各年度において発行を許可された地下鉄建設事業債の支払利息相当額を対象として平成

１５年度以降の各年度において発行を許可された地方債（以下「地下鉄事業続特例債」という。）及び平成３年度から平成１２

年度までの各年度において発行を許可された地下鉄事業債の支払利息相当額を対象として平成２５年度及び平成２６年度に発行

について同意又は許可を得た地方債（以下「地下鉄事業再特例債」という。）に係る当該年度における元金償還金の額のうち総

務大臣が算定して通知した額

Ｉｎ　ｎ年度（平成２７年度以降に限る。）において発行について同意又は許可を得た地下鉄事業再特例債の額のうち総務大臣が

算定して通知した額

Ｊ２７＝０．０４５

Ｊ２８＝０．０４５０

Ｊ２９＝０．０４５０
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Ｊ３０＝０．０４５００

Ｊ令元＝０．０４５００

Ｊ令２＝０．０４５００

Ｊ令３＝０．０４５００

Ｊ令４＝０．０４５００

Ｋ　昭和４６年度以降に建設された都道府県営の地下高速鉄道の建設に係る事業費の一部を出資する財源に充てるため平成１１

年度以前の各年度において発行を許可された地方債（昭和４６年度、昭和４７年度、昭和５０年度から昭和６１年度までの各年

度及び平成３年度から平成１１年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和５０年度から昭和

５７年度までの各年度、昭和５９年度、平成１０年度及び平成１１年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、地

域財政特例対策債並びに当該年度の６月１日以降において借り入れた地方債を除く。）の当該年度における元利償還金

Ｌｎ　昭和４６年度以降に建設された都道府県営の地下高速鉄道の建設に係る事業費の一部を出資する財源に充てるためｎ年度

において発行について同意又は許可を得た地方債（平成１２年度から平成２０年度までの各年度において地方税の減収に伴い発

行について同意又は許可を得た地方債及び平成１２年度から平成２０年度までの各年度において財政健全化のために発行につい

て同意又は許可を得た地方債を除く。）の額に相当する額

Ｍ１２＝０．０３００

Ｍ１３＝０．０３１８

Ｍ１４＝０．０２１２

Ｍ１５＝０．０２４３

Ｍ１６＝０．０２４３

Ｍ１７＝０．０２４９

Ｍ１８＝０．０２３７

Ｍ１９＝０．０２３７

Ｍ２０＝０．０２３８９

Ｍ２１＝０．０２３００

Ｍ２２＝０．０２２５６

Ｍ２３＝０．０２２１９

Ｍ２４＝０．０２２３０

Ｍ２５＝０．０２２４

Ｍ２６＝０．０２２０

Ｍ２７＝０．０２０３

Ｍ２８＝０．０２０７

Ｍ２９＝０．０２０９

Ｍ３０＝０．０１０３５

Ｍ令元＝０．００９７４

Ｍ令２＝０．００１７２

Ｍ令３＝０．００２７４

Ｍ令４＝０．００４５２

Ｎ　地下鉄緊急整備事業（「地下鉄緊急整備事業について」（平成６年３月３１日付け鉄財第９８号、自治企一第３７号）に基づ

き施行する事業（第三セクターが実施する事業を含む。）をいう。）の地方単独整備区間に係る事業費に充てるため平成６年度以

降の各年度において発行について同意又は許可を得た地方債（当該年度の６月１日以降に借り入れた地方債を除く。以下「地下

鉄緊急整備事業債」という。）（大阪市において事業承継前に発行について同意又は許可を得た地方債を含む。）の当該年度にお

ける元利償還金を基礎として総務大臣が算定して通知した額

Ｏ　地下鉄事業続特例債及び昭和５８年度から平成２年度までの各年度において発行を許可された地下鉄事業の当該年度におけ

る支払利息相当額を対象として総務大臣が調査したものの当該年度における支払利息のうち、当該地方債の年利率の１．２パー

セントの範囲内で発行利率に相当する利率として計算した額として総務大臣が通知した額

Ｐ　地下高速鉄道を経営する第三セクターに対し出資する財源に充てるため平成６年度以降の各年度において発行について同意

又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第３の１０に定める率を乗じて得た額

Ｑ　地下高速鉄道を経営する第三セクターに対し補助する財源に充てるため平成１３年度以降の各年度において発行について同

意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第３の１０に定める率を乗じて得た額

Ｒ　ニュータウン鉄道等を経営する第三セクターに対し出資する財源に充てるため平成１０年度以降の各年度において発行につ

いて同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第３の１０に定める率を乗じて得

た額

Ｓ　ニュータウン鉄道等を経営する第三セクターに対し補助する財源に充てるため平成１４年度以降の各年度において発行につ

いて同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第３の１０に定める率を乗じて得

た額

Ｔ　都市モノレール事業及び案内軌条式鉄道事業（以下この表において「モノレール事業等」という。）を経営する第三セクタ

ーに対し出資する財源に充てるため昭和５２年度以降の各年度において発行を許可された都市高速鉄道事業債（平成元年度まで

に償還を終了したものを除く。）の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第３の１０に定める率を乗じて得た額

算式Ⅳ
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算式Ⅳの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　国が行う第二種（Ａ）空港（空港整備法及び航空法の一部を改正する法律（平成２０年法律第７５号）第１条の規定による

改正前の空港整備法（昭和３１年法律第８０号）第２条第１項第２号に規定する第二種空港（以下この表において「第二種空

港」という。）のうち国土交通大臣が管理するものをいう。以下この表において同じ。）の整備事業に係る法令に基づく負担金又

は国庫の補助金を受けて施行した第三種空港（空港整備法及び航空法の一部を改正する法律第１条の規定による改正前の空港整

備法第２条第１項第３号に規定する第三種空港をいう。以下この表において同じ。）の整備事業のうち奄美群島振興開発事業と

して行われるものに係る経費に充てるため昭和５７年度から平成１０年度までの各年度において発行を許可された地方債（災害

復旧事業債、公害防止事業債、昭和５７年度から昭和６１年度まで及び平成３年度から平成１０年度までの各年度において地方

税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和５７年度及び昭和５９年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、

財源対策債、昭和６１年度、昭和６２年度及び平成４年度から平成１０年度までの各年度において発行を許可された補正予算

債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定す

る充当の率を超える部分に係るものを除く。）の当該年度における元利償還金

Ｃ　国庫の補助金を受けて施行した第二種（Ｂ）空港（第二種空港のうち地方団体が管理するものをいう。以下この表において

同じ。）の整備事業に係る経費に充てるため昭和５７年度から平成１０年度までの各年度において発行を許可された地方債（災

害復旧事業債、公害防止事業債、昭和５７年度から昭和６１年度まで及び平成３年度から平成１０年度までの各年度において地

方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和５７年度及び昭和５９年度において財政健全化のため発行を許可された地方

債、財源対策債、昭和６１年度、昭和６２年度及び平成４年度から平成１０年度までの各年度において発行を許可された補正予

算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定

する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の当該年度における元利償還金

Ｄ　国庫の補助金を受けて施行した第三種空港の整備事業（奄美群島振興開発事業として行われるものを除く。）に係る経費に

充てるため昭和５７年度から平成１０年度までの各年度において発行を許可された地方債（災害復旧事業債、公害防止事業債、

昭和５７年度から昭和６１年度まで及び平成３年度から平成１０年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可され

た地方債、昭和５７年度及び昭和５９年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和６１年度、昭

和６２年度及び平成４年度から平成１０年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財

政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るも

のを除く。）の当該年度における元利償還金

算式Ⅴ

算式Ⅴの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　国庫の補助金を受けて施行した都市公園法第２条第１項に規定する都市公園又は都市公園等整備緊急措置法（昭和４７年法

律第６７号）第２条第１項第３号に該当する公園の整備事業に係る経費に充てるため昭和６３年度から平成１０年度までの各年

度において発行を許可された地方債（平成３年度から平成１０年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された

地方債、財源対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地域財政特例対策債、地方債計画に計上されない地方債及び総

務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）で総務大臣が調査したものの当該年度における元利償還金

Ｃ１５　国庫の補助金を受けて施行した都市公園法第２条第１項に指定する都市公園又は都市公園等整備緊急措置法第２条第１

項第３号に該当する公園の整備事業に係る経費に充てるため平成１５年度において発行を許可された地方債（平成１５年度にお

いて地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、地方債計画に計上されない地方債及び総務大臣の指定する充当

の率を超える部分に係るものを除く。）で総務大臣が調査した額

Ｄ１５＝０．０１２

算式Ⅵ

算式Ⅵの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　災害対策基本法第４０条第１項の規定に基づく都道府県地域防災計画に掲上されている災害危険区域において災害の発生を

防止し、又は災害の拡大を防止するために単独で実施する治山、小規模山地崩壊等の事業の経費に充てるため発行について同意

又は許可を得た地方債（災害復旧事業債、昭和５３年度から昭和６１年度までの各年度及び平成３年度から平成２０年度までの

各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和５３年度から昭和５７年度までの各年度及び昭和５９年度に

おいて財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例
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債、当該年度の６月１日以降において借り入れた地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。）の当該年度における

元利償還金

α　符号Ｂの額を第１７条第３項の規定によつて算定した当該地方団体の標準財政収入額で除して得た数（小数点以下３位未満

の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）に１０，０００を乗じて得た数（以下この号において「財政力係数」という

。）に別表第３の１１（１）のＡに定める当該財政力係数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のＢに定める当該財政力係数

の段階に応ずる数値との合計数を当該財政力係数で除して得た数（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五

入し、当該財政力係数が１００以下のときは１．０００とする。）

算式Ⅶ

算式Ⅶの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　産炭地域開発就労事業、炭鉱離職者緊急就労対策事業、旧炭鉱離職者緊急就労対策事業従事者暫定就労事業、産炭地域開発

就労事業従事者自立促進事業及び産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可

を得た地方債（災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和４６年度、昭和４７年度、昭和５０年度から昭和６１年度までの各年度

及び平成３年度から平成１６年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和５０年度から昭和５

７年度までの各年度及び昭和５９年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債並

びに当該年度の６月１日以降において借り入れた地方債を除く。）の当該年度における元利償還金

算式Ⅷ

算式Ⅷの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂｎ　住宅宅地関連公共施設整備促進事業等（住宅建設事業及び宅地開発事業に関連する公共施設の整備に関する事業で一般単

独（一般）事業債の対象とされたものをいう。以下この表において同じ。）に係る経費に充てるため平成ｎ年度において発行を

許可された地方債の額に相当する額

Ｃ１５＝０．０１２

Ｃ１６＝０．０１２

Ｃ１７＝０．０１１

算式Ⅸ

算式Ⅸの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂｎ　被災市街地復興特別事業に係る経費に充てるため平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち一般

公共事業債の額に相当する額

Ｃ１５＝０．０５３

Ｃ１６＝０．０５２

Ｃ１７＝０．０４９

Ｃ１８＝０．０４３

Ｃ１９＝０．０４３

Ｃ２０＝０．０４５９５

Ｃ２１＝０．０４７３９

Ｃ２２＝０．０４５９４

Ｄｎ　被災市街地復興特別事業（街路事業分を除く。）に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た

地方債のうち公共事業等債の額に相当する額

Ｅ２３＝０．０４３９５

Ｅ２４＝０．０４４６６

Ｅ２５＝０．０４５

Ｅ２６＝０．０４４

Ｅ２７＝０．０４２

Ｅ２８＝０．０４１１
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Ｅ２９＝０．０４１４

Ｅ３０＝０．０４１５４

Ｅ令元＝０．０４０９８

Ｅ令２＝０．００１８２

Ｅ令３＝０．００２５１

Ｅ令４＝０．００５６５

Ｆｎ　被災市街地復興特別事業（街路事業分に限る。）に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た

地方債のうち公共事業等債の額に相当する額

Ｇ令元＝０．０２５６１

Ｇ令２＝０．００１１４

Ｇ令３＝０．００１５７

Ｇ令４＝０．００３５３

算式Ⅹ

算式Ⅹの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　

Ｃｎ　全国新幹線鉄道整備法（昭和４５年法律第７１号）第７条の整備計画に基づき施行される新幹線整備の建設事業（以下こ

の表において「新幹線鉄道整備事業」という。）に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方

債の額に相当する額

Ｄ８＝０．０１２

Ｄ９＝０．０２３

Ｄ１０＝０．０２５

Ｄ１１＝０．０２４

Ｄ１２＝０．０２５

Ｄ１３＝０．０１５

Ｄ１４＝０．００９

Ｄ１５＝０．０３０

Ｄ１６＝０．０３０

Ｄ１７＝０．０２７

Ｄ１８＝０．０２７

Ｄ１９＝０．０２６

Ｄ２０＝０．０２６４０

Ｄ２１＝０．０２８０２

Ｄ２２＝０．０２８０７

Ｄ２３＝０．０２８２１

Ｄ２４＝０．０２８７８

Ｄ２５＝０．０２９

Ｄ２６＝０．０２９

Ｄ２７＝０．０２８

Ｄ２８＝０．０２７１

Ｄ２９＝０．０２７２

Ｄ３０＝０．０２１６５

Ｄ令元＝０．０２１３９

Ｄ令２＝０．００１０７

Ｄ令３＝０．００１４４

Ｄ令４＝０．００３４５

α　次の算式によつて算定した率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）（当該率が１．０００

に満たないときは１．０００とし、１．４００を超えるときは１．４００とする。）

算式

（ａ／ｂ×１００）×０．１２５＋０．８７５

ａ／ｂに小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
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算式の符号

ａ　符号Ｂの額に２を乗じて得た数

ｂ　地方財政法施行令第１３条の規定によつて算定した当該地方団体の前年度における標準財政規模

算式ⅩⅠ

算式ⅩⅠの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂｎ　地域住宅交付金交付要綱（平成１７年国住備第９９号）の規定に基づく事業に係る経費に充てるため平成ｎ年度において

発行について同意又は許可を得た地方債（公営住宅建設事業及び下水道事業に地方債並びに総務大臣が指定する充当の率を超え

る部分に係るものを除く。）の額に相当する額

Ｃ１７＝０．００６

Ｃ１８＝０．００５

Ｃ１９＝０．００５

Ｃ２０＝０．００５２８

Ｃ２１＝０．００５６０

Ｃ２２＝０．００５６１

算式ⅩⅡ

算式ⅩⅡの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂｎ　地震防災対策特別措置法（平成７年法律第１１１号。以下「地防法」という。）に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる

事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち符号Ｄｎ以外のものの額に相当する額

Ｃ１８＝０．０２７

Ｃ１９＝０．０２６

Ｃ２０＝０．０２６４０

Ｃ２１＝０．０２８０２

Ｃ２２＝０．０２８０７

Ｃ２３＝０．０２８２１

Ｃ２４＝０．０２８７８

Ｃ２５＝０．０２９

Ｃ２６＝０．０２９

Ｃ２７＝０．０２８

Ｃ２８＝０．０２７１

Ｃ２９＝０．０２７２

Ｃ３０＝０．０２１６５

Ｃ令元＝０．０２１３９

Ｃ令２＝０．００１０７

Ｃ令３＝０．００１４４

Ｃ令４＝０．００３４５

Ｄｎ　地防法第４条の規定に基づく公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校

の幼稚部、小学部若しくは中学部の校舎、屋内運動場又は寄宿舎で、やむを得ない理由により補強が困難なものの改築事業又は

地震による倒壊の危険性が高いものの補強事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た学校教

育施設等整備事業債（原子力発電施設等立地地域振興特別事業に係るものを除く。）の額に相当する額

Ｅ２０＝０．０３６９５

Ｅ２１＝０．０３９２２

Ｅ２２＝０．０３９２９

Ｅ２３＝０．０３９４９

Ｅ２４＝０．０４０２９

Ｅ２５＝０．０４１

Ｅ２６＝０．０４０

Ｅ２７＝０．０３８

Ｅ２８＝０．０３７９
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Ｅ２９＝０．０３８０

Ｅ３０＝０．０３０３０

Ｅ令元＝０．０２９９４

Ｅ令２＝０．００１４９

Ｅ令３＝０．００２０２

Ｅ令４＝０．００４８３

算式ⅩⅢ

当該率が負数となるときは０とする。

算式ⅩⅢの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂｎ　地域活性化事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債（総務大臣の指定する充

当の率を超える部分に係るもの、平成１５年度から令和４年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可

を得た地方債として総務大臣が指定するもの及び平成１６年度補正予算債に係るものを除く。）の額に相当する額

Ｃ１５＝１．０００

Ｃ１６＝１．０００

Ｃ１７＝０．９０２

Ｃ１８＝０．８６９

Ｃ１９＝０．８５２

Ｃ２０＝０．８６５４１

Ｃ２１＝０．９１８５２

Ｃ２２＝０．９２０１６

Ｃ２３＝０．９２４７５

Ｃ２４＝０．９４３４４

Ｃ２５＝０．９５１

Ｃ２６＝０．９３４

Ｃ２７＝０．９０２

Ｃ２８＝０．８８８５

Ｃ２９＝０．８９０２

Ｃ３０＝０．７０９６７

Ｃ令元＝０．７０１１５

Ｃ令２＝０．０３４９２

Ｃ令３＝０．０４７２１

Ｃ令４＝０．１１３１１

Ｄｎ　地域活性化事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額（平成２１年度まで

に提出された地域活性化計画に位置づけられている継続の事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。）

Ｅ２２＝０．９２０１６

Ｅ２３＝０．９２４７５

Ｅ２４＝０．９４３４４

Ｅ２５＝０．９５１

Ｅ２６＝０．９３４

Ｅ２７＝０．９０２

Ｅ２８＝０．８８８５

Ｅ２９＝０．８９０２

Ｅ３０＝０．７０９６７

Ｅ令元＝０．７０１１５

Ｅ令２＝０．０３４９２

Ｅ令３＝０．０４７２１

Ｅ令４＝０．１１３１１

Ｆ２１　平成２１年度において発行について同意又は許可を得た地域活性化事業債（発行について地方財政法第５条の３第６項

の規定による届出がされた地方債のうち同条第１項の規定による協議を受けたならば同条第１０項に規定する基準に照らして同

意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。）（総務大臣の指定する充当の率を超え

る部分に係るものを除く。）のうち、定住自立圏推進事業に係るもの（平成２１年度において財源対策のため発行について同意

又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。）の額に相当する額

Ｇ２１＝１．０００

Ｈｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地域活性化事業債の額（平成１５年度から令和４年度までの各年度にお

いて財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。）（平成２２年度から令
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和４年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成２１年度以前に着手した継続の事業等の

地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。）

Ｉ１５＝１．０００

Ｉ１６＝０．９１０

Ｉ１７＝０．８２１

Ｉ１８＝０．７９１

Ｉ１９＝０．７７６

Ｉ２０＝０．７８７９１

Ｉ２１＝０．８３６２７

Ｉ２２＝０．８３７７６

Ｉ２３＝０．８４１９４

Ｉ２４＝０．８５８９６

Ｉ２５＝０．８６６

Ｉ２６＝０．８５１

Ｉ２７＝０．８２１

Ｉ２８＝０．８０９０

Ｉ２９＝０．８１０４

Ｉ３０＝０．６４６１２

Ｉ令元＝０．６３８３６

Ｉ令２＝０．０３１７９

Ｉ令３＝０．０４２９９

Ｉ令４＝０．１０２９９

Ｊｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備事業債特別分及び旧地域総合整備事業債特別分（平成

１５年度から平成１９年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定

するものを除く。）の額に相当する額

Ｋ１５＝１．０００

Ｋ１６＝１．０００

Ｋ１７＝０．９０２

Ｋ１８＝０．８６９

Ｋ１９＝０．８５２

α　当該都道府県の財政力指数（当該都道府県に係る基準財政収入額（錯誤に係る額として加減した額を除く。）を基準財政需

要額（錯誤に係る額として加減した額を除く。）で除して得た数値（小数点以下２位未満の端数があるときは、その端数を四捨

五入する。）で当該年度前３年度内の各年度に係るものを合算して得たものを３で除して得た数値（小数点以下２位未満の端数

があるときは、その端数を四捨五入する。）をいい、当該年度の４月１日以前３年の間に都道府県の境界変更によつてその区域

に異動のあつた都道府県については、当該都道府県が当該年度の４月１日現在の区域をもつて存在していたものとみなして算定

し、当該境界変更に係る区域の額は、関係都道府県知事が協議して分別した額による。）に別表第３の９Ａに定める当該財政力

指数の段階に応ずる率を乗じて得た数（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）と同表Ｂに定め

る当該財政力指数の段階に応ずる数値との合計数とする。ただし、当該合計数が、０．３００に満たないときは０．３００と

し、０．５５０を超えるときは０．５５０とする。

Ｌｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備事業債特別分及び旧地域総合整備事業債特別分の額（平

成１５年度から平成１９年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣

が指定するものに限る。）

Ｍ１５＝１．０００

Ｍ１６＝０．９１０

Ｍ１７＝０．８２１

Ｍ１８＝０．７９１

Ｍ１９＝０．７７６

Ｎｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備資金貸付事業債（用地事業に係るものを除く。）の額に

相当する額

Ｏ２０＝１．０００００

Ｏ２１＝１．４６６６７

Ｏ２２＝３．６６６６７

Ｐｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備資金貸付事業債のうち用地事業に係るものの額に相当

する額

Ｑ２０＝１．０００００

Ｑ２１＝１．４６６６７

Ｑ２２＝３．６６６６７

Ｒｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た半島振興道路整備事業に係る地方債（発行について地方財政法第５条の

３第６項の規定による届出がされた地方債のうち同条第１項の規定による協議を受けたならば同条第１０項に規定する基準に照

らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。）（総務大臣の指定する充当の

率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額
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Ｓ１５＝１．０００

Ｓ１６＝１．０００

Ｓ１７＝０．９０２

Ｓ１８＝０．８６９

Ｓ１９＝０．８５２

Ｓ２０＝０．８６５４１

Ｓ２１＝０．９１８５２

Ｓ２２＝０．９２０１６

Ｓ２３＝０．９２４７５

Ｓ２４＝０．９４３４４

Ｓ２５＝０．９５１

Ｓ２６＝０．９３４

Ｓ２７＝０．９０２

Ｓ２８＝０．８８８５

Ｓ２９＝０．８９０２

Ｓ３０＝０．７０９６７

Ｓ令元＝０．７０１１５

Ｓ令２＝０．０３４９２

Ｓ令３＝０．０４７２１

Ｓ令４＝０．１１３１１

Ｔｎ　平成ｎ年度において発行を許可された地方拠点都市整備事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に

係るものを除く。）の額に相当する額

Ｕ１５＝１．０００

Ｕ１６＝１．０００

Ｖｎ　合併特例法に基づき実施する市町村合併推進事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得

た地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

Ｗ１５＝１．０００

Ｗ１６＝１．０００

Ｗ１７＝０．９０２

Ｗ１８＝０．８６９

Ｗ１９＝０．８５２

Ｗ２０＝０．８６５４１

Ｗ２１＝０．９１８５２

Ｗ２２＝０．９２０１６

Ｗ２３＝０．９２４７５

Ｗ２４＝０．９４３４４

Ｗ２５＝０．９５１

Ｗ２６＝０．９３４

Ｗ２７＝０．９０２

Ｗ２８＝０．８８８５

Ｗ２９＝０．８９０２

Ｗ３０＝０．７０９６７

Ｗ令元＝０．７０１１５

Ｗ令２＝０．０３４９２

Ｗ令３＝０．０４７２１

Ｗ令４＝０．１１３１１

Ｘｎ　合併新法に基づき実施する市町村合併推進事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た

地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

Ｙ１８＝１．０００

Ｙ１９＝０．９８１

Ｙ２０＝０．９９６０４

Ｙ２１＝１．０５７１７

Ｙ２２＝１．０５９０６

Ｙ２３＝１．０６４３４

Ｙ２４＝１．０８５８５

Ｙ２５＝１．０９４

Ｙ２６＝１．０７５

Ｙ２７＝１．０３８

Ｙ２８＝１．０２２６
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Ｙ２９＝１．０２４５

Ｙ３０＝０．８１６７９

Ｙ令元＝０．８０６９８

Ｙ令２＝０．０４０１９

Ｙ令３＝０．０５４３４

Ｙ令４＝０．１３０１９

β　段階補正Ⅰ係数

算式ⅩⅣ

算式ⅩⅣの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂｎ　地方税法附則第１５条に規定する旅客会社等から鉄道施設の譲渡を受けるために同条に規定する特定鉄道事業者に対し補

助する財源又は同条に規定する特定鉄道事業の用に供するために同条に規定する旅客会社等から鉄道施設の譲渡を受ける経費に

充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除

く。）の額（旅客分に限る。）に相当する額

Ｃ１５＝０．０２７

Ｃ１６＝０．０２７

Ｃ１７＝０．０２５

Ｃ１８＝０．０２４

Ｃ１９＝０．０２４

Ｃ２０＝０．０２３７６

Ｃ２１＝０．０２５２１

Ｃ２２＝０．０２５２６

Ｃ２３＝０．０２５３８

Ｃ２４＝０．０２５９０

Ｃ２５＝０．０２６

Ｃ２６＝０．０２６

Ｃ２７＝０．０２５

Ｃ２８＝０．０２４４

Ｃ２９＝０．０２４４

Ｃ３０＝０．０１９４８

Ｃ令元＝０．０１９２５

Ｃ令２＝０．０００９６

Ｃ令３＝０．００１３０

Ｃ令４＝０．００３１１

Ｄｎ　鉄道施設の整備に要する経費について地方税法附則第１５条に規定する特定鉄道事業者に対し補助する財源又は同条に規

定する特定鉄道事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た地

方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額（旅客分に限る。）に相当する額

Ｅ１５＝０．０１８

Ｅ１６＝０．０１８

Ｅ１７＝０．０１６

Ｅ１８＝０．０１６

Ｅ１９＝０．０１６

Ｅ２０＝０．０１５８４

Ｅ２１＝０．０１６８１

Ｅ２２＝０．０１６８４

Ｅ２３＝０．０１６９２

Ｅ２４＝０．０１７２７

Ｅ２５＝０．０１８

Ｅ２６＝０．０１７

Ｅ２７＝０．０１７

Ｅ２８＝０．０１６３

Ｅ２９＝０．０１６３

Ｅ３０＝０．０１２９９

Ｅ令元＝０．０１２８３
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Ｅ令２＝０．０００６４

Ｅ令３＝０．０００８６

Ｅ令４＝０．００２０７

Ｆｎ　鉄道施設の整備に要する経費について旧過疎地域自立促進特別措置法第１２条第１項第６号に規定する事業者に対し補助

する財源又は同号に規定する事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は

許可を得た地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

Ｇ２５＝０．０１８

Ｇ２６＝０．０１７

Ｇ２７＝０．０１７

Ｇ２８＝０．０１６３

Ｇ２９＝０．０１６３

Ｇ３０＝０．０１２９９

Ｇ令元＝０．０１２８３

Ｇ令２＝０．０００６４

Ｇ令３＝０．０００８６

Ｇ令４＝０．００２０７

算式ⅩⅤ

算式ⅩⅤの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂｎ　被災施設復旧関連事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た一般単独（一般）事業債

（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

Ｃ２４＝０．０４０２９

Ｃ２５＝０．０４１

Ｃ２６＝０．０４０

Ｃ２７＝０．０３８

Ｃ２８＝０．０３７９

Ｃ２９＝０．０３８０

Ｃ３０＝０．０３０３０

Ｃ令元＝０．０２９９４

Ｃ令２＝０．００１４９

Ｃ令３＝０．００２０２

Ｃ令４＝０．００４８３

算式ⅩⅥ

算式ⅩⅥの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂｎ　沖縄振興特別推進交付金事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債（総務大臣

の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

Ｃ２４＝０．０２８７８

Ｃ２５＝０．０２９

Ｃ２６＝０．０２９

Ｃ２７＝０．０２８

Ｃ２８＝０．０２７１

Ｃ２９＝０．０２７２

Ｃ３０＝０．０２１６５

Ｃ令元＝０．０２１３９

Ｃ令２＝０．００１０７

Ｃ令３＝０．００１４４

Ｃ令４＝０．００３４５

算式ⅩⅦ
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算式ⅩⅦの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂｎ　奄美群島振興交付金事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債（総務大臣の指

定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

Ｃ２６＝０．０２９

Ｃ２７＝０．０２８

Ｃ２８＝０．０２７１

Ｃ２９＝０．０２７２

Ｃ３０＝０．０２１６５

Ｃ令元＝０．０２１３９

Ｃ令２＝０．００１０７

Ｃ令３＝０．００１４４

Ｃ令４＝０．００３４５

算式ⅩⅧ

平成２８年熊本地震による災害に係る歳入欠かん債については、α×０．４７５が０．７５０に満たないときは０．７５０とす

る。

また、平成２８年度において発行について同意又は許可を得た歳入欠かん債（平成２８年熊本地震による災害に係るものを除

く。）については、α×０．４７５が０．５７０に満たないときは０．５７０とする。

ただし、それぞれの災害について、同意等年度ごとに算出し、合算することとする。

算式ⅩⅧの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　災害対策基本法第１０２条第１項第１号に掲げる場合に係る経費に充てるため平成２８年度以降の各年度において発行につ

いて同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金

α　符号Ｂの地方債に係る同意等額を当該地方債の同意等年度における災害対策基本法施行令（昭和３７年政令第２８８号）第

４３条第２項に規定する標準税収入額で除して得た数（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

に１００，０００を乗じて得た数（以下この号において「発行割合」という。）に別表第３の１４のＡに定める当該発行割合の

段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のＢに定める当該発行割合の段階に応ずる数値との合計数を当該発行割合で除して得た数

（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該発行割合が２００以下のときは１．０００とする。）

算式ⅩⅨ

算式ⅩⅨの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ２９　非構造部材の耐震対策事業（特定天井分）に係る経費に充てるため平成２９年度において発行について同意又は許可を

得た学校教育施設等整備事業債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）のうち幼稚園又は特別支援学

校に係るものの額に相当する額

Ｃ２９＝０．０３８０

Ｄ２９　非構造部材の耐震対策事業（特定天井以外分）に係る経費に充てるため平成２９年度において発行について同意又は許

可を得た学校教育施設等整備事業債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）のうち幼稚園又は特別支

援学校に係るものの額に相当する額

Ｅ２９＝０．０２７２

算式ⅩⅩ

算式ⅩⅩの符号

Ａ　測定単位の数値
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Ｂｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分

に係るものを除く。）のうち特別支援学校（小学部及び中学部に限る。）の大規模改造事業の地方単独分に係るものの額に相当す

る額

Ｃ２９＝０．０２７２

Ｃ３０＝０．０２１６５

Ｃ令元＝０．０２１３９

Ｃ令２＝０．００１０７

Ｃ令３＝０．００１４４

Ｃ令４＝０．００３４５

算式ⅩⅩⅠ

算式ⅩⅩⅠの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂｎ　義務教育諸学校等の補強事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整

備事業債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）のうち幼稚園又は特別支援学校に係るものの額に相

当する額

Ｃ３０＝０．０３０３０

Ｃ令元＝０．０２９９４

Ｃ令２＝０．００１４９

Ｃ令３＝０．００２０２

Ｃ令４＝０．００４８３

Ｄｎ　義務教育諸学校等の防災機能強化事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た学校教育

施設等整備事業債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）のうち幼稚園又は特別支援学校に係るもの

の額に相当する額

Ｅ３０＝０．０３０３０

Ｅ令元＝０．０２９９４

Ｅ令２＝０．００１４９

Ｅ令３＝０．００２０２

Ｅ令４＝０．００４８３

算式ⅩⅩⅡ

算式ⅩⅩⅡの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ令２　国庫の補助金を受けて施行した公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業に係る経費に充てるため令和２年度に

おいて発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債（同年度において発行について同意又は許可を得た補正予算

債を除く。）のうち特別支援学校（小学部、中学部及び高等部に限る。）に係るものの額に相当する額

Ｃ令２＝０．００１４９

市

町

村

一

　

消

防

費

人

口

算式

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂｎ　一般財源化された消防防災設備整備費補助金に係る施設整備事業に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可

を得た地方債の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額を当該組合を構成する市町村の

長が協議して定め、総務大臣が承認した率（協議が成立しないときは、総務大臣が定める率）により按分したものをそれぞれの

市町村に係る額とみなす。

Ｃ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０３８０

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００００

Ｃ１９
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ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０３８１

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００００

Ｃ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０４２５９

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５９５１

Ｃ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０４７９９

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０６２２３

Ｃ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０４６８７

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０６２５７

Ｃ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０３３９８

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４３８８

Ｃ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０３５０５

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４５０３

Ｃ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０３６２

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４５４

Ｃ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０３５５

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４４７

Ｃ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０３４２

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４３６

Ｃ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０３３３

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４３３

Ｃ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０３３４

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４３４

Ｃ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０２５４５

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３５３９

Ｃ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０２４７６

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３４８８

Ｃ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１４６

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１５２

Ｃ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００１８７

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２１６

Ｃ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００４６０

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００５０９

　 二

　

道

路

橋

り

よ

う

費

道

路

の

延

長

算式

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債（地方特定道路整備事業に係るも

の、ふるさと農道・林道緊急整備事業に係るもの、被災市街地復興特別事業に係るもの及び総務大臣の指定する充当率を超える

部分に係るものを除く。）の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額を当該組合を構成

する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率（協議が成立しないときは、総務大臣が定める率）により按分したもの

をそれぞれの市町村に係る額とみなす。

　 　 　 Ｃ１５＝０．００６

Ｃ１６＝０．００３
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Ｃ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０１３

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｃ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０１１

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｃ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０１１

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

　 　 　 Ｃ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０１２７８

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７８５

Ｄｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率を

超える部分に係るものを除く。）のうち地方特定道路整備事業に係るもの（平成１５年度から平成２０年度までの各年度におい

て財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。）の額に相当する額

Ｅ１５＝０．００６

Ｅ１６＝０．００３

Ｅ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０１３

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｅ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０１１

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｅ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０１１

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｅ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０１２７８

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７８５

Ｆｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率を

超える部分に係るものを除く。）のうち地方特定道路整備事業に係るものの額（平成１５年度から平成２０年度までの各年度に

おいて財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。）

　 　 　 Ｇ１５＝０．０３３

Ｇ１６＝０．００５

Ｇ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０３０

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｇ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０２５

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｇ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０１９

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｇ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０２１３０

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２９７６

Ｈｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率を

超える部分に係るものを除く。）のうち被災市街地復興特別事業に係るものの同意等額に相当する額

Ｉ１５＝０．０１５

Ｉ１６＝０．００８

Ｉ１７＝０．０００

Ｉ１８＝０．０００

Ｉ１９＝０．０００

Ｉ２０＝０．０４７６１

Ｊｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率を

超える部分に係るものを除く。）のうち通常事業（平成２２年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平

成２１年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。）に係るもの（農道及び林道の整備事業に係るもの

を除く。）の額に相当する額

Ｋ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０１４４０

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８６７

Ｋ２２
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ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０１４０６

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８７７

Ｌｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率を

超える部分に係るものを除く。）のうち臨時事業（平成２２年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平

成２１年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。）に係るもの（地方特定道路整備事業に係るもの、

ふるさと農道・林道緊急整備事業に係るもの及び被災市街地復興特別事業に係るものを除く。）の額に相当する額

Ｍ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０１４４０

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８６７

Ｍ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０１４０６

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８７７

Ｎｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率を

超える部分に係るものを除く。）のうち臨時事業の地方特定道路整備事業（平成２２年度から平成２４年度までの各年度におい

て発行について同意又は許可を得たものについては、平成２０年度から平成２４年度までの期間において行われる継続事業とし

て総務大臣が調査した事業に限る。）に係るもの（平成２１年度から平成２４年度までの各年度において財源対策のため発行に

ついて同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。）の額に相当する額

Ｏ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０１４４０

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８６７

Ｏ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０１４０６

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８７７

Ｏ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０１４５６

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８８１

Ｏ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０１５０２

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１９３０

Ｐｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率を

超える部分に係るものを除く。）のうち臨時事業の地方特定道路整備事業に係るものの額（平成２１年度から平成２４年度まで

の各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。）

Ｑ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０２４００

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１１２

Ｑ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０２３４４

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１２９

Ｑ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０２４２７

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１３５

Ｑ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０２５０４

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３２１７

Ｒ２１　平成２１年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の

率を超える部分に係るものを除く。）のうち被災市街地復興特別事業に係るものの額に相当する額

Ｓ２１＝０．０４９７８

Ｔ２２　平成２２年度において発行について同意又は許可を得た一般単独事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当率を超え

る部分に係るものを除く。）のうち一般事業における一般分の被災市街地復興特別事業に係るものの額に相当する額

Ｕ２２＝０．０５００６

Ｖｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た一般公共事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える

部分に係るもの、平成２１年度及び平成２２年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大

臣が指定するもの並びに平成２１年度及び平成２２年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。）のうち

高規格幹線道路建設事業に係るもの（高速自動車国道建設事業に係るものを除く。）の額に相当する額

Ｗ２１＝０．０２６９３

Ｗ２２＝０．０２６４４

Ｘｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等（旧地方道路等整備事業に限る。）に係る地方債（総務大

臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）のうち平成２１年度までに着手した継続事業として総務大臣が調査し

た事業に係るもので、旧地方道路等整備事業に係る地方債の通常事業の充当率を用いるもの（農道及び林道の整備事業に係るも

のを除く。）の額に相当する額

Ｙ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０１５３３

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８６１
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Ｙ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０１５５５

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８９６

Ｙ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０１６

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１９

Ｙ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０１６

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１９

Ｚｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等（旧地方道路等整備事業に限る。）に係る地方債（総務大

臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）のうち平成２１年度までに着手した継続事業として総務大臣が調査し

た事業に係るもので、旧地方道路等整備事業に係る地方債の臨時事業の充当率を用いるもの（地方特定道路整備事業に係るも

の、ふるさと農道・林道緊急整備事業に係るもの及び被災市街地復興特別事業に係るものを除く。）の額に相当する額

ＡＡ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０１５３３

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８６１

ＡＡ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０１５５５

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８９６

ＡＡ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０１６

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１９

ＡＡ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０１６

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１９

ＡＢｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分

に係るものを除く。）のうち被災市街地復興特別事業に係るものの額に相当する額

ＡＣ２３＝０．０４９６３

ＡＣ２４＝０．０５０５７

ＡＣ２５＝０．０５１

ＡＣ２６＝０．０５０

ＡＣ２７＝０．０４９

ＡＣ２８＝０．０４８４

ＡＣ２９＝０．０４８５

ＡＣ３０＝０．０４８４１

ＡＣ令元＝０．０４８０１

ＡＣ令２＝０．００１８６

ＡＣ令３＝０．００２７１

ＡＣ令４＝０．００６００

ＡＤｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分

に係るもの、平成２３年度から令和４年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として

総務大臣が指定するもの及び平成２３年度から令和４年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を

除く。）のうち高規格幹線道路建設事業に係るもの（高速自動車国道建設事業に係るものを除く。）の額に相当する額

ＡＥ２３＝０．０２５５５

ＡＥ２４＝０．０２５９１

ＡＥ２５＝０．０２７

ＡＥ２６＝０．０２６

ＡＥ２７＝０．０２５

ＡＥ２８＝０．０２４３

ＡＥ２９＝０．０２４１

ＡＥ３０＝０．０２４１１

ＡＥ令元＝０．０２３６８

ＡＥ令２＝０．００１１３

ＡＥ令３＝０．００１５３

ＡＥ令４＝０．００３４５

ＡＦｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分

に係るもの、平成２６年度から令和４年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として

総務大臣が指定するもの及び平成２６年度から令和４年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を

除く。）のうち離島振興法第２条に基づき指定された離島振興対策実施地域において、平成２６年度以降に地震津波対策として

行われる道路の整備に係る公共事業のうち、特に離島の防災機能強化に資する事業に係るものの額に相当する額

ＡＧ２６
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ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０２６

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１

ＡＧ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０２５

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３０

ＡＧ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０２４３

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３０３

ＡＧ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０２４１

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３０３

ＡＧ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０２４１１

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３０２６

ＡＧ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０２３６８

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３００１

ＡＧ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１１３

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１１７

ＡＧ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００１５３

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１７０

ＡＧ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００３４５

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３７５

　 三

　

港

湾

費

港

湾

に

お

け

る

外

郭

施

設

の

延

長

算式

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　国庫の補助金を受けて施行した港湾事業に係る経費又は国若しくは都道府県が行う当該事業（単独事業を除く。）に係る法

令に基づく負担金に充てるため平成１１年度以前において発行を許可された地方債（災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和４

６年度、昭和４７年度、昭和５０年度から昭和６２年度まで及び平成２年度から平成１１年度までの各年度において地方税の減

収に伴い発行を許可された地方債、昭和５０年度から昭和５５年度までの各年度、平成１０年度及び平成１１年度において財政

健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和５０年度補正予算債、昭和５１年度補正予算債、昭和５２年度補正予

算債、昭和５３年度補正予算債、昭和６１年度補正予算債、昭和６２年度補正予算債、平成４年度補正予算債、平成５年度補正

予算債、平成６年度補正予算債、平成７年度補正予算債、平成８年度補正予算債、平成９年度補正予算債、平成１０年度補正予

算債及び平成１１年度補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、昭和４４年度以前において

発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、地方債計画上の新産業都市等建設事業債（通常の充当率を超える部分に係るも

のに限る。）として昭和５０年度以前において発行を許可された地方債のうち縁故資金に係るもの、地方債計画に計上されない

地方債並びに昭和５１年度以降において発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣の指定する充当の率を超える部

分に係るものを除く。）の当該年度における元利償還金

Ｃｎ　国庫の補助金を受けて施行した港湾事業に係る経費又は国若しくは都道府県が行う当該事業（単独事業を除く。）に係る法

令に基づく負担金に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債（災害復旧事業債、公害防止事業債、地

方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財政健全化のため発行について同意又は許可を得た地方債、財源対

策債、補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債及び総務

大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額（平成２２年度から令和４年度までの各年度にお

いて発行について同意又は許可を得たものについては、災害関連及び平成２１年度以前に着手した継続の事業等の地方債の額と

して総務大臣が調査したものに限る。）

Ｄ１５＝０．０３３

Ｄ１６＝０．０３３

Ｄ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０２９

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２１

Ｄ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０２５

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１４

Ｄ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０２６
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イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１４

Ｄ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０２６５３

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１５７

Ｄ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０２６９３

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１６４

Ｄ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０２６４４

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１５６

Ｄ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０２５５５

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１０２

Ｄ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０２５９１

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１６１

Ｄ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０２７

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３２

Ｄ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０２６

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１

Ｄ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０２５

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３０

Ｄ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０２４３

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３０３

Ｄ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０２４１

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３０３

Ｄ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０２４１１

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３０２６

Ｄ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０２３６８

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３００１

Ｄ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１１３

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１１７

Ｄ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００１５３

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１７０

Ｄ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００３４５

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３７５

　 　 漁

港

に

お

け

る

外

郭

施

設

の

延

長

算式

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　国庫の補助金を受けて施行した漁港事業に係る経費又は国若しくは都道府県が行う当該事業（単独事業を除く。）に係る法

令に基づく負担金に充てるため平成１１年度以前において発行を許可された地方債（災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和４

６年度、昭和４７年度、昭和５０年度から昭和６２年度まで及び平成２年度から平成１１年度までの各年度において地方税の減

収に伴い発行を許可された地方債、昭和５０年度から昭和５５年度までの各年度、平成１０年度及び平成１１年度において財政

健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和５０年度補正予算債、昭和５１年度補正予算債、昭和５２年度補正予

算債、昭和５３年度補正予算債、昭和６１年度補正予算債、昭和６２年度補正予算債、平成４年度補正予算債、平成５年度補正

予算債、平成６年度補正予算債、平成７年度補正予算債、平成８年度補正予算債、平成９年度補正予算債、平成１０年度補正予

算債及び平成１１年度補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、昭和４４年度以前において

発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、地方債計画上の新産業都市等建設事業債（通常の充当率を超える部分に係るも

のに限る。）として昭和５０年度以前において発行を許可された地方債のうち縁故資金に係るもの、地方債計画に計上されない
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地方債並びに昭和５１年度以降において発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣の指定する充当の率を超える部

分に係るものを除く。）の当該年度における元利償還金

Ｃｎ　国庫の補助金を受けて施行した漁港事業に係る経費又は国若しくは都道府県が行う当該事業（単独事業を除く。）に係る法

令に基づく負担金に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債（災害復旧事業債、公害防止事業債、地

方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財政健全化のため発行について同意又は許可を得た地方債、財源対

策債、補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債及び総務

大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額（平成２２年度から令和４年度までの各年度にお

いて発行について同意又は許可を得たものについては、災害関連及び平成２１年度以前に着手した継続の事業等の地方債の額と

して総務大臣が調査したものに限る。）

Ｄ１５＝０．０３３

Ｄ１６＝０．０３３

Ｄ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０２９

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２１

Ｄ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０２５

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１４

Ｄ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０２６

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１４

Ｄ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０２６５３

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１５７

Ｄ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０２６９３

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１６４

Ｄ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０２６４４

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１５６

Ｄ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０２５５５

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１０２

Ｄ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０２５９１

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１６１

Ｄ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０２７

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３２

Ｄ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０２６

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１

Ｄ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０２５

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３０

Ｄ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０２４３

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３０３

Ｄ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０２４１

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３０３

Ｄ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０２４１１

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３０２６

Ｄ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０２３６８

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３００１

Ｄ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１１３

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１１７

Ｄ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００１５３

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１７０

Ｄ令４
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ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００３４５

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３７５

　 四

　

都

市

計

画

費

都

市

計

画

区

域

に

お

け

る

人

口

算式

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂｎ　地下高速鉄道の建設に係る事業費（符号Ｅに係るものを除く。）の一部を補助する財源に充てるためｎ年度において発行に

ついて同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債（大阪市において事業承継前に発行について同意又は許可を得た地方債を含むも

のとし、平成２３年度から令和４年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成２２年度以

前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るものに限る。）の額のうち総務大臣が算定して通知した額

Ｃ１３＝０．０３１８

Ｃ１４＝０．０２１２

Ｃ１５＝０．０２３９

Ｃ１６＝０．０２４３

Ｃ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０２２５

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８０

Ｃ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０２２１

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７１

Ｃ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０２２１

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６２

Ｃ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０２２５０

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４７５

Ｃ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０２１６０

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４３０

Ｃ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０２１１５

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２３８５

Ｃ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０２１１５

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２３４０

Ｃ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０２１１１

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２３６３

Ｃ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０２１２

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２３９

Ｃ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０２０７

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２３４

Ｃ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０１９４

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２１６

Ｃ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０１９４

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２２１

Ｃ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０１９４

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２２５

Ｃ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．００８７３

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１１６８

Ｃ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．００８０６
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イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１１０３

Ｃ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１７１

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１７３

Ｃ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００２７０

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２７７

Ｃ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００４４６

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００４６０

Ｄ　地下鉄事業続特例債に係る当該年度における元金償還金を基礎として総務大臣が算定して通知した額

Ｅ　昭和４６年度以降に建設された市町村営の地下高速鉄道の建設に係る事業費の一部を出資する財源に充てるため昭和５４年

度から平成１１年度までの各年度において発行を許可された地方債（大阪市において事業承継前に発行を許可された地方債を含

む。）の当該年度における元利償還金（大阪市においては当該年度における元利償還金相当額を基礎として総務大臣が算定して

通知した額）

α　一路線について第一種鉄道事業及び第二種鉄道事業（鉄道事業法第２条第２項及び第３項に規定する事業をいう。）により

当該路線の旅客運送を行う場合の第二種鉄道事業区間の建設に係る事業費に係るものにあつては０．３、その他のものにあつて

は０．６

Ｆ　平成７年度から平成１１年度までの各年度において発行を許可された地下鉄緊急整備事業債（大阪市において事業承継前に

発行を許可された地方債を含む。）の当該年度における元利償還金（大阪市においては当該年度における元利償還金相当額）を

基礎として総務大臣が算定して通知した額

Ｇ　平成２６年度以前において発行について同意又は許可を得た地下鉄事業再特例債に係る当該年度における元金償還金を基礎

として総務大臣が算定して通知した額

Ｈｎ　ｎ年度（平成２７年度以降に限る。）に発行について同意又は許可を得た地下鉄事業再特例債の額のうち総務大臣が算定し

て通知した額

Ｉ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０４５

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４５

Ｉ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０４５０

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４５０

Ｉ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０４５０

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４５０

Ｉ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０４５００

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４５００

Ｉ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０４５００

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４５００

Ｉ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．０４５００

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４５００

Ｉ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．０４５００

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４５００

Ｉ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．０４５００

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４５００

Ｊ　地下鉄事業続特例債の当該年度における支払利息のうち、当該地方債の年利率の１．２パーセントの範囲内で発行利率に相

当する利率として計算した額として総務大臣が通知した額

Ｋ　地下高速鉄道を経営する第三セクターに対し出資する財源に充てるため平成元年度以降に発行について同意又は許可を得た

都市高速鉄道事業債（大阪市において事業承継前に発行について同意又は許可を得た地方債を除く。）の額のうち総務大臣が算

定して通知した額に別表第３の１０に定める率を乗じて得た額

Ｌ　地下高速鉄道を経営する第三セクターに対し補助する財源に充てるため平成１３年度以降に発行について同意又は許可を得

た都市高速鉄道事業債（大阪市において事業承継前に発行について同意又は許可を得た地方債を除く。）の額のうち総務大臣が

算定して通知した額に別表第３の１０に定める率を乗じて得た額

Ｍ　地下高速鉄道を経営する第三セクターに対し出資する財源に充てるため平成１１年度までの各年度において発行を許可され

た地下鉄緊急整備事業債（大阪市において事業承継前に発行を許可された地方債を除く。）の当該年度における元利償還金

Ｎ　昭和５６年度以降に建設された市町村営のニュータウン鉄道の建設に係る事業費の１０パーセントを出資する財源に充てる

ため昭和５８年度から平成１１年度までの各年度において発行を許可された地方債の当該年度における元利償還金

Ｏｎ　昭和５６年度以降に建設された市町村営のニュータウン鉄道の建設に係る事業費の一部を補助する財源に充てるため平成

ｎ年度において発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額のうち総務大臣が算定して通知した額

Ｐ１４＝０．０２１２
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Ｐ１５＝０．０２３９

Ｐ１６＝０．０２４３

Ｐ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０２２５

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８０

Ｐ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０２２１

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７１

Ｐ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０２２１

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６２

Ｐ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０２２５０

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４７５

Ｐ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０２１６０

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４３０

Ｐ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０２１１５

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２３８５

Ｑ　ニュータウン鉄道等を経営する第三セクターに対し出資する財源に充てるため平成１０年度以降に発行について同意又は許

可を得た都市高速鉄道事業債の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第３の１０に定める率を乗じて得た額

Ｒ　ニュータウン鉄道等を経営する第三セクターに対し補助する財源に充てるため平成１４年度以降に発行について同意又は許

可を得た都市高速鉄道事業債の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第３の１０に定める率を乗じて得た額

Ｓ　モノレール事業等を経営する市町村が当該モノレール事業等に対し出資する財源に充てるため昭和５１年度以降に発行につ

いて同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債（大阪市において事業承継前に発行について同意又は許可を得た地方債を含む。）

の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第３の１０に定める率（大阪市において事業承継前に発行について同意又は許

可を得た地方債については公営分として定める率）を乗じて得た額

Ｔ　モノレール事業等を経営する第三セクターに対し出資する財源に充てるため昭和５１年度以降に発行について同意又は許可

を得た都市高速鉄道事業債（大阪市において事業承継前に発行について同意又は許可を得た地方債を除くものとし、平成元年度

までに償還を終了したものを除く。）の額のうち、当該高速鉄道事業債の起債対象事業費の２０パーセント相当額を基礎として、

当該市町村の当該第三セクターの資本金等に対する出資割合に応じて総務大臣が算定して通知した額に別表第３の１０に定める

率を乗じて得た額

Ｕｎ　都道府県の項第９号算式Ⅸの符号Ｂｎに同じ。

Ｖ１５＝０．０５３

Ｖ１６＝０．０５３

Ｖ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０４６

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３３

Ｖ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０４１

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２２

Ｖ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０４１

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２３

Ｖ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０４２４５

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５０５１

Ｖ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０４３０８

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５０６２

Ｖ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０４２３０

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５０５０

Ｗｎ　都道府県の項第９号算式Ⅸの符号Ｄｎに同じ。

Ｘ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０４０８８

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４９６３

Ｘ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０４１４６

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５０５７

Ｘ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０４２
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イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５１

Ｘ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０４１

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５０

Ｘ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０４０

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４９

Ｘ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０３９０

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４８０

Ｘ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０３９０

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４９０

Ｘ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０３８５７

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４８４１

Ｘ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０３７８８

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４８０１

Ｘ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１８１

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１８６

Ｘ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００２４４

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２７１

Ｘ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００５５２

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６００

Ｙｎ　都道府県の項第９号算式Ⅸの符号Ｆｎに同じ。

Ｚ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０２３６８

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３００１

Ｚ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１１３

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１１７

Ｚ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００１５３

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１７０

Ｚ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００３４５

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３７５

ＡＡｎ　昭和４６年度以降に建設された市町村営の地下高速鉄道の建設に係る事業費の一部を出資する財源に充てるためｎ年度

において発行について同意又は許可を得た地方債（大阪市において事業承継前に発行について同意又は許可を得た地方債を含む

ものとし、平成２３年度から令和４年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成２２年度

以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るものに限る。）の額に相当する額

ＡＢ１２＝０．０３００

ＡＢ１３＝０．０３１８

ＡＢ１４＝０．０２１２

ＡＢ１５＝０．０２３９

ＡＢ１６＝０．０２４３

ＡＢ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０２２５

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８０

ＡＢ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０２２１

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７１

ＡＢ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０２２１

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６２

ＡＢ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０２２５０

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４７５

ＡＢ２１
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ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０２１６０

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４３０

ＡＢ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０２１１５

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２３８５

ＡＢ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０２１１５

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２３４０

ＡＢ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０２１１１

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２３６３

ＡＢ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０２１２

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２３９

ＡＢ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０２０７

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２３４

ＡＢ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０１９４

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２１６

ＡＢ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０１９４

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２２１

ＡＢ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０１９４

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２２５

ＡＢ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．００８７３

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１１６８

ＡＢ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．００８０６

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１１０３

ＡＢ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１７１

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１７３

ＡＢ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００２７０

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２７７

ＡＢ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００４４６

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００４６０

ＡＣｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地下鉄緊急整備事業債（大阪市において事業承継前に発行につい

て同意又は許可を得た地方債を含む。）の額の３分の２に相当する額

ＡＤ１２＝０．０３７５

ＡＤ１３＝０．０３９８

ＡＤ１４＝０．０３６０

ＡＤ１５＝０．０３９９

ＡＤ１６＝０．０４０５

ＡＤ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０３７５

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３００

ＡＤ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０３６８

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２８５

ＡＤ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０３６８

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２７０

ＡＤ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０３７５０

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４１２５

ＡＤ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０３６００

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４０５０
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ＡＤ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０３５２５

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３９７５

ＡＥｎ　昭和５６年度以降に建設された市町村営のニュータウン鉄道の建設に係る事業費の１０パーセントを出資する財源に充

てるため平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額

ＡＦ１２＝０．０３００

ＡＦ１３＝０．０３１８

ＡＦ１４＝０．０２１２

ＡＦ１５＝０．０２３９

ＡＦ１６＝０．０２４３

ＡＦ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０２２５

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８０

ＡＦ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０２２１

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７１

ＡＦ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０２２１

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６２

ＡＦ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０２２５０

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４７５

ＡＦ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０２１６０

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４３０

ＡＦ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０２１１５

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２３８５

　 五

　

公

園

費

人

口

算式

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　国庫の補助金を受けて施行した都市公園法第２条第１項に規定する都市公園又は都市公園等整備緊急措置法第２条第１項第

３号に該当する公園の整備事業に係る経費に充てるため昭和６３年度から平成１１年度までの各年度において発行を許可された

地方債（平成３年度から平成１１年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、臨時財

政特例債、公共事業等臨時特例債、平成４年度補正予算債、平成５年度補正予算債、平成６年度補正予算債、平成７年度補正予

算債、平成８年度補正予算債、平成９年度補正予算債、平成１０年度補正予算債及び平成１１年度補正予算債、地域財政特例対

策債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）で総務大臣が調

査したものの当該年度における元利償還金。この場合において、市町村が組織する組合に係る元利償還金は、当該元利償還金を

当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率（協議が成立しないときは、総務大臣が定める率）によ

り按分したものをそれぞれの市町村に係る元利償還金（総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府

県知事が指定する市町村に係る元利償還金）とみなす。

Ｃ　国庫の補助金を受けて施行した都市公園法第２条第１項に規定する都市公園又は都市公園等整備緊急措置法第２条第１項第

３号に該当する公園の整備事業に係る経費に充てるため平成１５年度において発行について同意又は許可を得た地方債（平成１

５年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、地方債計画に計上されない地方債及び総務大臣の指

定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）で総務大臣が調査した額。この場合において、市町村が組織する組合に係る

額は、当該額を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率（協議が成立しないときは、総務大臣が

定める率）により按分したものをそれぞれの市町村に係る額（総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち

都道府県知事が指定する市町村に係る額）とみなす。

　 六

　

下

水

道

費

人

口

算式

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

　 　 　 Ｂ　公共下水道（下水道処理水循環利用モデル事業、再生水利用下水道事業及び熱利用下水道モデル事業、水循環・再生下水道

モデル事業（下水処理水又は雨水を再利用するための貯留施設、ポンプ施設、処理施設及び送水施設以外のものの整備に係る事
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業に限る。）並びに新世代下水道支援事業制度のうち水循環再生型（下水処理水又は雨水を再利用するための貯留施設、ポンプ

施設、処理施設及び送水施設以外のものの整備に係る事業、河川事業等との適切な連携・共同事業並びに雨水の貯留浸透機能を

有する管渠等の設置・改造に係る事業に限る。）、未利用エネルギー型及び高度情報化型（下水処理水の再生利用に係る使用量を

把握するための自動検針システムを構築する事業及び降雨及び雨水排除に関する情報を提供する事業に限る。）を除く。以下同

じ。）及び流域下水道の整備事業に係る経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため昭和３

４年度から平成１１年度までの各年度において発行を許可された地方債（災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和４６年度、昭

和４７年度、昭和５０年度から昭和６２年度まで及び平成２年度から平成１１年度までの各年度において地方税の減収に伴い発

行を許可された地方債、昭和５０年度から昭和５７年度までの各年度、平成１０年度及び平成１１年度において財政健全化のた

め発行を許可された地方債、財源対策債、昭和５０年度補正予算債、昭和５１年度補正予算債、昭和５２年度補正予算債、昭和

５３年度補正予算債、昭和６１年度補正予算債、平成４年度補正予算債、平成５年度補正予算債、平成６年度補正予算債、平成

７年度補正予算債、平成８年度補正予算債、平成９年度補正予算債、平成１０年度補正予算債及び平成１１年度補正予算債、地

域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、資本費平準化債、下水道事業債特例措置分、下水道事業債臨時措

置分、昭和４６年度以前において発行を許可された地方債で市場公募資金に係るもの及びその借換債、昭和５０年度以前におい

て発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、公共下水道及び流域下水道の供用開始前の施設又は供用開始後の施設のうち

未利用部分に係る地方債の元利償還金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、昭和５７年度以降において施行し

た公共下水道の整備事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣が指定する充当の率を

超える部分に係るもの、終末処理場、ポンプ場、管渠、下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年度に設置するため必要となる単

独用地に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、下水道展示施設の設置費に係る地方債、住宅宅地関連

公共施設整備促進事業に係る一般単独事業債、下水道普及特別対策事業（「下水道普及特別対策要綱について」（平成８年４月１

日付け自治準企第９３号）に基づき施行された事業（「下水道普及特別対策の実施要領について」（平成８年４月１日付け自治準

企第９４号）により通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。）をいう。）に係る経費に充てるため発行について同意又

は許可を得た地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。）の当該年度における元利償還金（平成３年度から平成７

年度までの間において下水道普及特別対策事業（「下水道普及特別対策要綱について」（平成３年４月３０日付け自治準企第９０

号）に基づき施行された事業（「下水道普及特別対策の実施要領について」（平成８年４月１日付け自治準企第９４号）により通

常の下水道事業として取り扱われるものを除く。）をいう。）に係る経費に充てるため発行を許可された地方債の当該年度におけ

る元利償還金の１７分の１に相当する額及び符号ＡＮの総務大臣が算定して通知した額の基礎となつた元利償還金を除く。）。こ

の場合において、市町村が組織する組合に係る元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する市町村の長が協議して定

め、総務大臣が承認した率（協議が成立しないときは、総務大臣が定める率）により按分したものをそれぞれの市町村に係る元

利償還金（総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村に係る元利償還金）

とみなす。符号Ｃｎ、符号Ｆ、符号Ｇ、符号Ｈ、符号Ｉ、符号Ｊｎ、符号Ｌｎ、符号Ｎｎ、符号Ｐｎ、符号Ｒｎ、符号Ｓｎ、符号

Ｔｎ、符号Ｕｎ、符号Ｖｎ、符号Ｗｎ、符号Ｘｎ、符号Ｚｎ、符号ＡＡｎ、符号ＡＥｎ、符号ＡＧｎ、符号ＡＩｎ、符号ＡＬｎ、符

号ＡＮ及び符号ＡＯにおいて同じ。

Ｃｎ　公共下水道及び流域下水道の整備事業に係る経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てる

ためｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債（「平成１７年度の下水道事業債の取扱いについて」又は「平成１

６年度の下水道事業債の取扱いについて」により更新事業に区分された地方債（以下この号において「更新事業に区分された地

方債」という。）、都道府県が行う流域下水道に対する法令に基づく負担金に充てるため、平成１８年度から令和４年度までの各

年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち公共下水道事業以外の下水道事業から支出する負担金に係るもの、

災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財政健全化のために発行を許可された地方

債、臨時特例債、資本費平準化債、下水道事業債特例措置分、下水道事業債臨時措置分、下水道事業債広域化・共同化分（「下

水道事業広域化・共同化推進要領の改正について」（平成１２年４月１日付け自治準企第７２号）により策定した広域化・共同

化計画に基づく施設の整備に係る経費に充てるための地方債をいう。以下同じ。）、下水道事業債特別措置分（「下水道事業債（特

別措置分）の取扱について」（平成１８年３月３１日付け総財経第６８号）により発行することができることとされたものをい

う。以下同じ。）、公共下水道及び流域下水道事業の供用開始前の施設又は供用開始後の施設のうち未利用部分に係る地方債の元

利償還金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、昭和５７年度以降において施行した公共下水道の整備事業に係

る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣が指定する率を超える部分に係るもの、終末処理

場、ポンプ場、管渠、下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年度に設置するため必要となる単独用地に係る経費に充てるため発

行について同意又は許可を得た地方債、下水道展示施設の設置費に係る地方債、住宅宅地関連公共施設整備促進事業に係る一般

単独事業債、下水道普及特別対策事業（「下水道普及特別対策要綱について」（平成８年４月１日付け自治準企第９３号）に基づ

き施行された事業（「下水道普及特別対策の実施要領について」（平成８年４月１日付け自治準企第９４号）により通常の下水道

事業として取り扱われるものを除く。）をいう。）に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、地方債計画

に計上されない地方債、復興交付金を受けて施行する公営企業復興事業に係る経費及び都道府県が行う当該事業に対する法令に

基づく負担金に充てるため平成２３年度から令和４年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債、全国的

に緊急に実施する公営企業緊急防災・減災事業に係る経費及び都道府県が行う当該事業に対する法令に基づく負担金に充てるた

め平成２３年度から令和４年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債、再生可能エネルギー発電設備の

設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、公営企業会計適用債並びに下水道事業債旧公害防止対策

事業分（旧公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第２条の２第１項に規定する公害防止対策事業計

画についての「公害防止対策事業計画の同意基準」（平成２３年１２月決定）を満たす地方公共団体が別に定める事業計画に基

づいて実施する事業（公共下水道（下水道法第２条第３号イに規定するものに限る。）及び流域下水道（同条第４号イに規定す

るものに限る。）（以下この号において「公共下水道等」という。）における設置及び改築の事業（下水道法施行令第２４条の２

第１項第１号ロに規定する特定公共下水道の設置及び改築の事業並びに公共下水道等における処理場、ポンプ施設及び管路施設

の供用開始後２５年を経過したものに係る事業で、下水の処理量の増大又は放流水の水質の改善に資さないものを除く。））に係

る経費に充てるための地方債をいう。以下この号において同じ。）を除く。）の額に相当する額（符号ＡＮの総務大臣が算定して

通知した額の基礎となつた地方債の額を除く。以下符号Ｊｎ、符号Ｌｎ、符号Ｐｎ、符号Ｚｎ、符号ＡＡｎ、符号ＡＩｎ及び符号

ＡＬｎにおいて同じ。）

Ｄ１２＝０．０５００
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Ｄ１３＝０．０５３０

Ｄ１４＝０．０４７０

Ｄ１５＝０．０５３２

Ｄ１６＝０．０４３２

Ｄ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０５０３

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４００

Ｄ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０４８７

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７６

Ｄ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０４８８

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３６４

Ｄ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０４９７７

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５５３３

Ｄ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０４８３８

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５３５０

Ｄ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０４７０１

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５２７７

Ｄ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０４６９０

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５２１９

Ｄ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０４６９１

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５２４６

Ｄ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０４７４

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５２４

Ｄ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０４６３

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５１７

Ｄ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０４２５

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４７９

Ｄ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０４２７

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４８９

Ｄ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０４２７

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４９５

Ｄ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０１９４１

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２５９６

Ｄ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０１７９２

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４５０

Ｄ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００３７９

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３８４

Ｄ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００６００

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６１５

Ｄ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００９９０

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１０２２

Ｅ１２＝０．０５００

Ｅ１３＝０．０５３０

Ｅ１４＝０．０４７０

Ｅ１５＝０．０５３２

151



Ｅ１６＝０．０４３２

Ｅ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０５０３

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４００

Ｅ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０４８７

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７６

Ｅ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０４８８

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３６４

Ｅ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０４９７７

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５５３３

Ｅ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０４８３８

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５３５０

Ｅ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０４７０１

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５２７７

Ｅ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０４６９０

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５２１９

Ｅ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０４６９１

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５２４６

Ｅ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０４７４

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５２４

Ｅ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０４６３

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５１７

Ｅ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０４２５

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４７９

Ｅ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０４２７

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４８９

Ｅ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０４２７

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４９５

Ｅ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０１９４１

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２５９６

Ｅ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０１７９２

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４５０

Ｅ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００３７９

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３８４

Ｅ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００６００

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６１５

Ｅ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００９９０

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１０２２

Ｆ　特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設、小規模集落排水処理

施設、特定地域生活排水処理施設若しくは個別排水処理施設の整備事業に係る経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法

令に基づく負担金に充てるため昭和３４年度から平成１１年度の各年度において発行を許可された地方債（災害復旧事業債、公

害防止事業債、昭和５０年度から昭和６２年度までの各年度及び平成２年度から平成１１年度までの各年度において地方税の減

収に伴い発行を許可された地方債、昭和４６年度、昭和４７年度、昭和５０年度から昭和５７年度までの各年度、平成１０年度

及び平成１１年度において財政健全化のために発行を許可された地方債、財源対策債、昭和５０年度から昭和５３年度までの各

年度、昭和６１年度及び平成４年度から平成１１年度までの各年度に係る補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、

公共事業等臨時特例債、資本費平準化債、下水道事業債特例措置分、下水道事業債臨時措置分、昭和４６年度以前において発行

を許可された地方債で市場公募資金に係るもの及びその借換債、昭和５０年度以前において発行を許可された地方債で縁故資金
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に係るもの、特定環境保全公共下水道の供用開始前の施設又は供用開始後の施設のうち未利用部分に係る地方債の元利償還金に

充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、昭和５７年度以降において施行した特定環境保全公共下水道の整備事業に

係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣が指定する率を超える部分に係るもの、終末処理

場、ポンプ場、管渠、下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年度に設置するため必要となる単独用地に係る経費に充てるため発

行について同意又は許可を得た地方債、下水道展示施設の設置費に係る地方債、住宅宅地関連公共施設整備促進事業に係る一般

単独事業債、下水道普及特別対策事業（「下水道普及特別対策要綱について」（平成８年４月１日付け自治準企第９３号）に基づ

き施行された事業（「下水道普及特別対策の実施要領について」（平成８年４月１日付け自治準企第９４号）により通常の下水道

事業として取り扱われるものを除く。）をいう。）に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債並びに地方債

計画に計上されない地方債を除く。）の当該年度における元利償還金（平成３年度から平成７年度までの間において下水道普及

特別対策事業（「下水道普及特別対策要綱について」（平成３年４月３０日付け自治準企第９４号）に基づき施行された事業（「下

水道事業普及特別対策の実施要領について」により通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。）をいう。）に係る経費に

充てるため発行を許可された地方債の当該年度における元利償還金の１７分の１に相当する額及び符号ＡＮの総務大臣が算定し

て通知した額の基礎となつた元利償還金を除く。）の額

　 　 　 Ｇ　下水道普及特別対策事業（「下水道普及特別対策要綱について」（平成８年４月１日付け自治準企第９３号）に基づき実施す

る事業（「下水道普及特別対策の実施要領について」（平成８年４月１日付け自治準企第９４号）により通常の下水道事業として

取り扱われるものを除く。）をいう。）に係る当該年度における元利償還金

Ｈ　下水道事業債特例措置分の当該年度における元利償還金

Ｉ　下水道事業債臨時措置分の当該年度における元利償還金（符号ＡＮの総務大臣が算定して通知した額の基礎となつた元利償

還金を除く。）

Ｊｎ　流域下水道、特定公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡

易排水施設、小規模集合排水処理施設、特定地域生活排水処理施設若しくは個別排水処理施設の整備事業に係る経費又は都道府

県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債（更新

事業に区分された地方債、都道府県が行う流域下水道に対する法令に基づく負担金に充てるため平成１７年度以前において発行

を許可された地方債並びに平成１８年度から令和４年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち公

共下水道事業から支出する負担金に係るもの、災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行を許可された地方

債、財政健全化のために発行を許可された地方債、臨時財政特例債、資本費平準化債、下水道事業債特例措置分、下水道事業債

臨時措置分、下水道事業債広域化・共同化分、下水道事業債特別措置分、特定環境保全公共下水道の供用開始前の施設又は供用

開始後の施設のうち未利用部分に係る地方債の元利償還金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、昭和５７年度

以降において施行した特定環境保全公共下水道の整備事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債のう

ち総務大臣が指定する率を超える部分に係るもの、終末処理場、ポンプ場、管渠、下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年度に

設置するため必要となる単独用地に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、下水道展示施設の設置費に

係る地方債、住宅宅地関連公共施設整備促進事業に係る一般単独事業債、下水道普及特別対策事業（「下水道普及特別対策要綱

について」（平成８年４月１日付け自治準企第９３号）に基づき施行された事業（「下水道普及特別対策の実施要領について」（平

成８年４月１日付け自治準企第９４号）により通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。）をいう。）に係る経費に充て

るため発行について同意又は許可を得た地方債、地方債計画に計上されない地方債、復興交付金を受けて施行する公営企業復興

事業に係る経費及び都道府県が行う当該事業に対する法令に基づく負担金に充てるため平成２３年度から令和４年度までの各年

度において発行について同意又は許可を得た地方債、全国的に緊急に実施する公営企業緊急防災・減災事業に係る経費及び都道

府県が行う当該事業に対する法令に基づく負担金に充てるため平成２３年度から令和４年度までの各年度において発行について

同意又は許可を得た地方債、再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方

債、公営企業会計適用債並びに下水道事業債旧公害防止対策事業分を除く。）の額に相当する額

Ｋ１２＝０．０２５０

Ｋ１３＝０．０２６５

Ｋ１４＝０．０２１２

Ｋ１５＝０．０２３９

Ｋ１６＝０．０１９４

Ｋ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０２２６

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８０

Ｋ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０２１４

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６５

Ｋ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０２１５

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６０

Ｋ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０２１９０

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４３５

Ｋ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０２１２９

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２３５４

Ｋ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０２０６８

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２３２２

Ｋ２３
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ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０２０６４

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２２９６

Ｋ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０２０６４

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２３０８

Ｋ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０２０９

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２３１

Ｋ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０２０４

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２２７

Ｋ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０１８７

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２１１

Ｋ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０１８８

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２１５

Ｋ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０１８８

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２１８

Ｋ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．００８５４

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１１４２

Ｋ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．００７８８

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１０７８

Ｋ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１６７

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１６９

Ｋ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００２６４

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２７１

Ｋ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００４３６

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００４５０

Ｌｎ　公共下水道、流域下水道、特定公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落

排水施設、簡易排水施設、小規模集合排水処理施設、特定地域生活排水処理施設若しくは個別排水処理施設の整備事業に係る経

費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるために平成ｎ年度において発行について同意又は許可

を得た地方債のうち更新事業に係るものの額に相当する額

Ｍ１６＝０．００８６

Ｍ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０１０１

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００８０

Ｎｎ　平成ｎ年度において発行を許可された下水道普及特別対策事業（「下水道普及特別対策要綱について」（平成８年４月１日

付け自治準企第９３号）に基づき実施する事業（「下水道普及特別対策の実施要領について」（平成８年４月１日付け自治準企第

９４号）により通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。）をいう。）に係る地方債の額に相当する額

Ｏ１２＝０．０２７６

Ｏ１３＝０．０２９２

Ｏ１４＝０．０２５９

Ｐｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債臨時措置分（発行について地方財政法第５条の３第６項の

規定による届出がされた地方債のうち同条第１項の規定による協議を受けたならば同条第１０項に規定する基準に照らして同意

をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。）（復興交付金を受けて施行する公営企業

復興事業に係る経費及び都道府県が行う当該事業に対する法令に基づく負担金に係るものを除く。）に係る額に相当する額

Ｑ１２＝０．０５００

Ｑ１３＝０．０５３０

Ｑ１４＝０．０４７０

Ｑ１５＝０．０５３２

Ｑ１６＝０．０４３２

Ｑ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０５０３

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４００

Ｑ１８
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ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０４８７

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７６

Ｑ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０４８８

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３６４

Ｑ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０４９７７

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５５３３

Ｑ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０４８３８

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５３５０

Ｑ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０４７０１

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５２７７

Ｑ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０４６９０

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５２１９

Ｑ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０４６９１

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５２４６

Ｑ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０４７４

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５２４

Ｑ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０４６３

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５１７

Ｑ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０４２５

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４７９

Ｑ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０４２７

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４８９

Ｑ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０４２７

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４９５

Ｑ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０１９４１

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２５９６

Ｑ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０１７９２

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４５０

Ｑ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００３７９

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３８４

Ｑ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００６００

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６１５

Ｑ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００９９０

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１０２２

Ｒｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債広域化・共同化分（発行について地方財政法第５条の３第

６項の規定による届出がされた地方債のうち同条第１項の規定による協議を受けたならば同条第１０項に規定する基準に照らし

て同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。）に係る額に相当する額

Ｓｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債広域化・共同化に係る額のうち、公共下水道に係る地方債

に相当する額

Ｔｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債広域化・共同化（流域下水道への接続分以外）に係る額の

うち、公共下水道に係る地方債に相当する額

Ｕｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債広域化・共同化（流域下水道への接続分）に係る額のうち、

公共下水道に係る地方債に相当する額

Ｖｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債広域化・共同化に係る額のうち、特定環境保全公共下水道、

流域下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設及び小規模集合排水施設に係る地方債に

相当する額
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Ｗｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債広域化・共同化（流域下水道への接続分以外）に係る額の

うち、特定環境保全公共下水道、流域下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設及び小

規模集合排水施設に係る地方債に相当する額

Ｘｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債広域化・共同化（流域下水道への接続分）に係る額のうち、

特定環境保全公共下水道、流域下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設及び小規模集

合排水施設に係る地方債に相当する額

Ｙ１２＝０．０２７３

Ｙ１３＝０．０２９２

Ｙ１４＝０．０２３５

Ｙ１５＝０．０２６６

Ｙ１６＝０．０２１６

Ｙ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０２５２

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２００

Ｙ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０２４４

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８８

Ｙ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０２４４

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８２

Ｙ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０２４８９

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２７６７

Ｙ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０２４１９

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６７５

Ｙ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０２３５１

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６３９

Ｙ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０２３４５

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６１０

Ｙ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０２３４６

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６２３

Ｙ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０２３７

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６２

Ｙ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０２３２

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２５９

Ｙ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０２１３

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４０

Ｙ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０２１４

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４５

Ｙ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０２１４

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４８

Ｙ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．００９７１

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１２９８

Ｙ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０１７９２

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４５０

Ｙ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００３７９

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３８４

Ｙ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００６００

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６１５

Ｙ令４
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ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００９９０

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１０２２

Ｚｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た下水道資本費平準化債のうち下水道事業（旧公害防止対策事業分を含む

。）に係るものの額に相当する額

ＡＡｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た下水道資本費平準化債のうち公害防止事業に係るものの額に相当する額

ＡＢ１６＝０．０３１２

ＡＢ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０３１２

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１１

ＡＢ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０２９６

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２９６

ＡＢ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０２９７

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２９７

ＡＢ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０２９８０

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２９７６

ＡＢ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０２９６６

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２９６８

ＡＢ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０２９８６

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２９８８

ＡＢ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０３０３１

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３０４２

ＡＢ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０３６３４

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３６１０

ＡＢ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０３２０

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１８

ＡＢ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０３１５

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１２

ＡＢ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０３０９

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３０４

ＡＢ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０３０２

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３０２

ＡＢ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０３０３

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３０３

ＡＢ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０３０３７

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３０２５

ＡＢ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０２９９７

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２９９８

ＡＢ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１０８

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１２３

ＡＢ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００１３４

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１９５

ＡＢ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００２９７

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３９９

ＡＣｎ　ｎ年度における下水道事業債特別措置分の発行可能額として総務大臣が通知した額

ＡＤ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０４１４
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イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４１４

ＡＤ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０４１６

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４１６

ＡＤ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０４１７２

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４１６６

ＡＤ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０４１５２

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４１５５

ＡＤ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０４１８０

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４１８３

ＡＤ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０４１９４

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４２１３

ＡＤ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０４３５７

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４３９３

ＡＤ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０４４７

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４４２

ＡＤ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０４４０

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４３６

ＡＤ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０４３３

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４２８

ＡＤ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０４２３

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４２３

ＡＤ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０４２４

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４２４

ＡＤ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０４２６２

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４２４６

ＡＤ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０４１９９

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４２０６

ＡＤ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１３３

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１４１

ＡＤ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００１４６

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１８２

ＡＤ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００４１５

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００４７７

ＡＥｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債旧公害防止対策事業分に係る地方債に相当する額

ＡＦ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００２５６

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３７８

ＡＦ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００４４６

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６０７

ＡＧｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債脱炭素化事業分に係る地方債に相当する額

ＡＨ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００３６０

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３６０

ＡＩｎ　公共下水道及び流域下水道の整備事業に係る準建設改良費のうち地方公営企業法の財務規定等の適用に要する経費又は

都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債

の額に相当する額
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ＡＪ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．１４４４

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．１４４０

ＡＪ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．１４３９

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．１４３９

ＡＪ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．１４４２

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．１４４２

ＡＪ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．１４４６９

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．１４４４８

ＡＪ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．１４３９９

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．１４４０７

ＡＪ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１９０

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２０１

ＡＪ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００２０９

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２６０

ＡＪ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００５９３

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６８１

ＡＫ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．１４４４

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．１４４０

ＡＫ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．１４３９

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．１４３９

ＡＫ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．１４４２

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．１４４２

ＡＫ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．１４４６９

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．１４４４８

ＡＫ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．１４３９９

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．１４４０７

ＡＫ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１９０

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２０１

ＡＫ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００２０９

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２６０

ＡＫ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００５９３

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６８１

ＡＬｎ　流域下水道、特定公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、

簡易排水施設、小規模集落排水処理施設、特定地域生活排水処理施設又は個別排水処理施設の準建設改良費のうち地方公営企業

法の財務規定等の適用に要する経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるためｎ年度において

発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額

ＡＭ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０６３５

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０６３４

ＡＭ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０６３３

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０６３３

ＡＭ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０６３４

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０６３４

ＡＭ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０６３６６
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イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０６３５７

ＡＭ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０６３３６

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０６３３９

ＡＭ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．０００８４

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００８８

ＡＭ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．０００９２

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１１４

ＡＭ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００２６１

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３００

ＡＮ　流域下水道の整備事業に係る経費に充てるため都道府県が発行について同意又は許可を得た地方債のうち、当該同意又は

許可の後に市町村合併に伴い当該都道府県から市町村へ移行されたものに係る地方債の額又は元利償還金を基礎として総務大臣

が算定して通知した額

ＡＯ　市町村長の申告に基づき総務大臣が調査した当該年度における下水道資本費平準化債同意等見込額のうち下水道事業（旧

公害防止対策事業分を含む。）に係るものとして総務大臣が通知した額

α　公共下水道事業に係る前年の３月３１日現在における地方公営企業決算状況調査による合流管布設延長を下水道管布設延長

で除して得た数とし、小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

β　公共下水道事業に係る前年の３月３１日現在における地方公営企業決算状況調査による処理区域内人口を処理区域内面積で

除して得た数（小数点以下１位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）が２５未満の場合は０．５、２５以上５

０未満の場合は０．４２、５０以上７５未満の場合は０．３５、７５以上１００未満の場合は０．２８、１００以上の場合は

０．２１

γ　公共下水道事業に係る前年の３月３１日現在における地方公営企業決算状況調査による処理区域内人口を処理区域内面積で

除して得た数（小数点以下１位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）が２５未満の場合は０．４５、２５以上

５０未満の場合は０．３７、５０以上７５未満の場合は０．３０、７５以上１００未満の場合は０．２３、１００以上の場合は

０．１６

δ　公共下水道事業に係る前年の３月３１日現在における地方公営企業決算状況調査による処理区域内人口を処理区域内面積で

除して得た数（小数点以下１位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）が２５未満の場合は０．４４、２５以上

５０未満の場合は０．３７、５０以上７５未満の場合は０．３０、７５以上１００未満の場合は０．２３、１００以上の場合は

０．１６

ε ｎ　符号ＡＤｎに乗ずる数として次の算式によつて算定した数（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五

入する。）

ε ｎ＝ ζ ｎ×１．１４３＋（１－ζ ｎ）×η ｎ

ζ ｎ　ｎ年度の算定に用いた合流管布設延長を下水道管布設延長で除して得た数（小数点以下３位未満の端数があるときは、そ

の端数を四捨五入する。）

η ｎ　ｎ年度の算定に用いた処理区域内人口を処理区域内面積で除して得た数（小数点以下１位未満の端数があるときは、その

端数を四捨五入する。）が２５未満の場合は０、２５以上５０未満の場合は１．１４３、５０以上７５未満の場合は１．０７１、

７５以上１００未満の場合は１．０４８、１００以上の場合は１．０３６

θ　公共下水道事業に係る前年の３月３１日現在における地方公営企業決算状況調査による処理区域内人口を処理区域内面積で

除して得た数（小数点以下１位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）が２５未満の場合は０．５６、２５以上

５０未満の場合は０．４９、５０以上７５未満の場合は０．４２、７５以上１００未満の場合は０．３５、１００以上の場合は

０．２８

ι　公共下水道事業に係る前年の３月３１日現在における地方公営企業決算状況調査による処理区域内人口を処理区域内面積で

除して得た数（小数点以下１位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）が２５未満の場合は０．６３、２５以上

５０未満の場合は０．５６、５０以上７５未満の場合は０．４９、７５以上１００未満の場合は０．４２、１００以上の場合は

０．３５

κ　当該市町村の財政力指数（当該市町村に係る基準財政収入額（錯誤に係る額として加減した額を除く。）を基準財政需要額

（錯誤に係る額として加減した額を除く。）で除して得た数値（小数点以下２位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す

る。）で当該年度前３年度内の各年度に係るものを合算して得たものを３で除して得た数値（小数点以下２位未満の端数がある

ときは、その端数を四捨五入する。）をいい、当該年度の４月１日以前３年の間に市町村の廃置分合又は境界変更によつてその

区域に異動のあつた市町村については、当該市町村が当該年度の４月１日現在の区域をもつて存在していたものとみなして算定

し、これらの額の分別の方法については、第４９条及び第５０条の規定を準用する。）に－０．５０を乗じて得た数（小数点以

下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）と０．７０との合計数とする。ただし当該合計数が、０．３００

に満たないときは０．３００とし、０．５００を超えるときは０．５００とする。
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Ａ　測定単位の数値
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Ｂ　第３号の港湾における外郭施設の延長を測定単位とするものに係る算式の符号Ｂに同じ（港湾における外郭施設の延長がな

い団体のみ適用する。）。

Ｃｎ　第３号の港湾における外郭施設の延長を測定単位とするものに係る算式の符号Ｃｎに同じ（港湾における外郭施設の延長

がない団体のみ適用する。）。

Ｄ１５＝０．０３３

Ｄ１６＝０．０３３

Ｄ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０２９

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２１

Ｄ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０２５

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１４

Ｄ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０２６

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１４

Ｄ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０２６５３

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１５７

Ｄ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０２６９３

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１６４

Ｄ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０２６４４

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１５６

Ｄ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０２５５５

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１０２

Ｄ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０２５９１

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１６１

Ｄ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０２７

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３２

Ｄ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０２６

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１

Ｄ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０２５

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３０

Ｄ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０２４３

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３０３

Ｄ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０２４１

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３０３

Ｄ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０２４１１

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３０２６

Ｄ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０２３６８

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３００１

Ｄ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１１３

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１１７

Ｄ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００１５３

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１７０

Ｄ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００３４５

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３７５

Ｅ　第３号の漁港における外郭施設の延長を測定単位とするものに係る算式の符号Ｂに同じ（漁港における外郭施設の延長がな

い団体のみ適用する。）。
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Ｆｎ　第３号の漁港における外郭施設の延長を測定単位とするものに係る算式の符号Ｃｎに同じ（漁港における外郭施設の延長

がない団体のみ適用する。）。

Ｇ１５＝０．０３３

Ｇ１６＝０．０３３

Ｇ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０２９

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２１

Ｇ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０２５

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１４

Ｇ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０２６

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１４

Ｇ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０２６５３

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１５７

Ｇ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０２６９３

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１６４

Ｇ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０２６４４

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１５６

Ｇ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０２５５５

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１０２

Ｇ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０２５９１

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１６１

Ｇ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０２７

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３２

Ｇ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０２６

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１

Ｇ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０２５

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３０

Ｇ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０２４３

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３０３

Ｇ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０２４１

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３０３

Ｇ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０２４１１

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３０２６

Ｇ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０２３６８

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３００１

Ｇ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１１３

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１１７

Ｇ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００１５３

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１７０

Ｇ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００３４５

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３７５

　 　 　 Ｈｎ　住宅宅地関連公共施設整備促進事業等に係る経費に充てるため平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方

債の額に相当する額

Ｉ１５＝０．００４

Ｉ１６＝０．００２

Ｉ１７
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ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．００８

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｉ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．００８

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｊｎ　新幹線鉄道整備事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額

　 　 　 Ｋ６＝０．０１７

Ｋ７＝０．０２２

Ｋ８＝０．００６

Ｋ９＝０．０１０

Ｋ１０＝０．０１７

Ｋ１１＝０．０１５

Ｋ１２＝０．０１８

Ｋ１３＝０．００７

Ｋ１４＝０．０００

Ｋ１５＝０．０１０

Ｋ１６＝０．００５

Ｋ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０２０

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｋ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０１９

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｋ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０１９

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｋ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０２１３０

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２９７６

Ｋ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０２４００

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１１０

Ｋ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０２３４４

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１２９

Ｋ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０２４２７

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１３５

Ｋ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０２５０４

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３２１７

Ｋ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０２６

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３２

Ｋ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０２５

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３２

Ｋ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０２５

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１

Ｋ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０２３８

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３０９

Ｋ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０２３９

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１０

Ｋ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０１８１８

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２５２８

Ｋ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０１７６９

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４９２

163



Ｋ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１０４

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１０９

Ｋ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００１３４

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１５５

Ｋ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００３２９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３６４

Ｌｎ　まちづくり交付金交付要綱（平成１６年度国都事第２７号、国道企第１２１号、国住市第４９２号）の規定に基づく事業

に係る経費に充てるため平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債（下水道整備事業、公営住宅整備事業及び

都市再生整備計画に基づく事業に係る地方債並びに総務大臣が指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当

する額

Ｍ１６＝０．００１

Ｍ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．００４

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｍ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．００４

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｍ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．００４

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｍ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．００４２６

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００５９５

Ｍ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．００４８０

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６２２

Ｍ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．００４６９

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６２６

Ｎｎ　地域住宅交付金交付要綱の規定に基づく事業に係る経費に充てるため平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得

た地方債（公営住宅建設事業及び下水道事業に係る地方債並びに総務大臣が指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）

の額に相当する額

Ｏ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．００４

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｏ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．００４

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｏ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．００４

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００８

Ｏ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．００４２６

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００５９５

Ｏ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．００４８０

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６２２

Ｏ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．００４６９

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６２６

Ｐｎ　地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業（Ｉｓ値０．３以上）に係る経費に充てるためｎ年度において発行

について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額を当該組

合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率（協議が成立しないときは、総務大臣が定める率）により按分

したものをそれぞれの市町村に係る額とみなす。

Ｑ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０１９

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｑ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０１９

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００
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Ｑ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０２１３０

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２９７６

Ｑ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０２４００

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１１０

Ｑ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０２３４４

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１２９

Ｑ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０２４２７

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１３５

Ｑ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０２５０４

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３２１７

Ｑ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０２６

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３２

Ｑ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０２５

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３２

Ｑ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０２５

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１

Ｑ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０２３８

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３０９

Ｑ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０２３９

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１０

Ｑ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０１８１８

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２５２８

Ｑ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０１７６９

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４９２

Ｑ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１０４

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１０９

Ｑ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００１３４

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１５５

Ｑ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００３２９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３６４

Ｒｎ　地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業（Ｉｓ値０．３未満）に係る経費に充てるためｎ年度において発行

について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額を当該組

合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率（協議が成立しないときは、総務大臣が定める率）により按分

したものをそれぞれの市町村に係る額とみなす。

Ｓ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０３４４９

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４０２４

Ｓ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０３３５４

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３９９８

Ｓ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０３３７０

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３９４９

Ｓ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０３４９８

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３８６４

Ｓ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０３６
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イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３８

Ｓ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０３５

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７

Ｓ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０３２

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７

Ｓ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０３２３

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７６

Ｓ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０３２１

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７９

Ｓ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０３１９４

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７７６

Ｓ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０３１４１

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７４９

Ｓ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００２０７

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２１１

Ｓ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００３１３

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３２９

Ｓ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００６３９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６６１

Ｔｎ　地方税法附則第１５条に規定する旅客会社等から鉄道施設の譲渡を受けるために同条に規定する特定鉄道事業者に対し補

助する財源又は同条に規定する特定鉄道事業の用に供するために同条に規定する旅客会社等から鉄道施設の譲渡を受ける経費に

充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除

く。）の額（旅客分に限る。）に相当する額

Ｕ１５＝０．００９

Ｕ１６＝０．００５

Ｕ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０１８

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｕ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０１７

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｕ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０１７

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｕ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０１９１７

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６７８

Ｕ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０２１６０

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２８００

Ｕ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０２１０９

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２８１６

Ｕ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０２１８４

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２８２１

Ｕ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０２２５３

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２８９５

Ｕ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０２３

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２９

Ｕ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０２３
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イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２９

Ｕ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０２２

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２８

Ｕ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０２１４

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２７８

Ｕ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０２１５

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２７９

Ｕ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０１６３６

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２２７５

Ｕ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０１５９２

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２２４２

Ｕ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．０００９４

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００９８

Ｕ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００１２０

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１３９

Ｕ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００２９６

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３２７

Ｖｎ　鉄道施設の整備に要する経費について地方税法附則第１５条に規定する特定鉄道事業者に対し補助する財源又は同条に規

定する特定鉄道事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た地

方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額（旅客分に限る。）に相当する額

Ｗ１５＝０．００６

Ｗ１６＝０．００３

Ｗ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０１２

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｗ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０１１

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｗ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０１１

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｗ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０１２７８

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７８５

Ｗ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０１４４０

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８７０

Ｗ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０１４０６

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８７７

Ｗ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０１４５６

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８８１

Ｗ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０１５０２

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１９３０

Ｗ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０１６

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１９

Ｗ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０１５

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１９

Ｗ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０１５

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１９
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Ｗ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０１４３

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８５

Ｗ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０１４３

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８６

Ｗ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０１０９１

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１５１７

Ｗ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０１０６１

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１４９５

Ｗ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．０００６２

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００６５

Ｗ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．０００８０

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００９３

Ｗ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００１９７

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２１８

Ｘｎ　鉄道施設の整備に要する経費について旧過疎地域自立促進特別措置法第１２条第１項第６号に規定する事業者に対し補助

する財源又は同号に規定する事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は

許可を得た地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

Ｙ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０１６

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１９

Ｙ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０１５

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１９

Ｙ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０１５

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１９

Ｙ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０１４３

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８５

Ｙ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０１４３

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８６

Ｙ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０１０９１

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１５１７

Ｙ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０１０６１

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１４９５

Ｙ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．０００６２

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００６５

Ｙ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．０００８０

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００９３

Ｙ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００１９７

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２１８

Ｚ　産炭地域開発就労事業、炭鉱離職者緊急就労対策事業、旧炭鉱離職者緊急就労対策事業従事者暫定就労事業、産炭地域開発

就労事業従事者自立促進事業、産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業及び特定地域開発就労事業に係る経費に充てるため発

行について同意又は許可を得た地方債（災害復旧事業債、昭和４６年度、昭和４７年度、昭和５０年度から昭和６２年度までの

各年度及び平成２年度から平成１６年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和５０年度から

昭和５７年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和５１年度から昭和５３年度ま

での各年度、昭和６１年度、平成４年度から平成１４年度までの各年度及び平成１６年度において発行を許可された補正予算

債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債並びに当該年度の６月１日以降において借り入れた地方債を

除く。）の当該年度における元利償還金
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ＡＡｎ　非構造部材の耐震対策事業（特定天井分）に係る経費に充てるため平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得

た学校教育施設等整備事業債のうち幼稚園又は特別支援学校に係るものの額に相当する額

ＡＢ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０３２３

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７６

ＡＢ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０３２１

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７９

ＡＣ２９　非構造部材の耐震対策事業（特定天井以外分）に係る経費に充てるため平成２９年度において発行について同意又は

許可を得た学校教育施設等整備事業債のうち幼稚園又は特別支援学校に係るものの額に相当する額

ＡＤ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０２３０

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２７１

ＡＥｎ　特別支援学校（小学部及び中学部に限る。）の大規模改造事業の地方単独分に係る経費に充てるためｎ年度において発行

について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債の額に相当する額

ＡＦ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０２３０

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２７１

ＡＦ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０２２８２

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６９７

ＡＦ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０２２４４

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６７８

ＡＦ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１４８

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１５１

ＡＦ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００２２４

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２３５

ＡＦ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００４５７

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００４７２

ＡＧｎ　国庫の補助金を受けて施行した特別支援学校（小学部及び中学部に限る。）の大規模改造事業に係る経費に充てるためｎ

年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債の額に相当する額

ＡＨ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０１３８

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６２

ＡＨ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０１３６９

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６１８

ＡＨ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０１３４６

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６０７

ＡＨ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．０００８９

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００９０

ＡＨ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００１３４

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１４１

ＡＨ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００２７４

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２８３

ＡＩｎ　国庫の補助金を受けて施行した特別支援学校（小学部及び中学部に限る。）の長寿命化改良事業に係る経費に充てるため

ｎ年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債の額に相当する額

ＡＪ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０１３８

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６２

ＡＪ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０１３６９

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６１８

ＡＪ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０１３４６

169



イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６０７

ＡＪ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．０００８９

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００９０

ＡＪ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００１３４

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１４１

ＡＪ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００２７４

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２８３

ＡＫｎ　国庫の補助金を受けて施行した幼稚園又は特別支援学校の補強事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行につい

て同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債の額に相当する額

ＡＬ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０３１９４

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７７６

ＡＬ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０３１４１

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７４９

ＡＬ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００２０７

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２１１

ＡＬ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００３１３

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３２９

ＡＬ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００６３９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６６１

ＡＭｎ　国庫の補助金を受けて施行した幼稚園又は特別支援学校の防災機能強化事業に係る経費に充てるためｎ年度において発

行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債の額に相当する額

ＡＮ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０３１９４

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７７６

ＡＮ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０３１４１

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７４９

ＡＮ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００２０７

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２１１

ＡＮ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００３１３

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３２９

ＡＮ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００６３９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６６１

ＡＯ令２　国庫の補助金を受けて施行した公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業に係る経費に充てるため令和２年度

において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債（同年度において発行について同意又は許可を得た補正予

算債を除く。）のうち特別支援学校（小学部、中学部及び高等部に限る。）に係るものの額に相当する額

ＡＰ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００２０７

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２１１

ＡＱｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た臨時高等学校整備事業に係る地方債の同意等額のうち、平成１０

年度までの特別老朽施設改築事業に係る許可額に相当する額及び平成１１年度以降の老朽施設改築事業に係る同意等額に相当す

る額（特殊教育諸学校に係るものを除き、高等学校費における生徒数がない団体のみ適用する）。

ＡＲ９＝０．００９６

ＡＲ１０＝０．０１０２

ＡＲ１１＝０．００８４

ＡＲ１２＝０．０１６０

ＡＲ１３＝０．０１０８

ＡＲ１４＝０．００９３

ＡＲ１５＝０．００７６

ＡＲ１６＝０．００４０

ＡＲ１７
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ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０１７８

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００００

ＡＲ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０１５０

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００００

ＡＲ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０１５２

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００００

算式Ⅱ

算式Ⅱの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　災害対策基本法第４２条第１項の規定に基づく市町村地域防災計画に掲上されている災害危険区域において災害の発生を防

止し、又は災害の拡大を防止するために単独で実施する治山、小規模山地崩壊等の事業の経費に充てるため発行について同意又

は許可を得た地方債（災害復旧事業債、昭和５３年度から令和４年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可され

た地方債、昭和５３年度から昭和５７年度まで及び昭和５９年度の各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、

財源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、当該年度の６月１日以降において借り入れた地方債並びに地方債計画に計

上されない地方債を除く。）の当該年度における元利償還金。この場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額を

当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率（協議が成立しないときは、総務大臣が定める率）によ

り按分したものをそれぞれの市町村に係る額とみなす。

α　符号Ｂの額を第１７条第３項の規定によつて算定した当該地方団体の標準財政収入額で除して得た数（小数点以下３位未満

の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）に１００，０００を乗じて得た数（以下この号において「財政力係数」とい

う。）に別表第３の１１（２）のＡに定める当該財政力係数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のＢに定める当該財政力係

数の段階に応ずる数値との合計数を当該財政力係数で除して得た数（小数点以下３位未満の端数があるときはその端数を四捨五

入し、当該財政力係数が１００以下のときは１．０００とする。）

　 八

　

小

学

校

費

学

級

数

算式

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　大規模な宅地開発又は住宅建設に関連して地方公共団体に代わつて独立行政法人都市再生機構（中小企業金融公庫法及び独

立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律（平成１６年法律第３５号）附則第３条第１項の規定により解散した

旧地域振興整備公団、独立行政法人都市再生機構法（平成１５年法律第１００号）附則第４条第１項の規定により解散した旧都

市基盤整備公団、同法附則第１８条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法（平成１１年法律第７６号）附則第６条第１項の

規定により解散した旧住宅・都市整備公団並びに同法附則第１７条の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法（昭和５６年法

律第４８号）附則第６条第１項の規定により解散した旧日本住宅公団及び同法附則第７条第１項の規定により解散した旧宅地開

発公団を含む。）又は住宅金融公庫の宅造融資をうけた者（以下「立替施行者」という。）が立替施行をした小学校（義務教育学

校の前期課程を含む。以下この号及び次号において同じ。）の施設（用地を含む。）の譲受代金（当該市町村が当該小学校を建設

したとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入されるべき地方負担額又は当該地方負担額に別表第３の１３

に定める率を乗じて得た額）の当該年度における年次支払額（当該小学校の建設に係る当該市町村と立替施行者との譲受代金の

支払契約の例により算定した当該年度の支払額）として都道府県知事の申告に基づき総務大臣が通知した額

　 　 　 Ｃ　義務教育諸学校施設費国庫負担法第３条第１項（第３号を除く。）に規定する施設に係る経費に充てるため平成３年度以前

及び平成６年度から平成１１年度までの間において発行を許可された地方債（災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業

債、昭和４６年度、昭和４７年度、昭和５０年度から昭和６２年度まで、平成２年度、平成３年度及び平成６年度から平成１１

年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和５０年度から昭和５７年度までの各年度において

財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和５０年度補正予算債、昭和５２年度補正予算債、昭和５３年度補

正予算債、平成６年度から平成１１年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特

例債並びに符号Ｂにおいて別表第３の１３に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係るものを除く。）のうち政

府資金に係るもの（平成１１年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。）で市町村立の小学校

に係るものの当該年度における元利償還金

Ｄ　義務教育諸学校施設費国庫負担法第３条第１項（第３号を除く。）に規定する施設に係る経費に充てるため平成４年度及び

平成５年度において発行を許可された地方債（災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成４年度及び平成５年度

において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、平成４年度補正予算債及び平成５年度補正予算債、臨時財政特例債、公

共事業等臨時特例債並びに符号Ｂにおいて別表第３の１３に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係るものを除

く。）のうち市町村立の小学校に係るものの当該年度における元利償還金

Ｅ　市町村立の小学校の大規模改造事業の地方単独分に係る経費に充てるため平成４年度から平成１１年度までの各年度におい

て発行を許可された学校教育施設等整備事業債等の当該年度の元利償還金

Ｆ　昭和６３年度から平成３年度までの各年度及び平成６年度から平成１１年度までの間において発行について許可された水泳

プール（屋外）に係る学校教育施設等整備事業債等（公害防止事業債、臨時財政特例債及び符号Ｂにおいて別表第３の１３に定
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める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。）のうち政府資金に係るもの（平成１１年度の臨時特例

措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。）で市町村立の小学校に係るものの当該年度における元利償還金

Ｇｎ　義務教育諸学校施設費国庫負担法第３条第１項（第３号を除く。）に規定する施設に係る経費に充てるためｎ年度において

発行について同意又は許可を得た地方債（災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成１２年度から令和４年度ま

での各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、平成１２年度から平成１４年度

までの各年度及び平成１６年度から令和４年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特

例債並びに符号Ｂにおいて別表第３の１３に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係るものを除く。）の額に相

当する額（平成１２年度において発行を許可されたもの（平成１１年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係

るものを除く。）については、政府資金に係るものに限る。）

Ｈ１２＝０．０３７９

Ｈ１３＝０．０３８３

Ｈ１４＝０．０３５１

Ｈ１５＝０．０２７７

Ｈ１６＝０．０１８３

Ｈ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０３３２

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７７

Ｈ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０３３４

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２０９

Ｈ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０３３６

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２０９

Ｈ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０３４３３

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４０６４

Ｈ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０３４４９

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４０２４

Ｈ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０３３５４

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３９９８

Ｈ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０３３７０

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３９４９

Ｈ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０３４９８

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３８６４

Ｈ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０３５５

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３８４

Ｈ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０３４８

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７４

Ｈ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０３２３

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７０

Ｈ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０３２３

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７６

Ｈ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０３２１

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７９

Ｈ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０３１９４

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７７６

Ｈ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０３１４１

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７４９

Ｈ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００２０７

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２１１

Ｈ令３
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ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００３１３

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３２９

Ｈ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００６３９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６６１

Ｉｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債等（平成１５年度から令和４年度までの各年

度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債及び平成１６年度から令和４年度までの各年度において

発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。）のうち市町村立の小学校の大規模改造事業の地方単独分に係るものの額

に相当する額

Ｊ１５＝０．０１１９

Ｊ１６＝０．００７８

Ｊ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０１４２

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００７６

Ｊ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０１４３

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００８９

Ｊ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０１４４

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００９０

Ｊ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０１４７１

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７４２

Ｊ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０１４７８

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７２５

Ｊ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０１４３７

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７１３

Ｊ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０１４４４

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６９３

Ｊ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０１４９９

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６５６

Ｊ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０１５２

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６４

Ｊ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０１４９

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６０

Ｊ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０１３８

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１５８

Ｊ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０１３９

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６１

Ｊ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０２３０

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２７１

Ｊ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０２２８２

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６９７

Ｊ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０２２４４

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６７８

Ｊ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１４８

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１５１

Ｊ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００２２４

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２３５

Ｊ令４
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ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００４５７

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００４７２

Ｋｎ　国庫の補助金を受けて施行した大規模改造事業（障害児等対策施設整備工事を除く。）に係る経費に充てるためｎ年度にお

いて発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債等（平成２９年度から令和４年度までの各年度において地方税

の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債及び平成２９年度から令和４年度までの各年度において発行について同意

又は許可を得た補正予算債を除く。）のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額

Ｌ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０１３８

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６２

Ｌ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０１３６９

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６１８

Ｌ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０１３４６

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６０７

Ｌ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．０００８９

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００９０

Ｌ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００１３４

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１４１

Ｌ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００２７４

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２８３

Ｍｎ　国庫の補助金を受けて施行した大規模改造事業のうち、障害児等対策施設整備工事に係る経費に充てるためｎ年度におい

て発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債（令和３年度及び令和４年度において地方税の減収に伴い発行に

ついて同意又は許可を得た地方債並びに令和３年度及び令和４年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除

く。）のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額

Ｎ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００３１３

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３２９

Ｎ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００６３９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６６１

Ｏｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た水泳プール（屋外）に係る学校教育施設等整備事業債（発行につい

て地方財政法第５条の３第６項の規定による届出がされた地方債のうち同条第１項の規定による協議を受けたならば同条第１０

項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。）等（公

害防止事業債、財源対策債、平成１６年度から平成２８年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算

債、臨時財政特例債及び符号Ｂにおいて別表第３の１３に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債を除

く。）のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額（平成２２年度から平成２８年度までの各年度において発行につい

て同意又は許可を得たものについては、平成２１年度以前に着手した継続の整備事業等の地方債の額として総務大臣が調査した

ものに限る。）

Ｐ１５＝０．０１１９

Ｐ１６＝０．００７８

Ｐ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０１４２

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００７６

Ｐ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０１４３

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００８９

Ｐ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０１４４

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００９０

Ｐ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０１４７１

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７４２

Ｐ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０１４７８

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７２５

Ｐ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０１４３７

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７１３

Ｐ２３
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ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０１４４４

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６９３

Ｐ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０１４９９

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６５６

Ｐ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０１５２

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６４

Ｐ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０１４９

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６０

Ｐ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０１３８

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１５８

Ｐ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０１３９

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６１

Ｑｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た学校給食施設に係る学校教育施設等整備事業債（発行について地方

財政法第５条の３第６項の規定による届出がされた地方債のうち同条第１項の規定による協議を受けたならば同条第１０項に規

定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。）等（災害復

旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成１５年度から平成２８年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行に

ついて同意又は許可を得た地方債、公害防止事業債、財源対策債、平成１６年度から平成２８年度までの各年度において発行に

ついて同意又は許可を得た補正予算債及び符号Ｂにおいて別表第３の１３に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校

に係る地方債を除く。）のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額（平成２２年度から平成２８年度までの各年度に

おいて発行について同意又は許可を得たものについては、平成２１年度以前に着手した継続の整備事業等の地方債の額として総

務大臣が調査したものに限る。）

Ｒ１５＝０．００７９

Ｒ１６＝０．００５２

Ｒ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．００９５

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００５１

Ｒ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．００９５

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６０

Ｒ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．００９６

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６０

Ｒ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．００９８１

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１１６１

Ｒ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．００９８５

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１１５０

Ｒ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．００９５８

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１１４２

Ｒ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．００９６３

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１１２８

Ｒ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．００９９９

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１１０４

Ｒ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０１０１

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１１０

Ｒ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．００９９

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１０７

Ｒ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．００９２

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１０６

Ｒ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．００９２
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イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１０７

Ｓｎ　一般財源化された公立学校施設整備補助金（不適格建物改築事業に係るものに限る。）に係る施設整備事業に充てるため平

成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額

Ｔ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０３８０

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００００

Ｔ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０３８１

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００００

Ｔ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０４２５９

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５９５１

Ｔ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０４７９９

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０６２２３

Ｔ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０４６８７

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０６２５７

Ｕｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債（過疎対策事業債及び平成２１年度から

平成２３年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。）のうち市町村立の小学校の公共施設

等地上デジタル放送移行対策事業に係るものの額に相当する額

Ｖ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０１４７８

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７２５

Ｖ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０１４３７

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７１３

Ｖ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０１４４４

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６９３

Ｗｎ　地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業（平成３０年度以前はＩｓ値０．３以上のものに限り、令和元年度

以降は水泳プール（屋外）の新改築に係るものに限る。）に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を

得た学校教育施設等整備事業債（平成１８年度から令和４年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算

債を除く。）のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額

Ｘ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０２３９

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１４９

Ｘ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０２４０

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１５０

Ｘ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０２４５２

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２９０３

Ｘ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０２４６４

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２８７５

Ｘ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０２３９６

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２８５６

Ｘ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０２４０７

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２８２１

Ｘ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０２４９９

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２７６０

Ｘ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０２５４

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２７４

Ｘ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０２４９

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６７

Ｘ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０２３１
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イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６４

Ｘ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０２３１

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６９

Ｘ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０２３０

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２７１

Ｘ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０２２８２

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６９７

Ｘ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０２２４４

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６７８

Ｘ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１４８

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１５１

Ｘ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００２２４

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２３５

Ｘ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００４５７

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００４７２

Ｙｎ　地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業（Ｉｓ値０．３未満のもの（令和元年度以降にあつては、校舎、屋

内運動場又は寄宿舎の改築に係るものに限る。）に限る。）に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を

得た学校教育施設等整備事業債（平成２０年度から令和４年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算

債を除く。）のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額

Ｚ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０３４３３

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４０６４

Ｚ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０３４４９

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４０２４

Ｚ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０３３５４

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３９９８

Ｚ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０３３７０

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３９４９

Ｚ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０３４９８

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３８６４

Ｚ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０３５５

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３８４

Ｚ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０３４８

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７４

Ｚ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０３２３

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７０

Ｚ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０３２３

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７６

Ｚ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０３２１

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７９

Ｚ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０３１９４

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７７６

Ｚ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０３１４１

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７４９

Ｚ令２
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ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００２０７

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２１１

Ｚ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００３１３

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３２９

Ｚ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００６３９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６６１

ＡＡｎ　非構造部材の耐震対策事業（特定天井分）に係る経費に充てるため平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得

た学校教育施設等整備事業債（平成２８年度及び平成２９年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。）

のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額

ＡＢ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０３２３

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７６

ＡＢ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０３２１

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７９

ＡＣｎ　非構造部材の耐震対策事業（特定天井以外分）に係る経費に充てるため平成ｎ年度において発行について同意又は許可

を得た学校教育施設等整備事業債（平成２８年度及び平成２９年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除

く。）のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額

ＡＤ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０２３１

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６９

ＡＤ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０２３０

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２７１

ＡＥｎ　補強事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債（平成３

０年度から令和４年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。）のうち市町村立の小学校に

係るものの額に相当する額

ＡＦ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０３１９４

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７７６

ＡＦ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０３１４１

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７４９

ＡＦ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００２０７

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２１１

ＡＦ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００３１３

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３２９

ＡＦ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００６３９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６６１

ＡＧｎ　防災機能強化事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債

（平成３０年度から令和４年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。）のうち市町村立の小

学校に係るものの額に相当する額

ＡＨ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０３１９４

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７７６

ＡＨ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０３１４１

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７４９

ＡＨ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００２０７

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２１１

ＡＨ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００３１３

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３２９

ＡＨ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００６３９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６６１
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ＡＩ令２　国庫の補助金を受けて施行した公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業に係る経費に充てるため令和２年度

において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債（同年度において発行について同意又は許可を得た補正予

算債を除く。）のうち小学校に係るものの額に相当する額

ＡＪ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００２０７

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２１１

　 　 　 ＡＫ　昭和４６年度から昭和６０年度までの各年度において、当該年度の旧児童急増区域を包括する市町村が当該旧児童急増区

域内における学校用地取得のために発行を許可された義務教育施設整備事業債（公害防止事業債、昭和４６年度、昭和４７年度

及び昭和５０年度から昭和６０年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和５０年度から昭和

５７年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、符号Ｂにお

いて別表第３の１３に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債並びに昭和５９年度及び昭和６０年度に

取得した学校用地面積が２，０００平方メートル未満である学校用地に係る地方債を除く。）及び昭和６１年度から平成１０年

度までの各年度において、過去児童急増市町村（昭和４８年度から平成１０年度までの間において児童急増市町村（児童急増区

域（学校基本調査規則によつて調査したその年の５月１日現在の児童数が３年前の５月１日現在の児童数に比し、１５パーセン

ト以上かつ３００人以上、１０パーセント以上かつ５００人以上又は５パーセント以上かつ１，０００人以上増加している市町

村（指定都市の区（総合区を含む。）のうち当該区を市町村とみなした場合に、これらに該当することとなる当該区を含む。）の

区域をいう。）を包括する市町村をいう。）に該当したことがある市町村をいう。）又は過去児童急増市町村以外で財政力指数（基

準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前３年度内の各年度に係るものを合算して得たものを３で除して得

た数値をいう。）が１．００以下の市町村が過大規模校（市町村立の小学校のうち、当該年度の５月１日現在においてその学級

（特殊学級を含む。）の数が３１以上（児童急増市町村の設置する小学校にあつては２５以上。以下この号において同じ。）のも

の又は当該日から２年を経過した日（当該日の翌日以降住宅の建設等に伴い新たに学級数が増加することが見込まれる場合にあ

つては当該年度の４月１日から起算して５年を経過した日）までにその学級の数が３１以上となることが見込まれるものをい

う。）の分離等に必要な学校用地取得のため発行を許可された義務教育施設整備事業債（公害防止事業債、昭和６１年度、昭和

６２年度、平成２年度及び平成４年度から平成１０年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財

源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債並びに符号Ｂにおいて別表第３の１３に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金

とした小学校に係る地方債を除く。）の当該年度における元利償還金

ＡＬ　前年度以前の年度における符号Ｂに規定する年次支払額で過大又は過少に係るものとして総務大臣が通知した額

ＡＭ　立替施行者が立替施行をした中学校（義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この号及び次号

において同じ。）の施設（用地を含む。）の譲受代金（当該市町村が当該中学校を建設したとみなした場合に一般財源所要額とし

て基準財政需要額に算入されるべき地方負担額又は当該地方負担額に別表第３の１３に定める率を乗じて得た額）の当該年度に

おける年次支払額（当該中学校の建設に係る当該市町村と立替施行者との譲受代金の支払契約の例により算定した当該年度の支

払額）として都道府県知事の申告に基づき総務大臣が通知した額（中学校費における学級数がない団体のみ適用する。）

ＡＮ　義務教育諸学校施設費国庫負担法第３条第１項（第３号を除く。）に規定する施設に係る経費に充てるため平成３年度以

前及び平成６年度から平成１１年度までの間において発行を許可された地方債（災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事

業債、昭和４６年度、昭和４７年度、昭和５０年度から昭和６２年度まで、平成２年度、平成３年度及び平成６年度から平成１

１年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和５０年度から昭和５７年度までの各年度におい

て財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和５０年度補正予算債、昭和５２年度補正予算債、昭和５３年度

補正予算債、平成６年度から平成１１年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政

特例債並びに符号ＡＭにおいて別表第３の１３に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除く。）のう

ち政府資金に係るもの（平成１１年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。）で市町村立の中

学校に係るものの当該年度における元利償還金（中学校費における学級数がない団体のみ適用する。）

ＡＯ　義務教育諸学校施設費国庫負担法第３条第１項（第３号を除く。）に規定する施設に係る経費に充てるため平成４年度及

び平成５年度において発行を許可された地方債（災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成４年度及び平成５年

度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、平成４年度補正予算債、平成５年度補正予算債、臨時財政特例債、公

共事業等臨時特例債並びに符号ＡＭにおいて別表第３の１３に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを

除く。）のうち市町村立の中学校に係るものの当該年度における元利償還金（中学校費における学級数がない団体のみ適用する。）

ＡＰ　市町村立の中学校の大規模改造事業の地方単独分に係る経費に充てるため平成４年度から平成１１年度までの各年度にお

いて発行を許可された学校教育施設等整備事業債等の当該年度の元利償還金（中学校費における学級数がない団体のみ適用す

る。）

ＡＱ　昭和６３年度から平成３年度までの各年度及び平成６年度から平成１１年度までの間において発行を許可された水泳プー

ル（屋外）に係る学校教育施設等整備事業債等（公害防止事業債、臨時財政特例債及び符号ＡＭにおいて別表第３の１３に定め

る乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債を除く。）のうち政府資金に係るもの（平成１１年度の臨時特例措

置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。）で市町村立の中学校に係るものの当該年度における元利償還金（中

学校費における学級数がない団体のみ適用する。）

ＡＲｎ　義務教育諸学校施設費国庫負担法第３条第１項（第３号を除く。）に規定する施設に係る経費に充てるためｎ年度におい

て発行について同意又は許可を得た地方債（災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成１２年度から令和４年度

までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、平成１２年度から平成１４年

度までの各年度及び平成１６年度から令和４年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政

特例債並びに符号ＡＭにおいて別表第３の１３に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除く。）の額

に相当する額（平成１２年度において発行を許可されたもの（平成１１年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還

に係るものを除く。）については、政府資金に係るものに限る。）（中学校費における学級数がない団体のみ適用する。）

ＡＳ１２＝０．０３７９

ＡＳ１３＝０．０３８３

ＡＳ１４＝０．０３５１

ＡＳ１５＝０．０２７７
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ＡＳ１６＝０．０１８３

ＡＳ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０３３２

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７７

ＡＳ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０３３４

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２０９

ＡＳ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０３３６

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２０９

ＡＳ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０３４３３

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４０６４

ＡＳ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０３４４９

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４０２４

ＡＳ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０３３５４

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３９９８

ＡＳ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０３３７０

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３９４９

ＡＳ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０３４９８

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３８６４

ＡＳ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０３５５

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３８４

ＡＳ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０３４８

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７４

ＡＳ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０３２３

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７０

ＡＳ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０３２３

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７６

ＡＳ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０３２１

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７９

ＡＳ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０３１９４

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７７６

ＡＳ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０３１４１

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７４９

ＡＳ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００２０７

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２１１

ＡＳ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００３１３

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３２９

ＡＳ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００６３９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６６１

ＡＴｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債等（平成１５年度から令和４年度までの各

年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債及び平成１６年度から令和４年度までの各年度におい

て発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。）のうち市町村立の中学校の大規模改造事業の地方単独分に係るものの

額に相当する額（中学校費における学級数がない団体のみ適用する。）

ＡＵ１５＝０．０１１９

ＡＵ１６＝０．００７８

ＡＵ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０１４２
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イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００７６

ＡＵ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０１４３

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００８９

ＡＵ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０１４４

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００９０

ＡＵ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０１４７１

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７４２

ＡＵ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０１４７８

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７２５

ＡＵ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０１４３７

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７１３

ＡＵ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０１４４４

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６９３

ＡＵ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０１４９９

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６５６

ＡＵ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０１５２

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６４

ＡＵ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０１４９

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６０

ＡＵ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０１３８

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１５８

ＡＵ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０１３９

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６１

ＡＵ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０２３０

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２７１

ＡＵ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０２２８２

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６９７

ＡＵ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０２２４４

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６７８

ＡＵ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１４８

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１５１

ＡＵ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００２２４

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２３５

ＡＵ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００４５７

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００４７２

ＡＶｎ　国庫の補助金を受けて施行した大規模改造事業（障害児等対策施設整備工事を除く。）に係る経費に充てるためｎ年度に

おいて発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債等（平成２９年度から令和４年度までの各年度において地方

税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債及び平成２９年度から令和４年度までの各年度において発行について同

意又は許可を得た補正予算債を除く。）のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額（中学校費における学級数がない

団体のみ適用する。）

ＡＷ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０１３８

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６２

ＡＷ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０１３６９

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６１８

181



ＡＷ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０１３４６

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６０７

ＡＷ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．０００８９

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００９０

ＡＷ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００１３４

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１４１

ＡＷ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００２７４

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２８３

ＡＸｎ　国庫の補助金を受けて施行した大規模改造事業のうち、障害児等対策施設整備工事に係る経費に充てるためｎ年度にお

いて発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債（令和３年度及び令和４年度において地方税の減収に伴い発行

について同意又は許可を得た地方債並びに令和３年度及び令和４年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除

く。）のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額（中学校費における学級数がない団体のみ適用する。）

ＡＹ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００３１３

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３２９

ＡＹ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００６３９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６６１

ＡＺｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た水泳プール（屋外）に係る学校教育施設等整備事業債等（公害防

止事業債、財源対策債、平成１６年度から平成２８年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨

時財政特例債及び符号ＡＭにおいて別表第３の１３に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債を除く。）

のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額（平成２２年度から平成２８年度までの各年度において発行について同意

又は許可を得たものについては、平成２１年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るものに限る。）（中

学校費における学級数がない団体のみ適用する。）

ＢＡ１５＝０．０１１９

ＢＡ１６＝０．００７８

ＢＡ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０１４２

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００７６

ＢＡ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０１４３

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００８９

ＢＡ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０１４４

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００９０

ＢＡ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０１４７１

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７４２

ＢＡ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０１４７８

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７２５

ＢＡ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０１４３７

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７１３

ＢＡ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０１４４４

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６９３

ＢＡ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０１４９９

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６５６

ＢＡ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０１５２

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６４

ＢＡ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０１４９

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６０

ＢＡ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０１３８

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１５８

182



ＢＡ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０１３９

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６１

ＢＢｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た学校給食施設に係る学校教育施設等整備事業債等（災害復旧事業

債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成１５年度から平成２８年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について

同意又は許可を得た地方債、公害防止事業債、財源対策債、平成１６年度から平成２８年度までの各年度において発行について

同意又は許可を得た補正予算債及び符号ＡＭにおいて別表第３の１３に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係

る地方債を除く。）のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額（平成２２年度から平成２８年度までの各年度におい

て発行について同意又は許可を得たものについては、平成２１年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係

るものに限る。）（中学校費における学級数がない団体のみ適用する。）

ＢＣ１５＝０．００７９

ＢＣ１６＝０．００５２

ＢＣ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．００９５

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００５１

ＢＣ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．００９５

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６０

ＢＣ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．００９６

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６０

ＢＣ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．００９８１

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１１６１

ＢＣ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．００９８５

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１１５０

ＢＣ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．００９５８

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１１４２

ＢＣ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．００９６３

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１１２８

ＢＣ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．００９９９

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１１０４

ＢＣ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０１０１

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１１０

ＢＣ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０００９９

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１０７

ＢＣ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．００９２

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１０６

ＢＣ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．００９２

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１０７

ＢＤｎ　一般財源化された公立学校施設整備補助金（不適格建物改築事業に係るものに限る。）に係る施設整備事業に充てるため

平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額（中学校費における学級数がない団体のみ適用す

る。）

ＢＥ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０３８０

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００００

ＢＥ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０３８１

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００００

ＢＥ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０４２５９

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５９６１

ＢＥ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０４７９９

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０６２２３
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ＢＥ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０４６８７

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０６２５７

ＢＦｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た武道場に係る学校教育施設等整備事業債（発行について地方財政

法第５条の３第６項の規定による届出がされた地方債のうち同条第１項の規定による協議を受けたならば同条第１０項に規定す

る基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。）（過疎対策事業債

及び平成２１年度から平成２８年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。）のうち市町村

立の中学校に係るものの額に相当する額（平成２２年度から平成２８年度までの各年度において発行について同意又は許可を得

たものについては、平成２１年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るものに限る。）（中学校費におけ

る学級数がない団体のみ適用する。）

ＢＧ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０１４７８

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７２５

ＢＧ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０１４３７

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７１３

ＢＧ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０１４４４

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６９３

ＢＧ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０１４９９

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６５６

ＢＧ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０１５２

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６４

ＢＧ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０１４９

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６０

ＢＧ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０１３８

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１５８

ＢＧ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０１３９

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６１

ＢＨｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債（過疎対策事業債及び平成２１年度か

ら平成２３年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。）のうち市町村立の中学校の公共施

設等地上デジタル放送移行対策事業に係るものの額に相当する額（中学校費における学級数がない団体のみ適用する。）

ＢＩ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０１４７８

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７２５

ＢＩ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０１４３７

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７１３

ＢＩ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０１４４４

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６９３

ＢＪｎ　地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業（平成３０年度以前はＩｓ値０．３以上のものに限り、令和元年

度以降は水泳プール（屋外）の新改築に係るものに限る。）に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可

を得た学校教育施設等整備事業債（平成１８年度から令和４年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予

算債を除く。）のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額（中学校費における学級数がない団体のみ適用する。）

ＢＫ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０２３９

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１４９

ＢＫ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０２４０

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１５０

ＢＫ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０２４５２

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２９０３

ＢＫ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０２４６４

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２８７５

ＢＫ２２
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ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０２３９６

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２８５６

ＢＫ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０２４０７

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２８２１

ＢＫ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０２４９９

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２７６０

ＢＫ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０２５４

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２７４

ＢＫ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０２４９

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６７

ＢＫ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０２３１

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６４

ＢＫ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０２３１

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６９

ＢＫ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０２３０

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２７１

ＢＫ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０２２８２

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６９７

ＢＫ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０２２４４

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６７８

ＢＫ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１４８

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１５１

ＢＫ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００２２４

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２３５

ＢＫ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００４５７

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００４７２

ＢＬｎ　地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業（Ｉｓ値０．３未満のもの（令和元年度以降にあつては、校舎、

屋内運動場又は寄宿舎の改築に係るものに限る。）に限る。）に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可

を得た学校教育施設等整備事業債（平成２０年度から令和４年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予

算債を除く。）のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額（中学校費における学級数がない団体のみ適用する。）

ＢＭ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０３４３３

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４０６４

ＢＭ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０３４４９

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４０２４

ＢＭ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０３３５４

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３９９８

ＢＭ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０３３７０

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３９４９

ＢＭ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０３４９８

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３８６４

ＢＭ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０３５５

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３８４

ＢＭ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０３４８

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７４
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ＢＭ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０３２３

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７０

ＢＭ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０３２３

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７６

ＢＭ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０３２１

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７９

ＢＭ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０３１９４

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７７６

ＢＭ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０３１４１

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７４９

ＢＭ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００２０７

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２１１

ＢＭ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００３１３

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３２９

ＢＭ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００６３９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６６１

ＢＮｎ　非構造部材の耐震対策事業（特定天井分）に係る経費に充てるため平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得

た学校教育施設等整備事業債（平成２８年度及び平成２９年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。）

のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額（中学校費における学級数がない団体のみ適用する。）

ＢＯ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０３２３

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７６

ＢＯ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０３２１

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７９

ＢＰｎ　非構造部材の耐震対策事業（特定天井以外分）に係る経費に充てるため平成ｎ年度において発行について同意又は許可

を得た学校教育施設等整備事業債（平成２８年度及び平成２９年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除

く。）のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額（中学校費における学級数がない団体のみ適用する。）

ＢＱ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０２３１

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６９

ＢＱ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０２３０

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２７１

ＢＲｎ　補強事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債（平成３

０年度から令和４年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。）のうち市町村立の中学校に

係るものの額に相当する額（中学校費における学級数がない団体のみ適用する。）

ＢＳ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０３１９４

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７７６

ＢＳ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０３１４１

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７４９

ＢＳ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００２０７

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２１１

ＢＳ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００３１３

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３２９

ＢＳ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００６３９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６６１

ＢＴｎ　防災機能強化事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債

（平成３０年度から令和４年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。）のうち市町村立の中

学校に係るものの額に相当する額（中学校費における学級数がない団体のみ適用する。）
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ＢＵ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０３１９４

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７７６

ＢＵ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０３１４１

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７４９

ＢＵ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００２０７

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２１１

ＢＵ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００３１３

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３２９

ＢＵ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００６３９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６６１

ＢＶ令２　国庫の補助金を受けて施行した公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業に係る経費に充てるため令和２年度

において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債（同年度において発行について同意又は許可を得た補正予

算債を除く。）のうち中学校に係るものの額に相当する額（中学校費における学級数がない団体のみ適用する。）

ＢＷ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００２０７

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２１１

ＢＸ　昭和４６年度から昭和６０年度までの各年度において、当該年度の旧生徒急増区域を包括する市町村が当該旧生徒急増区

域内における学校用地取得のために発行を許可された義務教育施設整備事業債（公害防止事業債、昭和４６年度、昭和４７年度

及び昭和５０年度から昭和６０年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和５０年度から昭和

５７年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、符号ＡＭに

おいて別表第３の１３に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債並びに昭和５９年度及び昭和６０年度

に取得した学校用地面積が２，０００平方メートル未満である学校用地に係る地方債を除く。）及び昭和６１年度から平成１０

年度までの各年度において、過去生徒急増市町村（昭和４８年度から平成１０年度までの間において生徒急増市町村（生徒急増

区域（学校基本調査規則によつて調査したその年の５月１日現在の生徒数が３年前の５月１日現在の生徒数に比し、１５パーセ

ント以上かつ１５０人以上、１０パーセント以上かつ２５０人以上又は５パーセント以上かつ５００人以上増加している市町村

（指定都市の区（総合区を含む。）のうち当該区を市町村とみなした場合に、これらに該当することとなるものを含む。）の区域

をいう。）を包括する市町村をいう。）に該当したことがある市町村をいう。）又は過去生徒急増市町村以外で財政力指数（基準

財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前３年度内の各年度に係るものを合算して得たものを３で除して得た

数値をいう。）が１．００以下の市町村が過大規模校（市町村立の中学校のうち、当該年度の５月１日現在においてその学級（特

殊学級を含む。）の数が３１以上（生徒急増市町村の設置する中学校にあつては２５以上。以下この号において同じ。）のもの又

は同日から２年を経過した日（当該年度の５月２日以降住宅の建設等に伴い新たに学級数が増加することが見込まれる場合にあ

つては当該年度の４月１日から起算して５年を経過した日）までにその学級の数が３１以上となることが見込まれるものをい

う。）の分離等に必要な学校用地取得のため発行を許可された義務教育施設整備事業債（公害防止事業債、昭和６１年度、昭和

６２年度、平成２年度及び平成４年度から平成１０年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財

源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債並びに符号ＡＭにおいて別表第３の１３に定める乗率を乗じて得た額を譲受代

金とした中学校に係る地方債を除く。）の当該年度における元利償還金（中学校費における学級数がない団体のみ適用する。）

ＢＹ　前年度以前の年度における符号ＡＭに規定する年次支払額で過大又は過少に係るものとして総務大臣が通知した額（中学

校費における学級数がない団体のみ適用する。）

　 九

　

中

学

校

費

学

級

数

算式

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　立替施行者が立替施行をした中学校の施設（用地を含む。）の譲受代金（当該市町村が当該中学校を建設したとみなした場

合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入されるべき地方負担額又は当該地方負担額に別表第３の１３に定める率を乗じ

て得た額）の当該年度における年次支払額（当該中学校の建設に係る当該市町村と立替施行者との譲受代金の支払契約の例によ

り算定した当該年度の支払額）として都道府県知事の申告に基づき総務大臣が通知した額

Ｃ　義務教育諸学校施設費国庫負担法第３条第１項（第３号を除く。）に規定する施設に係る経費に充てるため平成３年度以前

及び平成６年度から平成１１年度までの間において発行を許可された地方債（災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業

債、昭和４６年度、昭和４７年度、昭和５０年度から昭和６２年度まで、平成２年度、平成３年度及び平成６年度から平成１１

年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和５０年度から昭和５７年度までの各年度において

財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和５０年度補正予算債、昭和５２年度補正予算債、昭和５３年度補

正予算債、平成６年度から平成１１年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特

例債並びに符号Ｂにおいて別表第３の１３に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除く。）のうち政

府資金に係るもの（平成１１年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。）で市町村立の中学校

に係るものの当該年度における元利償還金

Ｄ　義務教育諸学校施設費国庫負担法第３条第１項（第３号を除く。）に規定する施設に係る経費に充てるため平成４年度及び

平成５年度に発行を許可された地方債（災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成４年度及び平成５年度におい
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て地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、平成４年度補正予算債及び平成５年度補正予算債、臨時財政特例債、公共事業

等臨時特例債並びに符号Ｂにおいて別表第３の１３に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除く。）

のうち市町村立の中学校に係るものの当該年度における元利償還金

Ｅ　市町村立の中学校の大規模改造事業の地方単独分に係る経費に充てるため平成４年度から平成１１年度までの各年度におい

て発行を許可された学校教育施設等整備事業債等の当該年度の元利償還金

Ｆ　昭和６３年度から平成３年度までの各年度及び平成６年度から平成１１年度までの各年度において発行について許可を得た

水泳プール（屋外）に係る学校教育施設等整備事業債等（公害防止事業債、臨時財政特例債及び符号Ｂにおいて別表第３の１３

に定める乗率を乗じて得た額を讓受代金とした中学校に係る地方債を除く。）のうち政府資金に係るもの（平成１１年度の臨時

特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。）で市町村立の中学校に係るものの当該年度における元利償還金

Ｇｎ　義務教育諸学校施設費国庫負担法第３条第１項（第３号を除く。）に規定する施設に係る経費に充てるためｎ年度において

発行について同意又は許可を得た地方債（災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成１２年度から令和４年度ま

での各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、平成１２年度から平成１４年度

までの各年度及び平成１６年度から令和４年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特

例債並びに符号Ｂにおいて別表第３の１３に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除く。）の額に相

当する額（平成１２年度において発行を許可されたもの（平成１１年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係

るものを除く。）については、政府資金に係るものに限る。）

Ｈ１２＝０．０３７９

Ｈ１３＝０．０３８３

Ｈ１４＝０．０３５１

Ｈ１５＝０．０２７７

Ｈ１６＝０．０１８３

Ｈ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０３３２

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７７

Ｈ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０３３４

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２０９

Ｈ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０３３６

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２０９

Ｈ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０３４３３

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４０６４

Ｈ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０３４４９

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４０２４

Ｈ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０３３５４

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３９９８

Ｈ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０３３７０

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３９４９

Ｈ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０３４９８

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３８６４

Ｈ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０３５５

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３８４

Ｈ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０３４８

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７４

Ｈ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０３２３

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７０

Ｈ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０３２３

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７６

Ｈ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０３２１

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７９

Ｈ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０３１９４

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７７６
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Ｈ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０３１４１

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７４９

Ｈ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００２０７

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２１１

Ｈ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００３１３

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３２９

Ｈ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００６３９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６６１

Ｉｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債等（平成１５年度から令和４年度までの各年

度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債及び平成１６年度から令和４年度までの各年度において

発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。）のうち市町村立の中学校の大規模改造事業の地方単独分に係るものの額

に相当する額

Ｊ１５＝０．０１１９

Ｊ１６＝０．００７８

Ｊ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０１４２

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００７６

Ｊ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０１４３

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００８９

Ｊ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０１４４

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００９０

Ｊ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０１４７１

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７４２

Ｊ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０１４７８

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７２５

Ｊ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０１４３７

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７１３

Ｊ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０１４４４

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６９３

Ｊ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０１４９９

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６５６

Ｊ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０１５２

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６４

Ｊ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０１４９

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６０

Ｊ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０１３８

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１５８

Ｊ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０１３９

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６１

Ｊ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０２３０

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２７１

Ｊ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０２２８２

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６９７

Ｊ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０２２４４

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６７８
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Ｊ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１４８

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１５１

Ｊ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００２２４

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２３５

Ｊ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００４５７

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００４７２

Ｋｎ　国庫の補助金を受けて施行した大規模改造事業（障害児等対策施設整備工事を除く。）に係る経費に充てるためｎ年度にお

いて発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債等（平成２９年度から令和４年度までの各年度において地方税

の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債及び平成２９年度から令和４年度までの各年度において発行について同意

又は許可を得た補正予算債を除く。）のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額

Ｌ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０１３８

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６２

Ｌ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０１３６９

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６１８

Ｌ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０１３４６

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６０７

Ｌ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．０００８９

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００９０

Ｌ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００１３４

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１４１

Ｌ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００２７４

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２８３

Ｍｎ　国庫の補助金を受けて施行した大規模改造事業のうち、障害児等対策施設整備工事に係る経費に充てるためｎ年度におい

て発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債（令和３年度及び令和４年度において地方税の減収に伴い発行に

ついて同意又は許可を得た地方債並びに令和３年度及び令和４年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除

く。）のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額

Ｎ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００３１３

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３２９

Ｎ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００６３９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６６１

Ｏｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た水泳プール（屋外）に係る学校教育施設等整備事業債等（公害防止

事業債、財源対策債、平成１６年度から平成２８年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時

財政特例債及び符号Ｂにおいて別表第３の１３に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債を除く。）の

うち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額（平成２２年度から平成２８年度までの各年度において発行について同意又

は許可を得たものについては、平成２１年度以前に着手した継続の整備事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限

る。）

Ｐ１５＝０．０１１９

Ｐ１６＝０．００７８

Ｐ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０１４２

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００７６

Ｐ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０１４３

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００８９

Ｐ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０１４４

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００９０

Ｐ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０１４７１

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７４２

Ｐ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０１４７８
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イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７２５

Ｐ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０１４３７

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７１３

Ｐ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０１４４４

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６９３

Ｐ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０１４９９

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６５６

Ｐ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０１５２

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６４

Ｐ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０１４９

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６０

Ｐ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０１３８

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１５８

Ｐ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０１３９

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６１

Ｑｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た学校給食施設に係る学校教育施設等整備事業債等（災害復旧事業債、

辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成１５年度から平成２８年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意

又は許可を得た地方債、公害防止事業債、財源対策債、平成１６年度から平成２８年度までの各年度において発行について同意

又は許可を得た補正予算債及び符号Ｂにおいて別表第３の１３に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方

債を除く。）のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額（平成２２年度から平成２８年度までの各年度において発行

について同意又は許可を得たものについては、平成２１年度以前に着手した継続の整備事業等の地方債の額として総務大臣が調

査したものに限る。）

Ｒ１５＝０．００７９

Ｒ１６＝０．００５２

Ｒ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．００９５

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００５１

Ｒ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．００９５

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６０

Ｒ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．００９６

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６０

Ｒ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．００９８１

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１１６１

Ｒ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．００９８５

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１１５０

Ｒ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．００９５８

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１１４２

Ｒ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．００９６３

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１１２８

Ｒ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．００９９９

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１１０４

Ｒ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０１０１

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１１０

Ｒ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０１００

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１０７

Ｒ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．００９２
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イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１０６

Ｒ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．００９２

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１０７

Ｓｎ　一般財源化された公立学校施設整備補助金（不適格建物改築事業に係るものに限る。）に係る施設整備事業に充てるため平

成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額

Ｔ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０３８０

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００００

Ｔ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０３８１

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００００

Ｔ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０４２５９

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５９５１

Ｔ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０４７９９

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０６２２３

Ｔ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０４６８７

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０６２５７

Ｕｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た武道場に係る学校教育施設等整備事業債（過疎対策事業債及び平成

２１年度から平成２８年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。）のうち市町村立の中学

校に係るものの額に相当する額（平成２２年度から平成２８年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものに

ついては、平成２１年度以前に着手した継続の整備事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。）

Ｖ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０１４７８

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７２５

Ｖ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０１４３７

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７１３

Ｖ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０１４４４

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６９３

Ｖ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０１４９９

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６５６

Ｖ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０１５２

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６４

Ｖ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０１４９

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６０

Ｖ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０１３８

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１５８

Ｖ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０１３９

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６１

Ｗｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債等（過疎対策事業債及び平成２１年度か

ら平成２３年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。）のうち市町村立の中学校の公共施

設等地上デジタル放送移行対策事業に係るものの額に相当する額

Ｘ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０１４７８

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７２５

Ｘ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０１４３７

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７１３

Ｘ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０１４４４

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６９３

Ｙｎ　地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業（平成３０年度以前はＩｓ値０．３以上のものに限り、令和元年度

以降は水泳プール（屋外）の新改築に係るものに限る。）に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を
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得た学校教育施設等整備事業債（平成１８年度から令和４年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算

債を除く。）のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額

Ｚ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０２３９

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１４９

Ｚ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０２４０

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１５０

Ｚ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０２４５２

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２９０３

Ｚ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０２４６４

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２８７５

Ｚ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０２３９６

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２８５６

Ｚ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０２４０７

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２８２１

Ｚ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０２４９９

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２７６０

Ｚ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０２５４

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２７４

Ｚ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０２４９

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６７

Ｚ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０２３１

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６４

Ｚ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０２３１

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６９

Ｚ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０２３０

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２７１

Ｚ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０２２８２

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６９７

Ｚ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０２２４４

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６７８

Ｚ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１４８

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１５１

Ｚ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００２２４

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２３５

Ｚ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００４５７

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００４７２

ＡＡｎ　地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業（Ｉｓ値０．３未満のもの（令和元年度以降にあつては、校舎、

屋内運動場又は寄宿舎の改築に係るものに限る。）に限る。）に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可

を得た学校教育施設等整備事業債（平成２０年度から令和４年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予

算債を除く。）のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額

ＡＢ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０３４３３

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４０６４

ＡＢ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０３４４９

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４０２４
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ＡＢ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０３３５４

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３９９８

ＡＢ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０３３７０

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３９４９

ＡＢ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０３４９８

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３８６４

ＡＢ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０３５５

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３８４

ＡＢ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０３４８

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７４

ＡＢ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０３２３

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７０

ＡＢ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０３２３

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７６

ＡＢ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０３２１

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７９

ＡＢ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０３１９４

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７７６

ＡＢ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０３１４１

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７４９

ＡＢ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００２０７

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２１１

ＡＢ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００３１３

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３２９

ＡＢ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００６３９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６６１

ＡＣｎ　非構造部材の耐震対策事業（特定天井分）に係る経費に充てるため平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得

た学校教育施設等整備事業債（平成２８年度及び平成２９年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。）

のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額

ＡＤ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０３２３

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７６

ＡＤ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０３２１

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７９

ＡＥｎ　非構造部材の耐震対策事業（特定天井以外分）に係る経費に充てるため平成ｎ年度において発行について同意又は許可

を得た学校教育施設等整備事業債（平成２８年度及び平成２９年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除

く。）のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額

ＡＦ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０２３１

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６９

ＡＦ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０２３０

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２７１

ＡＧｎ　補強事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債（平成３

０年度から令和４年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。）のうち市町村立の中学校に

係るものの額に相当する額

ＡＨ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０３１９４

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７７６
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ＡＨ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０３１４１

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７４９

ＡＨ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００２０７

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２１１

ＡＨ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００３１３

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３２９

ＡＨ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００６３９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６６１

ＡＩｎ　防災機能強化事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債

（平成３０年度から令和４年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。）のうち市町村立の中

学校に係るものの額に相当する額

ＡＪ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０３１９４

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７７６

ＡＪ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０３１４１

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７４９

ＡＪ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００２０７

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２１１

ＡＪ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００３１３

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３２９

ＡＪ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００６３９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６６１

ＡＫ令２　国庫の補助金を受けて施行した公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業に係る経費に充てるため令和２年度

において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債（同年度において発行について同意又は許可を得た補正予

算債を除く。）のうち中学校に係るものの額に相当する額

ＡＬ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００２０７

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２１１

ＡＭ　昭和４６年度から昭和６０年度までの各年度において、当該年度の旧生徒急増区域を包括する市町村が当該旧生徒急増区

域内における学校用地取得のために発行を許可された義務教育施設整備事業債（公害防止事業債、昭和４６年度、昭和４７年度

及び昭和５０年度から昭和６０年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和５０年度から昭和

５７年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、符号Ｂにお

いて別表第３の１３に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債並びに昭和５９年度及び昭和６０年度に

取得した学校用地面積が２，０００平方メートル未満である学校用地に係る地方債を除く。）及び昭和６１年度から平成１０年

度までの各年度において、過去生徒急増市町村（昭和４８年度から平成１０年度までの間において生徒急増市町村（生徒急増区

域（学校基本調査規則によつて調査したその年の５月１日現在の生徒数が３年前の５月１日現在の生徒数に比し、１５パーセン

ト以上かつ１５０人以上、１０パーセント以上かつ２５０人以上又は５パーセント以上かつ５００人以上増加している市町村

（指定都市の区（総合区を含む。）のうち当該区を市町村とみなした場合に、これらに該当することとなる当該区を含む。）の区

域をいう。）を包括する市町村をいう。）に該当したことがある市町村をいう。）又は過去生徒急増市町村以外で財政力指数（基

準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前３年度内の各年度に係るものを合算して得たものを３で除して得

た数値をいう。）が１．００以下の市町村が過大規模校（市町村立の中学校のうち、当該年度の５月１日現在においてその学級

（特殊学級を含む。）の数が３１以上（生徒急増市町村の設置する中学校にあつては２５以上。以下この号において同じ。）のも

の又は当該日から２年を経過した日（当該日の翌日以降住宅の建設等に伴い新たに学級数が増加することが見込まれる場合にあ

つては当該年度の４月１日から起算して５年を経過した日）までにその学級の数が３１以上となることが見込まれるものをい

う。）の分離等に必要な学校用地取得のため発行を許可された義務教育施設整備事業債（公害防止事業債、昭和６１年度、昭和

６２年度、平成２年度及び平成４年度から平成１０年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財

源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債並びに符号Ｂにおいて別表第３の１３に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金

とした中学校に係る地方債を除く。）の当該年度における元利償還金

ＡＮ　前年度以前の年度における符号Ｂに規定する年次支払額で過大又は過少に係るものとして総務大臣が通知した額

ＡＯ　立替施行者が立替施行をした小学校の施設（用地を含む。）の譲受代金（当該市町村が当該小学校を建設したとみなした

場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入されるべき地方負担額又は当該地方負担額に別表第３の１３に定める率を乗

じて得た額）の当該年度における年次支払額（当該小学校の建設に係る当該市町村と立替施行者との譲受代金の支払契約の例に

より算定した当該年度の支払額）として都道府県知事の申告に基づき総務大臣が通知した額（小学校費における学級数がない団

体のみ適用する。）

ＡＰ　義務教育諸学校施設費国庫負担法第３条第１項（第３号を除く。）に規定する施設に係る経費に充てるため平成３年度以

前及び平成６年度から平成１１年度までの間において発行を許可された地方債（災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事

業債、昭和４６年度、昭和４７年度、昭和５０年度から昭和６２年度まで、平成２年度、平成３年度及び平成６年度から平成１
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１年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和５０年度から昭和５７年度までの各年度におい

て財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和５０年度補正予算債、昭和５２年度補正予算債、昭和５３年度

補正予算債、平成６年度から平成１１年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政

特例債並びに符号ＡＯにおいて別表第３の１３に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係るものを除く。）のう

ち政府資金に係るもの（平成１１年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。）で市町村立の小

学校に係るものの当該年度における元利償還金（小学校費における学級数がない団体のみ適用する。）

ＡＱ　義務教育諸学校施設費国庫負担法第３条第１項（第３号を除く。）に規定する施設に係る経費に充てるため平成４年度及

び平成５年度に発行を許可された地方債（災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成４年度及び平成５年度にお

いて地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、平成４年度補正予算債、平成５年度補正予算債、臨時財政特例債、公共事業

等臨時特例債並びに符号ＡＯにおいて別表第３の１３に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係るものを除く。）

のうち市町村立の小学校に係るものの当該年度における元利償還金（小学校費における学級数がない団体のみ適用する。）

ＡＲ　市町村立の小学校の大規模改造事業の地方単独分に係る経費に充てるため平成４年度から平成１１年度までの各年度にお

いて発行を許可された学校教育施設等整備事業債等の当該年度の元利償還金（小学校費における学級数がない団体のみ適用す

る。）

ＡＳ　昭和６３年度から平成３年度までの各年度及び平成６年度から平成１１年度までの間において発行を許可された水泳プー

ル（屋外）に係る学校教育施設等整備事業債等（公害防止事業債、臨時財政特例債及び符号ＡＯにおいて別表第３の１３に定め

る乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。）のうち政府資金に係るもの（平成１１年度の臨時特例措

置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。）で市町村立の小学校に係るものの当該年度における元利償還金（小

学校費における学級数がない団体のみ適用する。）

ＡＴｎ　義務教育諸学校施設費国庫負担法第３条第１項（第３号を除く。）に規定する施設に係る経費に充てるためｎ年度におい

て発行について同意又は許可を得た地方債（災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成１２年度から令和４年度

までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、平成１２年度から平成１４年

度までの各年度及び平成１６年度から令和４年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政

特例債並びに符号ＡＯにおいて別表第３の１３に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係るものを除く。）の額

に相当する額（平成１２年度において発行を許可されたもの（平成１１年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還

に係るものを除く。）については、政府資金に係るものに限る。）（小学校費における学級数がない団体のみ適用する。）

ＡＵ１２＝０．０３７９

ＡＵ１３＝０．０３８３

ＡＵ１４＝０．０３５１

ＡＵ１５＝０．０２７７

ＡＵ１６＝０．０１８３

ＡＵ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０３３２

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７７

ＡＵ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０３３４

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２０９

ＡＵ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０３３６

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２０９

ＡＵ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０３４３３

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４０６４

ＡＵ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０３４４９

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４０２４

ＡＵ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０３３５４

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３９９８

ＡＵ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０３３７０

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３９４９

ＡＵ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０３４９８

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３８６４

ＡＵ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０３５５

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３８４

ＡＵ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０３４８

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７４

ＡＵ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０３２３

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７０
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ＡＵ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０３２３

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７６

ＡＵ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０３２１

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７９

ＡＵ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０３１９４

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７７６

ＡＵ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０３１４１

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７４９

ＡＵ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００２０７

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２１１

ＡＵ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００３１３

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３２９

ＡＵ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００６３９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６６１

ＡＶｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債等（平成１５年度から令和４年度までの各

年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債及び平成１６年度から令和４年度までの各年度におい

て発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。）のうち市町村立の小学校の大規模改造事業の地方単独分に係るものの

額に相当する額（小学校費における学級数がない団体のみ適用する。）

ＡＷ１５＝０．０１１９

ＡＷ１６＝０．００７８

ＡＷ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０１４２

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００７６

ＡＷ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０１４３

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００８９

ＡＷ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０１４４

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００９０

ＡＷ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０１４７１

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７４２

ＡＷ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０１４７８

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７２５

ＡＷ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０１４３７

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７１３

ＡＷ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０１４４４

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６９３

ＡＷ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０１４９９

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６５６

ＡＷ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０１５２

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６４

ＡＷ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０１４９

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６０

ＡＷ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０１３８

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１５８

ＡＷ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０１３９

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６１

197



ＡＷ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０２３０

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２７１

ＡＷ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０２２８２

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６９７

ＡＷ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０２２４４

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６７８

ＡＷ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１４８

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１５１

ＡＷ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００２２４

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２３５

ＡＷ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００４５７

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００４７２

ＡＸｎ　国庫の補助金を受けて施行した大規模改造事業（障害児等対策施設整備工事を除く。）に係る経費に充てるためｎ年度に

おいて発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債等（平成２９年度から令和４年度までの各年度において地方

税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債及び平成２９年度から令和４年度までの各年度において発行について同

意又は許可を得た補正予算債を除く。）のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額（小学校費における学級数がない

団体のみ適用する。）

ＡＹ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０１３８

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６２

ＡＹ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０１３６９

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６１８

ＡＹ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０１３４６

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６０７

ＡＹ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．０００８９

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００９０

ＡＹ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００１３４

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１４１

ＡＹ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００２７４

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２８３

ＡＺｎ　国庫の補助金を受けて施行した大規模改造事業のうち、障害児等対策施設整備工事に係る経費に充てるためｎ年度にお

いて発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債（令和３年度及び令和４年度において地方税の減収に伴い発行

について同意又は許可を得た地方債並びに令和３年度及び令和４年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除

く。）のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額（小学校費における学級数がない団体のみ適用する。）

ＢＡ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００３１３

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３２９

ＢＡ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００６３９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６６１

ＢＢｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た水泳プール（屋外）に係る学校教育施設等整備事業債等（公害防

止事業債、財源対策債、平成１６年度から平成２８年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨

時財政特例債及び符号ＡＯにおいて別表第３の１３に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。）

のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額（平成２２年度から平成２８年度までの各年度において発行について同意

又は許可を得たものについては、平成２１年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るものに限る。）（小

学校費における学級数がない団体のみ適用する。）

ＢＣ１５＝０．０１１９

ＢＣ１６＝０．００７８

ＢＣ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０１４２

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００７６

ＢＣ１８
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ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０１４３

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００８９

ＢＣ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０１４４

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００９０

ＢＣ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０１４７１

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７４２

ＢＣ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０１４７８

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７２５

ＢＣ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０１４３７

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７１３

ＢＣ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０１４４４

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６９３

ＢＣ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０１４９９

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６５６

ＢＣ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０１５２

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６４

ＢＣ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０１４９

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６０

ＢＣ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０１３８

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１５８

ＢＣ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０１３９

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６１

ＢＤｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た学校給食施設に係る学校教育施設等整備事業債等（災害復旧事業

債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成１５年度から平成２８年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について

同意又は許可を得た地方債、公害防止事業債、財源対策債、平成１６年度から平成２８年度までの各年度において発行について

同意又は許可を得た補正予算債及び符号ＡＯにおいて別表第３の１３に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係

る地方債を除く。）のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額（平成２２年度から平成２８年度までの各年度におい

て発行について同意又は許可を得たものについては、平成２１年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係

るものに限る。）（小学校費における学級数がない団体のみ適用する。）

ＢＥ１５＝０．００７９

ＢＥ１６＝０．００５２

ＢＥ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．００９５

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００５１

ＢＥ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．００９５

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６０

ＢＥ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．００９６

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６０

ＢＥ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．００９８１

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１１６１

ＢＥ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．００９８５

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１１５０

ＢＥ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．００９５８

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１１４２

ＢＥ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．００９６３

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１１２８

ＢＥ２４
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ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．００９９９

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１１０４

ＢＥ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０１０１

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１１０

ＢＥ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０１００

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１０７

ＢＥ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．００９２

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１０６

ＢＥ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．００９２

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１０７

ＢＦｎ　一般財源化された公立学校施設整備補助金（不適格建物改築事業に係るものに限る。）に係る施設整備事業に充てるため

平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額（小学校費における学級数がない団体のみ適用す

る。）

ＢＧ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０３８０

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００００

ＢＧ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０３８１

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００００

ＢＧ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０４２５９

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５９６１

ＢＧ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０４７９９

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０６２２３

ＢＧ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０４６８７

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０６２５７

ＢＨｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債（過疎対策事業債及び平成２１年度か

ら平成２３年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。）のうち市町村立の小学校の公共施

設等地上デジタル放送移行対策事業に係るものの額に相当する額（小学校費における学級数がない団体のみ適用する。）

ＢＩ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０１４７８

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７２５

ＢＩ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０１４３７

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７１３

ＢＩ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０１４４４

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６９３

ＢＪｎ　地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業（平成３０年度以前はＩｓ値０．３以上のものに限り、令和元年

度以降は水泳プール（屋外）の新改築に係るものに限る。）に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可

を得た学校教育施設等整備事業債（平成１８年度から令和４年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予

算債を除く。）のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額（小学校費における学級数がない団体のみ適用する。）

ＢＫ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０２３９

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１４９

ＢＫ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０２４０

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１５０

ＢＫ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０２４５２

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２９０３

ＢＫ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０２４６４

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２８７５

ＢＫ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０２３９６

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２８５６
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ＢＫ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０２４０７

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２８２１

ＢＫ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０２４９９

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２７６０

ＢＫ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０２５４

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２７４

ＢＫ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０２４９

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６７

ＢＫ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０２３１

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６４

ＢＫ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０２３１

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６９

ＢＫ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０２３０

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２７１

ＢＫ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０２２８２

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６９７

ＢＫ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０２２４４

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６７８

ＢＫ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１４８

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１５１

ＢＫ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００２２４

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２３５

ＢＫ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００４５７

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００４７２

ＢＬｎ　地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業（Ｉｓ値０．３未満のもの（令和元年度以降にあつては、校舎、

屋内運動場又は寄宿舎の改築に係るものに限る。）に限る。）に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可

を得た学校教育施設等整備事業債（平成２０年度から令和４年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予

算債を除く。）のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額（小学校費における学級数がない団体のみ適用する。）

ＢＭ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０３４３３

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４０６４

ＢＭ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０３４４９

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４０２４

ＢＭ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０３３５４

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３９９８

ＢＭ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０３３７０

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３９４９

ＢＭ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０３４９８

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３８６４

ＢＭ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０３５５

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３８４

ＢＭ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０３４８

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７４

ＢＭ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０３２３
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イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７０

ＢＭ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０３２３

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７６

ＢＭ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０３２１

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７９

ＢＭ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０３１９４

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７７６

ＢＭ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０３１４１

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７４９

ＢＭ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００２０７

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２１１

ＢＭ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００３１３

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３２９

ＢＭ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００６３９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６６１

ＢＮｎ　非構造部材の耐震対策事業（特定天井分）に係る経費に充てるため平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得

た学校教育施設等整備事業債（平成２８年度及び平成２９年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。）

のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額（小学校費における学級数がない団体のみ適用する。）

ＢＯ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０３２３

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７６

ＢＯ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０３２１

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７９

ＢＰｎ　非構造部材の耐震対策事業（特定天井以外分）に係る経費に充てるため平成ｎ年度において発行について同意又は許可

を得た学校教育施設等整備事業債（平成２８年度及び平成２９年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除

く。）のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額（小学校費における学級数がない団体のみ適用する。）

ＢＱ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０２３１

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６９

ＢＱ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０２３０

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２７１

ＢＲｎ　補強事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債（平成３

０年度から令和４年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。）のうち市町村立の小学校に

係るものの額に相当する額（小学校費における学級数がない団体のみ適用する。）

ＢＳ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０３１９４

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７７６

ＢＳ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０３１４１

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７４９

ＢＳ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００２０７

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２１１

ＢＳ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００３１３

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３２９

ＢＳ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００６３９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６６１

ＢＴｎ　防災機能強化事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債

（平成３０年度から令和４年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。）のうち市町村立の小

学校に係るものの額に相当する額（小学校費における学級数がない団体のみ適用する。）

ＢＵ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０３１９４
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イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７７６

ＢＵ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０３１４１

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３７４９

ＢＵ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００２０７

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２１１

ＢＵ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００３１３

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３２９

ＢＵ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００６３９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００６６１

ＢＶ令２　国庫の補助金を受けて施行した公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業に係る経費に充てるため令和２年度

において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債（同年度において発行について同意又は許可を得た補正予

算債を除く。）のうち小学校に係るものの額に相当する額（小学校費における学級数がない団体のみ適用する。）

ＢＷ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００２０７

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２１１

ＢＸ　昭和４６年度から昭和６０年度までの各年度において、当該年度の旧児童急増区域を包括する市町村が当該旧児童急増区

域内における学校用地取得のために発行を許可された義務教育施設整備事業債（公害防止事業債、昭和４６年度、昭和４７年度

及び昭和５０年度から昭和６０年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和５０年度から昭和

５７年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、符号ＡＯに

おいて別表第３の１３に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債並びに昭和５９年度及び昭和６０年度

に取得した学校用地面積が２，０００平方メートル未満である学校用地に係る地方債を除く。）及び昭和６１年度から平成１０

年度までの各年度において、過去児童急増市町村（昭和４８年度から平成１０年度までの間において児童急増市町村（児童急増

区域（学校基本調査規則によつて調査したその年の５月１日現在の児童数が３年前の５月１日現在の児童数に比し、１５パーセ

ント以上かつ３００人以上、１０パーセント以上かつ５００人以上又は５パーセント以上かつ１，０００人以上増加している市

町村（指定都市の区（総合区を含む。）のうち当該区を市町村とみなした場合に、これらに該当することとなる当該区を含む。）

の区域をいう。）を包括する市町村をいう。）に該当したことがある市町村をいう。）又は過去児童急増市町村以外で財政力指数

（基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前３年度内の各年度に係るものを合算して得たものを３で除し

て得た数値をいう。）が１．００以下の市町村が過大規模校（市町村立の小学校のうち、当該年度の５月１日現在においてその

学級（特殊学級を含む。）の数が３１以上（児童急増市町村の設置する小学校にあつては２５以上。以下この号において同じ。）

のもの又は同日から２年を経過した日（当該年度の５月２日以降住宅の建設等に伴い新たに学級数が増加することが見込まれる

場合にあつては当該年度の４月１日から起算して５年を経過した日）までにその学級の数が３１以上となることが見込まれるも

のをいう。）の分離等に必要な学校用地取得のため発行を許可された義務教育施設整備事業債（公害防止事業債、昭和６１年度、

昭和６２年度、平成２年度及び平成４年度から平成１０年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方

債、財源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債並びに符号ＡＯにおいて別表第３の１３に定める乗率を乗じて得た額を

譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。）の当該年度における元利償還金（小学校費における学級数がない団体のみ適用す

る。）

ＢＹ　前年度以前の年度における符号ＡＯに規定する年次支払額で過大又は過少に係るものとして総務大臣が通知した額（小学

校費における学級数がない団体のみ適用する。）

　 十

　

高

等

学

校

費

生

徒

数

算式

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た臨時高等学校整備事業に係る地方債の同意等額のうち、大規模改造

事業に係る単独分の同意等額に相当する額（特殊教育諸学校に係るものを除く。）

Ｃ１５＝０．００７６

Ｃ１６＝０．００４０

Ｃ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０１７８

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００００

Ｃ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０１５０

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００００

Ｃ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０１５２

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００００
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Ｄｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た臨時高等学校整備事業に係る地方債の同意等額のうち、平成９年度

及び平成１０年度の特別老朽施設改築事業に係る許可額に相当する額並びに平成１１年度以降の老朽施設改築事業に係る同意等

額に相当する額（特殊教育諸学校に係るものを除く。）

　 　 　 Ｅ９＝０．００４６

Ｅ１０＝０．０１０２

Ｅ１１＝０．００８４

Ｅ１２＝０．０１６０

Ｅ１３＝０．０１０８

Ｅ１４＝０．００９３

Ｅ１５＝０．００７６

Ｅ１６＝０．００４０

Ｅ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０１７８

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００００

Ｅ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０１５０

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００００

Ｅ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０１５２

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００００

Ｆ令２　国庫の補助金を受けて施行した公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業に係る経費に充てるため令和２年度に

おいて発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債（同年度において発行について同意又は許可を得た補正予算

債を除く。）のうち高等学校に係るものの額

Ｇ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００２０７

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２１１

　 十

一

　

社

会

福

祉

費

人

口

算式

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂｎ　一般財源化された社会福祉施設整備補助金・負担金（市町村立の障害者施設及び保護施設に係るものに限る。）に係る施設

整備事業に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額。この場合において、市町村が

組織する組合に係る額は、当該額を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率（協議が成立しない

ときは、総務大臣が定める率）により按分したものをそれぞれの市町村に係る額とみなす。

Ｃ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０３８０

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００００

Ｃ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０３８０

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００００

Ｃ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０４２５９

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５９５１

Ｃ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０４７９９

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０６２２３

Ｃ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０４６８７

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０６２５７

Ｃ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０３３９８

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４３８８

Ｃ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０３５０５

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４５０３

Ｃ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０３６０

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４５０
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Ｃ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０３６０

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４５０

Ｃ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０３４０

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４４０

Ｃ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０３３３

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４３３

Ｃ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０３３４

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４３４

Ｃ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０２５４５

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３５３９

Ｃ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０２４７６

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３４８８

Ｃ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１４６

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１５２

Ｃ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００１８７

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２１６

Ｃ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００４６０

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００５０９

Ｄｎ　一般財源化された次世代育成支援対策施設整備交付金（公立保育所及び児童相談所に係るものに限る。）に係る施設整備事

業に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債（平成２９年度までの各年度において発行について同意

又は許可を得たものについては、公立保育所の整備事業に係る地方債に限る。）の額に相当する額。この場合において、市町村

が組織する組合に係る額は、当該額を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率（協議が成立しな

いときは、総務大臣が定める率）により按分したものをそれぞれの市町村に係る額とみなす。

Ｅ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０３８０

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００００

Ｅ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０３８０

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００００

Ｅ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０４２５９

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５９５１

Ｅ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０４７９９

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０６２２３

Ｅ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０４６８７

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０６２５７

Ｅ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０３３９８

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４３８８

Ｅ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０３５０５

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４５０３

Ｅ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０３６０

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４５０

Ｅ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０３６０

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４５０

Ｅ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０３４０

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４４０

Ｅ２８
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ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０３３３

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４３３

Ｅ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０３３４

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４３４

Ｅ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０２５４５

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３５３９

Ｅ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０２４７６

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３４８８

Ｅ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１４６

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１５２

Ｅ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００１８７

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２１６

Ｅ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００４６０

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００５０９

Ｆｎ　児童相談所整備事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た一般単独（一般）事業債（総

務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

Ｇ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１０４

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１０９

Ｇ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００１３４

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１５５

Ｇ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００３２９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３６４

Ｈｎ　児童相談所一時保護施設整備事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た一般補助施設

整備等事業（一般分）に係る地方債の額に相当する額

Ｉ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１０４

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１０９

Ｉ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００１３４

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１５５

Ｉ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００３２９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３６４

　 十

二

　

高

齢

者

保

健

福

祉

費

人

口

算式

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂｎ　一般財源化された地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金に係る施設整備事業等に充てるためｎ年度において発行につ

いて同意又は許可を得た地方債の額に相当する額

Ｃ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０３８０

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００００

Ｃ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０３８０

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００００

Ｃ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０４２５９

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０５９５１

Ｃ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０４７９９
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イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０６２２３

Ｃ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０４６８７

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０６２５７

Ｃ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０４８５４

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０６２６９

Ｃ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０３５０５

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４５０３

Ｃ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０３６０

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４５０

Ｃ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０３６０

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４５０

Ｃ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０３４０

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４４０

Ｃ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０３３３

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４３３

Ｃ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０３３４

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４３４

Ｃ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０２５４５

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３５３９

Ｃ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０２４７６

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３４８８

Ｃ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１４６

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１５２

Ｃ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００１８７

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２１６

Ｃ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００４６０

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００５０９

　 十

三

　

清

掃

費

人

口

算式

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　立替施行者が立替施行をした清掃施設の譲受代金（当該市町村が当該清掃施設を建設したとみなした場合に一般財源所要額

として基準財政需要額に算入されるべき地方負担額又は当該地方負担額に別表第３の１３に定める乗率を乗じて得た額）の当該

年度における年次支払額（当該清掃施設の建設に係る当該市町村と立替施行者との譲受代金の支払契約の例により算定した当該

年度の支払額）として都道府県知事の申告に基づき総務大臣が通知した額

Ｃ　清掃施設の整備事業（清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。）のうち平成３年度以前において事業に

着手したものに係る経費に充てるため平成１１年度以前において発行を許可された地方債及び平成５年度から平成１１年度まで

において事業（符号Ｈにおける清掃施設の整備事業を除く。）に着手したものに係る経費に充てるため平成６年度から平成１１

年度までの各年度において発行を許可された地方債（災害復旧事業債、同和対策事業債、地域改善対策事業債及び地域改善対策

特定事業債、公害防止事業債、昭和４６年度、昭和４７年度、昭和５０年度から昭和６２年度まで及び平成２年度から平成１１

年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和５０年度から昭和５７年度までの各年度において

財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和５２年度補正予算債、昭和５３年度補正予算債、昭和６１年度補

正予算債、平成７年度補正予算債、平成８年度補正予算債、平成１０年度補正予算債及び平成１１年度補正予算債、地域財政特

例対策費、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、平成１１年度臨時経済対策事業債並びに符号Ｂにおいて別表第３の１３に

定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るものを除く。）のうち政府資金に係るもの（平成１１年度の臨時特

例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。）の当該年度における元利償還金。この場合において、市町村が

組織する組合に係る元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率
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（協議が成立しないときは、総務大臣が定める率）により按分して得たものをそれぞれの市町村に係る額（総務大臣が承認する

場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村に係る額）とみなす。

Ｄ　国庫補助金を受けて施行した清掃施設の整備事業（清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。）のうち平

成４年度において事業に着手したものに係る経費に充てるため平成１１年度以前において発行を許可された地方債及び平成５年

度において事業に着手したものに係る経費に充てるため同年度に発行を許可された地方債（災害復旧事業債、同和対策事業債、

地域改善対策事業債及び地域改善対策特定事業債、公害防止事業債、平成４年度及び平成５年度において地方税の減収に伴い発

行を許可された地方債、平成４年度補正予算債及び平成５年度補正予算債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債並びに符号

Ｂにおいて別表第３の１３に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るものを除く。）のうち政府資金に係る

もの（平成１１年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。）の当該年度における元利償還金。

この場合において、市町村が組織する組合に係る元利償還金については符号Ｃに準ずるものとする。

Ｅ　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）に基づき市町村が単独で施行した清掃施設の整備事業

（清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。）のうち平成４年度において事業に着手したものに係る経費に充て

るため平成１１年度以前において発行を許可された地方債（平成４年度から平成１１年度までの各年度において地方税の減収に

伴い発行を許可された地方債及び符号Ｂにおいて別表第３の１３に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係る

ものを除く。）のうち政府資金に係るもの（平成１１年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く

。）の当該年度における元利償還金。この場合において、市町村が組織する組合に係る元利償還金については符号Ｃに準ずるも

のとする。

Ｆ　廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき市町村が単独で施行した清掃施設の整備事業（清掃施設用地取得事業及び清掃

運搬施設等整備事業を除く。）のうち平成５年度において事業に着手したものに係る経費に充てるため同年度に発行を許可され

た地方債（地方税の減収に伴い発行を許可された地方債及び符号Ｂにおいて別表第３の１３に定める乗率を乗じて得た額を譲受

代金とした清掃施設に係るものを除く。）のうち政府資金に係るもの（平成１１年度の臨時特例措置として行われた政府資金の

繰上償還に係るものを除く。）の当該年度における元利償還金。この場合において、市町村が組織する組合に係る元利償還金に

ついては符号Ｃに準ずるものとする。

Ｇ　清掃施設の整備事業（清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。）のうち地域し尿処理施設の整備事業に

係る経費に充てるため平成７年度から平成１１年度までの各年度において発行を許可された地方債（平成７年度補正予算債、平

成８年度補正予算債、平成１０年度補正予算債及び平成１１年度補正予算債並びに符号Ｂにおいて別表第３の１３に定める乗率

を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るものを除く。）のうち政府資金に係るもの（平成１１年度の臨時特例措置とし

て行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。）の当該年度における元利償還金。この場合において、市町村が組織する組

合に係る元利償還金については符号Ｃに準ずるものとする。

Ｈ　廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき市町村が単独で施行した清掃施設の整備事業（清掃施設用地取得事業及び清掃

運搬施設等整備事業を除く。）のうち、平成１０年度及び平成１１年度においてごみ焼却施設の整備事業（ごみ処理広域化計画

に基づき実施される事業で、一日の処理能力が１００トンに満たない施設を対象とするものに限る。）並びにごみ焼却施設、粗

大ごみ処理施設、し尿処理施設及びコミュニティ・プラントにおける改良事業のうち総事業費が１億５千万円以上の事業に着手

したものに係る経費に充てるため同年度に発行を許可された地方債（地方税の減収に伴い発行を許可された地方債及び符号Ｂに

おいて別表第３の１３に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るものを除く。）のうち政府資金に係るもの

（平成１１年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。）の当該年度における元利償還金。この場

合において、市町村が組織する組合に係る元利償還金については符号Ｃに準ずるものとする。

Ｉｎ　次のａ及びｂの合算額

ａ　国庫補助金を受けて施行した清掃施設の整備事業（清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。）に係る経

費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債（災害復旧事業債、地域改善対策特定事業債、公害防止

事業債、地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、補正予算債、符号Ｂにおいて別表第３の１３に定める乗

率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るもの及び総務大臣の指定する充当率を超える部分に係るものを除く。）の額

に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、符号Ｃに準ずるものとする。

ｂ　廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき市町村が単独で施行した清掃施設の整備事業（清掃施設用地取得事業及び清掃

運搬施設等整備事業を除く。）のうち平成１０年度の国庫補助制度の見直しに伴い重点化単独分とされた事業、公害防止計画に

基づき実施される事業（平成１４年度から平成２２年度までの各年度において実施した事業に限る。）、ごみ焼却施設の整備事業

（ごみ処理広域化計画に基づき実施される事業で一日の処理能力が１００トンに満たない施設を対象とするものに限る。）並びに

ごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設、し尿処理施設及びコミュニティ・プラントにおける改良事業のうち総事業費が１億５千万円

以上の事業に係る経費に充てるためｎ年度に発行について同意又は許可を得た地方債（地方税の減収に伴い発行について同意又

は許可を得た地方債、符号Ｂにおいて別表第３の１３に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るもの及び総

務大臣の指定する充当率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係

る額については、符号Ｃに準ずるものとする。

Ｊ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．００５３

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００００

Ｊ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．００３０

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００００

Ｊ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０４１８２

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４３１７

Ｊ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０４１３２

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４２６９

Ｊ２２
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ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０４０９４

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４２４７

Ｊ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０４０４７

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４２０１

Ｊ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０４０２１

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４１５７

Ｊ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０４０４

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４１６

Ｊ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０３７９

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４０１

Ｊ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０４０５

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４１４

Ｊ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０３９４

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４０６

Ｊ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０３８３

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４００

Ｊ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０３７２７

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３９２２

Ｊ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０２７５５

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２９９６

Ｊ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１３５

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１３７

Ｊ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００２１５

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２２１

Ｊ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００４２４

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００４３２

Ｋｎ　廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき市町村が単独で施行した清掃施設の整備事業（清掃施設用地取得事業、清掃

運搬施設等整備事業及び符号Ｉｎのｂにおける清掃施設の整備事業を除く。）に係る経費に充てるためｎ年度に発行について同意

又は許可を得た地方債（地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、符号Ｂにおいて別表第３の１３に定める

乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るもの及び総務大臣の指定する充当率を超える部分に係るものを除く。）の

額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、符号Ｃに準ずるものとする。

Ｌ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．００３２

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００００

Ｌ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．００１８

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００００

Ｌ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０２５０９

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２５９０

Ｌ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０２４７９

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２５６１

Ｌ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０２４５６

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２５４８

Ｌ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０２４２８

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２５２１

Ｌ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０２４１３
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イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４９４

Ｌ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０２４２

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２５０

Ｌ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０２２７

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４１

Ｌ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０２４３

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４８

Ｌ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０２３６

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４４

Ｌ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０２３０

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４０

Ｌ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０２２３６

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２３５３

Ｌ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０１６５３

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７９８

Ｌ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．０００８１

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００８２

Ｌ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００１２９

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１３３

Ｌ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００２５４

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２５９

　 十

四

　

農

業

行

政

費

農

家

数

算式

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　農林水産大臣が調査した国営土地改良事業（昭和６３年４月１日以降に事業が完了するものに限る。）に係る市町村の負担

金（その支払期間の始期が平成１３年度以前のものに限る。）のうち、対象施設に係る土地改良法第９０条第９項の規定に基づ

く負担金、土地改良法等の一部を改正する法律（平成３年法律第５８号。以下「土地改良法等改正法」という。）第１条の規定

による改正前の土地改良法第９０条第５項の規定に基づく負担金及び同法第９１条第６項の規定に基づく負担金（当該国営土地

改良事業が市町村特別申請事業であつて、その関連土地改良事業が都道府県営土地改良事業である場合に限る。）を基礎として

総務大臣が算定して通知した額

　 　 　 Ｃ　農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承さ

れた業務（平成元年４月１日以降に業務が完了するものに限る。）に係る市町村の負担金（その支払期間の始期が平成１３年度

以前のものに限る。）のうち、対象施設に係る旧農用地整備公団法第２７条第７項及び附則第１９条第２項の規定によりなおそ

の効力を有するものとされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第２７条第３項の規定に基づく負担金

（旧農用地整備公団法施行令第１６条第２項に規定する方法により支払われるものを除く。符号Ｆ及び符号Ｉにおいて同じ。）を

基礎として総務大臣が算定して通知した額

Ｄ　農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務（平成元年４月１日以降に業務が完了するものに限る。）に係る市

町村の負担金（その支払期間の始期が平成１３年度以前のものに限る。）のうち、対象施設に係る独立行政法人水資源機構法附

則第７条の規定により同法第２６条第２項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公団法第３０条第２項の規

定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額

Ｅ　農林水産大臣が調査した国営土地改良事業（昭和６３年４月１日以降に事業が完了するものに限る。）に係る市町村の負担

金（その支払期間の始期が平成１４年度以降のものに限る。）のうち、ダムに係る土地改良法第９０条第９項の規定に基づく負

担金、土地改良法等改正法第１条の規定による改正前の土地改良法第９０条第５項の規定に基づく負担金及び同法第９１条第６

項の規定に基づく負担金（当該国営土地改良事業が市町村特別申請事業であつて、その関連土地改良事業が都道府県営土地改良

事業である場合に限る。）を基礎として総務大臣が算定して通知した額

Ｆ　農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承さ

れた業務（平成元年４月１日以降に業務が完了するものに限る。）に係る市町村の負担金（その支払期間の始期が平成１４年度

以降のものに限る。）のうち、ダムに係る旧農用地整備公団法第２７条第７項及び附則第１９条第２項の規定によりなおその効
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力を有するものとされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第２７条第３項の規定に基づく負担金を基礎

として総務大臣が算定して通知した額

Ｇ　農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務（平成元年４月１日以降に業務が完了するものに限る。）に係る市

町村の負担金（その支払期間の始期が平成１４年度以降のものに限る。）のうち、ダムに係る独立行政法人水資源機構法附則第

７条の規定により同法第２６条第２項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公団法第３０条第２項の規定に

基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額

Ｈ　農林水産大臣が調査した国営土地改良事業（昭和６３年４月１日以降に事業が完了するものに限る。）に係る市町村の負担

金（その支払期間の始期が平成１４年度以降であり、かつ、事業実施年度が平成２２年度までのものに限る。）のうち、対象施

設（ダムを除く。）に係る土地改良法第９０条第９項の規定に基づく負担金、土地改良法等改正法第１条の規定による改正前の

土地改良法第９０条第５項の規定に基づく負担金及び同法第９１条第６項の規定に基づく負担金（当該国営土地改良事業が市町

村特別申請事業であつて、その関連土地改良事業が都道府県営土地改良事業である場合に限る。）を基礎として総務大臣が算定

して通知した額

Ｉ　農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承さ

れた業務（平成元年４月１日以降に業務が完了するものに限る。）に係る市町村の負担金（その支払期間の始期が平成１４年度

以降であり、かつ、事業実施年度が平成２２年度までのものに限る。）のうち、対象施設（ダムを除く。）に係る旧農用地整備公

団法第２７条第７項及び附則第１９条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法改正法による改

正前の農用地開発公団法第２７条第３項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額

Ｊ　農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務（平成元年４月１日以降に業務が完了するものに限る。）に係る市

町村の負担金（その支払期間の始期が平成１４年度以降であり、かつ、事業実施年度が平成２２年度までのものに限る。）のう

ち、対象施設（ダムを除く。）に係る独立行政法人水資源機構法附則第７条の規定により同法第２６条第２項の規定に基づく負

担金とみなすこととされた旧水資源開発公団法第３０条第２項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知し

た額

Ｋ　農林水産大臣が調査した国営土地改良事業（昭和６３年４月１日以降に事業が完了するものに限る。）に係る市町村の負担

金（事業実施年度が平成２３年度以降のものに限る。）のうち、対象施設（ダムを除く。）に係る土地改良法第９０条第９項の規

定に基づく負担金、土地改良法等改正法第１条の規定による改正前の土地改良法第９０条第５項の規定に基づく負担金及び同法

第９１条第６項の規定に基づく負担金（当該国営土地改良事業が市町村特別申請事業であつて、その関連土地改良事業が都道府

県営土地改良事業である場合に限る。）を基礎として総務大臣が算定して通知した額

Ｌ　農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承さ

れた業務（平成元年４月１日以降に業務が完了するものに限る。）に係る市町村の負担金（事業実施年度が平成２３年度以降の

ものに限る。）のうち、対象施設（ダムを除く。）に係る旧農用地整備公団法第２７条第７項及び附則第１９条第２項の規定によ

りなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第２７条第３項の規定に基づく

負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額

Ｍ　農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務（平成元年４月１日以降に業務が完了するものに限る。）に係る市

町村の負担金（事業実施年度が平成２３年度以降のものに限る。）のうち、対象施設（ダムを除く。）に係る独立行政法人水資源

機構法附則第７条の規定により同法第２６条第２項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公団法第３０条第

２項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額

Ｎｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た都道府県営土地改良事業（農業生産基盤整備系統に限る。）における市町

村の負担金に係る地方債（災害復旧事業債、公害防止事業債、平成２２年度から令和４年度までの各年度において地方税の減収

に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成２２年度から令和４年度までの各年度において発行について同意又は許可

を得た補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、平成２２年度から令和４年度までの各年度

の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債及び地方債計画に計上されない地方債を除く。）

（平成２２年度から令和４年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成２１年度以前に着

手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係る地方債に限る。）の同意等額（平成２２年度から令和４年度までの各年度

にあつては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とする。）

Ｏ２２＝０．０４５

Ｏ２３＝０．０４４

Ｏ２４＝０．０４４

Ｏ２５＝０．０４４

Ｏ２６＝０．０４３

Ｏ２７＝０．０４２

Ｏ２８＝０．０４２２

Ｏ２９＝０．０４２２

Ｏ３０＝０．０４１８０

Ｏ令元＝０．０４１８０

Ｏ令２＝０．００１００

Ｏ令３＝０．００１７５

Ｏ令４＝０．００３５０

　 　 　 Ｐｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た都道府県営土地改良事業（農地等保全管理事業及び農業施設災害関連事

業に限る。）における市町村の負担金に係る地方債（災害復旧事業債、公害防止事業債、平成２０年度から令和４年度までの各

年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成２０年度から令和４年度までの各年度において

発行について同意又は許可を得た補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、平成２０年度か

ら令和４年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債及び地方債計画に計上

されない地方債を除く。）（ダムに係るもので平成２２年度から令和４年度までの各年度において発行について同意又は許可を得

たものについては、平成２１年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係る地方債に限る。）の同意等額に

相当する額（平成２０年度から令和２年度までの各年度にあつてはダムに係るものとして総務大臣が通知した額とし、令和３年
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度及び令和４年度にあつてはダムに係るもの又は防災重点農業用ため池緊急整備事業に係るものとして総務大臣が通知した額と

する。）

　 　 　 Ｑ２０＝０．０４６

Ｑ２１＝０．０４５

Ｑ２２＝０．０４５

Ｑ２３＝０．０２７

Ｑ２４＝０．０２６

Ｑ２５＝０．０２６

Ｑ２６＝０．０２５

Ｑ２７＝０．０２４

Ｑ２８＝０．０２４１

Ｑ２９＝０．０２４１

Ｑ３０＝０．０２３６４

Ｑ令元＝０．０２３３７

Ｑ令２＝０．００２００

Ｑ令３＝０．００３２５

Ｑ令４＝０．００５５０

Ｒｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た国営土地改良事業（国営かんがい排水事業及び国営農用地再編開発事業

等に限る。）における市町村の負担金（土地改良法施行令第５２条の２第１項第１号に規定する方法のうち事業完了年度の翌年

度以降に一括して支払う方法により支払われるものに限る。）に係る地方債（発行について地方財政法第５条の３第６項の規定

による届出がされた地方債のうち同条第１項の規定による協議を受けたならば同条第１０項に規定する基準に照らして同意をす

ることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。）（災害復旧事業債、公害防止事業債、平成２

２年度から令和４年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成２２年度から令

和４年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、平成２２年度から令和４年度までの各年度におい

て財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債及び地方債計画に計上されない地方債を除く。）の同意等額のうちダ

ムに係るものとして総務大臣が通知した額

Ｓ２２＝０．０４５

Ｓ２３＝０．０４４

Ｓ２４＝０．０４４

Ｓ２５＝０．０４４

Ｓ２６＝０．０４３

Ｓ２７＝０．０４２

Ｓ２８＝０．０４２２

Ｓ２９＝０．０４２２

Ｓ３０＝０．０４１８０

Ｓ令元＝０．０４１８０

Ｓ令２＝０．００１００

Ｓ令３＝０．００１７５

Ｓ令４＝０．００３５０

Ｔｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た国営土地改良事業（国営総合農地防災事業等に限る。）における市町村の

負担金（土地改良法施行令第５２条の２第１項第１号に規定する方法のうち事業完了年度の翌年度以降に一括して支払う方法に

より支払われるものに限る。）に係る地方債（発行について地方財政法第５条の３第６項の規定による届出がされた地方債のう

ち同条第１項の規定による協議を受けたならば同条第１０項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるもの

として総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。）（災害復旧事業債、公害防止事業債、平成２０年度から令和４年度までの各

年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成２０年度から令和４年度までの各年度において

発行について同意又は許可を得た補正予算債、平成２０年度から令和４年度までの各年度において財源対策のため発行について

同意又は許可を得た地方債及び地方債計画に計上されない地方債を除く。）の同意等額のうちダムに係るものとして総務大臣が

通知した額

Ｕ２０＝０．０４６

Ｕ２１＝０．０４５

Ｕ２２＝０．０４５

Ｕ２３＝０．０２７

Ｕ２４＝０．０２６

Ｕ２５＝０．０２６

Ｕ２６＝０．０２５

Ｕ２７＝０．０２４

Ｕ２８＝０．０２４１

Ｕ２９＝０．０２４１

Ｕ３０＝０．０２３６４

Ｕ令元＝０．０２３３７
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Ｕ令２＝０．００２００

Ｕ令３＝０．００３２５

Ｕ令４＝０．００５５０

Ｖｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た団体営土地改良事業（防災重点農業用ため池緊急整備事業に限る。）にお

ける市町村の負担金に係る地方債（発行について地方財政法第５条の３第６項の規定による届出がされた地方債のうち同条第１

項の規定による協議を受けたならば同条第１０項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務

大臣が指定するものを含む。以下同じ。）（災害復旧事業債、公害防止事業債、令和３年度及び令和４年度において地方税の減収

に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、令和３年度及び令和４年度において発行について同意又は許可を得た補正予算

債、令和３年度及び令和４年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債並びに地方債計画に計上されな

い地方債を除く。）の同意等額に相当する額として総務大臣が通知した額

Ｗ令３＝０．００３２５

Ｗ令４＝０．００５５０

Ｘｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た国立研究開発法人森林研究・整備機構、旧緑資源機構、旧緑資源公団及

び旧農用地整備公団の業務における市町村の負担金（旧農用地整備公団法施行令第１６条に規定する方法により支払われるもの

に限る。）及び独立行政法人水資源機構の業務における市町村の負担金（平成２２年度以降に同意又は許可を得たものに限る。）

に係る地方債（発行について地方財政法第５条の３第６項の規定による届出がされた地方債のうち同条第１項の規定による協議

を受けたならば同条第１０項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するもの

を含む。以下同じ。）（災害復旧事業債、公害防止事業債、平成２２年度から令和４年度までの各年度において地方税の減収に伴

い発行について同意又は許可を得た地方債、平成２２年度から令和４年度までの各年度において発行について同意又は許可を得

た補正予算債、臨時財政特例債、平成２２年度から令和４年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可

を得た地方債（臨時公共事業債分）及び地方債計画に計上されない地方債を除く。）の同意等額（平成２２年度から令和４年度

までの各年度にあつては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とする。）

Ｙ２２＝０．０４５

Ｙ２３＝０．０４４

Ｙ２４＝０．０４４

Ｙ２５＝０．０４４

Ｙ２６＝０．０４３

Ｙ２７＝０．０４２

Ｙ２８＝０．０４２２

Ｙ２９＝０．０４２２

Ｙ３０＝０．０４１８０

Ｙ令元＝０．０４１８０

Ｙ令２＝０．００１００

Ｙ令３＝０．００１７５

Ｙ令４＝０．００３５０

　 　 　 Ｚｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率を

超える部分に係るものを除く。）のうちふるさと農道緊急整備事業に係るもの（平成１５年度から平成２０年度までの各年度に

おいて財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。）の額に相当する額

ＡＡ１５＝０．００６

ＡＡ１６＝０．００３

ＡＡ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０１２

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

ＡＡ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０１１

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

ＡＡ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０１１

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

ＡＡ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０１２７８

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７８５

ＡＢｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率

を超える部分に係るものを除く。）のうちふるさと農道緊急整備事業に係るものの額（平成１５年度から平成２０年度までの各

年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。）

ＡＣ１５＝０．０１０

ＡＣ１６＝０．００５

ＡＣ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０２０

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

ＡＣ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０１９
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イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

ＡＣ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０１９

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

ＡＣ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０２１３０

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２９７６

ＡＤｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率

を超える部分に係るものを除く。）のうちふるさと林道緊急整備事業に係るもの（平成１５年度から平成２０年度までの各年度

において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。）の額に相当する額（林

野水産行政費における林業及び水産業の従業者数がない団体のみ適用する。）

ＡＥ１５＝０．００６

ＡＥ１６＝０．００３

ＡＥ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０１２

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

ＡＥ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０１１

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

ＡＥ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０１１

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

ＡＥ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０１２７８

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７８５

ＡＦｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率

を超える部分に係るものを除く。）のうちふるさと林道緊急整備事業に係るものの額（平成１５年度から平成２０年度までの各

年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。）（林野水産行

政費における林業及び水産業の従業者数がない団体のみ適用する。）

ＡＧ１５＝０．０１０

ＡＧ１６＝０．００５

ＡＧ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０２０

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

ＡＧ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０１９

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

ＡＧ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０１９

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

ＡＧ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０２１３０

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２９７６

ＡＨｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た一般補助施設整備等事業（一般分）に係る地方債のうち特定間伐

等促進対策に係るものの額に相当する額（林野水産行政費における林業及び水産業の従事者数がない団体のみ適用する。）

ＡＩ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０１２７８

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７８５

ＡＩ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０１４４０

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８６７

ＡＩ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０１４０６

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８７７

ＡＪｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率

を超える部分に係るものを除く。）のうちふるさと農道緊急整備事業（平成２２年度から平成２４年度までの各年度において発

行について同意又は許可を得たものについては、平成２１年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。）

に係るもの（平成２１年度から平成２４年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債とし

て総務大臣が指定するものを除く。）の額に相当する額

ＡＫ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０１４４０

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８６７

ＡＫ２２
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ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０１４０６

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８７７

ＡＫ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０１４５６

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８８１

ＡＫ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０１５０２

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１９３０

ＡＬｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率

を超える部分に係るものを除く。）のうちふるさと農道緊急整備事業に係るものの額（平成２１年度から平成２４年度までの各

年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。）

ＡＭ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０２４００

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１１２

ＡＭ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０２３４４

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１２９

ＡＭ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０２４２７

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１３５

ＡＭ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０２５０４

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３２１７

ＡＮｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率

を超える部分に係るものを除く。）のうちふるさと林道緊急整備事業に係るもの（平成２１年度から平成２４年度までの各年度

において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。）の額に相当する額（林

野水産行政費における林業及び水産業の従業者数がない団体のみ適用する。）

ＡＯ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０１４４０

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８６７

ＡＯ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０１４０６

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８７７

ＡＯ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０１４５６

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８８１

ＡＯ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０１５０２

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１９３０

ＡＰｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率

を超える部分に係るものを除く。）のうちふるさと林道緊急整備事業に係るものの額（平成２１年度から平成２４年度までの各

年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。）（林野水産行

政費における林業及び水産業の従業者数がない団体のみ適用する。）

ＡＱ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０２４００

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１１２

ＡＱ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０２３４４

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１２９

ＡＱ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０２４２７

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１３５

ＡＱ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０２５０４

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３２１７

ＡＲｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た一般補助施設整備等事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率

を超える部分に係るものを除く。）のうち農地耕作条件改善事業に係るものの額に相当する額として総務大臣が通知した額

ＡＳ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．００７８６

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１１０７

ＡＳ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．０００４６

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００４８
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ＡＳ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．０００５９

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００６９

ＡＳ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００１４６

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１６２

ＡＴｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た一般補助施設整備等事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率

を超える部分に係るものを除く。）のうち農業水路等長寿命化・防災減災事業に係るものの額に相当する額として総務大臣が通

知した額

ＡＵ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．００７８６

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１１０７

ＡＵ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．０００４６

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００４８

ＡＵ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．０００５９

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００６９

ＡＵ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００１４６

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１６２

　 十

五

　

林

野

水

産

行

政

費

林

業

及

び

水

産

業

の

従

業

者

数

算式

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率を

超える部分に係るものを除く。）のうちふるさと林道緊急整備事業に係るもの（平成１５年度から平成２０年度までの各年度に

おいて財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。）の額に相当する額

Ｃ１５＝０．００６

Ｃ１６＝０．００３

Ｃ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０１２

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｃ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０１１

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｃ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０１１

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｃ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０１２７８

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７８５

　 　 　 Ｄｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率を

超える部分に係るものを除く。）のうちふるさと林道緊急整備事業に係るものの額（平成１５年度から平成２０年度までの各年

度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。）

Ｅ１５＝０．０１０

Ｅ１６＝０．００５

Ｅ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０２０

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｅ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０１９

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｅ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０１９

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｅ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０２１３０

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２９７６
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Ｆｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た一般補助施設整備等事業（一般分）に係る地方債のうち特定間伐等

促進対策に係るものの額に相当する額

Ｇ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０１２７８

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７８５

Ｇ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０１４４０

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８６７

Ｇ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０１４０６

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８７７

Ｈｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率を

超える部分に係るものを除く。）のうちふるさと林道緊急整備事業（平成２２年度から平成２４年度までの各年度において発行

について同意又は許可を得たものについては、平成２１年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。）

に係るもの（平成２１年度から平成２４年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債とし

て総務大臣が指定するものを除く。）の額に相当する額

Ｉ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０１４４０

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８６７

Ｉ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０１４０６

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８７７

Ｉ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０１４５６

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８８１

Ｉ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０１５０２

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１９３０

Ｊｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率を

超える部分に係るものを除く。）のうちふるさと林道緊急整備事業に係るものの額（平成２１年度から平成２４年度までの各年

度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。）

Ｋ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０２４００

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１１２

Ｋ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０２３４４

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１２９

Ｋ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０２４２７

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１３５

Ｋ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０２５０４

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３２１７

　 十

六

　

地

域

振

興

費

人

口

算式Ⅰ

算式Ⅰの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地域活性化事業債（平成１５年度から令和４年度までの各年度において

財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するもの、平成１９年度補正予算債及び平成２２

年度補正予算債、平成２１年度において発行について同意又は許可を得た地域活性化事業債のうち定住自立圏推進事業に係るも

の並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額。この場合において、市町村が組織

する組合に係る額は、当該額を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率（協議が成立しないとき

は、総務大臣が定める率）により按分したものをそれぞれの市町村に係る額とみなす。

Ｃ１５＝１．０００

Ｃ１６＝０．５２６

Ｃ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　２．０５３

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００
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Ｃ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　２．０００

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｃ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　２．０００

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｃ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　２．２４１５８

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　３．１３２１１

Ｃ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　２．５２５７９

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　３．２７５２６

Ｃ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　２．４６６８４

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　３．２９３１６

Ｃ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　２．５５４７４

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　３．２９９４７

Ｃ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　２．６３５２６

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　３．３８５７９

Ｃ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　２．７３７

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　３．４２１

Ｃ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　２．６８４

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　３．３６８

Ｃ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　２．５７９

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　３．２６３

Ｃ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　２．５０００

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　３．２５２６

Ｃ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　２．５１０５

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　３．２６３２

Ｃ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　１．９１３６８

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　２．６６１０５

Ｃ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　１．８６１５８

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　２．６２２６３

Ｃ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．１０９４７

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．１１４２１

Ｃ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．１４０５３

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．１６２６３

Ｃ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．３４５７９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．３８２６３

Ｄｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地域活性化事業債の額（平成２１年度までに提出された地域活性化計画

に位置づけられている継続の事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。）

Ｅ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　２．４６６８４

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　３．２９３１６

Ｅ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　２．５５４７４

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　３．２９９４７

Ｅ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　２．６３５２６

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　３．３８５７９

Ｅ２５
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ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　２．７３７

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　３．４２１

Ｅ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　２．６８４

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　３．３６８

Ｅ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　２．５７９

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　３．２６３

Ｅ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　２．５０００

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　３．２５２６

Ｅ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　２．５１０５

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　３．２６３２

Ｅ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　１．９１３６８

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　２．６６１０５

Ｅ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　１．８６１５８

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　２．６２２６３

Ｅ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．１０９４７

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．１１４２１

Ｅ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．１４０５３

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．１６２６３

Ｅ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．３４５７９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．３８２６３

Ｆ２１　平成２１年度において発行について同意又は許可を得た地域活性化事業債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分

に係るもの及び平成２１年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを

除く。）のうち、定住自立圏推進事業に係るものの額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額につい

ては符号Ｂｎに準ずることとする。

Ｇ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０１６８０

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２１７８

Ｈｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地域活性化事業債の額（平成１５年度から令和４年度までの各年度にお

いて財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。）（平成２２年度から令

和４年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成２１年度以前に着手した継続の事業等の

地方債として総務大臣が調査したものに限る。）

Ｉ１５＝１．０００

Ｉ１６＝０．１４９

Ｉ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．５８２

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｉ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．５６７

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｉ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．５６７

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｉ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．６３５６７

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．８８８２１

Ｉ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．７１６２７

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．９２８８１

Ｉ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．６９９５５

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．９３３８８

Ｉ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．７２４４８

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．９３５６７
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Ｉ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．７４７３１

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．９６０１５

Ｉ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．７７６

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．９７０

Ｉ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．７６１

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．９５５

Ｉ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．７３１

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．９２５

Ｉ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．７０９０

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．９２２４

Ｉ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．７１１９

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．９２５４

Ｉ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．５４２６９

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．７５４６３

Ｉ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．５２７９１

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．７４３７３

Ｉ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．０３１０４

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３２３９

Ｉ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．０３９８５

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４６１２

Ｉ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．０９８０６

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．１０８５１

Ｊｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た旧地域総合整備事業債特別分（平成１５年度から平成１９年度まで

の各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。）の額に相当

する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については符号Ｂｎに準ずるものとする。

Ｋ１５＝１．０００

Ｋ１６＝０．５２６

Ｋ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　２．０５３

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｋ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　２．０００

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｋ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　２．０００

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

α　当該市町村の財政力指数（当該市町村に係る基準財政収入額（錯誤に係る額として加減した額を除く。）を基準財政需要額

（錯誤に係る額として加減した額を除く。）で除して得た数値（小数点以下２位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す

る。）で当該年度前３年度内の各年度に係るものを合算して得たものを３で除して得た数値（小数点以下２位未満の端数がある

ときは、その端数を四捨五入する。）をいい、当該年度の４月１日以前３年の間に市町村の廃置分合又は境界変更によつてその

区域に異動のあつた市町村については、当該市町村が当該年度の４月１日現在の区域をもつて存在していたものとみなして算定

し、これらの額の分別の方法については、第４９条及び第５０条の規定を準用する。）に別表第３の９Ａに定める当該財政力指

数の段階に応ずる率を乗じて得た数（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）と同表Ｂに定める

当該財政力指数の段階に応ずる数値との合計数とする。ただし、当該合計数が０．３００に満たないときは０．３００とし、

０．５５０を超えるときは０．５５０とする。

Ｌｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た旧地域総合整備事業債特別分の額（平成１５年度から平成１９年度

までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。）

Ｍ１５＝１．０００

Ｍ１６＝０．１４９

Ｍ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．５８２

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

220



Ｍ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．５６７

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｍ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．５６７

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｎｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備資金貸付事業債（用地事業に係るものを除く。）の額に

相当する額

Ｏ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　１．０００００

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　１．０００００

Ｏ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　１．０５０００

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　１．１００００

Ｏ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　２．６００００

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　２．７５０００

Ｐｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備資金貸付事業債（用地事業に係るものに限る。）の額に

相当する額のうち平成ｎ年度市場公募都市に係るもの

Ｑ２０＝１．０００００

Ｑ２１＝１．０５０００

Ｑ２２＝２．６００００

Ｐ'ｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備資金貸付事業債（用地事業に係るものに限る。）の額

に相当する額のうち平成ｎ年度市場公募都市以外の市町村に係るもの

Ｑ'２０＝１．０００００

Ｑ'２１＝１．１００００

Ｑ'２２＝２．７５０００

Ｒｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た半島振興道路整備事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率を超

える部分に係るものを除く。）の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については符号Ｂｎに準ず

るものとする。

Ｓ１５＝１．０００

Ｓ１６＝０．５２６

Ｓ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　２．０５３

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｓ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　２．０００

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｓ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　２．０００

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｓ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　２．２４１５８

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　３．１３２１１

Ｓ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　２．５２５７９

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　３．２７５２６

Ｓ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　２．４６６８４

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　３．２９３１６

Ｓ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　２．５５４７４

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　３．２９９４７

Ｓ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　２．６３５２６

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　３．３８５７９

Ｓ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　２．７３７

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　３．４２１

Ｓ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　２．６８４

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　３．３６８
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Ｓ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　２．５７９

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　３．２６３

Ｓ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　２．５０００

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　３．２５２６

Ｓ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　２．５１０５

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　３．２６３２

Ｓ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　１．９１３６８

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　２．６６１０５

Ｓ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　１．８６１５８

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　２．６２２６３

Ｓ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．１０９４７

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．１１４２１

Ｓ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．１４０５３

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．１６２６３

Ｓ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．３４５７９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．３８２６３

Ｔｎ　平成ｎ年度において発行を許可された地方拠点都市整備事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に

係るものを除く。）の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については符号Ｂｎに準ずるものとす

る。

Ｕ１５＝１．０００

Ｕ１６＝０．５２６

Ｖｎ　平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た中心市街地再活性化等特別対策事業に係る地方債（総務大臣の指定

する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額につい

ては符号Ｂｎに準ずるものとする。

Ｗ１５＝１．０００

Ｗ１６＝０．５２６

Ｗ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　２．０５３

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｗ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　２．０００

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｗ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　２．０００

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｗ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　２．２４１５８

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　３．１３２１１

Ｗ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　２．５２５７９

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　３．２７５２６

Ｗ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　２．４６６８４

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　３．２９３１６

Ｘｎ　合併特例法に基づき実施する市町村合併推進事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得

た地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額。この場合において、市町村が組

織する組合に係る額については符号Ｂｎに準ずるものとする。

Ｙ１５＝１．０００

Ｙ１６＝０．５２６

Ｙ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　２．０５３

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｙ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　２．０００

222



イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｙ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　２．０００

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｙ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　２．２４１５８

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　３．１３２１１

Ｙ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　２．５２５７９

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　３．２７５２６

Ｙ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　２．４６６８４

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　３．２９３１６

Ｙ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　２．５５４７４

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　３．２９９４７

Ｙ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　２．６３５２６

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　３．３８５７９

Ｙ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　２．７３７

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　３．４２１

Ｙ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　２．６８４

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　３．３６８

Ｙ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　２．５７９

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　３．２６３

Ｙ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　２．５０００

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　３．２５２６

Ｙ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　２．５１０５

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　３．２６３２

Ｙ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　１．９１３６８

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　２．６６１０５

Ｙ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　１．８６１５８

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　２．６２２６３

Ｙ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．１０９４７

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．１１４２１

Ｙ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．１４０５３

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．１６２６３

Ｙ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．３４５７９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．３８２６３

Ｚｎ　合併新法に基づき実施する市町村合併推進事業（既存の公共施設等を廃止して行う統合施設の整備等であつて市町村合併

による行政コストの合理化効果の発現に繋がる事業を除く。）に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許

可を得た地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額。この場合において、市町

村が組織する組合に係る額については符号Ｂｎに準ずるものとする。

ＡＡ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０１９

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

ＡＡ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０１５

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

ＡＡ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０１７０４

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２３８０

ＡＡ２１
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ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０１９２０

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４８９

ＡＡ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０１８７５

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２５０３

ＡＡ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０１９４２

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２５０８

ＡＡ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０２００３

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２５７３

ＡＡ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０２１

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６

ＡＡ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０２０

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６

ＡＡ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０２０

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２５

ＡＡ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０１９０

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４７

ＡＡ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０１９１

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４８

ＡＡ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０１４５４

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２０２２

ＡＡ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０１４１５

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１９９３

ＡＡ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．０００８３

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００８７

ＡＡ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００１０７

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１２４

ＡＡ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００２６３

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２９１

ＡＢｎ　合併新法に基づき実施する市町村合併推進事業（既存の公共施設等を廃止して行う統合施設の整備等であつて市町村合

併による行政コストの合理化効果の発現に繋がる事業分）に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を

得た地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額。この場合において、市町村が

組織する組合に係る額については符号Ｂｎに準ずるものとする。

ＡＣ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０２４

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

ＡＣ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０１９

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

ＡＣ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０２１３０

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２９７６

ＡＣ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０２４００

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１１２

ＡＣ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０２３４４

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１２９

ＡＣ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０２４２７

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１３５
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ＡＣ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０２５０４

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３２１７

ＡＣ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０２６

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３２

ＡＣ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０２５

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３２

ＡＣ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０２５

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１

ＡＣ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０２３８

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３０９

ＡＣ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０２３９

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１０

ＡＣ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０１８１８

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２５２８

ＡＣ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０１７６９

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４９２

ＡＣ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１０４

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１０９

ＡＣ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００１３４

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１５５

ＡＣ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００３２９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３６４

ＡＤ　段階補正Ⅰ係数

算式Ⅱ

算式Ⅱの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂｎ　防災対策事業（防災基盤整備事業分（特に推進すべきものを除く。））に係る経費に充てるためｎ年度において発行につい

て同意又は許可を得た地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額。この場合に

おいて、市町村が組織する組合に係る額は、当該額を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率

（協議が成立しないときは、総務大臣が定める率）により按分したものをそれぞれの市町村に係る額とみなす。

Ｃ１５＝０．００６

Ｃ１６＝０．００３

Ｃ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０１２

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｃ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０１１

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｃ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０１１

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｃ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０１２７８

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７８５

Ｃ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０１４４０

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８６７
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Ｃ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０１４０６

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８７７

Ｃ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０１４５６

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８８１

Ｃ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０１５０２

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１９３０

Ｃ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０１６

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１９

Ｃ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０１５

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１９

Ｃ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０１５

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１９

Ｃ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０１４３

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８５

Ｃ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０１４３

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８６

Ｃ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０１０９１

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１５１７

Ｃ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０１０６１

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１４９５

Ｃ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．０００６２

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００６５

Ｃ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．０００８０

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００９３

Ｃ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００１９７

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２１８

Ｄｎ　防災対策事業（防災基盤整備事業分（特に推進すべきもの））に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又

は許可を得た地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額。この場合において、

市町村が組織する組合に係る額については符号Ｂｎに準ずるものとする。

Ｅ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０２０

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｅ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０１９

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｅ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０１９

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｅ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０２１３０

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２９７６

Ｅ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０２４００

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１１２

Ｅ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０２３４４

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１２９

Ｅ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０２４２７

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１３５
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Ｅ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０２５０４

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３２１７

Ｅ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０２６

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３２

Ｅ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０２５

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３２

Ｅ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０２５

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１

Ｅ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０２３８

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３０９

Ｅ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０２３９

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１０

Ｅ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０１８１８

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２５２８

Ｅ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０１７６９

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４９２

Ｅ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１０４

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１０９

Ｅ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００１３４

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１５５

Ｅ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００３２９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３６４

Ｆｎ　防災対策事業（公共施設等耐震化事業分）に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方

債（平成２１年度から令和４年度までの各年度においてＩｓ値が０．３未満の施設を対象とした事業分及び総務大臣の指定する

充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については

符号Ｂｎに準ずるものとする。

Ｇ１５＝０．００９

Ｇ１６＝０．００５

Ｇ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０２０

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｇ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０１９

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｇ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０１９

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｇ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０２１３０

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２９７６

Ｇ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０２４００

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１１２

Ｇ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０２３４４

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１２９

Ｇ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０２４２７

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１３５

Ｇ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０２５０４

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３２１７
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Ｇ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０２６

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３２

Ｇ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０２５

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３２

Ｇ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０２５

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１

Ｇ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０２３８

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３０９

Ｇ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０２３９

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１０

Ｇ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０１８１８

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２５２８

Ｇ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０１７６９

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４９２

Ｇ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１０４

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１０９

Ｇ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００１３４

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１５５

Ｇ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００３２９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３６４

Ｈｎ　防災対策事業（公共施設等耐震化事業のうち、Ｉｓ値が０．３未満の施設を対象とした事業分）に係る経費に充てるため、

ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額

に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については符号Ｂｎに準ずるものとする。

Ｉ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０３２１５

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４１６９

Ｉ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０３１４０

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４１９２

Ｉ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０３２５２

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４２００

Ｉ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０３３５５

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４３１０

Ｉ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０３５

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４３

Ｉ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０３４

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４３

Ｉ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０３３

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４２

Ｉ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０３１８

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４１４

Ｉ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０３２０

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４１５

Ｉ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０２４３６

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３３８８
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Ｉ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０２３７０

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３３３９

Ｉ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１３９

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１４５

Ｉ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００１７９

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２０７

Ｉ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００４４０

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００４８７

Ｊｎ　防災対策事業（旧緊急防災基盤整備事業（継続事業分））に係る経費に充てるため平成ｎ年度において発行を許可された地

方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額。この場合において、市町村が組織す

る組合に係る額については符号Ｂｎに準ずるものとする。

Ｋ１５＝０．００９

Ｋ１６＝０．００５

Ｋ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０２０

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｌｎ　沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債

（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

Ｍ１５＝０．０１７

Ｍ１６＝０．００９

Ｍ１７＝０．０００

Ｍ１８＝０．０００

Ｍ１９＝０．０００

Ｍ２０＝０．０５３５６

Ｍ２１＝０．０５６０１

Ｍ２２＝０．０５６３１

Ｍ２３＝０．０５６４２

Ｍ２４＝０．０５７９０

Ｍ２５＝０．０５８

Ｍ２６＝０．０５８

Ｍ２７＝０．０５６

Ｍ２８＝０．０５５６

Ｍ２９＝０．０５５８

Ｍ３０＝０．０４５５０

Ｍ令元＝０．０４４８５

Ｍ令２＝０．００１９５

Ｍ令３＝０．００２７８

Ｎｎ　沖縄北部特別振興対策に係る経費に充てるため平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債（総務大臣の

指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額に

ついては符号Ｂｎに準ずるものとする。

Ｏ１５＝０．０１７

Ｏ１６＝０．００９

Ｏ１７＝０．０００

Ｏ１８＝０．０００

Ｏ１９＝０．０００

Ｏ２０＝０．０５３５６

Ｏ２１＝０．０５６０１

Ｐ　国が行う第二種（Ａ）空港の整備事業に係る法令に基づく市町村負担金に充てるため昭和５７年度から平成１１年度までの

各年度において発行を許可された地方債（災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和５７年度から昭和６１年度までの各年度及び

平成３年度から平成１１年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和５７年度及び昭和５９年

度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和６１年度、昭和６２年度及び平成４年度から平成１１

年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方

債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の当該年度における元利償

還金

Ｑ　国庫の補助金を受けて道府県が施行する第二種（Ｂ）空港（第二種空港のうち道府県が管理するものに限る。）の整備事業

に係る法令に基づく市町村負担金に充てるため昭和５７年度から平成１１年度までの各年度において発行を許可された地方債

（災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和５７年度及び昭和６１年度までの各年度及び平成３年度から平成１１年度までの各年

度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和５７年度及び昭和５９年度において財政健全化のため発行を許可

229



された地方債、財源対策債、昭和６１年度、昭和６２年度及び平成４年度から平成１１年度までの各年度において発行を許可さ

れた補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務

大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の当該年度における元利償還金

Ｒ　国庫の補助金を受けて道府県が施行した第三種空港の整備事業に係る法令に基づく市町村負担金に充てるため昭和５７年度

から平成１１年度までの各年度において発行を許可された地方債（災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和５７年度から昭和６

１年度までの各年度及び平成３年度から平成１１年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和

５７年度及び昭和５９年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和６１年度、昭和６２年度及び

平成４年度から平成１１年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共

事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の

当該年度における元利償還金

Ｓ　国庫の補助金を受けて市町村が施行する第二種（Ｂ）空港（第二種空港のうち市町村が管理するものに限る。）の整備事業

に係る経費に充てるため昭和５７年度から平成１１年度までの各年度において発行を許可された地方債（災害復旧事業債、公害

防止事業債、昭和５７年度から昭和６１年度までの各年度及び平成３年度から平成１１年度までの各年度において地方税の減収

に伴い発行を許可された地方債、昭和５７年度から昭和５９年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策

債、昭和６１年度、昭和６２年度及び平成４年度から平成１１年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財

政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率

を超える部分に係るものを除く。）の当該年度における元利償還金

Ｔｎ　ＰＦＩ事業者が整備してｎ年度に供用を開始した公共施設等の施設整備費相当額（当該地方団体が当該施設を建設したと

みなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入されるべき額の年次ごとの合計額）として当該地方団体の長の申告

に基づき総務大臣が通知した額

Ｕ２０＝０．０１３５４

Ｕ２１

ア　愛知県名古屋市に対して総務大臣が通知した額のうち、補助事業分に係るもの　０．０３３６７

イ　ア以外の総務大臣が通知した額に係るもの　０．０１３４７

Ｕ２２

ア　北海道札幌市及び愛知県豊田市に対して総務大臣が通知した額に係るもの並びに愛知県豊橋市及び静岡県静岡市に対して総

務大臣が通知した額のうち①に係るもの　０．０１４２８

イ　東京都稲城市に対して総務大臣が通知した額に係るもの及び愛知県豊橋市に対して総務大臣が通知した額のうち②に係るも

の　０．０１６０７

ウ　三重県鈴鹿市に対して総務大臣が通知した額に係るもの並びに愛知県豊橋市及び静岡県静岡市に対して総務大臣が通知した

額のうち③に係るもの　０．０３５７１

エ　京都府京都市に対して総務大臣が通知した額に係るもの　０．０７１４２

Ｕ２３

ア　山形県東根市に対して総務大臣が通知した額に係るもの　０．０１４１０

イ　岡山県笠岡市に対して総務大臣が通知した額に係るもの　０．０２１１５

ウ　三重県鈴鹿市に対して総務大臣が通知した額に係るもの　０．０３５２５

エ　富山県黒部市に対して総務大臣が通知した額に係るもの　０．０２９６１

Ｕ２４

ア　大阪府泉佐野市に対して総務大臣が通知した額に係るもの　０．０１４０６

イ　大阪府門真市に対して総務大臣が通知した額に係るもの　０．０２１０９

ウ　大阪府吹田市に対して総務大臣が通知した額に係るもの　０．０３５１５

エ　静岡県静岡市に対して総務大臣が通知した額に係るもの　０．０４９２１

Ｕ２５

ア　香川県まんのう町に対して総務大臣が通知した額に係るもの　０．０１４

イ　愛知県豊橋市に対して総務大臣が通知した額に係るもの　０．０３５

Ｕ２６

ア　大阪府大阪市に対して総務大臣が通知した額に係るもの　０．０２９

イ　福岡県福岡市に対して総務大臣が通知した額に係るもの　０．０３５

ウ　愛知県田原市に対して総務大臣が通知した額に係るもの及び兵庫県川西市に対して総務大臣が通知した額のうち①に係るも

の　０．０４９

エ　兵庫県川西市に対して総務大臣が通知した額のうち②に係るもの　０．０５５

Ｕ２７

ア　兵庫県川西市に対して総務大臣が通知した額のうち①に係るもの　０．０４８

イ　兵庫県川西市に対して総務大臣が通知した額のうち②に係るもの　０．０５５

Ｕ２８

ア　兵庫県川西市に対して総務大臣が通知した額に係るもの及び愛知県岡崎市に対して総務大臣が通知した額のうち②に係るも

の　０．０１３５

イ　神奈川県横浜市及び福岡県福岡市に対して総務大臣が通知した額に係るもの　０．０３３９

Ｕ２９

ア　愛知県岡崎市、西尾市及び幸田町並びに福岡県福岡市に対して総務大臣が通知した額に係るもの　０．０１３５

イ　神奈川県茅ヶ崎市、愛知県豊橋市及び福岡県粕屋町に対して総務大臣が通知した額に係るもの　０．０３３９

Ｕ３０

ア　静岡県静岡市、愛知県西尾市及び滋賀県大津市に対して総務大臣が通知した額に係るもの並びに愛知県岡崎市及び幸田町並

びに福岡県福岡市に対して総務大臣が通知した額のうち①に係るもの　０．０１３５４
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イ　兵庫県川西市に対して総務大臣が通知した額に係るもの及び福岡県福岡市に対して総務大臣が通知した額のうち②に係るも

の　０．０３３８５

Ｕ令元

ア　北海道帯広市、神奈川県小田原市、南足柄市、大井町、松田町及び箱根町並びに岐阜県美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加

町、川辺町、七宗町、八百津町及び御嵩町に対して総務大臣が通知した額に係るもの並びに静岡県浜松市に対して総務大臣が通

知した額のうち①に係るもの　０．０１３４７

イ　茨城県神栖市に対して総務大臣が通知した額に係るもの　０．０３３６７

Ｕ令２

ア　埼玉県所沢市並びに愛知県岡崎市及び西尾市に対して総務大臣が通知した額に係るもの　０．０１３５４

イ　愛知県名古屋市に対して総務大臣が通知した額のうち①に係るもの　０．０２０３１

ウ　静岡県浜松市に対して総務大臣が通知した額のうち②に係るもの　０．０２４９１

エ　静岡県沼津市及び山口県周南市に対して総務大臣が通知した額に係るもの、愛知県名古屋市に対して総務大臣が通知した額

のうち②に係るもの並びに福岡県福岡市に対して総務大臣が通知した額のうち①に係るもの　０．０３３８６

オ　福岡県福岡市に対して総務大臣が通知した額のうち②に係るもの　０．０４７４０

Ｕ令３

ア　埼玉県所沢市、神奈川県藤沢市、富山県富山市並びに愛知県豊橋市及び西尾市に対して総務大臣が通知した額に係るもの　

０．０１３６０

イ　福岡県福岡市に対して総務大臣が通知した額に係るもの　０．０３４０１

ウ　高知県中土佐町に対して総務大臣が通知した額に係るもの　０．０４７６１

Ｕ令４

ア　埼玉県さいたま市、千葉県木更津市、愛知県名古屋市及び岡山県倉敷市に対して総務大臣が通知した額に係るもの　０．０

１４０５

イ　山形県山形市及び千葉県鴨川市に対して総務大臣が通知した額に係るもの並びに秋田県大館市に対して総務大臣が通知した

額のうち②に係るもの　０．０２１０７

ウ　静岡県浜松市に対して総務大臣が通知した額に係るもの　０．０２５９９

エ　神奈川県横浜市、静岡県沼津市、大阪府貝塚市及び長崎県佐世保市に対して総務大臣が通知した額に係るもの並びに秋田県

大館市に対して総務大臣が通知した額のうち①に係るもの　０．０３５１２

オ　愛媛県大洲市及び西予市に対して総務大臣が通知した額に係るもの　０．０４９１７

Ｖｎ　特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法に基づき指定都市及び保健所設置市が実施する産業廃棄物不

法投棄対策事業に係る経費に充てるため平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債（総務大臣の指定する充当

の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

Ｗ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０１９

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｗ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０１９

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｗ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０２１３０

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２９７６

Ｗ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０２４００

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１１２

Ｗ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０２３４４

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１２９

Ｘｎ　石綿対策事業に係る経費に充てるため平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債（総務大臣の指定する

充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については

符号Ｂｎに準ずるものとする。

Ｙ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０１６

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｙ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０１５

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｙ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０１５

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｙ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０１７０４

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２３８０

Ｙ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０１９２０

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４８９
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Ｙ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０１８７５

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２５０３

Ｚｎ　広域化対象市町村等（地方自治法第２８４条第１項の地方公共団体の組合で広域化を行つた広域化対象市町村（消防組織

法第３３条第２項第３号の広域化対象市町村をいう。以下同じ。）の加入するもの若しくは広域化を行つた広域化対象市町村又

は地方自治法第２８４条第１項の地方公共団体の組合で広域化を行う広域化対象市町村の加入するもの若しくは広域化を行う広

域化対象市町村をいう。）が広域消防運営計画（消防組織法第３４条第１項の広域消防運営計画をいう。）を達成するために行う

事業に係る経費に充てるため平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債（総務大臣の指定する充当の率を超え

る部分に係るものを除く。）の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については符号Ｂｎに準ずる

ものとする。

ＡＡ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０１１

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

ＡＡ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０１２７８

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７８５

ＡＡ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０１４４０

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８６７

ＡＡ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０１４０６

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８７７

ＡＡ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０１４５６

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８８１

ＡＡ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０１５０２

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１９３０

ＡＢｎ　公共施設等地上デジタル放送移行事業に充てるため、平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た一般単独（一

般）事業債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額。この場合において、市町村が

組織する組合に係る額については符号Ｂｎに準ずるものとする。

ＡＣ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０１４４０

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８６７

ＡＣ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０１４０６

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８７７

ＡＣ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０１４５６

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８８１

ＡＤｎ　公共施設等地上デジタル放送移行事業に充てるため、平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施

設等整備事業債（小中学校分及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額。この場合

において、市町村が組織する組合に係る額については符号Ｂｎに準ずるものとする。

ＡＥ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０１４７８

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７２５

ＡＥ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０１４３７

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１７１３

ＡＥ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０１４４４

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１６９３

ＡＦｎ　被災施設復旧関連事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た一般単独（一般）事業

債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

ＡＧ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０３５０５

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４５０３

ＡＧ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０３６

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４５

ＡＧ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０３６

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４５
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ＡＧ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０３４

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４４

ＡＧ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０３３３

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４３３

ＡＧ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０３３４

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０４３４

ＡＧ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０２５４５

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３５３９

ＡＧ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０２４７６

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３４８８

ＡＧ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１４６

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１５２

ＡＧ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００１８７

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２１６

ＡＧ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００４６０

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００５０９

ＡＨｎ　沖縄振興特別推進交付金事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債（総務大

臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

ＡＩ２４＝０．０３２１７

ＡＩ２５＝０．０３２

ＡＩ２６＝０．０３２

ＡＩ２７＝０．０３１

ＡＩ２８＝０．０３０９

ＡＩ２９＝０．０３１０

ＡＩ３０＝０．０２５２８

ＡＩ令元＝０．０２４９２

ＡＩ令２＝０．００１０９

ＡＩ令３＝０．００１５５

ＡＩ令４＝０．００３６４

ＡＪｎ　奄美群島振興交付金事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債（総務大臣の

指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

ＡＫ２６＝０．０３２

ＡＫ２７＝０．０３１

ＡＫ２８＝０．０３０９

ＡＫ２９＝０．０３１０

ＡＫ３０＝０．０２５２８

ＡＫ令元＝０．０２４９２

ＡＫ令２＝０．００１０９

ＡＫ令３＝０．００１５５

ＡＫ令４＝０．００３６４

ＡＬｎ　津波避難対策緊急事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債（総務大臣の指

定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

ＡＭ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０２６

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１

ＡＭ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０２５

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３０

ＡＭ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０２４３

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３０３

ＡＭ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０２４１
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イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３０３

ＡＭ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０２４１１

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３０２６

ＡＭ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０２３６８

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３００１

ＡＭ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１１３

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１１７

ＡＭ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００１５３

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１７０

ＡＭ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００３４５

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３７５

ＡＮｎ　公共施設 適化事業に係る経費に充てるため平成ｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債（総務大臣の

指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

ＡＯ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０２５

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１

ＡＯ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０２３８

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３０９

ＡＰ２８　地方創生推進交付金事業に係る経費に充てるため平成２８年度において発行について同意又は許可を得た地方債（総

務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

ＡＱ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０１４３

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８５

ＡＲ　災害対策基本法第１０２条第１項第２号に掲げる場合に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債

（平成２８年熊本地震、平成３０年７月豪雨、令和元年台風第１５号、令和元年台風第１９号及び令和２年７月豪雨による災害

に係る災害廃棄物処理対策、平成２８年熊本地震及び平成３０年７月豪雨による災害に係る中小企業等グループ施設等復旧整備

対策並びに令和２年７月豪雨による災害に係るなりわい再建支援事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た

地方債（平成３０年７月豪雨による災害に係る災害廃棄物処理対策に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地

方債にあつては、「平成三十年度補正予算（第二号）に係る地方債の取扱いについて」に基づき発行について同意又は許可を得

た地方債を除く。）に限る。）の当該年度における元利償還金

ＡＳｎ　公共施設等適正管理推進事業のうち、集約化・複合化事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又

は許可を得た地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

ＡＴ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０２３９

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１０

ＡＴ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０１８１８

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２５２８

ＡＴ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０１７６９

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４９２

ＡＴ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１０４

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１０９

ＡＴ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００１３４

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１５５

ＡＴ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００３２９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３６４

ＡＵ２９　公共施設等適正管理推進事業のうち、長寿命化事業、転用事業、立地適正化事業及び市町村役場緊急保全事業に係る

経費に充てるため平成２９年度において発行について同意又は許可を得た地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に

係るものを除く。）の額に相当する額（市町村役場緊急保全事業については、起債対象経費の７５％を上限とした額。）

ＡＶ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０１４３

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８６
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ＡＷｎ　公共施設等適正管理推進事業のうち、長寿命化事業、転用事業、立地適正化事業、ユニバーサルデザイン化事業及び脱

炭素化事業（義務教育施設の大規模改造事業分を除く。）に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を

得た地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

ＡＸ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０１０９１

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１５１７

ＡＸ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０１０６１

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１４９５

ＡＸ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．０００６２

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００６５

ＡＸ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．０００８０

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００９３

ＡＸ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００１９７

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２１８

α　当該市町村の財政力指数（当該市町村に係る基準財政収入額（錯誤に係る額として加減した額を除く。）を基準財政需要額

（錯誤に係る額として加減した額を除く。）で除して得た数値（小数点以下２位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す

る。）で当該年度前３年度内の各年度に係るものを合算して得たものを３で除して得た数値（小数点以下２位未満の端数がある

ときは、その端数を四捨五入する。）をいい、当該年度の４月１日以前３年の間に市町村の廃置分合又は境界変更によつてその

区域に異動のあつた市町村については、当該市町村が当該年度の４月１日現在の区域をもつて存在していたものとみなして算定

し、これらの額の分別の方法については、第４９条及び第５０条の規定を準用する。）に－０．５０を乗じて得た数（小数点以

下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）と０．７０との合計数とする。ただし、当該合計数が、０．３０

０に満たないときは０．３００とし、０．５００を超えるときは０．５００とする。

ＡＹｎ　公共施設等適正管理推進事業のうち、長寿命化事業、ユニバーサルデザイン化事業及び脱炭素化事業（義務教育施設の

大規模改造事業分）に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債（総務大臣の指定する充当

の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

ＡＺ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０１０９１

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１５１７

ＡＺ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０１０６１

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１４９５

ＡＺ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．０００６２

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００６５

ＡＺ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．０００８０

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００９３

ＡＺ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００１９７

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２１８

β　当該市町村の財政力指数（当該市町村に係る基準財政収入額（錯誤に係る額として加減した額を除く。）を基準財政需要額

（錯誤に係る額として加減した額を除く。）で除して得た数値（小数点以下２位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す

る。）で当該年度前３年度内の各年度に係るものを合算して得たものを３で除して得た数値（小数点以下２位未満の端数がある

ときは、その端数を四捨五入する。）をいい、当該年度の４月１日以前３年の間に市町村の廃置分合又は境界変更によつてその

区域に異動のあつた市町村については、当該市町村が当該年度の４月１日現在の区域をもつて存在していたものとみなして算定

し、これらの額の分別の方法については、第４９条及び第５０条の規定を準用する。）に－０．２０を乗じて得た数（小数点以

下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）と０．５８との合計数とする。ただし、当該合計数が、０．４２

０に満たないときは０．４２０とし、０．５００を超えるときは０．５００とする。

ＢＡｎ　公共施設等適正管理推進事業のうち、市町村役場緊急保全事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同

意又は許可を得た地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額（起債対象経費の

７５％を上限とした額）

ＢＢ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０１０９１

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１５１７

ＢＢ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０１０６１

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１４９５

ＢＢ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．０００６２

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００６５
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ＢＢ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．０００８０

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００９３

ＢＢ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００１９７

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２１８

ＢＣｎ　まち・ひと・しごと創生交付金事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債（総

務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

ＢＤ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０１４３

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１８６

ＢＤ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０１０９１

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１５１７

ＢＤ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０１０６１

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１４９５

ＢＤ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．０００６２

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００６５

ＢＤ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．０００８０

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００９３

ＢＤ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００１９７

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２１８

ＢＥｎ　沖縄離島活性化推進事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債（総務大臣の

指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

ＢＦ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０３１０

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０３１０

ＢＦ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０２５２８

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２５２８

ＢＦ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０２４９２

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４９２

ＢＦ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１０９

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１０９

ＢＦ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００１５５

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１５５

ＢＦ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００３６４

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３６４

ＢＧｎ　沖縄製糖業体制強化対策事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債（総務大

臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

ＢＨ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０１８１８

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２５２８

ＢＨ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０１７６９

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４９２

ＢＨ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１０４

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１０９

ＢＨ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００１３４

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１５５

ＢＨ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００３２９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３６４
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ＢＩｎ　地方大学・地方産業創生事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債（総務大

臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

ＢＪ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０１０９１

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１５１７

ＢＪ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０１０６１

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１４９５

ＢＪ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．０００６２

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００６５

ＢＪ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．０００８０

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００９３

ＢＪ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００１９７

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２１８

ＢＫｎ　文化財保存・活用事業（国宝重要文化財等保存・活用事業及び史跡等購入事業に限る。）に係る経費に充てるためｎ年度

において発行について同意又は許可を得た地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当

する額

ＢＬ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０１０９１

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１５１７

ＢＬ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０１０６１

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０１４９５

ＢＬ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．０００６２

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００６５

ＢＬ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．０００８０

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００９３

ＢＬ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００１９７

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００２１８

ＢＭｎ　甘味資源作物・砂糖製造業緊急支援事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方

債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

ＢＮ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０１７６９

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４９２

ＢＮ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１０４

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１０９

ＢＮ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００１３４

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１５５

ＢＮ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００３２９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３６４

ＢＯｎ　沖縄振興特定事業推進事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債（総務大臣

の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

ＢＰ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０１７６９

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４９２

ＢＰ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１０４

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１０９

ＢＰ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００１３４

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１５５

ＢＰ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００３２９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３６４
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ＢＱｎ　沖縄北部連携促進特別振興事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債（総務

大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

ＢＲ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０１７６９

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４９２

ＢＲ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１０４

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１０９

ＢＲ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００１３４

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１５５

ＢＲ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００３２９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３６４

ＢＳｎ　アイヌ政策推進交付金事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債（総務大臣

の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

ＢＴ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０１７６９

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４９２

ＢＴ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１０４

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１０９

ＢＴ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００１３４

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１５５

ＢＴ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００３２９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３６４

ＢＵｎ　有明海・八代海等再生事業に係る経費に充てるためｎ年度において発行について同意又は許可を得た地方債（総務大臣

の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

ＢＶ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００１３４

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１５５

ＢＶ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００３２９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３６４

ＢＷｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等（宅地耐震化推進事業（特別分）及び盛土緊急対策事業（特

別分）に限る。）に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの及び令和４年度において財源対策のため

発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。）の額に相当する額

ＢＸ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００３４５

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３７５

ＢＹｎ　脱炭素化事業（病院事業並びに上水道及び簡易水道事業に係るものを除く。）に係る経費に充てるためｎ年度において発

行について同意又は許可を得た地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）のうち公営企業債の額

に相当する額

ＢＺ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００２９７

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３０７

算式Ⅲ

平成２８年熊本地震による災害に係る歳入欠かん債については、α×０．４７５が０．７５０に満たないときは０．７５０とす

る。また、平成２８年度において発行について同意又は許可を得た歳入欠かん債（平成２８年熊本地震による災害に係るものを

除く。）については、α×０．４７５が０．５７０に満たないときは０．５７０とする。ただし、それぞれの災害について、同

意等年度ごとに算出し、合算することとする。

算式Ⅲの符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　災害対策基本法第１０２条第１項第１号に掲げる場合に係る経費に充てるため平成２８年度以降の各年度において発行につ

いて同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金

α　符号Ｂの地方債に係る同意等額を当該地方債の同意等年度における災害対策基本法施行令第４３条第２項に規定する標準税

収入額で除して得た数（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）に１００，０００を乗じて得た
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数（以下この号において「発行割合」という。）に別表第３の１４のＡに定める当該発行割合の段階に応ずる率を乗じて得た数

と同表のＢに定める当該発行割合の段階に応ずる数値との合計数を当該発行割合で除して得た数（小数点以下３位未満の端数が

あるときは、その端数を四捨五入し、当該発行割合が２００以下のときは１．０００とする。）

　 　 面

積

算式

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ１５　平成１５年度において発行を許可された臨時河川等整備事業に係る地方債（地方特定河川等環境整備事業に係るもの及

び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額に相当する額

Ｃ１５＝０．００６

Ｄｎ　平成ｎ年度において発行を許可された臨時河川等整備事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係

るもの及び平成１５年度から平成１７年度までの各年度において財源対策のため発行を許可された地方債として総務大臣が指定

するものを除く。）のうち地方特定河川等環境整備事業に係るものの額に相当する額

Ｅ１５＝０．００６

Ｅ１６＝０．００３

Ｅ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０１２

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｆｎ　平成ｎ年度において発行を許可された臨時河川等整備事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係

るものを除く。）のうち地方特定河川等環境整備事業に係るものの額（平成１５年度から平成１７年度までの各年度において財

源対策のため発行を許可された地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。）

Ｇ１５＝０．００９

Ｇ１６＝０．００５

Ｇ１７

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの　０．０２０

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０００

Ｈｎ　ｎ年度に国庫の補助金を受けて施行した河川事業及び砂防事業（管理権限が指定都市の長に移譲された指定区間内の１級

河川及び２級河川に係る事業に限る。）に係る経費又は国が行うこれらの事業に係る法令に基づく負担金に充てるため発行につ

いて同意又は許可を得た地方債（災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財政健全化

のため発行を許可された地方債、財源対策債、補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地

方債計画に計上されない地方債及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。）の額（ただし、ダム、災害

関連及び砂防（国が行う事業に限る。）に係るものとして総務大臣が通知した額とする。）

Ｉ１８

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの　０．０２５

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２５

Ｉ１９

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの　０．０２６

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６

Ｉ２０

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの　０．０２６５３

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６５３

Ｉ２１

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの　０．０２６９３

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６９３

Ｉ２２

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの　０．０２６４４

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６４４

Ｉ２３

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの　０．０２５５５

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２５５５

Ｉ２４

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの　０．０２５９１

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２５９１

Ｉ２５

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの　０．０２７

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２７

Ｉ２６

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの　０．０２６

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２６
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Ｉ２７

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの　０．０２５

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２５

Ｉ２８

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの　０．０２４３

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４３

Ｉ２９

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの　０．０２４１

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４１

Ｉ３０

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの　０．０２４１１

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２４１１

Ｉ令元

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの　０．０２３６８

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０２３６８

Ｉ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．００１１３

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１１３

Ｉ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．００１５３

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００１５３

Ｉ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．００３４５

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．００３４５

Ｊｎ　ｎ年度において発行について同意又は許可を得た緊急浚渫推進事業に係る地方債（総務大臣の指定する充当の率を超える

部分に係るものを除く。）の額に相当する額

Ｋ令２

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの　０．０７１１０

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０７１１６

Ｋ令３

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの　０．０７１３５

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０７１６９

Ｋ令４

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの　０．０７４１５

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの　０．０７４７７

６　第一項から前項までの規定によつて投資補正、投資補正Ⅱ及び事業費補正に用いる指標を算定する場合において、地方団体の廃置分合

又は境界変更があり、かつ、当該指標の算定の基礎となる数値（測定単位の数値であるものを除く。）が、当該地方団体が当該年度の四

月一日現在における区域と異なる区域をもつて存在する日若しくは当該地方団体が存在しない日又はこれらの日を含む期間における数値

によることとされているときは、第九条第二項の規定を準用する。

（寒冷補正係数の算定方法）

第十三条　寒冷補正係数は、当該経費に係る別表第一に掲げる寒冷の理由（給与の差、寒冷の差又は積雪の差をいう。以下同じ。）につい

て第三項及び第四項の規定によつて算定した率（以下「寒冷補正率」という。）又はその合算率に一を加えた率とする。

２　寒冷補正を行う場合における種別ごとの測定単位の数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、市町

村の「道路橋りよう費」に係る橋りようの面積に表示単位以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

３　都道府県の経費に係る寒冷補正率は、「特別支援学校費」のうち教職員数を測定単位とするものについては当該都道府県庁所在地の属

する地域の次条の規定による地域区分に応ずる別表第一に定める率とし、次の表の経費の種類の欄に掲げる経費については当該都道府県

の次条の規定による地域区分に応ずる同表下欄に掲げる数値にそれぞれ別表第一に定める率を乗じて得た数（道路橋りよう費に係る積雪

の差によるものについては、整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）の合計数を当該率を乗ずる前の数値で除して得

た率（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とする。

経費の種類 寒冷補正率の算定に用いる数値

道路橋りよう費、小学校費、中学校費、高等学校費のうち

教職員数を測定単位とするもの及び地域振興費のうち人口

を測定単位とするもの

人口（道路橋りよう費に係る積雪の差によるものにあつては、測定単位の数値

とし、小学校費及び中学校費にあつては、当該都道府県の区域内の指定都市の

人口を除く。）

４　市町村の経費に係る寒冷補正率は、次条の規定による地域区分に応ずる別表第一に定める率とする。ただし、「道路橋りよう費」のう

ち道路の面積を測定単位とするものに係る積雪の差による寒冷補正率は、次条の規定による地域区分及び別表第一に定める道路幅員区分

等に係る測定単位の数値にそれぞれ別表第一に定める率を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）の

合計数を種別補正後の測定単位の数値で除して得た率（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とし、道

路の延長を測定単位とするものに係る積雪の差による寒冷補正率は、次条の規定による地域区分及び別表第一に定める道路区分に係る測

定単位の数値にそれぞれ別表第一に定める率を乗じて得た数（小数点三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）の合計

数を測定単位の数値で除して得た率（小数点三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とする。

５　生活保護費については、前二項の規定にかかわらず、都道府県の経費に係る寒冷補正率は、当該地方団体の別表第四（２）の地域区分

に応ずる別表第一に定める率に一を加えた率とし、市（福祉事務所設置町村を含む。別表第四（２）において同じ。）の経費に係る寒冷

補正率は、寒冷補正Ⅰ係数（別表第一に掲げる寒冷の理由について次条の規定による地域区分（別表第四（２）の生活保護費に係る寒冷

の差による地域区分を除く。）に応ずる別表第一に定める率をいう。）と寒冷補正Ⅱ係数（当該地方団体の別表第四（２）の地域区分に応

ずる別表第一に定める率をいう。）との合算率に一を加えた率とする。
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（寒冷補正に用いる地域区分）

第十四条　法第十三条第九項の規定による地域区分は、次の各号に定めるところによる。

一　給与の差による地域区分

当該市町村役場の所在地の属する国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に定める支給地域で当該年度の四月一日現在におけるもの

二　寒冷の差又は積雪の差による地域区分

別表第四に掲げる地域

（数値急増補正）

第十五条　法第十三条第十項の規定による測定単位の数値が急激に増加した地方団体に係る補正（以下「数値急増補正」という。）は、次

の表に掲げる地方団体の種類、数値急増補正の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める方

法によつて算定した率（当該率又は当該率の算定の過程に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）が正数

となる地方団体について、当該率に一を加えた数値（以下「数値急増補正係数」という。）を用いて行うものとする。

地 方

団 体

の 種

類

数値急増補正

の種類

経費の種

類

測 定 単

位

算式及び算式の符号

都 道

府県

七十五歳以上

人口急増補正

Ⅰ

高齢者保

健福祉費

七 十 五

歳 以 上

人口

算式

（Ａ／Ｂ－１．０４６）×０．８４７

算式の符号

Ａ　当該都道府県のその年の１月１日現在の住民基本台帳登載人口のうち７５歳以上の者の数（以

下「７５歳以上住民基本台帳登載人口」という。）

Ｂ　当該都道府県の令和３年１月１日現在の７５歳以上住民基本台帳登載人口

市 町

村

一　人口急増

補正

地域振興

費

人口 算式

（Ａ／Ｂ－１．００８）×３１．７

（Ａ／Ｂ－１．００８）が負数のときは、０とする。

算式の符号

Ａ　当該市町村のその年の１月１日現在の住民基本台帳登載人口

Ｂ　当該市町村の令和２年９月３０日現在の住民基本台帳登載人口

　 二　六十五歳

以上人口急増

補正Ｉ

高齢者保

健福祉費

六 十 五

歳 以 上

人口

算式

（Ａ／Ｂ－１．００７）×０．２７４

算式の符号

Ａ　当該市町村のその年の１月１日現在の住民基本台帳登載人口のうち６５歳以上の者の数（以下

「６５歳以上住民基本台帳登載人口」という。）

Ｂ　当該市町村の令和３年１月１日現在の６５歳以上住民基本台帳登載人口

　 三　七十五歳

以上人口急増

補正Ｉ

高齢者保

健福祉費

七 十 五

歳 以 上

人口

算式

（Ａ／Ｂ－１．０４４）×０．９４２

算式の符号

Ａ　当該市町村のその年の１月１日現在の７５歳以上住民基本台帳登載人口

Ｂ　当該市町村の令和３年１月１日現在の７５歳以上住民基本台帳登載人口

２　前項の規定による調査期日現在における地方団体の区域がその年の四月一日現在における当該地方団体の区域と異なる場合において

は、当該地方団体がその年の四月一日現在の区域をもつて存在していたものとみなして同項の規定を適用する。この場合において、住民

基本台帳登載人口の算定方法については、第五条第二項第三号の規定を準用する。

（数値急減補正）

第十六条　法第十三条第十項の規定により測定単位の数値が急激に減少した地方団体に係る補正（以下「数値急減補正」という。）は、次

の表に掲げる地方団体の種類、数値急減補正の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算

式によつて算定した率（当該率又は当該率の算定の過程に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）が正数

となる地方団体について、当該率に一を加えた数値（以下「数値急減補正係数」という。）を用いて行うものとする。

地

方

団

体

の

種

類

数 値 急

減 補 正

の種類

経 費

の 種

類

測 定

単位

算式及び算式の符号

都

道

府

県

一 　 農

家 数 急

減補正

農 業

行 政

費

農 家

数

算式

（Ｂ－Ａ）／Ａ×０．３

Ｂ－Ａが負数となるときは、０とする。

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　農林業センサス規則によつて調査した平成２７年２月１日現在における農家数

二 　 水

産 業 者

数 急 減

補正

水 産

行 政

費

水 産

業 者

数

算式

｛（Ｂ－Ａ）／Ａ｝×０．３

Ｂ－Ａが負数となるときは、０とする。

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　漁業センサス規則によつて調査した平成２５年１１月１日現在における水産業者数
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三 　 人

口 急 減

補正

地 域

振 興

費

人口 算式

｛（Ｂ－Ａ）／Ａ－０．０１６｝×０．５×５８．３

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　当該都道府県の平成２７年人口

市

町

村

一 　 人

口 急 減

補正

地 域

振 興

費

人口 算式Ⅰ

｛（Ｂ－Ａ）／Ａ－０．０１８｝×０．５×３７．６×β－（α－β）×０．５×３７．６

算式Ⅱ

｛（Ｃ－Ａ）／Ａ－０．１３０｝×９．３＋［Ｄ×１．７２／１．７４＋｛（Ｂ－Ａ）／Ａ－０．０１８｝×３７．６

×β－（α－β）×３７．６－｛（Ｃ－Ａ）／Ａ－０．１３０｝×９．３］×［０．４＋０．３×｛（Ｃ－Ａ）／Ｃ

－０．３｝／０．１］

算式Ⅱにより算定した数値が算式Ⅰにより算定した数値を上回る市町村（過疎地域持続的発展法第２条第１項及び

旧過疎地域自立促進特別措置法第２条第１項に基づく過疎地域の市町村、過疎地域持続的発展法第４２条及び旧過

疎地域自立促進特別措置法第３３条第１項の規定に基づき過疎地域とみなされた市町村、離島振興法第２条第２項

に基づき公示された離島をその区域の全部若しくは一部とする市町村、沖縄振興特別措置法第３条第１項第３号に

規定する島をその区域の全部若しくは一部とする市町村、奄美振興法第１条に規定する奄美群島をその区域の全部

若しくは一部とする市町村、小笠原諸島振興開発特別措置法第４条に規定する小笠原諸島をその区域の全部若しく

は一部とする市町村、山村振興法第７条に基づき指定された振興山村をその区域の全部とする市町村又は半島振興

法第２条に基づき指定された半島地域をその区域の全部とする市町村）にあつては算式Ⅱを用い、その他の市町村

にあつては算式Ⅰを用いる。この場合において、（Ｂ－Ａ）、（Ｃ－Ａ）、（α－β）、｛（Ｂ－Ａ）／Ａ－０．０１８｝、

｛（Ｂ－Ａ）／Ａ－０．０１８｝×０．５×３７．６×β－（α－β）×０．５×３７．６、｛（Ｃ－Ａ）／Ａ－０．

１３０｝、｛（Ｂ－Ａ）／Ａ－０．０１８｝×３７．６×β－（α－β）×３７．６又はＤ×１．７２／１．７４＋

｛（Ｂ－Ａ）／Ａ－０．０１８｝×３７．６×β－（α－β）×３７．６－｛（Ｃ－Ａ）／Ａ－０．１３０｝×９．３

が負数となるときは、それぞれ０とする。

α が３．３３５を超えるときは３．３３５とする。

β が３．３３５を超えるときは３．３３５とする。

［０．４＋０．３×｛（Ｃ－Ａ）／Ｃ－０．３｝／０．１］が０．７を超えるときは０．７とし、０．４を下回ると

きは０．４とする。

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　当該市町村の平成２７年人口

Ｃ　当該市町村の国勢調査令によつて調査した平成１２年１０月１日現在における人口

Ｄ　令和４年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令（令和４年総務省令第５０号）による改正

前の普通交付税に関する省令（以下「令和４年改正前の省令」という。）第１６条第１項の規定に基づく人口急減補

正算式Ⅱを用いる市町村においては、当該人口急減補正係数

α　測定単位の数値に別表第１（２）に定める数値急減補正の人口段階による補正率Ａに定める率を乗じて得た率

（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）と同表のＢに定める率とを合算した率を測定単位の数

値で除して得た率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

β　当該市町村の平成２７年人口に別表第１（２）に定める数値急減補正の人口段階による補正率Ａに定める率を

乗じて得た率（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）と同表のＢに定める率とを合算した率を

平成２７年人口で除して得た率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

二 　 学

級 数 急

減補正

小 学

校費

中 学

校費

学 級

数

学 級

数

算式

（Ｂ－Ａ）、（Ｃ－Ｂ）又は（Ｄ－Ｃ）が負数となるときは、それぞれ０とし、ＡがＢ、Ｃ又はＤのいずれよりも小さ

くない場合にあつては、（Ｂ－Ａ）、（Ｃ－Ｂ）及び（Ｄ－Ｃ）は０とする。

算式の符号

Ａ　当該市町村のその年の５月１日現在における小学校若しくは義務教育学校の前期課程の学級数又は中学校、義

務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程の学級数（当該年度の５月１日現在において公立義務教育

諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第３条第１項及び第２項（小学校費にあつては、標準法改正

法附則第２条第１項の規定により読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制

及び教職員数の標準に関する法律第３条第２項）並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関

する法律施行令第１条に規定する学級編制の標準によつて算定した学級数。以下この号において「学級数」という。）

Ｂ　当該市町村の前年の５月１日現在における学級数

Ｃ　当該市町村の２年前の５月１日現在における学級数

Ｄ　当該市町村の３年前の５月１日現在における学級数

　 三 　 学

校 数 急

減補正

小 学

校費

学 校

数

算式

（（Ｂ－Ａ）×１．０＋（Ｃ－Ｂ）×１．０＋（Ｄ－Ｃ）×０．９＋（Ｅ－Ｄ）×０．６＋（Ｆ－Ｅ）×０．３）／Ａ

（Ｂ－Ａ）、（Ｃ－Ｂ）、（Ｄ－Ｃ）、（Ｅ－Ｄ）又は（Ｆ－Ｅ）が負数となるときは、それぞれ０とし、ＡがＢ、Ｃ、

Ｄ、Ｅ、Ｆのいずれよりも小さくない場合にあつては、（Ｂ－Ａ）、（Ｃ－Ｂ）、（Ｄ－Ｃ）、（Ｅ－Ｄ）及び（Ｆ－Ｅ）

は０とする。

算式の符号

　 中 学

校費

学 校

数
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Ａ　当該市町村のその年の５月１日現在における小学校若しくは義務教育学校の前期課程の学校数又は中学校、義
務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程の学校数（ただし、在学児童又は在学生徒を有しない学校
の数を除くこととする。以下この号において「学校数」という。）
Ｂ　当該市町村の前年の５月１日現在における学校数
Ｃ　当該市町村の２年前の５月１日現在における学校数
Ｄ　当該市町村の３年前の５月１日現在における学校数
Ｅ　当該市町村の４年前の５月１日現在における学校数
Ｆ　当該市町村の５年前の５月１日現在における学校数

四 　 農

家 数 急

減補正

農 業

行 政

費

農 家

数

算式

｛（Ｂ－Ａ）／Ａ｝×０．５

Ｂ－Ａが負数となるときは、０とする。

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　農林業センサス規則によつて調査した平成２７年２月１日現在における農家数

　 五 　 従

業 者 数

急 減 補

正

林 野

水 産

行 政

費

林 業

及 び

水 産

業 の

従 業

者数

算式

（α×０．７）／Ａ

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

α　次の算式によつて算定した数

算式

（Ｄ／Ｂ－１．２０５）×Ｂ×２．７５＋（Ｅ／Ｃ－１．２１６）×Ｃ×０．１７

（Ｄ／Ｂ－１．２０５）又は（Ｅ／Ｃ－１．２１６）が負数となるときは、それぞれ０とする。

算式の符号

Ｂ　産業分類別就業者数のうちＡ農業、林業のうち林業の就業者数

Ｃ　産業分類別就業者数のうちＢ漁業の就業者数

Ｄ　平成２７年度産業分類別就業者数のうちＡ農業、林業のうち林業の就業者数

Ｅ　平成２７年度産業分類別就業者数のうちＢ漁業の就業者数

２　前項の規定における調査期日現在の地方団体の区域がその年の四月一日現在の当該地方団体の区域と異なる場合においては、当該地方

団体がその年の四月一日現在の区域をもつて存在していたものとみなして同項の規定を適用する。この場合において、人口、学級数、学

校数、農家数並びに林業及び水産業の従業者数の算定方法については、第五条第二項第一号又は第四十九条第二項第九号から第十一号ま

で、第十八号若しくは第十九号の規定を準用する。

（「災害復旧費」に係る補正の方法）

第十七条　法第十三条第十一項の規定による補正は、「災害復旧費」のうち単独災害復旧事業債償還費（地方交付税法等の一部を改正する

法律（昭和五十七年法律第四十五号）第三条の規定による改正前の激
じん

甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（次項にお

いて「改正前の激甚財政援助法」という。）第二十四条第二項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。）及び小災害

債償還費（農地等小災害債に係るものを除く。以下この項において同じ。）について行うものとし、その方法は、単独災害復旧事業債償

還費にあつては次項及び第三項に定めるところによつて算定した当該地方団体に係る指数について、別表第一に定めるそれぞれの率を乗

じて得た数の合計数を当該地方団体の指数で除して得た率、小災害債償還費にあつては当該率に〇・四〇を加えた率（当該加えた率が

二・〇〇を超えるときは、二・〇〇とする。）をそれぞれこれらの測定単位の数値に乗じて行うものとする。

２　前項の指数は、当該地方団体の当該年度の単独災害復旧事業債の元利償還金（改正前の激甚財政援助法第二十四条第二項の規定の適用

を受けるものを除く。）及び小災害債の元利償還金（農地等小災害債に係るものを除く。）を次項の規定によつて算定した当該地方団体の

標準財政収入額で除して得た数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）を〇・〇〇一で除して得た数に

一〇〇を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とする。

３　当該地方団体の標準財政収入額は、次の表の上欄に掲げる地方団体の区分に従い、それぞれ下欄に定める方法によつて算定したもの

（五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。）とす

る。

区

分

算定方法

都

道

府

県

１　当該都道府県に係る当該年度前三年度内の各年度における基準財政収入額（錯誤に係る額として加減した額を除く。）に分離課税所

得割交付金の交付見込額を加算した額から地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、森林環境譲与

税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額、道府県民税所得割に係る税源移譲相当額（地方交付税法附則第七条の二第一項第二号に

掲げる額から同項第三号に掲げる額を控除した額）に〇・二五を乗じて得た額（五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨

て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。）から道府県民税所得割に係る税源移譲相当額（同項第二号に

掲げる額から同項第一号に掲げる額を控除した額）に〇・二五を乗じて得た額（五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨

て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。）を控除した額並びに地方税法第七十二条の百十五第二項に規

定する合計額の見込額から同項の規定により当該道府県内の市町村に交付する額の見込額を除いた額に〇・二五を乗じて得た額（五百

円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。）の合算額を

控除した額に一・三三三三を乗じて得た額（五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があ

るときはその端数金額を千円とする。）と地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税の収入見込額との合算額から分離課

税所得割交付金の交付見込額を控除した額の合計額を三で除して算定する。

２　当該年度の四月一日以前三年の間に都道府県の境界変更があつた場合における当該境界変更に係る区域の額は、関係都道府県知事

が協議して分別した額による。

市

町

村

１　当該市町村に係る当該年度前三年度内の各年度における基準財政収入額（錯誤に係る額として加減した額を除く。）から地方揮発油

譲与税、特別とん譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金の収

入見込額、市町村民税所得割に係る税源移譲相当額（地方交付税法附則第七条の二第二項第二号に掲げる額から同項第三号に掲げる額

を控除した額）に〇・二五を乗じて得た額（五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があ

るときはその端数金額を千円とする。）、市町村民税所得割に係る税源移譲相当額（同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を
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控除した額）に〇・二五を乗じて得た額（五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数がある

ときはその端数金額を千円とする。）、地方税法第七十二条の百十五第二項の規定により道府県から交付を受ける額の見込額に〇・二五

を乗じて得た額（五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千

円とする。）並びに分離課税所得割交付金の収入見込額を控除した額に一・三三三三を乗じて得た額（五百円未満の端数があるときはそ

の端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。）と地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、

石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税の収入見込額並びに分離課税所得割交付金の収入見込額の合算額の合計額を三で除して算定する。

２　当該年度の四月一日以前三年の間に市町村の廃置分合又は境界変更によつてその区域に異動のあつた市町村については、当該市町

村が当該年度の四月一日現在の区域をもつて存在していたものとみなして１の規定を適用する。この場合において、これらの額の分別

の方法については、第五十条の規定を準用する。

４　「災害復旧費」に係る種別補正は、第一項の規定によつて補正した後の数値について行うものとする。この場合において、「災害復旧

費」に係る種別ごとの種別補正後の数値に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があると

きはその端数金額を千円とする。

第三章　基準財政収入額の算定方法

第一節　都道府県分

（道府県民税の基準税額の算定方法）

第十八条　道府県民税の基準税額（基準税率をもつて算定した収入見込額をいう。以下同じ。）は、均等割に係る基準税額、所得割に係る

基準税額、法人税割に係る基準税額、利子割に係る基準税額、配当割に係る基準税額及び株式等譲渡所得割に係る基準税額の合算額とす

る。

２　均等割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

一　地方税法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる者に対するもの

一、一〇九円に令和四年度の市町村税課税状況調の第一表の「個人均等割」のうち「納税義務者数」の「計」欄の当該都道府県内の市

町村ごとの数の合計数を乗じて得た額

二　地方税法第二十四条第一項第三号又は第四号に掲げる者に対するもの

前年度の道府県税の課税状況等に関する調（以下「道府県税課税状況調」という。）第一表（法人の道府県民税に関する調）の表側「合

計」、表頭「均等割」の「納税義務者数」のうち「５０億円超」欄の数に六〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額と「１０億円超５０億円以

下」欄の数に四〇五、〇〇〇円を乗じて得た額と「１億円超１０億円以下」欄の数に九七、五〇〇円を乗じて得た額と「１，０００万

円超１億円以下」欄の数に三七、五〇〇円を乗じて得た額と「左記以外」欄の数に一五、〇〇〇円を乗じて得た額との合算額

３　所得割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

一　当該年度に係る額

次の算式によつて算定した額（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式

［｛（７９，４００円×α）×Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ｝×０．９８６－Ｆ＋Ｇ］×０．７５

７９，４００円×α に円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、（７９，４００円×α）×Ａ及び｛（７９，４００円

×α）×Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ｝×０．９８６に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ａ　市町村税課税状況調第１２表の表側「道府県民税」の「合計」の表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の当該都道府県内の市町

村ごとの数の合計数に次の算式によつて算定した率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）を乗

じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式

ａ／ｂ

算式の符号

ａ　当該都道府県のその年の１月１日現在の住民基本台帳登載人口のうち２０歳以上の者の数（以下「２０歳以上住民基本台帳登載

人口」という。）

ｂ　当該都道府県の前年の１月１日現在の２０歳以上住民基本台帳登載人口

Ｂ　分離長期譲渡所得、分離短期譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る譲渡所得等、上場株式等の配当所得等

及び先物取引に係る雑所得等に係る当該年度の当初調定に係る額として総務大臣が調査した当該都道府県内の市町村ごとの額の合

算額

Ｃ　次の算式によつて算定した額（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式

（ｃ＋ｄ＋ｅ＋ｆ）×１．０２０

算式の符号

ｃ　市町村税課税状況調第１２表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「配当控除」欄の当該都道府県

内の市町村ごとの額の合計額

ｄ　市町村税課税状況調第１２表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「外国税額控除」欄の当該都道

府県内の市町村ごとの額の合計額

ｅ　市町村税課税状況調第１２表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「配当割額の控除額」欄の当該都道府県内の市町村ご

との額の合計額

ｆ　市町村税課税状況調第１２表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「株式等譲渡所得割額の控除額」欄の当該都道府県内

の市町村ごとの額の合計額

Ｄ　市町村税課税状況調第１２表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「寄附金税額控除」欄の当該都

道府県内の市町村ごとの額の合計額から市町村税課税状況調第４２表の表側「道府県民税」、表頭「条例で定めるものに対する寄

附金」のうち「控除額（千円）」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額を控除した額に１．０００（ただし、東京都にあ

つては１．０４７）を乗じて得た額の合算額（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｅ　市町村税課税状況調第１２表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「調整控除額」欄の当該都道府

県内の市町村ごとの額の合計額に１．００１を乗じて得た額（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｆ　地方税法附則第５条の４及び第５条の４の２の規定に基づく当該年度の５月末現在における道府県民税の住宅借入金等特別税額

控除額として総務大臣が調査した当該都道府県の額
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Ｇ　市町村税課税状況調第２０表の表側「令和３年度」のうち「７月」から「３月」まで及び「令和４年度」のうち「計」、表頭「税

額（千円）」欄に係る当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額に１．０３７を乗じて得た額（整数未満の端数があるときは、そ

の端数を四捨五入する。）に０．６６７を乗じて得た額（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

α　別表第６のＡ欄に定める単位額補正率

二　前年度における分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る譲渡所得等、上場株式等の

配当所得及び先物取引に係る雑所得等に係る過大算定額又は過少算定額

次の算式によつて算定した額

算式

Ｈ×０．９８６×０．７５－Ｉ×０．９８６×０．７５

Ｈ×０．９８６×０．７５及びＩ×０．９８６×０．７５に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ｈ　市町村税課税状況調第５９表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「算出税額」のうち、「分離長期譲渡所得分」のうち

「小計」欄、「分離短期譲渡所得分」のうち「小計」欄、「一般株式等に係る譲渡所得等分」欄、「上場株式等に係る譲渡所得等分」

欄、「上場株式等に係る配当所得等分」欄及び「先物取引に係る雑所得等分」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合算額

Ｉ　前年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令（令和５年総務省令第６１号）による改正前の普通交付税に関す

る省令（以下「令和５年改正前の省令」という。）第１８条第３項第１号算式の符号Ｂの額

４　法人税割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

一　当該年度に係る額

次の算式によつて算定した額

算式

（Ａ×α ＋Ｂ）×０．７５

算式の符号

Ａ　前年の２月１日からその年の１月３１日までの間に事業年度が終了した法人に係る当該事業年度分の法人税割の課税標準となる

べき額（二以上の都道府県に事務所又は事業所を有する法人の当該都道府県の課税標準となるべき額については、地方税法第５７

条及び第５８条の規定の例による。以下この項において「課税標準額」という。）に同法第５１条第１項に規定する標準税率（以

下この項において「標準税率」という。）を乗じて得た額のうち、前年の４月１日からその年の３月３１日までの間の納付すべき

ものとして確定した税額（同法第６条の規定により課税をしなかつた場合又は不均一の課税をした場合における減収額として総務

大臣が調査した額を含むものとする。以下この項において「調定額」という。）から当該期間における当該事業年度分の法人税割

に係る還付すべきことが確定した額で前年の４月１日の属する年度の歳出として還付すべき額（以下この項において「当該年度の

歳出還付額」という。）を控除した額

Ｂ　前年の１月３１日以前に事業年度が終了した法人に係る同日以前に終了した事業年度分の法人税割の課税標準額に標準税率を乗

じて得た額のうち、前年の４月１日からその年の３月３１日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人税割に

係る当該年度の歳出還付額を控除した額

α　１．０１

二　前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額

次の算式によつて算定した額

算式

（Ｃ＋Ｄ）×０．７５－Ｅ

算式の符号

Ｃ　前年の２月１日からその年の１月３１日までの間に事業年度が終了した法人に係る当該事業年度分の法人税割の課税標準額に標

準税率を乗じて得た額のうち、前年の４月１日からその年の３月３１日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の

法人税割に係る前年度の歳出還付額を控除した額

Ｄ　前年の１月３１日以前に事業年度が終了した法人に係る同日以前に終了した事業年度分の法人税割の課税標準額に標準税率を乗

じて得た額のうち、前年の４月１日からその年の３月３１日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人税割に

係る前年度の歳出還付額を控除した額

Ｅ　前年度における前号の額

三　前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

５　利子割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には当該

額は零とする。

一　当該年度に係る額

次の算式によつて算定した額

算式

｛（Ａ×０．０５－Ｂ）×１．４７１｝×０．７５－（Ｃ×１．５９２）×０．７５

算式の符号

Ａ　前年度の収入額となるべき利子割の課税標準額

Ｂ　前年度の歳出予算から支出した過誤納に係る利子割の還付金の額

Ｃ　前年度において地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号）第９条の１５の規定により当該都道府県の区域内の市町村に対し

交付した利子割交付金の額

二　前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額

次の算式によつて算定した額

算式

｛（Ｄ×０．０５－Ｅ）×０．７５－Ｆ×０．７５｝－Ｇ

算式の符号

Ｄ　前号の算式の符号Ａに同じ。

Ｅ　前号の算式の符号Ｂに同じ。

Ｆ　前号の算式の符号Ｃに同じ。

Ｇ　前年度における前号の額
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三　前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

６　配当割に係る基準税額は、次に定めるところによつて算定した額とする。

算式

｛（Ａ×０．０５－Ｂ）×α｝×０．７５－（Ｃ×β）×０．７５

算式の符号

Ａ　前年度の収入額となるべき配当割の課税標準額

Ｂ　前年度の歳出予算から支出した過誤納に係る配当割の還付金の額

Ｃ　前年度において地方税法施行令第９条の１９の規定により当該都道府県の区域内の市町村に対し交付した配当割交付金の額

α　１．２５７

β　１．２４９

７　株式等譲渡所得割に係る基準税額は、次に定めるところによつて算定した額とする。

算式

｛（Ａ×０．０５－Ｂ）×α｝×０．７５－（Ｃ×β）×０．７５

算式の符号

Ａ　前年度の収入額となるべき株式等譲渡所得割の課税標準額

Ｂ　前年度の歳出予算から支出した過誤納に係る株式等譲渡所得割の還付金の額

Ｃ　前年度において地方税法施行令第９条の２３の規定により当該都道府県の区域内の市町村に対し交付した株式等譲渡所得割交付金

の額

α　１．１０３

β　１．０９８

（事業税の基準税額の算定方法）

第十九条　事業税の基準税額は、個人の行う事業に対する事業税（以下「個人事業税」という。）に係る基準税額及び法人の行う事業に対

する事業税（以下「法人事業税」という。）に係る基準税額の合算額とする。

２　個人事業税に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

算式

｛４，０６９千円×（Ａ×Ｂ）＋１，２６３千円×（Ｃ×Ｄ）｝×０．０３７０５

（Ａ×Ｂ）又は（Ｃ×Ｄ）に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ａ　前年度において同年度分の個人事業税の課税の基礎となつた納税義務者数（地方税法第６条の規定により、当該都道府県が課税を

しないこととしている者の数を含む。）のうち所得税を課税されたものの数

Ｂ　別表第七のＡ欄に定める率

Ｃ　Ａに０．０２２を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｄ　別表第七のＢ欄に定める率

３　法人事業税に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

一　当該年度に係る額

次の算式によつて算定した額

算式

｛（Ａ＋Ｂ）×α ＋Ｃ×β－（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）×γ ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ｝×０．７５

算式の符号

Ａ　前年の２月１日からその年の１月３１日までの間に事業年度が終了した法人で所得を課税標準とするものに係る当該事業年度分

の法人事業税の課税標準となるべき額（二以上の都道府県に事務所又は事業所を有する法人の当該都道府県の課税標準となるべき

額については、地方税法第７２条の４８及び第７２条の４８の２の規定の例による。以下この項において「課税標準額」という。）

に同法第７２条の２４の７第１項から第５項までの各項に規定する標準税率（以下この項において「標準税率」という。）を乗じ

て得た額のうち、前年の４月１日からその年の３月３１日までの間の納付すべきものとして確定した税額（同法第６条の規定によ

り課税をしなかつた場合又は不均一の課税をした場合における減収額として総務大臣が調査した額を含むものとし、同法第７２条

の２６の規定により納付すべきことが確定した税額にあつては、総務大臣が調査した額とする。以下この項において「調定額」と

いう。）から当該期間における当該事業年度分の法人事業税額に係る還付すべきことが確定した額で前年の４月１日の属する年度

の歳出として還付すべき額（以下この項において「当該年度の歳出還付額」という。）を控除した額

Ｂ　前年の２月１日からその年の１月３１日までの間に事業年度が終了した法人で収入金額を課税標準とするものに係る当該事業年

度分の法人事業税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の４月１日からその年の３月３１日までの間の調定額から

当該期間における当該事業年度分の法人事業税額に係る当該年度の歳出還付額を控除した額

Ｃ　前年の２月１日からその年の１月３１日までの間に事業年度が終了した法人で付加価値額及び資本等の金額を課税標準とするも

のに係る当該事業年度分の法人事業税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の４月１日からその年の３月３１日ま

での間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人事業税額に係る当該年度の歳出還付額を控除した額

Ｄ　前年の１月３１日以前に事業年度が終了した法人で所得を課税標準とするものに係る同日以前に終了した事業年度分の法人事業

税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の４月１日からその年の３月３１日までの間の調定額から当該期間におけ

る当該事業年度分の法人事業税額に係る当該年度の歳出還付額を控除した額

Ｅ　前年の１月３１日以前に事業年度が終了した法人で収入金額を課税標準とするものに係る同日以前に終了した事業年度分の法人

事業税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の４月１日からその年の３月３１日までの間の調定額から当該期間に

おける当該事業年度分の法人事業税額に係る当該年度の歳出還付額を控除した額

Ｆ　前年の１月３１日以前に事業年度が終了した法人で付加価値額及び資本等の金額を課税標準とするものに係る同日以前に終了し

た事業年度分の法人事業税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の４月１日からその年の３月３１日までの間の調

定額から当該期間における当該事業年度分の法人事業税額に係る当該年度の歳出還付額を控除した額

α　０．９０

β　０．９４

γ　０．０７

二　前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額
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次の算式によつて算定した額

算式

（Ｇ＋Ｈ＋Ｉ＋Ｊ＋Ｋ＋Ｌ－Ｍ）×０．７５－Ｎ

算式の符号

Ｇ　前年の２月１日からその年の１月３１日までの間に事業年度が終了した法人で所得を課税標準とするものに係る当該事業年度分

の法人事業税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の４月１日からその年の３月３１日までの間の調定額から当該

期間における当該事業年度分の法人事業税額に係る前年度の歳出還付額を控除した額

Ｈ　前年の２月１日からその年の１月３１日までの間に事業年度が終了した法人で収入金額を課税標準とするものに係る当該事業年

度分の法人事業税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の４月１日からその年の３月３１日までの間の調定額から

当該期間における当該事業年度分の法人事業税額に係る前年度の歳出還付額を控除した額

Ｉ　付加価値額及び資本等の金額を課税標準とするものに係る前年度の収入額となるべき法人事業税の課税標準額に標準税率を乗じ

て得た額のうち、前年の４月１日からその年の３月３１日までの間の調定額から当該期間における法人事業税額に係る前年度の歳

出還付額を控除した額

Ｊ　前年の１月３１日以前に事業年度が終了した法人で所得を課税標準とするものに係る同日以前に終了した事業年度分の法人事業

税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の４月１日からその年の３月３１日までの間の調定額から当該期間におけ

る当該事業年度分の法人事業税額に係る前年度の歳出還付額を控除した額

Ｋ　前年の１月３１日以前に事業年度が終了した法人で収入金額を課税標準とするものに係る同日以前に終了した事業年度分の法人

事業税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の４月１日からその年の３月３１日までの間の調定額から当該期間に

おける当該事業年度分の法人事業税額に係る前年度の歳出還付額を控除した額

Ｌ　前年の１月３１日以前に事業年度が終了した法人で付加価値額及び資本等の金額を課税標準とするものに係る同日以前に終了し

た事業年度分の法人事業税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の４月１日からその年の３月３１日までの間の調

定額から当該期間における当該事業年度分の法人事業税額に係る前年度の歳出還付額を控除した額

Ｍ　前年度における法人事業税交付金の額

Ｎ　前年度における前号の額

三　前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

（地方消費税の基準税額の算定方法）

第十九条の二　地方消費税の基準税額は、譲渡割に係る基準税額及び貨物割に係る基準税額の合算額とする。

２　譲渡割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

算式

（Ａ×０．００６１１４７７）×０．７５－（Ａ×０．００３０３３４２）×０．７５＋（Ａ×０．００７３３７７２）×０．７５－

（Ａ×０．００３６６０１１）×０．７５

算式の符号

Ａ　地方税法第７２条の１１４第４項に規定する各都道府県ごとの消費に相当する額

３　貨物割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

算式

（Ａ×０．００３５７００８）×０．７５－（Ａ×０．００１７３１０２）×０．７５＋（Ａ×０．００４２８４０９）×０．７５－

（Ａ×０．００２０９０２６）×０．７５

算式の符号

Ａ　地方税法第７２条の１１４第４項に規定する各都道府県ごとの消費に相当する額

（不動産取得税の基準税額の算定方法）

第二十条　不動産取得税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

算式

｛（Ａ＋Ｂ）／２｝×０．０２０９５

算式の符号

Ａ　前々年度の道府県税課税状況調第２６表（家屋に関する調）の表側「合計」、表頭「課税標準」のうち「価格」欄の額と第２８表

（土地に関する調）の表側「計」、表頭「課税標準額」欄の額との合算額に道府県税課税状況調第３３表（課税標準の特例の適用状況に

関する調（附則・合計））の表側「計」、表頭「法附則第１１条第７項（認定都市再生計画）（実績）」のうち「控除額」欄の額及び道府

県税課税状況調第３２表（課税標準の特例の適用状況に関する調（本法））の表側「計」、表頭「法第７３条の１４第１１項に該当する

もの（家庭的保育事業）（実績）」のうち「控除額」欄の額、同表の表側「計」、表頭「法第７３条の１４第１２項に該当するもの（居

宅訪問型保育事業）（実績）」のうち「控除額」欄の額及び同表の表側「計」、表頭「法第７３条の１４第１３項に該当するもの（事業

所内保育事業）（実績）」のうち「控除額」欄の額の合算額を加算し、道府県税課税状況調第３３表の表側「計」、表頭「法附則第１１

条第７項（認定都市再生計画）（参酌基準によった場合）」のうち「控除額」欄の額及び道府県税課税状況調第３２表の表側「計」、表

頭「法第７３条の１４第１１項に該当するもの（家庭的保育事業）（参酌基準によった場合）」のうち「控除額」欄の額、同表の表側

「計」、表頭「法第７３条の１４第１２項に該当するもの（居宅訪問型保育事業）（参酌基準によった場合）」のうち「控除額」欄の額及

び同表の表側「計」、表頭「法第７３条の１４第１３項に該当するもの（事業所内保育事業）（参酌基準によった場合）」のうち「控除

額」欄の額の合算額を控除した額

Ｂ　前年度の道府県税課税状況調第２６表（家屋に関する調）の表側「合計」、表頭「課税標準」のうち「価格」欄の額と第２８表（土

地に関する調）の表側「計」、表頭「課税標準額」欄の額との合算額に道府県税課税状況調第３３表（課税標準の特例の適用状況に関

する調（附則・合計））の表側「計」、表頭「法附則第１１条第７項（認定都市再生計画）（実績）」のうち「控除額」欄の額及び道府県

税課税状況調第３２表（課税標準の特例の適用状況に関する調（本法））の表側「計」、表頭「法第７３条の１４第１２項に該当するも

の（家庭的保育事業）（実績）」のうち「控除額」欄の額、同表の表側「計」、表頭「法第７３条の１４第１３項に該当するもの（居宅

訪問型保育事業）（実績）」のうち「控除額」欄の額及び同表の表側「計」、表頭「法第７３条の１４第１４項に該当するもの（事業所

内保育事業）（実績）」のうち「控除額」欄の額の合算額を加算し、「道府県税課税状況調第３３表の表側「計」、表頭「法附則第１１条

第７項（認定都市再生計画）（（参酌基準によった場合）」のうち「控除額」欄の額及び道府県税課税状況調第３２表の表側「計」、表頭

「法第７３条の１４第１２項に該当するもの（家庭的保育事業）（参酌基準によった場合）」のうち「控除額」欄の額、同表の表側「計」

、表頭「法第７３条の１４第１３項に該当するもの（居宅訪問型保育事業）（参酌基準によった場合）」のうち「控除額」欄の額及び同
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表の表側「計」、表頭「法第７３条の１４第１４項に該当するもの（事業所内保育事業）（参酌基準によった場合）」のうち「控除額」

欄の額の合算額を控除した額

（道府県たばこ税の基準税額の算定方法）

第二十一条　道府県たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

算式

（Ａ×α）×０．８０２５

（Ａ×α）が５００未満であるときは０とし、（Ａ×α）に５００未満の端数があるときはその端数を切り捨て、５００以上１，０００

未満の端数があるときはその端数を１，０００とする。

算式の符号

Ａ　前々年度の３月１日から前年度の２月末日までの間の当該都道府県の区域内における地方税法第７４条の２第１項の売渡し又は同

条第２項の売渡し若しくは消費等（以下この条において「売渡し等」という。）に係る製造たばこの本数（喫煙用の紙巻たばこ以外の

製造たばこの本数については地方税法第７４条の４第２項及び第３項の規定によつて換算した本数とし、当該売渡し等に係る製造たば

この本数が５００未満であるときは０とし、当該売渡し等に係る製造たばこの本数に５００未満の端数があるときはその端数を切り捨

て、５００以上１，０００未満の端数があるときはその端数を１，０００とする。）

α　別表第八に定める率

（ゴルフ場利用税の基準税額の算定方法）

第二十二条　ゴルフ場利用税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

算式

（Ａ×α）×５２，６００円

算式の符号

Ａ　前年の３月１日からその年の２月末日までの施設ごとの延利用者の１日当たりの数（１人未満の端数があるときは、その端数を四

捨五入する。）の合計数（その年の３月３１日までに廃止された施設に係る延利用者の１日当たりの数を除く。）として総務大臣が調査

した数

α　別表第九に定める率

第二十三条　削除

（軽油引取税の基準税額の算定方法）

第二十三条の二　軽油引取税の基準税額は、一一、二五〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量（一キロリットル未満

の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）に別表第十一に定める率を乗じて得た数量（一キロリットル未満の端数があるときは、

その端数を四捨五入する。）を乗じて得た額とする。ただし、指定都市を包括する都道府県の基準税額は、当該額から当該都道府県の区

域内の指定都市ごとに第三十八条の規定によつて算定した額を控除した額とする。

（自動車税の基準税額の算定方法）

第二十四条　自動車税の基準税額は、環境性能割に係る基準税額及び種別割に係る基準税額の合算額とする。

２　環境性能割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額に〇・四四三六二五を乗じて得た額とする。ただし、指定都市を包括する

都道府県の基準税額は、当該額から当該都道府県の区域内の指定都市ごとに第三十八条の二第一号の規定によつて算定した額（地方税法

第百七十七条の六第二項に係る額に限る。）を控除した額とする。

算式

（６１，３００円×α）×（Ａ×０．９８１）

（６１，３００円×α）に円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、（Ａ×０．９８１）に整数未満の端数があるときは、そ

の端数を四捨五入する。

算式の符号

Ａ　前年度において自動車税の環境性能割の課税の対象となつた自動車（地方税法第１４６条第２項の規定によつてその取得が課税対

象とならない自動車、同法第１４８条、第１４９条、第１５０条、第１５８条若しくは附則第１２条の２の１０の規定によつてその取

得に対して自動車税の環境性能割を課することができない自動車又は同法第１６４条第１項若しくは第１６５条第１項の規定によつて

その取得に対する自動車税の環境性能割の納税義務が免除された自動車を除く。）の台数

α　別表第１２（１）に定める率

３　種別割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

算式

（２６，１００円×α）×（Ａ×０．９１３）＋（２９，９００円×β）×（Ｂ×０．９１３）＋（６，１００円×γ）×（Ｃ×０．

９１３）＋（９，９００円×δ）×Ｄ

（２６，１００円×α）、（２９，９００円×β）、（６，１００円×γ）及び（９，９００円×δ）に円未満の端数があるときは、その

端数を四捨五入し、（Ａ×０．９１３）、（Ｂ×０．９１３）及び（Ｃ×０．９１３）に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨

五入する。

算式の符号

Ａ　前年度の３月３１日現在において道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第６条に規定する自動車登録フアイルに登録され

ている自動車の台数（大型特殊自動車の台数、地方税法第１４８条の規定により自動車税を課することができない又は自動車税の納税

義務が免除された自動車の台数、同フアイルに登録されている自動車の台数のうち東日本大震災により滅失した自動車の台数並びに同

フアイルに登録されている自動車の台数のうち道路運送車両法第１５条第１項の規定による永久抹消登録をする場合、同法第１３条第

１項の規定による移転登録及び同法第１６条第１項の規定による一時抹消登録を同時にする場合並びに同法第１３条第１項の規定によ

る移転登録及び同法第１５条の２第１項の規定による輸出抹消仮登録を同時にする場合の手続に伴う地方税法第１７７条の１３の規定

による申告がされた自動車であつて、その年の３月末日までに申告の事由が生じ、かつ、当該事由が生じた日から１５日以内に当該申

告がされた自動車の台数を除く。以下この条において「課税台数」という。）のうち地方税法附則第１２条の３及び第１２条の４第３

項における税率の特例の対象となる台数（以下この条において「グリーン化に係る台数」という。）並びに日本国とアメリカ合衆国と

の間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第１３条第３項及

び第１４条第６項の規定の適用を受ける者の所有するものの台数（以下この条において「合衆国軍隊構成員等所有台数」という。）を

控除した台数

Ｂ　課税台数のうちグリーン化に係る台数（地方税法附則第１２条の３第１項及び第１２条の４第３項の対象となるものに限る。）

Ｃ　課税台数のうちグリーン化に係る台数（地方税法附則第１２条の３第２項及び第３項の対象となるものに限る。）
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Ｄ　課税台数のうち合衆国軍隊構成員等所有台数

α　別表第１２（２）のＡ欄に定める基準税率補正率

β　別表第１２（２）のＢ欄に定める基準税率補正率

γ　別表第１２（２）のＣ欄に定める基準税率補正率

δ　別表第１２（２）のＤ欄に定める基準税率補正率

（鉱区税の基準税額の算定方法）

第二十五条　鉱区税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

一　当該年度の四月一日現在において鉱業法（昭和二十五年法律第二百八十九号）第五十九条に規定する鉱業原簿のうち試掘原簿に登録

されている試掘権の鉱区（地方税法第百七十九条の規定によつて鉱区税を課さないものを除く。以下この号において「試掘鉱区」とい

う。）及び当該鉱業原簿のうち採掘原簿に登録されている採掘権の鉱区（地方税法第百七十九条の規定によつて鉱区税を課さないもの

を除く。以下この号において「採掘鉱区」という。）について、次の表の鉱区の種類ごとの額欄に掲げる額に、同表の表示単位欄に掲

げる表示単位による鉱区の種類ごとの数値（表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。）をそれぞれ乗じて得た額

鉱区の種類 表示単位 額

砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区 石油又は可燃性天然ガスを目的とする

鉱業権の鉱区

試掘鉱区 面積（百アール） 一〇〇円

採掘鉱区 面積（百アール） 二〇〇

石油又は可燃性天然ガスを目的としな

い鉱業権の鉱区

試掘鉱区 面積（百アール） 一五〇

採掘鉱区 面積（百アール） 三〇〇

砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区 河床でないもの 面積（百アール） 一五〇

河床 面積を課税標準とす

るもの

面積（百アール） 一五〇

延長を課税標準とす

るもの

延長（千メートル） 四五〇

二　当該年度の四月一日現在において日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸
だな

棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油

及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法（昭和五十三年法律第八十一号）第三十二条に規定する特定鉱業原簿に登録されて

いる探査権の共同開発鉱区（以下この号において「探査鉱区」という。）及び採掘権の共同開発鉱区（以下この号において「採掘鉱区」

という。）について、一七円に当該都道府県に係る探査鉱区の面積（表示単位は百アールとし、表示単位未満の端数があるときは、そ

の端数を切り上げる。）を乗じて得た額と一〇〇円に当該都道府県に係る採掘鉱区の面積（表示単位は百アールとし、表示単位未満の

端数があるときは、その端数を切り上げる。）を乗じて得た額の合算額

第二十六条　削除

（固定資産税の基準税額の算定方法）

第二十七条　固定資産税の基準税額は、大規模の償却資産（地方税法第七百四十条の規定により、都道府県が固定資産税を課すものとされ

ている償却資産をいう。以下同じ。）について、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負

となる場合には、当該合算額は零とする。

一　大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額（地方税法第七百四十条の規定により、当該都道府県が課すものとされる当該年度

分の固定資産税の課税標準となるべき額をいう。ただし、当該償却資産のうち同法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで

若しくは附則第十五条第二項第一号若しくは第五号、第十四項、第二十一項、第二十三項、第二十五項、第二十八項、第三十二項若し

くは第四十二項、地方税法等の一部を改正する法律（平成三十年法律第三号。以下「平成三十年地方税法等改正法」という。）附則第

二十条第二項、第三項、第五項若しくは第六項、地方税法等の一部を改正する法律（令和二年法律第五号。以下「令和二年地方税法等

改正法」という。）附則第十四条第八項、第十四項若しくは第十七項、地方税法等の一部を改正する法律（令和三年法律第七号。以下

「令和三年地方税法等改正法」という。）附則第十二条第二項若しくは第七項又は地方税法等の一部を改正する法律（令和四年法律第一

号。以下「令和四年地方税法等改正法」という。）附則第十三条第四項に規定するものにあつては当該償却資産に係る固定資産税の課

税標準となるべき価格に、地方税法附則第十五条第四十二項及び平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項（平成三十年地方税

法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法（以下「平成三十年改正前地方税法」という。）附則第十五条第二項第一号に係るも

のに限る。）に係るものにあつては三分の一、地方税法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで並びに附則第十五条第二項

第一号、第十四項ただし書、第二十一項、第二十三項第二号、第二十五項第三号及び第三十二項、平成三十年地方税法等改正法附則第

二十条第二項（平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第二号及び第三号に係るものに限る。）及び第五項並びに令和二年地方

税法等改正法附則第十四条第八項（令和二年地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法（以下「令和二年改正前地方税

法」という。）附則第十五条第二項第一号及び第二号に係るものに限る。）に係るものにあつては二分の一、地方税法附則第十五条第二

十五項第二号、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項（平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第七号に係るものに

限る。）、令和三年地方税法等改正法附則第十二条第二項及び令和四年地方税法等改正法附則第十三条第四項（令和四年地方税法等改正

法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第二項第五号に係るものに限る。）に係るものにあつては四分の三、地方税法附

則第十五条第二十三項第一号、第二十五項第一号及び第二十八項、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第三項及び第六項（平成

三十年改正前地方税法附則第十五条第三十二項第一号に係るものに限る。）並びに令和二年地方税法等改正法附則第十四条第十四項（令

和二年改正前地方税法附則第十五条第三十三項第一号ハに係るものに限る。）に係るものにあつては三分の二、地方税法附則第十五条

第十四項本文に係るものにあつては五分の三、地方税法附則第十五条第二項第五号及び令和二年地方税法等改正法附則第十四条第十七

項に係るものにあつては五分の四、令和三年地方税法等改正法附則第十二条第七項に係るものにあつては法律の範囲内において各市町

村が条例で定める割合をそれぞれ乗じて得た額とし、当該償却資産のうち令和三年地方税法等改正法附則第十二条第九項の規定により

なお従前の例によることとされた令和三年地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法（以下「令和三年改正前地方税法」

という。）附則第六十四条及び令和三年地方税法等改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた令和三年

地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法（以下「令和五年改正前地方税法」という。）附則第六十四条に規定するもの

にあつてはこれらの規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同

じ。）のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ

〇・〇一〇五を乗じて得た額

二　大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額のうち地方税法第四百十条の規定により、市町村長が価格等を決定するものに係る

額に〇・〇一〇五を乗じて得た額

249



三　大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額のうち地方税法第七百四十三条の規定により、都道府県知事が評価し、価格等を決

定するものに係る額に〇・〇一〇五を乗じて得た額

四　前年度以前の各年度における第一号から前号までの各号に掲げる都道府県の課税標準額について総務大臣が過大又は過少と認めた額

にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じて得た額

第二十八条　削除

（市町村たばこ税都道府県交付金の基準額の算定方法）

第二十八条の二　市町村たばこ税都道府県交付金の基準額は、当該都道府県が包括する市町村に係る第三十四条算式の符号Ｃに掲げる額の

合算額とする。

（特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法）

第二十八条の三　特別法人事業譲与税の基準税額は、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律（平成三十一年法律第四号）第

三十一条の規定によつて当該都道府県に対して前年度の五月、八月、十一月及び二月に譲与された特別法人事業譲与税の額の合算額に

〇・九〇〇を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た額とする。

（地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法）

第二十九条　地方揮発油譲与税法（昭和三十年法律第百十三号）第四条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地方揮

発油譲与税の額のうち同法第二条に係る額（地方税法等の一部を改正する法律（平成二十一年法律第九号）第三条の規定による改正前の

地方道路譲与税法（以下「改正前の地方道路譲与税法」という。）第四条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地

方道路譲与税の額のうち改正前の地方道路譲与税法第二条に係る額を含む。）の合算額に〇・九八〇を乗じて得た額とする。

（石油ガス譲与税の基準税額の算定方法）

第二十九条の二　石油ガス譲与税の基準税額は、石油ガス譲与税法（昭和四十年法律第百五十七号）第三条の規定によつて当該都道府県に

対して前年度の六月、十一月及び三月に譲与された石油ガス譲与税の額の合算額に一・〇六四を乗じて得た額とする。

（自動車重量譲与税の基準税額の算定方法）

第二十九条の二の二　自動車重量譲与税の基準税額は、自動車重量譲与税法（昭和四十六年法律第九十号）第一条の規定によつて自動車重

量譲与税を譲与されるべき都道府県について、同法第三条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された自動車重量譲与税

の額の合算額に〇・九七五を乗じて得た額とする。

（航空機燃料譲与税の基準税額の算定方法）

第二十九条の三　航空機燃料譲与税の基準税額は、航空機燃料譲与税法第二条の二の規定によつて航空機燃料譲与税を譲与されるべき空港

関係都道府県について、同法第三条の規定により前年度の九月及び三月に譲与された航空機燃料譲与税の額の合算額に一・一一四を乗じ

て得た額とする。

（森林環境譲与税の基準税額の算定方法）

第二十九条の四　森林環境譲与税の基準税額は、森林環境税法第二十九条の規定によつて森林環境譲与税を譲与されるべき都道府県につい

て、同法第三十条の規定により前年度の九月及び三月に譲与された森林環境譲与税の額の合算額に一・〇〇〇を乗じて得た額とする。

（都道府県交付金の基準額の算定方法）

第三十条　都道府県交付金の基準額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

一　国有資産等所在市町村交付金法（昭和三十一年法律第八十二号。以下「交付金法」という。）第五条及び第六条に規定する大規模の

償却資産について、各省各庁の長又は地方公共団体の長が交付金法第十四条第四項において準用する交付金法第七条、第八条又は第九

条第二項の規定によつて通知（当該年度の四月一日以後の通知を除く。）した価格を基礎として、交付金法の規定（第十五条第一項及

び第二項の規定を除くものとし、交付金法第五条及び第六条の規定の適用については、特別区は指定都市とみなす。）によつて算定し

た当該年度の当該都道府県の交付金算定標準額に〇・〇一〇五を乗じて得た額

二　前年度以前の年度における当該都道府県の前号に規定する交付金算定標準額について、同号に規定する日以後において同号の規定に

よる価格の通知が変更されたことその他の理由により総務大臣が過大又は過少と認めた額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じて得た額

第二節　市町村分

（市町村民税の基準税額の算定方法）

第三十一条　市町村民税の基準税額は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額及び法人税割に係る基準税額の合算額とする。

２　均等割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

一　地方税法第二百九十四条第一項第一号又は第二号に掲げる者に対するもの

市町村の市町村税課税状況調第一表の「個人均等割」のうち「納税義務者数」の「計」欄の数に二、五八八円を乗じて得た額

二　地方税法第二百九十四条第一項第三号又は第四号に掲げる者に対するもの

市町村税課税状況調第一表の「法人均等割納税義務者数」の次の表の上欄に掲げる法人等の区分に応じた各欄の数を下欄に掲げる単位

額にそれぞれ乗じて得た額の合算額

法人等の区分 単位額

資本金等の金額が五十億円を超える法人で、従業者数の合計数が五十人を超えるもの 二、二五〇、〇〇〇円

資本金等の金額が十億円を超え五十億円以下である法人で、従業者数の合計数が五十人を超えるもの 一、三一二、五〇〇

資本金等の金額が十億円を超える法人で、従業者数の合計数が五十人以下であるもの 三〇七、五〇〇

資本金等の金額が一億円を超え十億円以下である法人で、従業者数の合計数が五十人を超えるもの 三〇〇、〇〇〇

資本金等の金額が一億円を超え十億円以下である法人で、従業者数の合計数が五十人以下であるもの 一二〇、〇〇〇

資本金等の金額が一千万円を超え一億円以下である法人で、従業者数の合計数が五十人を超えるもの 一一二、五〇〇

資本金等の金額が一千万円を超え一億円以下である法人で、従業者数の合計数が五十人以下であるもの 九七、五〇〇

資本金等の金額が一千万円以下である法人で、従業者数の合計数が五十人を超えるもの 九〇、〇〇〇

（Ａ）から（Ｈ）までの法人等以外の法人等をいうもの及び法人でない社団等 三七、五〇〇

３　所得割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には当該

額は零とする。

一　市町村の当該年度に係る基準税額

次の算式によつて算定した額（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式

［｛（（１４５，４００円×α）×Ａ）＋Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ｝×０．９８６－Ｆ＋Ｇ］×０．７５
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１４５，４００円×α に円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、（１４５，４００円×α）×Ａ及び｛（（１４５，４０

０円×α）×Ａ）＋Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ｝×０．９８６に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ａ　市町村税課税状況調第１２表の表側「市町村民税」の「合計」の表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の当該市町村の数に次の

算式によつて算定した率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）を乗じて得た数（整数未満の端

数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式

ａ／ｂ

算式の符号

ａ　当該市町村のその年の１月１日現在の２０歳以上住民基本台帳登載人口

ｂ　当該市町村の前年の１月１日現在の２０歳以上住民基本台帳登載人口

Ｂ　分離長期譲渡所得、分離短期譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る譲渡所得等、上場株式等の配当所得等

及び先物取引に係る雑所得等に係る当該年度の当初調定に係る額として総務大臣が調査した当該市町村の額

Ｃ　次の算式によつて算定した額（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式

（ｃ＋ｄ＋ｅ＋ｆ）×１．０２１

算式の符号

ｃ　市町村税課税状況調第１２表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「配当控除」欄の当該市町村の額

ｄ　市町村税課税状況調第１２表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「外国税額控除」欄の当該市町

村の額

ｅ　市町村税課税状況調第１２表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「配当割額の控除額」欄の当該市町村の額

ｆ　市町村税課税状況調第１２表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「株式等譲渡所得割額の控除額」欄の当該市町村の額

Ｄ　市町村税課税状況調第１２表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「寄附金税額控除」欄の当該市

町村の額から市町村税課税状況調第４２表の表側「市町村民税」、表頭「条例で定めるものに対する寄附金」のうち「控除額（千

円）」欄の当該市町村の額を控除した額に１．０００（ただし、特別区にあつては１．０４３）を乗じて得た額（整数未満の端数

があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｅ　市町村税課税状況調第１２表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「調整控除」欄の当該市町村の

額に１．００３を乗じて得た額（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｆ　地方税法附則第５条の４及び第５条の４の２の規定に基づく当該年度の５月末現在における市町村民税の住宅借入金等特別税額

控除額として総務大臣が調査した当該市町村の額

Ｇ　市町村税課税状況調第２０表の表側「令和３年度」のうち「７月」から「３月」まで及び「令和４年度」のうち「計」、表頭「税

額（千円）」欄に係る当該市町村の額に１．０３７を乗じて得た額（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

α　次の算式によつて算定した率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式

（ｇ／ｈ）／１４４，０８０

算式の符号

ｇ　市町村税課税状況調第５９表の表側「市町村民税」の「合計」の表頭「総所得金額、山林所得金額及び退職所得金額分（超過税

率課税分を含む）」欄のうち、「（Ｂ）について標準税率で算出したもの（超過税率課税分等を除いた額）」欄の当該市町村の額

ｈ　市町村税課税状況調第１２表の表側「市町村民税」の「合計」の表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の当該市町村の数

二　前年度における分離長期譲渡所得、分離短期譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に

係る配当所得等及び先物取引に係る雑所得等に係る過大算定額又は過少算定額

次の算式によつて算定した額

算式

（Ｈ×０．９８６×０．７５－Ｉ×０．９８６×０．７５）＋Ｊ

Ｈ×０．９８６×０．７５、Ｉ×０．９８６×０．７５及びＪに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ｈ　市町村税課税状況調第５９表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「算出税額」のうち、「分離長期譲渡所得分」のうち

「小計」欄、「分離短期譲渡所得分」のうち「小計」欄、「一般株式等に係る譲渡所得等分」欄、「上場株式等に係る譲渡所得等分」

欄、「上場株式等に係る配当所得等分」欄及び「先物取引に係る雑所得等分」欄の当該市町村の額

Ｉ　令和５年改正前の省令第３１条第３項第１号算式の符号Ｂの額

Ｊ　次の算式によつて算定した額。ただし、指定都市以外の市町村にあつては零とする。

算式

（ｉ×０．９８６×０．７５－ｊ×０．９８６×０．７５）×２／８×２５／７５

ｉ×０．９８６×０．７５、ｊ×０．９８６×０．７５、（ｉ×０．９８６×０．７５－ｊ×０．９８６×０．７５）×２／８及び

（ｉ×０．９８６×０．７５－ｊ×０．９８６×０．７５）×２／８×２５／７５に整数未満の端数があるときは、その端数を四

捨五入する。

算式の符号

ｉ　符号Ｈに同じ。

ｊ　符号Ｉに同じ。

三　前年度における前二号の合算額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

４　法人税割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、

当該合算額は零とする。

一　当該年度に係る額

次の算式によつて算定した額

算式

（Ａ×α ＋Ｂ）×０．７５

算式の符号
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Ａ　前年の２月１日からその年の１月３１日までの間に事業年度が終了した法人に係る当該事業年度分の法人税割の課税標準となる

べき額（二以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人の当該市町村の課税標準となるべき額については、地方税法第３２１条

の１３及び第３２１条の１４の規定の例による。以下この項において「課税標準額」という。）に同法第３１４条の４第１項に規

定する標準税率（以下この項において「標準税率」という。）を乗じて得た額のうち、前年の４月１日からその年の３月３１日の

間の納付すべきものとして確定した税額（同法第６条の規定により課税をしなかつた場合又は不均一の課税をした場合における減

収額として総務大臣が調査した額を含むものとする。以下この項において「調定額」という。）から当該期間における当該事業年

度分の法人税割に係る還付すべきことが確定した額でその年の４月１日の属する年度の歳出として還付すべき額（以下この項にお

いて「当該年度の歳出還付額」という。）を控除した額

Ｂ　前年の１月３１日以前に事業年度が終了した法人に係る同日以前に終了した事業年度分の法人税割の課税標準額に標準税率を乗

じて得た額のうち、前年の４月１日からその年の３月３１日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人税割に

係る当該年度の歳出還付額を控除した額

α　０．９７

二　前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額

次の算式によつて算定した額

算式

（Ｃ＋Ｄ）×０．７５－Ｅ

算式の符号

Ｃ　前年の２月１日からその年の１月３１日までの間に事業年度が終了した法人に係る当該事業年度分の法人税割の課税標準額に標

準税率を乗じて得た額のうち、前年の４月１日からその年の３月３１日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の

法人税割に係る前年度の歳出還付額を控除した額

Ｄ　前年の１月３１日以前に事業年度が終了した法人に係る同日以前に終了した事業年度分の法人税割の課税標準額に標準税率を乗

じて得た額のうち、前年の４月１日からその年の３月３１日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人税割に

係る前年度の歳出還付額を控除した額

Ｅ　前年度における前号の額

三　前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

（固定資産税の基準税額の算定方法）

第三十二条　固定資産税の基準税額は、土地に係る基準税額、家屋に係る基準税額及び償却資産に係る基準税額の合算額とする。

２　土地に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

算式

［｛（Ａ１×Ｂ１）＋（Ａ２×Ｂ２）＋（Ａ３×Ｂ３）＋（Ａ４×Ｂ４）＋（Ａ５×Ｂ５）－Ｃ｝×０．０１４－Ｄ－（Ｅ－Ｆ＋Ｇ＋Ｈ）］×

０．７３９５

算式の符号

Ａ１　当該市町村の区域内に所在する土地（前年度の１月１日現在において土地課税台帳及び土地補充課税台帳に登録されるべきであ

つた土地をいう。以下この項において同じ。）のうち一般田（地方税法第３８８条第１項に基づく固定資産評価基準（以下「固定資産

評価基準」という。）第１章第２節一ただし書又は同章第２節の２の規定により評価した田以外の田をいう。以下この項において同じ

。）の総地積（地方税法第３４８条又は附則第５５条第２項の規定に該当するものを除く。）

Ａ２　当該市町村の区域内に所在する土地のうち一般畑（固定資産評価基準第１章第２節一ただし書又は同章第２節の２の規定により

評価した畑以外の畑をいう。以下この項において同じ。）の総地積（地方税法第３４８条又は附則第５５条第２項の規定に該当するも

のを除く。）

Ａ３　当該市町村の区域内に所在する土地のうち宅地（固定資産評価基準第１章第３節四及び五の規定により評価した宅地を除く（た

だし、同規定ただし書の規定により評価した宅地についてはこの限りではない。）。）の総地積（地方税法第３４８条又は附則第５５条

第２項の規定に該当するものを除く。）

Ａ４　当該市町村の区域内に所在する土地のうち一般山林（固定資産評価基準第１章第７節一ただし書の規定により評価した山林以外

の山林をいう。以下この項において同じ。）の総地積（地方税法第３４８条又は附則第５５条第２項の規定に該当するものを除く。）

Ａ５　当該市町村の区域内に所在する土地のうちその他の土地（一般田、一般畑、宅地及び一般山林以外の土地をいう。）の総地積（地

方税法第３４８条又は附則第５５条第２項の規定に該当するものを除く。）

Ｂ１　地方税法第４２２条の概要調書による市町村ごとの一般田の当該年度の単位当たり平均価格

Ｂ２　地方税法第４２２条の概要調書による市町村ごとの一般畑の当該年度の単位当たり平均価格

Ｂ３　地方税法第４２２条の概要調書による市町村ごとの宅地（固定資産評価基準第１章第３節四及び五の規定により評価した宅地を

除く（ただし、同規定ただし書の規定により評価した宅地はこの限りではない。）。）の当該年度の単位当たり平均価格

Ｂ４　地方税法第４２２条の概要調書による市町村ごとの一般山林の当該年度の単位当たり平均価格

Ｂ５　地方税法第４２２条の概要調書による市町村ごとのその他の土地（固定資産評価基準第１章第３節四及び五の規定により評価し

た宅地を含む（ただし、同規定ただし書の規定により評価した宅地はこの限りではない。）。）の当該年度の単位当たり平均価格

Ｃ　地方税法第３５１条の規定に該当する法定免税点未満のものの額、同法第３４９条の３第９項、第１１項、第１８項、第２１項、

第２２項、第２５項、第３０項及び第３３項、第３４９条の３の２、第３４９条の３の３、附則第１５条第９項、第１６項、第１９

項、第３１項から第３５項まで、第３８項、第３９項及び第４３項、第１５条の２第２項、第１５条の３第１項、第１６条の２第１

項、第２項、第６項及び第７項、第１６条の３第１項、第２項、第６項及び第７項、第１６条の４第１項、第２項、第６項及び第７

項、第２９条の７第２項並びに第５６条第１項、第１０項及び第１３項、地方税法等の一部を改正する法律（平成１０年法律第２７

号）附則第６条第９項、地方税法の一部を改正する法律（平成１１年法律第１５号）附則第８条第８項、地方税法等の一部を改正する

法律（平成１８年法律第７号）附則第１３条第９項並びに地方税法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第４号。以下「平成２６

年地方税法等改正法」という。）附則第１２条第８項の規定に該当する課税標準の特例による減少額として総務大臣が調査した額並び

に地方税法附則第１８条、第１９条、第１９条の３及び第１９条の４の規定に基づく特例による課税標準の減少額（ただし、同法附則

第１５条第３２項、第３３項、第３８項及び第４３項の規定に該当する課税標準の特例による減少額にあつては、当該土地に係る固定

資産税の課税標準となるべき価格に乗じる割合を、同条第３２項に係るものにあつては２分の１、同条第３３項及び第３８項に係るも

のにあつては３分の２、同条第４３項に係るものにあつては４分の３として算定した額とする。）として総務大臣が調査した額
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Ｄ　地方税法附則第２９条の５第１項、第３項、第７項及び第８項の規定により当該年度おいて徴収を免除、又は猶予した額

Ｅ　地方税法附則第２９条の５第９項の規定により前年度中に徴収猶予を取り消した税額

Ｆ　地方税法附則第２９条の５第１１項及び第１２項の規定により前年度中に還付すべきこが確定した税額

Ｇ　地方税法附則第２９条の５第１６項及び第１７項並びに第５５条第４項、第６項及び第８項の規定により当該年度において減額し

た税額

３　家屋に係る基準税額は、地方税法第四百二十二条の概要調書による市町村ごとの木造、非木造別の家屋の当該年度の単位当たり平均価

格に、前年度の一月一日現在において家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳に登録されるべきであつた家屋の床面積の木造、非木造別の合

計面積（同法第三百四十八条及び附則第五十五条第二項の規定に該当するものを除く。）をそれぞれ乗じて得た額から当該年度分の同法

第三百五十一条の規定に該当する法定免税点未満のもの（令和三年改正前地方税法附則第六十四条及び令和五年改正前地方税法附則第六

十四条の規定の適用により法定免税点未満となるものを除く。）の額並びに地方税法第三百四十九条の三第九項から第十一項まで、第十

五項から第十八項まで、第二十項、第二十二項、第二十三項、第二十五項、第二十七項から第三十項まで、第三十二項及び第三十三項並

びに附則第十五条第一項、第九項、第十三項から第十七項まで、第十九項、第二十項、第二十二項、第二十四項、第二十七項、第三十二

項及び第三十九項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三第一項、地方税法の一部を改正する法律（昭和四十七年法律第十一号）附則

第八条第三項、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律（昭和六十一年法律第九十四

号）附則第三条第十項、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律（平成三年法律第七号）附則第八条第三項、

地方税法の一部を改正する法律（平成七年法律第四十号）附則第六条第三項及び第五項、地方税法等の一部を改正する法律（平成十年法

律第二十七号）附則第六条第五項及び第九項、地方税法等の一部を改正する法律（平成十三年法律第八号）附則第八条第八項、地方税法

等の一部を改正する法律（平成十五年法律第九号）附則第十一条第九項及び第十一項、地方税法等の一部を改正する法律（平成十七年法

律第五号）附則第七条第九項及び第十項、地方税法の一部を改正する法律（平成十九年法律第四号）附則第六条第二項、地方税法等の一

部を改正する法律（平成二十年法律第二十一号）附則第十条第四項、地方税法等の一部を改正する法律（平成二十二年法律第四号）附則

第十一条第十九項及び第二十項、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法

律（平成二十三年法律第八十三号）附則第七条第六項から第八項まで及び第二十五項、平成二十六年地方税法等改正法附則第十二条第七

項及び第八項、平成二十八年地方税法等改正法附則第十八条第十七項、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第四項、地方税法等の

一部を改正する法律（平成三十一年法律第二号）附則第十六条第二項、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第七項、第十一項、第十

三項及び第十七項、令和三年地方税法等改正法附則第十二条第五項並びに地方税法等の一部を改正する法律（令和五年法律第一号。以下

「令和五年地方税法等改正法」という。）附則第十六条第四項の規定に該当する課税標準等の特例による減少額（地方税法第三百四十九条

の三第二十七項から第二十九項まで並びに附則第十五条第十四項、第二十二項及び第三十二項、平成三十年地方税法等改正法附則第二十

条第四項並びに令和二年地方税法等改正法附則第十四条第十七項の規定に該当する課税標準の特例による減少額にあつては、当該家屋に

係る固定資産税の課税標準となるべき価格に乗じる割合を、地方税法附則第十五条第十四項本文に係るものにあつては五分の三、同法第

三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで並びに附則第十五条第十四項ただし書、第二十二項第二号及び第三号並びに第三十二項

並びに平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第四項に係るものにあつては二分の一、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第十七

項に係るものにあつては五分の四、地方税法附則第十五条第二十二項第一号に係るものにあつては三分の二として算定した額とする。）

として総務大臣が調査した額を控除した額に〇・〇一四を乗じて得た額から、地方税法第三百五十二条の三第一項並びに附則第十五条の

六、第十五条の七第一項及び第二項、第十五条の八、第十五条の九第一項、第四項、第五項、第九項及び第十項、第十五条の九の二第一

項、第四項及び第五項、第十五条の九の三第一項、第十五条の十第一項、第十五条の十一第一項、第十六条の二第十項、第十六条の三第

十項、第五十五条第四項、第六項及び第八項並びに第五十六条第十一項及び第十四項並びに平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第

八項の規定により当該年度分の固定資産税から減額された額（地方税法附則第十五条の八第二項の規定に該当する当該年度の固定資産税

から減額された額にあつては、同項の規定による条例で定める割合を三分の二として算定した額とする。）として総務大臣が調査した額

を控除した額に〇・七三八七五を乗じて得た額とする。

４　償却資産に係る基準税額は、次の各号に定める方法によつて算定した額の合算額とする。

一　地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定する償却資産に係る当該年度分の固定資

産税の市町村分の課税標準額（当該償却資産のうち同法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで若しくは附則第十五条第二

項第一号若しくは第五号、第十四項、第二十一項、第二十三項、第二十五項、第二十八項、第三十二項若しくは第四十二項、平成三十

年地方税法等改正法附則第二十条第二項、第三項若しくは第五項、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第八項、第十四項若しくは

第十七項、令和三年地方税法等改正法附則第十二条第二項若しくは第七項又は令和四年地方税法等改正法附則第十三条第四項に規定す

るものにあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、地方税法附則第十五条第四十二項及び平成三十年地方

税法等改正法附則第二十条第二項（平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第一号に係るものに限る。）に係るものにあつては

三分の一、地方税法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで並びに附則第十五条第二項第一号、第十四項ただし書、第二十

一項、第二十三項第二号、第二十五項第三号及び第三十二項、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項（平成三十年改正前地

方税法附則第十五条第二項第二号及び第三号に係るものに限る。）、第五項及び第六項（平成三十年改正前地方税法附則第十五条第三十

二項第二号に係るものに限る。）並びに令和二年地方税法等改正法附則第十四条第八項（令和二年改正前地方税法附則第十五条第二項

第一号及び第二号に係るものに限る。）に係るものにあつては二分の一、地方税法附則第十五条第二十五項第二号、平成三十年地方税

法等改正法附則第二十条第二項（平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第七号に係るものに限る。）、令和三年地方税法等改正

法附則第十二条第二項及び令和四年地方税法等改正法附則第十三条第四項（令和四年地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地

方税法附則第十五条第二項第五号に係るものに限る。）に係るものにあつては四分の三、地方税法附則第十五条第二十三項第一号、第

二十五項第一号及び第二十八項、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第三項及び第六項（平成三十年改正前地方税法附則第十五

条第三十二項第一号に係るものに限る。）並びに令和二年地方税法等改正法附則第十四条第十四項（令和二年改正前地方税法附則第十

五条第三十三項第一号ハに係るものに限る。）に係るものにあつては三分の二、地方税法附則第十五条第十四項本文に係るものにあつ

ては五分の三、地方税法附則第十五条第二項第五号及び令和二年地方税法等改正法附則第十四条第十七項に係るものにあつては五分の

四、令和三年地方税法等改正法附則第十二条第七項に係るものにあつては法律の範囲内において各市町村が条例で定める割合をそれぞ

れ乗じて得た額とし、当該償却資産のうち令和三年改正前地方税法附則第六十四条及び令和五年改正前地方税法附則第六十四条に規定

するものにあつてはこれらの規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とし、地方税法第三百

五十一条本文の規定に該当するもの（令和三年改正前地方税法附則第六十四条及び令和五年改正前地方税法附則第六十四条の規定の適

用により地方税法第三百五十一条本文の規定に該当することとなるものを除く。）がある場合における当該償却資産に係る額及び大規

模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額のうち当該償却資産に係る額は含まれないものとする。以下この項において同じ。）にそ

れぞれ〇・〇一〇五を乗じて得た額
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二　地方税法第七百四十三条の規定により、都道府県知事が評価し、価格等を決定する償却資産に係る当該年度分の固定資産税の市町村

分の課税標準額に〇・〇一〇五を乗じて得た額

三　地方税法第四百十条の規定により、市町村長が価格等を決定する償却資産に係る当該年度分の固定資産税の市町村分の課税標準額に

〇・〇一〇三九五を乗じて得た額

四　前年度以前の年度における第一号から前号までの各号に掲げる市町村分の課税標準額について総務大臣が過大又は過少と認めた額

に、第一号及び第二号に係るものにあつては〇・〇一〇五を、前号に係るものにあつては〇・〇一〇三九五をそれぞれ乗じて得た額の

合算額

（軽自動車税の基準税額の算定方法）

第三十三条　軽自動車税の基準税額は、環境性能割に係る基準税額及び種別割に係る基準税額及び種別割に係る基準税額の合算額とする。

２　環境性能割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

算式

Ａ×｛（Ｂ／Ａ）／α｝×β×０．７５

Ｂ／Ａに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、（Ｂ／Ａ）／α に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端

数を四捨五入し、｛（Ｂ／Ａ）／α｝×β に円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、Ａ×｛（Ｂ／Ａ）／α｝×β に千

円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ａ　前年度中に地方税法附則第２９条の１２第２項の規定により市町村に払い込まれた軽自動車税の環境性能割額に係る台数

Ｂ　前年度中に地方税法附則第２９条の１２第２項の規定により市町村に払い込まれた軽自動車税の環境性能割額（千円未満の端数が

あるときは、その端数を四捨五入する。）

α　２０，９２２

β　１９，７４１

３　種別割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

一　次の表に掲げる区分ごとの下欄の額に、軽自動車等（地方税法第四百四十二条各号に掲げるものをいい、同法第四百四十五条の規定

により軽自動車税の種別割を課することができないもの又は同条の規定により納税義務を免除するものを除く。以下同じ。）の当該年

度の四月一日現在の台数（次の各号に規定する軽自動車等の台数を除く。）を同表の上欄の区分に従い区分し、当該区分した台数をそ

れぞれ乗じて得た額の合算額に〇・九七二を乗じて得た額

区分 額

原 動

機

付

自

転

車

イ　総排気量が〇・〇五リットル以下のもの又は定格出力が〇・六キロワット以下のもの（ニに掲げるものを

除く。）

一、五〇

〇円

ロ　二輪のもので、総排気量が〇・〇五リットルを超え〇・〇九リットル以下のもの又は定格出力が〇・六キ

ロワットを超え〇・八キロワット以下のもの

一、五〇

〇

ハ　二輪のもので、総排気量が〇・〇九リットルを超えるもの又は定格出力が〇・八キロワットを超えるもの 一、八〇

〇

ニ　三輪以上のもの（地方税法施行規則（昭和二十九年総理府令第二十三号）第十五条の十五で定めるものを

除く。）で、総排気量が〇・〇二リットルを超えるもの又は定格出力が〇・二五キロワットを超えるもの

二、七七

五

軽 自

動

車

二輪のもの（側車付のものを含む。） 二、七〇

〇

三輪のもの 平成二十六年度までに初めて車両番号

の指定を受けたもの

二、三二

五

平成二十七年四月一日以後に初めて車

両番号の指定を受けたもの

二、九二

五

四輪以上のもの 乗用 営業用 平成二十六年度までに初めて車両番号

の指定を受けたもの

四、一二

五

平成二十七年四月一日以後に初めて車

両番号の指定を受けたもの

五、一七

五

自家用 平成二十六年度までに初めて車両番号

の指定を受けたもの

五、四〇

〇

平成二十七年四月一日以後に初めて車

両番号の指定を受けたもの

八、一〇

〇

貨物用 営業用 平成二十六年度までに初めて車両番号

の指定を受けたもの

二、二五

〇

平成二十七年四月一日以後に初めて車

両番号の指定を受けたもの

二、八五

〇

自家用 平成二十六年度までに初めて車両番号

の指定を受けたもの

三、〇〇

〇

平成二十七年四月一日以後に初めて車

両番号の指定を受けたもの

三、七五

〇

専ら雪上を走行するもの 二、六二

五
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小型特殊自動車 農耕作業用自動車 一、七二

五

その他のもの 四、四二

五

二輪の小型自動車 四、五〇

〇

二　地方税法附則第三十条における税率の特例の対象となる軽自動車等について、次の算式によつて算定した額

算式

［｛（７，８００円×α）×Ａ｝＋｛（２，０００円×β）×Ｂ｝］×０．９７２

ただし、（７，８００円×α）及び（２，０００円×β）に円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、（７，８００円

×α）×Ａ及び（２，０００円×β）×Ｂに千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ａ　軽自動車等のうち地方税法附則第３０条第１項の規定の対象となるものの当該年度の４月１日現在の台数（以下この号において

「重課に係る台数」という。）

Ｂ　軽自動車等のうち地方税法附則第３０条第２項から第４項までの規定の対象となるものの当該年度の４月１日現在の台数（以下

この号において「軽課に係る台数」という。）

α　次の算式によつて算定した市町村ごとの基準税率補正率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式

（ｂ／ａ）×（１／７，８００）

ただし、ｂ／ａに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

ａ　重課に係る台数

ｂ　地方税法附則第３０条第１項の規定により読み替えられた同法第４６３条の１５第１項第２号ロ及びハに規定する標準税率に

０．７５を乗じた額に、税率区分ごとの重課に係る台数をそれぞれ乗じて得た額（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨

五入する。）の合算額

β　次の算式によつて算定した市町村ごとの基準税率補正率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式

（ｄ／ｃ）×（１／１，９７１）

ただし、ｄ／ｃに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

ｃ　軽課に係る台数

ｄ　地方税法附則第３０条第２項から第４項までの規定により読み替えられた同法第４６３条の１５第１項第２号ロ及びハに規定す

る標準税率に０．７５を乗じた額に、税率区分ごとの軽課に係る台数をそれぞれ乗じて得た額（千円未満の端数があるときは、そ

の端数を四捨五入する。）の合算額

三　次の表に掲げる区分ごとの下欄の額に、地位協定第十三条第三項及び第十四条第六項の規定の適用を受ける者が所有する軽自動車等

の当該年度の四月一日現在の台数を同表の上欄の区分に従い区分し、当該区分した台数をそれぞれ乗じて得た額の合算額

区分 額

原動機付自転車 三七五円

軽自動車 二輪のもの（側車付のものを含む。）及び三輪のもの 七五〇

四輪以上のもの 二、二五〇

二輪の小型自動車 七五〇

（市町村たばこ税の基準税額の算定方法）

第三十四条　市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とす

る。

算式

（Ａ×Ｂ）×４．９１４０－Ｃ

（Ａ×Ｂ）が５００未満であるときは０とし、（Ａ×Ｂ）に５００未満の端数があるときはその端数を切り捨て、５００以上１，０００

未満の端数があるときはその端数を１，０００とする。

算式の符号

Ａ　前々年度の３月１日から前年度の２月末日までの間の当該市町村の区域内において地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又

は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等（以下この条において「売渡し等」という。）が行われた製造たばこの本数（喫煙用の

紙巻たばこ以外の製造たばこの本数については、同法第４６７条第２項及び第３項の規定によつて換算した本数とし、当該売渡し等に

係る製造たばこの本数が５００未満であるときは０とし、当該売渡し等に係る製造たばこの本数に５００未満の端数があるときはその

端数を切り捨て、５００以上１，０００未満の端数があるときはその端数を１，０００とする。以下この条において同じ。）

Ｂ　次の算式によつて算定した市町村ごとの乗率（算定の過程及び当該乗率に小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四

捨五入する。以下この条において同じ。）

算式

はｂが０であるときは０とする。
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算式の符号

ａ　符号Ａに同じ。

ｂ　当該年度の前４年度の３月１日から前３年度の２月末日までの間の当該市町村の区域内において売渡し等が行われた製造たばこの

本数

Ｃ　次の算式によつて算定した額

算式

（ｃ×ｄ－ｅ）×０．７５

（ｃ×ｄ－ｅ）×０．７５に千円未満の端数があるときはその端数を切り上げ、ｃ×ｄ－ｅが負数となるときは０とする。

算式の符号

ｃ　前々年度の３月１日から前年度の２月末日までの間に当該市町村の区域内において売渡し等が行われた製造たばこの本数

ｄ　地方税法第４６８条に定める市町村たばこ税の税率

ｅ　前３年度の全国のたばこ税の額の合計額に当該市町村のたばこ消費基礎人口（地方税法第４８５条の１３に規定するたばこ消費基

礎人口をいう。以下同じ。）に２．００を乗じて得た数を全国のたばこ消費基礎人口の合計数で除して得た割合を乗じて得た額（千円

未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。）

（鉱産税の基準税額の算定方法）

第三十五条　鉱産税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

算式

Ａ×０．００７５＋Ｂ×０．００５２５

Ａ×０．００７５及びＢ×０．００５２５に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ａ　前年度において鉱産税の課税標準となつた額（同年度中に申告書の提出又は更正若しくは決定（以下この条において「申告書の提

出等」という。）があつた場合における 終の申告書の提出等に係る課税標準額（当該年度の４月１日現在において閉鎖している作業

場に係るものとして総務大臣が調査した額を除く。）をいう。以下この条において同じ。）から前々年度以前の年度において申告書の提

出等があつたものについて前年度中に更正があつた場合における当該前々年度以前の年度において鉱産税の課税標準となつた額を控除

した額のうち地方税法第５２０条第１項本文の規定の適用を受けるものの額

Ｂ　前年度において鉱産税の課税標準となつた額から前々年度以前の年度において申告書の提出等があつたものについて前年度中に更

正があつた場合における当該前々年度以前の年度において鉱産税の課税標準となつた額を控除した額のうち地方税法第５２０条第１項

ただし書の規定の適用を受けるものの額

（特別土地保有税の基準税額の算定方法）

第三十六条　特別土地保有税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる

場合には、当該合算額は零とする。

一　土地に対して課する分

次の算式によつて算定した額。

算式

〔｛（Ａ－Ｃ）×（１．４／１００）－（Ｂ－Ｄ）×（１．４／１００）｝－Ｅ－（Ｆ－Ｇ＋Ｈ）〕×０．７３５

算式の符号

Ａ　前年度に課税の対象となつた土地（地方税法第５８６条、第５８７条第１項、第５８７条の２、同法附則第３１条の２、第３９

条第６項又は同条第７項の規定により非課税となるもの又は同法第５９５条の規定による免税点未満のものを除く。）の取得価額

（前年度中に申告書若しくは修正申告書の提出、更正又は決定（以下この号において「申告書の提出等」という。）があつた場合に

おける 終の申告書の提出等による額（地方税法第６条の規定により当該市町村が課税をしないこととしている土地に係る課税標

準となるべき取得価額を含む。）をいう。以下この条において同じ。）

Ｂ　Ａに係る土地の固定資産税の課税標準となるべき価額

Ｃ　Ａに係る土地のうち固定資産税の課税標準となるべき価額が取得価額を超えるものの取得価額

Ｄ　Ａに係る土地のうち固定資産税の課税標準となるべき価額が取得価額を超えるものの課税標準となるべき価額

Ｅ　Ａに係る土地のうち、前々年度以前の年度において申告書の提出等があつたものについて、前年度中に修正申告書の提出又は更

正があつた場合における当該修正申告書の提出又は更正に係る前々年度までにすでに納付の確定した税額

Ｆ　地方税法第６０１条第３項（同法第６０２条第２項、第６０３条の２の２第３項、同法附則第３１条の３の２第４項及び第３１

条の３の３第３項において準用する場合を含む。）若しくは第４項（同法第６０２条第２項、第６０３条の２の２第３項、同法附

則第３１条の３の２第４項及び第３１条の３の３第３項において準用する場合を含む。）、第６０３条第３項、第６０３条の２第６

項、同法附則第３１条の３の２第３項又は第３１条の３の３第２項の規定によつて前年度中に徴収猶予した税額

Ｇ　地方税法第６０１条第５項（同法第６０２条第２項、第６０３条第４項、第６０３条の２の２第３項、附則第３１条の３の２第

４項及び第３１条の３の３第３項において準用する場合を含む。）、同法附則第３１条の３の２第３項又は第３１条の３の３第２項

の規定により前年度中に徴収猶予を取り消した税額（同法附則第３１条の３の２第１項の認定を受けない決定をした額を除く。）

並びに同法第６０３条の２第６項、同法附則第３１条の３の２第３項又は第３１条の３の３第２項の規定によつて徴収猶予されて

いた者が、前年度中に同法第６０３条の２第１項、同法附則第３１条の３の２第１項又は第３１条の３の３第１項の認定を受けな

いこととなつた場合における当該税額

Ｈ　地方税法第６０１条第７項（同法第６０２条第２項、第６０３条第４項、第６０３条の２第７項、第６０３条の２の２第３項、

同法附則第３１条の３の２第４項及び第３１条の３の３第３項において準用する場合を含む。）の規定によつて前年度中に還付す

べきことが確定した税額（同法第６０３条の２第６項ただし書、附則第３１条の３の２第３項ただし書又は第３１条の３の３第２

項ただし書の規定の適用を受けていた者が、同法第６０３条の２第１項、附則第３１条の３の２第１項又は第３１条の３の３第１

項の認定を受けた場合における当該税額のうち未納となつていた額を含む。）

二　土地の取得に対して課する分

次の算式によつて算定した額

算式

〔｛（Ａ－Ｃ）×（３／１００）－（Ｂ－Ｄ）×（４／１００）｝－Ｅ－（Ｆ－Ｇ＋Ｈ）〕×０．７３５

算式の符号
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Ａ　前年度に課税の対象となつた土地（地方税法第５８６条、第５８７条第２項、附則第３１条の２、第３１条の２の２、第３８条

第４項、第３９条第６項若しくは同条第７項の規定により非課税となるもの又は同法第５９５条の規定による免税点未満のものを

除く。）の取得価額

Ｂ　Ａに係る土地の不動産取得税の課税標準となるべき価額

Ｃ　Ａに係る土地のうち不動産取得税の課税標準となるべき価額に４／３を乗じて得た額が取得価額を超えるものの取得価額

Ｄ　Ａに係る土地のうち不動産取得税の課税標準となるべき価額に４／３を乗じて得た額が取得価額を超えるものの課税標準となる

べき価額

Ｅ　前号の算式の符号中Ｅに同じ。

Ｆ　前号の算式の符号中Ｆに同じ。

Ｇ　前号の算式の符号中Ｇに同じ。

Ｈ　前号の算式の符号中Ｈに同じ。

三　遊休土地に対して課する分

次の算式によつて算定した額

算式

［（Ａ×（１．４／１００））－｛（Ｂ×（１．４／１００））＋Ｃ｝－Ｄ－（Ｅ－Ｆ＋Ｇ）］×０．７３５

算式の符号

Ａ　前年度に課税の対象となつた地方税法第６２１条に規定する遊休土地（同法第５８６条第１項の規定により非課税となるものを

除く。以下「遊休土地」という。）の時価又は遊休土地である土地の取得価額のいずれか高い金額

Ｂ　Ａに係る土地の固定資産税の課税標準となるべき価額

Ｃ　Ａに係る土地のうち土地に対して課する特別土地保有税が課される土地がある場合にあつては、当該土地に対して地方税法第５

８５条の規定により市町村が課すべき前年度分の同法第５９６条に規定する同法第５９９条第１項第１号の特別土地保有税の税額

の合計額

Ｄ　前号の算式の符号中Ｅに同じ

Ｅ　地方税法第６２９条第５項の規定により前年度中に徴収猶予した税額

Ｆ　地方税法第６２９条第５項の規定により徴収猶予されていた者が、前年度中に同条第１項の認定を受けないこととなつた場合に

おける当該税額

Ｇ　地方税法第６２９条第８項の規定により前年度中に還付すべきことが確定した税額（同条第５項ただし書の規定の適用を受けて

いた者が、同条第１項の認定を受けた場合における当該税額のうち未納となつていた額を含む。）

（事業所税の基準税額の算定の方法）

第三十七条　事業所税の基準税額は、地方税法第七百一条の三十の規定によつて事業所税を課するものとされている指定都市等（同法第七

百一条の三十一第一項第一号に掲げる市をいう。以下同じ。）について、次の算式によつて算定した額とする。

算式

（Ａ×６００円＋Ｂ×（０．２５／１００）－Ｃ）×０．７４９２５

算式の符号

Ａ　前年度の事業に係る事業所税の資産割に係る課税の対象となつた事業所床面積の数値（前年度中に申告書若しくは修正申告書の提

出、更正又は決定（以下この条において「申告書の提出等」という。）があつた場合における 終の申告書の提出等による数値をいい、

表示単位は平方メートルとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下同じ。）

Ｂ　前年度の事業に係る事業所税の従業者割に係る課税の対象となつた従業者給与総額（前年度中に申告書の提出等があつた場合にお

ける 終の申告書の提出等による額をいう。以下同じ。）

Ｃ　Ａ及びＢに係る税額のうち、前々年度以前の年度において申告書の提出等があつたものについて、前年度中に修正申告書の提出又

は更正があつた場合における当該修正申告書の提出又は更正に係る前々年度までに既に納付の確定した税額

（利子割交付金の基準額の算定方法）

第三十七条の二　利子割交付金の基準額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる

場合には当該額は零とする。

一　当該年度に係る額

地方税法施行令第九条の十五の規定により前年度の八月、十二月及び三月に交付された利子割交付金の額の合算額に一・五九二を乗じ

て得た額に〇・七五を乗じて得た額

二　前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額

次の算式によつて算定した額

算式

Ａ×０．７５－Ｂ

算式の符号

Ａ　前年度の８月、１２月及び３月に交付された利子割交付金の額の合算額

Ｂ　前年度における前号の額

三　前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

（配当割交付金の基準額の算定方法）

第三十七条の三　配当割交付金の基準額は、地方税法施行令第九条の十九の規定により前年度の八月、十二月及び三月に交付された配当割

交付金の額の合算額に一・二四九を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た額とする。

（株式等譲渡所得割交付金の基準額の算定方法）

第三十七条の四　株式等譲渡所得割交付金の基準額は、地方税法施行令第九条の二十三の規定により前年度の三月に交付された株式等譲渡

所得割交付金の額の合算額に一・〇九八を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た額とする。

（法人事業税交付金の基準額の算定方法）

第三十七条の四の二　法人事業税交付金の基準額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該額が負と

なる場合には、当該額は零とする。

一　当該年度に係る額

次の算式によつて算定した額

算式
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｛（Ａ×α×Ｂ／Ｃ）×０．７５

Ａ×α 及びＡ×α×Ｂ／Ｃに小数点未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ａ　当該市町村を包括する道府県の前年度の法人事業税調定額（標準税率分）として総務大臣が通知した数

Ｂ　当該市町村従業者数（当該市町村の地方税法第７２条の７６に規定する従業者数。ただし、地方税法施行令第７条の２の２の規

定の適用を受ける市町村にあつては、当該規定による従業者数）

Ｃ　当該道府県の区域内の市町村に係る符号Ｂの合計

α　０．０７

二　令和五年改正前の省令第三十七条の四の二の額の過大算定額又は過少算定額

次の算式によつて算定した額

算式

Ａ×０．７５－Ｂ

算式の符号

Ａ　前年度の８月、１２月及び３月に交付された法人事業税交付金の額の合算額

Ｂ　前年度における令和５年改正前の省令第３７条の４の２の額

（地方消費税交付金の基準額の算定方法等）

第三十七条の四の三　地方消費税交付金の基準額は、次の算式によつて算定した額とする。

算式

Ａ＋Ｂ

算式の符号

Ａ　次の算式Ⅰによつて算定した地方税法第７２条の１１５第１項の規定による基準額（以下「地方消費税交付金基準額（従来分）」

という。）

算式Ⅰ

ａ×α×０．７５

算式Ⅰの符号

ａ　地方税法第７２条の１１５第１項の規定により当該市町村に前年度の６月、９月、１２月及び３月に交付された地方消費税交付金

の額

α　１．０３１

Ｂ　次の算式Ⅱによつて算定した地方税法第７２条の１１５第２項の規定による基準額（算定の過程においては掛け放しとし、当該算

式によつて算定した額に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「地方消費税交付金基準額（引上げ分）」とい

う。）

算式Ⅱ

ｂ×β×０．７５

算式Ⅱの符号

ｂ　地方税法第７２条の１１５第２項の規定により当該市町村に前年度の６月、９月、１２月及び３月に交付された地方消費税交付金

の額

β　１．０３１

（ゴルフ場利用税交付金の基準額の算定方法）

第三十七条の五　ゴルフ場利用税交付金の基準額は、地方税法第百三条の規定によつてゴルフ場利用税交付金を交付されるべきゴルフ場所

在市町村について、当該市町村の所在する都道府県の条例により定められた当該年度の四月一日現在のゴルフ場に係る一人一日当たりの

税率（これにより難いと認められる場合は、総務大臣が定める率）に一九二を乗じて得た額に、総務大臣が調査した前年の三月一日から

その年の二月末日までの当該市町村のゴルフ場（その年の三月三十一日までに廃止されたものを除く。）ごとの延利用者数の一日当たり

の数（当該ゴルフ場が二以上の市町村の区域にまたがつて所在する場合には、当該ゴルフ場の総面積に対する当該市町村に係る当該ゴル

フ場の面積の割合によつて按分した数とし、一人未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）に〇・九四六を乗じて得た数（一

人未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）を乗じて得た額の合算額とする。

（軽油引取税交付金の基準額の算定方法）

第三十八条　軽油引取税交付金の基準額は、地方税法第百四十四条の六十の規定によつて軽油引取税交付金を交付されるべき指定都市につ

いて、地方税法施行規則第八条の五十五の規定により前年度の八月、十二月及び三月に交付された軽油引取税交付金の額の合算額に、別

表第十一に定める率を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た額とする。

（環境性能割交付金の基準額の算定方法）

第三十八条の二　環境性能割交付金の基準額は、指定都市にあつては地方税法第百七十七条の六第一項に係るもの（以下「市町村道分」と

いう。）及び同条第二項に係るもの（以下「一般国道等分」という。）ごとに第一号に定める方法によつて算定した額の合算額とし、指定

都市以外の市町村にあつては第二号に定める方法によつて市町村ごとに算定した額とする。

一　指定都市の基準額

算式

（Ａ×Ｂ）×０．７５

（Ａ×Ｂ）及び（Ａ×Ｂ）×０．７５に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ａ　前年度中に環境性能割交付金（平成２８年地方税法等改正法による改正前の地方税法第１４３条の規定により市町村に交付する

ものとされる自動車取得税に係る交付金を含む。以下この条及び第５０条において同じ。）として当該指定都市に対して交付され

た額のうち市町村道分の額又は一般国道等分の額

Ｂ　次の算式によつて算定した環境性能割交付金の指定都市別の市町村道分又は一般国道等分ごとの伸び率

算式

×０．７４７９
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（ａ／ｂ）、 及び ×０．７４７９に小数点以下４位未満の端数があるときは、そ

の端数を四捨五入する。

算式の符号

ａ　符号Ａに同じ

ｂ　当該年度の前３年度に環境性能割交付金として当該指定都市に対して交付された額のうち市町村道分の額又は一般国道等分の額

二　指定都市以外の市町村の基準額

算式

（Ａ×Ｂ）×０．７５

（Ａ×Ｂ）及び（Ａ×Ｂ）×０．７５に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ａ　前年度中に環境性能割交付金として当該市町村に対して交付された額

Ｂ　次の算式によつて算定した環境性能割交付金の伸び率

算式

×０．７４７９

（ａ／ｂ）、 及び ×０．７４７９に小数点以下４位未満の端数があるときは、そ

の端数を四捨五入する。

算式の符号

ａ　符号Ａに同じ

ｂ　当該年度の前３年度に環境性能割交付金として当該市町村に対して交付された額

（地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法）

第三十九条　地方揮発油譲与税の基準税額は、指定都市にあつては第一号及び第二号に定める額の合算額とし、指定都市以外の市町村にあ

つては第一号に定める額とする。

一　地方揮発油譲与税法第四条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第三条に係

る額（改正前の地方道路譲与税法第四条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地方道路譲与税の額のうち改正前

の地方道路譲与税法第三条に係る額を含む。）の合算額に〇・九七八を乗じて得た額

二　地方揮発油譲与税法第四条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第二条に係

る額（改正前の地方道路譲与税法第四条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地方道路譲与税の額のうち改正前

の地方道路譲与税法第二条に係る額を含む。）の合算額に〇・九八〇を乗じて得た額

（特別とん譲与税の基準税額の算定方法）

第四十条　特別とん譲与税の基準税額は、特別とん譲与税法（昭和三十二年法律第七十七号）第二条の規定によつて特別とん譲与税を譲与

されるべき開港所在市町村について、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合

には、当該合算額は零とする。

一　特別とん譲与税法第三条の規定によつて前年度の九月及び三月に譲与された特別とん譲与税の額の合算額（五百円未満の端数がある

ときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。次号において同じ。）に〇・九

七〇を乗じて得た額

二　前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額

次の算式によつて算定した額

算式

Ａ－Ｂ

算式の符号

Ａ　前年度の９月及び３月に譲与された特別とん譲与税の額の合算額

Ｂ　前年度における前号の額

（石油ガス譲与税の基準税額の算定方法）

第四十条の二　石油ガス譲与税の基準税額は、石油ガス譲与税法第二条の規定によつて石油ガス譲与税を譲与されるべき指定都市につい

て、同法第三条の規定により前年度の六月、十一月及び三月に譲与された石油ガス譲与税の額の合算額に一・〇六四を乗じて得た額とす

る。

（自動車重量譲与税の基準税額の算定方法）

第四十条の三　自動車重量譲与税の基準税額は、自動車重量譲与税法第一条の規定によつて自動車重量譲与税を譲与されるべき市町村につ

いて、同法第三条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された自動車重量譲与税の額の合算額に〇・九七五を乗じて得た

額とする。
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（航空機燃料譲与税の基準税額の算定方法）

第四十条の四　航空機燃料譲与税の基準税額は、航空機燃料譲与税法第二条の規定によつて航空機燃料譲与税を譲与されるべき空港関係市

町村について、同法第三条の規定により前年度の九月及び三月に譲与された航空機燃料譲与税の額の合算額に一・一三三を乗じて得た額

とする。

（森林環境譲与税の基準税額の算定方法）

第四十条の五　森林環境譲与税の基準税額は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第二十八条の規定によつて森林環境譲与税が譲

与されるべき市町村について、同法第三十条の規定により前年度の九月及び三月に譲与された森林環境譲与税の額の合算額に〇・九九九

を乗じて得た額とする。

（市町村交付金の基準額の算定方法）

第四十一条　市町村交付金の基準額は、第一号及び第二号に定める額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算

額は零とする。

一　（一）から（六）までに定める額の合算額に〇・〇一〇五を乗じて得た額

（一）　交付金法第二条第一項第一号の固定資産（同条第三項各号に掲げるものを除く。）について、各省各庁の長又は地方公共団体の

長が交付金法第七条、第八条、第九条第二項（交付金法第十条第四項において準用する場合を含む。）又は第十条第一項若しくは第

二項の規定により通知（当該年度の四月一日以後の通知を除く。）した価格を基礎として交付金法の規定（第十五条第一項及び第二

項の規定を除くものとし、交付金法第五条及び第六条の規定の適用については、特別区は指定都市とみなす。）によつて算定した当

該市町村の当該年度の交付金算定標準額

（二）　交付金法第二条第一項第二号の固定資産（同条第四項に規定するものを除く。）について、各省各庁の長又は地方公共団体の長

が交付金法第七条、第八条、第九条第二項（交付金法第十条第四項において準用する場合を含む。）又は第十条第一項若しくは第二

項の規定により通知（当該年度の四月一日以後の通知を除く。）した価格を基礎として交付金法の規定（第十五条第一項及び第二項

の規定を除くものとし、交付金法第五条及び第六条の規定の適用については、特別区は指定都市とみなす。）によつて算定した当該

市町村の当該年度の交付金算定標準額

（三）　交付金法第二条第一項第三号の国有林野に係る土地（同条第三項各号に掲げるものを除く。）について、各省各庁の長が交付金

法第七条、第八条又は第九条第二項の規定により通知（当該年度の四月一日以後の通知を除く。）した価格を基礎として交付金法の

規定（第十五条第一項及び第二項の規定を除く。）によつて算定した当該市町村の当該年度の交付金算定標準額

（四）　交付金法第二条第一項第四号の固定資産（同法第二十条に規定する多目的ダムを含む。）について、各省各庁の長又は地方公共

団体の長が同法第七条、第八条、第九条第二項（同法第十条第四項において準用する場合を含む。）又は第十条第一項若しくは第二

項の規定により通知（当該年度の四月一日以後の通知を除く。）した価格を基礎として同法の規定（第十五条第一項及び第二項の規

定を除くものとし、同法第五条及び第六条の規定の適用については、特別区は指定都市とみなす。）によつて算定した当該市町村の

当該年度の交付金算定標準額

（五）　交付金法第二条第一項第五号の水道施設若しくは工業用水道施設のうちダム以外のものの用に供する土地又は水道若しくは工業

用水道の用に供するダムの用に供する固定資産（同法第二十条に規定する多目的ダムを含む。ただし、（四）に掲げるものを除く。）

について、各省各庁の長又は地方公共団体の長が同法第七条、第八条又は第九条第二項の規定により通知（当該年度の四月一日以後

の通知を除く。）した価格を基礎として同法の規定（第十五条第一項及び第二項の規定を除く。）によつて算定した当該市町村の当該

年度の交付金算定標準額

（六）　交付金法第二条第一項第六号の固定資産（同条第三項各号に掲げるものを除く。）について、各省各庁の長が交付金法第七条、

第八条又は第九条第二項の規定により通知（当該年度の四月一日以後の通知を除く。）した価格を基礎として交付金法の規定（第十

五条第一項及び第二項の規定を除く。）によつて算定した当該市町村の当該年度の交付金算定標準額

二　前年度以前の年度の市町村交付金の基準額の算定に用いた交付金算定標準額について、当該各年度の四月一日以後において前号（一）

から（六）までに規定する価格の通知が変更されたことその他の理由により総務大臣が過大又は過少と認めた額に〇・〇一〇五を乗じ

て得た額

第三節　低開発地域工業開発促進法等による特例

（都道府県に係る控除額の算定方法）

第四十二条　低開発地域工業開発促進法（昭和三十六年法律第二百十六号。以下この条において「低工法」という。）第五条、近畿圏の近

郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律（昭和三十九年法律第百四十五号。以下この条及び次条において「近畿圏法」

という。）第四十七条、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律（昭和三十三年法律第九十八号。以下この条及び次

条において「首都圏法」という。）第三十三条の二、中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律（昭和四

十二年法律第百二号。以下この条及び次条において「中部圏法」という。）第八条、沖縄振興特別措置法（以下この条及び次条において

「沖縄振興法」という。）第九条、第三十二条、第三十七条、第五十一条、第五十八条及び第八十九条、沖縄振興特別措置法の一部を改正

する法律（平成二十四年法律第十三号。以下この条及び次条において「平成二十四年沖縄振興法改正法」という。）附則第二条、沖縄振

興特別措置法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第七号。以下この条及び次条において「平成二十六年沖縄振興法改正法」とい

う。）附則第五条、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律（令和四年法律第七号。以下この条及び次条において「令和四年沖縄振

興法等改正法」という。）附則第八条、半島振興法第十七条、総合保養地域整備法（昭和六十二年法律第七十一号。以下この条及び次条

において「リゾート法」という。）第九条、関西文化学術研究都市建設促進法（昭和六十二年法律第七十二号。以下この条及び次条にお

いて「関西学研法」という。）第十一条、多極分散型国土形成促進法（昭和六十三年法律第八十三号。以下この条及び次条において「多

極法」という。）第十四条、過疎地域持続的発展法第二十四条、過疎地域持続的発展法附則第四条第三項の規定によりなお効力を有する

こととされた過疎地域自立促進特別措置法（以下この条において「旧過疎法」という。）第三十一条、山村振興法第十四条、離島振興法

第二十条、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律（平成四年法律第七十六号。以下この条及び次条にお

いて「地方拠点法」という。）第十二条及び第三十六条、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法

律（平成五年法律第七十二号。以下この条及び次条において「特定農山村法」という。）第十六条、大阪湾臨海地域開発整備法（平成四

年法律第百十号。以下この条及び次条において「ベイエリア法」という。）第十四条、奄美振興法第三十八条、奄美群島振興開発特別措

置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第六号。以下この条において「奄美振興法等改正法」

という。）附則第二条、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法（平成十二年法律第百四十八号。以下この条及び次条にお

いて「原発等立地地域振興法」という。）第十条、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律（平成十九年

法律第四十号。次条において「地域未来投資促進法」という。）第二十六条、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び

活性化に関する法律の一部を改正する法律（平成二十九年法律第四十七号）附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとさ

れた同法による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第二十条並びに地域再生法（平成
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十七年法律第二十四号）第十七条の六の規定（以下「課税免除等の特例規定」と総称する。）によつて都道府県の基準財政収入額から控

除する額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて算定した額の合算額とする。

一　事業税

（一）及び（二）によつて算定した額の合算額とする。

（一）　個人事業税

次の算式によつて算定した額

算式

Ａ×０．０３７５＋Ｂ×（０．０３７５－Ｃ×０．７５）＋Ｄ×０．０３＋Ｅ×（０．０３－Ｆ×０．７５）＋Ｇ×（０．０３７５

－Ｈ×０．７５）＋Ｉ×（０．０３７５－Ｊ×０．７５）＋Ｋ×（０．０３７５－Ｌ×０．７５）＋Ｍ×０．０１８７５×α ＋

Ｎ×０．００９３７５×α ＋Ｏ×０．００４６８７５×α ＋Ｐ×（０．０３７５－Ｑ×０．７５）×α ＋Ｒ×（０．０３７５－

Ｓ×０．７５）×α ＋Ｔ×（０．０３７５－Ｕ×０．７５）×α

算式の符号

Ａ　低工法第５条、沖縄振興法第９条、第３２条、第３７条、第５１条、第５８条及び第８９条、平成２４年沖縄振興法改正法附則

第２条、平成２６年沖縄振興法改正法附則第５条、令和４年沖縄振興法等改正法附則第８条、過疎地域持続的発展法第２４条、旧

過疎法第３１条、離島振興法第２０条、奄美振興法第３８条並びに奄美振興法等改正法附則第２条の規定の適用を受ける課税免除

に係る課税標準額のうち個人の行う事業（畜産業、水産業及び薪炭製造業を除く。）に係るもの

Ｂ　低工法第５条、沖縄振興法第９条、第３２条、第３７条、第５１条、第５８条及び第８９条、平成２４年沖縄振興法改正法附則

第２条、平成２６年沖縄振興法改正法附則第５条、令和４年沖縄振興法等改正法附則第８条、過疎地域持続的発展法第２４条、旧

過疎法第３１条、離島振興法第２０条、奄美振興法第３８条並びに奄美振興法等改正法附則第２条の規定の適用を受ける不均一課

税に係る課税標準額のうち個人の行う事業（畜産業、水産業及び薪炭製造業を除く。）に係るもの

Ｃ　当該都道府県が符号Ｂに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が０．０５を超えるときは、０．０５とする。

Ｄ　沖縄振興法第８９条、令和４年沖縄振興法等改正法附則第８条、過疎地域持続的発展法第２４条、旧過疎法第３１条、離島振興

法第２０条、奄美振興法第３８条及び奄美振興法等改正法附則第２条の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち個人

の行う畜産業、水産業又は薪炭製造業に係るもの

Ｅ　沖縄振興法第８９条、令和４年沖縄振興法等改正法附則第８条、過疎地域持続的発展法第２４条、旧過疎法第３１条、離島振興

法第２０条、奄美振興法第３８条及び奄美振興法等改正法附則第２条の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち個

人の行う畜産業、水産業又は薪炭製造業に係るもの

Ｆ　当該都道府県が符号Ｅに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が０．０４を超えるときは、０．０４とする。

Ｇ　半島振興法第１７条及び原発等立地地域振興法第１０条の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額で個人の行う事業に

係るもののうちその適用の初年度に係るもの

Ｈ　当該都道府県が符号Ｇに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が０．０５を超えるときは０．０５とし、当該

率が０．０２５に満たないときは０．０２５とする。

Ｉ　符号Ｇに同じ。この場合において、符号Ｇ中「初年度」とあるのは「第二年度分」と読み替えるものとする。

Ｊ　符号Ｈに同じ。この場合において、符号Ｈ中「符号Ｇ」とあるのは「符号Ｉ」と、「０．０２５」とあるのは「０．０３７５」

とそれぞれ読み替えるものとする。

Ｋ　符号Ｇに同じ。この場合において、符号Ｇ中「初年度」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。

Ｌ　符号Ｈに同じ。この場合において、符号Ｈ中「符号Ｇ」とあるのは「符号Ｋ」と、「０．０２５」とあるのは「０．０４３７５」

とそれぞれ読み替えるものとする。

Ｍ　地域再生法第１７条の６の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額（同条第１号の措置に係るものに限る。）で個人の行

う事業に係るもののうちその適用の初年度に係るもの

Ｎ　符号Ｍに同じ。この場合において、符号Ｍ中「初年度」とあるのは「第二年度分」と読み替えるものとする。

Ｏ　符号Ｍに同じ。この場合において、符号Ｍ中「初年度」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。

Ｐ　地域再生法第１７条の６の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額（同条第１号の措置に係るものに限る。）で個人の

行う事業に係るもののうちその適用の初年度に係るもの

Ｑ　当該都道府県が符号Ｐに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が０．０５を超えるときは０．０５とし、当該

率が０．０２５に満たないときは０．０２５とする。

Ｒ　符号Ｐに同じ。この場合において、符号Ｐ中「初年度」とあるのは「第二年度分」と読み替えるものとする。

Ｓ　符号Ｑに同じ。この場合において、符号Ｑ中「符号Ｐ」とあるのは「符号Ｒ」と、「０．０２５」とあるのは「０．０３７５」

とそれぞれ読み替えるものとする。

Ｔ　符号Ｐに同じ。この場合において、同符号中「初年度」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。

Ｕ　符号Ｑに同じ。この場合において、符号Ｑ中「符号Ｐ」とあるのは「符号Ｔ」と、「０．０２５」とあるのは「０．０４３７５」

とそれぞれ読み替えるものとする。

α　地域再生法第５条第１８項（同法第７条第２項において準用する場合を含む。）の規定により当該都道府県の区域に係る同法第

５条第１項の地域再生計画（同条第４項第５号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に関する事項が記載されたも

のに限る。）が公示された日（地域再生法の一部を改正する法律（平成２７年法律第４９号）の施行の日以降 初に公示された日

に限る。）の属する年度前３年度以内の各年度に係る地方交付税法第１４条の規定により算定した基準財政収入額を同法第１１条

の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの３分の１の数値（以下この条及び次条において「財政力

要件の判定に用いた財政力指数」という。）が０．５２未満の都道府県にあつては１、０．５２以上０．６９未満の都道府県にあ

つては２／３、０．６９以上０．８５未満の都道府県にあつては１／３。ただし、地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定

める省令の一部を改正する省令（平成３０年総務省令第３３号。以下この条及び次条において「平成３０年地域再生省令改正省

令」という。）の施行の日前に設備を新設し、又は増設した事業者に係る不均一課税については、財政力要件の判定に用いた財政

力指数が０．４７未満の都道府県にあつては１、０．４７以上０．６３未満の都道府県にあつては２／３、０．６３以上０．７８

未満の都道府県にあつては１／３とする。

（二）　法人事業税

次の算式によつて算定した額

算式

Σ ａ×ｂ×０．７５＋ Σ ｃ×（ｄ－ｅ）×０．７５＋ Σ ｆ×ｇ×０．７５＋ Σ ｈ×（ｉ－ｊ）×０．７５＋ Σ ｋ×（ｌ－ｍ）×

０．７５＋ Σ ｎ×（ｏ－ｐ）×０．７５＋ Σ ｑ×（ｒ－ｓ）×０．７５＋ Σ ｔ×ｕ×０．３７５×α ＋ Σ ｖ×ｗ×０．１８７
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５×α ＋ Σ ｘ×ｙ×０．０９３７５×α ＋ Σ ｚ×（ａａ－ａｂ）×０．７５×α ＋ Σ ａｃ×（ａｄ－ａｅ）×０．７５×α

＋ Σ ａｆ×（ａｇ－ａｈ）×０．７５×α ＋ Σ ａｉ×ａｊ×０．３７５×α ＋ Σ ａｋ×ａｌ×０．１８７５×α ＋ Σ ａｍ×

ａｎ×０．０９３７５×α ＋ Σ ａｏ×（ａｐ－ａｑ）×０．７５×α ＋ Σ ａｒ×（ａｓ－ａｔ）×０．７５×α ＋ Σ ａｕ×

（ａｖ－ａｗ）×０．７５×α

算式の符号

ａ　低工法第５条、沖縄振興法第９条、第３２条、第３７条、第５１条、第５８条及び第８９条、平成２４年沖縄振興法改正法附則

第２条、平成２６年沖縄振興法改正法附則第５条、令和４年沖縄振興法等改正法附則第８条、過疎地域持続的発展法第２４条、旧

過疎法第３１条、離島振興法第２０条、奄美振興法第３８条並びに奄美振興法等改正法附則第２条の規定の適用を受ける課税免除

に係る所得金額を課税標準とする法人の税率区分ごとの課税標準額

ｂ　符号ａに係る標準税率

ｃ　低工法第５条、沖縄振興法第９条、第３２条、第３７条、第５１条、第５８条及び第８９条、平成２４年沖縄振興法改正法附則

第２条、平成２６年沖縄振興法改正法附則第５条、令和４年沖縄振興法等改正法附則第８条、過疎地域持続的発展法第２４条、旧

過疎法第３１条、離島振興法第２０条、奄美振興法第３８条並びに奄美振興法等改正法附則第２条の規定の適用を受ける不均一課

税に係る所得金額を課税標準とする法人の税率区分ごとの課税標準額

ｄ　符号ｃに係る標準税率

ｅ　当該都道府県がｃに係る不均一課税に際して適用する税率区分ごとの税率。ただし、当該率がそれぞれの税率区分に係る標準税

率を超えるときは、当該標準税率とする。

ｆ　沖縄振興法第９条、第３２条、第３７条、第５１条及び第５８条の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち収入金

額を課税標準とする法人の課税標準額

ｇ　符号ｆに係る標準税率

ｈ　沖縄振興法第９条、第３２条、第３７条、第５１条及び第５８条の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち収入

金額を課税標準とする法人の課税標準額

ｉ　符号ｈに係る標準税率

ｊ　当該都道府県がｈに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が標準税率を超えるときは、当該標準税率とする。

ｋ　半島振興法第１７条及び原発等立地地域振興法第１０条の規定の適用を受ける不均一課税に係る所得金額を課税標準とする法人

の税率区分ごとの課税標準額のうちその適用の初年度に係るもの

ｌ　符号ｋに係る標準税率

ｍ　当該都道府県が符号ｋに係る不均一課税に際して適用する税率区分ごとの税率。ただし、当該率がそれぞれの税率区分に係る標

準税率を超えるときは、当該標準税率とし、当該率がそれぞれの税率区分に係る標準税率に０．５を乗じて得た率に満たないとき

は、当該標準税率に０．５を乗じて得た率とする。

ｎ　符号ｋに同じ。この場合において、符号ｋ中「初年度」とあるのは「第二年度分」と読み替えるものとする。

ｏ　符号ｎに係る標準税率

ｐ　符号ｍに同じ。この場合において、符号ｍ中「符号ｋ」とあるのは「符号ｎ」と、「０．５」とあるのは「０．７５」とそれぞ

れ読み替えるものとする。

ｑ　符号ｋに同じ。この場合において、符号ｋ中「初年度」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。

ｒ　符号ｑに係る標準税率

ｓ　符号ｍに同じ。この場合において、符号ｍ中「符号ｋ」とあるのは「符号ｑ」と、「０．５」とあるのは「０．８７５」とそれ

ぞれ読み替えるものとする。

ｔ　地域再生法第１７条の６の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額（同条第１号の措置に係るものに限る。）で所得金額

を課税標準とする法人の税率区分ごとの課税標準額のうちその適用の初年度に係るもの

ｕ　符号ｔに係る標準税率

ｖ　符号ｔに同じ。この場合において、符号ｔ中「初年度」とあるのは「第二年度分」と読み替えるものとする。

ｗ　符号ｖに係る標準税率

ｘ　符号ｔに同じ。この場合において、符号ｔ中「初年度」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。

ｙ　符号ｘに係る標準税率

ｚ　地域再生法第１７条の６の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額（同条第１号の措置に係るものに限る。）で所得金

額を課税標準とする法人の税率区分ごとの課税標準額のうちその適用の初年度に係るもの

ａａ　符号ｚに係る標準税率

ａｂ　当該都道府県が符号ｚに係る不均一課税に際して適用する税率区分ごとの税率。ただし、当該率がそれぞれの税率区分に係る

標準税率を超えるときは、当該標準税率とし、当該率がそれぞれの税率区分に係る標準税率に０．５を乗じて得た率に満たないと

きは、当該標準税率に０．５を乗じて得た率とする。

ａｃ　符号ｚに同じ。この場合において、符号ｚ中「初年度」とあるのは「第二年度分」と読み替えるものとする。

ａｄ　符号ａｃに係る標準税率

ａｅ　符号ａｂに同じ。この場合において、符号ａｂ中「符号ｚ」とあるのは「符号ａｃ」と、「０．５」とあるのは「０．７５」

とそれぞれ読み替えるものとする。

ａｆ　符号ｚに同じ。この場合において、符号ｚ中「初年度」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。

ａｇ　符号ａｆに係る標準税率

ａｈ　符号ａｂに同じ。この場合において、符号ａｂ中「符号ｚ」とあるのは「符号ａｆ」と、「０．５」とあるのは「０．８７５」

とそれぞれ読み替えるものとする。

ａｉ　地域再生法第１７条の６の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額（同条第１号の措置に係るものに限る。）で収入金

額を課税標準とする法人の税率区分ごとの課税標準額のうちその適用の初年度に係るもの

ａｊ　符号ａｉに係る標準税率

ａｋ　符号ａｉに同じ。この場合において、符号ａｉ中「初年度」とあるのは「第二年度分」と読み替えるものとする。

ａｌ　符号ａｋに係る標準税率

ａｍ　符号ａｉに同じ。この場合において、符号ａｉ中「初年度」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。

ａｎ　符号ａｍに係る標準税率

262



ａｏ　地域再生法第１７条の６の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額（同条第１号の措置に係るものに限る。）で収入

金額を課税標準とする法人の税率区分ごとの課税標準額のうちその適用の初年度に係るもの

ａｐ　符号ａｏに係る標準税率

ａｑ　当該都道府県が符号ａｏに係る不均一課税に際して適用する税率区分ごとの税率。ただし、当該率がそれぞれの税率区分に係

る標準税率を超えるときは、当該標準税率とし、当該率がそれぞれの税率区分に係る標準税率に０．５を乗じて得た率に満たない

ときは、当該標準税率に０．５を乗じて得た率とする。

ａｒ　符号ａｏに同じ。この場合において、符号ａｏ中「初年度」とあるのは「第二年度分」と読み替えるものとする。

ａｓ　符号ａｒに係る標準税率

ａｔ　符号ａｑに同じ。この場合において、符号ａｑ中「符号ａｏ」とあるのは「符号ａｒ」と、「０．５」とあるのは「０．７５」

とそれぞれ読み替えるものとする。

ａｕ　符号ａｏに同じ。この場合において、符号ａｏ中「初年度」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。

ａｖ　符号ａｕに係る標準税率

ａｗ　符号ａｑに同じ。この場合において、符号ａｑ中「符号ａｏ」とあるのは「符号ａｕ」と、「０．５」とあるのは「０．８７

５」とそれぞれ読み替えるものとする。

α　（一）の算式の符号 α に同じ。

二　不動産取得税

次の算式によつて算定した額

算式

Ａ×０．０２２５＋Ｂ×（０．０２２５－Ｃ×０．７５）＋Ｄ×０．０３０＋Ｅ×（０．０３０－Ｆ×０．７５）＋Ｇ×０．０２２

５×α ＋Ｈ×（０．０２２５－Ｉ×０．７５）×α ＋Ｊ×０．０３０×α ＋Ｋ×（０．０３０－Ｌ×０．７５）×α

算式の符号

Ａ　課税免除等の特例規定の適用を受ける土地の課税免除に係る課税標準額。ただし、地域再生法第１７条の６の規定の適用を受け

るものを除く。

Ｂ　課税免除等の特例規定の適用を受ける土地の不均一課税に係る課税標準額。ただし、地域再生法第１７条の６の規定の適用を受

けるもののうち、同条第１号の措置に係るものを除く。

Ｃ　当該都道府県が符号Ｂに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が０．０３を超えるときは０．０３とし、近畿

圏法第４７条、首都圏法第３３条の２及び中部圏法第８条の規定の適用に係るものにあつては当該率が０．０１５に満たないとき

は０．０１５とする。

Ｄ　課税免除等の特例規定の適用を受ける家屋の課税免除に係る課税標準額。ただし、地域再生法第１７条の６の規定の適用を受け

るものを除く。

Ｅ　課税免除等の特例規定の適用を受ける家屋の不均一課税に係る課税標準額。ただし、地域再生法第１７条の６の規定の適用を受

けるもののうち、同条第１号の措置に係るものを除く。

Ｆ　当該都道府県が符号Ｅに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が０．０４を超えるときは０．０４とし、近畿

圏法第４７条、首都圏法第３３条の２及び中部圏法第８条の規定の適用に係るものにあつては当該率が０．０２に満たないときは

０．０２とする。

Ｇ　地域再生法第１７条の６の規定の適用を受ける土地の課税免除に係る課税標準額

Ｈ　地域再生法第１７条の６の規定の適用を受ける土地の不均一課税に係る課税標準額のうち、同条第１号の措置に係るもの

Ｉ　当該都道府県が符号Ｈに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が０．０３を超えるときは０．０３とする。

Ｊ　地域再生法第１７条の６の規定の適用を受ける家屋の課税免除に係る課税標準額

Ｋ　地域再生法第１７条の６の規定の適用を受ける家屋の不均一課税に係る課税標準額のうち、同条第１号の措置に係るもの

Ｌ　当該都道府県が符号Ｋに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が０．０４を超えるときは０．０４とする。

α　財政力要件の判定に用いた財政力指数が０．５２未満の都道府県にあつては１、０．５２以上０．６９未満の都道府県にあつて

は２／３、０．６９以上０．８５未満の都道府県にあつては１／３。ただし、平成３０年地域再生省令改正省令の施行の日前に新

設され、又は増設された設備に係る不均一課税については、財政力要件の判定に用いた財政力指数が０．４７未満の都道府県にあ

つては１、０．４７以上０．６３未満の都道府県にあつては２／３、０．６３以上０．７８未満の都道府県にあつては１／３とす

る。

三　固定資産税

第二十七条第一号から第三号までの区分ごとに次の算式によつて算定した額の合算額

算式

Ａ×０．０１０５＋Ｂ×（０．０１０５－Ｃ×０．７５）＋Ｄ×（０．０１０５－Ｅ×０．７５）＋Ｆ×（０．０１０５－Ｇ×０．

７５）＋Ｈ×（０．０１０５－Ｉ×０．７５）＋Ｊ×（０．０１０５－Ｋ×０．７５）＋Ｌ×０．０１０５×α ＋Ｍ×０．００

７８７５×α ＋Ｎ×０．００５２５×α ＋Ｏ×（０．０１０５－Ｐ×０．７５）×α ＋Ｑ×（０．０１０５－Ｒ×０．７５）

×α ＋Ｓ×（０．０１０５－Ｔ×０．７５）×α

算式の符号

Ａ　課税免除等の特例規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額。ただし、地域再生法第１７条の６の規定の適用を受けるもの

を除く。

Ｂ　課税免除等の特例規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額（令和３年改正前地方税法附則第６４条及び令和５年改正前

地方税法附則第６４条に規定するものにあつては、これらの規定の適用がないものとした場合に課税標準となるべき価格とし、地

域再生法第１７条の６の規定の適用を受けるもののうち、同条第１号の措置に係るものを除く。）。ただし、近畿圏法第４７条、首

都圏法第３３条の２、中部圏法第８条、半島振興法第１７条、リゾート法第９条、関西学研法第１１条、多極法第１４条、山村振

興法第１４条、地方拠点法第１２条、特定農山村法第１６条、ベイエリア法第１４条、原発等立地地域振興法第１０条及び地域再

生法第１７条の６の規定（以下この条及び次条において「不均一課税の特例規定」と総称する。）の適用を受けるものに係るもの

にあつては、その適用の初年度に係るものに限る。

Ｃ　当該都道府県が符号Ｂに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が０．０１４を超えるときは０．０１４とし、

近畿圏法第４７条、首都圏法第３３条の２及び中部圏法第８条の規定の適用に係るものにあつては当該率が０．００７に満たない

ときは０．００７とする。

Ｄ　不均一課税の特例規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額（令和３年改正前地方税法附則第６４条及び令和５年改正前

地方税法附則第６４条に規定するものにあつては、これらの規定の適用がないものとした場合に課税標準となるべき価格とし、地
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域再生法第１７条の６の規定の適用を受けるもののうち、同条第１号の措置に係るものを除く。）のうちその適用の第二年度分に

係るもの

Ｅ　当該都道府県が符号Ｄに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が０．０１４を超えるときは０．０１４とし、

近畿圏法第４７条、首都圏法第３３条の２及び中部圏法第８条の規定の適用に係るものにあつては当該率が０．０１０５に満たな

いときは０．０１０５とし、関西学研法第１１条、山村振興法第１４条及び特定農山村法第１６条の規定の適用に係るものにあつ

ては当該率が０．００７に満たないときは０．００７とし、半島振興法第１７条、リゾート法第９条、多極法第１４条、地方拠点

法第１２条、ベイエリア法第１４条及び原発等立地地域振興法第１０条の規定の適用に係るものにあつては当該率が０．００３５

に満たないときは０．００３５とし、地域再生法第１７条の６の規定の適用を受けるものにあつては当該率が０．００４６７に満

たないときは０．００４６７とする。

Ｆ　符号Ｄに同じ。この場合において、符号Ｄ中「第二年度分」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。

Ｇ　符号Ｅに同じ。この場合において、符号Ｅ中「符号Ｄ」とあるのは「符号Ｆ」と、「０．０１０５」とあるのは「０．０１２２

５」と、「０．００７」とあるのは「０．０１０５」と、「０．００３５」とあるのは「０．００７」と、「０．００４６７」とあ

るのは「０．００９３３」とそれぞれ読み替えるものとする。

Ｈ　沖縄振興法第９条、第３２条、第３７条、第５１条、第５８条及び第８９条、平成２４年沖縄振興法改正法附則第２条、平成２

６年沖縄振興法改正法附則第５条並びに令和４年沖縄振興法等改正法附則第８条の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準

額（令和３年改正前地方税法附則第６４条及び令和５年改正前地方税法附則第６４条に規定するものにあつては、これらの規定の

適用がないものとした場合に課税標準となるべき価格）のうちその適用の第四年度分に係るもの

Ｉ　当該都道府県が符号Ｈに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が０．０１４を超えるときは０．０１４とす

る。

Ｊ　符号Ｈに同じ。この場合において、符号Ｈ中「第四年度分」とあるのは「第五年度分」と読み替えるものとする。

Ｋ　符号Ｉに同じ。この場合において、符号Ｉ中「符号Ｈ」とあるのは「符号Ｊ」と読み替えるものとする。

Ｌ　地域再生法第１７条の６の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうちその適用の初年度に係るもの

Ｍ　符号Ｌに同じ。この場合において、符号Ｌ中「初年度」とあるのは「第二年度分」と読み替えるものとする。

Ｎ　符号Ｌに同じ。この場合において、符号Ｌ中「初年度」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。

Ｏ　地域再生法第１７条の６の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額（令和３年改正前地方税法附則第６４条及び令和５

年改正前地方税法附則第６４条に規定するものにあつては、これらの規定の適用がないものとした場合に課税標準となるべき価格

とし、地域再生法第１７条の６第１号の措置に係るものに限る。）のうちその適用の初年度に係るもの

Ｐ　当該都道府県が符号Ｏに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が０．０１４を超えるときは０．０１４とす

る。

Ｑ　符号Ｏに同じ。この場合において、符号Ｏ中「初年度」とあるのは「第二年度分」と読み替えるものとする。

Ｒ　当該都道府県が符号Ｑに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が０．０１４を超えるときは０．０１４とし、

当該率が０．００３５に満たないときは０．００３５とする。

Ｓ　符号Ｏに同じ。この場合において、符号Ｏ中「初年度」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。

Ｔ　符号Ｒに同じ。この場合において、符号Ｒ中「符号Ｑ」とあるのは「符号Ｓ」と、「０．００３５」とあるのは「０．００７」

と読み替えるものとする。

α　前号算式の符号 α に同じ。

（市町村に係る控除額の算定方法）

第四十三条　課税免除等の特例規定（この条においては、水源地域対策特別措置法（昭和四十八年法律第百十八号。以下この条において

「水特法」という。）第十三条の規定を含む。）及び法第十四条の二の規定によつて市町村の基準財政収入額から控除する額は、次の各号

に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて算定した額の合算額とする。

一　課税免除等の特例規定によつて市町村の基準財政収入額から控除する額は、課税免除等の特例規定の適用を受ける課税標準額を、土

地に係るもの、家屋に係るもの及び第三十二条第四項各号に定める区分ごとの償却資産に係るものに区分し、当該区分ごとに次の算式

によつて算定した額を合算した額とする。

算式

算式の符号

Ａ　課税免除等の特例規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額。ただし、地域未来投資促進法第２６条及び地域再生法第１７

条の６の規定の適用を受けるものを除く。

Ｂ　課税免除等の特例規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額（令和３年改正前地方税法附則第６４条及び令和５年改正前

地方税法附則第６４条に規定するものにあつては、これらの規定の適用がないものとした場合に課税標準となるべき価格とし、地

域未来投資促進法第２６条の規定の適用を受けるもの並びに地域再生法第１７条の６の規定の適用を受けるもののうち同条第１号

の措置に係るもの及び同条第２号の措置に係るものであつて、平成２９年４月１日以後に設備を新設し、又は増設した事業者に係

る不均一課税に係るものを除く。）。ただし、不均一課税の特例規定の適用を受けるものに係るものにあつては、その適用の初年度

分に係るものに限る。

Ｃ　当該市町村が符号Ｂに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が０．０１４を超えるときは０．０１４とし、近

畿圏法第４７条、首都圏法第３３条の２、中部圏法第８条及び水特法第１３条の規定の適用に係るものにあつては当該率が０．０

０７に満たないときは０．００７とする。

Ｄ　不均一課税の特例規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額（令和３年改正前地方税法附則第６４条及び令和５年改正前

地方税法附則第６４条に規定するものにあつては、これらの規定の適用がないものとした場合に課税標準となるべき価格とし、地

域再生法第１７条の６の規定の適用を受けるもののうち、同条第１号の措置に係るもの及び同条第２号の措置に係るものであつ

て、平成２９年４月１日以後に設備を新設し、又は増設した事業者に係る不均一課税に係るものを除く。）のうちその適用の第二

年度分に係るもの

Ｅ　当該市町村が符号Ｄに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が０．０１４を超えるときは０．０１４とし、近

畿圏法第４７条、首都圏法第３３条の２及び中部圏法第８条の規定の適用に係るものにあつては当該率が０．０１０５に満たない

ときは０．０１０５とし、関西学研法第１１条、山村振興法第１４条、特定農山村法第１６条及び水特法第１３条の規定の適用に

係るものにあつては当該率が０．００７に満たないときは０．００７とし、半島振興法第１７条、リゾート法第９条、多極法第１

４条、地方拠点法第１２条、ベイエリア法第１４条及び原発等立地地域振興法第１０条の規定の適用に係るものにあつては当該率
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が０．００３５に満たないときは０．００３５とし、地域再生法第１７条の６の規定の適用を受けるものにあつては当該率が０．

００４６７に満たないときは０．００４６７とする。

Ｆ　符号Ｄに同じ。この場合において、符号Ｄ中「第二年度分」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。

Ｇ　符号Ｅに同じ。この場合において、符号Ｅ中「符号Ｄ」とあるのは「符号Ｆ」と、「０．０１０５」とあるのは「０．０１２２

５」と、「０．００７」とあるのは「０．０１０５（水特法第１３条の規定の適用に係るものにあつては０．００７）」と、「０．

００３５」とあるのは「０．００７」とそれぞれ読み替えるものとする。

Ｈ　沖縄振興法第９条、第３２条、第３７条、第５１条、第５８条及び第８９条、平成２４年沖縄振興法改正法附則第２条、平成２

６年沖縄振興法改正法附則第５条並びに令和４年沖縄振興法等改正法附則第８条の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準

額（令和３年改正前地方税法附則第６４条及び令和５年改正前地方税法附則第６４条に規定するものにあつては、これらの規定の

適用がないものとした場合に課税標準となるべき価格）のうちその適用の第四年度分に係るもの

Ｉ　当該市町村が符号Ｈに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が０．０１４を超えるときは０．０１４とする。

Ｊ　符号Ｈに同じ。この場合において、符号Ｈ中「第四年度分」とあるのは「第五年度分」と読み替えるものとする。

Ｋ　符号Ｉに同じ。この場合において、符号Ｉ中「符号Ｈ」とあるのは「符号Ｊ」と読み替えるものとする。

Ｌ　地域再生法第１７条の６の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうちその適用の初年度に係るもの

Ｍ　符号Ｌに同じ。この場合において、符号Ｌ中「初年度」とあるのは「第二年度分」と読み替えるものとする。

Ｎ　符号Ｌに同じ。この場合において、符号Ｌ中「初年度」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。

Ｏ　地域再生法第１７条の６の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額（令和３年改正前地方税法附則第６４条及び令和５

年改正前地方税法附則第６４条に規定するものにあつては、これらの規定の適用がないものとした場合に課税標準となるべき価格

とし、地域再生法第１７条の６第１号の措置に係るものに限る。）のうちその適用の初年度に係るもの

Ｐ　当該市町村が符号Ｏに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が０．０１４を超えるときは０．０１４とする。

Ｑ　符号Ｏに同じ。この場合において、符号Ｏ中「初年度」とあるのは「第二年度分」と読み替えるものとする。

Ｒ　当該市町村が符号Ｑに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が０．０１４を超えるときは０．０１４とし、当

該率が０．００３５に満たないときは０．００３５とする。

Ｓ　符号Ｏに同じ。この場合において、符号Ｏ中「初年度」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。

Ｔ　符号Ｒに同じ。この場合において、符号Ｒ中「符号Ｑ」とあるのは「符号Ｓ」と、「０．００３５」とあるのは「０．００７」

と読み替えるものとする。

Ｕ　地域再生法第１７条の６の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額（令和３年改正前地方税法附則第６４条及び令和５

年改正前地方税法附則第６４条に規定するものにあつては、これらの規定の適用がないものとした場合に課税標準となるべき価格

とし、地域再生法第１７条の６第２号の措置に係るものであつて、平成２９年４月１日以後に設備を新設し、又は増設した事業者

に係る不均一課税に係るものに限る。）のうちその適用の初年度に係るもの

Ｖ　当該市町村が符号Ｕに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が０．０１４を超えるときは０．０１４とする。

Ｗ　符号Ｕに同じ。この場合において、符号Ｕ中「初年度」とあるのは「第二年度分」と読み替えるものとする。

Ｘ　当該市町村が符号Ｗに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が０．０１４を超えるときは０．０１４とし、当

該率が０．００４６７に満たないときは０．００４６７とする。

Ｙ　符号Ｕに同じ。この場合において、符号Ｕ中「初年度」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。

Ｚ　符号Ｘに同じ。この場合において、符号Ｘ中「符号Ｗ」とあるのは「符号Ｙ」と、「０．００４６７」とあるのは「０．００９

３３」と読み替えるものとする。

ＡＡ　地域未来投資促進法第２６条の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額

ＡＢ　地域未来投資促進法第２６条の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額（令和３年改正前地方税法附則第６４条及び

令和５年改正前地方税法附則第６４条に規定するものにあつては、これらの規定の適用がないものとした場合に課税標準となるべ

き価格とする。）

ＡＣ　当該市町村が符号ＡＢに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が０．０１４を超えるときは０．０１４とす

る。

β　財政力要件の判定に用いた財政力指数が０．６４未満の市町村にあつては１、０．６４以上０．７９未満の市町村にあつては２

／３、０．７９以上０．９３未満の市町村にあつては１／３。ただし、平成３０年地域再生省令改正省令の施行の日前に新設さ

れ、又は増設された設備に係る不均一課税については、財政力要件の判定に用いた財政力指数が０．６３未満の市町村にあつては

１、０．６３以上０．７７未満の市町村にあつては２／３、０．７７以上０．９０未満の市町村にあつては１／３とする。

γ　財政力要件の判定に用いた財政力指数が０．６３未満の市町村にあつては１、０．６３以上０．７４未満の市町村にあつては１

／２

δ　地域未来投資促進法第４条第６項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日の属する年度前３年度

以内の各年度に係る地方交付税法第１４条の規定により算定した基準財政収入額を同法第１１条の規定により算定した基準財政需

要額で除して得た数値を合算したものの３分の１の数値が０．６７未満の市町村にあつては１、０．６７以上０．８０未満の市町

村にあつては１／３

二　法第十四条の二の規定によつて市町村の基準財政収入額から控除する額は、次の（一）及び（二）によつて算定した額を合算した額

とする。

（一）　法第十四条の二に規定する土地又は家屋で、（二）に規定するもの以外のもの

法第十四条の二の規定の適用を受ける課税標準額を土地に係るもの及び家屋に係るものに区分し、当該区分ごとにそれぞれ次のア及

びイの算式によつて算定した額を合算した額

ア　土地に係るもの

算式

Ａ×０．０１０５＋Ｂ×（０．０１０５－Ｃ×０．７５）

算式の符号

Ａ　法第１４条の２の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額

Ｂ　法第１４条の２の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額

Ｃ　当該市町村が符号Ｂに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該税率が０．０１４を超えるときは０．０１４とす

る。

イ　家屋に係るもの

265



算式

Ａ×０．００５２５＋Ｂ×（０．０１０５－Ｃ×０．７５）

算式の符号

Ａ　アの算式の符号Ａに同じ。

Ｂ　アの算式の符号Ｂに同じ。この場合において、アの算式の符号Ｂ中「課税標準額」とあるのは「課税標準額（令和３年改正前地

方税法附則第６４条及び令和５年改正前地方税法附則第６４条に規定するものにあつては、これらの規定の適用がないものとした

場合に課税標準となるべき価格とする。）」と読み替えるものとする。

Ｃ　当該市町村が符号Ｂに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該税率が０．００７に満たないときは０．００７と

し、０．０１４を超えるときは０．０１４とする。

（二）　明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法（昭和五十五年法律第六十号）第三条の規定によ

り指定を受けた第二種歴史的風土保存地区の区域内における土地又は家屋

法第十四条の二の規定の適用を受ける課税標準額を土地に係るもの及び家屋に係るものに区分し、当該区分ごとにそれぞれ次のア及

びイの算式によつて算定した額を合算した額

ア　土地に係るもの

算式

Ａ×０．００５２５＋Ｂ×（０．０１０５－Ｃ×０．７５）

算式の符号

Ａ　（一）のアの算式の符号Ａに同じ。

Ｂ　（一）のアの算式の符号Ｂに同じ。

Ｃ　明日香村が符号Ｂに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該税率が０．００７に満たないときは０．００７とし、

０．０１４を超えるときは０．０１４とする。

イ　家屋に係るもの

算式

Ａ×０．００２６２５＋Ｂ×（０．０１０５－Ｃ×０．７５）

算式の符号

Ａ　アの算式の符号Ａに同じ。

Ｂ　アの算式の符号Ｂに同じ。この場合において、（一）のアの算式の符号Ｂ中「課税標準額」とあるのは「課税標準額（令和３年

改正前地方税法附則第６４条及び令和５年改正前地方税法附則第６４条に規定するものにあつては、これらの規定の適用がないも

のとした場合に課税標準となるべき価格とする。）」と読み替えるものとする。

Ｃ　明日香村が符号Ｂに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該税率が０．０１０５に満たないときは０．０１０５と

し、０．０１４を超えるときは０．０１４とする。

（控除額算定の年度区分）

第四十四条　課税免除等の特例規定及び法第十四条の二の規定によつて翌年度の基準財政収入額となるべき額から減収額に係る額を控除す

る場合における総務省令で定める日は、当該年度の五月一日とする。

第四節　補則

（廃置分合又は境界変更があつた場合の数値の修正）

第四十五条　本章の規定によつて基準財政収入額を算定する場合において、当該年度の四月一日以前の日に地方団体の廃置分合又は境界変

更があり、かつ、基準財政収入額の算定の基礎となる数値が同日前におけるものによることとされているときは、特別の定めがある場合

のほか、当該廃置分合又は境界変更の区域に係る数値は、関係地方団体の長が協議して分別した数値による。

第四章　錯誤にかかる措置

（普通交付税の額の算定の基礎に用いた数の錯誤にかかる措置）

第四十六条　普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があつたことを発見した場合における法第十九条第一項の規定による措

置は、同条第二項に規定する場合を除き、次の各号に定めるところによる。

一　錯誤にかかる数を普通交付税の額の算定の基礎に用いた年度（以下「交付年度」という。）分の基準財政需要額が基準財政収入額を

こえるものとされた地方団体で、当該錯誤がなかつたものと仮定した場合においても基準財政需要額が基準財政収入額をこえるものに

ついては、当該錯誤にかかる額を、錯誤があつたことを発見した年度（六月一日以後に発見した錯誤については、総務大臣が特に指定

するものを除き、その翌年度とする。以下本条において「発見年度」という。）の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、

又はこれらから減額するものとする。

二　交付年度分の基準財政需要額が基準財政収入額をこえるものとされた地方団体で、当該錯誤がなかつたものと仮定した場合において

は基準財政需要額が基準財政収入額に満たなくなるものについては、交付年度分の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額（以下

「財源不足額」という。）とされた額を、発見年度の基準財政需要額から減額するものとする。

三　交付年度分の基準財政需要額が基準財政収入額に満たないものとされた地方団体で、当該錯誤がなかつたものと仮定した場合におい

ては基準財政需要額が基準財政収入額をこえることとなるものについては、当該こえることとなる額を発見年度の基準財政需要額に加

算するものとする。

２　当該年度の四月一日以前に市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、関係市町村の前年度以前の年度の基準財政需要額

又は基準財政収入額にかかる錯誤の額は、当該錯誤を生じた区域が明らかであるときはこれを当該区域が属することとなつた市町村の基

準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額するものとし、当該錯誤を生じた区域が明らかでないときは第四十

九条又は第五十条の規定に準じて廃置分合又は境界変更にかかる区域ごとに算定した基準財政需要額又は基準財政収入額によつてこれを

あん分し、当該あん分した額をそれぞれ廃置分合又は境界変更にかかる区域が属することとなつた市町村の基準財政需要額若しくは基準

財政収入額に加算し、又はこれらから減額するものとする。

３　第一項の規定によつて基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額する場合において、当該地方団体に対し

て交付すべき普通交付税の額が著しく少額となるときその他特別の理由があるときは、総務大臣は、当該加算し、又は減額すべき額の一

部を発見年度の翌年度以降に繰り延べてそれぞれ加算し、又は減額することができる。

４　前項の規定によつて基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額すべき額の一部を発見年度の翌年度以降に

繰り延べてそれぞれ加算し、又は減額することとする場合において、当該繰り延べられた加算し、又は減額すべき額（以下この項におい

て「繰り延べ額」という。）を加算し、又は減額しないこととしても当該地方団体に交付すべき普通交付税の額の算定に用いられるべき

当該年度の基準財政収入額が基準財政需要額を超えるとき又は繰り延べ額を加算し、又は減額した結果基準財政収入額が基準財政需要額
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を超えるときは、繰り延べ額を加算し、又は減額しないこととし、次の各号に定めるところによつて算定した額を返還させることができ

る。

一　繰り延べ額が基準財政需要額から減額すべき額である場合　次の算式により算定した額

算式

繰り延べ額－繰り延べ額×（（当該年度の財源不足額の合算額－当該年度の普通交付税の総額）／当該年度において基準財政需要額

が基準財政収入額を超える地方団体の当該年度の基準財政需要額の合算額）

二　繰り延べ額が基準財政収入額に加算すべき額である場合　繰り延べ額

第四十六条の二　法第十九条第二項に規定する地方団体で、交付年度分として交付を受けた普通交付税の額が交付を受けるべきであつた普

通交付税の額に満たないものに対し、当該不足額を交付年度以後の年度において交付するときは、当該年度の特別交付税から交付するも

のとする。

２　法第十九条第二項に規定する地方団体で、交付年度分として交付を受けた普通交付税の額が交付を受けるべきであつた普通交付税の額

をこえるものは、総務大臣の定める方法によつて、交付年度以後の年度において当該超過額を返還しなければならない。

３　第一項の規定により地方交付税の交付を受けるべき地方団体が同一年度において、前項の規定により地方交付税を返還しなければなら

ない場合においては、前二項の規定にかかわらず、当該交付を受けるべき額から当該返還すべき額を控除した額を交付し、又は当該返還

すべき額から当該交付を受けるべき額を控除した額を返還させることができる。

４　第四十八条第五項の規定の適用を受ける市町村は、当該措置がなされた年度において、同項の規定によつて加算し、又は減額しないこ

ととされた額に相当する額を総務大臣の定める方法によつて返還しなければならない。

５　前三項の規定によつて返還する額が著しく多額であるとき、その他特別の理由があると認める場合においては、総務大臣は、当該返還

額の一部を前三項の規定により返還すべき年度の翌年度以降に繰り延べて返還させることができる。

第五章　合併市町村の特例

第四十七条　削除

（新市町村の財源不足額の算定方法の特例）

第四十八条　新市町村のうち平成十一年四月一日から平成十七年三月三十一日まで（平成十七年三月三十一日までに都道府県知事に申請を

行い、平成十八年三月三十一日までに合併を行う場合は平成十八年三月三十一日まで）に行われた合併特例法第二条第一項の市町村の合

併又は平成十七年四月一日から令和五年三月三十一日までに行われた合併新法第二条第一項の市町村の合併（以下この条及び第四十九条

において「適用合併」という。）に係る日が当該年度の前十五年度の四月一日から当該年度の四月一日までの間であるもの（合併新法を

適用する合併のうち、当該市町村の合併が平成十七年度又は平成十八年度に行われた場合にあつては当該年度の前十四年度の四月一日か

ら当該年度の四月一日までの間であるもの、当該市町村の合併が平成十九年度又は平成二十年度に行われた場合にあつては当該年度の前

十二年度の四月一日から当該年度の四月一日までの間であるもの、当該市町村の合併が平成二十一年度から令和四年度までの間に行われ

た場合にあつては当該年度の前十年度の四月一日から当該年度の四月一日までの間であるもの）については、当該新市町村の財源不足額

は、次の算式によつて算定した額とする。

算式

（Ａ－Ｂ）×α ＋Ｂ

（Ａ－Ｂ）が負数となるときは０とする。

算式の符号

Ａ　当該新市町村に係る合併関係市町村（当該年度の前１５年度の４月１日から当該年度の４月１日までの間（合併新法を適用する合

併のうち平成１７年度又は平成１８年度に行われた場合にあつては当該年度の前１４年度の４月１日から当該年度の４月１日までの

間、平成１９年度又は平成２０年度に行われた場合にあつては当該年度の前１２年度の４月１日から当該年度の４月１日までの間、平

成２１年度から令和４年度までの間に行われた場合にあつては当該年度の前１０年度の４月１日から当該年度の４月１日までの間）に

おいて適用合併を行つた合併関係市町村に限る。以下この章において同じ。）が当該年度の４月１日現在においてすべてなお従前の区

域をもつて存続していたものと仮定した場合において各合併関係市町村につきそれぞれ第４９条の規定によつて算定した基準財政需要

額が第５０条の規定によつて算定した基準財政収入額を超える額の合算額

Ｂ　前条までの規定によつて算定した当該新市町村の財源不足額

α　当該年度の前１０年度の４月１日から当該年度の４月１日までの間（合併新法を適用する合併のうち平成１７年度又は平成１８年

度に行われた場合にあつては当該年度の前９年度の４月１日から当該年度の４月１日までの間、平成１９年度又は平成２０年度に行わ

れた場合にあつては当該年度の前７年度の４月１日から当該年度の４月１日までの間、平成２１年度から令和４年度までの間に行われ

た場合にあつては当該年度の前５年度の４月１日から当該年度の４月１日までの間）において合併を行つた場合

１．０

合併新法を適用する以外の合併が行われた場合で当該年度の前ｎ年度の４月１日から当該年度の前（ｎ－１）年度の４月１日の前日ま

での間において合併を行つた場合（ただし、ｎは１１以上１５以下の整数）

１．１－（ｎ－１０）×０．２

合併新法を適用する合併が行われた場合で平成１７年度又は平成１８年度に行われた場合であつて当該年度の前ｎ年度の４月１日から

当該年度の前（ｎ－１）年度の４月１日の前日までの間において合併を行つた場合（ただし、ｎは１０以上１４以下の整数）

１．１－（ｎ－９）×０．２

合併新法を適用する合併が行われた場合で平成１９年度又は平成２０年度に行われた場合であつて当該年度の前ｎ年度の４月１日から

当該年度の前（ｎ－１）年度の４月１日の前日までの間において合併を行つた場合（ただし、ｎは８以上１２以下の整数）

１．１－（ｎ－７）×０．２

合併新法を適用する合併が行われた場合で平成２１年度から令和４年度までの間に行われた場合であつて当該年度の前ｎ年度の４月１

日から当該年度の前（ｎ－１）年度の４月１日の前日までの間において合併を行つた場合（ただし、ｎは６以上１０以下の整数）

１．１－（ｎ－５）×０．２

２　前項の場合において、合併関係市町村のうちに適用合併以外の合併を行つたものがあるときは、これらの合併関係市町村に係る財源不

足額から合併関係市町村のうちその基準財政収入額が基準財政需要額を超えるものの当該超える額を控除するものとする。

３　第一項の場合において、第四十六条の規定によつて錯誤に係る額として当該市町村の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算

し、又はこれらから減額した額は、当該錯誤を生じた合併関係市町村が明らかであるときはこれを当該合併関係市町村の基準財政需要額

若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額するものとし、当該錯誤を生じた合併関係市町村が明らかでないときはこれを第

四十九条又は第五十条の規定によつて算定した合併関係市町村に係る基準財政需要額又は基準財政収入額によつてこれを按分し、当該按

分した額をそれぞれ合併関係市町村の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額するものとする。
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４　前項の規定を適用した場合において生ずる各合併関係市町村の財源不足額の増加額又は減少額の合算額が、当該錯誤に係る額を交付年

度において各合併関係市町村の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額した場合において生ずることとな

る各合併関係市町村の財源不足額の増加額又は減少額の合算額（以下本項において「錯誤がなかつたと仮定した場合における交付年度の

当該新市町村の財源不足額の増加額又は減少額」という。）と異なることとなるときは、同項の規定にかかわらず、当該錯誤に係る額は、

適用合併を行つた合併関係市町村で基準財政需要額が基準財政収入額を超えるものに係る基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算

し、又はこれらから減額するものとする。ただし、当該錯誤が交付年度において基準財政収入額が基準財政需要額を超える合併関係市町

村に係るものである場合その他本文の規定を適用することが適当でないと総務大臣が認めた場合においては、錯誤がなかつたと仮定した

場合における交付年度の当該新市町村の財源不足額の増加額又は減少額に相当する額を、適用合併を行つた合併関係市町村で基準財政需

要額が基準財政収入額を超えるものに係る基準財政需要額に加算し、又はこれから減額するものとする。

５　前項の場合において、同項本文の規定によつて基準財政需要額から減額し、若しくは基準財政収入額に加算すべき額の合算額又は前項

ただし書の規定によつて基準財政需要額から減額すべき額が、当該錯誤に係る措置をしないこととした場合における当該年度の各合併関

係市町村の財源不足額（同項の規定によつて基準財政需要額に加算し、又は基準財政収入額から減額すべき額があるときは、当該措置を

した後の額とする。）の合算額を超えるときは、当該加算し、又は減額する額の合算額は、当該財源不足額の合算額に相当する額とする。

６　前二項の場合において、適用合併を行つた合併関係市町村で基準財政需要額が基準財政収入額を超えるものが二以上あるときは、それ

ぞれの基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額すべき額は、これらの規定による錯誤の措置をしなかつた

場合におけるこれらの合併関係市町村の財源不足額で按分した額とする。

（指定団体の指定）

第四十八条の二　総務大臣は、新市町村のうち当該新市町村に係る測定単位その他の数値の合併関係市町村への分別又は按分について次条

及び第五十条並びに附則第四条に定める特別な方法を用いるもの（以下「指定団体」という。）を指定することができる。

（合併関係市町村に係る基準財政需要額の算定方法）

第四十九条　合併関係市町村に係る基準財政需要額は、第五条の規定によつて算定した当該新市町村に係る測定単位の数値を次項に定める

方法によつてそれぞれ合併関係市町村に分別又は按分し、当該分別又は按分した数値を第三項に定める方法によつて補正したものを当該

測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額の合算額とする。

２　当該新市町村の測定単位の数値の合併関係市町村への分別又は按分は、次の各号に定めるところによる。この場合において、境界変更

により当該新市町村に編入された区域がある場合にあつては当該区域は隣接する合併関係市町村に属するものとし、境界変更により当該

新市町村の区域が分割された場合にあつては当該区域は当該境界変更前に属していた合併関係市町村から除いたものとし、分割合併に係

る合併関係市町村にあつては第五条第二項の規定に準じて分別又は按分するものとし、端数計算については、特別の定めがあるもののほ

か、同条第四項に定めるところによる。

一　人口

第五条第一項の表中一の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。ただし、平成二十二年十月二日から平成二十七年十月一

日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の人口は、令和二年十月一日現在において

当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における人口を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によつて調査した

平成二十二年十月一日現在における人口によつて按分したものとし、平成二十七年十月二日から令和二年十月一日までの間に合併を行

つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の人口は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の

区域を包括していた市町村の同日現在における人口を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によつて調査した平成二十七年十月一日

現在における人口によつて按分したものとする。

二　面積

第五条第一項の表中二の規定に準じて合併関係市町村の区域ごとに分別するものとする。ただし、宅地の面積、田畑の面積及び森林の

面積にあつては、第四十八条の規定に基づき当該新市町村の財源不足額を算定した初年度（平成十五年四月一日以前に合併した新市町

村にあつては、平成十五年度をいう。以下「算定初年度」という。）においては分別し、算定初年度の次年度以降においては同項の表

中二の規定によつて算定した当該新市町村に係る当該数値を算定初年度の算定に用いた当該数値によつてそれぞれ按分するものとす

る。

三　道路の面積

算定初年度にあつては第五条第一項の表中四の規定に準じて合併関係市町村の区域ごとに分別し、算定初年度の次年度以降にあつては

同項の表中四の規定に準じて算定した当該新市町村に係る第七条第一項の表市町村の項第一号に規定された種別ごとの道路の面積を算

定初年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分するものとする。この場合において、当該新市町村が当該年度の

四月一日現在において指定都市であるときは、合併前において指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村については、国道及び道

府県道（橋りようを含む。）の数値を零とする。ただし、算定初年度以降に道路法第十七条第二項又は第三項の規定により国道及び道

府県道の管理を開始した市町村にあつては、国道及び道府県道（橋りようを除く。）の面積を算定初年度の算定に用いた市町村道の各

幅員の数値の合計によつて按分し、国道及び道府県道（橋りように限る。）の面積を算定初年度の算定に用いた市町村道の橋りようの

面積によつて按分するものとする。

四　道路の延長

算定初年度にあつては第五条第一項の表中五の規定に準じて合併関係市町村の区域ごとに分別し、算定初年度の次年度以降にあつては

同項の表中五の規定に準じて算定した当該新市町村に係る第七条第一項の表市町村の項第一号に規定された種別ごとの道路の延長を算

定初年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分するものとする。この場合において、当該新市町村が当該年度の

四月一日現在において指定都市であるときは、合併前において指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村については、国道及び道

府県道（橋りようを含む。）の数値を零とする。ただし、算定初年度以降に道路法第十七条第二項又は第三項の規定により国道及び道

府県道の管理を開始した市町村にあつては、国道及び道府県道（橋りようを除く。）の延長を算定初年度の算定に用いた市町村道の各

幅員の数値の合計で按分し、国道及び道府県道（橋りように限る。）の延長を算定初年度の算定に用いた市町村道の橋りようの数値で

按分するものとする。

五　港湾及び漁港における係留施設及び外郭施設の延長

第五条第一項の表中七から同項の表中十までの規定によつてそれぞれ算定した当該新市町村に係る港湾又は漁港ごとの係留施設又は外

郭施設の延長は、当該港湾又は漁港の所在する合併関係市町村に属するものとする。ただし、港湾若しくは漁港が当該市町村の区域内

に所在しない場合又は二以上の合併関係市町村にまたがつて所在する場合においては、港湾又は漁港ごとの係留施設又は外郭施設の延

長を当該都道府県知事が定める割合によつて按分したものをそれぞれの合併関係市町村の係留施設又は外郭施設の延長とする。

六　都市計画区域における人口

（１）　算定初年度にあつては第五条第一項の表中十一の規定に準じて合併関係市町村に分別し、算定初年度の次年度以降にあつては同

項の表中十一の規定によつて算定した当該新市町村に係る都市計画区域における人口を算定初年度の算定に用いた合併関係市町村ご
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との当該数値によつて按分するものとする。ただし、算定初年度の前年度（平成十五年四月一日以前に合併した団体にあつては、平

成十五年度をいう。以下「算定前年度」という。）四月二日以降に新たに都市計画区域を有することとなつた合併関係市町村にあつ

ては、当該新たな都市計画区域を含めた算定前年度四月一日現在の都市計画区域における人口によつて按分するものとする。

（２）　（１）の場合において、（１）の規定により算出した数が前年四月一日における都市計画区域内の人口を超える合併関係市町村が

あるときは、当該超える合併関係市町村にあつては前年四月一日における都市計画区域内の人口を都市計画区域における人口とし、

当該超える合併関係市町村以外の合併関係市町村にあつては当該超える数の合計数を当該超える合併関係市町村以外の合併関係市町

村の前年四月一日における都市計画区域内の人口によつて按分した数を（１）に定める方法により按分した数に加算するものとす

る。

（３）　（２）の場合においても、なお（２）の規定により算出した数が前年四月一日における都市計画区域内の人口を超える合併関係

市町村があるときは、当該超える合併関係市町村にあつては前年四月一日における都市計画区域内の人口を都市計画区域における人

口とし、当該超える合併関係市町村以外の合併関係市町村にあつては当該超える数の合計数を総務大臣が定める率によつて按分した

数と（２）に定める方法により算出した数との合計数とする。

七　都市公園の面積

第五条第一項の表中十二の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。この場合において、二以上の合併関係市町村にまたが

る都市公園にあつては、合併関係市町村ごとの人口によつて按分したものとする。

八　小学校の児童数

第五条第一項の表中十四の規定によつて算定した当該新市町村に係る小学校の児童数を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごと

の当該数値によつて按分するものとする。

九　小学校の学級数

第五条第一項の表中十五の規定によつて算定した当該新市町村に係る小学校の学級数は当該小学校の所在する合併関係市町村に属する

ものとする。この場合において、二以上の合併関係市町村の区域に係る在学児童をもつて編制された学級については、当該都道府県知

事が定める率によつて按分するものとし、按分後の数値に小数点以下一位未満の端数があるときはその端数を四捨五入する。

十　小学校の学校数

第五条第一項の表中十六の規定によつて算定した当該新市町村に係る小学校の学校数は当該小学校の所在する合併関係市町村に属する

ものとする。この場合において、二以上の合併関係市町村の区域に係る在学児童を有する学校にあつては、当該都道府県知事が定める

率によつて按分するものとし、按分後の数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

十一　中学校の生徒数、学級数及び学校数

第八号から前号までの規定に準じてそれぞれ合併関係市町村に分別又は按分するものとする。

十二　高等学校の教職員数

第五条第一項の表中二十一の規定によつて算定した当該新市町村に係る第七条第一項の表市町村の項第三号に規定された種別ごとの高

等学校の教職員数のうち、合併前に合併関係市町村が単独で設置していた高等学校の教職員数は当該合併関係市町村に属するものと

し、合併後に設置された高等学校の教職員数は合併関係市町村の人口で按分するものとし、当該按分した数値に小数点以下二位未満の

端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、当該新市町村が当該年度の四月一日現在において指定都市であるときは、合併

前において指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村については、当該合併関係市町村に係る数値から定時制の課程に係る教職員

（養護教諭、養護助教諭、実習助手及び事務職員を除く。）の数（小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

を除くものとする。

十三　高等学校の生徒数

前号前段の規定に準じて第七条第一項の表市町村の項第三号に規定された種別ごとに合併関係市町村に按分するものとする。

十四　幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数

第五条第一項の表第二十七号の規定によつて算定した当該新市町村に係る幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの

数を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分するものとする。ただし、平成二十七年四月一日以前に合

併を行つた場合においては、算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日

現在における当該市町村立幼稚園に在学する幼児数によつて按分するものとする。

十五　市部人口

第一号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。

十六　六十五歳以上人口

第五条第一項の表中三十の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。ただし、平成二十二年十月二日から平成二十七年十月

一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の六十五歳以上人口は、令和二年十月一

日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における六十五歳以上人口を合併関係市町村の区域に係る

平成二十二年六十五歳以上人口によつて按分したものとし、平成二十七年十月二日から令和二年十月一日までの間に合併を行つた場合

においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の六十五歳以上人口は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町

村の区域を包括していた市町村の同日現在における六十五歳以上人口を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によつて調査した平成

二十七年十月一日現在における六十五歳以上人口によつて按分したものとする。

十七　七十五歳以上人口

前号の規定に準じて合併関係市町村に按分するものとする。

十八　農家数

第五条第一項の表中三十二の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。ただし、平成二十二年二月二日から平成二十七年二

月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の農家数は、令和二年二月一日現在において

当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における農家数を平成二十二年二月一日現在の合併関係市町村の区域に係

る農家数によつて按分したものとし、平成二十七年二月二日から令和二年二月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間

内の合併に係る合併関係市町村の農家数は、令和二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現

在における農家数を平成二十七年二月一日現在の合併関係市町村の区域に係る農家数によつて按分したものとする。

十九　林業及び水産業の従業者数

第五条第一項の表中三十六の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。ただし、平成二十二年十月二日から平成二十七年十

月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の林業及び水産業の従業者数は、令和二年十

月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林業及び水産業の従業者数を国勢調査令によ

つて調査した平成二十二年十月一日現在における合併関係市町村の区域に係る林業及び水産業の従業者数によつて按分したものとし、
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平成二十七年十月二日から令和二年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の林業

及び水産業の従業者数は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林業及

び水産業の従業者数を国勢調査令によつて調査した平成二十七年十月一日現在における合併関係市町村の区域に係る林業及び水産業の

従業者数によつて按分したものとする。

二十　戸籍数

第五条第一項の表中三十七の規定によつて算定した当該新市町村に係る戸籍数を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該

数値によつて按分するものとする。

二十一　世帯数

第五条第一項の表中三十八の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。ただし、平成二十二年十月二日から平成二十七年十

月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の世帯数は、令和二年十月一日現在に

おいて当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における世帯数を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によつて

調査した平成二十二年十月一日現在における世帯数によつて按分したものとし、平成二十七年十月二日から令和二年十月一日までの間

に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の世帯数は、令和二年十月一日現在において当該合併

関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における世帯数を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によつて調査した平成二

十七年十月一日現在における世帯数によつて按分したものとする。

二十二　災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金

第五条第一項の表中四十の規定によつて算定した災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金のうち、合併した日の属する年度

の前年度までに合併関係市町村が同意を得た当該地方債に係るもの又は合併前に当該合併関係市町村が許可を得た当該地方債に係るも

のにあつては当該合併関係市町村に属するものとし、合併した日の属する年度の以後の年度に当該合併関係市町村若しくは当該新市町

村が同意を得た当該地方債に係るもの又は合併後に当該新市町村が許可を得た当該地方債に係るものにあつては当該額を算定前年度の

合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費に係る額によつて按分するものとする。ただし、指定団体にあつては、事業施行区

域によつて分別（ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関

係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費（ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需

要額）に係る額によつて按分）するものとする。

二十三　辺地対策事業債の元利償還金

第五条第一項の表中四十一の規定によつて算定した当該新市町村に係る辺地対策事業債の元利償還金は、当該地方債に係る辺地対策事

業を施行した地域の属する合併関係市町村に属するものとする。ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その

他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費（ただし、平成十九年四月二日以降に合併

した団体にあつては、事業費補正による増加需要額）に係る額によつて按分するものとする。

二十四　補正予算債の元利償還金

第二十二号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。ただし、指定団体にあつては、事業施行区域によつて分別

（ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準

財政需要額のうち投資的経費（ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額）に係る額

によつて按分）するものとする。

二十五　補正予算債の額

第二十二号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。ただし、指定団体にあつては、事業施行区域によつて分別

（ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準

財政需要額のうち投資的経費（ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額）に係る額

によつて按分）するものとする。

二十六　地方税減収補塡債の額

第五条第一項の表中四十四の規定によつて算定した当該新市町村に係る地方税減収補塡債の額のうち、合併した日の属する年度の前年

度までに合併関係市町村が同意を得た当該地方債に係るもの又は合併前に当該合併関係市町村が許可を得た当該地方債に係るものにあ

つては当該合併関係市町村に属するものとし、合併した日の属する年度の以後の年度に当該合併関係市町村若しくは当該新市町村が同

意を得た当該地方債又は合併後に当該新市町村が許可を得た当該地方債で市町村民税の所得割の減収分に係るものにあつては当該地方

債の発行について同意又は許可を得た年度の基準財政収入額の合併関係市町村ごとの市町村民税の所得割に係る基準税額によつて、市

町村民税の法人税割の減収分に係るものにあつては同年度の基準財政収入額の合併関係市町村ごとの市町村民税の法人税割に係る基準

税額によつて、利子割交付金の減収に係るものにあつては同年度の基準財政収入額の合併関係市町村ごとの利子割交付金の基準額によ

つて按分するものとする。

二十七　財源対策債の額

第二十二号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。ただし、指定団体にあつては、事業施行区域によつて分別

（ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準

財政需要額のうち投資的経費（ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額）に係る額

によつて按分）するものとする。

二十八　減税補塡債

平成六年度から平成十八年度までの各年度における減税補塡債については、当該各年度における当該新市町村に係る第五条第一項の表

第四十六号の規定によつて算定した額を当該各年度における合併関係市町村ごとの基準財政収入額の算定方法の特例として基準財政収

入額に加算した額の合算額によつて按分するものとする。

二十九　臨時財政対策債の額

各年度における第五条第一項の表第四十七号の規定によつて算定した当該新市町村に係る臨時財政対策債の額を当該各年度における合

併関係市町村ごとの地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令第一条に定める算定方法に準じて算定した額に

よつて按分するものとする。

三十　東日本大震災全国緊急防災施策等債の額

第二十二号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。ただし、指定団体にあつては、事業施行区域によつて分別

（ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準

財政需要額のうち投資的経費（ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額）に係る額

によつて按分）するものとする。

三十一　国土強靭化施策債の額
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第二十二号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。ただし、指定団体にあつては、事業施行区域によつて分別

（ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準

財政需要額のうち投資的経費（ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額）に係る額

によつて按分）するものとする。

３　前項の規定によつて合併関係市町村に分別された測定単位の数値の補正は、次の各号に定める方法によつて行うものとする。ただし、

合併関係市町村のうち分割合併に係るものにあつては当該分割前の市町村の区域によつて算定した補正後の数値を当該分割に係る補正前

の数値（種別補正を行うものにあつては、種別補正後の数値とする。以下この項において同じ。）によつて按分したものをもつて当該合

併関係市町村の補正後の数値とし、合併関係市町村のうち適用合併以外の合併を行つたものにあつては当該合併関係市町村の区域に係る

補正前の数値に当該新市町村に係る補正係数を乗じたものをもつてその補正後の数値とする。

一　種別補正

法第十三条第一項及び第二項の規定に準じて補正するものとする。

二　段階補正

法第十三条第四項第一号の規定に準じて補正するものとする。

三　密度補正

法第十三条第四項第二号及びこの省令第九条の規定に準じて補正するものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる密度補正

に用いる密度については、それぞれ同表の下欄に掲げる算定方法によるものとする。

「消防費」に

係 る 密 度

補 正 Ⅱ に

用 い る 密

度

当該新市町村の区域指定指数に別表第一のＡに定める率を乗じて得た数（小数点以下三位未満の端数があるときは、

その端数を四捨五入する。）と同表のＢに定める率との合計数を当該新市町村の石油の貯蔵・取扱量及び高圧ガス

の取扱量をそれぞれ合併関係市町村に分別して算定した区域指定指数によつて合併関係市町村ごとに按分して算定

する。

「消防費」に

係 る 密 度

補 正 Ⅲ に

用 い る 密

度

当該新市町村の標準額支払団員数を合併関係市町村ごとの人口によつて按分して算定する。

「下水道費」

に 係 る 密

度 補 正 に

用 い る 密

度

当該新市町村の公共下水道に係る排水人口、農業集落排水施設に係る排水人口、漁業集落排水施設に係る排水人口、

林業集落排水施設に係る排水人口、簡易排水処理施設に係る排水人口、小規模集合排水処理施設に係る排水人口、

合併処理浄化槽のうち特定地域生活排水処理施設に係る排水人口及び合併処理浄化槽のうち個別排水処理施設に係

る排水人口、公共下水道に係る排水面積、農業集落排水施設に係る排水面積、漁業集落排水施設に係る排水面積、

林業集落排水施設に係る排水面積、簡易排水処理施設に係る排水面積及び小規模集合排水処理施設に係る排水面積

を合併関係市町村ごとに分別して算定する。

「その他の土

木 費 」 に

係 る 密 度

補 正 に 用

いる密度

当該新市町村の近傍同種の家賃の額、旧公営住宅法第十二条第一項又は改良住宅等管理要領第四第一項の規定に基づ

き算出する月割り額、当該住宅の家賃、公営住宅法施行令第二条第二項の規定による家賃算定基礎額に同条第一項

第一号から第三号までに掲げる数値を乗じた額、入居者階層に応じての負担能力を勘案して国土交通省住宅局長が

別に定める額及び入居者負担基準額として国土交通大臣が調査した額を合併関係市町村ごとに分別して算定し、当

該新市町村の近傍同種の家賃の額、旧公営住宅法第十二条第一項又は改良住宅等管理要領第四第一項の規定に基づ

き算出する月割り額、当該住宅の家賃、公営住宅法施行令第二条第二項の規定による家賃算定基礎額に同条第一項

第一号から第三号までに掲げる数値を乗じた額、入居者階層に応じての負担能力を勘案して国土交通省住宅局長が

別に定める額及び入居者負担基準額として国土交通大臣が調査した額を合併関係市町村ごとに分別して算定し、平

成八年四月一日以降に合併を行つた場合においては、当該新市町村の公営住宅家賃収入補助基本額、戸数及び収入

超過者入居戸数を合併関係市町村ごとに分別して算定する。

「小学校費」

の う ち 児

童 数 を 測

定 単 位 と

す る も の

及 び 「 中

学 校 費 」

の う ち 生

徒 数 を 測

定 単 位 と

す る も の

に 係 る 密

度 補 正 に

用 い る 密

度

当該新市町村のスクールバス等の数を当該スクールバス等の主たる定置場の場所によつて合併関係市町村に分別し、

教育扶助受給児童数又は教育扶助受給生徒数、完全学校給食実施児童数又は完全学校給食実施生徒数、補食学校給

食実施児童数又は補食学校給食実施生徒数及びミルク学校給食実施児童数又はミルク学校給食実施生徒数を算定前

年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分して算定する。

「その他の教

育 費 」 に

係 る 密 度

補 正 Ⅱ に

用 い る 密

度

当該新市町村立の大学に在学する学生数、短期大学に在学する学生数、高等専門学校に在学する学生数、特別支援学

校の幼稚部に在学する幼児の数、特別支援学校の小学部及び中学部に在学する児童及び生徒の数、特別支援学校の

高等部（別科及び専攻科を除く。）に在学する生徒の数及び特別支援学校の高等部（別科及び専攻科に限る。）に在

学する生徒の数を合併関係市町村ごとに分別し、当該新市町村に所在する私立の幼稚園（新制度移行私立幼稚園を

除く。）に在学する幼児の数を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分し、市町村

立の認定こども園に在籍する一号認定子どもの数（追加分）、市町村立大学授業料減免対象学生数、市町村立短期

大学授業料減免対象学生数、市町村立高等専門学校授業料減免対象学生数、市町村立専門学校授業料減免対象学生

数、市町村立大学入学金減免対象学生数、市町村立短期大学入学金減免対象学生数、市町村立高等専門学校入学金

減免対象学生数及び市町村立専門学校入学金減免対象学生数にあつては、合併関係市町村ごとの人口によつて按分
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した数値を用い、第九条第一項の表市町村の項第六号１算式イの符号Ｃにあつては、当該新市町村に係る数値を用

いて算定する。

「その他の教

育 費 」 に

係 る 密 度

補 正 Ⅲ に

用 い る 密

度

私立幼稚園在籍人員数及び私立認定こども園在籍人員数の合計数にあつては、合併関係市町村ごとの人口によつて按

分した数値を用い、第九条第一項の表市町村の項第六号２算式の符号Ｃにあつては当該新市町村に係る数値を用い

て算定する。

「その他の教

育 費 」 に

係 る 密 度

補 正 Ⅳ に

用 い る 密

度

一として算定する。

「 生 活 保 護

費 」 に 係

る 密 度 補

正 に 用 い

る密度

当該新市町村が市の場合においては、当該市の被生活保護者等の数、被生活保護者等の実数及び被生活保護者等のう

ち生活扶助等を受けた者の数の算出に用いる前年度における生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶

助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助を受けた者の数（以下「各扶助人員数」という。）を算定前年度の算定に用

いた当該合併関係市町村ごとの当該数値（合併前において福祉事務所設置町村以外の町村であつた合併関係市町村

については、算定前年度の当該合併関係市町村に係る数として当該都道府県知事が調査した数とする。）によつて

それぞれ按分し、当該新市町村が福祉事務所設置町村の場合においては、当該福祉事務所設置町村の各扶助人員数

を当該合併関係市町村ごとの人口によつてそれぞれ按分して算出した各数値を用いて算定する。

「 社 会 福 祉

費 」 に 係

る 密 度 補

正 に 用 い

る密度

当該新市町村の公立の保育施設在籍人員数（公立保育所在籍人員数、公立幼保連携型認定こども園在籍人員数、公立

認定こども園在籍人員数（追加分）及び特別利用保育等に係る子どもの数を除く。）を施設の所在地によつて合併

関係市町村ごとに分別し、当該新市町村の障害福祉サービスのうち居住系サービス利用者数、日中活動系サービス

利用者数及び訪問系サービス利用者数を算定前年度の合併関係市町村の当該数値（平成二十年四月二日から平成二

十四年四月一日までに合併を行つた場合においては、算定前年度の施設入所支援利用者（新体系）、平成十九年四

月二日から平成二十年四月一日までに合併を行つた場合においては、算定前年度の施設訓練等支援費支給決定者

数、平成十九年四月一日までに合併を行つた場合においては、算定前年度の知的障害者支援措置人員）によつて按

分し、前年度私立保育所等費用額、前年度私立保育所等利用者負担額、前年度私立保育所等在籍人員数、前年度子

育てのための施設等利用給付支給額、前年度子育てのための施設等利用給付に係る給付認定子ども数及び第九条第

一項の表市町村の項第八号１算式ア（１）の符号 α 及び算式ア（２）の符号 α にあつては当該新市町村に係る数

値を用い、当該新市町村の公立保育所在籍人員数、公立幼保連携型認定こども園在籍人員数、公立認定こども園在

籍人員数（追加分）、特別利用保育等に係る子どもの数、私立保育所在籍人員数、私立認定こども園在籍人員数、

保育所等における障害児受入人員数、障害児保育のための加配職員数、児童数（３歳未満）（（被用者・本則給付

分）及び（施設等受給資格者分）の計）、児童数（３歳未満）（非被用者・本則給付分）、児童数（３歳～小学校）

（（被用者・本則給付分のうち第１子及び第２子分）及び（施設等受給資格者分）の計）、児童数（３歳～小学校）

（非被用者・本則給付分のうち第１子及び第２子分）、児童数（３歳～小学校）（被用者・本則給付分のうち第３子

以降分）、児童数（３歳～小学校）（非被用者・本則給付分のうち第３子以降分）、児童数（中学校）（（被用者・本

則給付分）及び（施設等受給資格者分）の計）、児童数（中学校）（非被用者・本則給付分）、児童数（３歳未満）

（地方公務員・本則給付分）、児童数（３歳～小学校）（地方公務員・本則給付分のうち第１子及び第２子分）、児童

数（３歳～小学校）（地方公務員・本則給付分のうち第３子以降分）、児童数（中学校）（地方公務員・本則給付

分）、児童数（３歳未満）（被用者・特例給付分）、児童数（３歳～小学校）（被用者・特例給付分のうち第１子及び

第２子分）、児童数（３歳～小学校）（被用者・特例給付分のうち第３子以降分）、児童数（中学校）（被用者・特例

給付分）、児童数（３歳未満）（非被用者・特例給付分）、児童数（３歳～小学校）（非被用者・特例給付分のうち第

１子及び第２子分）、児童数（３歳～小学校）（非被用者・特例給付分のうち第３子以降分）、児童数（中学校）（非

被用者・特例給付分）、児童数（３歳未満）（地方公務員・特例給付分）、児童数（３歳～小学校）（地方公務員・特

例給付分のうち第１子及び第２子分）、児童数（３歳～小学校）（地方公務員・特例給付分のうち第３子以降分）、

児童数（中学校）（地方公務員・特例給付分）、児童扶養手当支給者数、地域型保育給付に係る子どもの数（事業区

分別）、特例保育給付に係る子どもの数及び子育てのための施設等利用給付に係る給付認定子ども数を合併関係市

町村ごとの人口によつて按分して算出した数値を用いて算定する。

「 保 健 衛 生

費 」 に 係

る 密 度 補

正 Ⅰ 及 び

密 度 補 正

Ⅱ に 用 い

る密度

当該新市町村の診療所の数、診療所の病床数、簡易水道等給水人口、簡易水道事業債元利償還金、簡易水道事業債許

可額、高料金対策簡易水道資本費、高料金対策簡易水道有収水量、市町村立等病院病床数、市町村立等病院特例病

床数、市町村立大学附属病院病床数及び市町村立リハビリ病院病床数の合計数、市町村立等病院事業債元利償還

金、市町村立等病院事業債同意等額、市町村立大学附属病院事業債元利償還金、市町村立大学附属病院事業債同意

等額、市町村病院事業一般会計出資債同意等額、救急告示病院数、救急告示等病床数、高料金対策上水道資本費、

高料金対策上水道有収水量、上水道水源開発元利償還金、独立行政法人水資源機構負担金、上水道広域化対策元利

償還金、上水道一般会計出資債元利償還金、市町村上水道一般会計出資債同意等額並びに市町村立看護師等養成所

生徒数を合併関係市町村ごとに分別（ただし、簡易水道事業債元利償還金、簡易水道事業債許可額、上水道水資源

開発元利償還金、独立行政法人水資源機構負担金、上水道広域化対策元利償還金、上水道一般会計出資債元利償還

金及び市町村上水道一般会計出資債同意等額にあつては、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合

においては人口によつて按分）し、当該新市町村の七（六）割軽減保険料軽減者数、七（六）割軽減保険料軽減世

帯数、減額した被保険者均等割額計、減額した世帯別平等割額計、一般被保険者世帯等数及び一般被保険者数を算

定初年度にあつては合併関係市町村ごとに分別し、算定初年度の次年度以降にあつては算定初年度の算定に用いた

合併関係市町村ごとの当該数値によつてそれぞれ按分し、当該新市町村の五（四）割軽減保険料軽減者数、二割軽

減保険料軽減者数、五（四）割軽減保険料軽減世帯数、二割軽減保険料軽減世帯数を合併関係市町村ごとの人口に

よつてそれぞれ按分し、当該新市町村の前年度九月三十日現在一般被保険者数及び前年度九月三十日現在一般被保
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険者数のうち六十歳以上七十五歳未満の者の数を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつ

てそれぞれ按分した数値を用いて算定する。

「高齢者保健

福 祉 費 」

に 係 る 密

度 補 正 に

用 い る 密

度

当該新市町村の養護老人ホーム被措置者数、居宅介護サービス等受給者数及び施設介護サービス受給者数を算定前年

度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分して算定し、生活支援ハウスの施設数を施設の所在

地で分別して算定し、当該新市町村の第一段階被保険者数、第二段階被保険者数、第三段階被保険者数、二割軽減

被保険者数、五割軽減被保険者数及び七割軽減被保険者数を合併関係市町村ごとの人口によつて按分して算定す

る。

「清掃費」に

係 る 密 度

補 正 Ⅰ に

用 い る 密

度

一として算定する。

「清掃費」に

係 る 密 度

補 正 Ⅱ に

用 い る 密

度

当該新市町村入湯税納税義務者数を算定初年度にあつては合併関係市町村ごとに分別し、算定初年度の次年度以降に

あつては算定初年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分（ただし、入湯税について合併特

例法第十条又は合併新法第十六条の規定に基づき不均一課税を行つている当該新市町村にあつては合併関係市町村

ごとに分別）して算定する。

「 農 業 行 政

費 」 に 係

る 密 度 補

正 Ⅰ に 用

いる密度

当該新市町村の田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積をそれぞれ分別して算定する。平成二十二年二月二日から

平成二十七年二月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の田の面

積、畑の面積及び牧草専用地の面積は、令和二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた

市町村の同日現在における田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積を平成二十二年二月一日現在の合併関係市町

村の区域に係る田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積によつて按分し、平成二十七年二月二日から令和二年二

月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の田の面積、畑の面積及

び牧草専用地の面積は、令和二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現

在における田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積を平成二十七年二月一日現在の合併関係市町村の区域に係る

田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積によつて按分して算定する。

「 農 業 行 政

費 」 に 係

る 密 度 補

正 Ⅱ に 用

いる密度

当該新市町村の農道延長を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分して算定する。

「林野水産行

政 費 」 に

係 る 密 度

補 正 Ⅰ に

用 い る 密

度

当該新市町村又は財産区の所有する森林の面積を合併関係市町村ごとに分別して算定する。この場合において、平成

二十二年二月二日から平成二十七年二月一日までに合併を行つた場合における当該期間内の合併に係る合併関係市

町村の市町村又は財産区の所有する森林の面積は、令和二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包

括していた市町村の同日現在における市町村又は財産区の所有する森林の面積を農林業センサス規則によつて調査

した平成二十二年二月一日現在における合併関係市町村の区域に係る市町村又は財産区の所有する森林の面積によ

つて按分し、平成二十七年二月二日から令和二年二月一日までに合併を行つた場合における当該期間内の合併に係

る合併関係市町村の市町村又は財産区の所有する森林の面積は、令和二年二月一日現在において当該合併関係市町

村の区域を包括していた市町村の同日現在における市町村又は財産区の所有する森林の面積を農林業センサス規則

によつて調査した平成二十七年二月一日現在における合併関係市町村の区域に係る市町村又は財産区の所有する森

林の面積によつて按分して算定する。

「林野水産行

政 費 」 に

係 る 密 度

補 正 Ⅱ に

用 い る 密

度

当該新市町村の公有及び私有の林野面積を合併関係市町村ごとに分別して算定する。この場合において、平成二十二

年二月二日から平成二十七年二月一日までに合併を行つた場合における当該期間内の合併に係る合併関係市町村の

公有及び私有の林野面積は、令和二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同

日現在における市町村の公有及び私有の林野面積を農林業センサス規則によつて調査した平成二十二年二月一日現

在における合併関係市町村の区域に係る市町村の公有及び私有の林野面積によつて按分し、平成二十七年二月二日

から令和二年二月一日までに合併を行つた場合における当該期間内の合併に係る合併関係市町村の公有及び私有の

林野面積は、令和二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における

市町村の公有及び私有の林野面積を農林業センサス規則によつて調査した平成二十七年二月一日現在における合併

関係市町村の区域に係る市町村の公有及び私有の林野面積によつて按分して算定する。

「林野水産行

政 費 」 に

係 る 密 度

補 正 Ⅲ に

用 い る 密

度

当該新市町村の市町村譲与基準面積を合併関係市町村の公有及び私有の林野面積に用いる数により按分し、当該新市

町村の市町村譲与基準林業従業者数及び市町村譲与基準人口を合併関係市町村ごとに分別して算定する。この場合

において、平成二十二年十月二日から平成二十七年十月一日までに合併を行つた場合における当該期間内の合併に

係る合併関係市町村の市町村譲与基準従業者数及び市町村譲与基準人口は、平成二十七年十月一日現在において当

該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における市町村譲与基準従業者数及び市町村譲与基準人

口を国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における合併関係市町村の区域に係る林業従業者数及

び人口によつてそれぞれ按分し、平成二十七年十月二日から令和二年十月一日までに合併を行つた場合における当

該期間内の合併に係る合併関係市町村の市町村譲与基準人口は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町

村の区域を包括していた市町村の同日現在における市町村譲与基準人口を国勢調査令によつて調査した平成二十七

年十月一日現在における合併関係市町村の区域に係る人口によつて按分して算定する。

「 地 域 振 興

費 」 の う

ち 人 口 を

測 定 単 位

と す る も

当該新市町村の外国青年招致人員並びに外国自治体との自治体間交流及び外国自治体間との各種分野における交流に

基づいて招致した外国籍職員の合計数を合併関係市町村の人口によつて按分して算定する。
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の に 係 る

密 度 補 正

Ⅲ に 用 い

る密度

四　態容補正

法第十三条第四項第三号並びにこの省令第十条第十三項から第二十二項まで、第十一条の二及び第十二条第三項から第五項までの規定

に準じて補正するものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる態容補正係数については、それぞれ同表の下欄に掲げる算定

方法によるものとする。

「消防費」に係る経常態容補

正係数

零とする。

「道路橋りよう費」のうち道

路の延長を測定単位とす

るものに係る投資補正係

数

当該新市町村の交通事故件数比率の算定に用いる交通事故件数を合併関係市町村の合併の日の属する

年の前年の当該数値によつて按分し、算定初年度の次年度以降においては算定初年度の算定に用い

た合併関係市町村ごとの当該数値によつてそれぞれ按分して算定するものとする。

「下水道費」に係る投資補正

係数

当該新市町村の有収水量、超過算定対象資本費、使用料等、統合前の有収水量、統合前の超過算定対

象資本費及び統合前の使用料等を分別して算定するものとする。

「その他の教育費」のうち人

口を測定単位とするもの

に係る普通態容補正Ⅱ係

数

当該新市町村の指定都市立小学校教職員数又は指定都市立中学校教職員数をそれぞれ合併関係市町村

ごとの「小学校費」又は「中学校費」のうち学級数を測定単位とするものに係る当該測定単位の数

値によつて按分した数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、合併前において指

定都市以外の市町村であつた合併関係市町村にあつては、当該按分した数を零とする。）を用い、当

該新市町村の指定都市立特別支援学校（小・中学部）教職員数又は指定都市立特別支援学校（高等

部）教職員数をそれぞれ合併関係市町村ごとの「その他の教育費」のうち人口を測定単位とするも

のに係る市町村立特別支援学校（小・中学部）学級数又は市町村立特別支援学校（高等部）学級数

によつて按分した数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、合併前において指定

都市以外の市町村であつた合併関係市町村にあつては、当該按分した数を零とする。）を用い、当該

新市町村の指定都市立小・中学校教職員平均給与月額又は指定都市立特別支援学校教職員平均給与

月額を合併関係市町村の当該額（ただし、合併前において指定都市以外の市町村であつた合併関係

市町村にあつては、当該額を零とする。）として算定するものとする。

「その他の教育費」のうち幼

稚園等の小学校就学前子

どもの数を測定単位とす

るものに係る経常態容補

正係数

当該新市町村の「その他の教育費」に係る経常態容補正係数とする。

「その他の教育費」のうち人

口を測定単位とするもの

に係る投資補正Ⅱ係数

当該新市町村の特別支援学校の幼稚部の学級数、特別支援学校の小学部及び中学部の学級数並びに特

別支援学校の高等部の学級数を当該特別支援学校の所在する合併関係市町村に分別して算定するも

のとする。

「社会福祉費」に係る普通態

容補正係数Ⅱ

当該新市町村の虐待相談対応件数を合併関係市町村の児童相談所の数により按分して算定するものと

する。

「保健衛生費」に係る経常態

容補正係数Ⅱ

零とする。

「地域振興費」のうち人口を

測定単位とするものに係

る普通態容補正Ⅰ係数

当該合併関係市町村のうち人口が も多い団体の連携中枢都市圏人口を当該新市町村における連携中

枢都市圏の圏域人口として総務大臣が調査した数とし、その他の合併関係市町村の連携中枢都市圏

人口を零として算定するものとする。ただし、合併後に中核市又は特例市（地方自治法等の一部を

改正する法律（平成二十六年法律第四十二号）による改正前の地方自治法第二百五十二条の二十六

の三第一項の特例市をいう。以下同じ。）に指定された新市に係る合併関係市町村の「地域振興費」

のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅰ係数は、当該合併関係市町村のうち人口が

も多いものの連携中枢都市圏人口を当該新市町村における連携中枢都市圏の圏域人口として総務

大臣が調査した数とし、その他の合併関係市町村の連携中枢都市圏人口を零として算定した率に、

当該新市の基準財政需要額から当該新市の法令による行政権能等の差による地域区分が「都市計画

費」、「生活保護費」、「社会福祉費」、「保健衛生費」、「高齢者保健福祉費」のうち六十五歳以上人口

を測定単位とするもの、「その他の教育費」のうち人口を測定単位とするもの及び「地域振興費」の

うち人口を測定単位とするものにあつてはその他の市町村、「保健衛生費」にあつては保健所設置

市、「その他の土木費」にあつては建築主事設置市であるものとして算定した基準財政需要額を控除

して得た額を当該新市に係る合併関係市町村ごとの人口で按分して得た当該合併関係市町村の額（当

該合併関係市町村が施行時特例市であつた場合には、当該額から、当該合併関係市町村の基準財政

需要額から当該合併関係市町村の法令による行政権能等の差による地域区分が「都市計画費」及び

「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものにあつてはその他の市町村であるものとし、かつ、

「その他の土木費」にあつては建築主事設置市であるものとして算定した基準財政需要額を控除した

額を控除して得た額）と当該合併関係市町村の段階補正係数及びこの号の規定の適用がないものと

した場合における普通態容補正Ⅰ係数を乗じ、その率（小数点以下三位未満の端数があるときは、

その端数を四捨五入する。）に〇・七九五三を乗じ、その率（小数点以下三位未満の端数があるとき

は、その端数を四捨五入する。）に測定単位を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端

数を四捨五入する。）に単位費用を乗じて得た額との合算額を、単位費用で除し、その商（整数未満

の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）を測定単位で除し、その商（小数点以下三位未満

の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）を〇・七九五三で除して得た数（小数点以下三位
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未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）を、段階補正係数で除して得た率（小数点以

下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）を加えた率とする。

「地域振興費」のうち人口を

測定単位とするものに係

る普通態容補正Ⅲ係数

当該合併関係市町村ごとの島しよ人口を用いて算定するものとする。

「地域振興費」のうち人口を

測定単位とするものに係

る経常態容補正係数

零とする。

「地域振興費」のうち人口を

測定単位とするものに係

る投資補正係数

合併前年度において事業所税を課するものとされていた合併関係市町村の人口が三十万人未満の場合

（新市町村の人口が三十万人以上の場合に限る。）又は合併前年度において事業所税を課することが

できないものとされていた合併関係市町村の人口が三十万人以上の場合においては、当該合併関係

市町村に係る第十二条第三項の表市町村の項第三号算式の符号ｂ中「人口」とあるのは「合併前年

度における合併関係市町村の人口」と読み替えるものとする。

「地域振興費」のうち面積を

測定単位とするものに係

る投資補正係数

当該新市町村の可住地面積を算定前年度の算定に用いた合併関係村ごとの当該数値によつて按分し、

当該新市町村の人口集中地区面積を第十二条第三項の表市町村の項第三号の規定に準じて合併関係

市町村ごとに分別又は按分して算定するものとする。

「消防費」、「道路橋りよう

費」のうち道路の延長を

測定単位とするもの、「港

湾費」のうち港湾におけ

る外郭施設の延長を測定

単位とするもの及び漁港

における外郭施設の延長

を測定単位とするもの、

「都市計画費」、「公園費」

のうち人口を測定単位と

するもの、「下水道費」、

「その他の土木費」、「小学

校費」のうち学級数を測

定単位とするもの、「中学

校費」のうち学級数を測

定単位とするもの、「高等

学校費」のうち生徒数を

測定単位とするもの、「社

会福祉費」、「高齢者保健

福祉費」のうち六十五歳

以上人口を測定単位とす

るもの、「清掃費」、「農業

行政費」、「林野水産行政

費」並びに「地域振興費」

に係る事業費補正係数

当該新市町村の事業費補正係数を算定するための基礎として用いた額を次の１、２、３及び４に定め

る規定に基づき合併関係市町村ごとに分別又は按分して第十二条第五項の規定に準じて算定するも

のとする。この場合において、「道路橋りよう費」のうち道路の延長を測定単位とするもの、「その

他の土木費」、「農業行政費」、「林野水産行政費」及び「地域振興費」における同項の表市町村の項

の算式の符号中 α については、当該新市町村（ただし、二回以上合併を行つた場合においては、直

近の合併に係る当該新市町村）に係る率をそれぞれ用いることとする。

１　「下水道費」に係る事業費補正係数を算定するための基礎として用いた額（公共下水道、流域下水

道、特定公共下水道及び特定環境保全公共下水道の整備事業に係るものに限る。ただし、公共下水

道等における処理場、ポンプ場及び管路施設の供用開始後二十五年を経過したものに係る事業で、

下水道の処理量の増大又は放流水の水質の改善に資さない事業（以下この号において「更新事業」

という。）は除く。）のうち、合併した日の属する年度の前年度までに合併関係市町村が同意を得た

当該地方債に係るもの又は負担したもの若しくは合併前に当該合併関係市町村が許可を得た当該地

方債に係るもの若しくは負担したものにあつては当該合併関係市町村に属するものとし、合併した

日の属する年度の以後の年度に当該合併関係市町村又は当該新市町村が同意を得た当該地方債に係

るもの若しくは負担したもの若しくは合併後に当該新市町村が許可を得た当該地方債に係るもの若

しくは負担したものにあつては当該額を算定前年度の環境基本法（平成五年法律第九十一号）第十

七条の規定により公害防止計画が策定された地域に含まれる合併関係市町村以外の合併関係市町村

の基準財政需要額のうち投資的経費（ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、

事業費補正による増加需要額）に係る額によつて按分するものとする。ただし、指定団体にあつて

は、事業施行区域によつて分別（ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合

その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費（た

だし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額）に係る

額によつて按分）するものとする。

２　「下水道費」に係る事業費補正係数を算定するための基礎として用いた額（下水道事業債特別措置

分発行可能額に係るものに限る。）のうち、合併した日の前日の属する年度以前の年度の下水道事業

債特別措置分発行可能額にあつては当該合併関係市町村に属するものとし、合併した日の前日の属

する年度の次年度以後の年度の下水道事業債特別措置分発行可能額にあつては合併関係市町村の平

成十八年度の算定における「下水道費」の事業費補正係数を算定するための基礎とした額のうち公

共下水道及び流域下水道の整備事業に係る経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基

づく負担金に充てるため昭和三十四年度以降に発行を許可された地方債の元利償還金に相当する額

によつて按分するものとする。

３　「高齢者保健福祉費」のうち六十五歳以上人口を測定単位とするものに係る事業費補正係数を算定

するための基礎として用いた額のうち、合併した日の属する年度の前年度までに合併関係市町村が

同意を得た当該地方債に係るもの又は負担したものにあつては当該合併関係市町村に属するものと

し、合併した日の属する年度の以後の年度に当該合併関係市町村又は当該新市町村が同意を得た当

該地方債に係るもの又は負担したものにあつては当該合併関係市町村のうち合併前において指定都

市又は中核市に属する（ただし、合併関係市町村に指定都市及び中核市を含まない場合は、当該額

を算定前年度の合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費（ただし、平成十九年四月二日

以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額）に係る額によつて按分する）もの

とする。

４　「下水道費」に係る事業費補正係数を算定するための基礎として用いた額（公共下水道、流域下水

道、特定公共下水道及び特定環境保全公共下水道の整備事業に係るもの並びに下水道事業債特別措

置分発行可能額に係るものを除く。ただし、更新事業は含む。）並びに「下水道費」及び「高齢者保

健福祉費」のうち六十五歳以上人口を測定単位とするもの以外の経費の種類に係る事業費補正係数

を算定するための基礎として用いた額のうち、合併した日の属する年度の前年度までに合併関係市

町村が同意を得た当該地方債に係るもの又は負担したもの若しくは合併前に当該合併関係市町村が

許可を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したものにあつては当該合併関係市町村に属するも

のとし、合併した日の属する年度の以後の年度に当該合併関係市町村又は当該新市町村が同意を得

た当該地方債に係るもの若しくは負担したもの若しくは合併後に当該新市町村が許可を得た当該地

方債に係るもの若しくは負担したものにあつては当該額を算定前年度の合併関係市町村の基準財政
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需要額のうち投資的経費（ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補

正による増加需要額）に係る額によつて按分（ただし、合併関係市町村の当該年度の測定単位が零

である経費の種類に係るものについては、当該測定単位が零の合併関係市町村以外の合併関係市町

村の算定前年度の投資的経費によつて按分）するものとする。ただし、指定団体にあつては、事業

施行区域によつて分別（ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の

場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費（ただし、

平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額）に係る額によ

つて按分）するものとする。

五　寒冷補正

法第十三条第四項第四号並びにこの省令第十三条第四項及び第五項の規定に準じて補正するものとする。

六　数値急増補正

第十五条の規定に準じて補正するものとする。この場合において、六十五歳以上住民基本台帳登載人口、七十五歳以上住民基本台帳登

載人口及び住民基本台帳登載人口は算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつてそれぞれ按分するものとする。

七　数値急減補正

「小学校費」及び「中学校費」のうち学級数を測定単位とするもの及び学校数を測定単位とするものにあつては第十六条の規定に準じ

て補正するものとし、その他の経費にあつては当該新市町村の数値急減補正係数によるものとする。

八　法第十三条第十一項の規定による補正

第十七条の規定によつて算定した当該新市町村に係る補正係数を用い、同条の規定に準じて補正するものとする。

九　第一号、第三号、第四号及び第七号において、前項の規定により測定単位の数値として分別又は按分することとされるものにあつて

は、同項に定める方法により合併関係市町村ごとに分別又は按分して算定するものとする。

４　前項の規定によつて測定単位の数値を補正する場合において、補正係数及び補正後の数値の算定方法については、第六条に定めるとこ

ろによる。ただし、小学校若しくは中学校の学校数若しくは高等学校の教職員の補正後の数値に小数点以下二位未満の端数があるとき、

又は小学校若しくは中学校の学級数の補正後の数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

５　法第十三条第八項の規定による市町村の区分で合併関係市町村に係るものは、次の各号に定めるところによる。

一　行政の質及び量の差による種地に係る地域区分

第十一条第一項第一号に定めるところによる。この場合において、合併関係市町村の区域に係る人口、人口集中地区人口、経済構造の

算定に用いる産業分類別就業者数、宅地平均価格指数の算定に用いる宅地の平均価格、宅地の評価総地積、商工住宅地区の宅地の平均

価格及び全宅地の平均価格並びに昼間流入人口、合併関係市町村の市町村役場の所在地とⅠの地域の市町村の役場の所在地との 短距

離並びに合併関係市町村の区域に係る昼間流出人口については次に定めるところによる。

（一）　人口又は人口集中地区人口

第二項第一号の規定に準じて合併関係市町村の区域に分別した人口又は人口集中地区人口。ただし、平成十七年十月一日以前に合併

を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の区域の人口又は人口集中地区人口は、令和二年十月一日現在にお

いて当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における人口又は人口集中地区人口を合併関係市町村の区域に係る

国勢調査令によつて調査した平成十二年十月一日現在における人口又は人口集中地区人口によつて按分したものとし、平成十七年十

月二日から平成二十二年十月一日までに合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の人口又は人

口集中地区人口は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における人口又は人

口集中地区人口を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によつて調査した平成十七年十月一日現在における人口又は人口集中地区

人口によつて按分したものとし、平成二十二年十月二日から平成二十七年十月一日までに合併を行つた場合においては、当該期間内

の合併に係る合併関係市町村の区域の人口又は人口集中地区人口は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包

括していた市町村の同日現在における人口又は人口集中地区人口を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によつて調査した平成二

十二年十月一日現在における人口又は人口集中地区人口によつて按分したものとし、平成二十七年十月二日から令和二年十月一日ま

でに合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の人口又は人口集中地区人口は、令和二年十月一

日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における人口又は人口集中地区人口を合併関係市町村の

区域に係る国勢調査令によつて調査した平成二十七年十月一日現在における人口又は人口集中地区人口によつて按分したものとす

る。

（二）　経済構造の算定に用いる産業分類別就業者数

合併関係市町村の区域に分別した産業分類別就業者数のうち第一次産業就業者数、第二次産業就業者数又は第三次産業就業者数（以

下この号において「第一次産業就業者数等」という。）。ただし、平成十七年十月一日以前に合併を行つた場合においては、同日以前

の合併に係る合併関係市町村の区域の第一次産業就業者数等は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括し

ていた市町村の同日現在における第一次産業就業者数等を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によつて調査した平成十二年十月

一日現在における第一次産業就業者数等によつてそれぞれ按分したものとし、平成十七年十月二日から平成二十二年十月一日までに

合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の第一次産業就業者数等は、令和二年十月一日現在に

おいて当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における第一次産業就業者数等を合併関係市町村の区域に係る国

勢調査令によつて調査した平成十七年十月一日現在における第一次産業就業者数等によつてそれぞれ按分したものとし、平成二十二

年十月二日から平成二十七年十月一日までに合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の第一次

産業就業者数等は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における第一次産業

就業者数等を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における第一次産業就業者数等に

よつてそれぞれ按分したものとし、平成二十七年十月二日から令和二年十月一日までに合併を行つた場合においては、当該期間内の

合併に係る合併関係市町村の区域の第一次産業就業者数等は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括して

いた市町村の同日現在における第一次産業就業者数等を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によつて調査した平成二十七年十月

一日現在における第一次産業就業者数等によつてそれぞれ按分したものとする。

（三）　宅地平均価格指数の算定に用いる商工住宅地区の宅地の平均価格及び全宅地の平均価格

次の（１）及び（２）に定めるところによる。

（１）　商工住宅地区の宅地の平均価格

合併関係市町村の商工住宅地区の宅地の平均価格。ただし、平成十九年一月一日以前に合併を行つた場合においては、同日以前の

合併に係る合併関係市町村の商工住宅地区の宅地の平均価格は、令和四年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括

していた市町村の令和四年度調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の宅地の決定価格を合併関係市町村の平成九
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年度調書に記載されているこれらの地区の宅地の決定価格によつて按分し、当該按分した数の合計数を令和四年一月一日現在にお

いて当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の令和四年度調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の地積

を合併関係市町村の平成九年度調書に記載されているこれらの地区の地積によつて按分した数の合計数で除して得た数とし、平成

十九年一月二日から平成二十四年一月一日までに合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の商工住

宅地区の宅地の平均価格は、令和四年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の令和四年度調書に

記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の宅地の決定価格を合併関係市町村の平成十九年度調書に記載されているこれら

の地区の宅地の決定価格によつて按分し、当該按分した数の合計数を令和四年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を

包括していた市町村の令和四年度調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の地積を合併関係市町村の平成十九年度

調書に記載されているこれらの地区の地積によつて按分した数の合計数で除して得た数とし、平成二十四年一月二日から平成二十

九年一月一日までに合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の商工住宅地区の宅地の平均価格は、

令和四年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の令和四年度調書に記載されている商業地区、工

業地区及び住宅地区の宅地の決定価格を合併関係市町村の平成二十四年度調書に記載されているこれらの地区の宅地の決定価格に

よつて按分し、当該按分した数の合計数を令和四年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の令和

四年度調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の地積を合併関係市町村の平成二十四年度調書に記載されているこ

れらの地区の地積によつて按分した数の合計数で除して得た数とし、平成二十九年一月二日から令和四年一月一日までに合併を行

つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の商工住宅地区の宅地の平均価格は、令和四年一月一日現在におい

て当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の令和四年度調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の宅地の

決定価格を合併関係市町村の平成二十九年度調書に記載されているこれらの地区の宅地の決定価格によつて按分し、当該按分した

数の合計数を令和四年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の令和四年度調書に記載されている

商業地区、工業地区及び住宅地区の地積を合併関係市町村の平成二十九年度調書に記載されているこれらの地区の地積によつて按

分した数の合計数で除して得た数とする。

（２）　全宅地の平均価格

合併関係市町村の全宅地の平均価格。ただし、平成十九年一月一日以前に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合

併関係市町村の全宅地の平均価格は、令和四年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の令和四年

度調書に記載されている宅地の決定価格の総額を合併関係市町村の平成九年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額で按分

し、当該按分した額を令和四年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の令和四年度調書に記載さ

れている宅地の総地積を合併関係市町村の平成九年度調書に記載されている宅地の総地積で按分したもので除して得た数とし、平

成十九年一月二日から平成二十四年一月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の

全宅地の平均価格は、令和四年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の令和四年度調書に記載さ

れている宅地の決定価格の総額を合併関係市町村の平成十九年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額で按分し、当該按分

した額を令和四年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の令和四年度調書に記載されている宅地

の総地積を合併関係市町村の平成十九年度調書に記載されている宅地の総地積で按分したもので除して得た数とし、平成二十四年

一月二日から平成二十九年一月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の全宅地の

平均価格は、令和四年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の令和四年度調書に記載されている

宅地の決定価格の総額を合併関係市町村の平成二十四年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額で按分し、当該按分した額

を令和四年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の令和四年度調書に記載されている宅地の総地

積を合併関係市町村の平成二十四年度調書に記載されている宅地の総地積で按分したもので除して得た数とし、平成二十九年一月

二日から令和四年一月一日までに合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の全宅地の平均価格は、

令和四年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の令和四年度調書に記載されている宅地の決定価

格の総額を合併関係市町村の平成二十九年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額で按分し、当該按分した額を令和四年一

月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の令和四年度調書に記載されている宅地の総地積を合併関係

市町村の平成二十九年度調書に記載されている宅地の総地積で按分したもので除して得た数とする。

（四）　昼間流入人口

合併関係市町村の区域ごとの昼間流入人口。ただし、平成十七年十月一日以前に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係

る合併関係市町村については、国勢調査令によつて調査され、平成十二年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間

流入人口によることとし、平成十七年十月二日から平成二十二年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合

併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によつて調査され、平成十七年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係

る昼間流入人口によることとし、平成二十二年十月二日から平成二十七年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期

間内の合併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によつて調査され、平成二十二年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係

市町村に係る昼間流入人口によることとし、平成二十七年十月二日から令和二年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、

当該期間内の合併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によつて調査され、平成二十七年国勢調査報告に掲げられた当該合

併関係市町村に係る昼間流入人口によることとする。

（五）　市町村役場の所在地とⅠの地域の市町村の役場の所在地との 短距離

合併前の当該合併関係市町村の役場の所在地とⅠの地域の市町村役場の所在地との 短距離

（六）　昼間流出人口

合併関係市町村の区域ごとの昼間流出人口。ただし、平成十七年十月一日以前に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係

る合併関係市町村については、国勢調査令によつて調査され、平成十二年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間

流出人口によることとし、平成十七年十月二日から平成二十二年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合

併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によつて調査され、平成十七年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係

る昼間流出人口によることとし、平成二十二年十月二日から平成二十七年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期

間内の合併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によつて調査され、平成二十二年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係

市町村に係る昼間流出人口によることとし、平成二十七年十月二日から令和二年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、

当該期間内の合併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によつて調査され、平成二十七年国勢調査報告に掲げられた当該合

併関係市町村に係る昼間流出人口によることとする

二　農業行政の質及び量の差による級地に係る地域区分
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第十一条第一項第二号に定めるところによる。この場合において、合併関係市町村の区域に係る農業就業者数比率の算定に用いる令和

二年産業分類別就業者数並びに耕地比率の算定に用いる田畑の面積、牧場の面積及び宅地の面積については、次に定めるところによ

る。

（一）　農業就業者数比率の算定に用いる令和二年産業分類別就業者数

合併関係市町村の区域に分別した令和二年産業分類別就業者数のうち、Ａ農業、林業のうち農業に係る就業者数（以下この号におい

て「農業就業者数」という。）及び産業分類別就業者数の総数。ただし、平成十七年十月一日以前に合併を行つた場合においては、

同日以前の合併に係る合併関係市町村の農業就業者数又は産業分類別就業者数の総数は、令和二年十月一日現在において当該合併関

係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における農業就業者数又は産業分類別就業者数の総数を合併関係市町村の区域に係

る平成十二年産業分類別就業者数のうち農業就業者数又は産業分類別就業者数の総数によつてそれぞれ按分したものとし、平成十七

年十月二日から平成二十二年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の農業就業

者数又は産業分類別就業者数の総数は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在

における農業就業者数又は産業分類別就業者数の総数を合併関係市町村の区域に係る平成十七年産業分類別就業者数のうち農業就業

者数又は産業分類別就業者数の総数によつてそれぞれ按分したものとし、平成二十二年十月二日から平成二十七年十月一日までの間

に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の農業就業者数又は産業分類別就業者数の総数は、令和二

年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における農業就業者数又は産業分類別就業者数

の総数を合併関係市町村の区域に係る平成二十二年産業分類別就業者数のうち農業就業者数又は産業分類別就業者数の総数によつて

それぞれ按分したものとし、平成二十七年十月二日から令和二年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合

併に係る合併関係市町村の農業就業者数又は産業分類別就業者数の総数は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区

域を包括していた市町村の同日現在における農業就業者数又は産業分類別就業者数の総数を合併関係市町村の区域に係る平成二十七

年産業分類別就業者数のうち農業就業者数又は産業分類別就業者数の総数によつてそれぞれ按分したものとする。

（二）　耕地比率の算定に用いる田畑の面積、牧場の面積及び宅地の面積

合併関係市町村の区域に分別した令和二年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積及び宅地の面

積。ただし、平成十七年一月一日以前に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の田畑の面積、牧場の

面積又は宅地の面積は、令和二年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の令和二年度分の固定資産

税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積を合併関係市町村の平成十二年度分の固定資産税に係る

概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積によつてそれぞれ按分したものとし、平成十七年一月二日から平

成二十二年一月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の田畑の面積、牧場の面積又

は宅地の面積は、令和二年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の令和二年度分の固定資産税に係

る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積を合併関係市町村の平成十七年度分の固定資産税に係る概要調

書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積によつてそれぞれ按分したものとし、平成二十二年一月二日から平成二

十七年一月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の田畑の面積、牧場の面積又は宅

地の面積は、令和二年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成二十七年度分の固定資産税に係

る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積を合併関係市町村の平成二十二年度分の固定資産税に係る概要

調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積によつてそれぞれ按分したものとし、平成二十七年一月二日から令和

二年一月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の田畑の面積、牧場の面積又は宅地

の面積は、令和二年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の令和二年度分の固定資産税に係る概要

調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積を合併関係市町村の平成二十七年度分の固定資産税に係る概要調書に

記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積によつてそれぞれ按分したものとする。

三　林野行政等の質及び量の差による級地に係る地域区分

第十一条第一項第三号に定めるところによる。この場合において、合併関係市町村の区域に係る林業等就業者数比率の算定に用いる令

和二年産業分類別就業者数及び林野面積比率の算定に用いる林野面積については、次に定めるところによる。

（一）　林業等就業者数比率の算定に用いる令和二年産業分類別就業者数

合併関係市町村の区域に分別した令和二年産業分類別就業者数のうちＡ農業、林業のうち林業及びＢ漁業の数の合計数（以下この号

において「林業等就業者数」という。）並びに産業分類別就業者数の総数とする。ただし、平成十七年十月一日以前に合併を行つた

場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数は、令和二年十月一日現在

において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数を合併

関係市町村の区域に係る平成十二年産業分類別就業者数のうち林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数によつてそれぞれ按分

したものとし、平成十七年十月二日から平成二十二年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合

併関係市町村の林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括

していた市町村の同日現在における林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数を合併関係市町村の区域に係る平成十七年産業分

類別就業者数のうち林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数によつてそれぞれ按分したものとし、平成二十二年十月二日から

平成二十七年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の林業等就業者数又は産業

分類別就業者数の総数は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林業

等就業者数又は産業分類別就業者数の総数を合併関係市町村の区域に係る平成二十二年産業分類別就業者数のうち林業等就業者数又

は産業分類別就業者数の総数によつてそれぞれ按分したものとし、平成二十七年十月二日から令和二年十月一日までの間に合併を行

つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数は、令和二年十月一

日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数

を合併関係市町村の区域に係る平成二十七年産業分類別就業者数のうち林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数によつてそれ

ぞれ按分したものとする。

（二）　林野面積比率の算定に用いる林野面積

合併関係市町村の区域に分別した林野面積の総数とする。ただし、平成十七年二月一日（沖縄県にあつては、平成十六年十二月一

日）以前に合併を行つた場合における林野面積の総数は、令和二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた

市町村の同日現在における林野面積の総数を農林業センサス規則によつて調査した平成十二年八月一日現在における合併関係市町村

の区域に係る林野面積の総数によつて按分し、平成十七年二月二日（沖縄県にあつては、平成十六年十二月二日）から平成二十二年

二月一日までの間に合併を行つた場合における林野面積の総数は、令和二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括

していた市町村の同日現在における林野面積の総数を農林業センサス規則によつて調査した平成十七年二月一日現在における合併関

係市町村の区域に係る林野面積の総数によつて按分したものとし、平成二十二年二月二日から平成二十七年二月一日までの間に合併

278



を行つた場合における林野面積の総数は、令和二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現

在における林野面積の総数を農林業センサス規則によつて調査した平成二十二年二月一日現在における合併関係市町村の区域に係る

林野面積の総数によつて按分したものとし、平成二十七年二月二日から令和二年二月一日までの間に合併を行つた場合における林野

面積の総数は、令和二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林野面積の総数

を農林業センサス規則によつて調査した平成二十七年二月一日現在における合併関係市町村の区域に係る林野面積の総数によつて按

分したものとする。

（三）　林野面積比率の算定に用いる面積

第二項第二号の規定により算出したものとする。

四　行政の質及び量の差による隔遠地の級地に係る地域区分

第十一条第一項第四号（一）に掲げる新市町村について、当該新市町村の同号（二）による級地区分による。ただし、合併関係市町村

のうち、算定前年度に同号（二）の規定により算定した点数の合計数が、当該新市町村における当該合計数を超える場合においては、

算定前年度の級地区分とする。

五　行政権能等の差による地域区分

第十一条第一項第五号に定めるところによる。この場合において、「都市計画費」にあつては当該新市町村が当該年度の四月一日現在

において指定都市、中核市又は施行時特例市であるときは合併前において指定都市、中核市、特例市又は施行時特例市以外の市町村で

あつた合併関係市町村については指定都市、中核市又は施行時特例市以外の市町村の区分に応ずる係数によるものとし、「その他の土

木費」にあつては当該新市町村が当該年度の四月一日現在において、指定都市、中核市、施行時特例市又は建築主事設置市であるとき

は合併前において指定都市、中核市、特例市、施行時特例市又は建築主事設置市以外の市町村であつた合併関係市町村については建築

主事設置市の区分に応ずる係数によるものとし、当該新市町村が当該年度の四月一日現在において限定特定行政庁設置市町村であると

きは合併前において限定特定行政庁設置市町村以外の市町村であつた合併関係市町村については限定特定行政庁設置市町村の区分に応

ずる係数によるものとし、「その他の教育費」のうち人口を測定単位とするものにあつては当該新市町村が当該年度の四月一日現在に

おいて指定都市又は中核市であるときは合併前において指定都市又は中核市以外の市町村であつた合併関係市町村については指定都市

又は中核市以外の市町村の区分に応ずる係数によるものとし、「生活保護費」にあつては当該新市町村（町村については、福祉事務所

設置町村に限る。）が当該年度の四月一日現在において指定都市又は中核市であるときは合併前において指定都市又は中核市以外の市

町村であつた合併関係市町村については指定都市又は中核市以外の市町村の区分に応ずる係数によるものとし、「社会福祉費」にあつ

ては当該新市町村が当該年度の四月一日現在において指定都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市又は指定都市、児童相談所設

置中核市若しくはその他の中核市以外の市（福祉事務所設置町村を含む。）であるときは合併前において指定都市、児童相談所設置中

核市又はその他の中核市以外の市又は町村であつた合併関係市町村については指定都市、児童相談所設置中核市又はその他の中核市以

外の市の区分に応ずる係数によるものとし、「保健衛生費」にあつては当該新市町村が当該年度の四月一日現在において指定都市、中

核市又は保健所設置市であるときは合併前において指定都市、中核市又は保健所設置市以外の市町村であつた合併関係市町村について

は保健所設置市の区分に応ずる係数によるものとし、「高齢者保健福祉費」のうち六十五歳以上人口を測定単位とするものにあつては

当該新市町村が当該年度の四月一日現在において指定都市又は中核市であるときは合併前において指定都市又は中核市以外の市町村で

あつた合併関係市町村については指定都市又は中核市以外の市町村の区分に応ずる係数によるものとし、「商工行政費」にあつては当

該新市町村が当該年度の四月一日現在において中小企業支援市及び計量市であるときは合併前において中小企業支援市及び計量市以外

の市町村であつた合併関係市町村については中小企業支援市及び計量市の区分に応ずる係数によるものとし、当該新市町村が当該年度

の四月一日現在において計量市であるときは合併前において計量市以外の市町村であつた合併関係市町村については計量市の区分に応

ずる係数によるものとする。

６　寒冷補正に用いる地域区分のうち給与の差による地域区分は、当該新市町村に係る第十四条第一号に定めるところにより、寒冷の差又

は積雪の差による地域区分は、当該新市町村に係る第十四条第二号に定めるところによるほか、当該合併関係市町村の合併前における地

域区分（ただし、生活保護費に係る寒冷の差による地域区分を除く。）による。

（合併関係市町村に係る基準財政収入額の算定方法）

第五十条　合併関係市町村に係る基準財政収入額は、次の各号に定めるところによつて算定した基準税額及び基準額の合算額とする。

一　市町村民税の基準税額は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額及び法人税割に係る基準税額の合算額とする。

（一）　均等割に係る基準税額は、地方税法第二百九十四条第一項第一号又は第二号に掲げる者に対するものにあつては、当該新市町村

の納税義務者数を当該算定前年度の合併関係市町村の納税義務者数で按分した上で、第三十一条第二項第一号の規定に準じて算定

し、地方税法第二百九十四条第一項第三号又は第四号に掲げる者に対するものにあつては、算定初年度においては、第三十一条第二

項第二号の規定に準じて合併関係市町村の区域ごとに納税義務者数を調査分別して算定するものとし、算定初年度の次年度以降にお

いては、当該新市町村の当該年度の基準税額の算定初年度に対する伸び率を合併関係市町村ごとの算定初年度の基準税額に乗じて算

定するものとする。

（二）　所得割に係る基準税額は、第三十一条第三項に定めるところによつて算定した当該新市町村の所得割に係る基準税額を、当該合

併関係市町村の算定前年度の基準税額によつて按分した額とする。

（三）　法人税割に係る基準税額は、第三十一条第四項に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市

町村の算定前年度の基準税額によつて按分した額とする。ただし、指定団体にあつては同項に定めるところによつて算定した当該新

市町村に係る基準税額を同項の規定に準じて合併関係市町村の区域ごとに算定した調定額によつて按分した額とする。この場合にお

いて、二以上の合併関係市町村の区域にまたがつてその事務所又は事業所を有する法人に係るものの調定額は、地方税法第三百二十

一条の十三及び第三百二十一条の十四の規定の例によつて算定するものとする。

二　固定資産税の基準税額は、土地に係る基準税額、家屋に係る基準税額及び償却資産に係る基準税額の合算額とする。

（一）　土地に係る基準税額は、第三十二条第二項に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市町村

の算定前年度の基準税額によつて按分した額とする。ただし、指定団体にあつては同項に定めるところによつて算定した当該新市町

村に係る基準税額を合併関係市町村の区域ごとに調査した土地の地目ごとの固定資産税の当該年度分の課税標準額の合算によつて分

別した額

（二）　家屋に係る基準税額は、第三十二条第三項に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市町村

の算定前年度の基準税額によつて按分した額とする。ただし、指定団体にあつては同項に定めるところによつて算定した当該新市町

村に係る基準税額を合併関係市町村の区域ごとに調査した当該年度分の家屋に係る固定資産税の課税標準額（同項の規定により当該

年度分の固定資産税額が減額された住宅の所在する合併関係市町村については、当該減額された税額の合算額に七一・四三を乗じて

得た額を控除する。）によつて分別した額とする。

（三）　償却資産に係る基準税額は、第三十二条第四項に定めるところによつて算定した当該新市町村の基準税額を当該合併関係市町村

の算定前年度の基準税額によつて按分した額とする。ただし、指定団体にあつては次に定める方法によつて算定した額の合算額とす
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る。この場合において、合併前指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村に所在する償却資産が大規模の償却資産であるとき

は、当該償却資産に係る課税標準額のうち大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額に〇・〇一〇五を乗じて得た額を当該償

却資産に係る次の（１）又は（２）によつて算定した基準税額から控除した額による。

（１）　当該償却資産が合併関係市町村の区域のいずれかに所在する場合においては、当該償却資産に係る基準税額は、当該償却資産

が所在する合併関係市町村に属するものとする。

（２）　当該償却資産が二以上の合併関係市町村の区域にまたがつて所在する場合においては、地方税法第三百八十九条第一項の規定

により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則（昭和二十八年総理府令第九十一号）の規定に準じ

て当該償却資産に係る課税標準額を当該合併関係市町村に按分した額とする。

三　軽自動車税の基準税額は、環境性能割に係る基準税額及び種別割に係る基準税額の合算額とする。

（一）　環境性能割の基準税額は、第三十三条第二項に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市町

村の算定前年度の軽自動車税の基準税額によつて按分した額とする。

（二）　種別割の基準税額は、第三十三条第三項に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市町村の

算定前年度の軽自動車税の基準税額によつて按分した額とする。

四　市町村たばこ税の基準税額は、第三十四条に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市町村の算

定前年度の基準税額によつて按分した額とする。

五　鉱産税の基準税額は、第三十五条に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を合併関係市町村の区域ごとに調査

した鉱産税の前年度分の課税標準額によつて按分した額とする。

六　特別土地保有税の基準税額は、第三十六条に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を、同条に定める算定方法

に準じて算定した合併関係市町村ごとの基準税額で按分した額とする。

この場合において、当該土地、当該取得に係る土地又は当該遊休土地が二以上の合併関係市町村にまたがつて所在し、分別が不可能な

場合には、合併関係市町村における当該土地、当該取得に係る土地又は当該遊休土地の面積によつて按分した額とする。

七　事業所税の基準税額は、第三十七条に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市町村の算定前年

度の基準税額で按分した額とする。ただし、合併特例法第十条第一項又は合併新法第十六条第一項の規定に基づき課税免除又は不均一

課税をしている場合は、第三十七条に定める算定方法に準じて算定した合併関係市町村ごとの基準税額で分別した額とする。不均一課

税をしなくなつたときは、終了年度の次年度については合併関係市町村ごとに分別し、次々年度以降は当該年度の新市町村に係る基準

税額を終了年度の次年度に算定した合併関係市町村ごとの基準税額で按分するものとする。この場合において、合併前地方税法第七百

一条の三十一第一号イ及びロに規定する市並びに合併前同号ハに規定する市及びこれに準ずる市以外の市町村については、当該分別又

は按分した額を零とする。

七の二　利子割交付金の基準額は、第三十七条の二に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額を当該合併関係市町村の

算定前年度の基準税額によつて按分した額とする。

七の三　配当割交付金の基準額は、第三十七条の三に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額を当該合併関係市町村の

算定前年度の基準額によつて按分した額とする。

七の四　株式等譲渡所得割交付金の基準額は、第三十七条の四に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額を当該合併関

係市町村の算定前年度の基準額によつて按分した額とする。

七の四の二　法人事業税交付金の基準額は、第三十七条の四の二に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額を当該合併

関係市町村の算定前年度の第三十一条第四項に定めるところによつて算定した基準税額によつて按分した額とする。ただし、指定団体

にあつては第三十七条の四の二に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額を同項の規定に準じて合併関係市町村の区

域ごとに算定した調定額によつて按分した額とする。この場合において、二以上の合併関係市町村の区域にまたがつてその事務所又は

事業所を有する法人に係るものの調定額は、地方税法第三百二十一条の十三及び第三百二十一条の十四の規定の例によつて算定するも

のとする。

七の四の三　地方消費税交付金の基準額は、第三十七条の四の三に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額のうち、地

方消費税交付金基準額（従来分）を合併関係市町村ごとの算定前年度の基準額によつて按分した額と、地方消費税交付金基準額（引上

げ分）を合併関係市町村ごとの人口によつて按分した額とを合算した額とする。

七の五　ゴルフ場利用税交付金の基準額は、第三十七条の五に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額を同条の規定に

準じて算定した合併関係市町村ごとの基準額によつて按分した額とする。

七の六　削除

七の七　軽油引取税交付金の基準額は、第三十八条に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額を合併関係市町村の区域

内に存する一般国道及び都道府県道の面積によつて按分した額とする。

この場合における一般国道及び都道府県道の面積は、算定前年度の道路橋りよう費の算定に用いた道路の延長及び面積のうち、環境性

能割交付金の計算に用いる種別に係るものとし、合併前指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村については、当該按分した額を

零とする。

七の八　環境性能割交付金の基準額は、当該新市町村が指定都市である場合においては（一）及び（二）に定める額の合算額とし、当該

新市町村が指定都市以外の市町村である場合においては（一）に定める額とする。

（一）　第三十八条の二に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額のうち市町村道（地方税法第百七十七条の六第一項

に規定する市町村道をいう。以下この号において同じ。）に係る額を市町村道の延長に係る額及び道路の面積に係る額に区分し、当

該区分した額を合併関係市町村の区域内に存する市町村道の延長及び面積でそれぞれ按分した額の合算額。

この場合における市町村道の延長及び面積は、算定前年度の道路橋りよう費の算定に用いた道路の延長及び面積のうち、環境性能割

交付金の計算に用いる種別に係るものとする。

（二）　第三十八条の二に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額のうち一般国道等（地方税法第百七十七条の六第二

項に規定する一般国道等をいう。以下この号において同じ。）に係る額を一般国道等の延長に係る額及び道路の面積に係る額に区分

し、当該区分した額を合併関係市町村の区域内に存する一般国道等の延長及び面積でそれぞれ按分した額の合算額。

この場合における一般国道等の延長及び面積は、算定前年度の道路橋りよう費の算定に用いた道路の延長及び面積のうち、環境性能

割交付金の計算に用いる種別に係るものとする。

八　特別とん譲与税の基準税額は、第四十条によつて定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を当該都道府県知事が

定める率によつて按分した額とする。

九　地方揮発油譲与税の基準税額は、当該新市町村が指定都市である場合においては（一）及び（二）に定める額の合算額とし、指定都

市以外の市町村である場合においては（一）に定める額とする。
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（一）　第三十九条第一号に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る額を道路の延長に係る額及び道路の面積に係る額に区分

し、当該区分した額を合併関係市町村の区域内に存する市町村道の延長及び面積でそれぞれ按分した額の合算額。

この場合における市町村道の延長及び面積は、算定前年度の道路橋りよう費の算定に用いた道路の延長及び面積のうち、環境性能割

交付金の計算に用いる種別に係るものとする。

（二）　第三十九条第二号に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る額を道路の延長に係る額及び道路の面積に係る額に区分

し、当該区分した額を合併関係市町村の区域内に存する一般国道及び都道府県道の延長及び面積でそれぞれ按分した額の合算額。

この場合における一般国道及び都道府県道の延長及び面積は、算定前年度の道路橋りよう費の算定に用いた道路の延長及び面積のう

ち、環境性能割交付金の計算に用いる種別に係るものとし、合併前指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村については、当該

按分した額を零とする。

九の二　石油ガス譲与税の基準税額は、第四十条の二に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を道路の延長に係る

額及び道路の面積に係る額に区分し、当該区分した額を合併関係市町村の区域内に存する一般国道及び都道府県道の延長及び面積でそ

れぞれ按分した額の合算額とする。

この場合における一般国道及び都道府県道の延長及び面積は、算定前年度の道路橋りよう費の算定に用いた道路の延長及び面積のう

ち、環境性能割交付金の計算に用いる種別に係るものとし、合併前指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村については、当該按

分した額を零とする。

九の三　自動車重量譲与税の基準税額は、第四十条の三に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を道路の延長に係

る額及び道路の面積に係る額に区分し、当該区分した額を合併関係市町村の区域内に存する市町村道の延長及び面積によつてそれぞれ

按分した額の合算額とする。

この場合における市町村道の延長及び面積は、算定前年度の道路橋りよう費の算定に用いた道路の延長及び面積のうち、自動車重量譲

与税の計算に用いる種別に係るものとする。

九の四　航空機燃料譲与税の基準税額は、第四十条の四に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を合併関係市町村

の前条第二項第二十一号の規定によつて算定した世帯数によつて按分した額とする。

九の五　森林環境譲与税の基準税額は、第四十条の五に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市町

村の前年度分の基準税額によつて按分した額とする。

十　市町村交付金の基準額は、第四十一条に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る市町村交付金の基準額を当該合併関係市

町村の算定前年度の基準額で按分した額とする。ただし、指定団体にあつては、次の（１）及び（２）に定める方法によつて算定した

額の合算額とする。この場合において、合併前において指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村の区域に所在する償却資産が交

付金法第五条又は第六条に規定する大規模の償却資産であるときは、当該償却資産に係る交付金算定標準額となるべき価格のうちこれ

らの規定によつて交付金算定標準額となるべき額を超える部分の額に〇・〇一〇五を乗じて得た額を当該償却資産に係る次の（１）又

は（２）によつて算定した基準額から控除した額による。

（１）　当該固定資産が合併関係市町村の区域のいずれかに所在する場合においては、当該固定資産に係る基準額は、当該固定資産が所

在する合併関係市町村に属するものとする。

（２）　当該固定資産が二以上の合併関係市町村の区域にまたがつて所在する場合においては、当該固定資産に係る基準額は、国有資産

等所在市町村交付金法施行規則（昭和三十一年総理府令第三十一号）の規定に準じて当該固定資産の所在する合併関係市町村に按分

した額とする。

２　合併関係市町村の区域の全部又は一部につき課税免除等の特例規定又は法第十四条の二の規定が適用されることとされている場合にお

いては、当該合併関係市町村に係る基準財政収入額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によつて算定した額から第一号の規定によ

つて算定した額を控除した額とする。

一　課税免除等の特例規定及び法第十四条の二の規定（これらに基づく命令の規定を含む。）に定めるところにより算定した当該新市町

村の減収額に係る額を前項第二号の規定に定めるところにより算定した合併関係市町村の基準税額によつて按分した額

第六章　雑則

第一節　廃置分合又は境界変更があつた場合の措置

（廃置分合又は境界変更があつた場合の普通交付税の額の算定）

第五十一条　法第八条に定める期日（以下「交付税の算定期日」という。）後において地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合にお

いては、法第九条第二号の規定によつて関係地方団体に対して交付すべき普通交付税の額は、次の各号に定めるところによる。

一　廃置分合によつて一の地方団体の区域が分割された場合において、当該廃置分合の期日後において関係地方団体に対して交付すべき

普通交付税の額は、当該廃置分合前の地方団体に対して当該期日後において交付すべきであつた普通交付税の額を、当該廃置分合によ

り分割される区域を基礎とする独立の地方団体がそれぞれ当該年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方

団体に対して交付すべきであつた普通交付税の額に按分した額とする。

二　境界変更によつて一の地方団体がその区域を減じた場合において、当該境界変更の期日後において当該地方団体に対して交付すべき

普通交付税の額は、当該境界変更前の地方団体に対して当該期日後において交付すべきであつた普通交付税の額から、当該額を境界変

更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方団体が当該年度の四月一日に存在し

たものと仮定した場合において、これらの地方団体に対して交付すべきであつた普通交付税の額に按分した額のうち、境界変更により

減ずる区域に係る按分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなつた地方団体に対して当該期日後において交付すべき普通

交付税の額は、当該期日後においてその地方団体に対して交付すべきであつた普通交付税の額に当該境界変更により減ずる区域に係る

按分額を加えた額とする。

（廃置分合又は境界変更があつた場合の四月及び六月において交付する普通交付税の額の算定）

第五十二条　交付税の算定期日以前一年以内に地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における法第十六条第四項の規定による関係

地方団体に係る前年度の普通交付税の額（以下本条中「普通交付税の額」という。）は、次の各号に定めるところによる。

一　廃置分合により一の地方団体の区域の全部が他の地方団体の区域となつたときは、当該廃置分合前の関係地方団体に係る普通交付税

の額の合算額をもつて、当該地方団体が新たに属することとなつた地方団体の普通交付税の額とする。

二　廃置分合により一の地方団体の区域が分割された場合において、分割された区域に係る普通交付税の額は、当該廃置分合前の地方団

体の普通交付税の額を、当該廃置分合により分割された区域を基礎とする独立の地方団体がそれぞれ当該年度の前年度の四月一日に存

在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対して交付すべきであつた普通交付税の額に按分した額とする。

三　境界変更により一の地方団体がその区域を減じた場合における当該地方団体の普通交付税の額は、当該境界変更前の地方団体に係る

普通交付税の額から当該額を境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方

団体が当該年度の前年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対して交付すべきであつた普通交付
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税の額に按分した額のうち、境界変更により減ずる区域に係る按分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなつた地方団体

の普通交付税の額は、その地方団体に係る普通交付税の額に当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を加えた額とする。

２　前項の場合において、関係地方団体のうちに基準財政需要額が基準財政収入額に満たない団体があるときは、廃置分合又は境界変更後

の地方団体に係る普通交付税の額は、前項に規定する方法に準じて算定した廃置分合又は境界変更に係る区域（以下「当該区域」とい

う。）に係る基準財政需要額と当該区域が新たに属することとなる廃置分合又は境界変更前の地方団体に係る基準財政需要額との合算額

又は当該区域が従前属していた地方団体に係る基準財政需要額から当該区域に係る基準財政需要額を控除した額を基準財政需要額とし、

当該区域に係る基準財政収入額と当該区域が新たに属することとなる廃置分合又は境界変更前の地方団体に係る基準財政収入額との合算

額又は当該区域が従前属していた地方団体に係る基準財政収入額から当該区域に係る基準財政収入額を控除した額を基準財政収入額とし

て、法第十条第二項の規定を適用して算定した額とする。前項第二号又は第三号に規定する方法に準じて算定した当該区域に係る基準財

政需要額が基準財政収入額に満たないこととなるときも同様とする。

３　交付税の算定期日後当該年度の普通交付税が決定されるまでの間に地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における普通交付税

の交付については、前二項の規定の例による。

（廃置分合又は境界変更があつた場合の普通交付税の額の算定方法）

第五十三条　前二条の場合において、当該年度又は当該年度の前年度の四月一日に存在したものと仮定した地方団体に対して交付すべきも

のとされる普通交付税の額は、法及び普通交付税に関する省令の当該年度分又は当該年度の前年度分の普通交付税の額の算定の方法によ

るものとする。この場合において、廃置分合により分割される区域若しくは境界変更に係る区域又はその区域を除いた当該地方団体の区

域に係る基準財政需要額の算定に用いる法第十三条第四項、第十項及び第十一項（他の法律によりその例によるものとされる場合を含

む。）の規定による補正係数は、当該廃置分合又は境界変更前の当該地方団体に係る係数とし、当該地方団体が、合併新法及び合併特例

法（他の法律によりその例によるものとされる場合を含む。以下本項中同じ。）の規定による普通交付税の額の算定の特例の適用を受け

るものである場合における廃置分合により分割される区域若しくは境界変更に係る区域又はその区域を除いた当該地方団体の区域に係る

普通交付税の額は、普通交付税に関する省令中合併新法及び合併特例法の規定の適用を受ける合併市町村に係る当該年度分又は当該年度

の前年度分の財源不足額の算定の特例について定める規定の例により算定するものとする。

２　都道府県の境界変更があつた場合における第五十一条第二号及び第五十二条第一項第三号に規定する当該境界変更の区域に係る都道府

県の普通交付税の額は、前項の規定にかかわらず、当該境界変更前の都道府県に係る当該年度又は当該年度の前年度の基準財政需要額を

当該境界変更の区域に係る官報で公示された 近の国勢調査の結果による人口（以下この条において「人口」という。）と当該境界変更

の区域に係る人口を除いた当該都道府県の人口とで按分し、当該按分した額をそれぞれ当該境界変更の区域及び当該境界変更の区域を除

いた区域の基準財政需要額とし、これと同様の方法によつて按分した当該年度又は当該年度の前年度の基準財政収入額をそれぞれ当該境

界変更の区域及び当該境界変更の区域を除いた区域の基準財政収入額として、算定するものとする。

３　市町村の境界変更があつた場合における第五十一条第二号及び第五十二条第一項第三号に規定する当該境界変更の区域に係る市町村の

普通交付税の額は、総務大臣が当該境界変更により減じる区域に係る人口が著しく少ないこと等特別の事情があると認めるときは、前項

の規定に準じて算定する。

第二節　大規模な災害があつた場合の特例

（大規模な災害があつた場合の交付時期及び交付額の特例）

第五十四条　大規模な災害により被害を受けた地域の地方団体に対しては、当該災害が発生した年度又はその翌年度において、当該年度に

おいて交付すべき当該団体に対する普通交付税の額（以下この項において「決定額」という。決定額が決定されていないときは前年度の

当該地方団体に対する普通交付税の額に当該年度の交付税の総額の前年度の交付税の総額に対する割合を乗じて得た額を決定額とみな

し、国の予算が成立しないこと等の事由があるときは総務大臣が定める額を決定額とみなす。）から既に当該団体に対して交付した額を

控除した額の範囲内において繰上げ交付の措置を行うことができる。

２　前項の規定による繰上げ交付を行う地方団体、繰上げ交付の時期及び繰上げ交付を行う額は、大規模な災害による特別の財政需要の額

等を考慮して、総務大臣が定める。

３　第一項の規定による繰上げ交付を行つた地方団体に対する当該繰上げ交付の時期以降の各交付時期における交付額は、当該繰上げ交付

の時期以降の各交付時期における交付額（繰上げ交付を行つた額は除く。）から当該繰上げ交付を行つた額を順次控除した額とする。た

だし、総務大臣が必要と認める交付時期における交付額からは控除しないことができる。

第三節　意見の聴取

（意見の聴取）

第五十五条　普通交付税について法第二十条第一項の規定による意見の聴取を行なう場合には、法第十条第三項及び第四項並びに法第十八

条及び法第十九条に規定する措置をしようとする事由並びに意見の聴取の期日及び場所を、法第二十条第二項の規定による意見の聴取を

行なう場合には、意見の聴取の期日及び場所をそれぞれ期日の一週間前までに、文書によつて関係地方団体に通知するものとし、かつ、

意見の聴取の期日及び場所を公示するものとする。

２　法第二十条第一項及び第二項の規定による意見の聴取に際しては、関係地方団体は、当該意見の聴取に係る事案について意見を述べ、

かつ、必要な証拠を提出することができる。

３　法第二十条第一項及び第二項の規定による意見の聴取を行なう場合において、必要があると認めるときは、総務大臣は、地方財政に関

し専門的知識を有する参考人の出頭を求め、その意見をきくことができる。

附　則

（施行期日等）

第一条　この省令は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがある場合のほか、昭和三十七年度分の普通交付税から適用する。

２　この省令による改正前の地方団体に対して交付すべき地方交付税のうち普通交付税の額の算定に関する省令の規定によつてした資料の

提出、承認の申請及び承認その他の手続でこの省令に相当規定のあるものは、それぞれこの省令の規定によつてしたものとみなす。

第二条　削除

（測定単位の数値の算定方法の特例）

第三条　当分の間、第五条第一項の表第三号中「別表第二」とあるのは、「別表第二及び附則第二十三項」とし、「附則第二十五項」とある

のは、「附則第二十五項、第二十九項及び第三十一項」とする。

２　当分の間、第五条第一項の規定によつて指定区間内の道路の延長を算定する場合においては、道路台帳に記載されている数値に代え

て、前年の四月一日現在において道路橋りよう現況調書に記載されている数値によることができる。

３　令和五年度に限り、第五条第一項の規定によつて一級河川の延長を算定する場合においては、河川現況台帳に記載されている河川の河

岸の延長に代えて、河川法施行法（昭和三十九年法律第百六十八号）による廃止前の河川法（明治二十九年法律第七十一号）第二条第一

282



項の規定によつて認定された際の告示に記載されている区間に係る当該延長又は昭和四十年四月一日以後に河川法第四条の規定により一

級河川に指定された際の公示に記載されている区間に係る当該延長によることができる。

４　当分の間、第五条第一項の規定によつて港湾（漁港を含む。）における係留施設の延長を算定する場合においては、二以上の地方団体

が経費を負担する港湾又は漁港における係留施設の延長は、総務大臣が特に認める場合に限り、これらの数値を総務大臣が定める率によ

つて按分したものを関係地方団体に属する係留施設の延長とする。

５　当分の間、第五条第一項の表第四十七号に規定する各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額は、当該額から

総務大臣が修正すべきものと認めた額を控除した額とする。

（特別の地方債の償還費に係る数値の算定方法等）

第四条　地方団体の長は、当該地方団体に係る次の各号に掲げる測定単位の数値の基礎となる事項を記載した台帳を備えておかなければな

らない。

一　地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金

二　過疎地域の持続的発展等のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

三　公害防止事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

四　石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に

係る元利償還金

五　地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

六　被災者生活再建支援法人に対する拠出の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

七　合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

八　原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

２　法附則第五条第二項の規定による測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる経費の種類につき、それぞれ中欄に定める算定方法によつ

て、下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する（五百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数

があるときは、その端数金額を千円とする。）。この場合において、組合が起こした次の表の中欄に掲げる地方債に係る元利償還金につい

ては、第五条第一項の表第四十号２の規定を準用する。

経費の種

類

測定単位の数値の算定方法 表

示

単

位

一　地域

改善対策

特定事業

債等償還

費

地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債（当該年度の

六月一日以降に借り入れたものを除く。）で地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律（昭和六十二年

法律第二十二号）第五条、旧地域改善対策特別措置法（昭和五十七年法律第十六号）第五条又は旧同和対策事業特別措置法

（昭和四十四年法律第六十号）第十条の規定により総務大臣が指定したもの（以下「地域改善対策特定事業債等」という。）に

係る当該年度における元利償還金

千

円

二　過疎

対策事業

債償還費

過疎地域の持続的発展等のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債（当該年度の六月一日以

降に借り入れたものを除く。）で過疎地域持続的発展法第十四条第三項（過疎地域持続的発展法附則第五条において準用する

場合並びに過疎地域持続的発展法附則第六条第一項及び第二項、第七条第一項及び第二項並びに第八条第一項及び第二項にお

いて過疎地域持続的発展法附則第五条の規定を適用する場合を含む。）の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度

における元利償還金として総務大臣が調査したもの、旧過疎地域自立促進特別措置法第十二条第二項（同法附則第五条第二項

において準用する場合を含む。）の規定により総務大臣が指定したもの又は旧過疎地域活性化特別措置法第十二条第二項（同

法附則第十二項又は過疎地域自立促進特別措置法附則第十七条の規定による改正前の合併特例法第十二条において準用する場

合を含む。）、旧過疎地域振興特別措置法（昭和五十五年法律第十九号）第十二条第二項（同法附則第七項において準用する場

合を含む。）若しくは旧過疎地域対策緊急措置法（昭和四十五年法律第三十一号）第十一条第二項の規定により自治大臣が指

定したもの（以下「過疎対策事業債」という。）に係る当該年度における元利償還金

千

円

三　公害

防止事業

債償還費

公害防止事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債（当該年度の六月一日以降に借り入れたものを除

く。）で旧公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律（昭和四十六年法律第七十号）第五条の規定に

より総務大臣が指定したもの（昭和六十二年度補正予算債、平成四年度補正予算債、平成五年度補正予算債、平成六年度補正

予算債、平成七年度補正予算債、平成八年度補正予算債、平成九年度補正予算債、平成十年度補正予算債、平成十一年度にお

いて「平成十一年度国の公共事業等予備費の使用に係る地方債の取扱いについて（平成十一年九月二十九日付け自治地第百五

十九号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知）」及び「経済新生対策等に係る地方債

の取扱いについて（平成十一年十二月十四日付け自治地第百九十号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財

政局地方債課長通知）」に基づき発行を許可された地方債（以下「平成十一年度補正予算債」という。）、平成十二年度におい

て「平成十二年度国の公共事業等予備費の使用に係る地方債の取扱い等について」（平成十二年七月二十五日付け自治地第百

四十五号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知）及び「平成十二年度国の補正予算等

に係る地方債の取扱いについて」（平成十二年十二月一日付け自治地第二百十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局

長あて自治省財政局地方債課長通知）に基づき発行を許可された地方債（以下「平成十二年度補正予算債」という。）、平成十

三年度補正予算債、平成十四年度補正予算債、平成十六年度補正予算債、平成十七年度補正予算債、平成十八年度補正予算

債、平成十九年度補正予算債、平成二十年度補正予算債、平成二十一年度補正予算債、平成二十二年度補正予算債、平成二十

三年度補正予算債、平成二十四年度補正予算債、平成二十五年度補正予算債、平成二十六年度補正予算債、平成二十七年度補

正予算債、平成二十八年度補正予算債、平成二十九年度補正予算債、平成三十年度補正予算債、令和元年度補正予算債、令和

二年度補正予算債、令和三年度補正予算債、義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項に規定する施設に係る経費に充て

るため発行について同意又は許可を得た地方債、臨時財政特例債、財源対策債及び地方債計画に計上されない地方債を除く。

以下「公害防止事業債」という。）に係る当該年度における元利償還金

千

円

四　石油

コンビナ

ート等特

別防災区

域に係る

石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地

方債（当該年度の六月一日以降に借り入れたものを除く。）で石油コンビナート等災害防止法第三十六条第二項の規定により

総務大臣が指定したもの（地方債計画に計上されない地方債を除く。以下「石油コンビナート等地方債」という。）に係る当

該年度における元利償還金

千

円
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緑地等の

設置のた

めの地方

債償還費

五　地震

対策緊急

整備事業

債償還費

地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債（当該年度の六月一日以降に借り入れた

ものを除く。）で地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律（昭和五十

五年法律第六十三号）第六条の規定により総務大臣が指定したもの（義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項に規定す

る施設に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債及び地方債計画に計上されない地方債を除く。以下

「地震対策緊急整備事業債」という。）に係る当該年度における元利償還金

千

円

六　被災

者生活再

建支援法

人への拠

出のため

の地方債

償還費

被災者生活再建支援法（平成十年法律第六十六号）第六条第一項に基づき内閣総理大臣が指定した被災者生活再建支援法人に

対する拠出の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債（当該年度の六月一日以降に借り入れたものを除く。）

のうち総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金

千

円

七　合併

特例債償

還費

合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債（当該年度の六月一日以降に借

り入れたものを除く。）で合併特例法第十一条の二第二項（同法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものと

される場合を含む。）の規定により総務大臣が指定したもの（以下「合併特例債」という。）に係る当該年度における元利償

還金

千

円

八　原子

力発電施

設等立地

地域の振

興のため

の地方債

償還費

原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債（当該年度の六

月一日以降に借り入れたものを除く。）で原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第八条の規定により総務大臣

が指定したもの（以下「原子力発電施設等立地地域振興事業債」という。）に係る当該年度における元利償還金

千

円

３　新市町村で第四十八条の規定の適用を受けるものについては、前項の規定により算定された「地域改善対策特定事業債等償還費」、「地

震対策緊急整備事業債償還費」及び「原子力発電施設等立地地域振興事業債償還費」の測定単位の数値を合併関係市町村に分別（ただ

し、事業施行区域が二以上の区域にまたがる場合その他の場合においては、当該事業施行区域を含む合併関係市町村の算定前年度の基準

財政需要額のうち投資的経費（ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額）に係る額に

よつて按分）し、「過疎対策事業債償還費」の測定単位の数値を、合併した日の属する年度の前年度までに同意を得たもの又は合併前に

許可を得たものは同意又は許可を得た合併関係市町村に分別し、合併した日の属する年度以後の年度に同意を得たもの又は合併後に許可

を得たもので当該新市町村が「過疎地域」（過疎地域持続的発展法第二条第一項に規定する過疎地域及び旧過疎地域自立促進特別措置法

第二条に規定する過疎地域をいう。）に該当する場合若しくはすべての合併関係市町村が「みなし過疎地域」（過疎地域持続的発展法第三

条第一項及び第二項並びに旧過疎地域自立促進特別措置法第三十三条第二項に規定する地域をいう。）に該当する場合においては、当該

全ての合併関係市町村の算定前年度の基準財政需要額のうち投資的経費（ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、

事業費補正による増加需要額）に係る額によつて按分し、又は一部の合併関係市町村のみがみなし過疎地域に該当する場合においては、

当該みなし過疎地域に該当する合併関係市町村の算定前年度の基準財政需要額のうち投資的経費（ただし、平成十九年四月二日以降に合

併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額）に係る額によつて按分し、「公害防止事業債償還費」の測定単位の数値を、合併

した日の属する年度の前年度までに同意を得たもの又は合併前に許可を得たものは同意又は許可を得た合併関係市町村に分別し、合併し

た日の属する年度以後の年度に同意を得たもの又は合併後に許可を得たものは、合併関係市町村の算定前年度の基準財政需要額のうち投

資的経費（ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額）に係る額によつて按分（ただ

し、一部の合併関係市町村のみが公害防止区域（旧公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特例措置に関する法律第二条第二項の公

害防止計画が定められている区域のことをいう。）であるときは、当該公害防止区域となつている合併関係市町村の算定前年度の基準財

政需要額のうち投資的経費（ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額）に係る額によ

つて按分）し、「合併特例債償還費」の測定単位の数値を、合併した日の属する年度の前年度までに同意を得たもの又は合併前に許可を

得たものは同意又は許可を得た合併関係市町村に分別し、合併した日の属する年度以後の年度に同意を得たもの又は合併後に許可を得た

ものは、合併関係市町村の算定前年度の基準財政需要額のうち投資的経費（ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつて

は、事業費補正による増加需要額）に係る額によつて按分するものとする。ただし、指定団体にあつては、過疎対策事業債償還費、公害

防止事業債償還費及び合併特例債償還費の測定単位の数値を、事業施行区域により分別（ただし、二以上の区域にまたがる場合は、当該

事業施行区域を含む合併関係市町村の算定前年度の基準財政需要額のうち投資的経費（ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体

にあつては、事業費補正による増加需要額）に係る額によつて按分）するものとする。

第四条の二　当分の間、市町村の「地域改善対策特定事業債等償還費」、「過疎対策事業債償還費」、「公害防止事業債償還費」、「石油コンビ

ナート等地方債償還費」、「地震対策緊急整備事業債償還費」、「合併特例債償還費」又は「原子力発電施設等立地地域振興事業債償還費」

のある場合における第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「第五条」とあるのは「第五条及び附則第四条第二項」と、「次

項」とあるのは「次項及び附則第四条第三項」とする。

（「消防費」の密度補正Ⅲ係数の算定方法の特例）

第五条　令和五年度に限り、「消防費」の密度補正Ⅲ係数の算定については、第九条第一項の表市町村の項第一号「０．５」とあるのは

「０．８」とする。

（市町村の「地域振興費」の普通態容補正Ⅰ係数の算定方法の特例）

第六条　令和五年度に限り、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律（平成八年法律第八十五号）第

二条第一項の特定非常災害として指定された令和二年七月豪雨に際し災害対策基本法等の一部を改正する法律（令和三年法律第三十号）

第二条の規定による改正前の災害救助法（昭和二十二年法律第百十八号）が適用された同法第二条に規定する災害発生市町村のうち、一

から人口を令和二年九月三十日現在の住民基本台帳登載人口で除して得た数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨

五入する。）を控除した数が〇・二三四を上回る市町村である熊本県球磨郡球磨村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに

係る普通態容補正Ⅰ係数の算定については、第十条第二十項の規定により定める率に二・五九五を加算した率とする。

284



（普通態容補正の行政の質及び量の差による隔遠地の級地に係る経過措置）

第六条の二　当分の間、第十一条第一項第四号（一）に掲げる市町村について、普通交付税に関する省令の一部を改正する省令（平成二十

年総務省令第八十九号）による改正前の普通交付税に関する省令第十一条第一項第四号（二）の規定により算定した点数の合計数が、第

十一条第一項第四号（二）の規定により算定した点数の合計数を超える場合においては、平成十九年度の級地区分とする。

第七条及び第八条　削除

（市町村の「地域振興費」の投資補正係数の算定方法の特例）

第九条　令和五年度に限り、附則別表第三に掲げる市に係る「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものの投資補正係数の算式の符号

Ｂは、第十二条第三項の規定にかかわらず、次の算式によつて算定した率とする。

算式

ａ×ｂ

算式の符号

ａ　人口

ｂ　附則別表第三に定める率

第九条の二　令和五年度に限り、附則別表第三の二に掲げる市に係る「地域振興費」のうち面積を測定単位とするものの投資補正係数は、

第十二条第四項の規定により算出した率に、同表の「率」の欄の率を加えた率とする。

第九条の三及び第九条の四　削除

（都道府県の「地域振興費」の投資補正係数の算定方法の特例）

第九条の五　令和五年度に限り、都道府県の「地域振興費」の投資補正係数は、第十二条第三項の規定により算定した率に、次の算式によ

つて算定した率（特別の定めがある場合を除くほか、当該率又は当該率の算定の過程に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端

数を四捨五入する。）を加えた率とする。

算式

｛（Ｂ×０．６７６×０．７＋０．３）×５，１０８，０００＋（Ｃ×０．３５＋Ｄ×０．３５＋０．３）×２２８，０００｝／（Ａ×

０．５４３）

Ａ×０．５４３に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、Ｂ×０．６７６、Ｂ×０．６７６×０．７、Ｃ×０．３５＋

Ｄ×０．３５及び｛（Ｂ×０．６７６×０．７＋０．３）×５，１０８，０００＋（Ｃ×０．３５＋Ｄ×０．３５＋０．３）×２２８，

０００｝／（Ａ×０．５４３）に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　次の算式によつて算定した率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超える場合には３

とする。）

算式

｛（α／β）×１００｝×（１／３．５）

｛（α／β）×１００｝に小数点以下１位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

α　内閣府が令和４年３月２２日に公表した県民経済計算の「２．主要系列表」中「４．県民総生産（支出側）」に記載されている当

該都道府県の「総固定資本形成」の「公的」の「一般政府」に係る額の平成２２年度の額及び令和５年２月９日に公表した県民経済計

算の「２．主要系列表」中「４．県民総生産（支出側）」に記載されている当該都道府県の「総固定資本形成」の「公的」の「一般政

府」に係る額の平成２３年度から令和元年度までのそれぞれの年度ごとの額の合算額

β　内閣府が令和４年３月２２日に公表した県民経済計算の「２．主要系列表」中「４．県民総生産（支出側）」に記載されている当

該都道府県の「県内総生産（支出側）」の平成２２年度の額及び令和５年２月９日に公表した県民経済計算の「２．主要系列表」中

「４．県民総生産（支出側）」に記載されている当該都道府県の「県内総生産（支出側）」の平成２３年度から令和元年度までのそれぞ

れの年度ごとの額の合算額

Ｃ　次の算式によつて算定した数（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超える場合には３

とする。）

算式

（γ／３）×（１／３１３，６８６，０００，０００）

γ／３に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

γ　内閣府が令和５年２月９日に公表した県民経済計算の「３．付表」に記載されている当該都道府県の「固定資本減耗」の「一般政

府」に係る額の平成２９年度から令和元年度までのそれぞれの年度ごとの額の合算額

Ｄ　当該都道府県の第５条第１項の表中二１の面積を８，０４２．００で除して得た数（小数点以下３位未満の端数があるときは、そ

の端数を四捨五入し、当該数が３を超える場合には３とする。）

（寒冷補正係数の算定方法の特例）

第十条　令和五年度に限り、別表第四（３）の区分欄に掲げる級地が、令和四年改正前の省令の区分欄に掲げる級地よりも下回る市町村

（令和四年改正前の省令別表第四（３）の区分欄に掲げる級地が、普通交付税に関する省令の一部を改正する省令（令和四年総務省令第

五十号）による改正により無級地となった市町村を含む。）の「道路橋りよう費」、「小学校費」のうち学級数を測定単位とするもの、「中

学校費」のうち学級数を測定単位とするもの、「高等学校費」のうち生徒数を測定単位とするもの及び「地域振興費」のうち人口を測定

単位とするものに係る積雪の差による寒冷補正率は、第十三条第四項の規定にかかわらず、次の算式により算定した率（小数点以下三位

未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とする。

算式

Ａ＋（Ｂ－Ａ）×０．８

Ｂ－Ａが負数となるときは、（Ｂ－Ａ）は０とする。

算式の符号

Ａ　別表第４（３）に定める級地区分に応ずる別表第１に定める率

Ｂ　令和４年改正前の省令別表第４（３）に定める級地区分に応ずる別表第１に定める率

285



（交通安全対策特別交付金の基準額の算定方法等）

第十一条　交通安全対策特別交付金の基準額は、道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）附則第十八条の規定によつて当該地方団体に対

して前年度の九月及び三月に交付された交通安全対策特別交付金の額の合算額（次条において「前年度交付額」という。）に一・一二七

を乗じて得た額とする。

２　合併関係市町村の基準財政収入額は、第五十条の規定により算定した額に前項の規定により算定した当該新市町村に係る交通安全対策

特別交付金の基準額を当該合併関係市町村の合併に係る日の直前の交付時期において交付された交通安全対策特別交付金の額で按分した

額を加算した額とする。

第十一条の二　令和五年度に限り、令和四年四月二日から令和五年四月一日までの間に、道路法第十七条第二項（同法第十二条ただし書に

係る部分を除く。）の規定により区域内に存する一般国道（同法第十三条第一項に規定する指定区間外の一般国道に限る。）又は都道府県

道を新たに管理することとなつた指定都市以外の市、同法第十七条第三項の規定により区域内の都道府県道を新たに管理することとなつ

た町村及び当該市町村を包括する都道府県の交通安全対策特別交付金の基準額は、前条第一項の規定にかかわらず、前年度交付額に総務

大臣が通知した率を乗じて得た額とする。

（分離課税所得割交付金の交付見込額等の算定方法）

第十二条　法附則第七条に規定する指定都市を包括する道府県における分離課税所得割交付金の交付見込額として総務省令で定めるところ

により算定した額は、当該指定都市について次項の規定によつて算定した額の合計額とする。

２　法附則第七条に規定する指定都市における分離課税所得割交付金の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額は、次

の算式によつて算定した額とする。

算式

（Ａ×１．０３７×０．６６７×１．０１４）／２

Ａ×１．０３７、Ａ×１．０３７×０．６６７、（Ａ×１．０３７×０．６６７×１．０１４）及び（Ａ×１．０３７×０．６６７×

１．０１４）／２に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ａ　市町村税課税状況調第２０表の表側「令和３年度」のうち「７月」から「３月」まで及び「令和４年度」のうち「計」、表頭「税

額（千円）」欄に係る当該指定都市の額の合計額

３　合併関係市町村に係る前項の収入見込額は、同項の規定によつて算定した当該新市町村の収入見込額を第五十条第一項第一号（二）の

規定に準じて按分するものとする。この場合において、合併前において指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村については、当該

按分した額を零とする。

第十二条の二　削除

（道府県民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例）

第十二条の三　法附則第七条の二第一項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とす

る。

算式

｛（７９，４００円×α）×Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ｝×０．９８６－Ｆ＋Ｇ

７９，４００円×α に円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、（７９，４００円×α）×Ａ及び｛（７９，４００円×α）

×Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ｝×０．９８６に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ａ　第１８条第３項第１号の算式の符号Ａに同じ。

Ｂ　第１８条第３項第１号の算式の符号Ｂに同じ。

Ｃ　第１８条第３項第１号の算式の符号Ｃに同じ。

Ｄ　第１８条第３項第１号の算式の符号Ｄに同じ。

Ｅ　第１８条第３項第１号の算式の符号Ｅに同じ。

Ｆ　第１８条第３項第１号の算式の符号Ｆに同じ。

Ｇ　第１８条第３項第１号の算式の符号Ｇに同じ。

α　第１８条第３項第１号の算式の符号 α に同じ。

２　法附則第七条の二第一項第二号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。

算式

｛（７９，４００円×α）×Ａ＋（７９，４００円×α'）×Ａ'＋（Ｂ＋Ｂ'）－（Ｃ＋Ｃ'）－（Ｄ＋Ｄ'）－（Ｅ＋Ｅ'）｝×０．９８

６－（Ｆ＋Ｆ'）＋Ｇ

７９，４００円×α 及び７９，４００円×α'に円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、（７９，４００円×α）×Ａ、

（７９，４００円×α'）×Ａ'及び｛（７９，４００円×α）×Ａ＋（７９，４００円×α'）×Ａ'＋（Ｂ＋Ｂ'）－（Ｃ＋Ｃ'）－（Ｄ

＋Ｄ'）－（Ｅ＋Ｅ'）｝×０．９８６に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ａ　第１８条第３項第１号の算式の符号Ａに同じ。

Ａ'　市町村税課税状況調第１２表の表側「道府県民税」の「合計」の表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の当該都道府県内の各指

定都市の数の合計数に次の算式によつて算定した率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）を乗じて

得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式

ａ'／ｂ'

算式の符号

ａ'　当該都道府県内の各指定都市におけるその年の１月１日現在の２０歳以上住民基本台帳登載人口の合計数

ｂ'　当該都道府県内の各指定都市における前年の１月１日現在の２０歳以上住民基本台帳登載人口の合計数

Ｂ　第１８条第３項第１号の算式の符号Ｂに同じ。

Ｂ'　分離長期譲渡所得、分離短期譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る譲渡所得等、上場株式等の配当所得等

及び先物取引に係る雑所得等に係る当該年度の当初調定に係る額として総務大臣が調査した当該都道府県内の各指定都市の額の合算額

Ｃ　第１８条第３項第１号の算式の符号Ｃに同じ。

Ｃ'　次の算式によつて算定した額（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式
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（ｃ'＋ｄ'）×１．０２０

算式の符号

ｃ'　市町村税課税状況調第１２表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「配当控除」欄の当該都道府県内

の各指定都市の額の合計額

ｄ'　市町村税課税状況調第１２表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「外国税額控除」欄の当該都道府

県内の各指定都市の額の合計額

Ｄ　第１８条第３項第１号の算式の符号Ｄに同じ。

Ｄ'　市町村税課税状況調第１２表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「寄附金税額控除」欄の当該都道

府県内の各指定都市の額の合計額から市町村税課税状況調第４２表の表側「道府県民税」、表頭「条例で定めるものに対する寄附金」

のうち「控除額（千円）」欄の当該都道府県内の各指定都市の額の合計額を控除した額に１．０００を乗じて得た額の合算額（整数未

満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｅ　第１８条第３項第１号の算式の符号Ｅに同じ。

Ｅ'　市町村税課税状況調第１２表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「調整控除額」欄の当該都道府県

内の各指定都市の額の合計額に１．００１を乗じて得た額（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｆ　第１８条第３項第１号の算式の符号Ｆに同じ。

Ｆ'　地方税法附則第５条の４及び第５条の４の２の規定に基づく当該年度の５月末現在における道府県民税の住宅借入金等特別税額

控除額として総務大臣が調査した当該都道府県内の各指定都市の額の合計額

Ｇ　第１８条第３項第１号の算式の符号Ｇに同じ。

α　第１８条第３項第１号の算式の符号 α に同じ。

α'　別表第６のＢ欄に定める単位額補正率

３　法附則第七条の二第一項第三号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。

算式

｛（Ａ×１．００５）－（Ｂ×１．００８）｝×α×０．９８６＋（Ｃ×１．０４４）×α ＋（Ｄ＋Ｄ'）×０．９８６

Ａ×１．００５、Ｂ×１．００８、｛（Ａ×１．００５）－（Ｂ×１．００８）｝×α、｛（Ａ×１．００５）－（Ｂ×１．００８）｝×α

×０．９８６、Ｃ×１．０４４、（Ｃ×１．０４４）×α 及び（Ｄ＋Ｄ'）×０．９８６に整数未満の端数があるときは、その端数を

四捨五入する。

算式の符号

Ａ　次の算式によつて算定した額

算式

（ａ×０．０２）＋［｛（ｂ＋ｃ）－７，０００×（ｄ＋ｅ）｝×０．０３＋｛（ｄ＋ｅ）×１４０｝］

ａ×０．０２及び｛（ｂ＋ｃ）－７，０００×（ｄ＋ｅ）｝×０．０３に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

ａ　市町村税課税状況調第５９表の表側「道府県民税」のうち「７００万円以下の金額」、表頭「小計（Ａ）」欄の当該都道府県内の市

町村ごとの合算額

ｂ　市町村税課税状況調第５９表の表側「道府県民税」のうち「７００万円を超え１，０００万円以下」、表頭「小計（Ａ）」欄の当該

都道府県内の市町村ごとの合算額

ｃ　市町村税課税状況調第５９表の表側「道府県民税」のうち「１，０００万円を超える金額」、表頭「小計（Ａ）」欄の当該都道府県

内の市町村ごとの合算額

ｄ　市町村税課税状況調第１２表の表側「道府県民税」のうち「７００万円を超え１，０００万円以下」、表頭「納税義務者数」のう

ち「計」欄の当該都道府県内の市町村ごとの合計数

ｅ　市町村税課税状況調第１２表の表側「道府県民税」のうち「１，０００万円を超える金額」、表頭「納税義務者数」のうち「計」

欄の当該都道府県内の市町村ごとの合計数

Ｂ　次の算式によつて算定した額

算式

｛（ｆ＋ｆ'）×（２／３）｝＋［｛（ｇ＋ｇ'）／０．１２｝×０．１］＋［｛（ｈ＋ｉ）／０．４｝／３］＋ｊ＋（ｋ＋ｋ'）

｛（ｆ＋ｆ'）×（２／３）｝、（ｇ＋ｇ'）／０．１２）、｛（ｇ＋ｇ'）／０．１２｝×０．１、（ｈ＋ｉ）／０．４及び｛（ｈ＋ｉ）／０．

４｝／３に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

ｆ　第１８条第３項第１号の算式の符号Ｃの算式の符号ｃに同じ。

ｆ'　前項の算式の符号Ｃ'の算式の符号ｃ'に同じ。

ｇ　第１８条第３項第１号の算式の符号Ｃの算式の符号ｄに同じ。

ｇ'　前項の算式の符号Ｃ'の算式の符号ｄ'に同じ。

ｈ　第１８条第３項第１号の算式の符号Ｃの算式の符号ｅに同じ。

ｉ　第１８条第３項第１号の算式の符号Ｃの算式の符号ｆに同じ。

ｊ　第１８条第３項第１号の算式の符号Ｄに同じ。

ｋ　第１８条第３項第１号の算式の符号Ｆに同じ。

ｋ'　前項の算式の符号Ｆ'に同じ。

Ｃ　次の算式によつて算定した額

算式

ｌ×ｍ

算式の符号

ｌ　次の算式によつて算定した額（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式

ｌ１≦７，０００のとき　ｌ１×０．０２

７，０００＜ｌ１のとき　（ｌ１－７，０００）×０．０３＋１４０

算式の符号
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ｌ１　ｌ２を０．０６０で除して得た額（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）をｌ３で除して得た額（整数未

満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

ｌ２　市町村税課税状況調第２０表の表側「令和３年度」のうち「７月」から「３月」まで及び「令和４年度」のうち「計」、表頭「税

額（千円）」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合算額

ｌ３　市町村税課税状況調第２０表の表側「令和３年度」のうち「７月」から「３月」まで及び「令和４年度」のうち「計」、表頭「納

税義務者数」欄の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数

ｍ　符号ｌ３に同じ。

Ｄ　第１８条第３項第１号の算式の符号Ｂに同じ。

Ｄ'　前項の算式の符号Ｂ'に同じ。

α　次の算式によつて算定した率

算式

（ｎ／ｏ）×１．０００７１

ｎ／ｏに小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

ｎ　第１８条第３項第１号の算式の符号Ａの算式の符号ａに同じ。

ｏ　第１８条第３項第１号の算式の符号Ａの算式の符号ｂに同じ。

（地方消費税に係る基準財政収入額の算定方法の特例）

第十二条の四　当分の間、法附則第七条の三第一項に規定する加算する額は、次の算式によつて算定した額とする。

算式

｛（Ａ×０．００７３３７７２）－（Ａ×０．００３６６０１１）｝×０．２５＋｛（Ａ×０．００４２８４０９）－（Ａ×０．００２０

９０２６）｝×０．２５

算式の符号

Ａ　地方税法第７２条の１１４第４項に規定する各都道府県ごとの消費に相当する額

（道府県民税の法人税割の基準税額の算定方法の特例）

第十三条　令和五年度に限り、道府県民税の法人税割の基準税額は、第十八条第四項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつ

て算定した額の合算額とする。

一　当該年度に係る額

第十八条第四項第一号の規定の例により算定した額

二　令和五年改正前の省令附則第十三条第一号の額の過大算定額又は過少算定額

前年度分過大過少額（（一）に定める額から（二）に定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。）から前年度分過大過少

額の三分の二に相当する額（千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。）を控除した額とする。

（一）　次の算式によつて算定した額

算式

（Ａ＋Ｂ）×０．７５＋Ｃ

算式の符号

Ａ　第１８条第４項第２号算式の符号Ｃに同じ。

Ｂ　第１８条第４項第２号算式の符号Ｄに同じ。

Ｃ　令和４年度減収補塡債のうち道府県民税の法人税割に係るものの額の１００分の７５に相当する額

（二）　令和五年改正前の省令附則第十三条第一号の額

三　令和五年改正前の省令附則第十三条第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定める前年度分過大過少額から控除された

額の二分の一に相当する額（千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。）を当該控除された額から控除して得た額

四　令和五年改正前の省令附則第十三条第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号により控除された額

五　前年度以前の年度における法人税割の基準税額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

（道府県民税の利子割の基準税額の算定方法の特例）

第十三条の二　令和五年度に限り、道府県民税の利子割の基準税額は、第十八条第五項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによ

つて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には当該額は零とする。

一　当該年度に係る額

第十八条第五項第一号の規定の例により算定した額

二　前年度における令和五年改正前の省令附則第十三条の二第一号の額の過大算定額又は過少算定額

次の算式によつて算定した額（以下この条において「前年度分過大過少額」という。）から前年度分過大過少額の三分の二に相当す

る額（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）を控除して得た額とする。

算式

｛（Ａ×０．０５－Ｂ）×０．７５－Ｃ×０．７５＋Ｄ｝－Ｅ

算式の符号

Ａ　第１８条第５項第１号算式の符号Ａに同じ。

Ｂ　第１８条第５項第１号算式の符号Ｂに同じ。

Ｃ　第１８条第５項第１号算式の符号Ｃに同じ。

Ｄ　令和４年度減収補塡債のうち道府県民税の利子割に係るものの額の１００分の７５に相当する額

Ｅ　令和５年改正前の省令附則第１３条の２第１号の規定により算定した額

三　令和五年改正前の省令附則第十三条の二第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定める前年度分過大過少額から控除さ

れた額の二分の一に相当する額（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）を当該控除された額から控除して得た額

四　令和五年改正前の省令附則第十三条の二第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号の規定により控除された額

五　前年度以前の年度における利子割の基準額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

（法人事業税の基準税額の算定方法の特例）

第十四条　令和五年度に限り、法人事業税の基準税額は、第十九条第三項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した

額の合算額とする。

一　当該年度に係る額
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第十九条第三項第一号の規定の例により算定した額

二　前年度における令和五年改正前の省令附則第十四条第一号の額の過大算定額又は過少算定額

前年度分過大過少額（（一）に定める額から（二）に定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。）から前年度分過大過少

額の三分の二に相当する額（千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。）を控除した額とする。

（一）　次の算式によつて算定した額

算式

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ－Ｇ）×０．７５＋Ｈ

算式の符号

Ａ　第１９条第３項第２号算式の符号Ｇに同じ。

Ｂ　第１９条第３項第２号算式の符号Ｈに同じ。

Ｃ　第１９条第３項第２号算式の符号Ｉに同じ。

Ｄ　第１９条第３項第２号算式の符号Ｊに同じ。

Ｅ　第１９条第３項第２号算式の符号Ｋに同じ。

Ｆ　第１９条第３項第２号算式の符号Ｌに同じ。

Ｇ　第１９条第３項第２号算式の符号Ｍに同じ。

Ｈ　令和４年度減収補塡債のうち法人事業税に係るものの額の１００分の７５に相当する額

（二）　令和五年改正前の省令附則第十四条第一号の額

三　令和五年改正前の省令附則第十四条第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定める前年度分法人事業税過大過少額から

控除された額の二分の一に相当する額（千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。）を当該控除された額から控除して得

た額

四　令和五年改正前の省令附則第十四条第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号により控除された額

五　前年度以前の年度における法人事業税の基準税額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

（特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法の特例）

第十四条の二　令和五年度に限り、特別法人事業譲与税の基準税額は、第二十八条の三の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによ

つて算定した額の合算額とする。

一　当該年度に係る額

第二十八条の三の規定の例により算定した額

二　前年度における令和五年改正前の省令附則第十四条の二第一号の過大算定額又は過少算定額

前年度における令和五年改正前の省令附則第十四条の二第一号の過大過少額（次の算式により算定した額をいう。以下この条におい

て同じ。）から前年度における同号の過大過少額の三分の二に相当する額（千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる

。）を控除した額

算式

Ａ×０．７５＋Ｂ－Ｃ

算式の符号

Ａ　前年度の５月、８月、１１月及び２月に譲与された特別法人事業譲与税の額の合算額

Ｂ　令和４年度減収補塡債のうち特別法人事業譲与税に係るものの額の１００分の７５に相当する額

Ｃ　前年度における令和５年改正前の省令附則第１４条の２第１号の額

三　令和五年改正前の省令附則第十四条の二第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定める前年度分過大過少額から控除さ

れた額の二分の一に相当する額（千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。）を当該控除された額から控除して得た額

四　令和五年改正前の省令附則第十四条の二第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号により控除された額

第十四条の三から第十四条の七まで　削除

（地方特例交付金の基準額の算定方法）

第十四条の八　地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該都道府県の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条に規定

する地方特例交付金（以下「地方特例交付金」という。）の額に〇・七五を乗じて得た額とする。

（市町村民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例）

第十四条の九　法附則第七条の二第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とす

る。

算式

｛（１４５，４００円×α）×Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ｝×０．９８６－Ｆ＋Ｇ

１４５，４００円×α に円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、（１４５，４００円×α）×Ａ及び｛（１４５，４００

円×α）×Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ｝×０．９８６に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ａ　第３１条第３項第１号の算式の符号Ａに同じ。

Ｂ　第３１条第３項第１号の算式の符号Ｂに同じ。

Ｃ　第３１条第３項第１号の算式の符号Ｃに同じ。

Ｄ　第３１条第３項第１号の算式の符号Ｄに同じ。

Ｅ　第３１条第３項第１号の算式の符号Ｅに同じ。

Ｆ　第３１条第３項第１号の算式の符号Ｆに同じ。

Ｇ　第３１条第３項第１号の算式の符号Ｇに同じ。

α　第３１条第３項第１号の算式の符号 α に同じ。

２　法附則第七条の二第二項第二号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。

算式

［｛（１４５，４００円×α）×Ａ｝×β ＋Ｂ×β－Ｃ－Ｄ×β－Ｅ×β］×０．９８６－Ｆ×β ＋Ｇ

１４５，４００円×α に円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、（１４５，４００円×α）×Ａ、｛（１４５，４００円

×α）×Ａ｝×β、Ｂ×β、Ｄ×β、Ｅ×β 及び［｛（１４５，４００円×α）×Ａ｝×β ＋Ｂ×β－Ｃ－Ｄ×β－Ｅ×β］×０．９

８６に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号
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Ａ　第３１条第３項第１号の算式の符号Ａに同じ。

Ｂ　第３１条第３項第１号の算式の符号Ｂに同じ。

Ｃ　次の算式によつて算定した額（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式

｛（ｃ＋ｄ）×β ＋ｅ＋ｆ｝×１．０２１

算式の符号

ｃ　第３１条第３項第１号の算式の符号Ｃの算式の符号ｃに同じ。

ｄ　第３１条第３項第１号の算式の符号Ｃの算式の符号ｄに同じ。

ｅ　第３１条第３項第１号の算式の符号Ｃの算式の符号ｅに同じ。

ｆ　第３１条第３項第１号の算式の符号Ｃの算式の符号ｆに同じ。

β　指定都市にあつては６／８、その他の市町村にあつては１．０００

Ｄ　第３１条第３項第１号の算式の符号Ｄに同じ。

Ｅ　第３１条第３項第１号の算式の符号Ｅに同じ。

Ｆ　第３１条第３項第１号の算式の符号Ｆに同じ。

Ｇ　第３１条第３項第１号の算式の符号Ｇに同じ。

α　第３１条第３項第１号の算式の符号 α に同じ。

β　指定都市にあつては６／８、その他の市町村にあつては１．０００

３　法附則第七条の二第二項第三号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。

算式

｛（Ａ×１．００３）－（Ｂ×１．００８）｝×α×０．９８６＋（Ｃ×１．０４４）×α ＋Ｄ×０．９８６

Ａ×１．００３、Ｂ×１．００８、｛（Ａ×１．００３）－（Ｂ×１．００８）｝×α、｛（Ａ×１．００３）－（Ｂ×１．００８）｝×α

×０．９８６、Ｃ×１．０４４、（Ｃ×１．０４４）×α 及びＤ×０．９８６に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す

る。

算式の符号

Ａ　次の算式によつて算定した額

算式

（ａ×０．０３）＋｛（ｂ－２，０００×ｃ）×０．０８＋（ｃ×６０）｝＋｛（ｄ＋ｅ）－７，０００×（ｆ＋ｇ）｝×０．１＋（ｆ＋

ｇ）×４６０

（ａ×０．０３）、（ｂ－２，０００×ｃ）×０．０８及び｛（ｄ＋ｅ）－７，０００×（ｆ＋ｇ）｝×０．１に整数未満の端数があると

きは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

ａ　市町村税課税状況調第５９表の表側「市町村民税」のうち「２００万円以下の金額」、表頭「小計（Ａ）」欄の当該市町村の額

ｂ　市町村税課税状況調第５９表の表側「市町村民税」のうち「２００万円を超え７００万円以下」、表頭「小計（Ａ）」欄の当該市町

村の額

ｃ　市町村税課税状況調第１２表の表側「市町村民税」のうち「２００万円を超え７００万円以下」、表頭「納税義務者数」のうち「計」

欄の当該市町村の数

ｄ　市町村税課税状況調第５９表の表側「市町村民税」のうち「７００万円〃１，０００万円〃」、表頭「小計（Ａ）」欄の当該市町村

の額

ｅ　市町村税課税状況調第５９表の表側「市町村民税」のうち「１，０００万円を超える金額」、表頭「小計（Ａ）」欄の当該市町村

の額

ｆ　市町村税課税状況調第１２表の表側「市町村民税」のうち「７００万円〃１，０００万円〃」、表頭「納税義務者数」のうち「計」

欄の当該市町村の数

ｇ　市町村税課税状況調第１２表の表側「市町村民税」のうち「１，０００万円を超える金額」、表頭「納税義務者数」のうち「計」

欄の当該市町村の数

Ｂ　次の算式によつて算定した額

算式

（ｈ×β×１．２５０）＋（ｉ×β×１．１１１）＋｛（ｊ＋ｋ）×１．１１１｝＋ｌ＋（ｍ×β）

（ｈ×β×１．２５０）、（ｉ×β×１．１１１）、（ｊ＋ｋ）×１．１１１及びｍ×β に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨

五入する。

算式の符号

ｈ　第３１条第３項第１号の算式の符号Ｃの算式の符号ｃに同じ。

ｉ　第３１条第３項第１号の算式の符号Ｃの算式の符号ｄに同じ。

ｊ　第３１条第３項第１号の算式の符号Ｃの算式の符号ｅに同じ。

ｋ　第３１条第３項第１号の算式の符号Ｃの算式の符号ｆに同じ。

ｌ　第３１条第３項第１号の算式の符号Ｄに同じ。

ｍ　第３１条第３項第１号の算式の符号Ｆに同じ。

β　指定都市にあつては６／８、その他の市町村にあつては１．０００

Ｃ　次の算式によつて算定した額

算式

ｎ×ｏ

算式の符号

ｎ　次の算式によつて算定した額（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式

ｎ１≦２，０００のとき　ｎ１×０．０３

２，０００＜ｎ１≦７，０００のとき　（ｎ１－２，０００）×０．０８＋６０

７，０００＜ｎ１のとき　（ｎ１－７，０００）×０．１＋４６０

算式の符号
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ｎ１　ｎ２を０．０６０で除して得た額（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）をｎ３で除して得た額（整数未

満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

ｎ２　市町村税課税状況調第２０表の表側「令和３年度」のうち「７月」から「３月」まで及び「令和４年度」のうち「計」、表頭「税

額（千円）」欄の当該市町村の額

ｎ３　市町村税課税状況調第２０表の表側「令和３年度」のうち「７月」から「３月」まで及び「令和４年度」のうち「計」、表頭「納

税義務者数」欄の当該市町村の数

ｏ　符号ｎ３に同じ。

Ｄ　次の算式によつて算定した額（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式

ｐ×γ

算式の符号

ｐ　第３１条第３項第１号の算式の符号Ｂに同じ。

γ　指定都市にあつては６／８、その他の市町村にあつては１．０００

α　次の算式によつて算定した率

算式

（ｑ／ｒ）×０．９９９７０

ｑ／ｒに小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

ｑ　第３１条第３項第１号の算式の符号Ａの算式の符号ａに同じ。

ｒ　第３１条第３項第１号の算式の符号Ａの算式の符号ｂに同じ。

４　当該新市町村が指定都市である合併関係市町村のうち合併前において指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村に係る所得割の基

準税額は、第五十条第一項第一号（二）の規定によつて算定した額から、当該新市町村について第一項の規定によつて算定した額から第

二項の規定によつて算定した額を控除して得た額を合併関係市町村の算定前年度の市町村民税の所得割に係る基準税額によつて按分した

額を控除して得た額とする。

（地方消費税交付金に係る基準財政収入額の算定方法の特例）

第十四条の十　当分の間、法附則第七条の三第二項に規定する加算する額は、次の算式によつて算定した額とする。

算式

Ａ×α×０．２５

算式の符号

Ａ　地方税法第７２条の１１５第２項の規定により当該市町村に前年度の６月、９月、１２月及び３月に交付された地方消費税交付金

の額

α　１．０３１

２　合併関係市町村に係る法附則第七条の三第二項に規定する加算する額は、前項の規定によつて算定した当該新市町村に係る加算する額

を、合併関係市町村ごとの人口によつて按分した額とする。

（市町村民税の法人税割に係る基準税額の算定方法の特例等）

第十五条　令和五年度に限り、市町村民税の法人税割の基準税額は、第三十一条第四項の規定にかかわらず、第一号から第五号までの各号

に定めるところによつて算定した額の合算額から第六号に定める額を控除した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は

零とする。

一　当該年度に係る額

第三十一条第四項第一号の規定の例により算定した額

二　前年度における令和五年改正前の省令附則第十五条第一項第一号の額の過大算定額又は過少算定額

前年度分過大過少額（（一）に定める額から（二）に定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。）から前年度分過大過少

額の三分の二に相当する額（千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。）を控除した額とする。

（一）　次の算式によつて算定した額

算式

（Ａ＋Ｂ）×０．７５＋Ｃ

算式の符号

Ａ　第３１条第４項第２号算式の符号Ｃに同じ。

Ｂ　第３１条第４項第２号算式の符号Ｄに同じ。

Ｃ　令和４年度減収補塡債のうち市町村民税の法人税割に係るものの額の１００分の７５に相当する額

（二）　令和五年改正前の省令附則第十五条第一項第一号の額

三　令和五年改正前の省令附則第十五条第一項第二号の規定の適用を受けた市町村における同号に定める前年度分法人税割過大過少額か

ら控除された額の二分の一に相当する額（千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。）を当該控除された額から控除して

得た額

四　令和五年改正前の省令附則第十五条第一項第三号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額

五　前年度以前の年度における法人税割の基準税額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

六　特別交付税に関する省令（昭和五十一年自治省令第三十五号）附則第三条の規定に基づき令和四年度の特別交付税の額の算定の基礎

から除くこととされた額のうち同令第三条第一項第二号の表第四号の規定に係るもの

２　令和五年度に限り、第五十条第一項第一号の規定の適用については、同号中「第三十一条第四項」とあるのは「附則第十五条第一項」

とする。

（軽油引取税の基準税額等の算定方法の特例等）

第十六条　令和五年度に限り、第二十三条の二中「一一、二五〇円」とあるのは「二四、〇七五円」とする。

２　令和五年度に限り、第二十三条の二中「前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量」とあるのは、「前年度における軽油引取

税の課税標準となつた数量から、附則第十六条第三項に規定する数量を控除した数量」とする。

３　前項の規定により読み替えられた第二十三条の二に規定する附則第十六条第三項に規定する数量は、平成十五年度から平成二十年度ま

での各年度における地方税法等の一部を改正する法律（平成二十一年法律第九号）第一条の規定による改正前の地方税法（以下「平成二

十一年改正前の地方税法」という。）第七百条の十一第二項の規定若しくは平成二十一年度から令和四年度までの各年度における地方税
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法第百四十四条の十四第二項の規定に基づく納入金の納入又は平成十五年度から平成二十年度までの各年度における平成二十一年改正前

の地方税法第七百条の十四第一項の規定若しくは平成二十一年度から令和四年度までの各年度における地方税法第百四十四条の十八第一

項の規定に基づく税額の納付がなされなかつた現年課税分に係る軽油引取税の課税標準たる数量（以下「未納入数量等」という。）のう

ち、平成十五年度から平成二十年度までの各年度における平成二十一年改正前の地方税法第七百条の三十八の規定若しくは平成二十一年

度から令和四年度までの各年度における地方税法第百四十四条の五十一の規定に基づく滞納処分又は地方税法第十五条の七の規定に基づ

く滞納処分の執行の停止後の未徴収額に係る課税標準たる数量で、都道府県が平成二十九年地方税法等改正法第二条の規定による改正前

の地方税法第百四十四条の五十四の規定において準用する所得税法等の一部を改正する等の法律（平成二十九年法律第四号）第十条の規

定による廃止前の国税犯則取締法（明治三十三年法律第六十七号）第十三条第一項、第十四条第二項若しくは第十七条の規定又は地方税

法第二十二条の二十七、第二十二条の二十八第二項若しくは第二十二条の二十九の規定に基づき告発した場合における特別徴収義務者又

は納税者に係る未納入数量等として、総務大臣が算定して通知した数量とする。

４　都道府県にあつては、第二項の規定により読み替えられた第二十三条の二の規定により平成十五年度から令和四年度までにおける軽油

引取税の課税標準となつた数量から控除した未納入数量等のうち総務大臣が過大と認めた数量があるときは、翌年度以降の軽油引取税の

基準税額の算定にあたり、第二十三条の二に規定する前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量に当該数量として総務大臣が算

定して通知した数量を加算するものとする。

５　普通交付税に関する省令の一部を改正する省令（平成二十八年総務省令第七十四号）による改正前の普通交付税に関する省令附則第十

六条第三項の規定に基づく対象都道府県、普通交付税に関する省令の一部を改正する省令（平成二十九年総務省令第五十二号）による改

正前の普通交付税に関する省令附則第十六条第三項の規定に基づく対象都道府県、普通交付税に関する省令の一部を改正する省令（令和

元年総務省令第二十九号）による改正前の普通交付税に関する省令附則第十六条第三項の規定に基づく対象都道府県及び普通交付税に関

する省令の一部を改正する省令（令和三年総務省令第七十六号）による改正前の普通交付税に関する省令附則第十六条第三項の規定に基

づく対象都道府県にあつては、平成二十六年度、平成二十七年度、平成二十九年度及び令和元年度における軽油引取税の課税標準となつ

た数量から控除した未納入数量等のうち総務大臣が過大と認めた数量があるときは、第二項の規定により読み替えられた第二十三条の二

に規定する前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量に当該数量として総務大臣が算定して通知した数量を加算するものとす

る。

（地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法の特例）

第十六条の二　令和五年度に限り、第二十九条中「〇・九八〇」とあるのは、「東京都にあつては〇・九七八」とする。

（特別土地保有税の基準税額の算定方法の特例）

第十七条　当分の間、第三十六条の規定にかかわらず、特別土地保有税に係る基準税額は算定しないものとする。

第十八条　削除

（利子割交付金の基準額の算定方法の特例）

第十九条　令和五年度に限り、利子割交付金の基準額は、第三十七条の二の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した

額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には当該額は零とする。

一　当該年度に係る額

第三十七条の二第一号の規定の例により算定した額

二　前年度における令和五年改正前の省令附則第十九条第一号の額の過大算定額又は過少算定額

次の算式によつて算定した額（以下この条において「前年度分過大過少額」という。）から前年度分過大過少額の三分の二に相当す

る額（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）を控除して得た額とする。

算式

（Ａ＋Ｂ）×０．７５－Ｃ

算式の符号

Ａ　前年度の８月、１２月及び３月に交付された利子割交付金の額の合算額

Ｂ　令和４年度減収補塡債のうち利子割交付金に係るものの額

Ｃ　令和５年改正前の省令附則第１９条第１号の額

三　令和五年改正前の省令附則第十九条第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額

（千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）を当該控除された額から控除した額

四　令和五年改正前の省令附則第十九条第三号の規定の適用を受けた市町村における同号の規定により控除された額

五　前年度以前の年度における利子割交付金の基準額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

（法人事業税交付金に係る基準額の算定方法の特例）

第十九条の二　令和五年度に限り、法人事業税交付金の基準額は、第三十七条の四の二の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによ

つて算定した額の合算額とする。ただし、当該額が負になる場合には、当該額は零とする。

一　当該年度に係る額

第三十七条の四の二第一号の規定の例により算定した額

二　前年度における令和五年改正前の省令第三十七条の四の二の額の過大算定額又は過少算定額

前年度分過大過少額（イに定める額からロに定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。）から前年度分過大過少額の三

分の二に相当する額（千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。）を控除した額とする。

イ　次の算式によつて算定した額

算式

Ａ×０．７５＋Ｂ

算式の符号

Ａ　第３７条の４の２第２号算式の符号Ａに同じ。

Ｂ　令和４年度減収補塡債のうち法人事業税交付金に係るものの額の１００分の７５に相当する額

ロ　令和五年改正前の省令第三十七条の四の二の額

三　令和五年改正前の省令附則第十九条の二第一項第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額に二分の一を乗

じて得た額（千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。）を当該控除された額から控除した額

四　令和五年改正前の省令附則第十九条の二第一項第三号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額

２　令和五年度に限り、第五十条第一項第七号の四の二の規定の適用については、同号中「第三十七条の四の二」とあるのは、「附則第十

九条の二第一項」とする。

第十九条の三　削除
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（地方特例交付金の基準額の算定方法）

第十九条の四　地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該市町村の地方特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額とする。

２　合併関係市町村に係る地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該新市町村の地方特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額を当該合

併関係市町村の人口によつて按分した額とする。

第十九条の五　削除

（地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法の特例）

第十九条の六　令和五年度に限り、第三十九条第二号中「〇・九八〇」とあるのは、「川崎市にあつては〇・三一七、その他の指定都市に

あつては〇・九八〇」とする。

第十九条の七から第十九条の十三まで　削除

（「地域の元気創造事業費」に係る数値の算定方法等）

第十九条の十四　法附則第五条の二第二項の規定による測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定

める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。

測定単位の種類 測定単位の数値の算定方法 表示単位

人口 国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における人口 人

２　前項の規定によつて測定単位の数値を算定する場合においては、第五条第二項の規定を準用する。

３　法附則第五条の二第二項ただし書の規定に基づき行う補正は、段階補正及び経常態容補正とする。

４　前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる法第十三条第四項の規定による率は、附則別表第十二に定めるところによるものとし、市

町村の段階補正係数が、十五・〇〇〇を超えるときは、十五・〇〇〇とする。

５　第三項の規定に基づいて行う経常態容補正に用いる率は、経常態容補正Ⅰ係数及び経常態容補正Ⅱ係数を合算して得た率とする。

６　前項の規定に基づいて行う経常態容補正Ⅰは、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号

によつて算定した数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）を用いて行うものとする。

地方団

体の種

類

算式及び算式の符号

都道府

県

算式

（０．２×Ａ＋０．１×Ｂ＋０．３×Ｃ＋０．２×Ｄ＋０．２×Ｅ）×０．５８２

０．２×Ａ、０．１×Ｂ、０．３×Ｃ、０．２×Ｄ及び０．２×Ｅに小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五

入する。

算式の符号

Ａ　次の算式Ⅰによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が２を超

える場合には２とし、負数となるときは０とする。）

算式Ⅰ

Ａ＝－０．１８５×ａ＋１９．５

算式Ⅰの符号

ａ　一般職の職員の給与に関する法律（昭和２５年法律第９５号）第６条第１項別表第１のイに規定される行政職俸給表（一）の

適用を受ける職員（以下この表において「国の職員」という。）の俸給月額に対する当該地方団体の地方公務員給与実態調査におけ

る一般行政職の職員の給料月額について、当該地方団体の学歴別、経験年数別の平均給料月額に国の職員の数を乗じて得た数の総

和を国の職員の実俸給月額の総和で除して得る加重平均方式により総務大臣が算定した数（以下この表において「ラスパイレス指

数」という。）であつて令和４年４月１日現在におけるもの

Ｂ　次の算式Ⅱによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が２を超

える場合には２とし、負数となるときは０とする。）

算式Ⅱ

Ｂ＝－０．１８５×ｂ＋１８．５

算式Ⅱの符号

ｂ　平成３０年から令和４年までの各年の４月１日現在におけるラスパイレス指数の合計数を５で除して得た数（当該数に小数点

以下２位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｃ　次の算式Ⅲによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が２を超

える場合には２とし、負数となるときは０とする。）

算式Ⅲ

Ｃ＝２－｛（ｄ－ｃ）／ｃ｝／０．１１６

（ｄ－ｃ）／ｃに小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式Ⅲの符号

ｃ　平成７年度から平成１１年度までの地方財政状況調査による人件費（「地方財政状況調査表（都道府県分）」の「性質別経費の

状況」（以下この表において「都道府県調査票性質別経費」という。）の表側「１．人件費」、表頭「決算額」欄の数から「人件費の

内訳」の表側「６．退職金」、表頭「決算額」欄の数を控除した数に都道府県調査票性質別経費の表側「１２．投資的経費　うち人

件費」、表頭「決算額」欄の数を加算した数をいう。以下この表の都道府県の項において同じ。）、物件費（都道府県調査票性質別経

費の表側「２．物件費」、表頭「決算額」欄の数をいう。）、補助費等（都道府県調査票性質別経費の表側「５．補助費等」、表頭「決

算額」欄の数をいう。）及び繰出金（都道府県調査票性質別経費の表側「１０．繰出金」、表頭「決算額」欄の数をいう。）を合算し

た額から「公営企業等に対する繰出し等の状況　その１法非適用事業分」の表側「総計」、表頭「３．建設費繰出」及び「４．公債

費財源繰出」欄の数並びに「公営企業等に対する繰出し等の状況　その２法適用事業分」の表側「総計」、表頭「３．建設費繰出」

及び「４．公債費財源繰出」欄の数を控除した額（以下この表において「都道府県経常的経費決算額」という。）の合計数を５で除

して得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

ｄ　平成２７年度から令和元年度までの地方財政状況調査による都道府県経常的経費決算額（復旧・復興事業分を除き、指定都市

を包括する道府県にあつては、平成２９年度から令和元年度までの人件費については、県費負担教職員のうち当該指定都市立の小

学校等の職員に対して負担した人件費に相当する額として総務大臣が通知した数から退職金に相当する額として総務大臣が通知し

た数を控除した額を加算した数とする。）の合計数を５で除して得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

293



Ｄ　次の算式Ⅳによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が２を超

える場合には２とし、負数となるときは０とする。）

算式Ⅳ

Ｄ＝１００．００×（ｆ／ｅ）－９８．００

ｆ／ｅに小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式Ⅳの符号

ｅ　令和３年度の地方財政状況調査による法定普通税調定済額（地方財政状況調査表（都道府県分）の「都道府県税の徴収実績」

（以下この表において「都道府県調査票徴収実績」という。）の表側「１．法定普通税」、表頭「調定済額　合計」欄の数をいう。）

と法定目的税調定済額（都道府県調査票徴収実績の表側「１．法定目的税」、表頭「調定済額　合計」欄の数をいう。）を合算した額

ｆ　令和３年度の地方財政状況調査による法定普通税収入済額（都道府県調査票徴収実績の表側「１．法定普通税」、表頭「収入済

額　合計」欄の数をいう。）と法定目的税収入済額（都道府県調査票徴収実績の表側「１．法定目的税」、表頭「収入済額　合計」

欄の数をいう。）を合算した額

Ｅ　次の算式Ⅴによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が２を超

える場合には２とし、負数となるときは０とする。）

算式Ⅴ

Ｅ＝３．２８×（ｈ／ｇ）＋０．１０

ｈ／ｇに小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式Ⅴの符号

ｇ　令和５年４月１日現在における業務システムに対してシステムを導入した数（「自治体情報システムのクラウド化に関する取組

状況等の調査について（照会）」（令和５年４月７日付け総行デ第１１２号）において報告された「情報システム類型」の表頭「シ

ステム類型番号」のうち、類型が「システム未導入」に対応するものとして回答したもの以外の数をいう。以下この表において同

じ。）

ｈ　令和５年４月１日現在における業務システムに対してクラウドを導入した数（「自治体情報システムのクラウド化に関する取組

状況等の調査について（照会）」において報告された「情報システム類型」の表頭「システム類型番号」のうち、類型が「自治体ク

ラウド」又は「単独ＩａａＳ」、「共同ＩａａＳ」若しくは「単独ＳａａＳ」に対応するものとして回答した数をいう。ただし、令

和３年４月２日以降に導入を開始したもののうち、導入に係る経費を令和３年度当初予算以後に計上したものを除く。以下この表

において同じ。）

市町村算式

（０．２×Ａ＋０．１×Ｂ＋０．３×Ｃ＋０．２×Ｄ＋０．２×Ｅ）×０．６６２

０．２×Ａ、０．１×Ｂ、０．３×Ｃ、０．２×Ｄ及び０．２×Ｅに小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五

入する。

算式の符号

Ａ　次の算式Ⅰによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が２を超

える場合には２とし、負数となるときは０とする。）

算式Ⅰ

Ａ＝－０．１８５×ａ＋１９．５

算式Ⅰの符号

ａ　令和４年４月１日現在におけるラスパイレス指数

Ｂ　次の算式Ⅱによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が２を超

える場合には２とし、負数となるときは０とする。）

算式Ⅱ

Ｂ＝－０．１８５×ｂ＋１８．５

算式Ⅱの符号

ｂ　平成３０年から令和４年までの各年の４月１日現在におけるラスパイレス指数の合計数を５で除して得た数（小数点以下１位

未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｃ　次の算式Ⅲによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が２を超

える場合には２とし、負数となるときは０とする。）

算式Ⅲ

Ｃ＝２－｛（ｄ－ｃ）／ｃ｝／０．１４８

（ｄ－ｃ）／ｃに小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式Ⅲの符号

ｃ　平成７年度から平成１１年度までの地方財政状況調査による人件費（「地方財政状況調査表（市町村・一部事務組合分）」の「性

質別経費の状況」（以下この表において「市町村調査票性質別経費」という。）の表側「１．人件費」、表頭「決算額」欄の数から

「人件費の内訳」の表側「６．退職金」、表頭「決算額」欄の数を控除した数に市町村調査票性質別経費の表側「１１．投資的経費

　うち人件費」、表頭「決算額」欄の数を加算した数をいう。以下この表の市町村の項において同じ。）、物件費（市町村調査票性質

別経費の表側「２．物件費」、表頭「決算額」欄の数をいう。）、補助費等（市町村調査票性質別経費の表側「５．補助費等」、表頭

「決算額」欄の数をいう。）、繰出金（市町村調査票性質別経費の表側「９．繰出金」、表頭「決算額」欄の数をいう。）及び「地方財

政状況調査表（市町村・一部事務組合分）」の「一部事務組合負担金等の性質別内訳の状況」の表側「１１．投資的経費　うち人件

費」、表頭「決算額」欄の数を合算した額から「一部事務組合負担金等の性質別内訳の状況」の表頭「決算額」の表側「４．扶助

費」、「６．公債費」、「７．積立金」、「８．投資及び出資金・貸付金」、「１０．前年度繰上充用金」及び「１１．投資的経費」欄の

数の合算額、「地方財政状況調査表（市町村・一部事務組合分）」の「歳出内訳及び財源内訳（その７）」の表側「五　補助費等　

２　都道府県に対するもの」、表頭「歳出合計」欄の数並びに「公営企業等に対する繰出し等の状況　その１法非適用事業分」の表

側「総計」、表頭「３．建設費繰出」及び「４．公債費財源繰出」欄の数並びに「公営企業等に対する繰出し等の状況　その２法適

用事業分」の表側「総計」、表頭「３．建設費繰出」及び「４．公債費財源繰出」欄の数の合算額を控除した額（以下この表におい

て「市町村経常的経費決算額」という。）の合計数を５で除して得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

ｄ　平成２７年度から令和元年度までの地方財政状況調査による市町村経常的経費決算額（復旧・復興事業分を除き、指定都市に

あつては、平成２９年度から令和元年度までの人件費については、県費負担教職員のうち当該指定都市立の小学校等の職員に対し
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て負担した人件費に相当する額として総務大臣が通知した数から退職金に相当する額として総務大臣が通知した数を控除した額を

控除した数とする。）の合計数を５で除して得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｄ　次の算式Ⅳによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が２を超

える場合には２とし、負数となるときは０とする。）

算式Ⅳ

Ｄ＝４５．４５×（ｆ／ｅ）－４３．４５

ｆ／ｅに小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式Ⅳの符号

ｅ　令和３年度の地方財政状況調査による法定普通税調定済額（地方財政状況調査表（市町村・一部事務組合分）の「市町村税の

徴収実績」（以下この表において「市町村調査票徴収実績」という。）の表側「１．法定普通税」、表頭「調定済額　合計」欄の数を

いう。）と法定目的税調定済額（市町村調査票徴収実績の表側「１．法定目的税」、表頭「調定済額　合計」欄の数をいう。）を合算

した額

ｆ　令和３年度の地方財政状況調査による法定普通税収入済額（市町村調査票徴収実績の表側「１．法定普通税」、表頭「収入済

額　合計」欄の数をいう。）と法定目的税収入定済額（市町村調査票徴収実績の表側「１．法定目的税」、表頭「収入済額　合計」

欄の数をいう。）を合算した額

Ｅ　次の算式Ⅴによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が２を超

える場合には２とし、負数となるときは０とする。）

算式Ⅴ

Ｅ＝３．２６×（ｈ／ｇ）－１．２６

ｈ／ｇに小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式Ⅴの符号

ｇ　令和５年４月１日現在における業務システムに対してシステムを導入した数

ｈ　令和５年４月１日現在における業務システムに対してクラウドを導入した数

７　第五項の規定に基づいて行う経常態容補正Ⅱは、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符

号によつて算定した数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）を用いて行うものとする。

地 方 団

体 の 種

類

算式及び算式の符号

都 道 府

県

算式

（０．１×Ｆ＋０．１×Ｇ＋０．１×Ｈ＋０．１×Ｉ＋０．１×Ｊ＋０．１×Ｋ＋０．１×Ｌ＋０．１×Ｍ＋０．１×Ｎ＋０．１×

Ｏ）×α×０．２７４

０．１×Ｆ、０．１×Ｇ、０．１×Ｈ、０．１×Ｉ、０．１×Ｊ、０．１×Ｋ、０．１×Ｌ、０．１×Ｍ、０．１×Ｎ及び０．１

×Ｏに小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ｆ　次の算式Ⅰによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とし、１に満たないときは１とする。）

算式Ⅰ

Ｆ＝１１２．９９×｛（ｊ－ｉ）／ｉ｝×（１／９）＋１．０５

｛（ｊ－ｉ）／ｉ｝×（１／９）に小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式Ⅰの符号

ｉ　平成２２年から平成２４年までの各年における第一次産業産出額（農林水産省において公表した生産農業所得統計における農

業産出額、生産林業所得統計における林業産出額（平成２８年以降は林業産出額における林業産出額）及び漁業生産額における漁

業生産額の合計額をいう。以下この表において同じ。）の合計額を３で除して得た数（小数点以下３位未満の端数があるときは、そ

の端数を四捨五入する。）

ｊ　令和元年から令和３年までの各年における第一次産業産出額の合計額を３で除して得た数（小数点以下３位未満の端数がある

ときは、その端数を四捨五入する。）

Ｇ　次の算式Ⅱによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とし、１に満たないときは１とする。）

算式Ⅱ

Ｇ＝９８．０４×｛（ｌ－ｋ）／ｋ｝×（１／８）＋０．３３

｛（ｌ－ｋ）／ｋ｝×（１／８）に小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式Ⅱの符号

ｋ　工業統計調査規則（昭和２６年通商産業省令第８１号）によつて公表された平成２２年及び平成２４年における製造品出荷額

並びに経済センサス活動調査規則（平成２３年総務省・経済産業省令第１号）によつて公表された平成２３年における製造品出荷

額の合計額を３で除して得た数（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

ｌ　工業統計調査規則によつて公表された平成３０年から令和２年までにおける製造品出荷額の合計額を３で除して得た数（小数

点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｈ　次の算式Ⅲによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とし、１に満たないときは１とする。）

算式Ⅲ

Ｈ＝１５１．５２×｛（ｎ－ｍ）／ｍ｝×（１／９）－１．７６

｛（ｎ－ｍ）／ｍ｝×（１／９）に小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式Ⅲの符号

ｍ　経済センサス活動調査規則により平成２４年２月１日現在で調査された年間商品販売額の小売業計

ｎ　経済センサス活動調査規則により令和３年６月１日現在で調査された年間商品販売額の小売業計
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Ｉ　次の算式Ⅳによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とし、１に満たないときは１とする。）

算式Ⅳ

Ｉ＝［｛６４．７２×（ｐ－ｏ）／ｏ×（１／７）＋０．３９｝＋｛３．８０×（ｒ－ｑ）／ｑ×（１／７）－０．３４｝］×（１

／２）

（ｐ－ｏ）／ｏ×（１／７）に小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、｛６４．７２×（ｐ－ｏ）／ｏ×

（１／７）＋０．３９｝に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、（ｒ－ｑ）／ｑ×（１／７）に小数点

以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、｛３．８０×（ｒ－ｑ）／ｑ×（１／７）－０．３４｝に小数点以下３

位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式Ⅳの符号

ｏ　宿泊旅行統計調査によつて公表された平成２３年及び平成２４年における年間の延べ宿泊者数（外国人延べ宿泊者数を除く。）

を２で除して得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

ｐ　宿泊旅行統計調査によつて公表された平成３０年及び令和元年における年間の延べ宿泊者数（外国人延べ宿泊者数を除く。）を

２で除して得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

ｑ　宿泊旅行統計調査によつて公表された平成２３年及び平成２４年における年間の外国人延べ宿泊者数を２で除して得た数（整

数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

ｒ　宿泊旅行統計調査によつて公表された平成３０年及び令和元年における年間の外国人延べ宿泊者数を２で除して得た数（整数

未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｊ　次の算式Ⅴによつて算定した数（当該数が３を超える場合は３とする。）

算式Ⅴ

Ｊ＝｛１，０２５．６４×（ｔ－ｓ）×（１／１０）－２．０３｝＋（１５．５０×ｔ－９．９７）

（ｔ－ｓ）×（１／１０）に小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、｛１，０２５．６４×（ｔ－ｓ）×

（１／１０）－２．０３｝に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超える場合は３とし、

１に満たないときは１とし、（１５．５０×ｔ－９．９７）に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当

該数が１を超える場合には１とし、負数となるときは０とする。

算式Ⅴの符号

ｓ　国勢調査によつて公表された平成２２年１０月１日現在における１５歳から３４歳までの就業者数を同年の１５歳から３４歳

までの人口（人口から労働力人口及び非労働力人口を控除して得た数を除く。）で除して得た数（小数点以下４位未満の端数がある

ときは、その端数を四捨五入する。）

ｔ　国勢調査によつて公表された令和２年１０月１日現在における１５歳から３４歳までの就業者数を同年の１５歳から３４歳ま

での人口（人口から労働力人口及び非労働力人口を控除して得た数を除く。）で除して得た数（小数点以下４位未満の端数があると

きは、その端数を四捨五入する。）

Ｋ　次の算式Ⅵによつて算定した数（当該数が３を超える場合には３とする。）

算式Ⅵ

Ｋ＝｛１，０２５．６４×（ｖ－ｕ）×（１／１０）－９．００｝＋（１３．９１×ｖ－１０．８３）

（ｖ－ｕ）×（１／１０）に小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、｛１，０２５．６４×（ｖ－ｕ）×

（１／１０）－９．００｝に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超える場合は３とし、

１に満たないときは１とし、（１３．９１×ｖ－１０．８３）に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、

当該数が１を超える場合には１とし、負数となるときは０とする。

算式Ⅵの符号

ｕ　国勢調査によつて公表された平成２２年１０月１日現在における２５歳から４４歳までの女性の就業者数を同年の２５歳から

４４歳までの女性の人口（女性人口から労働力女性人口及び非労働力女性人口を控除して得た数を除く。）で除して得た数（小数点

以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

ｖ　国勢調査によつて公表された令和２年１０月１日現在における２５歳から４４歳までの女性の就業者数を同年の２５歳から４

４歳までの女性の人口（女性人口から労働力女性人口及び非労働力女性人口を控除して得た数を除く。）で除して得た数（小数点以

下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｌ　次の算式Ⅶによつて算定した数（当該数が３を超える場合は３とする。）

算式Ⅶ

Ｌ＝｛８３３．３３×（ｘ－ｗ）×（１／１０）－２．５８｝＋（１６．８４×ｘ－４．４９）

（ｘ－ｗ）×（１／１０）に小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、｛８３３．３３×（ｘ－ｗ）×（１

／１０）－２．５８｝に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超える場合は３とし、１

に満たないときは１とし、（１６．８４×ｘ－４．４９）に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該

数が１を超える場合には１とし、負数となるときは０とする。

算式Ⅶの符号

ｗ　国勢調査によつて公表された平成２２年１０月１日現在における６５歳以上の就業者数を同年の６５歳以上の人口（人口から

労働力人口及び非労働力人口を控除して得た数を除く。）で除して得た数（小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四

捨五入する。）

ｘ　国勢調査によつて公表された令和２年１０月１日現在における６５歳以上の就業者数を同年の６５歳以上の人口（人口から労

働力人口及び非労働力人口を控除して得た数を除く。）で除して得た数（小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨

五入する。）

Ｍ　次の算式Ⅷによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とし、１に満たないときは１とする。）

算式Ⅷ

Ｍ＝２６６．６７×｛（ｚ－ｙ）／ｙ｝×（１／４）＋０．４４

｛（ｚ－ｙ）／ｙ｝×（１／４）に小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式Ⅷの符号
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ｙ　経済センサス活動調査規則によつて公表された平成２４年２月１日現在における民営従業者数

ｚ　経済センサス活動調査規則によつて公表された平成２８年６月１日現在における個人事業所の従業者数、法人事業所の従業者

数及び法人でない団体の事業所の従業者数の合計数

Ｎ　次の算式Ⅸによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とし、１に満たないときは１とする。）

算式Ⅸ

Ｎ＝１４９．８１×｛（ａｂ－ａａ）／ａａ｝×（１／７）－０．６７

｛（ａｂ－ａａ）／ａａ｝×（１／７）に小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式Ⅸの符号

ａａ　経済センサス活動調査規則によつて公表された平成２４年２月１日現在における民営事業所数（事業内容等不詳事業所を含

む。）

ａｂ　経済センサス基礎調査規則（平成３１年総務省令第４６号）によつて令和元年６月１日から令和２年３月３１日までの期間

に調査して公表された民営事業所数

Ｏ　次の算式Ⅹによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とし、１に満たないときは１とする。）

算式Ⅹ

Ｏ＝２６６．６７×｛（ａｄ－ａｃ）／ａｃ｝×（１／７）－３．３７

｛（ａｄ－ａｃ）／ａｃ｝×（１／７）に小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式Ⅹの符号

ａｃ　令和４年に内閣府が公表した平成２３年度及び平成２４年度の県民経済計算における一人当たり県民所得の合計額を２で除

して得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

ａｄ　令和４年に内閣府が公表した平成３０年度及び令和元年度の県民経済計算における一人当たり県民所得の合計額を２で除し

て得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

α　次条第７項の表都道府県の項の算式の符号 α の率と同じ。

市町村 算式

（０．１５×Ｆ＋０．１５×Ｇ＋０．１×Ｈ＋０．１×Ｉ＋０．１×Ｊ＋０．１×Ｋ＋０．１×Ｌ＋０．１×Ｍ＋０．１×Ｎ）×β

×０．３３１

０．１５×Ｆ、０．１５×Ｇ、０．１×Ｈ、０．１×Ｉ、０．１×Ｊ、０．１×Ｋ、０．１×Ｌ、０．１×Ｍ及び０．１×Ｎに小

数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ｆ　次の算式Ⅰによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とし、１に満たないときは１とする。）

算式Ⅰ

Ｆ＝４７．６２×｛（ｊ－ｉ）／ｉ｝×（１／１０）＋２．１９

｛（ｊ－ｉ）／ｉ｝×（１／１０）に小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式Ⅰの符号

ｉ　農林業センサス規則によつて公表された平成２２年２月１日現在における農産物販売規模別農家数を用いて算出した農業産出

額（農産物販売規模別農家数のうち５０万円未満の数に２５万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち５０万円以上１００

万円未満の数に７５万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち１００万円以上２００万円未満の数に１５０万円を乗じた額、

農産物販売規模別農家数のうち２００万円以上３００万円未満の数に２５０万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち３０

０万円以上５００万円未満の数に４００万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち５００万円以上７００万円未満の数に６

００万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち７００万円以上１，０００万円未満の数に８５０万円を乗じた額、農産物販

売規模別農家数のうち１，０００万円以上１，５００万円未満の数に１，２５０万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち

１，５００万円以上２，０００万円未満の数に１，７５０万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち２，０００万円以上３，

０００万円未満の数に２，５００万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち３，０００万円以上５，０００万円未満の数に

４，０００万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち５，０００万円以上１億円未満の数に７，５００万円を乗じた額、農

産物販売規模別農家数のうち１億円以上３億円未満の数に２０，０００万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち３億円以

上５億円未満の数に４０，０００万円を乗じた額及び農産物販売規模別農家数のうち５億円以上の数に６０，０００万円を乗じた

額の合算額をいう。）

ｊ　農林業センサス規則によつて公表された令和２年２月１日現在における農産物販売規模別経営体数（個人経営体）を用いて算

出した農業産出額（農産物販売規模別経営体数（個人経営体）のうち５０万円未満の数に２５万円を乗じた額、農産物販売規模別

経営体数（個人経営体）のうち５０万円以上１００万円未満の数に７５万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数（個人経営体）

のうち１００万円以上３００万円未満の数に２００万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数（個人経営体）のうち３００万円

以上５００万円未満の数に４００万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数（個人経営体）のうち５００万円以上１，０００万

円未満の数に７５０万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数（個人経営体）のうち１，０００万円以上３，０００万円未満の

数に２，０００万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数（個人経営体）のうち３，０００万円以上５，０００万円未満の数に

４，０００万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数（個人経営体）のうち５，０００万円以上１億円未満の数に７，５００万

円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数（個人経営体）のうち１億円以上２億円未満の数に１５，０００万円を乗じた額、農産

物販売規模別経営体数（個人経営体）のうち２億円以上３億円未満の数に２５，０００万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体

数（個人経営体）のうち３億円以上５億円未満の数に４０，０００万円を乗じた額及び農産物販売規模別経営体数（個人経営体）

のうち５億円以上の数に６０，０００万円を乗じた額の合算額をいう。）

Ｇ　次の算式Ⅱによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とし、１に満たないときは１とする。）

算式Ⅱ

Ｇ＝２２．０３×｛（ｌ－ｋ）／ｋ｝×（１／８）＋１．３７

｛（ｌ－ｋ）／ｋ｝×（１／８）に小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
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算式Ⅱの符号

ｋ　工業統計調査規則によつて公表された平成２２年及び平成２４年における製造品出荷額並びに経済センサス活動調査規則によ

つて公表された平成２３年における製造品出荷額の合計額を３で除して得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五

入する。）

ｌ　工業統計調査規則によつて公表された平成３０年から令和２年までにおける製造品出荷額の合計額を３で除して得た数（小数

点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｈ　次の算式Ⅲによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とし、１に満たないときは１とする。）

算式Ⅲ

Ｈ＝２８．０１×｛（ｎ－ｍ）／ｍ｝×（１／９）＋１．０２

｛（ｎ－ｍ）／ｍ｝×（１／９）に小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式Ⅲの符号

ｍ　経済センサス活動調査規則により平成２４年２月１日現在で調査された年間商品販売額の小売業計

ｎ　経済センサス活動調査規則により令和３年６月１日現在で調査された年間商品販売額の小売業計

Ｉ　次の算式Ⅳによつて算定した数（当該数が３を超える場合は３とする。）

算式Ⅳ

Ｉ＝｛２９８．５１×（ｐ－ｏ）×（１／１０）＋０．５８｝＋（１７．４５×ｐ－１１．２２）

（ｐ－ｏ）×（１／１０）に小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、｛２９８．５１×（ｐ－ｏ）×（１

／１０）＋０．５８｝に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超える場合には３とし、

１に満たないときは１とし、（１７．４５×ｐ－１１．２２）に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、

当該数が１を超える場合には１とし、負数となるときは０とする。

算式Ⅳの符号

ｏ　国勢調査によつて公表された平成２２年１０月１日現在における１５歳から３４歳までの就業者数を同年の１５歳から３４歳

までの人口（人口から労働力人口及び非労働力人口を控除して得た数を除く。）で除して得た数（小数点以下４位未満の端数がある

ときは、その端数を四捨五入する。）

ｐ　国勢調査によつて公表された令和２年１０月１日現在における１５歳から３４歳までの就業者数を同年の１５歳から３４歳ま

での人口（人口から労働力人口及び非労働力人口を控除して得た数を除く。）で除して得た数（小数点以下４位未満の端数があると

きは、その端数を四捨五入する。）

Ｊ　次の算式Ⅴによつて算定した数（当該数が３を超える場合は３とする。）

算式Ⅴ

Ｊ＝｛９６．６２×（ｒ－ｑ）×（１／１０）＋０．６６｝＋（７．１×ｒ－５．５３）

（ｒ－ｑ）×（１／１０）に小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、｛９６．６２×（ｒ－ｑ）×（１／

１０）＋０．６６｝に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、３を超える場合には３とし、１に満たな

いときは１とする。（７．１×ｒ－５．５３）に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、１を超える場合

には１とし、負数となるときは０とする。

算式Ⅴの符号

ｑ　国勢調査によつて公表された平成２２年１０月１日現在における２５歳から４４歳までの女性の就業者数を同年の２５歳から

４４歳までの女性の人口（女性人口から労働力女性人口及び非労働力女性人口を控除して得た数を除く。）で除して得た数（小数点

以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

ｒ　国勢調査によつて公表された令和２年１０月１日現在における２５歳から４４歳までの女性の就業者数を同年の２５歳から４

４歳までの女性の人口（女性人口から労働力女性人口及び非労働力女性人口を控除して得た数を除く。）で除して得た数（小数点以

下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｋ　次の算式Ⅵによつて算定した数（当該数が３を超える場合は３とする。）

算式Ⅵ

Ｋ＝｛３８４．６２×（ｔ－ｓ）×（１／１０）－０．３１｝＋（１６．７２×ｔ－４．４６）

（ｔ－ｓ）×（１／１０）に小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、｛３８４．６２×（ｔ－ｓ）×（１

／１０）－０．３１｝に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、３を超える場合には３とし、１に満た

ないときは１とする。（１６．７２×ｔ－４．４６）に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、１を超え

る場合には１とし、負数となるときは０とする。

算式Ⅵの符号

ｓ　国勢調査によつて公表された平成２２年１０月１日現在における６５歳以上の就業者数を同年の６５歳以上の人口（人口から

労働力人口及び非労働力人口を控除して得た数を除く。）で除して得た数（小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四

捨五入する。）

ｔ　国勢調査によつて公表された令和２年１０月１日現在における６５歳以上の就業者数を同年の６５歳以上の人口（人口から労

働力人口及び非労働力人口を控除して得た数を除く。）で除して得た数（小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨

五入する。）

Ｌ　次の算式Ⅶによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とし、１に満たないときは１とする。）

算式Ⅶ

Ｌ＝５３．３３×｛（ｖ－ｕ）／ｕ｝×（１／４）＋ γ

に小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
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算式Ⅶの符号

ｕ　経済センサス活動調査規則によつて公表された平成２４年２月１日現在における民営従業者数

ｖ　経済センサス活動調査規則によつて公表された平成２８年６月１日現在における個人事業所の従業者数、法人事業所の従業者

数及び法人でない団体の事業所の従業者数の合計数

γ　特別区、指定都市、中核市及び施行時特例市にあつては．０．８７とし、特別区、指定都市、中核市及び施行時特例市以外の

市にあつては１．２７とし、町村にあつては１．７７とする。

Ｍ　次の算式Ⅷによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とし、１に満たないときは１とする。）

算式Ⅷ

Ｍ＝７９．３７×｛（ｘ－ｗ）／ｗ｝×（１／７）＋ δ

｛（ｘ－ｗ）／ｗ｝×（１／７）に小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式Ⅷの符号

ｗ　経済センサス活動調査規則によつて公表された平成２４年２月１日現在における民営事業所数（事業内容等不詳事業所を含む。）

ｘ　経済センサス基礎調査規則によつて令和元年６月１日から令和２年３月３１日までの期間に調査して公表された民営事業所数

δ　特別区、指定都市、中核市及び施行時特例市にあつては－０．４８とし、特別区、指定都市、中核市及び施行時特例市以外の

市にあつては０．９８とし、町村にあつては１．４０とする。

Ｎ　次の算式Ⅸによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とし、１に満たないときは１とする。）

算式Ⅸ

Ｎ＝５７．８０×｛（ｚ－ｙ）／ｙ｝×（１／９）＋０．９４

｛（ｚ－ｙ）／ｙ｝×（１／９）に小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式Ⅸの符号

ｙ　平成２２年度から平成２４年度までの各年度の一人当たり地方税収（「地方財政状況調査表（市町村・一部事務組合分）」の「歳

入内訳」の表側「１．地方税」、表頭「決算額」の数を当該年度の３月３１日現在（ただし、平成２５年度以降においては１月１日

現在とする。）における住民基本台帳登載人口で除して得た数（小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す

る。）をいう。以下この表において同じ。）の合計額を３で除して得た数（小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四

捨五入する。）

ｚ　令和元年度から令和３年度までの各年度の一人当たり地方税収の合計額を３で除して得た数（小数点以下４位未満の端数があ

るときは、その端数を四捨五入する。）

β　次条第７項の表市町村の項の算式の符号 α の率と同じ。

８　前四項の規定を適用する場合における測定単位の数値に係る補正係数は、それぞれの理由ごとに算出した補正係数を連乗した率によ

る。

９　新市町村の測定単位の数値の合併関係市町村への分別又は按分は、第四十九条第二項第一号の規定により分別又は按分するものとす

る。

１０　新市町村の経常態容補正の算定における合併関係市町村の経常態容補正係数の算定に用いる数値については、新市町村（ただし、二

回以上合併を行つた場合においては、直近の合併に係る当該新市町村）の数値を用いる。

１１　第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則第十九条の十四第九項の規定によつて分

別又は按分した測定単位の数値を同条第三項から第八項までの規定により補正したものに当該測定単位ごとの単位費用を乗じて得た額と

の合算額」とする。

（「人口減少等特別対策事業費」に係る数値の算定方法等）

第十九条の十四の二　法附則第五条の三第二項の規定による測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄

に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。

測定単位の種類 測定単位の数値の算定方法 表示単位

人口 国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における人口 人

２　前項の規定によつて測定単位の数値を算定する場合においては、第五条第二項の規定を準用する。

３　法附則第五条の三第二項ただし書の規定に基づき行う補正は、段階補正及び経常態容補正とする。

４　前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる法第十三条第四項の規定による率は、附則別表第十二の二に定めるところによるものと

し、市町村の段階補正係数が十五・〇〇〇を超えるときは、十五・〇〇〇とする。

５　第三項の規定に基づいて行う経常態容補正に用いる率は、経常態容補正Ⅰ係数及び経常態容補正Ⅱ係数を合算して得た率とする。

６　前項の規定に基づいて行う経常態容補正Ⅰは、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号

によつて算定した数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）を用いて行うものとする。

地 方 団

体 の 種

類

算式及び算式の符号

都 道 府

県

算式

（０．４×Ａ＋０．０７５×Ｂ＋０．０７５×Ｃ＋０．０７５×Ｄ＋０．０７５×Ｅ＋０．０７５×Ｆ＋０．０７５×Ｇ＋０．０

７５×Ｈ＋０．０７５×Ｉ）×０．６５９

０．４×Ａ、０．０７５×Ｂ、０．０７５×Ｃ、０．０７５×Ｄ、０．０７５×Ｅ、０．０７５×Ｆ、０．０７５×Ｇ、０．０７

５×Ｈ及び０．０７５×Ｉに小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ａ　次の算式Ⅰによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とし、負数となるときは０とする。）

算式Ⅰ

ａ≧０のとき　Ａ＝－０．０３×ａ＋０．１

ａ＜０のとき　Ａ＝－０．１６×ａ＋０．１

算式Ⅰの符号
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ａ　平成２４年度並びに平成２５年及び平成２６年における人口増減率（住民基本台帳関係年報における当該都道府県の区域内の

市町村に係る「市町村別住民票記載、消除数」の表頭「増減数」の「日本人」の欄の数（ただし、平成２３年度以前については、

表頭「増減数」の欄の数とする。）の合計数を当該都道府県の日本人住民基本台帳登載人口で除して得た数に１，０００を乗じて

得た数（小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）をいう。以下この表の都道府県の項及び第７項の

表の都道府県の項において同じ。）の合計数を３で除して得た数（小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入

する。）

Ｂ　次の算式Ⅱによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とする。）

算式Ⅱ

Ｂ＝１８．１５１８／ｂ

算式Ⅱの符号

ｂ　平成２４年から平成２６年までの各年における転入者人口比率（住民基本台帳人口移動報告における「第４表　男女別都道府

県内移動者数、他都道府県からの転入者数及び他都道府県への転出者数」の表頭「他都道府県からの転入者数」の「総数」の欄の

数を当該都道府県の日本人住民基本台帳登載人口で除して得た数に１，０００を乗じて得た数（小数点以下４位未満の端数がある

ときは、その端数を四捨五入する。）をいう。）の合計数を３で除して得た数（小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数

を四捨五入する。）

Ｃ　次の算式Ⅲによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とする。）

算式Ⅲ

Ｃ＝ｃ／１８．１５１８

算式Ⅲの符号

ｃ　平成２４年から平成２６年までの各年における転出者人口比率（住民基本台帳人口移動報告における「第４表　男女別都道府

県内移動者数、他都道府県からの転入者数及び他都道府県への転出者数」の表頭「他都道府県への転出者数」の「総数」の欄の数

を当該都道府県の日本人住民基本台帳登載人口で除して得た数に１，０００を乗じて得た数（小数点以下４位未満の端数があると

きは、その端数を四捨五入する。）をいう。）の合計数を３で除して得た数（小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を

四捨五入する。）

Ｄ　次の算式Ⅳによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とする。）

算式Ⅳ

Ｄ＝０．１３０３／ｄ

算式Ⅳの符号

ｄ　平成２５年３月３１日現在、平成２６年１月１日現在及び平成２７年１月１日現在における年少者人口比率（住民基本台帳登

載人口のうち１５歳未満の日本人の数（ただし、平成２４年３月３１日以前については１５歳未満の者の数とする。）を当該都道

府県の日本人住民基本台帳登載人口で除して得た数（小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）をい

う。以下この条において同じ。）の合計数を３で除して得た数（小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す

る。）

Ｅ　次の算式Ⅴによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とし、負数となるときは０とする。）

算式Ⅴ

ｅ≧０のとき　Ｅ＝－０．０４×ｅ＋０．１

ｅ＜０のとき　Ｅ＝－０．２７×ｅ＋０．１

算式Ⅴの符号

ｅ　平成２４年度並びに平成２５年及び平成２６年における自然増減率（住民基本台帳関係年報における当該都道府県の区域内の

市町村に係る「市町村別住民票記載、消除数」の表頭「出生者数」の「日本人」の欄の数から表頭「死亡者数」の「日本人」の欄

の数を控除した数（ただし、平成２３年度以前については「市町村別住民票記載、消除数」の表頭「出生者数」の欄の数から表頭

「死亡者数」の欄の数を控除した数とする。）の合計数を当該都道府県の日本人住民基本台帳登載人口で除して得た数に１，０００

を乗じて得た数（小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）をいう。以下この表の都道府県の項及び

第７項の表の都道府県の項において同じ。）の合計数を３で除して得た数（小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を

四捨五入する。）

Ｆ　次の算式Ⅵによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とする。）

算式Ⅵ

Ｆ＝０．６０７２／ｆ

算式Ⅵの符号

ｆ　平成２２年１０月１日現在における若年者就業率（国勢調査によつて公表された１５歳から３４歳までの就業者数を同年の１

５歳から３４歳までの人口（人口から労働力人口及び非労働力人口を控除して得た数を除く。）で除して得た数（小数点以下４位

未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この条において同じ。）

Ｇ　次の算式Ⅶによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とする。）

算式Ⅶ

Ｇ＝０．６７４６／ｇ

算式Ⅶの符号

ｇ　平成２２年１０月１日現在における女性就業率（国勢調査によつて公表された２５歳から４４歳までの女性の就業者数を同年

の２５歳から４４歳までの女性の人口（女性人口から労働力女性人口及び非労働力女性人口を控除して得た数を除く。）で除して

得た数（小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この条において同じ。）
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Ｈ　次の算式Ⅷによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とする。）

算式Ⅷ

Ｈ＝１／ｈ

算式Ⅷの符号

ｈ　厚生労働省において公表した一般職業紹介状況における平成２６年１１月から平成２７年４月までの各月における有効求人倍

率（平成３１年３月１日現在における 近の季節調整値）の合計数を６で除して得た数（小数点以下２位未満の端数があるとき

は、その端数を四捨五入する。）

Ｉ　次の算式Ⅸによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とする。）

算式Ⅸ

Ｉ＝６，１７１，４９４／ｉ

算式Ⅸの符号

ｉ　一人当たり各産業の売上高（平成２４年から平成２６年までの各年における第一次産業産出額（農林水産省において公表した

生産農業所得統計における農業産出額、生産林業所得統計における林業産出額及び漁業生産額における漁業生産額の合計額をい

う。）の合計額を３で除して得た額（百万円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）、工業統計調査規則によつて公

表された平成２４年から平成２６年までの各年における製造品出荷額の合計額を３で除して得た額（万円未満の端数があるとき

は、その端数を四捨五入する。）並びに商業統計調査規則（昭和２７年通商産業省令第６０号）により平成２６年７月１日現在で

調査された年間商品販売額の小売業計及び卸売業計の合算額を国勢調査令によつて調査した平成２７年１０月１日現在における人

口で除して得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。））

市町村 算式

（０．４×Ａ＋０．０７５×Ｂ＋０．０７５×Ｃ＋０．０７５×Ｄ＋０．０７５×Ｅ＋０．０７５×Ｆ＋０．０７５×Ｇ＋０．０

７５×Ｈ＋０．０７５×Ｉ）×０．６５２

０．４×Ａ、０．０７５×Ｂ、０．０７５×Ｃ、０．０７５×Ｄ、０．０７５×Ｅ、０．０７５×Ｆ、０．０７５×Ｇ、０．０７

５×Ｈ及び０．０７５×Ｉに小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ａ　次の算式Ⅰによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とし、負数となるときは０とする。）

算式Ⅰ

ａ≧０のとき　Ａ＝－０．０１×ａ＋０．１

ａ＜０のとき　Ａ＝－０．０７×ａ＋０．１

算式Ⅰの符号

ａ　平成２４年度並びに平成２５年及び平成２６年における人口増減率（住民基本台帳関係年報における「市町村別住民票記載、

消除数」の表頭「増減数」の「日本人」の欄の数（ただし、平成２３年度以前については表頭「増減数」の欄の数とする。）を当

該市町村の日本人住民基本台帳登載人口で除して得た数に１，０００を乗じて得た数（小数点以下４位未満の端数があるときは、

その端数を四捨五入する。）をいう。以下この表の市町村の項及び第７項の表の市町村の項において同じ。）の合計数を３で除して

得た数（小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｂ　次の算式Ⅱによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とする。）

算式Ⅱ

Ｂ＝４０．３６１０／ｂ

算式Ⅱの符号

ｂ　平成２４年度並びに平成２５年及び平成２６年における転入者人口比率（住民基本台帳関係年報における「市町村別住民票記

載、消除数」の表頭「転入者数」の「計」の「日本人」の欄の数（ただし、平成２３年度以前については表頭「転入者数」の欄の

数とする。）を当該市町村の日本人住民基本台帳登載人口で除して得た数に１，０００を乗じて得た数（小数点以下４位未満の端

数があるときは、その端数を四捨五入する。）をいう。）の合計数を３で除して得た数（小数点以下４位未満の端数があるときは、

その端数を四捨五入する。）

Ｃ　次の算式Ⅲによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とする。）

算式Ⅲ

Ｃ＝ｃ／４０．７３７８

算式Ⅲの符号

ｃ　平成２４年度並びに平成２５年及び平成２６年における転出者人口比率（住民基本台帳関係年報における「市町村別住民票記

載、消除数」の表頭「転出者数」の「計」の「日本人」の欄の数（ただし、平成２３年度以前については表頭「転出者数」の欄の

数とする。）を当該市町村の日本人住民基本台帳登載人口で除して得た数に１，０００を乗じて得た数（小数点以下４位未満の端

数があるときは、その端数を四捨五入する。）をいう。以下この表の市町村の項及び第７項の表の市町村の項において同じ。）の合

計数を３で除して得た数（小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｄ　次の算式Ⅳによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とする。）

算式Ⅳ

Ｄ＝０．１３０３／ｄ

算式Ⅳの符号

ｄ　平成２５年３月３１日現在、平成２６年１月１日現在及び平成２７年１月１日現在における年少者人口比率の合計数を３で除

して得た数（小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｅ　次の算式Ⅴによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とし、負数となるときは０とする。）
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算式Ⅴ

ｅ≧０のとき　Ｅ＝－０．０２×ｅ＋０．１

ｅ＜０のとき　Ｅ＝－０．１３×ｅ＋０．１

算式Ⅴの符号

ｅ　平成２４年度並びに平成２５年及び平成２６年における自然増減率（住民基本台帳関係年報における「市町村別住民票記載、

消除数」の表頭「出生者数」の「日本人」の欄の数から表頭「死亡者数」の「日本人」の欄の数を控除した数（ただし、平成２３

年度以前については表頭「出生者数」の欄の数から表頭「死亡者数」の欄の数を控除した数とする。）を当該市町村の日本人住民

基本台帳登載人口で除して得た数に１，０００を乗じて得た数（小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す

る。）をいう。以下この表の市町村の項及び第７項の表の市町村の項において同じ。）の合計数を３で除して得た数（小数点以下４

位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｆ　次の算式Ⅵによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とする。）

算式Ⅵ

Ｆ＝０．６０７２／ｆ

算式Ⅵの符号

ｆ　平成２２年１０月１日現在における若年者就業率

Ｇ　次の算式Ⅶによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とする。）

算式Ⅶ

Ｇ＝０．６７４６／ｇ

算式Ⅶの符号

ｇ　平成２２年１０月１日現在における女性就業率

Ｈ　次の算式Ⅷによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とする。）

算式Ⅷ

Ｈ＝１／ｈ

算式Ⅷの符号

ｈ　厚生労働省において公表した当該市町村が所在する都道府県の一般職業紹介状況における平成２６年１１月から平成２７年４

月までの各月における有効求人倍率（平成３１年３月１日現在における 近の季節調整値）の合計数を６で除して得た数（小数点

以下２位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｉ　次の算式Ⅸによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合又はｉが０の場合には３とする。）

算式Ⅸ

Ｉ＝６，１２４，４３４／ｉ

算式Ⅸの符号

ｉ　一人当たり各産業の売上高（農林業センサス規則によつて公表された平成２７年２月１日現在における農産物販売規模別農家

数を用いて算出した農業産出額（農産物販売規模別農家数のうち５０万円未満の数に２５万円を乗じた額、農産物販売規模別農家

数のうち５０万円以上１００万円未満の数に７５万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち１００万円以上２００万円未満

の数に１５０万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち２００万円以上３００万円未満の数に２５０万円を乗じた額、農産

物販売規模別農家数のうち３００万円以上５００万円未満の数に４００万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち５００万

円以上７００万円未満の数に６００万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち７００万円以上１，０００万円未満の数に８

５０万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち１，０００万円以上１，５００万円未満の数に１，２５０万円を乗じた額、

農産物販売規模別農家数のうち１，５００万円以上２，０００万円未満の数に１，７５０万円を乗じた額、農産物販売規模別農家

数のうち２，０００万円以上３，０００万円未満の数に２，５００万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち３，０００万

円以上５，０００万円未満の数に４，０００万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち５，０００万円以上１億円未満の数

に７，５００万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち１億円以上３億円未満の数に２０，０００万円を乗じた額、農産物

販売規模別農家数のうち３億円以上５億円未満の数に４０，０００万円を乗じた額及び農産物販売規模別農家数のうち５億円以上

の数に６０，０００万円を乗じた額の合算額をいう。）、工業統計調査規則によつて公表された平成２４年から平成２６年までの各

年における製造品出荷額の合算額を３で除して得た額（万円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）並びに商業統

計調査規則により平成２６年７月１日現在で調査された年間商品販売額の小売業計及び卸売業計の合算額を国勢調査令によつて調

査した平成２７年１０月１日現在における人口で除して得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。））

７　第五項の規定に基づいて行う経常態容補正Ⅱは、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符

号によつて算定した数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）を用いて行うものとする。

地 方 団

体 の 種

類

算式及び算式の符号

都 道 府

県

算式

（０．２×Ｊ＋０．１×Ｋ＋０．１×Ｌ＋０．１×Ｍ＋０．１×Ｎ＋０．２×Ｏ＋０．１×Ｐ＋０．１×Ｑ）×α×０．３１５

０．２×Ｊ、０．１×Ｋ、０．１×Ｌ、０．１×Ｍ、０．１×Ｎ、０．２×Ｏ、０．１×Ｐ及び０．１×Ｑに小数点以下３位未満

の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ｊ　次の算式Ⅰによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とし、１に満たないときは１とする。）

算式Ⅰ

Ｊ＝１．５８×（ｋ－ｊ）＋１０．５６

算式Ⅰの符号
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ｊ　平成１４年度から平成１６年度までの各年度における人口増減率の合計数を３で除して得た数（小数点以下４位未満の端数が

あるときは、その端数を四捨五入する。）

ｋ　令和２年から令和４年までの各年における人口増減率の合計数を３で除して得た数（小数点以下４位未満の端数があるとき

は、その端数を四捨五入する。）

Ｋ　次の算式Ⅱによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とし、１に満たないときは１とする。）。ただし、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県においては、１とする。

算式Ⅱ

Ｋ＝－３．２３×（ｍ－ｌ）－０．７５

算式Ⅱの符号

ｌ　平成１８年から平成２０年までの各年における東京圏転出入人口比率（住民基本台帳人口移動報告における「第７表　移動前

の住所地男女別転入者数及び移動後の住所地男女別転出者数」の当該都道府県の表の表頭「移動前の住所地別転入者数」の総数の

うち埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の欄の数を合算した数から、表頭「移動後の住所地別転出者数」の総数のうち埼玉県、

千葉県、東京都及び神奈川県の欄の数を合算した数を控除した数を当該都道府県の日本人住民基本台帳登載人口で除して得た数に

１，０００を乗じて得た数（小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）をいう。以下この表の都道府

県の項において同じ。）の合計数を３で除して得た数（小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

ｍ　令和２年から令和４年までの各年における東京圏転出入人口比率（住民基本台帳人口移動報告における「第２表　移動前の住

所地，男女別都道府県間移動者数」の表頭が当該都道府県の総数のうち表側「国籍」が日本人移動者かつ表側「移動前の住所地」

が東京圏総数の欄の数から、表頭が東京圏総数のうち表側「国籍」が日本人移動者かつ表側「移動前の住所地」が当該都道府県の

欄の数を控除した数を当該都道府県の日本人住民基本台帳登載人口で除して得た数に１，０００を乗じて得た数（小数点以下４位

未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）をいう。）の合計数を３で除して得た数（小数点以下４位未満の端数がある

ときは、その端数を四捨五入する。）

Ｌ　次の算式Ⅲによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とし、１に満たないときは１とする。）

算式Ⅲ

Ｌ＝４３．７６×（ｏ－ｎ）－０．６０

算式Ⅲの符号

ｎ　平成７年から平成９年までの各年における自団体内進学率（学校基本調査における「１３　出身高校の所在地県別大学入学者

数」及び「４５　出身高校の所在地県別短期大学入学者数」の表頭「出身高校の所在地」が当該都道府県の数のうち表側「計」の

欄の数を表側が当該都道府県の数で除して得た数（小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）をいう。

以下この表の都道府県の項において同じ。）の合計数を３で除して得た数（小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を

四捨五入する。）

ｏ　令和２年から令和４年までの各年における自団体内進学率の合計数を３で除して得た数（小数点以下４位未満の端数があると

きは、その端数を四捨五入する。）

Ｍ　次の算式Ⅳによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とし、１に満たないときは１とする。）

算式Ⅳ

Ｍ＝２０．９２×（ｑ－ｐ）＋０．５３

算式Ⅳの符号

ｐ　平成２４年から平成２６年までの各年における自団体内就職者割合（雇用動向調査における「第２２表　職歴、都道府県、性

別県内移動入職者数、他県からの流入者数及び他県への流出者数」の表頭「男女計」の「県内移動」及び「他県への流出」の計の

数を合計した数を表頭「男女計」の「県内移動」数で除して得た数（小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五

入する。）をいう。以下この表の都道府県の項において同じ。）の合計数を３で除して得た数（小数点以下４位未満の端数があると

きは、その端数を四捨五入する。）

ｑ　令和元年から令和３年までの各年における自団体内就職者割合の合計数を３で除して得た数（小数点以下４位未満の端数があ

るときは、その端数を四捨五入する。）

Ｎ　次の算式Ⅴによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とし、１に満たないときは１とする。）

算式Ⅴ

Ｎ＝３１２．５０×（ｓ－ｒ）＋７．３８

算式Ⅴの符号

ｒ　平成１５年３月３１日現在、平成１６年３月３１日現在及び平成１７年３月３１日現在における年少者人口比率の合計数を３

で除して得た数（小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

ｓ　令和３年１月１日現在、令和４年１月１日現在及び令和５年１月１日現在における年少者人口比率の合計数を３で除して得た

数（小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｏ　次の算式Ⅵによつて算定した数（当該数が３を超える場合は３とする。）

算式Ⅵ

Ｏ＝｛１３．１２×（ｕ－ｔ）＋０．１１｝＋（４．４２×ｕ－５．３８）

｛１３．１２×（ｕ－ｔ）＋０．１１｝に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、０．５に満たない場

合は０．５とし、（４．４２×ｕ－５．３８）に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、０．５に満た

ない場合は０．５とする。

算式Ⅵの符号

ｔ　人口動態統計における平成１４年から平成１６年までの各年における合計特殊出生率の合計数を３で除して得た数（小数点以

下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

ｕ　人口動態統計における令和元年から令和３年までの各年における合計特殊出生率の合計数を３で除して得た数（小数点以下４

位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｐ　次の算式Ⅶによつて算定した数（当該数が３を超える場合は３とする。）
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算式Ⅶ

Ｐ＝｛１０３．００×（ｗ－ｖ）－３．３５｝＋（１５．５０×ｗ－９．９７）

｛１０３．００×（ｗ－ｖ）－３．３５｝に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、３を超える場合は

３とし、１に満たない場合は１とし、（１５．５０×ｗ－９．９７）に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨

五入し、当該数が１を超える場合には１とし、負数となるときは０とする。

算式Ⅶの符号

ｖ　平成１２年１０月１日現在における若年者就業率

ｗ　令和２年１０月１日現在における若年者就業率

Ｑ　次の算式Ⅷによつて算定した数（当該数が３を超える場合は３とする。）

算式Ⅷ

Ｑ＝｛７１．９４×（ｙ－ｘ）－１０．８８｝＋（１３．９１×ｙ－１０．８３）

｛７１．９４×（ｙ－ｘ）－１０．８８｝に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超え

る場合は３とし、１に満たない場合は１とし、（１３．９１×ｙ－１０．８３）に小数点以下３位未満の端数があるときは、その

端数を四捨五入し、当該数が１を超える場合には１とし、負数となるときは０とする。

算式Ⅷの符号

ｘ　平成１２年１０月１日現在における女性就業率

ｙ　令和２年１０月１日現在における女性就業率

α　次の算式Ⅸによつて算定した率（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、１．５００を超

える場合は１．５００とし、１．０００に満たない場合は１．０００とする。）。ただし、令和２年度から令和４年度までの各年度

における基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数（小数点以下２位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

の合計数を３で除して得た数（小数点以下２位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）が０．４９以上となる場合

は１．０００とする。

算式Ⅸ

α ＝１＋｛（０．４×Ａ＋０．０７５×Ｂ＋０．０７５×Ｃ＋０．０７５×Ｄ＋０．０７５×Ｅ＋０．０７５×Ｆ＋０．０７５×

Ｇ＋０．０７５×Ｈ＋０．０７５×Ｉ）－１｝／２

算式Ⅸの符号

Ａ　前項の表都道府県の項の算式の符号Ａに同じ。

Ｂ　前項の表都道府県の項の算式の符号Ｂに同じ。

Ｃ　前項の表都道府県の項の算式の符号Ｃに同じ。

Ｄ　前項の表都道府県の項の算式の符号Ｄに同じ。

Ｅ　前項の表都道府県の項の算式の符号Ｅに同じ。

Ｆ　前項の表都道府県の項の算式の符号Ｆに同じ。

Ｇ　前項の表都道府県の項の算式の符号Ｇに同じ。

Ｈ　前項の表都道府県の項の算式の符号Ｈに同じ。

Ｉ　前項の表都道府県の項の算式の符号Ｉに同じ。

市町村 算式

（０．２５×Ｊ＋０．１×Ｋ＋０．１×Ｌ＋０．１×Ｍ＋０．２５×Ｎ＋０．１×Ｏ＋０．１×Ｐ）×α×０．３１４

０．２５×Ｊ、０．１×Ｋ、０．１×Ｌ、０．１×Ｍ、０．２５×Ｎ、０．１×Ｏ及び０．１×Ｐに小数点以下３位未満の端数が

あるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ｊ　次の算式Ⅰによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とし、１に満たないときは１とする。）

算式Ⅰ

Ｊ＝０．３１×（ｋ－ｊ）＋ γ

算式Ⅰの符号

ｊ　平成１４年度から平成１６年度までの各年度における人口増減率の合計数を３で除して得た数（小数点以下４位未満の端数が

あるときは、その端数を四捨五入する。）

ｋ　令和２年から令和４年までの各年における人口増減率の合計数を３で除して得た数（小数点以下４位未満の端数があるとき

は、その端数を四捨五入する。）

γ　特別区、指定都市、中核市及び施行時特例市にあつては２．７４とし、特別区、指定都市、中核市及び施行時特例市以外の市

にあつては３．０５とし、町村にあつては３．３３とする。

Ｋ　次の算式Ⅱによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とし、１に満たないときは１とする。）

算式Ⅱ

Ｋ＝０．２８×（ｍ－ｌ）＋２．１６

算式Ⅱの符号

ｌ　平成１８年度から平成２０年度までの各年度における転入者人口比率の合計数を３で除して得た数（小数点以下４位未満の端

数があるときは、その端数を四捨五入する。）

ｍ　令和２年から令和４年までの各年における転入者人口比率の合計数を３で除して得た数（小数点以下４位未満の端数があると

きは、その端数を四捨五入する。）

Ｌ　次の算式Ⅲによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とし、１に満たないときは１とする。）

算式Ⅲ

Ｌ＝－０．３４×（ｏ－ｎ）－０．３６

算式Ⅲの符号
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ｎ　平成１８年度から平成２０年度までの各年度における転出者人口比率の合計数を３で除して得た数（小数点以下４位未満の端

数があるときは、その端数を四捨五入する。）

ｏ　令和２年から令和４年までの各年における転出者人口比率の合計数を３で除して得た数（小数点以下４位未満の端数があると

きは、その端数を四捨五入する。）

Ｍ　次の算式Ⅳによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とし、１に満たないときは１とする。）

算式Ⅳ

Ｍ＝１２４．２２×（ｑ－ｐ）＋ δ

算式Ⅳの符号

ｐ　平成１５年３月３１日現在、平成１６年３月３１日現在及び平成１７年３月３１日現在における年少者人口比率の合計数を３

で除して得た数（小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

ｑ　令和３年１月１日現在、令和４年１月１日現在及び令和５年１月１日現在における年少者人口比率の合計数を３で除して得た

数（小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

δ　特別区、指定都市、中核市及び施行時特例市にあつては３．１２とし、特別区、指定都市、中核市及び施行時特例市以外の市

にあつては３．９２とし、町村にあつては４．０１とする。

Ｎ　次の算式Ⅴによつて算定した数（当該数が３を超える場合は３とする。）

算式Ⅴ

Ｎ＝｛０．１４×（ｓ－ｒ）＋１．３３｝＋（０．１５×ｓ－４．６２）

｛０．１４×（ｓ－ｒ）＋１．３３｝に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、０．５に満たない場合

は０．５とし、（０．１５×ｓ－４．６２）に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、０．５に満たな

い場合は０．５とする。

算式Ⅴの符号

ｒ　住民基本台帳関係年報に登載された平成１５年３月３１日現在における出生数を、１５歳から１９歳までの女性人口に０．１

５３を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）、２０歳から２４歳までの女性人口に０．９８２

を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）、２５歳から２９歳までの女性人口に２．３０３を乗

じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）、３０歳から３４歳までの女性人口に２．２１７を乗じて

得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）、３５歳から３９歳までの女性人口に０．７９２を乗じて得た

数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）、４０歳から４４歳までの女性人口に０．１０４を乗じて得た数

（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）及び４５歳から４９歳までの女性人口に０．００２を乗じて得た数

（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）の合計数で除して、１，０００を乗じて得た数（小数点以下４位未満

の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）、平成１６年３月３１日現在における出生数を、１５歳から１９歳までの女性人

口に０．１４６を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）、２０歳から２４歳までの女性人口に

０．９５３を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）、２５歳から２９歳までの女性人口に２．

２７１を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）、３０歳から３４歳までの女性人口に２．１４

１を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）、３５歳から３９歳までの女性人口に０．８３５を

乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）、４０歳から４４歳までの女性人口に０．１１４を乗じ

て得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）及び４５歳から４９歳までの女性人口に０．００３を乗じ

て得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）の合計数で除して、１，０００を乗じて得た数（小数点以

下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）並びに平成１７年３月３１日現在における出生数を、１５歳から１

９歳までの女性人口に０．１４４を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）、２０歳から２４歳

までの女性人口に０．９３８を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）、２５歳から２９歳まで

の女性人口に２．２２０を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）、３０歳から３４歳までの女

性人口に２．１６５を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）、３５歳から３９歳までの女性人

口に０．８８７を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）、４０歳から４４歳までの女性人口に

０．１２１を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）及び４５歳から４９歳までの女性人口に

０．００３を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）の合計数で除して、１，０００を乗じて

得た数を合算して得た数（小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）を３で除して得た数（小数点以

下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

ｓ　住民基本台帳関係年報に登載された令和３年１月１日現在における出生数を、１５歳から１９歳までの女性人口に０．０７２

を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）、２０歳から２４歳までの女性人口に０．６５９を乗

じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）、２５歳から２９歳までの女性人口に２．１３５を乗じて

得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）、３０歳から３４歳までの女性人口に２．７７８を乗じて得た

数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）、３５歳から３９歳までの女性人口に１．５７２を乗じて得た数

（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）、４０歳から４４歳までの女性人口に０．３３９を乗じて得た数（整

数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）及び４５歳から４９歳までの女性人口に０．０１０を乗じて得た数（整

数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）の合計数で除して、１，０００を乗じて得た数（小数点以下４位未満の

端数があるときは、その端数を四捨五入する。）、令和４年１月１日現在における出生数を、１５歳から１９歳までの女性人口に

０．０５９を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）、２０歳から２４歳までの女性人口に０．

６０５を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）、２５歳から２９歳までの女性人口に２．１０

３を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）、３０歳から３４歳までの女性人口に２．７９０を

乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）、３５歳から３９歳までの女性人口に１．６０５を乗じ

て得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）、４０歳から４４歳までの女性人口に０．３６２を乗じて得

た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）及び４５歳から４９歳までの女性人口に０．０１０を乗じて得

た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）の合計数で除して、１，０００を乗じて得た数（小数点以下４

位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）並びに令和５年１月１日現在における出生数を、１５歳から１９歳まで

の女性人口に０．０５９を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）、２０歳から２４歳までの女

性人口に０．６０５を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）、２５歳から２９歳までの女性人
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口に２．１０３を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）、３０歳から３４歳までの女性人口に

２．７９０を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）、３５歳から３９歳までの女性人口に１．

６０５を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）、４０歳から４４歳までの女性人口に０．３６

２を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）及び４５歳から４９歳までの女性人口に０．０１

０を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）の合計数で除して、１，０００を乗じて得た数（小

数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）を合算して得た数を３で除して得た数（小数点以下４位未満

の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｏ　次の算式Ⅵによつて算定した数（当該数が３を超える場合は３とする。）

算式Ⅵ

Ｏ＝｛３７．０４×（ｕ－ｔ）－０．５７｝＋（１７．４４×ｕ－１１．２１）

｛３７．０４×（ｕ－ｔ）－０．５７｝に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超える

場合には３とし、１に満たない場合は１とし、（１７．４４×ｕ－１１．２１）に小数点以下３位未満の端数があるときは、その

端数を四捨五入し、当該数が１を超える場合には１とし、負数となるときは０とする。

算式Ⅵの符号

ｔ　平成１２年１０月１日現在における若年者就業率

ｕ　令和２年１０月１日現在における若年者就業率

Ｐ　次の算式Ⅶによつて算定した数（当該数が３を超える場合は３とする。）

算式Ⅶ

Ｐ＝｛１３．９８×（ｗ－ｖ）－１．３１｝＋（７．１×ｗ－５．５３）

｛１３．９８×（ｗ－ｖ）－１．３１｝に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、３を超える場合は３

とし、１に満たない場合は１とし、（７．１×ｗ－５．５３）に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、

当該数が１を超える場合には１とし、負数となるときは０とする。

算式Ⅶの符号

ｖ　平成１２年１０月１日現在における女性就業率

ｗ　令和２年１０月１日現在における女性就業率

α　α １、α ２、α ３又は α ４のいずれか大きい率（ただし、令和２年度から令和４年度までの各年度における基準財政収入額

を基準財政需要額で除して得た数（小数点以下２位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）の合計数を３で除して

得た数（小数点以下２位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）が０．４９以上となる場合は１．０００とする。）

α １　次の算式Ⅷによつて算定した数（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式Ⅷ

α １＝１＋｛（０．４×Ａ＋０．０７５×Ｂ＋０．０７５×Ｃ＋０．０７５×Ｄ＋０．０７５×Ｅ＋０．０７５×Ｆ＋０．０７５

×Ｇ＋０．０７５×Ｈ＋０．０７５×Ｉ）－１｝／２

算式Ⅷの符号

Ａ　前項の表市町村の項の算式の符号Ａに同じ。

Ｂ　前項の表市町村の項の算式の符号Ｂに同じ。

Ｃ　前項の表市町村の項の算式の符号Ｃに同じ。

Ｄ　前項の表市町村の項の算式の符号Ｄに同じ。

Ｅ　前項の表市町村の項の算式の符号Ｅに同じ。

Ｆ　前項の表市町村の項の算式の符号Ｆに同じ。

Ｇ　前項の表市町村の項の算式の符号Ｇに同じ。

Ｈ　前項の表市町村の項の算式の符号Ｈに同じ。

Ｉ　前項の表市町村の項の算式の符号Ｉに同じ。

α ２　過疎地域持続的発展法第４３条の規定により読み替えて適用する過疎地域持続的発展法第２条第１項に基づく過疎地域の市

町村、過疎地域持続的発展法第４２条の規定により過疎地域とみなされる市町村、離島振興法第２条第２項に基づき公示された離

島をその区域の全部とする市町村、沖縄県内の市町村、奄美群島振興開発特別措置法第１条に規定する奄美群島をその区域の全部

又は一部とする市町村、小笠原諸島振興開発特別措置法第４条第１項に規定する小笠原諸島をその区域の全部又は一部とする市町

村、山村振興法第７条に基づき指定された振興山村をその区域の全部とする市町村及び半島振興法第２条に基づき指定された半島

地域をその区域の全部とする市町村にあつては１．２００とし、それ以外の市町村にあつては１．０００とする。

α ３　過疎地域持続的発展法第４３条の規定により読み替えて適用する過疎地域持続的発展法第３条の規定によりその地域の一部

が過疎地域とみなされる市町村、離島振興法第２条第２項に基づき公示された離島をその区域の一部とする市町村、山村振興法第

７条に基づき指定された振興山村をその区域の一部とする市町村及び半島振興法第２条に基づき指定された半島地域をその区域の

一部とする市町村にあつては１．１００とし、それ以外の市町村にあつては１．０００とする。

α４　令和３年３月３１日において旧過疎地域自立促進特別措置法第２条第１項に基づく過疎地域の市町村及び同法第３３条第１

項の規定により過疎地域とみなされる市町村にあつては１．２００とし、同法第３３条第２項の規定によりその地域の一部が過疎

地域とみなされる市町村にあつては１．１００とする。

８　前四項の規定を適用する場合における測定単位の数値に係る補正係数は、それぞれの理由ごとに算出した補正係数を連乗した率によ

る。

９　新市町村の測定単位の数値の合併関係市町村への分別又は按分は、第四十九条第二項第一号の規定により分別又は按分するものとす

る。

１０　新市町村の段階補正及び経常態容補正の算定における合併関係市町村の段階補正係数及び経常態容補正係数の算定に用いる数値につ

いては、新市町村（ただし、二回以上合併を行つた場合においては、直近の合併に係る当該新市町村）の数値を用いる。

１１　第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則第十九条の十四の二第九項の規定によつ

て分別又は按分した測定単位の数値を同条第三項から第八項までの規定により補正したものに当該測定単位ごとの単位費用を乗じて得た

額との合算額」とする。
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（「地域社会再生事業費」に係る数値の算定方法等）

第十九条の十四の三　法附則第五条の四第二項の規定による測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄

に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。

測定単位の種類 測定単位の数値の算定方法 表示単位

人口 国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における人口 人

２　前項の規定によつて測定単位の数値を算定する場合においては、第五条第二項の規定を準用する。

３　法附則第五条の三第二項ただし書の規定に基づいて行う補正は、段階補正、経常態容補正及び密度補正とする。

４　前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる法第十三条第四項の規定による率は、附則別表第十二の三に定めるところによるものと

し、市町村の段階補正係数が十・〇〇〇を超えるときは、十・〇〇〇とする。

５　第三項の規定に基づいて行う経常態容補正は、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号

によつて算定した数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）を用いて行うものとする。

地方団

体の種

類

算式及び算式の符号

都道府

県

算式

（０．２×Ａ＋０．１×Ｂ＋０．１×Ｃ＋０．１×Ｄ）×１．０３５＋（０．５×Ｅ）×０．７７０

０．２×Ａ、０．１×Ｂ、０．１×Ｃ、０．１×Ｄ及び０．５×Ｅに小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五

入する。

算式の符号

Ａ　次の算式Ⅰによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とし、負数となるときは０とする。）

算式Ⅰ

Ａ＝｛（ａ１－ａ２）／ａ１｝／０．０４５

｛（ａ１－ａ２）／ａ１｝に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式Ⅰの符号

ａ１　国勢調査令によつて調査した平成２２年１０月１日現在における当該都道府県の人口

ａ２　国勢調査令によつて調査した令和２年１０月１日現在における当該都道府県の人口

Ｂ　次の算式Ⅱによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とする。）

算式Ⅱ

Ｂ＝０．１１９／ｂ

算式Ⅱの符号

ｂ　令和２年１０月１日現在における年少者人口比率（国勢調査令によつて調査した同日現在における当該都道府県の１５歳未満

の人口を同令によつて調査した同日現在における当該都道府県の人口で除して得た数（小数点以下３位未満の端数があるときは、

その端数を四捨五入する。）をいう。）

Ｃ　次の算式Ⅲによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とする。）

算式Ⅲ

Ｃ＝ｃ／０．２８０

算式Ⅲの符号

ｃ　令和２年１０月１日現在における高齢者人口比率（国勢調査令によつて調査した同日現在における当該都道府県の６５歳以上

の人口を同令によつて調査した同日現在における当該都道府県の人口で除して得た数（小数点以下３位未満の端数があるときは、

その端数を四捨五入する。）をいう。）

Ｄ　次の算式Ⅳによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とする。）

算式Ⅳ

Ｄ＝［｛（ｄ１－ｄ２）／ｄ１｝＋０．０２２］／０．１２５

｛（ｄ１－ｄ２）／ｄ１｝に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式Ⅳの符号

ｄ１　国勢調査令によつて調査した平成２２年１０月１日現在における当該都道府県の１５歳以上６５歳未満人口

ｄ２　国勢調査令によつて調査した令和２年１０月１日現在における当該都道府県の１５歳以上６５歳未満人口

Ｅ　次の算式Ⅴによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式Ⅴ

Ｅ＝（ｅ／ｆ）／０．２６３

算式Ⅴの符号

ｅ　次の算式によつて算定した数

算式

２．００×ｅ１＋１．７５×ｅ２＋１．５０×ｅ３＋１．２５×ｅ４＋１．００×ｅ５＋０．７５×ｅ６＋０．５０×ｅ７＋０．

２５×ｅ８

２．００×ｅ１、１．７５×ｅ２、１．５０×ｅ３、１．２５×ｅ４、１．００×ｅ５、０．７５×ｅ６、０．５０×ｅ７及び０．

２５×ｅ８に小数点未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

ｅ１　当該都道府県の区域内の市町村におけるメツシユ人口（総務省統計局において公表した令和２年国勢調査に関する地域メツ

シユ統計にて、基準地域メツシユの中心点が帰属する当該市町村の区域内において、常住人口のいる基準地域メツシユ内の人口を

いう。以下この項において同じ。）のうち、１００人未満の合計に相当する数として総務大臣が通知した数
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ｅ２　当該都道府県の区域内の市町村におけるメツシユ人口のうち、１００人以上２００人未満の合計に相当する数として総務大

臣が通知した数

ｅ３　当該都道府県の区域内の市町村におけるメツシユ人口のうち、２００人以上３００人未満の合計に相当する数として総務大

臣が通知した数

ｅ４　当該都道府県の区域内の市町村におけるメツシユ人口のうち、３００人以上４００人未満の合計に相当する数として総務大

臣が通知した数

ｅ５　当該都道府県の区域内の市町村におけるメツシユ人口のうち、４００人以上５００人未満の合計に相当する数として総務大

臣が通知した数

ｅ６　当該都道府県の区域内の市町村におけるメツシユ人口のうち、５００人以上１，０００人未満の合計に相当する数として総

務大臣が通知した数

ｅ７　当該都道府県の区域内の市町村におけるメツシユ人口のうち、１，０００人以上２，０００人未満の合計に相当する数とし

て総務大臣が通知した数

ｅ８　当該都道府県の区域内の市町村におけるメツシユ人口のうち、２，０００人以上４，０００人未満の合計に相当する数とし

て総務大臣が通知した数

ｆ　符号Ａ算式Ⅰの符号ａ２に同じ。

市町村算式

（０．２×Ａ＋０．１×Ｂ＋０．１×Ｃ＋０．１×Ｄ）×１．０１０＋（０．５×Ｅ）×０．６６４

０．２×Ａ、０．１×Ｂ、０．１×Ｃ、０．１×Ｄ及び０．５×Ｅに小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五

入する。

算式の符号

Ａ　次の算式Ⅰによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とし、負数となるときは０とする。）

算式Ⅰ

Ａ＝｛（ａ１－ａ２）／ａ１｝／０．０６６

｛（ａ１－ａ２）／ａ１｝に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式Ⅰの符号

ａ１　国勢調査令によつて調査した平成２２年１０月１日現在における当該市町村の人口

ａ２　国勢調査令によつて調査した令和２年１０月１日現在における当該市町村の人口

Ｂ　次の算式Ⅱによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とする。）

算式Ⅱ

Ｂ＝０．１１９／ｂ

算式Ⅱの符号

ｂ　令和２年１０月１日現在における年少者人口比率（国勢調査令によつて調査した同日現在における当該市町村の１５歳未満の

人口を同令によつて調査した同日現在における当該市町村の人口で除して得た数（小数点以下３位未満の端数があるときは、その

端数を四捨五入する。）をいう。）

Ｃ　次の算式Ⅲによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とする。）

算式Ⅲ

Ｃ＝ｃ／０．２８０

算式Ⅲの符号

ｃ　令和２年１０月１日現在における高齢者人口比率（国勢調査令によつて調査した同日現在における当該市町村の６５歳以上の

人口を国勢調査令によつて調査した同日現在における当該市町村の人口で除して得た数（小数点以下３位未満の端数があるときは、

その端数を四捨五入する。）をいう。）

Ｄ　次の算式Ⅳによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とする。）

算式Ⅳ

Ｄ＝［｛（ｄ１－ｄ２）／ｄ１｝＋０．０７０］／０．１５５

｛（ｄ１－ｄ２）／ｄ１｝に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式Ⅳの符号

ｄ１　国勢調査令によつて調査した平成２２年１０月１日現在における当該市町村の１５歳以上６５歳未満人口

ｄ２　国勢調査令によつて調査した令和２年１０月１日現在における当該市町村の１５歳以上６５歳未満人口

Ｅ　次の算式Ⅴによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式Ⅴ

Ｅ＝（ｅ／ｆ）／０．２６３

算式Ⅴの符号

ｅ　次の算式によって算定した数

算式

２．００×ｅ１＋１．７５×ｅ２＋１．５０×ｅ３＋１．２５×ｅ４＋１．００×ｅ５＋０．７５×ｅ６＋０．５０×ｅ７＋０．

２５×ｅ８

２．００×ｅ１、１．７５×ｅ２、１．５０×ｅ３、１．２５×ｅ４、１．００×ｅ５、０．７５×ｅ６、０．５０×ｅ７及び０．

２５×ｅ８に小数点未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

ｅ１　当該市町村におけるメツシユ人口のうち、１００人未満の合計に相当する数として総務大臣が通知した数

ｅ２　当該市町村におけるメツシユ人口のうち、１００人以上２００人未満の合計に相当する数として総務大臣が通知した数

ｅ３　当該市町村におけるメツシユ人口のうち、２００人以上３００人未満の合計に相当する数として総務大臣が通知した数
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ｅ４　当該市町村におけるメツシユ人口のうち、３００人以上４００人未満の合計に相当する数として総務大臣が通知した数

ｅ５　当該市町村におけるメツシユ人口のうち、４００人以上５００人未満の合計に相当する数として総務大臣が通知した数

ｅ６　当該市町村におけるメツシユ人口のうち、５００人以上１，０００人未満の合計に相当する数として総務大臣が通知した数

ｅ７　当該市町村におけるメツシユ人口のうち、１，０００人以上２，０００人未満の合計に相当する数として総務大臣が通知し

た数

ｅ８　当該市町村におけるメツシユ人口のうち、２，０００人以上４，０００人未満の合計に相当する数として総務大臣が通知し

た数

ｆ　符号Ａ算式Ⅰの符号ａ２に同じ。

６　第三項の規定に基づいて行う密度補正に用いる密度は、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算

式の符号によつて算定した数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）によるものとする。

地 方 団 体

の種類

算式及び算式の符号

都道府県 算式

（Ｂ×３１２７．１７９）／Ａ

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　当該都道府県において定員管理調査によつて令和５年度分として総務省に報告された「別表３　中長期派遣可能な技術職員

数等に関する調」の表頭「職員数等」、表側「市町村支援業務に従事する技術職員数，中長期派遣可能な技術職員数のいずれか

小さい方の職員数」の欄の数値

７　前三項の規定を適用する場合における測定単位の数値に係る補正係数は、第四項にて算出した段階補正係数及び第五項にて算出した経

常態容補正係数を連乗した率に前項にて算出した密度補正の密度を加えた率による。

８　新市町村の測定単位の数値の合併関係市町村への分別又は按分は、第四十九条第二項第一号の規定により分別又は按分するものとす

る。

９　新市町村の段階補正及び経常態容補正の算定における合併関係市町村の段階補正係数及び経常態容補正係数の算定に用いる数値につい

ては、新市町村（ただし、二回以上合併を行つた場合においては、直近の合併に係る当該新市町村）の数値を用いる。

１０　第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則第十九条の十四の三第八項の規定によつ

て分別又は按分した測定単位の数値を同条第四項から第六項までの規定により補正したものに当該測定単位ごとの単位費用を乗じて得た

額との合算額」とする。

（「地域デジタル社会推進費」に係る数値の算定方法等）

第十九条の十四の四　法附則第六条第二項の規定による測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定

める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。

測定単位の種類 測定単位の数値の算定方法 表示単位

人口 国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における人口 人

２　前項の規定によつて測定単位の数値を算定する場合においては、第五条第二項の規定を準用する。

３　法附則第六条第二項ただし書の規定に基づいて行う補正は、段階補正及び経常態容補正とする。

４　前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる法第十三条第四項の規定による率は、附則別表第十二の四に定めるところによるものとす

る。

５　第三項の規定に基づいて行う経常態容補正は、経常態容補正Ⅰ及び経常態容補正Ⅱとする。

６　前項の規定に基づいて行う経常態容補正Ⅰは、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号

によつて算定した数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）を用いて行うものとする。

地 方 団

体 の 種

類

算式及び算式の符号

都 道 府

県

算式

（０．５×Ａ＋０．５×Ｂ）×０．９９４

０．５×Ａ及び０．５×Ｂに小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ａ　次の算式Ⅰによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とする。）

算式Ⅰ

Ａ＝｛（ａ１＋ａ２＋ａ３＋ａ４）／ａ５｝／０．３３９

（ａ１＋ａ２＋ａ３＋ａ４）／ａ５に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式Ⅰの符号

ａ１　当該都道府県の６５歳以上人口（附則第２１条第１項第１号の表中８に掲げる地方団体にあつては同項の規定によつて算定

した６５歳以上人口）

ａ２　令和４年３月３１日現在において身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）の規定によつて身体障害者手帳を所持し

ている者として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第１４　身体障害者手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭

「総数（年度末現在）」の欄の当該都道府県の数

ａ３　令和４年３月３１日現在において療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号厚生事務次官通知）の規

定によつて療育手帳を所持している者として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第３１　療育手帳交付台帳登載

数」の表側「計」、表頭「年度末現在」の欄の当該都道府県の数

ａ４　令和４年３月３１日現在において精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）の規定によつて

精神障害者保健福祉手帳を所持している者として衛生行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第５　精神障害者保健福祉手

帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「年度末現在」の欄の当該都道府県の数

ａ５　当該都道府県の人口（附則第２１条第１項第１号の表中１に掲げる地方団体にあつては同項の規定によつて算定した人口）
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Ｂ　次の算式Ⅱによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式Ⅱ

Ｂ＝ｂ１／０．０５０７２×（ｂ２×１０３．０９３＋０．３６９）×（ｂ３×３３８．９８３－３３６．９２９）

ｂ１／０．０５０７２に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超える場合には３とし、

（ｂ２×１０３．０９３＋０．３６９）に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が２を超える

場合には２とし、１に満たないときは１とし、（ｂ３×３３８．９８３－３３６．９２９）に小数点以下３位未満の端数があると

きは、その端数を四捨五入し、当該数が２を超える場合には２とし、１に満たないときは１とする。

算式Ⅱの符号

ｂ１　経済センサス基礎調査規則によつて令和元年６月１日から令和２年３月３１日までの期間に調査して公表された当該都道府

県における民営事業所数を当該都道府県の第５条第１項の表中１の人口（附則第２１条第１項第１号の表中１に掲げる地方団体に

あつては同項の規定によつて算定した人口）で除して得た数（小数点以下５位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す

る。）

ｂ２　経済センサス活動調査規則によつて公表された当該都道府県における平成２８年６月１日現在における農業、林業及び漁業

の民営事業所数の合計を同令によつて公表された当該都道府県の同日現在における個人事業所数、法人事業所数及び法人でない団

体の事業所数の合計（事業内容等不詳事業所を除く。）で除して得た数（小数点以下５位未満の端数があるときは、その端数を四

捨五入する。）

ｂ３　中小企業庁によつて公表された平成２８年６月時点の当該都道府県の中小企業数（民営及び非一次産業に限る。）を同庁に

よつて公表された同月時点の当該都道府県の企業数（民営及び非一次産業に限る。）で除して得た数（小数点以下５位未満の端数

があるときは、その端数を四捨五入する。）

市町村 算式

（０．５×Ａ＋０．５×Ｂ）×α×０．８４３

０．５×Ａ及び０．５×Ｂに小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、０．５×Ａ＋０．５×Ｂが６を超

える場合には６とする。

算式の符号

Ａ　次の算式Ⅰによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とする。）

算式Ⅰ

Ａ＝｛（ａ１＋ａ２＋ａ３＋ａ４）／ａ５｝／０．３３９

（ａ１＋ａ２＋ａ３＋ａ４）／ａ５に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式Ⅰの符号

ａ１　当該市町村の６５歳以上人口（附則第２１条第１項第１号の表中８に掲げる地方団体にあつては同項の規定によつて算定し

た６５歳以上人口）

ａ２　令和４年３月３１日現在において身体障害者福祉法の規定によつて身体障害者手帳を所持している者として福祉行政報告例

によつて厚生労働省に報告された「第１４　身体障害者手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「総数（年度末現在）」の欄の当

該市町村の数に相当する数として総務大臣が通知した数

ａ３　令和４年３月３１日現在において療育手帳制度要綱の規定によつて療育手帳を所持している者として福祉行政報告例によつ

て厚生労働省に報告された「第３１　療育手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「年度末現在」の欄の当該市町村の数に相当

する数として総務大臣が通知した数

ａ４　令和４年３月３１日現在において精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定によつて精神障害者保健福祉手帳を所持

している者として衛生行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第５　精神障害者保健福祉手帳交付台帳登載数」の表側

「計」、表頭「年度末現在」の欄の当該市町村の数に相当する数として総務大臣が通知した数

ａ５　当該市町村の人口（附則第２１条第１項第１号の表中１に掲げる地方団体にあつては同項の規定によつて算定した人口）

Ｂ　次の算式Ⅱによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式Ⅱ

Ｂ＝ｂ１／０．０５０７１×（ｂ２×１７．８２５＋０．８９１）×（ｂ３×３１７．４６０－３１５．４７３）

ｂ１／０．０５０７１に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超える場合には３とし、

（ｂ２×１７．８２５＋０．８９１）に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が２を超える場

合には２とし、１に満たないときは１とし、（ｂ３×３１７．４６０－３１５．４７３）に小数点以下３位未満の端数があるとき

は、その端数を四捨五入し、当該数が２を超える場合には２とし、１に満たないときは１とする。

算式Ⅱの符号

ｂ１　経済センサス基礎調査規則によつて令和元年６月１日から令和２年３月３１日までの期間に調査して公表された当該市町村

における民営事業所数を当該市町村の人口（附則第２１条第１項第１号の表中１に掲げる地方団体にあつては同項の規定によつて

算定した人口）で除して得た数（小数点以下５位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

ｂ２　経済センサス活動調査規則によつて公表された当該市町村における平成２８年６月１日現在における農業、林業及び漁業の

民営事業所数の合計を、同令によつて公表された当該市町村における同日現在における個人事業所数、法人事業所数及び法人でな

い団体の事業所数の合計（事業内容等不詳事業所を除く。）で除して得た数（小数点以下５位未満の端数があるときは、その端数

を四捨五入する。）

ｂ３　中小企業庁によつて公表された平成２８年６月時点の当該市町村の中小企業数（民営及び非一次産業に限る。）を、同庁に

よつて公表された同月時点の当該市町村の企業数（民営及び非一次産業に限る。）で除して得た数（小数点以下５位未満の端数が

あるときは、その端数を四捨五入する。）

α　α １、α２又は α ３のいずれか大きい率（ただし、令和２年度から令和４年度までの各年度における基準財政収入額を基準財

政需要額で除して得た数（小数点以下２位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）の合計数を３で除して得た数（小

数点以下２位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）が０．４９以上となる場合は１．０００とする。）

α １　過疎地域持続的発展法第４３条の規定により読み替えて適用する過疎地域持続的発展法第２条第１項に基づく過疎地域の市

町村、過疎地域持続的発展法第４２条の規定により過疎地域とみなされる市町村、離島振興法第２条第２項に基づき公示された離

島をその区域の全部とする市町村、沖縄県内の市町村、奄美群島振興開発特別措置法第１条に規定する奄美群島をその区域の全部
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又は一部とする市町村、小笠原諸島振興開発特別措置法第４条第１項に規定する小笠原諸島をその区域の全部又は一部とする市町

村、山村振興法第７条に基づき指定された振興山村をその区域の全部とする市町村及び半島振興法第２条に基づき指定された半島

地域をその区域の全部とする市町村にあつては１．２００とし、それ以外の市町村にあつては１．０００とする。

α ２　過疎地域持続的発展法第４３条の規定により読み替えて適用する過疎地域持続的発展法第３条の規定によりその地域の一部

が過疎地域とみなされる市町村、離島振興法第２条第２項に基づき公示された離島をその区域の一部とする市町村、山村振興法第

７条に基づき指定された振興山村をその区域の一部とする市町村及び半島振興法第２条に基づき指定された半島地域をその区域の

一部とする市町村にあつては１．１００とし、それ以外の市町村にあつては１．０００とする。

α ３　令和３年３月３１日において旧過疎地域自立促進特別措置法第２条第１項に基づく過疎地域の市町村及び同法第３３条第１

項の規定により過疎地域とみなされる市町村にあつては１．２００とし、同法第３３条第２項の規定によりその地域の一部が過疎

地域とみなされる市町村にあつては１．１００とする。

７　第五項の規定に基づいて行う経常態容補正Ⅱは、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符

号によつて算定した数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）を用いて行うものとする。

地方団体

の種類

算式及び算式の符号

市町村 算式

Ｃ×６．０８１５－３．９５４７

Ｃ×６．０８１５－３．９５４７に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が０．５００に満

たない場合には０．５００とする。

算式の符号

Ｃ　次の算式によつて算定した数（当該数に小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

算式Ⅰ

Ｃ＝ｃ１／ｃ２

算式Ⅰの符号

ｃ１　「マイナンバーカード保有枚数（令和５年５月３１日時点）について」（令和５年６月２日付け総行マ第８３号総務省自治

行政局住民制度課マイナンバー制度支援室通知）において通知された令和５年５月３１日時点の当該市町村における個人番号カ

ード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号））第２条第７項に

規定する個人番号カードをいう。）の保有枚数

ｃ２　前項の表市町村の項の算式の符号Ａの算式Ⅰの符号ａ５に同じ。

８　前四項の規定を適用する場合における測定単位の数値に係る補正係数は、第四項にて算出した段階補正係数及び第六項にて算出した経

常態容補正Ⅰ係数を連乗した率に前項にて算出した経常態容補正Ⅱ係数を加えた率による。

９　新市町村の測定単位の数値の合併関係市町村への分別又は按分は、第四十九条第二項第一号の規定により分別又は按分するものとす

る。

１０　新市町村の段階補正及び経常態容補正の算定における合併関係市町村の段階補正係数、経常態容補正Ⅰ係数及び経常態容補正Ⅱ係数

の算定に用いる数値については、新市町村（ただし、二回以上合併を行つた場合においては、直近の合併に係る当該新市町村）の数値を

用いる。

１１　第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則第十九条の十四の四第九項の規定によつ

て分別又は按分した測定単位の数値を同条第四項から第七項までの規定により補正したものに当該測定単位ごとの単位費用を乗じて得た

額との合算額」とする。

（「臨時経済対策費」に係る数値の算定方法等）

第十九条の十四の五　地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律（令和五年法律第八十三号。以下この条及び次条にお

いて「令和五年地方交付税法等改正法」という。）附則第二条第二項の規定による「臨時経済対策費」に係る測定単位の数値は、次の表

の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づい

て算定する。

測定単位の種類 測定単位の数値の算定方法 表示単位

人口 国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における人口 人

２　前項の規定によつて測定単位の数値を算定する場合においては、第五条第二項の規定を準用する。

３　令和五年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の規定に基づいて行う「臨時経済対策費」に係る補正は、段階補正及び経常

態容補正とする。

４　前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる法第十三条第四項の規定による率は、附則別表第十二の五に定めるところによるものとす

る。

５　第三項の規定に基づいて行う経常態容補正は、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号

によつて算定した数（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）を用いて行うものとする。

地方団

体の種

類

算式及び算式の符号

都道府

県

算式

（０．１×Ａ＋０．１×Ｂ＋０．１×Ｃ＋０．４×Ｄ＋０．２×Ｅ＋０．１）×１．０８８４９

０．１×Ａ、０．１×Ｂ、０．１×Ｃ、０．４×Ｄ及び０．２×Ｅに小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五

入する。

算式の符号

Ａ　次の算式Ⅰによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とする。）

算式Ⅰ

Ａ＝６，８９０，３２７／ａ

算式Ⅰの符号

ａ　一人当たり各産業の売上高（令和元年から令和３年までの各年における第一次産業産出額（農林水産省において公表した生産

農業所得統計における農業産出額、林業産出額における林業産出額及び漁業産出額における海面漁業・養殖業産出額の合計額をい
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う。）の合計額を３で除して得た額（百万円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）、工業統計調査規則によつて公表

された平成３０年及び令和元年における製造品出荷額並びに経済センサス活動調査規則によつて公表された令和２年における製造

品出荷額の合計額を３で除して得た数（万円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）並びに経済センサス活動調査規

則により令和３年６月１日現在で調査された年間商品販売額の小売業計及び卸売業計の合算額を人口で除して得た数（整数未満の

端数があるときは、その端数を四捨五入する。）をいう。）

Ｂ　次の算式Ⅱによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とし、負数となるときは０とする。）

算式Ⅱ

ｂ≧０のときＢ＝－０．１３×ｂ＋０．１

ｂ＜０のときＢ＝－０．１２×ｂ＋０．１

算式Ⅱの符号

ｂ　令和２年から令和４年までの各年における人口増減率（住民基本台帳関係年報における当該都道府県の区域内の市町村に係る

「市町村別住民票記載、消除数」の表頭「増減数」の欄の数の合計数を当該都道府県の住民基本台帳登載人口で除して得た数に１，

０００を乗じて得た数（小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）をいう。）の合計数を３で除して得

た数（小数点以下４位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｃ　次の算式Ⅲによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とする。）

算式Ⅲ

Ｃ＝ｃ／０．０５０７２

算式Ⅲの符号

ｃ　経済センサス基礎調査規則によつて令和元年６月１日から令和２年３月３１日までの期間に調査して公表された当該都道府県

における民営事業所数を当該都道府県の第５条第１項の表中１の人口で除して得た数（小数点以下５位未満の端数があるときは、

その端数を四捨五入する。）

Ｄ　次の算式Ⅳによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とする。）

算式Ⅳ

Ｄ＝ｄ／０．１１７

算式Ⅳの符号

ｄ　令和５年１月１日現在における年少者人口比率（当該都道府県の住民基本台帳登載人口のうち１５歳未満の者の数を当該都道

府県の住民基本台帳登載人口で除して得た数（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）をいう。）

Ｅ　次の算式Ⅴによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とする。）

算式Ⅴ

Ｅ＝｛（ｅ１＋ｅ２＋ｅ３＋ｅ４）／ｅ５｝／０．３３９

（ｅ１＋ｅ２＋ｅ３＋ｅ４）／ｅ５に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式Ⅴの符号

ｅ１　当該都道府県の６５歳以上人口（附則第２１条第１項第１号の表中８に掲げる地方団体にあつては、同項の規定によつて算定

した６５歳以上人口）

ｅ２　令和４年３月３１日現在において身体障害者福祉法の規定によつて身体障害者手帳を所持している者として福祉行政報告例に

よつて厚生労働省に報告された「第１４　身体障害者手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「総数（年度末現在）」の欄の当該

都道府県の数

ｅ３　令和４年３月３１日現在において療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号厚生事務次官通知）の規定

によつて療育手帳を所持している者として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第３１　療育手帳交付台帳登載数」

の表側「計」、表頭「年度末現在」の欄の当該都道府県の数

ｅ４　令和４年３月３１日現在において精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定によつて精神障害者保健福祉手帳を所持し

ている者として衛生行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第５　精神障害者保健福祉手帳交付台帳登載数」の表側「計」、

表頭「年度末現在」の欄の当該都道府県の数

ｅ５　当該都道府県の人口（附則第２１条第１項第１号の表中１に掲げる地方団体にあつては、同項の規定によつて算定した人口）

市町村算式

（０．１×Ａ＋０．１×Ｂ＋０．１×Ｃ＋０．４×Ｄ＋０．２×Ｅ＋０．１）×１．１３６９６

０．１×Ａ、０．１×Ｂ、０．１×Ｃ、０．４×Ｄ及び０．２×Ｅに小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五

入する。

算式の符号

Ａ　次の算式Ⅰによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とする。）

算式Ⅰ

Ａ＝６，７０４，２１９／ａ

算式Ⅰの符号

ａ　一人当たり各産業の売上高（農林業センサス規則によつて公表された令和２年２月１日現在における農産物販売規模別経営体

数（個人経営体）を用いて算出した農業産出額（農産物販売規模別経営体数（個人経営体）のうち５０万円未満の数に２５万円を

乗じた額、農産物販売規模別経営体数（個人経営体）のうち５０万円以上１００万円未満の数に７５万円を乗じた額、農産物販売

規模別経営体数（個人経営体）のうち１００万円以上３００万円未満の数に２００万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数（個

人経営体）のうち３００万円以上５００万円未満の数に４００万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数（個人経営体）のうち

５００万円以上１，０００万円未満の数に７５０万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数（個人経営体）のうち１，０００万

円以上３，０００万円未満の数に２，０００万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数（個人経営体）のうち３，０００万円以

上５，０００万円未満の数に４，０００万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数（個人経営体）のうち５，０００万円以上１
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億円未満の数に７，５００万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数（個人経営体）のうち１億円以上２億円未満の数に１５，

０００万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数（個人経営体）のうち２億円以上３億円未満の数に２５，０００万円を乗じた

額、農産物販売規模別経営体数（個人経営体）のうち３億円以上５億円未満の数に４０，０００万円を乗じた額及び農産物販売規

模別経営体数（個人経営体）のうち５億円以上の数に６０，０００万円を乗じた額の合算額をいう。）、工業統計調査規則によつて

公表された平成３０年及び令和元年における製造品出荷額並びに経済センサス活動調査規則によつて公表された令和２年における

製造品出荷額の合計額を３で除して得た数（万円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）並びに経済センサス活動調

査規則により令和３年６月１日現在で調査された年間商品販売額の小売業計及び卸売業計の合算額を人口で除して得た数（整数未

満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）をいう。）

Ｂ　次の算式Ⅱによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とし、負数となるときは０とする。）

算式Ⅱ

ｂ≧０のときＢ＝－０．０１×ｂ＋０．１

ｂ＜０のときＢ＝－０．０６×ｂ＋０．１

算式Ⅱの符号

ｂ　令和２年から令和４年までの各年における人口増減率（住民基本台帳関係年報における「市町村別住民票記載、消除数」の表

頭「増減数」の欄の数を当該市町村の住民基本台帳登載人口で除して得た数に１，０００を乗じて得た数（小数点以下４位未満の

端数があるときは、その端数を四捨五入する。）をいう。）の合計数を３で除して得た数（小数点以下４位未満の端数があるときは、

その端数を四捨五入する。）

Ｃ　次の算式Ⅲによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とする。）

算式Ⅲ

Ｃ＝ｃ／０．０５０７１

算式Ⅲの符号

ｃ　経済センサス基礎調査規則によつて令和元年６月１日から令和２年３月３１日までの期間に調査して公表された当該市町村に

おける民営事業所数を当該市町村の人口で除して得た数（小数点以下５位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｄ　次の算式Ⅳによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とする。）

算式Ⅳ

Ｄ＝ｄ／０．１１７

算式Ⅳの符号

ｄ　令和５年１月１日現在における年少者人口比率（当該市町村の住民基本台帳登載人口のうち１５歳未満の者の数を当該市町村

の住民基本台帳登載人口で除して得た数（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）をいう。）

Ｅ　次の算式Ⅴによつて算定した数（当該数に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が３を超

える場合には３とする。）

算式Ⅴ

Ｅ＝｛（ｅ１＋ｅ２＋ｅ３＋ｅ４）／ｅ５｝／０．３３９

（ｅ１＋ｅ２＋ｅ３＋ｅ４）／ｅ５に小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式Ⅴの符号

ｅ１　当該市町村の６５歳以上人口（附則第２１条第１項第１号の表中８に掲げる地方団体にあつては、同項の規定によつて算定し

た６５歳以上人口）

ｅ２　令和４年３月３１日現在において身体障害者福祉法の規定によつて身体障害者手帳を所持している者として福祉行政報告例に

よつて厚生労働省に報告された「第１４　身体障害者手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「総数（年度末現在）」の欄の当該

市町村の数に相当する数として総務大臣が通知した数

ｅ３　令和４年３月３１日現在において療育手帳制度要綱の規定によつて療育手帳を所持している者として福祉行政報告例によつて

厚生労働省に報告された「第３１　療育手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「年度末現在」の欄の当該市町村の数に相当する

数として総務大臣が通知した数

ｅ４　令和４年３月３１日現在において精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定によつて精神障害者保健福祉手帳を所持し

ている者として衛生行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第５　精神障害者保健福祉手帳交付台帳登載数」の表側「計」、

表頭「年度末現在」の欄の当該市町村の数に相当する数として総務大臣が通知した数

ｅ５　当該市町村の人口（附則第２１条第１項第１号の表中１に掲げる地方団体にあつては、同項の規定によつて算定した人口）

６　前二項の規定を適用する場合における測定単位の数値に係る補正係数は、第四項の規定により算定した段階補正係数及び前項の規定に

より算定した経常態容補正係数を連乗した率による。

７　新市町村の測定単位の数値の合併関係市町村への分別又は
あんぶん

按分は、第四十九条第二項第一号の規定により分別又は
あんぶん

按分するものとす

る。

８　新市町村の段階補正及び経常態容補正の算定における合併関係市町村の段階補正係数及び経常態容補正係数の算定に用いる数値につい

ては、新市町村（ただし、二回以上合併を行つた場合においては、直近の合併に係る当該新市町村）の数値を用いる。

９　第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則第十九条の十四の五第七項の規定によつて

分別又は
あんぶん

按分した測定単位の数値を同条第四項から第六項までの規定により補正したものに当該測定単位ごとの単位費用を乗じて得た額

との合算額」とする。

（「臨時財政対策債償還基金費」に係る数値の算定方法等）

第十九条の十四の六　令和五年地方交付税法等改正法附則第二条第二項の規定による「臨時財政対策債償還基金費」に係る測定単位の数値

は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単

位に基づいて算定する。

測定単位の種類 測定単位の数値の算定方法 表 示

単位
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臨時財政対策のため平成十六年度から

令和五年度までの各年度において特別

に起こすことができることとされた地

方債の額

（１）　平成十六年度臨時財政対策債

（２）　平成十七年度臨時財政対策債

（３）　平成十八年度臨時財政対策債

（４）　平成十九年度臨時財政対策債

（５）　平成二十年度臨時財政対策債

（６）　平成二十一年度臨時財政対策債

（７）　平成二十二年度臨時財政対策債

（８）　平成二十三年度臨時財政対策債

（９）　平成二十四年度臨時財政対策債

（１０）　平成二十五年度臨時財政対策債

（１１）　平成二十六年度臨時財政対策債

（１２）　平成二十七年度臨時財政対策債

（１３）　平成二十八年度臨時財政対策債

（１４）　平成二十九年度臨時財政対策債

（１５）　平成三十年度臨時財政対策債

（１６）　令和元年度臨時財政対策債

（１７）　令和二年度臨時財政対策債

（１８）　令和三年度臨時財政対策債

（１９）　令和四年度臨時財政対策債

（２０）　地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和五年度において起こすことが

できることとされた地方債の額（以下「令和五年度臨時財政対策債」という。）

千円

２　前項の規定によつて測定単位の数値を算定する場合においては、第五条第二項の規定を準用する。

３　令和五年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の規定に基づいて行う「臨時財政対策債償還基金費」に係る補正は、種別補

正とする。

４　前項の規定に基づいて行う種別補正に用いる法第十三条第二項の規定による率は、附則別表第十二の六に定めるところによるものとす

る。

５　新市町村の測定単位の数値の合併関係市町村への分別又は
あんぶん

按分は、第四十九条第二項第二十九号の規定により分別又は
あんぶん

按分するもの

とする。令和五年度臨時財政対策債に係る分別又は
あんぶん

按分についても同様とする。

６　第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則第十九条の十四の六第五項の規定によつて

分別又は
あんぶん

按分した測定単位の数値に当該測定単位ごとの単位費用を乗じて得た額との合算額」とする。

第十九条の十五　削除

（令和五年度における基準財政需要額の算定方法の特例）

第十九条の十六　各道府県の法附則第六条の三第一項第一号に掲げる額は、当該道府県の控除前財源不足額（法第十条第三項本文の規定に

より令和五年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた法附則第六条の三の規定の適用がないものとした場合におけ

る法第十一条の規定によつて算定した基準財政需要額が法第十四条の規定によつて算定した基準財政収入額を超える額（当該額が零を下

回る場合には、零とする。）をいう。第六項及び第七項を除き、以下同じ。）に当該道府県の次の各号に掲げる数値を合算したものの五分

の一の数値（小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。第六項及び第八項を除き、以下「補正指数」という。）

に附則別表第十三（１）のＡに定める当該補正指数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のＢに定める当該補正指数の段階に応ずる数

を合算した数に〇・〇五四五を乗じて得た率（ただし、当該率が〇・七五を超える場合は、〇・七五とする。）を乗じて得た額（五百円

未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。）に、〇・九九

五一五〇五を乗じて得た額（五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数

金額を千円とする。）とする。

一　令和四年度における地方交付税法第十四条の規定によつて算定した基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律（令和五

年法律第二号）第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における地方交付税法第

十一条の規定によつて算定した当該年度の基準財政需要額で除して得た数値（小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四

捨五入する。）

二　令和三年度における地方交付税法第十四条の規定によつて算定した基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律（令和四

年法律第二号）第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における地方交付税法第

十一条の規定によつて算定した当該年度の基準財政需要額で除して得た数値（小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四

捨五入する。）

三　令和二年度における地方交付税法第十四条の規定によつて算定した基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律（令和三

年法律第八号）第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第六条の規定の適用がないものとした場合における地方交付税法第十一

条の規定によつて算定した当該年度の基準財政需要額で除して得た数値（小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五

入する。）

四　令和元年度における地方交付税法第十四条の規定によつて算定した基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律（令和二

年法律第六号）第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における地方交付税法第

十一条の規定によつて算定した当該年度の基準財政需要額で除して得た数値（小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四

捨五入する。）

五　平成三十年度における地方交付税法第十四条の規定によつて算定した基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律（平成

三十一年法律第五号）第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における地方交付

税法第十一条の規定によつて算定した当該年度の基準財政需要額で除して得た数値（小数点以下二位未満の端数があるときは、その端

数を四捨五入する。）

２　五千三百十一億千四百八十七万千円と各道府県について前項の規定により算定した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を

同項の規定により算定した額の も大きい道府県の額に加算し、又はこれから減額する。

３　各市町村の法附則第六条の三第一項第二号に掲げる額は、当該市町村の控除前財源不足額に当該市町村の補正指数に附則別表第十三

（２）のＡに定める当該補正指数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のＢに定める当該補正指数の段階に応ずる数を合算した数（た

だし、当該数について、補正指数が一・〇〇の場合に得た数を超える場合は、補正指数が一・〇〇の場合に得た数とする。）に〇・〇五
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四四を乗じて得た率（当該率が〇・八五を超える場合は、〇・八五とする。）を乗じて得た額（五百円未満の端数があるときはその端数

金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。）に、〇・九九四二五五四を乗じて得た額（五百

円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。）とする。

４　四千六百三十四億八千二百二十六万五千円と各市町村について前項の規定により算定した額（合併市町村（第四十八条第一項の規定の

適用を受ける市町村をいう。以下この条において同じ。）にあつては、次項の規定によつて算定した額とする。）の合算額との間に差額が

あるときは、その差額を同項の規定により算定した額の も大きい市町村の額に加算し、又はこれから減額する。

５　合併市町村に係る法附則第六条の三第一項第二号の額は、次の算式によつて算定した額（五百円未満の端数があるときはその端数金額

を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。）とする。

算式

Ａ－Ｂ≧０の場合　Ｃ

Ａ－Ｂ＜０の場合　Ｄ

算式の符号

Ａ　当該合併市町村に係る法第１０条第３項本文の規定により令和５年８月３１日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた第

４８条第１項の算式の符号Ａに同じ。

Ｂ　当該合併市町村に係る法第１０条第３項本文の規定により令和５年８月３１日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた第

４８条第１項の算式の符号Ｂに同じ。

Ｃ　当該合併市町村に係る合併関係市町村（第４８条第１項に規定する合併関係市町村をいう。以下同じ。）ごとに次項から第８項ま

での規定によつて算定した法附則第６条の３第１項第２号の額の合算額

Ｄ　当該合併市町村について前２項の規定によつて算定した額

６　合併関係市町村に係る法附則第六条の三第一項第二号に掲げる額は、次項に規定する当該合併関係市町村に係る控除前財源不足額に第

八項に規定する当該合併関係市町村に係る補正指数に附則別表第十三（２）のＡに定める当該補正指数の段階に応ずる率を乗じて得た数

と同表のＢに定める当該補正指数の段階に応ずる数を合算した数（当該数が、補正指数について、一・〇〇の場合に得た数を超える場合

は、補正指数が一・〇〇の場合に得た数とする。）に〇・〇五四四を乗じて得た率（ただし、当該率が〇・八五を超える場合は、〇・八

五とする。）を乗じて得た額（五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端

数金額を千円とする。）に、〇・九九四二五五四を乗じて得た額（五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上

千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。）とする。

７　合併関係市町村に係る控除前財源不足額は、次の算式によつて算定した額を、合併関係市町村が当該年度の四月一日現在において全て

なお従前の区域をもつて存続していたものと仮定した場合において各合併関係市町村につきそれぞれ法第十条第三項本文の規定により令

和五年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた第十項の適用がないものとした場合における第四十九条の規定をも

つて算定した基準財政需要額が第五十条の規定によつて算定した基準財政収入額を超える額により
あんぶん

按分した額（五百円未満の端数がある

ときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。）とする。

算式

（Ａ－Ｂ）×α ＋Ｂ

（Ａ－Ｂ）が負数となるときは、（Ａ－Ｂ）は０とする。

算式の符号

Ａ　法第１０条第３項本文の規定により令和５年８月３１日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた第１０項の規定の適用が

ないものとした場合における第４９条の規定により算定された第４８条第１項の算式の符号Ａに同じ。

Ｂ　法第１０条第３項本文の規定により令和５年８月３１日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた法附則第６条の３の規定

の適用がないものとした場合における第４８条第１項の算式の符号Ｂに同じ。

α　第４８条第１項の算式の符号 α に同じ。

８　合併関係市町村に係る補正指数は、第一号から第五号までに掲げる数値（令和四年四月二日から令和五年四月一日までに行われた合併

新法第二条第一項の市町村の合併（以下この条において「法適用合併」という。）に係る合併関係市町村にあつては、第一項第一号から

第五号までに掲げる数値、令和三年四月二日から令和四年四月一日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあつては、第一号

及び第一項第二号から第五号までに掲げる数値、令和二年四月二日から令和三年四月一日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町

村にあつては、第一号及び第二号並びに第一項第三号から第五号までに掲げる数値、平成三十一年四月二日から令和二年四月一日までに

行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあつては、第一号から第三号まで並びに第一項第四号及び第五号に掲げる数値、平成三十年

四月二日から平成三十一年四月一日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあつては、第一号から第四号まで及び第一項第五

号に掲げる数値）を合算したものの五分の一の数値（小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とする。

一　令和四年度における令和五年改正前の省令第五十条の規定によつて算定した基準財政収入額を令和五年改正前の省令附則第十九条の

十六第九項の規定の適用がないものとした場合における令和五年改正前の省令附則第十九条の十四第十一項、附則第十九条の十四の二

第十一項、附則第十九条の十四の三第十項、附則第十九条の十四の四第九項、附則第十九条の十四の五第九項及び附則第二十一条第二

項の規定により読み替えられた令和五年改正前の省令第四十九条の規定によつて算定した基準財政需要額で除して得た数値（小数点以

下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

二　令和三年度における令和四年改正前の省令第五十条の規定によつて算定した基準財政収入額を令和四年改正前の省令附則第十九条の

十六第九項の規定の適用がないものとした場合における令和四年改正前の省令附則第十九条の十四第十一項、附則第十九条の十四の二

第十一項、附則第十九条の十四の三第十項、附則第十九条の十四の四第九項、附則第十九条の十四の五第九項、附則第十九条の十四の

六第四項及び附則第二十一条第二項の規定により読み替えられた令和四年改正前の省令第四十九条の規定によつて算定した基準財政需

要額で除して得た数値（小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

三　令和二年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令（令和三年総務省令第七十六号）による改正前の普通交付税に関

する省令第五十条の規定によつて算定した基準財政収入額を同令附則第十九条の十六第九項の規定の適用がないものとした場合におけ

る同令附則第十九条の十四第十一項、附則第十九条の十四の二第十一項、附則第十九条の十四の三第十項及び附則第二十一条第二項の

規定により読み替えられた同令第四十九条の規定によつて算定した基準財政需要額で除して得た数値（小数点以下二位未満の端数があ

るときは、その端数を四捨五入する。）

四　令和元年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令（令和二年総務省令第七十二号）による改正前の普通交付税に関

する省令第五十条の規定によつて算定した基準財政収入額を同令附則第十九条の十六第九項の規定の適用がないものとした場合におけ

る同令附則第十九条の十四第十一項、附則第十九条の十四の二第十一項、附則第十九条の十四の三第十項及び附則第二十一条第二項の
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規定により読み替えられた同令第四十九条の規定によつて算定した基準財政需要額で除して得た数値（小数点以下二位未満の端数があ

るときは、その端数を四捨五入する。）

五　平成三十年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令（令和元年総務省令第二十九号）による改正前の普通交付税に

関する省令第五十条の規定によつて算定した基準財政収入額を同令附則第十九条の十六第九項の規定の適用がないものとした場合にお

ける同令附則第十九条の十四第十一項、附則第十九条の十四の二第十一項、附則第十九条の十五第九項及び附則第二十一条第二項の規

定により読み替えられた同令第四十九条の規定によつて算定した基準財政需要額で除して得た数値（小数点以下二位未満の端数がある

ときは、その端数を四捨五入する。）

９　令和五年度における第四十八条第一項の規定の適用については、同項中「算定した額とする」とあるのは、「算定した額から附則第十

九条の十六第三項の規定によつて算定した額及び同条第四項の規定によつて算定した額の合算額を控除した額とする」とし、同項の算式

の符号Ａ中「第４９条の規定によつて算定した基準財政需要額」とあるのは、「附則第１９条の１６第１０項の規定の適用がないものと

した場合における第４９条の規定によつて算定した基準財政需要額」とし、同項の算式の符号Ｂ中「前条までの」とあるのは、「法附則

第６条の３の適用がないものとした場合における前条までの」とする。

１０　令和五年度における附則第十九条の十四第十一項、第十九条の十四の二第十一項、第十九条の十四の三第十項、第十九条の十四の四

第九項、第十九条の十四の五第九項及び第十九条の十四の六第六項の規定により読み替えられた第四十九条第一項の規定の適用について

は、同項中「合算額」とあるのは、「合算額から附則第十九条の十六第三項の規定によつて算定した額及び同条第四項の規定によつて算

定した額の合算額を控除した額」とする。

１１　法附則第六条の三第三項に規定する都に係る控除前財源不足額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とす

る。

一　都の全区域を道府県とみなして算定した法第十条第三項本文の規定により令和五年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の

算定に用いた法附則第六条の三の規定の適用がないものとした場合における基準財政需要額が基準財政収入額を超える額（以下この条

において「都控除前財源不足額」という。）が零を下回り、かつ、特別区の存する区域を市町村とみなして算定した法第十条第三項本

文の規定により令和五年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた法附則第六条の三の規定の適用がないものとし

た場合における基準財政需要額が基準財政収入額を超える額（以下この条において「特別区控除前財源不足額」という。）が零を下回

る場合

イ　都の全区域を道府県とみなして算定する場合の控除前財源不足額　零

ロ　特別区の存する区域を市町村とみなして算定する場合の控除前財源不足額　零

二　都控除前財源不足額が零以上であり、かつ、特別区控除前財源不足額が零以上の場合

イ　都の全区域を道府県とみなして算定する場合の控除前財源不足額　都控除前財源不足額

ロ　特別区の存する区域を市町村とみなして算定する場合の控除前財源不足額　特別区控除前財源不足額

三　都控除前財源不足額が零以上であり、かつ、特別区控除前財源不足額が零を下回る場合

イ　都の全区域を道府県とみなして算定する場合の控除前財源不足額　都控除前財源不足額及び特別区控除前財源不足額の合算額（当

該合算額が零を下回る場合には、零とする。）

ロ　特別区の存する区域を市町村とみなして算定する場合の控除前財源不足額　零

四　都控除前財源不足額が零を下回り、かつ、特別区控除前財源不足額が零以上の場合

イ　都の全区域を道府県とみなして算定する場合の控除前財源不足額　零

ロ　特別区の存する区域を市町村とみなして算定する場合の控除前財源不足額　都控除前財源不足額及び特別区控除前財源不足額の合

算額（当該合算額が零を下回る場合には、零とする。）

（沖縄の地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定方法の特例）

第二十条　法附則第九条の規定に基づく沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村（以下「沖縄の地方団体」という。）に対して交付すべき令和

五年度分の普通交付税の額の算定方法の特例については、次項以下に定めるところによる。

２　沖縄県の区域内の市町村に対する第十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「地方税法第４１１条の規定により令和４年

度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録された宅地の３．３平方メートル当たりの価格が 高である地点」とあるのは、「沖縄

県知事の申請に基づき総務大臣の定める地点」とする。

３　沖縄県の区域内の市町村のうち附則別表第十四に掲げるものの「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅲ

係数は、第十条第二十二項及び第十一条第一項第四号の規定にかかわらず、次の算式により算定した率（小数点以下三位未満の端数があ

るときは、その端数を四捨五入する。）に一を加えた率とする。

算式

Ａ×（Ｂ／Ｃ）×［｛（Ｄ－Ｃ）／Ｃ｝×０．５＋１］＋｛（Ｅ×７０＋Ｆ×６５０）／（Ｃ×１．７４）｝＋Ｇ

Ｂ／Ｃが７．５０を超えるときは７．５０とし、Ｄ－Ｃが負数となるときは０とし、（Ｄ－Ｃ）／Ｃ、｛（Ｄ－Ｃ）／Ｃ｝×０．５、Ｅ

×７０、Ｆ×６５０、Ｃ×１．７４及び（Ｅ×７０＋Ｆ×６５０）／（Ｃ×１．７４）に小数点以下３位未満の端数があるときは、そ

の端数を四捨五入し、Ｃ×１．７４に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ａ　当該市町村の附則別表第十四に定める級地による補正率ア

Ｂ　当該市町村の人口に別表第一に定める普通態容補正Ⅲ係数の人口段階ごとのそれぞれの率を乗じて得た数の合計数

Ｃ　当該市町村の人口

Ｄ　当該市町村の平成２７年人口（当該市町村の国勢調査令によつて調査した平成２７年１０月１日現在における人口をいう。）

Ｅ　当該市町村の区域に属する島しよのうち当該市町村の事務所（支所及び出張所を除く。）が所在しない島しよ（当該事務所と陸路

続きのものを除く。）の人口

Ｆ　当該市町村の区域に属する島しよの数として総務大臣が通知した数

Ｇ　当該市町村の附則別表第１４に定める級地による補正率イ

（特定被災地方公共団体に係る基準財政需要額の算定方法の特例）

第二十一条　法附則第九条の二の規定に基づく東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項で定める

特定被災地方公共団体（以下この条において「特定被災地方公共団体」という。）に対して交付すべき令和五年度分の普通交付税の額の

算定方法の特例については、次の各号に定めるところによる。

一　特定被災地方公共団体のうち次の表の地方団体の欄の各号に掲げる地方団体に対する第五条第一項の表の適用については、同項の表

の上欄に掲げる測定単位の種類のうち次の表の測定単位の種類の欄に掲げる測定単位の種類に係る測定単位の数値の算定方法及び表示

単位は、同項の表第一号、第九号、第十号、第十一号、第十四号、第十八号、第二十七号、第三十号、第三十一号、第三十二号、第三
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十五号、第三十六号及び第三十八号の規定にかかわらず、それぞれ次の表の測定単位の数値の算定方法の欄及び表示単位の欄に定める

ところによる。

地方団体 測 定 単

位 の

種類

測定単位の数値の算定方法 表 示

単

位

一　福島県、田村市、南相馬市、

伊達郡川俣町、双葉郡広野町、

同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡

川内村、同郡大熊町、同郡双葉

町、同郡浪江町、同郡葛尾村、

相馬郡飯舘村

人口 国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における人口に、当該

団体の令和二年九月三十日現在の住民基本台帳登載人口を当該団体の平成二

十二年九月三十日現在の住民基本台帳登載人口及び国勢調査令によつて調査

した平成二十二年十月一日現在における外国人の人口の合計数で除して得た

数を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する

。）と国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における人口のいず

れか大きい数

人

二　双葉郡楢葉町、同郡富岡町、

同郡大熊町、同郡双葉町、同郡

浪江町

都 市 計

画 区

域 に

お け

る 人

口

前年の四月一日現在における都市計画法第四条第二項の規定による都市計画区

域に係る当該地方団体の平成二十二年人口に、当該団体の令和二年九月三十

日現在の住民基本台帳登載人口を当該団体の平成二十二年九月三十日現在の

住民基本台帳登載人口及び国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一

日現在の外国人の人口の合計数で除して得た数を乗じて得た数（整数未満の

端数があるときは、その端数を四捨五入する。）（当該地方団体の区域の一部

が都市計画区域であるときは、総務大臣の承認した人口）

人

三　田村市、南相馬市、伊達郡川

俣町、双葉郡広野町、同郡楢葉

町、同郡富岡町、同郡川内村、

同郡大熊町、同郡双葉町、同郡

浪江町、同郡葛尾村、相馬郡飯

舘村

小 学 校

の 児

童数

学校基本調査規則によつて調査した平成二十二年五月一日現在における当該市

町村立の小学校に在学する児童数に、当該市町村の令和五年一月一日現在に

おける住民基本台帳登載人口を当該市町村の平成二十二年九月三十日現在に

おける住民基本台帳登載人口及び国勢調査令によつて調査した平成二十二年

十月一日現在における外国人の人口の合計数で除して得た数（小数点以下五

位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）を乗じて得た数（当

該数が第五条第一項の表中十四の児童数に満たないときは、同項の表中十四

の児童数とする。）

人

四　宮古市、大船渡市、久慈市、

陸前高田市、釜石市、上閉伊郡

大槌町、下閉伊郡山田町、同郡

岩泉町、同郡田野畑村、同郡普

代村、九戸郡野田村、同郡洋野

町、仙台市、石巻市、塩竈市、

気仙沼市、名取市、多賀城市、

岩沼市、東松島市、亘理郡亘理

町、同郡山元町、宮城郡松島

町、同郡七ヶ浜町、同郡利府

町、牡鹿郡女川町、本吉郡南三

陸町、いわき市、相馬市、相馬

郡新地町

小 学 校

の 児

童数

令和五年改正前の省令附則第二十一条第一項第一号の表中六の規定によつて算

定した数から第五条第一項の表中十四の児童数を控除して得た数に〇・五を

乗じた数を同項の表中十四の児童数に加えて得た数（当該数が同項の表中十

四の児童数に満たないときは、同項の表中十四の児童数とする。）

人

五　田村市、南相馬市、伊達郡川

俣町、双葉郡広野町、同郡楢葉

町、同郡富岡町、同郡川内村、

同郡大熊町、同郡双葉町、同郡

浪江町、同郡葛尾村、相馬郡飯

舘村

中 学 校

の 生

徒数

学校基本調査規則によつて調査した平成二十二年五月一日現在における当該市

町村立の中学校に在学する生徒数に、当該市町村の令和五年一月一日現在に

おける住民基本台帳登載人口を当該市町村の平成二十二年九月三十日現在に

おける住民基本台帳登載人口及び国勢調査令によつて調査した平成二十二年

十月一日現在における外国人の人口の合計数で除して得た数（小数点以下五

位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）を乗じて得た数（当

該数が第五条第一項の表中十八の生徒数に満たないときは、同項の表中十八

の生徒数とする。）

人

六　宮古市、大船渡市、久慈市、

陸前高田市、釜石市、上閉伊郡

大槌町、下閉伊郡山田町、同郡

岩泉町、同郡田野畑村、同郡普

代村、九戸郡野田村、同郡洋野

町、仙台市、石巻市、塩竈市、

気仙沼市、名取市、多賀城市、

岩沼市、東松島市、亘理郡亘理

町、同郡山元町、宮城郡松島

町、同郡七ヶ浜町、同郡利府

町、牡鹿郡女川町、本吉郡南三

陸町、いわき市、相馬市、相馬

郡新地町

中 学 校

の 生

徒数

令和五年改正前の省令附則第二十一条第一項第一号の表中八の規定によつて算

定した数から第五条第一項の表中十八の生徒数を控除して得た数に〇・五を

乗じた数を同項の表中十八の生徒数に加えて得た数（当該数が同項の表中十

八の生徒数に満たないときは、同項の表中十八の生徒数とする。）

人

七　田村市、南相馬市、伊達郡川

俣町、双葉郡広野町、同郡楢葉

町、同郡富岡町、同郡川内村、

同郡大熊町、同郡双葉町、同郡

幼 稚 園

及 び

幼 保

連 携

型 認

学校基本調査規則によつて調査した平成二十二年五月一日現在における当該市

町村立の幼稚園に在学する幼児数に、当該市町村の令和五年一月一日現在の

住民基本台帳登載人口を当該市町村の平成二十二年九月三十日現在の住民基

本台帳登載人口及び国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在

における外国人の人口の合計数で除して得た数（小数点以下五位未満の端数

人
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浪江町、同郡葛尾村、相馬郡飯

舘村

定 こ

ど も

園 の

小 学

校 就

学 前

子 ど

も の

数

があるときは、その端数を四捨五入する。）を乗じて得た数（当該数が第五条

第一項の表第二十七項の小学校就学前子どもの数に満たないときは、同項の

小学校就学前子どもの数とする。）

八　福島県、田村市、南相馬市、

伊達郡川俣町、双葉郡広野町、

同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡

川内村、同郡大熊町、同郡双葉

町、同郡浪江町、同郡葛尾村、

相馬郡飯舘村

六 十 五

歳 以

上 人

口

国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における六十五歳以上

人口に、当該団体の令和二年九月三十日現在における六十五歳以上住民基本

台帳登載人口を当該団体の平成二十二年九月三十日現在における六十五歳以

上住民基本台帳登載人口で除して得た数を乗じて得た数（整数未満の端数が

あるときは、その端数を四捨五入する。）と国勢調査令によつて調査した令和

二年十月一日現在における六十五歳以上人口のいずれか大きい数

人

九　福島県、田村市、南相馬市、

伊達郡川俣町、双葉郡広野町、

同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡

川内村、同郡大熊町、同郡双葉

町、同郡浪江町、同郡葛尾村、

相馬郡飯舘村

七 十 五

歳 以

上 人

口

国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における七十五歳以上

人口に、当該団体の令和二年九月三十日現在における七十五歳以上住民基本

台帳登載人口を当該団体の平成二十二年九月三十日現在における七十五歳以

上住民基本台帳登載人口で除して得た数を乗じて得た数（整数未満の端数が

あるときは、その端数を四捨五入する。）と国勢調査令によつて調査した令和

二年十月一日現在における七十五歳以上人口のいずれか大きい数

人

十　田村市、南相馬市、伊達郡川

俣町、双葉郡広野町、同郡楢葉

町、同郡富岡町、同郡川内村、

同郡大熊町、同郡双葉町、同郡

浪江町、同郡葛尾村、相馬郡飯

舘村

農家数 農林業センサス規則によつて調査した平成二十二年二月一日現在における農家

（農地法等の一部を改正する法律（平成二十一年法律第五十七号）による改正

前の農地法第二条第七項に規定する農業生産法人を含む。）の数に、〇・六九

六を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

戸

十一　福島県 農家数 当該県の区域内の市町村に係る農家数（ただし、この表第十項に定める市町村

については、同項の測定単位の数値の算定方法の欄に定める方法によつて算

定した数とする。）の合計数

戸

十二　福島県 水 産 業

者数

海面に係る水産業者の数（漁業センサス規則によつて調査した平成二十年十一

月一日現在における漁業経営体総数から漁船非使用に係る漁業経営体数を控

除した数）と内水面に係る水産業者の数（漁業センサス規則によつて調査し

た平成二十年十一月一日現在における内水面養殖経営体数と湖沼漁業経営体

総数から漁船非使用に係る漁業経営体数を控除した数の合計数）にそれぞれ

〇・六九〇を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨

五入する。）を合算した数とする。

人

十三　伊達郡川俣町、双葉郡川内

村、同郡葛尾村、相馬郡飯舘村

林 業 及

び 水

産 業

の 従

業 者

数

国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における産業分類別就

業者数（以下「平成二十二年産業分類別就業者数」という。）のうちＡ農業、

林業のうち林業の数に〇・八八六を乗じて得た数と令和二年産業分類別就業

者数のうちＢ漁業の数を合算した数とする。

人

十四　田村市、南相馬市、双葉郡

広野町、同郡楢葉町、同郡富岡

町、同郡大熊町、同郡双葉町、

同郡浪江町

林 業 及

び 水

産 業

の 従

業 者

数

平成二十二年産業分類別就業者数のうちＡ農業、林業のうち林業の数に〇・八

八六を乗じて得た数と平成二十二年産業分類別就業者数のうちＢ漁業の数に

〇・七四七を乗じて得た数を合算した数とする。

人

十五　伊達郡川俣町、双葉郡楢葉

町、同郡富岡町、同郡川内村、

同郡大熊町、同郡双葉町、同郡

浪江町、同郡葛尾村、相馬郡飯

舘村

世帯数 国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における世帯数に、当

該団体の令和二年九月三十日現在の住民基本台帳に登載された世帯数を当該

団体の平成二十二年九月三十日現在の住民基本台帳に登載された世帯数で除

して得た数を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨

五入する。）

世帯

二　特定被災地方公共団体のうち、福島県の「高等学校費」のうち生徒数を測定単位とするものに係る別表第一（３）都道府県の項第二

号の適用については、同号中「投資補正係数＋（事業費補正係数－１）」とあるのは、「投資補正係数＋（事業費補正係数－１）＋経常

態容補正係数」とし、当該経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を

四捨五入し、負数となるときは零とする。）とする。

算式

算式の符号

Ａ　測定単位の数値
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Ｂ　学校基本調査規則によつて調査した平成２２年５月１日現在における当該都道府県立の高等学校（中等教育学校の後期課程を含

む。）に在学する生徒数

Ｃ　福島県の令和５年１月１日現在の住民基本台帳登載人口を、福島県の平成２２年９月３０日現在の住民基本台帳登載人口及び国

勢調査令によつて調査した平成２２年１０月１日現在における外国人の人口の合計数で除して得た率（小数点以下５位未満の端数

があるときは、当該端数を四捨五入する。）

三　特定被災地方公共団体のうち、田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊

町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村及び相馬郡飯舘村における行政の質及び量の差による種地に係る地域区分の基礎となる点数

の算定に係る第十一条第一項第一号（一）（１）算式の符号Ａの数、同号（一）（２）算式の符号Ｂの数、同号（一）（３）算式の符号

Ｃの数、同号（一）（４）算式の符号Ｄの数、同号（一）（４）算式の符号Ｅの数、同号（二）（２）算式の符号Ｃの数、同号（二）（３）

算式の符号Ｄの数及び同号（二）（４）算式の符号Ｅの数については、次に定めるところによつて算定するものとする。

（一）　第十一条第一項第一号（一）（１）算式の符号Ａの数は、各市町村の令和二年人口集中地区人口と各市町村の国勢調査令によつ

て調査した平成二十二年十月一日現在における人口集中地区人口（以下この条において「平成二十二年人口集中人口」という。）に

当該団体の令和二年九月三十日現在の住民基本台帳登載人口を当該団体の平成二十二年九月三十日現在の住民基本台帳登載人口で除

して得た率（小数点以下第三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）を乗じて得た数（整数未満の端数があるとき

は、その端数を四捨五入する。）のいずれか大きい数に、当該数を令和二年人口で除して得た率（小数点以下二位未満の端数がある

ときは、その端数を四捨五入する。）が〇・八〇未満となる市町村にあつては一・〇〇を、当該率が〇・八〇以上一・〇〇未満とな

る市町村にあつては一・〇五を、当該率が一・〇〇となる市町村にあっては一・一〇をそれぞれ乗じて得た数（整数未満の端数があ

るときは、その端数を四捨五入する。）とする。

（二）　第十一条第一項第一号（一）（２）算式の符号Ｂの数は、当該数と平成三十年改正前の省令第十一条第一号（一）（２）算式の符

号Ｂの数に一・〇〇六を乗じて得た数（小数点以下一位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）のいずれか大きい数

とする。

（三）　第十一条第一項第一号（一）（３）算式の符号Ｃの数は、全宅地の平均価格と平成十九年度分の全宅地の平均価格（平成十九年

度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている宅地の決定価格の総額を宅地の総地積で除して得た数（整数未満の端数があると

きは、その端数を四捨五入する。）。以下この条において同じ。）に〇・八六七を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その

端数を四捨五入する。）のいずれか大きい数を三八、五一三円で除して得た率に一〇〇を乗じて得た数（整数未満の端数があるとき

は、その端数を四捨五入する。）に、令和四年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている宅地の評価総地積が十平方キロメ

ートル以上の市町村で、商工住宅地区の宅地の平均価格を全宅地の平均価格で除して得た数（小数点以下一位未満の端数があるとき

は、その端数を四捨五入する。）が一・五以上二・〇未満となるものにあつては一・二五を、当該除して得た数が二・〇〇以上とな

るものにあつては一・五〇を、その他の市町村にあつては一・〇〇をそれぞれ乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端

数を四捨五入する。）とする。

（四）　第十一条第一項第一号（一）（４）算式の符号Ｄの数は、当該数と平成三十年改正前の省令第十一条第一号（一）（４）算式の符

号Ｄの数に〇・九八九を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）のいずれか大きい数とする。

（五）　第十一条第一項第一号（一）（４）算式の符号Ｅの数は、令和二年人口から昼間流出人口を控除し（四）の規定によつて算定し

た数を加えた数を令和二年人口で除して得た率（小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）が一・〇〇

未満の市町村にあつては、一・〇〇から当該率を控除した率に一六七を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四

捨五入する。）とし、その他の市町村にあつては零とする。

（六）　第十一条第一項第一号（二）（２）算式の符号Ｃの数は、当該数と平成三十年改正前の省令第十一条第一号（二）（２）算式の符

号Ｃの数に〇・八六七を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）のいずれか大きい数とする。

（七）　第十一条第一項第一号（二）（３）算式の符号Ｄの数は、（二）の規定によつて算定した数と同一の数とする。

（八）　第十一条第一項第一号（二）（４）算式の符号Ｅの数は、（三）の規定によつて算定した数と同一の数とする。

四　特定被災地方公共団体のうち、田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊

町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村及び相馬郡飯舘村の「農業行政費」に係る普通態容補正Ⅱ係数の算定に用いる農業就業者数

比率については、第十一条第一項第二号（一）中「令和二年」とあるのは「平成二十二年」と、「四捨五入する。）」とあるのは「四捨

五入する。）に〇・九二一九を乗じて得た率（一パーセント未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）」とし、南相馬市、

双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町及び同郡大熊町の「農業行政費」に係る普通態容補正Ⅱ係数の算定に用いる耕地比率について

は、同号（二）中「令和二年度分」とあるのは「平成二十二年度分」と、「四捨五入する。）」とあるのは「四捨五入する。）に〇・九七

三三を乗じて得た率（一パーセント未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）」とする。

五　特定被災地方公共団体のうち、双葉郡楢葉町、同郡川内村、同郡浪江町及び同郡葛尾村の「林野水産行政費」に係る普通態容補正Ⅱ

係数の算定に用いる林業等就業者比率については、第十一条第一項第三号（一）中「令和二年」とあるのは「平成二十二年」と、「四

捨五入する。）」とあるのは「四捨五入する。）に〇・八一二五を乗じて得た率（一パーセント未満の端数があるときは、その端数を四

捨五入する。）」とする。

六　特定被災地方公共団体のうち、田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊

町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村及び相馬郡飯舘村の「高等学校費」のうち生徒数を測定単位とするものに係る普通態容補正

係数の算定については、第十条第十五項の規定により定める率に次の算式によつて算定した率（小数点以下三位未満の端数があるとき

は、その端数を四捨五入し、負数となるときは零とする。以下「特例率」という。）を加算した率とする。

算式

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　学校基本調査規則によつて調査した平成２２年５月１日現在における当該市町村立の高等学校（中等教育学校の後期課程を含

む。）に在学する生徒数

Ｃ　特例率を加算する前の普通態容補正係数
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Ｄ　当該市町村の令和５年１月１日現在の住民基本台帳登載人口を、当該市町村の平成２２年９月３０日現在の住民基本台帳登載人

口及び国勢調査令によつて調査した平成２２年１０月１日現在における外国人の人口の合計数で除して得た率（小数点以下５位未

満の端数があるときは、当該端数を四捨五入し、０．９４９０３を超えるときは、０．９４９０３とする。）

七　特定被災地方公共団体のうち、福島県の「港湾費」のうち漁港における外郭施設の延長を測定単位とするものに係る投資態容補正係

数の算定に用いる漁港における外郭施設の延長当たり海面に係る水産業者数については、第十二条第二項の表都道府県の項第二号中

「平成三十年十一月一日」とあるのは「平成二十年十一月一日」と、「を測定単位の数値で除して得た数」とあるのは「に〇・六八七を

乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）を測定単位の数値で除して得た数」とし、田村市、南相馬

市、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡大熊町、同郡双葉町及び同郡浪江町の「港湾費」のうち漁港における外郭施設の延

長を測定単位とするものに係る投資態容補正係数の算定に用いる漁業就業者比率については、「令和二年十月一日」とあるのは「平成

二十二年十月一日」と、「Ｂ漁業の就業者数」とあるのは「Ｂ漁業の就業者数に〇・七四七を乗じて得た数」とする。

八　特定被災地方公共団体のうち、宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、同郡岩泉町、

同郡田野畑村、仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、岩沼市、東松島市、亘理郡亘理町、同郡山元町、宮城郡松島町、同郡七

ヶ浜町、牡鹿郡女川町、本吉郡南三陸町、いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富

岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村、相馬郡新地町及び同郡飯舘村の「農業行政費」に係る数値急

減補正係数の算定に用いる農家数については、第十六条第一項の表市町村の項第一号中「農林業センサス規則によって調査した平成２

７年２月１日現在における農家数」を「令和３年改正前の省令附則第２１条第１項第１号の表第１０項に定める農家数」とする。

九　特定被災地方公共団体のうち、岩手県、宮城県及び福島県の「農業行政費」に係る数値急減補正係数の算定に用いる農家数について

は、第十六条第一項の表都道府県の項第一号中「農林業センサス規則によって調査した平成２７年２月１日現在における農家数」を

「令和３年改正前の省令附則第２１条第１項第１号の表第１１項に定める農家数」とする。

十　特定被災地方公共団体のうち、岩手県、宮城県及び福島県の「水産行政費」に係る数値急減補正係数の算定に用いる水産業者数につ

いては、第十六条第一項の表都道府県の項第二号中「漁業センサス規則によつて調査した平成２５年１１月１日現在における水産業者

数」を「令和３年改正前の省令附則第２１条第１項第１号の表第１２項に定める水産業者数」とする。

十一　特定被災地方公共団体の「林野水産行政費」に係る数値急減補正係数の算定に用いる林業及び水産業の従業者数のうち、双葉郡川

内村、同郡葛尾村及び相馬郡飯舘村に係るものについては第十六条第一項の表市町村の項第五号中「平成２７年度産業分類別就業者数

のうちＡ農業、林業のうち林業の就業者数」とあるのは「令和４年改正前の省令附則第２１条第１項第１号の表第１６項に定める林業

及び水産業の従業者数」とし、宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、同郡田野畑村、九戸郡野

田村、石巻市、気仙沼市、名取市、東松島市、亘理郡山元町、宮城郡松島町、同郡七ヶ浜町、同郡利府町、牡鹿郡女川町、本吉郡南三

陸町、いわき市、相馬市及び相馬郡新地町に係るものについては同表市町村の項第五号中「平成２７年度産業分類別就業者数のうちＢ

漁業の就業者数」とあるのは「令和４年改正前の省令附則第２１条第１項第１号の表第１７項に定める林業及び水産業の従業者数」と

し、田村市、南相馬市、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡大熊町、同郡双葉町及び同郡浪江町に係るものについては同表

市町村の項第五号中「平成２７年度産業分類別就業者数のうちＡ農業、林業のうち林業の就業者数」及び「平成２７年度産業分類別就

業者数のうちＢ漁業の就業者数」とあるのは「令和４年改正前の省令附則第２１条第１項第１号の表第１８項に定める林業及び水産業

の従業者数」とする。

十二　特定被災地方公共団体のうち、福島県、大船渡市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡田野畑村、同郡普代村、九戸郡野田村、塩竈市、気

仙沼市、多賀城市、東松島市、亘理郡山元町、宮城郡松島町、同郡七ヶ浜町、牡鹿郡女川町、本吉郡南三陸町、南相馬市、双葉郡広野

町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村、相馬郡飯舘村の「地域振興費」に係

る数値急減補正係数の算定に用いる人口については、第十六条第一項の表都道府県の項第三号中「平成２７年人口」を「令和３年改正

前の省令附則第２１条第１項第１号の表第第１項に定める人口」とする。

十三　特定被災地方公共団体のうち、第一項第一号の表第一項に定める市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る

数値急減補正係数の算定については、第十六条第一項の規定により算定した数と次の式によつて算定した数のいずれか大きい数とす

る。

算式Ⅲ

｛（Ｂ－Ａ）／Ａ－０．１００×Ｂ／Ａ｝×３７．６×β－（α－β）×３７．６

（Ｂ－Ａ）、（Ｂ－Ａ）／Ａ－０．１００×Ｂ／Ａ、（α－β）又は｛（Ｂ－Ａ）／Ａ－０．１００×Ｂ／Ａ｝×３７．６×β－（α－

β）×３７．６が負数となるときは、それぞれ０とする。

α が３．３３５を超えるときは３．３３５とする。

β が３．３３５を超えるときは３．３３５とする。

算式の符号

Ａ　測定単位の数値

Ｂ　当該市町村の平成２２年人口

α　測定単位の数値に別表第１（２）に定める数値急減補正の人口段階による補正率Ａに定める率を乗じて得た率（整数未満の端数

があるときは、その端数を四捨五入する。）と同表のＢに定める率とを合算した率を測定単位の数値で除して得た率（小数点以下

３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

β　当該市町村の平成２２年人口に別表第１（２）に定める数値急減補正の人口段階による補正率Ａに定める率を乗じて得た率（整

数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）と同表のＢに定める率とを合算した率を平成２２年人口で除して得た率

（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

十四　第一項第一号の表第三項又は第四項に定める市町村の「小学校費」のうち児童数を測定単位とするものに係る密度補正係数につい

ては、第九条第一項の表市町村の項第四号中「４５３×Ａ」とあるのは「４５３×Ａ（附則第２１条第１項第１号の表中三又は四の適

用がなかつた場合の数）」と、第九条第七項中「〇・〇五〇」とあるのは「一、五一八、〇〇〇を六六〇で除して得た数に、附則第二

十一条第一項第一号の表第三項又は第四項の適用がないものとした場合における測定単位の数値を乗じて得た額を、四五、八〇〇に測

定単位の数値を乗じた数で除して得た率（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）」とする。

十五　第一項第一号の表第五項又は第六項に定める市町村の「中学校費」のうち生徒数を測定単位とするものに係る密度補正係数につい

ては、第九条第一項の表市町村の項第五号中「１，２２６×Ａ」とあるのは「１，２２６×Ａ（附則第２１条第１項第１号の表中五又

は六の適用がなかつた場合の数）」と、第九条第八項中「〇・〇九八」とあるのは「二、四九二、〇〇〇を六〇〇で除して得た数に、

附則第二十一条第一項第一号の表第五項又は第六項の適用がないものとした場合における測定単位の数値を乗じて得た額を、四二、三

〇〇に測定単位の数値を乗じた数で除して得た率（小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）」とする。

２　前項第一号に規定する新市町村の測定単位の数値の合併関係市町村への分別又は按分は、第四十九条第二項の規定によるものとする。

この場合において、人口の分別又は按分については、同項第一号中「第五条第一項の表中一」とあるのは「附則第二十一条第一項第一号
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の表中一」と、都市計画区域における人口の分別又は按分については、同項第六号中「同項の表中十一」とあるのは「附則第二十一条第

一項第一号の表中二」と、小学校の児童数の分別又は按分については、同項第八号中「第五条第一項の表中十四」とあるのは「附則第二

十一条第一項第一号の表中三及び四」と、幼稚園及び幼保連携型認定子ども園の小学校就学前子どもの数の分別又は按分については、同

項第十四号中「第五条第一項の表第二十七号」とあるのは「附則第二十一条第一項第一号の表中七」と、六十五歳以上人口の分別又は按

分については、同項第十六号中「第五条第一項の表中三十」とあるのは「附則第二十一条第一項第一号の表中八」と、農家数の分別又は

按分については、同項第十八号中「第五条第一項の表中三十二」とあるのは「附則第二十一条第一項第一号の表中十」と、林業及び水産

業の従業者数の分別又は按分については、同項第十九号中「第五条第一項の表中三十六」とあるのは、附則第二十一条第一項第一号の表

中十三に掲げる市町村にあつては「附則第二十一条第一項第一号の表中十三」と、同表十四に掲げる市町村にあつては「附則第二十一条

第一項第一号の表中十四」と、世帯数の分別又は按分については、第四十九条第二項第二十一号中「第五条第一項の表中三十八」とある

のは「附則第二十一条第一項第一号の表中十五」と読み替えるものとする。

３　第一項第三号に規定する新市町村の合併関係市町村の区域に係る平成二十二年人口集中地区人口及び平成十九年度分の全宅地の平均価

格については、第四十九条第五項第一号の規定に準じて算定するものとする。

４　第一項第四号に規定する新市町村の合併関係市町村の区域に係る農業就業者数比率の算定に用いる国勢調査令によつて調査した平成二

十二年十月一日現在における産業分類別就業者数並びに耕地比率の算定に用いる田畑の面積、牧場の面積及び宅地の面積については、第

四十九条第五項第二号の規定に準じて算定するものとする。

５　第一項第五号に規定する新市町村の合併関係市町村の区域に係る林業等就業者比率の算定に用いる国勢調査令によつて調査した平成二

十二年十月一日現在における産業分類別就業者数については、第四十九条第五項第三号の規定に準じて算定するものとする。

６　第一項第六号の規定による「高等学校費」のうち生徒数を測定単位とするものに係る普通態容補正係数及び同項第八号の規定による

「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る数値急減補正係数は、合併関係市町村にあつては、新市町村の係数によるものと

する。

（令和五年度における基準財政収入額の算定方法の特例）

第二十二条　法附則第七条の四に規定する各都道府県における次の各号に掲げる収入の項目に係る令和五年度の東日本大震災に係る減収見

込額の算定の基礎は、それぞれ地方税法の一部を改正する法律（平成二十三年法律第三十号。以下この条において「平成二十三年法律第

三十号」という。）、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための

特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律（平成二十三年法律第九十六号。以下この条において「平成二十三年法律第

九十六号」という。）、地方税法の一部を改正する法律（平成二十三年法律第百二十号。以下この条において「平成二十三年法律第百二十

号」という。）、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律（平成二十四年法律第十七号。以下「平成二十四年地

方税法等改正法」という。）、平成二十五年地方税法改正法、平成二十六年地方税法等改正法、地方税法等の一部を改正する法律（平成二

十七年法律第二号。以下「平成二十七年地方税法等改正法」という。）、平成二十八年地方税法等改正法、平成二十九年地方税法等改正

法、平成三十一年地方税法等改正法、令和二年地方税法等改正法、地方税法等の一部を改正する法律（令和二年法律第二十六号。以下こ

の条において「令和二年法律第二十六号」という。）、令和三年地方税法等改正法、令和四年地方税法等改正法、令和五年地方税法等改正

法、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成二十三年法律第二十九号。以下この条において「震災特

例法」という。）、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律（平成二十三年法律第百十

九号。以下この条において「震災特例法改正法」という。）、租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第十六号。以下

この条において「平成二十四年租税特別措置法等改正法」という。）、所得税法等の一部を改正する法律（平成二十五年法律第五号。以下

この条において「平成二十五年所得税法等改正法」という。）、所得税法等の一部を改正する法律（平成二十六年法律第十号。以下この条

において「平成二十六年所得税法等改正法」という。）、所得税法等の一部を改正する法律（平成二十七年法律第九号。以下この条におい

て「平成二十七年所得税法等改正法」という。）、所得税法等の一部を改正する法律（平成二十八年法律第十五号。以下この条において

「平成二十八年所得税法等改正法」という。）、所得税法等の一部を改正する等の法律（平成二十九年法律第四号。以下この条において「平

成二十九年所得税法等改正法」という。）、所得税法等の一部を改正する法律（平成三十一年法律第六号。以下この条において「平成三十

一年所得税法等改正法」という。）、所得税法等の一部を改正する法律（令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年所得税法等

改正法」という。）、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律（令和二年法律第二十五

号。以下この条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。）、所得税法等の一部を改正する法律（令和三年法律第十一号。以

下この条において「令和三年所得税法等改正法」という。）、所得税法等の一部を改正する法律（令和四年法律第四号。以下この条におい

て「令和四年所得税法等改正法」という。）及び所得税法等の一部を改正する法律（令和五年法律第三号。以下この条において「令和五

年所得税法等改正法」という。）の施行による収入が減少する額として総務大臣が算定した額（次項において「都道府県算定基礎額」と

いう。）とする。

一　個人の道府県民税に係る令和五年度の東日本大震災に係る減収見込額

二　法人の道府県民税に係る令和五年度の東日本大震災に係る減収見込額

三　個人の行う事業に対する事業税に係る令和五年度の東日本大震災に係る減収見込額

四　法人の行う事業に対する事業税に係る令和五年度の東日本大震災に係る減収見込額

五　不動産取得税に係る令和五年度の東日本大震災に係る減収見込額

六　固定資産税に係る令和五年度の東日本大震災に係る減収見込額

七　特別法人事業譲与税に係る令和五年度の東日本大震災に係る減収見込額

２　前項各号に掲げる収入の項目に係る令和五年度の東日本大震災に係る減収見込額は、同項各号に掲げる収入の項目に係る都道府県算定

基礎額とする。

３　法附則第七条の四に規定する令和五年度に各都道府県の基準財政収入額に加算する額は、第一項各号に掲げる収入の項目に係る令和五

年度の東日本大震災に係る減収見込額として前項の規定により定める額の合算額の百分の七十五の額として総務大臣が通知した額とす

る。

４　法附則第七条の四に規定する各市町村における次の各号に掲げる収入の項目に係る令和五年度の東日本大震災に係る減収見込額の算定

の基礎は、それぞれ平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十三年法律第百二十号、平成二十四年地方税法等

改正法、平成二十五年地方税法改正法、平成二十六年地方税法等改正法、平成二十七年地方税法等改正法、平成二十八年地方税法等改正

法、平成二十九年地方税法等改正法、平成三十一年地方税法等改正法、令和二年地方税法等改正法、令和二年法律第二十六号、令和三年

地方税法等改正法、令和四年地方税法等改正法、令和五年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成二十四年租税特別措

置法等改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税

法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和二年所得税法等改正法、新型コロナウイルス感染症
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特例法、令和三年所得税法等改正法、令和四年所得税法等改正法及び令和五年所得税法等改正法の施行による収入が減少する額として総

務大臣が算定した額（次項において「市町村算定基礎額」という。）とする。

一　個人の市町村民税に係る令和五年度の東日本大震災に係る減収見込額

二　法人の市町村民税に係る令和五年度の東日本大震災に係る減収見込額

三　固定資産税に係る令和五年度の東日本大震災に係る減収見込額

四　法人事業税交付金に係る令和五年度の東日本大震災に係る減収見込額

５　前項各号に掲げる収入の項目に係る令和五年度の東日本大震災に係る減収見込額は、同項各号に掲げる収入の項目に係る市町村算定基

礎額とする。

６　法附則第七条の四に規定する令和五年度に各市町村の基準財政収入額に加算する額は、第四項各号に掲げる収入の項目に係る令和五年

度の東日本大震災に係る減収見込額として前項の規定により定める額の合算額の百分の七十五の額として総務大臣が通知した額とする。

７　合併関係市町村に係る前項の基準財政収入額に加算する額は、第五項の規定により定める当該新市町村の個人の市町村民税に係る令和

五年度の東日本大震災に係る減収見込額を第五十条第一項第一号（二）の規定に準じて按分した額、法人の市町村民税に係る令和五年度

の東日本大震災に係る減収見込額を第五十条第一項第一号（三）の規定に準じて按分した額、固定資産税に係る令和五年度の東日本大震

災に係る減収見込額を第五十条第一項第二号の規定に準じて按分した額及び法人事業税交付金に係る令和五年度の東日本大震災に係る減

収見込額を第五十条第一項第七号の四の二の規定に準じて按分した額の合算額の百分の七十五の額として総務大臣が通知した額とする。

附則別表第一　削除

附則別表第二　削除

附則別表第三

「地域振興費」の投資補正に用いる率（附則第九条関係）

市名 率

三鷹市 １．１４５

守口市 ２．６５８

武蔵野市 ２．１４３

芦屋市 ０．４０１

（注）　合併前年度において事業所税の課税団体であった旧市町村の人口が３０万人未満の場合（新市町村の人口が３０万人以上の場合に限

る。）又は合併前年度において事業所税の非課税団体であった旧市町村の人口が３０万人以上の場合においては、当該旧市町村の率は合併

前年度における旧市町村の人口により設定すること。

附則別表第三の二

「地域振興費」の投資補正に用いる率（附則第九条の二関係）

市名 率

札幌市 ０．０４８

仙台市 ０．００９

千葉市 ０．０１０

横浜市 ０．０２１

静岡市 ０．０１２

浜松市 ０．０２２

名古屋市 ０．１３３

大阪市 ０．０４８

堺市 ０．０３２

岡山市 ０．０１７

熊本市 ０．０７６

附則別表第四　削除

附則別表第五　削除

附則別表第六　削除

附則別表第七　削除

附則別表第八　削除

附則別表第九　削除

附則別表第十　削除

附則別表第十一　削除

附則別表第十二

（１）　都道府県分の「地域の元気創造事業費」の段階補正に用いる率（附則第十九条の十四関係）

段階補正

測定単位の数値が１，７００，０００人以上のもの

１，７００，０００人 １．００

１，７００，０００人を超え２，１００，０００人までの数 ０．３３

２，１００，０００人を超え２，５００，０００人までの数 ０．３６

２，５００，０００人を超え３，５００，０００人までの数 ０．４６

３，５００，０００人を超え５，０００，０００人までの数 ０．４３

５，０００，０００人を超え６，０００，０００人までの数 ０．３９

６，０００，０００人を超える数 ０．３６

測定単位の数値が１，７００，０００人に満たないもの

その団体の数値 １．００

１，７００，０００人に満たない数が３００，０００人までの数 ０．８９

同上３００，０００人を超え６００，０００人までの数 ０．７４

同上６００，０００人を超え９００，０００人までの数 ０．９８
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同上９００，０００人を超える数 ０．６８

（２）　市町村分の「地域の元気創造事業費」の段階補正に用いる率（附則第十九条の十四関係）

段階補正

測定単位の数値が１００，０００人以上のもの

１００，０００人 １．００

１００，０００人を超え２５０，０００人までの数 ０．８４

２５０，０００人を超え１，０００，０００人までの数 ０．２７

１，０００，０００人を超える数 ０．０８

測定単位の数値が１００，０００人に満たないもの

その団体の数値 １．００

１００，０００人に満たない数が７０，０００人までの数 ０．０６

同上７０，０００人を超え８０，０００人までの数 ０．０９

同上８０，０００人を超え８８，０００人までの数 ０．１３

同上８８，０００人を超える数 ０．４６

附則別表第十二の二

（１）　都道府県分の「人口減少等特別対策事業費」の段階補正に用いる率（附則第十九条の十四の二関係）

段階補正

測定単位の数値が１，７００，０００人以上のもの

１，７００，０００人 １．００

１，７００，０００人を超え２，１００，０００人までの数 ０．３８

２，１００，０００人を超え２，５００，０００人までの数 ０．４１

２，５００，０００人を超え３，５００，０００人までの数 ０．４２

３，５００，０００人を超え６，０００，０００人までの数 ０．４２

６，０００，０００人を超える数 ０．５４

測定単位の数値が１，７００，０００人に満たないもの

その団体の数値 １．００

１，７００，０００人に満たない数が３００，０００人までの数 ０．８５

同上３００，０００人を超え６００，０００人までの数 ０．９３

同上６００，０００人を超え９００，０００人までの数 ０．９７

同上９００，０００人を超える数 ０．９４

（２）　市町村分の「人口減少等特別対策事業費」の段階補正に用いる率（附則第十九条の十四の二関係）

段階補正

測定単位の数値が１００，０００人以上のもの

１００，０００人 １．００

１００，０００人を超え２５０，０００人までの数 ０．４８

２５０，０００人を超え１，０００，０００人までの数 ０．３８

１，０００，０００人を超える数 ０．４２

測定単位の数値が１００，０００人に満たないもの

その団体の数値 １．００

１００，０００人に満たない数が７０，０００人までの数 ０．２６

同上７０，０００人を超え８０，０００人までの数 ０．１７

同上８０，０００人を超え８８，０００人までの数 ０．０５

同上８８，０００人を超える数 －０．０８

附則別表第十二の三

（１）　都道府県分の「地域社会再生事業費」の段階補正に用いる率（附則第十九条の十四の三関係）

段階補正

測定単位の数値が１，７００，０００人以上のもの

１，７００，０００人 １．００

１，７００，０００人を超え２，１００，０００人までの数 ０．２７

２，１００，０００人を超え２，５００，０００人までの数 ０．５４

２，５００，０００人を超え３，５００，０００人までの数 ０．６１

３，５００，０００人を超え５，０００，０００人までの数 ０．６４

５，０００，０００人を超え６，０００，０００人までの数 ０．５８

６，０００，０００人を超える数 ０．４８

測定単位の数値が１，７００，０００人に満たないもの

その団体の数値 １．００

１，７００，０００人に満たない数が３００，０００人までの数 ０．８９

同上３００，０００人を超え６００，０００人までの数 ０．８９

同上６００，０００人を超え９００，０００人までの数 ０．８７

同上９００，０００人を超える数 ０．８５

（２）　市町村分の「地域社会再生事業費」の段階補正に用いる率（附則第十九条の十四の三関係）

段階補正

測定単位の数値が１００，０００人以上のもの

１００，０００人 １．００

１００，０００人を超え２５０，０００人までの数 ０．７５

323



２５０，０００人を超え４００，０００人までの数 ０．６６

４００，０００人を超え１，０００，０００人までの数 ０．５２

１，０００，０００人を超える数 ０．５１

測定単位の数値が１００，０００人に満たないもの

その団体の数値 １．００

１００，０００人に満たない数が７０，０００人までの数 ０．１１

同上７０，０００人を超え８０，０００人までの数 ０．１３

同上８０，０００人を超え８８，０００人までの数 ０．１８

同上８８，０００人を超え９２，０００人までの数 ０．１５

同上９２，０００人を超え９６，０００人までの数 －０．４５

同上９６，０００人を超える数 －１．６７

附則別表第十二の四

（１）　都道府県分の「地域デジタル社会推進費」の段階補正に用いる率（附則第十九条の十四の四関係）

段階補正

測定単位の数値が１，７００，０００人以上のもの

１，７００，０００人 １．００

１，７００，０００人を超え２，１００，０００人までの数 ０．２９

２，１００，０００人を超え２，５００，０００人までの数 ０．５２

２，５００，０００人を超え３，５００，０００人までの数 ０．６３

３，５００，０００人を超え５，０００，０００人までの数 ０．６３

５，０００，０００人を超え６，０００，０００人までの数 ０．５９

６，０００，０００人を超える数 ０．４８

測定単位の数値が１，７００，０００人に満たないもの

その団体の数値 １．００

１，７００，０００人に満たない数が３００，０００人までの数 ０．９０

同上３００，０００人を超え６００，０００人までの数 ０．８８

同上６００，０００人を超え９００，０００人までの数 ０．８９

同上９００，０００人を超える数 ０．８４

（２）　市町村分の「地域デジタル社会推進費」の段階補正に用いる率（附則第十九条の十四の四関係）

段階補正

測定単位の数値が１００，０００人以上のもの

１００，０００人 １．００

１００，０００人を超え２５０，０００人までの数 ０．６３

２５０，０００人を超え４００，０００人までの数 ０．５７

４００，０００人を超え１，０００，０００人までの数 ０．４４

１，０００，０００人を超える数 ０．４３

測定単位の数値が１００，０００人に満たないもの

その団体の数値 １．００

１００，０００人に満たない数が７０，０００人までの数 ０．２５

同上７０，０００人を超え８０，０００人までの数 ０．２８

同上８０，０００人を超え８８，０００人までの数 ０．３０

同上８８，０００人を超え９２，０００人までの数 ０．２９

同上９２，０００人を超え９６，０００人までの数 －０．２２

同上９６，０００人を超える数 －１．２５

附則別表第十二の五

（１）　都道府県分の「臨時経済対策費」の段階補正に用いる率（附則第十九条の十四の五関係）

段階補正

測定単位の数値が１，７００，０００人以上のもの

１，７００，０００人 １．００

１，７００，０００人を超え２，１００，０００人までの数 ０．５０

２，１００，０００人を超え２，５００，０００人までの数 ０．５０

２，５００，０００人を超え３，５００，０００人までの数 ０．６５

３，５００，０００人を超え５，０００，０００人までの数 ０．７０

５，０００，０００人を超え６，０００，０００人までの数 ０．５７

６，０００，０００人を超える数 ０．５０

測定単位の数値が１，７００，０００人に満たないもの

その団体の数値 １．００

１，７００，０００人に満たない数が３００，０００人までの数 ０．９０

同上３００，０００人を超え６００，０００人までの数 ０．８９

同上６００，０００人を超え９００，０００人までの数 ０．８９

同上９００，０００人を超える数 ０．８３

（２）　市町村分の「臨時経済対策費」の段階補正に用いる率（附則第十九条の十四の五関係）

段階補正

測定単位の数値が１００，０００人以上のもの

１００，０００人 １．００

１００，０００人を超え２５０，０００人までの数 ０．７５
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２５０，０００人を超え４００，０００人までの数 ０．６６

４００，０００人を超え１，０００，０００人までの数 ０．５２

１，０００，０００人を超える数 ０．５２

測定単位の数値が１００，０００人に満たないもの

その団体の数値 １．００

１００，０００人に満たない数が７０，０００人までの数 ０．１１

同上７０，０００人を超え８０，０００人までの数 ０．１４

同上８０，０００人を超え８８，０００人までの数 ０．１７

同上８８，０００人を超え９２，０００人までの数 ０．１５

同上９２，０００人を超え９６，０００人までの数 －０．４５

同上９６，０００人を超える数 －１．６７

附則別表第十二の六

（１）　都道府県分の「臨時財政対策債償還基金費」の種別補正に用いる率（附則第十九条の十四の六関係）

種別補正

（１）　平成１６年度臨時財政対策債 １．０００

（２）　平成１７年度臨時財政対策債 １．９００

（３）　平成１８年度臨時財政対策債 １．９００

（４）　平成１９年度臨時財政対策債 １．８５０

（５）　平成２０年度臨時財政対策債 ２．０３０

（６）　平成２１年度臨時財政対策債 ２．０１５

（７）　平成２２年度臨時財政対策債 １．９９５

（８）　平成２３年度臨時財政対策債 １．９７５

（９）　平成２４年度臨時財政対策債 ２．０４０

（１０）　平成２５年度臨時財政対策債 ２．１４０

（１１）　平成２６年度臨時財政対策債 ２．０８０

（１２）　平成２７年度臨時財政対策債 ２．０００

（１３）　平成２８年度臨時財政対策債 １．９５０

（１４）　平成２９年度臨時財政対策債 １．９５０

（１５）　平成３０年度臨時財政対策債 １．９６０

（１６）　令和元年度臨時財政対策債 １．９２０

（１７）　令和２年度臨時財政対策債 １．９２５

（１８）　令和３年度臨時財政対策債 ０．７６０

（１９）　令和４年度臨時財政対策債 ０．２４０

（２０）　令和５年度臨時財政対策債 ０．３３０

（２）　市町村分の「臨時財政対策債償還基金費」の種別補正に用いる率（附則第十九条の十四の六関係）

種別補正

（１）　平成１６年度臨時財政対策債

ア　平成１６年度市場公募都市に係るもの １．０００

イ　平成１６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．９５０

（２）　平成１７年度臨時財政対策債

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの １．５００

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．９００

（３）　平成１８年度臨時財政対策債

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの １．５００

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．８００

（４）　平成１９年度臨時財政対策債

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの １．５００

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．８５０

（５）　平成２０年度臨時財政対策債

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの １．６６５

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ２．４０５

（６）　平成２１年度臨時財政対策債

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの １．７４０

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ２．４３０

（７）　平成２２年度臨時財政対策債

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの １．７９０

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ２．４５５

（８）　平成２３年度臨時財政対策債

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの １．８３０

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ２．４００

（９）　平成２４年度臨時財政対策債

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの １．９２５

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ２．４３０

（１０）　平成２５年度臨時財政対策債

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの １．９６５

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ２．４４５
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（１１）　平成２６年度臨時財政対策債

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの １．８４５

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ２．４２５

（１２）　平成２７年度臨時財政対策債

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの １．７００

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ２．３５０

（１３）　平成２８年度臨時財政対策債

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの １．７００

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ２．３００

（１４）　平成２９年度臨時財政対策債

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの １．７００

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ２．３００

（１５）　平成３０年度臨時財政対策債

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの １．６９５

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ２．３１５

（１６）　令和元年度臨時財政対策債

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの １．６５０

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ２．３１０

（１７）　令和２年度臨時財政対策債

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの １．６１０

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ２．３３０

（１８）　令和３年度臨時財政対策債

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの ０．６８０

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．９００

（１９）　令和４年度臨時財政対策債

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの ０．２３０

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．２２０

（２０）　令和５年度臨時財政対策債

ア　令和５年度市場公募都市に係るもの ０．３３５

イ　令和５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．２６０

附則別表第十三

（１）　道府県の補正指数に係る率等（附則第十九条の十六関係）

補正指数区分 率等

Ａ Ｂ

補正指数が０．２０未満のもの ０．６２６２ －０．０２２１

同上０．２０以上０．３０未満のもの ０．６４３７ －０．０２５８

同上０．３０以上０．４０未満のもの ０．７２０６ －０．０４９７

同上０．４０以上０．５０未満のもの ４．７５８３ －１．６６４６

同上０．５０以上０．６０未満のもの ９．２１７５ －３．８９３８

同上０．６０以上０．７０未満のもの ２２．３７５２ －１１．７８８２

同上０．７０以上のもの ２８．１４６５ －１５．８２７４

（２）　市町村の補正指数に係る率等（附則第十九条の十六関係）

補正指数区分 率等

指定都市 中核市・施行時特例市 その他

Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ

補正指数が０．１０未満のもの １．２２５９ ０．７８８２ ０．５６４１ ０．１５１９ ０．１７５１ ０．０５２５

同上０．１０以上０．２０未満のもの １．３４３８ ０．７７６６ ０．７５９５ ０．１３２４ ０．２７２８ ０．０４２８

同上０．２０以上０．３０未満のもの １．８２８７ ０．６７９３ １．１０９７ ０．０６２３ ０．４２７７ ０．０１１６

同上０．３０以上０．４０未満のもの ２．５４９４ ０．４６３２ １．６９４１ －０．１１２８ ０．６８２１ －０．０６４２

同上０．４０以上０．５０未満のもの ４．６７１２ －０．３８５５ ２．８４２５ －０．５７２２ １．１４８４ －０．２５１１

同上０．５０以上０．６０未満のもの ６．６１７８ －１．３５８６ ４．１６４２ －１．２３４０ １．７７１５ －０．５６２４

同上０．６０以上０．７０未満のもの ９．３８１０ －３．０１６７ ６．６７６８ －２．７４０４ ３．０３６１ －１．３２１５

同上０．７０以上０．８０未満のもの １２．２２３６ －５．００５９ ９．５３７７ －４．７４３２ ４．８８５０ －２．６１５８

同上０．８０以上０．９０未満のもの １３．３５１７ －５．９０９０ ９．９８３８ －５．１０１２ ５．４３０６ －３．０５１７

同上０．９０以上１．００未満のもの １３．９１５８ －６．４１７１ １０．４１３４ －５．４８６７ ６．０３３４ －３．５９４８

同上１．００以上のもの １３．９１５８ －６．４１７１ １０．４１３４ －５．４８６７ ６．０３３４ －３．５９４８

附則別表第十四

沖縄県の市町村に係る乗率（附則第二十条関係）

市町村名 級地による補正率ア 級地による補正率イ

石垣市 １６．８４３ ４．１７８

宮古島市 １４．１１８ ３．２６７

伊江村 １１．２８３ ２．３３３

渡嘉敷村 １１．２８３ ２．３３３

座間味村 １１．２８３ ２．３３３

粟国村 １１．２８３ ２．３３３
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渡名喜村 １１．２８３ ２．３３３

南大東村 １９．５６８ ５．０８９

北大東村 １９．５６８ ５．０８９

伊平屋村 １１．２８３ ２．３３３

伊是名村 １１．２８３ ２．３３３

久米島町 １１．２８３ ２．３３３

多良間村 １６．８４３ ４．１７８

竹富町 １９．５６８ ５．０８９

与那国町 １９．５６８ ５．０８９

附　則　（昭和三八年二月二八日自治省令第五号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三八年八月二六日自治省令第二三号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行し、第四十六条第一項第一号の改正規定は昭和三十九年度分の普通交付税から、附則第二項の規定は昭

和三十八年度において交付し、又は返還すべき地方交付税から、その他の改正規定は昭和三十八年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（昭和三九年八月二八日自治省令第二五号）

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十九年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（昭和四〇年八月三一日自治省令第二三号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行し、昭和四十年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（昭和四一年四月二八日自治省令第七号）

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十一年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（昭和四一年八月三一日自治省令第二一号）

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十一年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（昭和四二年二月七日自治省令第三号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四二年八月三一日自治省令第二六号）

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十二年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（昭和四三年二月七日自治省令第一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四三年八月三〇日自治省令第二四号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行し、昭和四十三年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（昭和四四年四月二一日自治省令第一一号）

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十四年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（昭和四四年八月三〇日自治省令第二七号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行し、昭和四十四年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（昭和四五年三月二七日自治省令第三号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四五年八月三一日自治省令第一八号）

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十五年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（昭和四六年二月一五日自治省令第三号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四六年八月三〇日自治省令第一六号）

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（昭和四七年八月二八日自治省令第一九号）

１　この省令（第四十四条の改正規定を除く。）は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の普通交付税から適用する。

２　第四十四条の改正規定は昭和四十八年四月一日から施行し、同年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（昭和四八年二月九日自治省令第一号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四八年二月二八日自治省令第四号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の地方交付税の額の算定について適用する。

附　則　（昭和四八年八月三〇日自治省令第二一号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行し、昭和四十八年度分の普通交付税から適用する。

２　次に掲げる府令及び省令は、廃止する。

一、　地方交付税法第十九条第二項の規定による地方交付税の交付又は返還に関する総理府令（昭和三十年総理府令第十一号）

二、　地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における関係地方団体に対する地方交付税の措置に関する省令（昭和三十一年総理

府令第七十三号）

三、　大規模な災害により被害を受けた地域の地方団体に対して交付すべき地方交付税のうち普通交付税の交付時期及び交付額の特例に

関する省令（昭和四十五年自治省令第二十号）

附　則　（昭和四九年二月五日自治省令第二号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四九年八月三〇日自治省令第二九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五〇年八月二九日自治省令第一四号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　地方交付税法の一部を改正する法律（昭和五十年法律第五十二号）附則第五項の規定による「臨時土地対策費」の測定単位の数値は、

次の表の上欄に定める算定方法によつて同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。
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測定単位の数値の算定方法 表

示

単

位

都道府県算式

Ａ×｛（Ｂ×Ｃ）＋Ｄ｝

この場合において表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、（Ｂ×Ｃ）に小数点以下３位未満の端数がある

ときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ａ　当該都道府県の人口（昭和４５年国勢調査令（昭和４５年政令第５７号）によつて調査した人口。以下「人口」という。）

Ｂ　Ａに附則別表第一に定める率を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）の合計数をＡ

で除して得た率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｃ　当該都道府県の区域内の市町村ごとの人口に附則別表第二に定めるそれぞれの市町村の種地に係る率を乗じて得た数（整

数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）の合計数をＡで除して得た率（小数点以下３位未満の端数があると

きは、その端数を四捨五入する。）

Ｄ　次の算式によつて算定した率

（ａ／ｂ）－１．０５１

この場合において、小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、負数となる場合には零とする。

ａ　当該都道府県の昭和５０年３月３１日現在において住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第６条の規定による住民

票に記載されている者の数（以下「住民基本台帳登載人口」という。）

ｂ　当該都道府県の昭和４５年９月３０日現在の住民基本台帳登載人口

人

市町村 算式

Ａ×｛（Ｂ×Ｃ）＋Ｄ｝

この場合において、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、（Ｂ×Ｃ）に小数点以下３位未満の端数があ

るときは、その端数を四捨五入する。

算式の符号

Ａ　当該市町村の人口

Ｂ　Ａに附則別表第一に定める率を乗じて得た数（整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）の合計数をＡ

で除して得た率（小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）

Ｃ　当該市町村の種地に係る附則別表第二に定める率

Ｄ　次の算式によつて算定した率。ただし、当該率が（Ｂ×Ｃ）を超える場合には、（Ｂ×Ｃ）とする。

（（ａ／ｂ）－１．０５１）×ｃ

この場合において、小数点以下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、（（ａ／ｂ）－１．０５１）に小数点以

下３位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、負数となる場合には零とする。

ａ　当該市町村の昭和５０年３月３１日現在の住民基本台帳登載人口

ｂ　当該市町村の昭和４５年９月３０日現在の住民基本台帳登載人口

ｃ　附則別表第三に定める率

人

３　昭和五十年度に限り、新市町村で普通交付税に関する省令第四十八条の規定の適用を受けるものについては、前項の規定により算定し

た「臨時土地対策費」の測定単位の数値を第四十九条第二項第一号の規定により分別した合併関係市町村の区域の人口によつて合併関係

市町村にあん分する。

附則別表第一

「臨時土地対策費」に用いる人口段階ごとの率

（１）　都道府県分

測定単位の数値が１，７００，０００人以上のもの 　

１，７００，０００人 １．００

１，７００，０００人を超え２，１００，０００人までの数 ０．７９

２，１００，０００人を超え２，５００，０００人までの数 ０．７１

２，５００，０００人を超え３，５００，０００人までの数 ０．８３

３，５００，０００人を超え５，０００，０００人までの数 ０．９０

５，０００，０００人を超える数 ０．８４

測定単位の数値が１，７００，０００人に満たないもの 　

その団体の数値 １．００

１，７００，０００人に満たない数が３００，０００人までの数 ０．３７

同上３００，０００人を超え６００，０００人までの数 ０．２２

同上６００，０００人を超える数 －０．０３

（２）　市町村分

測定単位の数値が１００，０００人以上のもの 　

１００，０００人 １．００

１００，０００人を超え４００，０００人までの数 ０．６９

４００，０００人を超え１，０００，０００人までの数 ０．４４

１，０００，０００人を超え２，０００，０００人までの数 ０．４３

２，０００，０００人を超え３，０００，０００人までの数 ０．４２

３，０００，０００人を超える数 ０．０６

測定単位の数値が１００，０００人に満たないもの 　

その団体の数値 １．００

１００，０００人に満たない数が６０，０００人までの数 ０．１２
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同上６０，０００人を超え８０，０００人までの数 －０．０３

同上８０，０００人を超える数 －０．３０

附則別表第二

「臨時土地対策費」に用いる種地ごとの率

（１）　都道府県分

区分 率 区分 率

甲地８種地 １．０７ 乙地８種地 １．０２

７種地 １．０６ ７～１種地 １．００

６～１種地 １．００ 丙地 １．００

（２）　市町村分

区分 率 区分 率

甲地８種地 ５．００ ７種地 ３．５０

７種地 ４．５０ ６種地 ２．８０

６種地 ３．１０ ５種地 ２．２０

５種地 ２．５０ ４種地 １．７０

４種地 ２．００ ３種地 １．２０

３種地 １．５０ ２種地 １．００

２種地 １．００ １種地 ０．５０

１種地 ０．７０ 丙地 ０．３０

乙地８種地 ４．００ 　 　

附則別表第三

人口増加率に対する乗率

ａ／ｂの率 乗率 ａ／ｂの率 乗率

１．０５１を超え１．０６０以下の数 ２．０ １．１１０を超え１．１６０以下の数 ４．５

１．０６０を超え１．０８０以下の数 ３．０ １．１６０を超える数 ５．０

１．０８０を超え１．１１０以下の数 ４．０ 　 　

（注）　「ａ」とは当該市町村の昭和５０年３月３１日現在の住民基本台帳登載人口をいい、「ｂ」とは当該市町村の昭和４５年９月３０日現

在の住民基本台帳登載人口をいう。

附　則　（昭和五一年八月三一日自治省令第二八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五二年八月三〇日自治省令第一六号）

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十二年度分の普通交付税から適用する。ただし、改正後の普通交付税に関する省令第五条第

一項の表第五号及び第六号の規定は、昭和四十九年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（昭和五三年八月二五日自治省令第二〇号）

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十三年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（昭和五四年二月一三日自治省令第二号）

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（昭和五四年八月二四日自治省令第一八号）

１　この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年度分の普通交付税から適用する。

２　昭和五十四年度に限り、この省令による改正後の普通交付税に関する省令（以下「改正後の省令」という。）第五条第一項の表第三十

二号及び第七条第一項の表都道府県の項第六号中「狩猟者登録税」とあるのは「狩猟免許税」とし、別表第一（１）都道府県分中「狩猟

者登録税」とあるのは「狩猟免許税」とする。

３　昭和五十四年度から昭和五十六年度までの間に限り、改正後の省令第十七条第四項の表中「地方道路譲与税に係る額、石油ガス譲与税

に係る額及び航空機燃料譲与税に係る額」とあるのは、「昭和五十三年度以前の基準財政収入額にあつては地方道路譲与税に係る額及び

石油ガス譲与税に係る額、昭和五十四年度以後の基準財政収入額にあつては地方道路譲与税に係る額、石油ガス譲与税に係る額及び航空

機燃料譲与税に係る額」とする。

４　昭和五十四年度に限り、狩猟者登録税の基準税額は、改正後の省令第二十六条の規定にかかわらずこの省令による改正前の普通交付税

に関する省令第二十六条に規定する狩猟免許税の基準税額の算定方法の例により算定した額とする。

附　則　（昭和五五年八月二六日自治省令第二〇号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　改正後の普通交付税に関する省令第四十二条及び第四十三条の規定中過疎地域振興特別措置法第二十七条の規定によつて基準財政収入

額から控除する額の算定方法に関する部分は昭和五十六年度分の地方交付税から、その他の部分は昭和五十五年度分の地方交付税から適

用し、過疎地域振興特別措置法附則第六項の規定によりなおその効力を有することとされる旧過疎地域対策緊急措置法（昭和四十五年法

律第三十一号）第二十二条の規定によつて基準財政収入額から控除する額の算定方法については、なお従前の例による。

附　則　（昭和五六年八月二五日自治省令第二一号）

１　この省令は、公布の日から施行し、別段の定めがあるものを除き、昭和五十六年度分の普通交付税から適用する。

２　改正後の普通交付税に関する省令第四十二条第二号の規定は、昭和五十六年七月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得

税がある場合に適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税がある場合は、なお従前の例による。

３　この省令による改正前の普通交付税に関する省令第四十二条第二号の規定は、昭和五十六年一月一日前に家屋で住宅以外のもの（以下

この項において単に「家屋」という。）の新築の工事に着手した者が、当該家屋を当該新築により取得する場合における当該家屋の取得

に対して課すべき不動産取得税がある場合については、当該家屋の取得が昭和五十七年十二月三十一日までに行われたときに限り、なお

その効力を有する。

附　則　（昭和五七年八月二七日自治省令第一八号）

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（昭和五七年一二月二七日自治省令第三〇号）

１　この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年度分の普通交付税から適用する。
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２　昭和五十七年度に限り、地方交付税法等の一部を改正する法律（昭和五十七年法律第九十二号。以下「改正法」という。）第一条の規

定による改正前の地方交付税法及びこの省令による改正前の普通交付税に関する省令（以下「当初算定法令」という。）の規定により算

定された基準財政需要額が当初算定法令の規定により算定された基準財政収入額（以下「当初算定収入額」という。）を超える地方団体

で、地方交付税法第十六条第一項及び第二項の規定により昭和五十七年四月から九月までに交付された普通交付税の額と当初算定収入額

との合算額が改正法第一条の規定による改正後の地方交付税法及びこの省令による改正後の普通交付税に関する省令の規定により算定さ

れる基準財政需要額を超えるものについては、当該超える額に相当する額を普通交付税に関する省令附則第十三条第一項第一号又は附則

第十五条第一項第一号の規定により算定される額に算入しないことができる。

附　則　（昭和五八年八月二六日自治省令第二二号）

１　この省令は、公布の日から施行し、次項及び第三項に定めるものを除き、昭和五十八年度分の普通交付税から適用する。

２　昭和五十七年度以前に着工した市町村が組織する組合に係るごみ処理施設、し尿処理施設、粗大ごみ処理施設及び埋立処分地施設並び

に市町村が組織する組合の清掃施設の整備事業に係る経費に充てるため昭和五十六年度以前において発行を許可された地方債に係る元利

償還金について、昭和五十八年度以降において、この省令による改正前の普通交付税に関する省令第十二条第六項の表市町村の項第六号

の規定（以下「改正前の規定」という。）に基づき都道府県知事が指定した当該施設の所在する市町村以外の市町村をこの省令による改

正後の普通交付税に関する省令（以下「改正後の省令」という。）第十二条第六項の表市町村の項第六号の規定（以下「改正後の規定」

という。）に基づき都道府県知事が引き続き指定しようとする場合においては、改正前の規定に基づく都道府県知事の指定をもつて改正

後の規定の都道府県知事の指定及びこれに係る自治大臣の承認があつたものとみなす。

３　昭和五十八年度に限り、改正後の省令第十八条第三項第二号中「Ｇ　前年度における前号の算式の符号中Ｅの額」とあるのは「Ｇ　前

年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令（昭和５８年自治省令第２２号）による改正前の普通交付税に関する省令

（以下「改正前の省令」という。）第１８条第３項第１号の算式の符号中Ｄの額」と、改正後の省令第三十一条第三項第三号中「Ｇ　前年

度における第１号の算式の符号中Ｅの額」とあるのは「Ｇ　前年度における改正前の省令第３１条第３項第１号の算式の符号中Ｄの額」

と、改正後の省令附則第十三条第一項第二号中「普通交付税に関する省令の一部を改正する省令（昭和五十八年自治省令第二十二号）に

よる改正前の普通交付税に関する省令（以下「改正前の省令」という。）」とあるのは「改正前の省令」とする。

附　則　（昭和五九年八月二八日自治省令第二二号）

１　この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年度分の普通交付税から適用する。

２　昭和五十九年度に限り、前年度以前の年度において地方交付税法第九条第二号の措置を講ずべきであつた地方団体について同法第十九

条第一項の措置を行う場合において、自治大臣が特に認めたときは、同法第九条第二号の措置を講ずべきであつた年度の四月一日に存在

したものと仮定した同号に規定する境界変更に係る区域及び境界変更に係る区域を除いた区域をそれぞれ基礎とする独立の地方団体に係

る普通交付税の額の算定方法は、普通交付税に関する省令第五十三条第一項の規定にかかわらず、同条第三項の例による。

附　則　（昭和六〇年八月二七日自治省令第二三号）

この省令は、公布の日から施行し、昭和六十年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（昭和六一年八月二六日自治省令第一九号）

この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（昭和六二年九月二二日自治省令第二七号）

この省令は、公布の日から施行し、昭和六十二年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（昭和六二年一二月四日自治省令第三四号）

この省令は、昭和六十二年十二月五日から施行する。

附　則　（昭和六三年二月二六日自治省令第六号）

この省令は、公布の日から施行し、昭和六十二年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（昭和六三年六月二日自治省令第二三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和六三年六月一八日自治省令第二七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和六三年八月二三日自治省令第三〇号）

この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（平成元年三月一〇日自治省令第七号）

この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（平成元年四月二五日自治省令第二〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成元年八月二五日自治省令第三六号）

この省令は、公布の日から施行し、平成元年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（平成二年三月二七日自治省令第四号）

この省令は、公布の日から施行し、平成元年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（平成二年八月二八日自治省令第二六号）

この省令は、公布の日から施行し、平成二年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（平成二年一二月二六日自治省令第三五号）

この省令は、公布の日から施行し、平成二年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（平成三年八月二七日自治省令第二二号）

この省令は、公布の日から施行し、平成三年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（平成三年一二月二〇日自治省令第二八号）

この省令は、公布の日から施行し、平成三年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（平成四年八月二五日自治省令第二四号）

この省令は、公布の日から施行し、平成四年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（平成五年八月二七日自治省令第二三号）

この省令は、公布の日から施行し、平成五年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（平成六年七月二六日自治省令第二九号）

この省令は、公布の日から施行し、平成六年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（平成七年七月二五日自治省令第二四号）
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この省令は、公布の日から施行し、平成七年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（平成八年七月二六日自治省令第二八号）

この省令は、公布の日から施行し、平成八年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（平成九年七月二九日自治省令第三三号）

この省令は、公布の日から施行し、平成九年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（平成一〇年七月二四日自治省令第三二号）

この省令は、公布の日から施行し、平成十年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（平成一一年七月二三日自治省令第二七号）

この省令は、公布の日から施行し、平成十一年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（平成一二年三月一七日自治省令第一〇号）

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附　則　（平成一二年七月二四日自治省令第四一号）

この省令は、公布の日から施行し、平成十二年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（平成一二年九月一四日自治省令第四四号）

この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。

附　則　（平成一二年一二月一日自治省令第五三号）

この省令は、公布の日から施行し、平成十二年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（平成一三年七月三一日総務省令第一〇七号）

この省令は、公布の日から施行し、平成十三年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（平成一四年七月二六日総務省令第八二号）

この省令は、公布の日から施行し、平成十四年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（平成一五年七月二五日総務省令第一〇二号）

この省令は、公布の日から施行し、平成十五年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（平成一六年七月二七日総務省令第一〇八号）

この省令は、公布の日から施行し、平成十六年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（平成一七年七月二六日総務省令第一一三号）

この省令は、公布の日から施行し、平成十七年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（平成一八年七月二五日総務省令第一〇〇号）

この省令は、公布の日から施行し、平成十八年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（平成一九年七月三一日総務省令第八六号）

この省令は、公布の日から施行し、平成十九年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（平成二〇年八月一五日総務省令第八九号）

この省令は、公布の日から施行し、平成二十年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（平成二〇年一〇月二二日総務省令第一一六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二一年七月二八日総務省令第七八号）

１　この省令は、公布の日から施行し、平成二十一年度分の普通交付税から適用する。

２　改正後の普通交付税に関する省令第四十二条第三号及び第四十三条第一号の規定は、平成二十一年四月一日以後に新設され、又は増設

される施設について適用し、平成二十一年三月三十一日以前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。

附　則　（平成二二年七月二三日総務省令第七七号）

この省令は、公布の日から施行し、平成二十二年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（平成二二年一二月七日総務省令第一〇六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二三年八月五日総務省令第一一四号）

この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（平成二三年八月一二日総務省令第一一八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二三年一〇月二六日総務省令第一四三号）

この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（平成二三年一二月一四日総務省令第一六〇号）

この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（平成二四年七月二四日総務省令第七一号）

１　この省令は、公布の日から施行し、平成二十四年度分の普通交付税から適用する。

２　平成二十四年度に限り、改正後の第五条第一項の規定の適用については、同項の表第四十号中「繰上償還に係る地方債（当該地方債の

借換債を除く。）については当該繰上償還が行われないものとして算定した当該年度分の元利償還金（元金償還金以外の支払を要しない

繰上償還に係る地方債（当該地方債の借換債を除く。）については、当該繰上償還が行われないものとして算定した当該年度分の元金償

還金）に相当する額と、当該地方債の借換債については当該借換債に係る」とあるのは、「地方財政法（昭和二十三年法律第百九号）第

三十三条の九に規定する繰上償還に係る地方債については当該繰上償還が行われないものとして算定した」とする。

附　則　（平成二五年七月二三日総務省令第七二号）

この省令は、公布の日から施行し、平成二十五年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（平成二六年七月二五日総務省令第六三号）

この省令は、公布の日から施行し、平成二十六年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（平成二七年七月二四日総務省令第六四号）

この省令は、公布の日から施行し、平成二十七年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（平成二八年三月三一日総務省令第三三号）
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この省令は、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律の施行の日（平

成二十八年四月一日）から施行する。

附　則　（平成二八年七月二六日総務省令第七四号）

この省令は、公布の日から施行し、平成二十八年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（平成二九年七月二五日総務省令第五二号）

この省令は、公布の日から施行し、平成二十九年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（平成三〇年七月二四日総務省令第四六号）

この省令は、公布の日から施行し、平成三十年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（令和元年七月二三日総務省令第二九号）

この省令は、公布の日から施行し、令和元年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（令和二年七月三一日総務省令第七二号）

この省令は、公布の日から施行し、令和二年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（令和三年八月三日総務省令第七六号）

この省令は、公布の日から施行し、令和三年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（令和三年一二月二四日総務省令第一一〇号）

この省令は、公布の日から施行し、令和三年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（令和四年七月二六日総務省令第五〇号）

この省令は、公布の日から施行し、令和四年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（令和四年一二月九日総務省令第七二号）

この省令は、公布の日から施行し、令和四年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（令和五年七月二八日総務省令第六一号）

この省令は、公布の日から施行し、令和五年度分の普通交付税から適用する。

附　則　（令和五年一二月八日総務省令第八七号）

この省令は、公布の日から施行し、令和五年度分の普通交付税から適用する。

別表第一　法第１３条に規定する補正係数の算定に用いる補正率等の表（第６条、第７条、第９条、第１０条、第１１条の２、第１３条、

第１７条、第４９条関係）

（１）　都道府県分

経 費

の 種

類

測

定

単

位

補正率等

一 　

警 察

費

警

察

職

員

数

段階補正

測定単位の数値が３，０９５人以上のもの

３，０９５人 １．００

３，０９５人を超え５，０００人までの数 ０．９８

５，０００人を超え１０，０００人までの数 ０．９７

１０，０００人を超え２０，０００人までの数 ０．９３

２０，０００人を超える数 ０．９４

測定単位の数値が３，０９５人に満たないもの

その団体の数値 １．００

３，０９５人に満たない数が１，０９５人までの数 ０．０２

同上１，０９５人を超える数 ０．０９

二

　

土

木

費

１

　

道

路

橋

り

よ

う

費

道

路

の

面

積

密度補正

その団体の交通量

１１，０００台までの数 １．０００

１１，０００台を超え１３，０００台までの数 １．０８８

１３，０００台を超え２０，０００台までの数 １．３３８

２０，０００台を超え３０，０００台までの数 １．５３７

３０，０００台を超える数 １．８８２

普通態容補正 １．０００

（注）　指定都市を包括する道府県にあつては、上記の率にそれぞれ０．００１を加算した率とする。

寒冷補正

級地 寒冷度 積雪度
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雪寒道路の面積 その他の

道 路 の

面積

４級地 ０．０８６ １．０７７ ０ ． ０

００

３級地 ０．０５３ ０．６９６ ０ ． ０

００

２級地 ０．０３２ ０．４１８ ０ ． ０

００

１級地 ０．０１９ ０．２３７ ０ ． ０

００

無級地 ０．０００ ０．２３７ ０ ． ０

００

備考　「雪寒道路」とは、前年の４月１日現在において、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法（昭和３

１年法律第７２号）第３条の規定によつて国土交通大臣が指定した道路をいう。以下同じ。

道

路

の

延

長

寒冷補正

級地 寒冷度 積雪度

北海道 その他の都府県 雪寒道路の延長 その他の

道 路 の

延長

北海道の区域内の国道及び開発道路 その他の道路

４級地 ０．１１７ ０．１２３ ０．０８３ ０．１６６ ０ ． ０

００

３級地 ０．０６８ ０．０７２ ０．０５４ ０．１０７ ０ ． ０

００

２級地 ０．０５３ ０．０５６ ０．０３６ ０．０７２ ０ ． ０

００

１級地 ０．０３８ ０．０４０ ０．０１６ ０．０３２ ０ ． ０

００

無級地 ０．０００ ０．０００ ０．０１６ ０．０３２ ０ ． ０

００

２

　

港

湾

費

港

湾

に

お

け

る

係

留

施

設

の

延

長

種別補正

国際戦略港湾 １．３００

国際拠点港湾 １．３００

重要港湾 １．０００

地方港湾 ０．６００

３

　

そ

の

他

の

土

木

費

人

口

段階補正

測定単位の数値が１，７００，０００人以上のもの

１，７００，０００人 １．００

１，７００，０００人を超え２，１００，０００人までの数 ０．５０

２，１００，０００人を超え２，５００，０００人までの数 ０．４２

２，５００，０００人を超え３，５００，０００人までの数 ０．３３

３，５００，０００人を超え６，０００，０００人までの数 ０．２８

６，０００，０００人を超える数 ０．２５

測定単位の数値が１，７００，０００人に満たないもの

その団体の数値 １．００
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１，７００，０００人に満たない数が３００，０００人までの数 ０．３８

同上３００，０００人を超え６００，０００人までの数 ０．５１

同上６００，０００人を超え９００，０００人までの数 ０．４８

同上９００，０００人を超える数 ０．５５

密度補正Ⅰ

その団体の人口密度が２５０人以上のもの

その団体の密度 １．００

その団体の人口密度が２５０人に満たないもの

その団体の密度 １．００

２５０人に満たない数が５０人までの数 ０．００

同上５０人を超え１００人までの数 ０．０５

同上１００人を超え１５０人までの数 ０．０５

同上１５０人を超える数 ０．３５

三

　

教

育

費

１

　

小

学

校

費

教

職

員

数

普通態容補正（給与差等）

１級地 １．０６１

２級地 １．０４９

３級地 １．０４６

４級地 １．０３７

５級地 １．０３１

６級地 １．０１８

７級地 １．００９

無級地 ０．９９８

寒冷補正（給与差）

４級地 ０．００６

３級地 ０．００７

２級地 ０．００７

１級地 ０．００８

無級地 ０．０００

２

　

中

学

校

費

教

職

員

数

普通態容補正（給与差等）

１級地 １．０６１

２級地 １．０４９

３級地 １．０４５

４級地 １．０３７

５級地 １．０３１

６級地 １．０１８

７級地 １．００９

無級地 ０．９９８

寒冷補正（給与差）

４級地 ０．００６

３級地 ０．００７

２級地 ０．００８

１級地 ０．００９

無級地 ０．０００

３

　

高

等

学

校

費

教

職

員

数

普通態容補正（給与差等）

１級地 １．０７３

２級地 １．０５９

３級地 １．０５５

４級地 １．０４４

５級地 １．０３７

６級地 １．０２１
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７級地 １．０１１

無級地 ０．９９７

寒冷補正（給与差）

４級地 ０．０１１

３級地 ０．０１４

２級地 ０．０１４

１級地 ０．０１６

無級地 ０．０００

４

　

特

別

支

援

学

校

費

教

職

員

数

経常態容補正（給与差等）

１級地 １．０６６

２級地 １．０５３

３級地 １．０４９

４級地 １．０４０

５級地 １．０３４

６級地 １．０１９

７級地 １．０１０

無級地 ０．９９７

寒冷補正（給与差）

４級地 ０．００８

３級地 ０．０１０

２級地 ０．０１０

１級地 ０．０１１

無級地 ０．０００

５

　

そ

の

他

の

教

育

費

人

口

段階補正

測定単位の数値が１，７００，０００人以上のもの

１，７００，０００人 １．００

１，７００，０００人を超え２，１００，０００人までの数 ０．８４

２，１００，０００人を超え２，５００，０００人までの数 ０．８５

２，５００，０００人を超え３，５００，０００人までの数 ０．６６

３，５００，０００人を超え６，０００，０００人までの数 ０．８２

６，０００，０００人を超える数 ０．７１

測定単位の数値が１，７００，０００人に満たないもの

その団体の数値 １．００

１，７００，０００人に満たない数が３００，０００人までの数 ０．３６

同上３００，０００人を超え６００，０００人までの数 ０．３２

同上６００，０００人を超え９００，０００人までの数 ０．４０

同上９００，０００人を超える数 ０．４１

密度補正

その団体の人口密度が２５０人以上のもの

その団体の密度 １．００

その団体の人口密度が２５０人に満たないもの

その団体の密度 １．００

２５０人に満たない数が５０人までの数 ０．０６

同上５０人を超え１００人までの数 ０．０５

同上１００人を超え１５０人までの数 ０．０４

同上１５０人を超える数 ０．０１

普通態容補正

指定都市 ０．９４２

中核市 ０．９７２

その他の市町村 １．０００

高
等

種別補正
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専
門
学
校
及
び
大
学
の
学
生
の
数

（１）　高等専門学校 ３．２０

（２）　短期大学

ア　理学系学科、工学系学科、農業系学科及び保健系学科 ４．１５

イ　文科系学科（家政系学科及び芸術系学科を除く。） １．６８

ウ　家政系学科及び芸術系学科 ２．８１

（３）　大学

ア　医学部（医学科に限り、医学に関する単科大学を含む。エにおいて同じ。） １７．６５

イ　歯学部（歯学に関する単科大学を含む。） ９．９５

ウ　理科系学部（理学部、工学部、農学部及び水産学部をいい、理学、工学、農学及び水産学に関する単

科大学を含む。）

６．８５

エ　保健系学部（医学部及び歯学部を除き、薬学及び看護学（衛生学を含む。）に関する単科大学を含む。）７．８３

オ　社会科学系学部（社会科学に関する単科大学を含む。） １．００

カ　人文科学系学部（人文科学に関する単科大学を含む。） ２．０４

キ　家政系学部及び芸術系学部（家政及び芸術に関する単科大学を含む。） ３．２５

（４）　専門職大学（理科系学部及び芸術系学部） ７．４６

私
立
の
学
校
の
幼
児
、
児
童
及
び
生
徒
の
数

種別補正

（１）　学校法人の設置する幼稚園 ０．５７２

（２）　学校法人の設置する小学校及び義務教育学校の前期課程 ０．９６５

（３）　中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程 ０．９６６

（４）　学校法人の設置する高等学校（通信制高等学校を除く。）、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校１．０００

（５）　学校法人の設置する通信制高等学校 ０．２０５

（６）　学校法人以外の者の設置する私立の幼稚園及び特別支援学校 ０．５７２

四

　

厚

生

労

働

費

１

　

生

活

保

護

費

町

村

部

人

口

寒冷補正（寒冷度）

１区 ０．０１６

２区 ０．０１０

３区 ０．００７

４区 ０．００６

５区 ０．００２

６区 ０．０００

２

　

社

会

福

祉

費

人

口

段階補正

測定単位の数値が１，７００，０００人以上のもの

１，７００，０００人 １．００
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１，７００，０００人を超え２，１００，０００人までの数 ０．９３

２，１００，０００人を超え２，５００，０００人までの数 ０．９３

２，５００，０００人を超え３，５００，０００人までの数 ０．９３

３，５００，０００人を超え６，０００，０００人までの数 ０．９５

６，０００，０００人を超える数 ０．９４

測定単位の数値が１，７００，０００人に満たないもの

その団体の数値 １．００

１，７００，０００人に満たない数が３００，０００人までの数 ０．２４

同上３００，０００人を超え６００，０００人までの数 ０．２５

同上６００，０００人を超え９００，０００人までの数 ０．２６

同上９００，０００人を超える数 ０．２４

普通態容補正

特別区 １．０００

指定都市 ０．８００

児童相談所設置市 ０．８０７

中核市 ０．９６８

福祉事務所設置町村 ０．９９７

その他の市町村 １．０００

３

　

衛

生

費

人

口

段階補正

測定単位の数値が１，７００，０００人以上のもの

１，７００，０００人 １．００

１，７００，０００人を超え２，１００，０００人までの数 ０．９１

２，１００，０００人を超え２，５００，０００人までの数 ０．９１

２，５００，０００人を超え３，５００，０００人までの数 ０．８９

３，５００，０００人を超え６，０００，０００人までの数 ０．９０

６，０００，０００人を超える数 ０．８４

測定単位の数値が１，７００，０００人に満たないもの

その団体の数値 １．００

１，７００，０００人に満たない数が３００，０００人までの数 ０．２４

同上３００，０００人を超え６００，０００人までの数 ０．２９

同上６００，０００人を超え９００，０００人までの数 ０．３２

同上９００，０００人を超える数 ０．２７

密度補正Ⅰ

その団体の保健所設置市等以外の区域に係る人口密度が２５０人以上のもの

その団体の密度 １．００

その団体の保健所設置市等以外の区域に係る人口密度が２５０人に満たないもの

その団体の密度 １．００

２５０人に満たない数が５０人までの数 ０．００

同上５０人を超え１００人までの数 ０．０１

同上１００人を超え１５０人までの数 ０．０２

同上１５０人を超える数 ０．０２

普通態容補正

指定都市 ０．７１３

中核市 ０．８８０

特別区及び保健所設置市 ０．８８６

その他の市町村 １．０００

４

　

高

齢

者

保

健

福

祉

費

六

十

五

歳

以

上

人

口

段階補正

測定単位の数値が５３０，０００人以上のもの

５３０，０００人 １．００

５３０，０００人を超え６７０，０００人までの数 ０．９５

６７０，０００人を超え８４０，０００人までの数 ０．９５

８４０，０００人を超え１，２００，０００人までの数 ０．９４

１，２００，０００人を超え１，５００，０００人までの数 ０．９４
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１，５００，０００人を超える数 ０．９７

測定単位の数値が５３０，０００人に満たないもの

その団体の数値 １．００

５３０，０００人に満たない数が１００，０００人までの数 ０．０６

同上１００，０００人を超え１９０，０００人までの数 ０．０７

同上１９０，０００人を超え２９０，０００人までの数 ０．０６

同上２９０，０００人を超える数 ０．０４

普通態容補正

指定都市 ０．９６１

中核市 ０．９６２

その他の市町村 １．０００

５

　

労

働

費

人

口

段階補正

測定単位の数値が１，７００，０００人以上のもの

１，７００，０００人 １．００

１，７００，０００人を超え２，１００，０００人までの数 ０．８２

２，１００，０００人を超え２，５００，０００人までの数 ０．５３

２，５００，０００人を超え３，５００，０００人までの数 ０．７５

３，５００，０００人を超え６，０００，０００人までの数 ０．７１

６，０００，０００人を超える数 ０．７０

測定単位の数値が１，７００，０００人に満たないもの

その団体の数値 １．００

１，７００，０００人に満たない数が３００，０００人までの数 ０．６３

同上３００，０００人を超え６００，０００人までの数 ０．３２

同上６００，０００人を超え９００，０００人までの数 ０．３４

同上９００，０００人を超える数 ０．０８

五

　

産

業

経

済

費

１

　

農

業

行

政

費

農

家

数

段階補正

測定単位の数値が４５，０００戸以上のもの

４５，０００戸 １．００

４５，０００戸を超え６５，０００戸までの数 ０．８０

６５，０００戸を超える数 ０．７０

測定単位の数値が４５，０００戸に満たないもの

その団体の数値 １．００

４５，０００戸に満たない数が１０，０００戸までの数 ０．６９

同上１０，０００戸を超え２０，０００戸までの数 ０．５９

同上２０，０００戸を超える数 ０．７５

密度補正

その団体の密度が１７８以上のもの

１７８ １．００

１７８を超え２０４までの数 １．２７

２０４を超え２３１までの数 １．１８

２３１を超え２５８までの数 １．３８

２５８を超え３５６までの数 １．４０

３５６を超える数 ２．４８

その団体の密度が１７８に満たないもの

その団体の密度 １．００

２

　

林

野

行

政

費

公

有

以

外

の

林

野

の

面

積

段階補正

測定単位の数値が３０９，０００ｈａ以上のもの

３０９，０００ｈａ １．００
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３０９，０００ｈａを超え３９７，０００ｈａまでの数 ０．８４

３９７，０００ｈａを超え５２９，０００ｈａまでの数 ０．７４

５２９，０００ｈａを超える数 ０．８４

測定単位の数値が３０９，０００ｈａに満たないもの

その団体の数値 １．００

３０９，０００ｈａに満たない数が８９，０００ｈａまでの数 ０．８０

同上８９，０００ｈａを超え１７７，０００ｈａまでの数 ０．１５

同上１７７，０００ｈａを超える数 －０．３６

３

　

水

産

行

政

費

水

産

業

者

数

段階補正

測定単位の数値が１，８００人以上のもの

１，８００人 １．００

１，８００人を超え２，３４０人までの数 ０．７６

２，３４０人を超え３，５１０人までの数 ０．８２

３，５１０人を超え５，４９０人までの数 ０．７７

５，４９０人を超える数 ０．７９

測定単位の数値が１，８００人に満たないもの

その団体の数値 １．００

１，８００人に満たない数が７２０人までの数 ０．４９

同上７２０人を超え１，２６０人までの数 ０．１５

同上１，２６０人を超え１，５３０人までの数 －０．２４

同上１，５３０人を超え１，６６５人までの数 －０．３２

同上１，６６５人を超える数 －１．４９

４

　

商

工

行

政

費

人

口

段階補正

測定単位の数値が１，７００，０００人以上のもの

１，７００，０００人 １．００

１，７００，０００人を超え２，１００，０００人までの数 ０．７２

２，１００，０００人を超え２，５００，０００人までの数 ０．６４

２，５００，０００人を超え３，５００，０００人までの数 ０．５８

３，５００，０００人を超え６，０００，０００人までの数 ０．４４

６，０００，０００人を超える数 ０．４０

測定単位の数値が１，７００，０００人に満たないもの

その団体の数値 １．００

１，７００，０００人に満たない数が３００，０００人までの数 ０．８９

同上３００，０００人を超え６００，０００人までの数 ０．９６

同上６００，０００人を超え９００，０００人までの数 ０．９２

同上９００，０００人を超える数 ０．７８

普通態容補正

中小企業支援市の区域 ０．９８１

その他の区域 １．０００

六

　

総

務

費

１

　

徴

税

費

世

帯

数

段階補正

測定単位の数値が７５０，０００世帯以上のもの

７５０，０００世帯 １．００

７５０，０００世帯を超え９００，０００世帯までの数 ０．９７

９００，０００世帯を超え１，４２０，０００世帯までの数 ０．９３

１，４２０，０００世帯を超え２，５００，０００世帯までの数 ０．９４

２，５００，０００世帯を超える数 ０．８２

測定単位の数値が７５０，０００世帯に満たないもの

その団体の数値 １．００

７５０，０００世帯に満たない数が２４０，０００世帯までの数 ０．０９

同上２４０，０００世帯を超え３６０，０００世帯までの数 ０．０４

同上３６０，０００世帯を超える数 ０．１５
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２

　

地

域

振

興

費

人

口

段階補正Ⅰ

測定単位の数値が１，７００，０００人以上のもの

１，７００，０００人 １．００

１，７００，０００人を超え２，１００，０００人までの数 ０．５０

２，１００，０００人を超え２，５００，０００人までの数 ０．５０

２，５００，０００人を超え３，５００，０００人までの数 ０．６５

３，５００，０００人を超え５，０００，０００人までの数 ０．７０

５，０００，０００人を超え６，０００，０００人までの数 ０．５７

６，０００，０００人を超える数 ０．５０

測定単位の数値が１，７００，０００人に満たないもの

その団体の数値 １．００

１，７００，０００人に満たない数が３００，０００人までの数 ０．９０

同上３００，０００人を超え６００，０００人までの数 ０．８９

同上６００，０００人を超え９００，０００人までの数 ０．８９

同上９００，０００人を超える数 ０．８３

段階補正Ⅱ

測定単位の数値が１，７００，０００人以上のもの

１，７００，０００人 １．００

１，７００，０００人を超え２，１００，０００人までの数 ０．１２

２，１００，０００人を超え２，５００，０００人までの数 ０．１２

２，５００，０００人を超え３，５００，０００人までの数 ０．１６

３，５００，０００人を超え５，０００，０００人までの数 ０．１５

５，０００，０００人を超え６，０００，０００人までの数 ０．１９

６，０００，０００人を超える数 ０．１１

測定単位の数値が１，７００，０００人に満たないもの

その団体の数値 １．００

１，７００，０００人に満たない数が３００，０００人までの数 ０．９８

同上３００，０００人を超え６００，０００人までの数 ０．９６

同上６００，０００人を超え９００，０００人までの数 ０．９６

同上９００，０００人を超える数 ０．９８

普通態容補正（給与差等）

Ａ

政令市 中小企業支援市以外

の指定都市

中核市 特別区及び保健所設置市 その他の市町村

１級地 ― ― ― ４．７３６ ―

２級地 ３．８７６ ― ３．９８３ ３．９９９ ４．０４２

３級地 ３．６８７ ― ３．７８７ ― ３．８４２

４級地 ３．１６９ ３．１７０ ３．２４９ ３．２６１ ３．２９４

５級地 ２．８３９ ２．８４０ ２．９０７ ２．９１７ ２．９４５

６級地 ２．０３７ ― ２．０７６ ― ２．０９７

７級地 １．５１９ １．５１９ １．５３８ ― １．５４９

無級地 ― ０．８５８ ０．８５３ ０．８５２ ０．８５０

Ｂ

１級地 ０．３８７

２級地 ０．３１０

３級地 ０．２９０

４級地 ０．２３４

５級地 ０．１９８

６級地 ０．１１２

７級地 ０．０５６

無級地 －０．０１５

（注）　北海道、東京都、静岡県及び福岡県にあつては、Ｂの率にそれぞれ１．９１４０、４８７．６８０９、０．１０４２及び

０．３０２２を加算した率とする。

第１０条第９項の算式によつて算定した数

の段階

乗率Ａ 乗数Ｂ

離島に係る市町村 その他の市町村 離島に係る市町村

２．００未満のもの １．００ １．００ ５００

２．００以上４．００未満のもの １．００ １．００ １，２５０

４．００以上６．００未満のもの １１．９３ ７．６６ ２，０００

６．００以上１０．００未満のもの ４３．２７ ３７．２２ ７，４００

１０．００以上１４．００未満のもの ７６．０２ ５５．１０ ７，９００
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１４．００以上１８．００未満のもの １５０．１４ ７３．１４ ８，４００

１８．００以上２２．００未満のもの １８４．０６ ８２．０６ ８，９００

２２．００以上のもの ２１９．４８ １０５．４６ ９，４００

備考

１　「離島に係る市町村」とは離島振興法、奄美振興法若しくは小笠原諸島振興開発特別措置法の適用を受ける市町村又は沖縄振

興特別措置法第３条第３号に規定する離島に係る市町村をいう。

２　「その他の市町村」に係る乗数Ｂは０とする。

寒冷補正

給与差 寒冷度 積雪度

４級地 ０．９７３ ３．２３７ ３．８６３

３級地 １．２２４ ２．１９７ ２．０３４

２級地 １．２６２ １．４９３ ０．８４２

１級地 １．４２３ ０．８９８ ０．４２４

無級地 ０．０００ ０．０００ ０．０００

七 　

災 害

復 旧

費

災

害

復

旧

事

業

費

の

財

源

に

充

て

る

た

め

発

行

に

つ

い

て

同

意

又

は

許

可

を

得

た

地

方

債

に

係

る

元

利

償

還

金

種別補正

公共災害復旧事業債 １．００

単独災害復旧事業債 ０．５０

地盤沈下等対策事業債 ０．６０

緊急治山等事業債 ０．６０

激甚災害対策特別緊急事業債 ０．６０

特殊土壌対策事業債 ０．６０

鉱害復旧事業債 ０．６０

小災害債 ０．５０

法第１３条第１１項の補正

その団体の指数が１００に満たないもの

その団体の指数 １．００

その団体の指数が１００以上のもの

１００ １．００

１００を超え２００までの数 １．０３

２００を超え３００までの数 １．１０

３００を超え４００までの数 １．１５

４００を超え５００までの数 １．２０

５００を超え７００までの数 １．２９

７００を超え１，０００までの数 １．４１

１，０００を超え１，５００までの数 １．５８
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１，５００を超え２，０００までの数 １．７６

２，０００を超え２，５００までの数 １．９０

２，５００を超え３，０００までの数 １．９８

３，０００を超え３，５００までの数 ２．０４

３，５００を超え４，０００までの数 ２．０８

４，０００を超え５，０００までの数 ２．１０

５，０００を超える数 １．８０

八 　

補 正

予 算

債 償

還費

平

成

４

年

度

か

ら

平

成

１

０

年

度

ま

で

の

各

年

度

に

お

い

て

国

の

補

正

予

算

等

に

係

る

事

業

費

の

財

源

に

充

て

る

た

め

発

行

を

許

可

さ

れ

た

地

方

債

に

係

る

元

種別補正

（１）　平成４年度補正予算債 １．０００

（２）　平成５年度補正予算債 １．０００

（３）　平成６年度補正予算債 １．０００

（４）　平成７年度補正予算債 １．０００

（５）　平成８年度補正予算債 １．０００

（６）　平成９年度補正予算債 １．０００

（７）　平成１０年度補正予算債 １．０００
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得

た

地

方

債

種別補正

（１）　平成１６年度補正予算債

ア　都道府県９５．０％分 １．９００

イ　都道府県５０．０％分 １．０００

（２）　平成１７年度補正予算債 ０．９１８

（３）　平成１８年度補正予算債 ０．８２１

（４）　平成１９年度補正予算債 ０．８１２

（５）　平成２０年度補正予算債

ア　都道府県６０．０％分 １．０４４

イ　新幹線鉄道整備事業分

０．８７０に β を乗じて得た数値を０．５で除して得た率（小数点以下３位未満の端数があるときはその

端数を四捨五入し、当該率が０．８７０以下であるときは０．８７０とする。）

α　第１２条第５項の表都道府県の項第９号算式Ⅹの符号 α に同じ。

β　α×０．９×０．５
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の
額

ウ　都道府県５０．０％分 ０．８７０

（６）　平成２１年度補正予算債

ア　都道府県６０．０％分 １．０７７

イ　新幹線鉄道整備事業分

０．８９８に β を乗じて得た数値を０．５で除して得た率（小数点以下３位未満の端数があるときはその

端数を四捨五入し、当該率が０．８９８以下であるときは０．８９８とする。）

α　第１２条第５項の表都道府県の項第９号算式Ⅹの符号 α に同じ。

β　α×０．９×０．５

ウ　都道府県５０．０％分 ０．８９８

（７）　平成２２年度補正予算債

ア　都道府県６０．０％分 １．０４４

イ　新幹線鉄道整備事業分

０．７８３に β を乗じて得た数値を０．４５で除して得た率（小数点以下３位未満の端数があるときはそ

の端数を四捨五入し、当該率が０．７８３以下であるときは０．７８３とする。）

α　第１２条第５項の表都道府県の項第９号算式Ⅹの符号 α に同じ。

β　α×０．９×０．５

ウ　都道府県５０．０％分 ０．８７０

エ　都道府県４５．０％分 ０．７８３

（８）　平成２３年度補正予算債

ア　都道府県８０．０％分 １．３３２

イ　都道府県５０．０％分 ０．８３２

（９）　平成２４年度補正予算債

ア　都道府県６０．０％分 １．０１５

イ　都道府県５０．０％分 ０．８４６

（１０）　平成２５年度補正予算債

ア　都道府県６０．０％分 １．０２４

イ　都道府県５０．０％分 ０．８５５

（１１）　平成２６年度補正予算債

ア　都道府県６０．０％分 １．００３

イ　都道府県５０．０％分 ０．８３６

（１２）　平成２７年度補正予算債

ア　都道府県６０．０％分 ０．９６１

イ　都道府県５０．０％分 ０．８０３

（１３）　平成２８年度補正予算債

ア　都道府県８０．０％分 １．２４５

イ　都道府県６０．０％分 ０．９３３

ウ　都道府県５０．０％分 ０．７７９

（１４）　平成２９年度補正予算債

ア　都道府県８０．０％分 １．２５５

イ　都道府県６０．０％分 ０．９３９

ウ　都道府県５０．０％分 ０．７８５

（１５）　平成３０年度補正予算債

ア　都道府県８０．０％分 １．２５９

イ　都道府県６０．０％分 ０．９４４

ウ　都道府県５０．０％分 ０．７８７

（１６）　令和元年度補正予算債

ア　都道府県８０．０％分 １．２４２

イ　都道府県６０．０％分 ０．９３１

ウ　都道府県５０．０％分 ０．７７６

（１７）　令和２年度補正予算債

ア　都道府県８０．０％分 ０．０５５

イ　都道府県６０．０％分 ０．０４２

ウ　都道府県５０．０％分 ０．０３５

（１８）　令和３年度補正予算債

ア　都道府県６０．０％分 ０．０５７

イ　都道府県５０．０％分 ０．０４８

（１９）　令和４年度補正予算債

ア　都道府県６０．０％分 ０．１２８

イ　都道府県５０．０％分 ０．１０７

九 　

地 方

税 減

収 補

塡 債

地
方
税
の
減
収

種別補正

（１）　平成１５年度減収補塡債 １．０００
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（２）　平成１６年度減収補塡債 １．００８

（３）　平成１７年度減収補塡債 ０．９８８

（４）　平成１８年度減収補塡債 ０．９８７

（５）　平成１９年度減収補塡債 ０．９９０

（６）　平成２０年度減収補塡債 ０．９９３

（７）　平成２１年度減収補塡債 ０．９８９

（８）　平成２２年度減収補塡債 ０．９９６

（９）　平成２３年度減収補塡債 １．００３

（１０）　平成２４年度減収補塡債 １．０４６

（１１）　平成２５年度減収補塡債 １．０５８

（１２）　平成２６年度減収補塡債 １．０４３

（１３）　平成２７年度減収補塡債 １．０１８

（１４）　平成２８年度減収補塡債 １．００７

（１５）　平成２９年度減収補塡債 １．００８

（１６）　平成３０年度減収補塡債 １．０１２

（１７）　令和元年度減収補塡債 １．００１

（１８）　令和２年度減収補塡債

ア　従来分並びに拡大分のうち消費税の引上げ分、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税に係るもの ０．０５７

イ　ア以外のもの ０．０４３

（１９）　令和３年度減収補塡債 ０．０４１

（２０）　令和４年度減収補塡債 ０．１０２

十 　

財 源

対 策

債 償

還費

平

成

１

５

年

度

か

ら

種別補正

（１）　平成１５年度財源対策債 １．０００
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（２）　平成１６年度財源対策債 ０．９５９

（３）　平成１７年度財源対策債 ０．８９１

（４）　平成１８年度財源対策債 ０．７９７

（５）　平成１９年度財源対策債 ０．７８５

（６）　平成２０年度財源対策債 ０．８４５

（７）　平成２１年度財源対策債 ０．８７１

（８）　平成２２年度財源対策債 ０．８４５

（９）　平成２３年度財源対策債 ０．８０８

（１０）　平成２４年度財源対策債 ０．８２１

（１１）　平成２５年度財源対策債 ０．８２９

（１２）　平成２６年度財源対策債 ０．８１２

（１３）　平成２７年度財源対策債 ０．７７９

（１４）　平成２８年度財源対策債 ０．７５６

（１５）　平成２９年度財源対策債 ０．７６２

（１６）　平成３０年度財源対策債 ０．７６４

（１７）　令和元年度財源対策債 ０．７５３

（１８）　令和２年度財源対策債 ０．０３４

（１９）　令和３年度財源対策債 ０．０４６

（２０）　令和４年度財源対策債 ０．１０４

十 一

　 減

税 補

塡 債

償 還

費

個

人

の

道

府

県

民

税

に

係

る

特

種別補正

（１）　平成６年度減税補塡債 ０．８５４

（２）　平成７年度減税補塡債 ０．８５４
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（３）　平成８年度減税補塡債 １．７１０

（４）　平成１５年度減税補塡債 １．０００

（５）　平成１６年度減税補塡債 １．０１０

（６）　平成１７年度減税補塡債 ０．７２９

（７）　平成１８年度減税補塡債 ０．８２２
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十 二

　 臨

時 財

政 対

策 債

償 還

費

臨

時

財

政

対

策

の

た

め

平

成

１

５

年

度

か

ら

令

和

４

年

度

ま

で

の

各

年

度

に

お

い

て

特

別

に

起

こ

す

こ

と

が

で

き

る

こ

と

と

さ

れ

た

地

種別補正

（１）　平成１５年度臨時財政対策債 １．０００

（２）　平成１６年度臨時財政対策債 １．００８

（３）　平成１７年度臨時財政対策債 ０．８１８

（４）　平成１８年度臨時財政対策債 ０．７９８

（５）　平成１９年度臨時財政対策債 ０．７８８

（６）　平成２０年度臨時財政対策債 ０．８６５

（７）　平成２１年度臨時財政対策債 ０．８５８

（８）　平成２２年度臨時財政対策債 ０．８５４

（９）　平成２３年度臨時財政対策債 ０．８４２

（１０）　平成２４年度臨時財政対策債 ０．８７２

348



方
債
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額

（１１）　平成２５年度臨時財政対策債 ０．９０７

（１２）　平成２６年度臨時財政対策債 ０．８７５

（１３）　平成２７年度臨時財政対策債 ０．８５０

（１４）　平成２８年度臨時財政対策債 ０．８２７

（１５）　平成２９年度臨時財政対策債 ０．８２８

（１６）　平成３０年度臨時財政対策債 ０．８３６

（１７）　令和元年度臨時財政対策債 ０．８１６

（１８）　令和２年度臨時財政対策債 ０．０３２

（１９）　令和３年度臨時財政対策債 ０．０２８

（２０）　令和４年度臨時財政対策債 ０．１０１

十 三
　 東
日 本
大 震
災 全
国 緊
急 防
災 施
策 等
債 償
還費

平

成

２

５

年

度

か

ら

令

和

４

年

度

ま

で

の

各

年

度

に

お

い

て

東

日

本

大

震

災

全

国

緊

急

防

災

施

策

等

に

要

す

る

費

用

に

充

て

る

た

め

発

行

に

種別補正

（１）　平成２５年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費

ア　全国防災事業債分 １．０００

イ　緊急防災・減災事業債分 ０．９０５

（２）　平成２６年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費

ア　全国防災事業債分 ０．９７８

イ　緊急防災・減災事業債分 ０．８８８

（３）　平成２７年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費

ア　全国防災事業債分 ０．９０２

イ　緊急防災・減災事業債分 ０．８２７

（４）　平成２８年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
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緊急防災・減災事業債分 ０．８１２

（５）　平成２９年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費

緊急防災・減災事業債分 ０．８２２

（６）　平成３０年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費

緊急防災・減災事業債分 ０．６０３

（７）　令和元年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費

緊急防災・減災事業債分 ０．５９７

（８）　令和２年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費

緊急防災・減災事業債分 ０．０５１

（９）　令和３年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費

緊急防災・減災事業債分 ０．０７０

（１０）　令和４年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費

緊急防災・減災事業債分 ０．１４０

十 四

　 国

土 強

靱 化

施 策

債 償

還費

令

和

元

年

度

か

ら

令

和

４

年

度

ま

で

の

各

年

度

に

お

い

て

国

土

強

靱

化

施

策

等

に

要

す

る

費

用

に

充

て

種別補正

（１）　令和元年度国土強靱化施策債

ア　防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債償還費

（ア）　都道府県６０．０％分 １．０００

（イ）　都道府県５０．０％分 ０．８２０

イ　緊急自然災害防止対策事業債償還費 ０．８３６

（２）　令和２年度国土強靱化施策債

ア　防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債償還費

（ア）　都道府県６０．０％分 ０．０６３
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（イ）　都道府県５０．０％分 ０．０５３

イ　緊急自然災害防止対策事業債償還費 ０．０７２

（３）　令和３年度国土強靱化施策債

ア　防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債償還費

（ア）　都道府県６０．０％分 ０．０６０

（イ）　都道府県５０．０％分 ０．０５０

イ　緊急自然災害防止対策事業債償還費 ０．１１０

（４）　令和４年度国土強靱化施策債

ア　防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債償還費

（ア）　都道府県６０．０％分 ０．１４８

（イ）　都道府県５０．０％分 ０．１２３

イ　緊急自然災害防止対策事業債償還費 ０．２１１

（２）　市町村分

経費

の種

類

測

定

単

位

補正率等

一　

消防

費

人

口

段階補正

測定単位の数値が１００，０００人以上のもの

１００，０００人 １．００

１００，０００人を超え２５０，０００人までの数 ０．６３

２５０，０００人を超え４００，０００人までの数 ０．６８

４００，０００人を超え１，０００，０００人までの数 ０．６９

１，０００，０００人を超え２，０００，０００人までの数 ０．６９

２，０００，０００人を超える数 ０．６９

測定単位の数値が１００，０００人に満たないもの

その団体の数値 １．００

１００，０００人に満たない数が７０，０００人までの数 ０．１５

同上７０，０００人を超え８０，０００人までの数 －０．２０

同上８０，０００人を超え８８，０００人までの数 ０．２３

同上８８，０００人を超え９２，０００人までの数 －０．４７

同上９２，０００人を超える数 －０．０７

密度補正Ⅰ

その団体の人口密度が４５０人以上のもの

その団体の密度 １．００

その団体の人口密度が４５０人に満たないもの

その団体の密度 １．００

４５０人に満たない数が１５０人までの数 ０．０３

同上１５０人を超え３００人までの数 ０．０１

同上３００人を超え３５０人までの数 ０．０１

同上３５０人を超え４００人までの数 ０．０３

同上４００人を超える数 －０．０９

密度補正Ⅱ

351



Ａ Ｂ

区域指定指数が０．０１以上２未満のもの １．０００ ４．０００

同上２以上１０未満のもの ０．５００ ５．０００

同上１０以上５０未満のもの ０．１２５ ８．７５０

同上５０以上のもの ０．０００ １５．０００

普通態容補正（種地）

Ａ Ｂ

Ⅰの地域

１０種地 ０．００４８２０ －３．９３７０

９種地 ０．００１５６０ －０．８４００

８種地 ０．０００４４０ ０．１６８０

７種地 ０．０００４３０ ０．１７６５

６種地 ０．０００９３０ －０．１９８５

５種地 ０．００１０２０ －０．２５７０

４種地 ０．０００６８０ －０．０７００

３種地 ０．０００４２０ ０．０４７０

２種地 ０．０００４４０ ０．０４００

１種地 ０．０００３２０ ０．０６４０

Ⅱの地域

１０種地 ０．０００８２０ －０．３３２０

９種地 ０．０００７４０ －０．２５６０

８種地 ０．０００８４０ －０．３４６０

７種地 ０．００１０８０ －０．５５００

６種地 ０．００１０４０ －０．５１８０

５種地 ０．０００５２０ －０．１２８０

４種地 ０．０００５５０ －０．１４９０

３種地 ０．０００４１０ －０．０６５０

２種地 ０．０００３６７ －０．０４３５

１種地 ０．０００１９４ ０．０１７１

（注）　特別区、仙台市、千葉市、横浜市、川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市及び福岡市にあつては、Ｂの率にそれぞれ

０．０３８を、札幌市、静岡市、浜松市、岡山市、広島市及び北九州市にあつては、Ｂの率にそれぞれ０．０１９を加算する。

普通態容補正（給与差等） ０．７６

４

経常態容補正

１　合併関係市町村の人口段階による補正率

Ａ Ｂ

４，０００人までの数 ０．８５ １，６８０

４，０００人を超え８，０００人までの数 ０．７３ ２，１６０

８，０００人を超え１２，０００人までの数 ０．９１ ７２０

１２，０００人を超え２０，０００人までの数 ０．５５ ５，０４０

２０，０００人を超え３０，０００人までの数 ０．４４ ７，２４０

３０，０００人を超え５０，０００人までの数 ０．３６ ９，６４０

５０，０００人を超え１００，０００人までの数 ０．４８ ３，６４０

１００，０００人を超え２５０，０００人までの数 ０．３４ １７，６４０

２５０，０００人を超える数 ０．３４ １７，６４０

２　新市町村の人口段階による補正率

Ｃ Ｄ

８，０００人までの数 ０．９６ ７，３８０

８，０００人を超え１２，０００人までの数 １．４２ ３，７００

１２，０００人を超え２０，０００人までの数 ０．７２ １２，１００

２０，０００人を超え３０，０００人までの数 １．１２ ４，１００

３０，０００人を超え１００，０００人までの数 ０．８９ １１，０００

１００，０００人を超え２５０，０００人までの数 ０．６６ ３４，０００

２５０，０００人を超え４００，０００人までの数 ０．７０ ２４，０００

４００，０００人を超え１，０００，０００人までの数 ０．７１ ２０，０００

１，０００，０００人を超え２，０００，０００人までの数 ０．７２ １０，０００

２，０００，０００人を超える数 ０．７２ １０，０００

二

　

土

木

費

１

　

道

路

橋

り

よ

う

費

道

路

の

面

積

種別補正

指定都市 その他の市町村

国道及び道府県道 １．９０ １．９０

市町村道
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路面幅員６．５ｍ以上 １．１０ １．１０

同上４．５ｍ以上６．５ｍ未満 １．００ １．００

同上２．５ｍ以上４．５ｍ未満 ０．７０ ０．７０

同上１．５ｍ以上２．５ｍ未満 ０．２０ ０．２０

橋りよう ４．００ ４．００

普通態容補正（種地）

Ａ Ｂ

Ⅰの地域

１０種地 ａ ０．００１７２０ ０．０１８０

ｂ ０．００１７８０ －０．１５７０

９種地 ０．００２６２０ －０．９５５０

８種地 ０．００３２８０ －１．５４９０

７種地 ａ ０．００１９９０ －０．４５２５

ｂ ０．００１７５０ －０．４０２５

６種地 ａ ０．００１０９０ ０．２２２５

ｂ ０．０００８９０ ０．２４２５

５種地 ０．００００３０ ０．８０１５

４種地 ０．０００１５０ ０．７３５５

３種地 ０．０００４４０ ０．６０５０

２種地 ０．００００６０ ０．７３８０

１種地 ０．００００８０ ０．７３４０

Ⅱの地域

１０種地 ０．０００３６０ ０．５８７０

９種地 ０．０００７８０ ０．１８８０

８種地 ０．０００７６０ ０．２０６０

７種地 ０．０００７６０ ０．２０６０

６種地 ０．００００８０ ０．７５００

５種地 ０．０００１４０ ０．７０５０

４種地 ０．０００２６０ ０．６２１０

３種地 ０．０００１２０ ０．７０５０

２種地 ０．０００１００ ０．７１５０

１種地 ０．００００８０ ０．７２２０

普通態容補正（給与差等）

１級地 ０．２２８

２級地 ０．２２２

３級地 ０．２２０

４級地 ０．２１６

５級地 ０．２１３

６級地 ０．２０７

７級地 ０．２０２

無級地 ０．１９７

寒冷補正

給与差 寒冷度

４級地 ０．００３ ０．２４０

３級地 ０．００３ ０．１２０

２級地 ０．００３ ０．０４３

１級地 ０．００４ ０．０２１

無級地 ０．０００ ０．０００

寒冷補正（積雪度）

国道及び都道府県道 路面幅員６．５ｍ以上 路面幅員６．５ｍ未満４．５ｍ

以上

路面幅員４．

５ｍ未満２．

５ｍ以上

路面幅員２．５ｍ

未満１．５ｍ以上

橋りよう

４ 級

地

２．０５１ ２．１１１ １．６２４ １．１３６ ０．５５２ １．２９

９

３ 級

地

１．３２６ １．３２９ １．０２２ ０．７１５ ０．３４７ ０．８１

８

２ 級

地

０．７９６ ０．７５３ ０．５８０ ０．４０６ ０．１９７ ０．４６

４

１ 級

地

０．４５１ ０．３６４ ０．２８０ ０．１９６ ０．０９５ ０．２２

４

無 級

地

０．０００ ０．０００ ０．０００ ０．０００ ０．０００ ０．００

０

（注）　種地区分のⅠの地域１０種地からⅠの地域８種地までの市町村にあつては１．３０、Ⅰの地域７種地からⅠの地域４種地ま

での市町村にあつては１．０７、その他の市町村にあつては１．００を上記の係数にそれぞれ乗じて得た係数（小数点以下３位未

満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）とする。
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道

路

の

延

長

普通態容補正

Ａ Ｂ

Ⅰの地域

１０種地 ０．００２１６０ １．２６４０

９種地 ０．００４７００ －１．１４９０

８種地 ０．００２６２０ ０．７２３０

７種地 ０．００４５９０ －０．９５２５

６種地 ０．００３９３０ －０．４５７５

５種地 ０．００３９２０ －０．４５１０

４種地 ０．００３２２０ －０．０６６０

３種地 ０．００２２４０ ０．３７５０

２種地 ０．００１５８７ ０．６０３６

１種地 ０．００１２１０ ０．６７９０

Ⅱの地域

１０種地 ０．００２８００ －０．２１６０

９種地 ０．００５４２０ －２．７０５０

８種地 ０．００４０００ －１．４２７０

７種地 ０．００３９６０ －１．３９３０

６種地 ０．００３５２０ －１．０４１０

５種地 ０．００２８００ －０．５０１０

４種地 ０．００２６９０ －０．４２４０

３種地 ０．００１５７０ ０．２４８０

２種地 ０．００１５３３ ０．２６６５

１種地 ０．００００５１ ０．７８５１

寒冷補正

寒冷度 積雪度

国道及び都道府

県道

市町村道

４級地 ０．２４９ １．６９３ ０．１０２

３級地 ０．１０１ １．０９２ ０．１０２

２級地 ０．０５８ ０．７３４ ０．０８５

１級地 ０．０３７ ０．３２６ ０．０３７

無級地 ０．０００ ０．０００ ０．０００

（注）　北海道内の指定都市にあつては、寒冷度０．１４２、積雪度０．２０７とする。

２

　

港

湾

費

港

湾

に

お

け

る

係

留

施

設

の

延

長

種別補正

国際戦略港湾 １．３００

国際拠点港湾 １．３００

重要港湾 １．０００

地方港湾 ０．６００

普通態容補正（給与差等）

１級地 １．０８４

２級地 １．０６８

３級地 １．０６３

４級地 １．０５１

５級地 １．０４４

６級地 １．０２４

７級地 １．０１２

無級地 ０．９９８

寒冷補正（給与差）

４級地 ０．０１１

３級地 ０．０１３

２級地 ０．０１４

１級地 ０．０１６

無級地 ０．０００

漁
港
に
お
け

普通態容補正（給与差等）

１級地 １．０９１

２級地 １．０７４

３級地 １．０６８
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る
係
留
施
設
の
延
長

４級地 １．０５５

５級地 １．０４７

６級地 １．０２６

７級地 １．０１３

無級地 ０．９９８

寒冷補正（給与差）

４級地 ０．００６

３級地 ０．００８

２級地 ０．００８

１級地 ０．００９

無級地 ０．０００

３

　

都

市

計

画

費

都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
人
口

普通態容補正（種地）

Ａ Ｂ

Ⅰの地域

１０種地 特別区 ０．００００２０ ０．３９７０

指定都市 ０．００００２０ ０．４１５０

９種地 ０．００００２０ ０．４１５０

８種地 ０．００００４０ ０．３９７０

７種地 指定都市 ０．０００１６０ ０．２９５０

中核市 ０．０００１５０ ０．３０１５

施行時特例市 ０．０００１５０ ０．２９７５

その他の市町村 ０．０００１５０ ０．２８５５

６種地 指定都市 ０．０００５２０ ０．０２５０

中核市 ０．０００５２０ ０．０２４０

施行時特例市 ０．０００５２０ ０．０２００

その他の市町村 ０．０００５００ ０．０２３０

５種地 中核市 ０．０００５１０ ０．０３０５

施行時特例市 ０．０００５００ ０．０３３０

その他の市町村 ０．０００４９０ ０．０２９５

４種地 中核市 ０．０００２４０ ０．１７９０

施行時特例市 ０．０００２４０ ０．１７６０

その他の市町村 ０．０００２３０ ０．１７２５

３種地 ０．０００１３０ ０．２１７５

２種地 ０．０００１２７ ０．２１８６

１種地 ０．００００５０ ０．２３４０

Ⅱの地域

１０種地 中核市 ０．０００１６０ ０．２１９０

施行時特例市 ０．０００１６０ ０．２１６０

その他の市町村 ０．０００１６０ ０．２０５０

９種地 施行時特例市 ０．０００１００ ０．２７３０

その他の市町村 ０．０００１００ ０．２６２０

８種地 施行時特例市 ０．０００２００ ０．１８３０

その他の市町村 ０．０００１８０ ０．１９００

７種地 ０．０００４２０ －０．０１４０

６種地 ０．０００５２０ －０．０９４０

５種地 ０．０００４００ －０．００４０

４種地 ０．０００２９０ ０．０７３０

３種地 ０．０００２７０ ０．０８５０

２種地 ０．００００８７ ０．１７６６

１種地 ０．００００６９ ０．１８２９

普通態容補正（給与差等）

指定都市 中核市 施行時特例市 その他の市町村

１級地 ０．８６９ ０．８６５ ０．８５８ ０．８３３

２級地 ０．８４７ ０．８４４ ０．８３６ ０．８１２
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３級地 ０．８４１ ０．８３７ ０．８３０ ０．８０６

４級地 ０．８２４ ０．８２１ ０．８１４ ０．７９０

５級地 ０．８１４ ０．８１０ ０．８０３ ０．７８０

６級地 ０．７８７ ０．７８４ ０．７７８ ０．７５５

７級地 ０．７７２ ０．７６９ ０．７６２ ０．７４０

無級地 ０．７５３ ０．７５０ ０．７４４ ０．７２２

４

　

公

園

費

人

口

普通態容補正（種地）

Ａ Ｂ

Ⅰの地域

１０種地 ０．００２４８０ －１．３８３０

９種地 ０．００１５２０ －０．４７１０

８種地 ０．００１６００ －０．５４３０

７種地 ０．０００９９０ －０．０２４５

６種地 ０．０００６３０ ０．２４５５

５種地 ０．０００７３０ ０．１８０５

４種地 ０．０００７００ ０．１９７０

３種地 ０．０００５９０ ０．２４６５

２種地 ０．０００１０７ ０．４１５６

１種地 ０．００００９０ ０．４１９０

Ⅱの地域

１０種地 ０．００１３６０ －０．６０７０

９種地 ０．０００８８０ －０．１５１０

８種地 ０．０００６８０ ０．０２９０

７種地 ０．０００６８０ ０．０２９０

６種地 ０．０００３４０ ０．３０１０

５種地 ０．０００８８０ －０．１０４０

４種地 ０．０００７４０ －０．００６０

３種地 ０．０００５１０ ０．１３２０

２種地 ０．００００９３ ０．３４０５

１種地 ０．００００４０ ０．３５９０

普通態容補正（給与差等） ０．４８８

５

　

下

水

道

費

人

口

普通態容補正（種地）

Ａ Ｂ

Ⅰの地域

１０種地 ０．０３０８６０ －２６．８４８０

９種地 ０．０１５６４０ －１２．３８９０

８種地 ０．００００００ １．６８７０

７種地 ０．００１９４０ ０．０３８０

６種地 ０．００２６００ －０．４５７０

５種地 ０．００２１１０ －０．１３８５

４種地 ０．００１３６０ ０．２７４０

３種地 ０．００３１６０ －０．５３６０

２種地 ０．０００８７３ ０．２６４４

１種地 ０．００１７７０ ０．０８５０

Ⅱの地域

１０種地 ０．００１４００ ０．１６８０

９種地 ０．００３３２０ －１．６５６０

８種地 ０．００６６４０ －４．６４４０

７種地 ０．００９１００ －６．７３５０

６種地 ０．００００００ ０．５４５０

５種地 ０．００００００ ０．５４５０

４種地 ０．００１１４０ －０．２５３０

３種地 ０．００２２５０ －０．９１９０

２種地 ０．０００３２０ ０．０４６０

１種地 ０．０００１１４ ０．１１８１

普通態容補正（給与差等） ０．１１４

６

　

そ

の

人

口

段階補正

測定単位の数値が１００，０００人以上のもの

１００，０００人 １．００
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他
の
土
木
費

１００，０００人を超え２５０，０００人までの数 ０．７５

２５０，０００人を超え４００，０００人までの数 ０．６３

４００，０００人を超え１，０００，０００人までの数 ０．５８

１，０００，０００人を超える数 ０．５５

測定単位の数値が１００，０００人に満たないもの

その団体の数値 １．００

１００，０００人に満たない数が７０，０００人までの数 ０．１５

同上７０，０００人を超え８０，０００人までの数 －０．２１

同上８０，０００人を超え８８，０００人までの数 －０．０３

同上８８，０００人を超え９２，０００人までの数 －０．２４

同上９２，０００人を超える数 ０．２０

普通態容補正（種地）

大都市 中核市

Ａ Ｂ Ａ Ｂ

Ⅰの地域

１０種地 ａ ０．００００００ ０．６４６０ ― ―

ｂ ０．００００００ ０．６２８０ ― ―

９種地 ａ ０．００００００ ０．６４６０ ― ―

ｂ ０．００００００ ０．６２８０ ― ―

８種地 ａ ０．００００００ ０．６４６０ ― ―

ｂ ０．００００００ ０．６２８０ ― ―

７種地 ａ ０．０００３００ ０．３９１０ ― ―

ｂ ０．０００２９０ ０．３８１５ ― ―

ｃ ― ― ０．０００２９０ ０．

３

８

２

５

ｄ ― ― ０．０００２９０ ０．

３

７

２

５

６種地 ａ ０．０００６８０ ０．１０６０ ― ―

ｂ ０．０００６６０ ０．１０４０ ― ―

ｃ ― ― ０．０００６６０ ０．

１

０

５

０

ｄ ― ― ０．０００６５０ ０．

１

０

２

５

５種地 ｃ ― ― ０．０００６２０ ０．

１

３

１

０

ｄ ― ― ０．０００６１０ ０．

１

２

８

５

４種地 ｃ ― ― ０．０００１４０ ０．

３

９

５

０
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ｄ ― ― ０．０００１３０ ０．

３

９

２

５

３種地 ― ― ― ―

２種地 ― ― ― ―

１種地 ― ― ― ―

Ⅱの地域

１０種地 ｃ ― ― ０．０００４４０ ０．

１

２

８

０

ｄ ― ― ０．０００４４０ ０．

１

１

９

０

９種地 ｃ ― ― ０．０００３２０ ０．

２

４

２

０

ｄ ― ― ０．０００３２０ ０．

２

３

３

０

８種地 ｃ ― ― ０．０００１８０ ０．

３

６

８

０

ｄ ― ― ０．０００１８０ ０．

３

５

９

０

７種地 ｃ ― ― ０．０００４８０ ０．

１

１

３

０

ｄ ― ― ０．０００４６０ ０．

１

２

１

０

６種地 ― ― ― ―

５種地 ― ― ― ―

４種地 ― ― ― ―

３種地 ― ― ― ―

２種地 ― ― ― ―

１種地 ― ― ― ―

特例市 建築主事設置市

Ａ Ｂ Ａ Ｂ

Ⅰの地域

１０種地 ― ― ― ―

９種地 ― ― ― ―

８種地 ― ― ― ―

７種地 ０．０００２９０ ０．３６８５ ０．０００２８０ ０．

３

７

８

０
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６種地 ０．０００６５０ ０．９８５０ ０．０００６５０ ０．

１

０

０

５

５種地 ０．０００６００ ０．１３１０ ０．０００６１０ ０．

１

２

６

５

４種地 ０．０００１３０ ０．３８９５ ０．０００１３０ ０．

３

９

０

５

３種地 ― ― ０．００００５０ ０．

４

２

６

５

２種地 ― ― ０．０００２２０ ０．

３

６

７

０

１種地 ― ― ０．０００２１０ ０．

３

６

９

０

Ⅱの地域

１０種地 ０．０００４４０ ０．１１５０ ０．０００４４０ ０．

１

１

６

０

９種地 ０．０００３００ ０．２４８０ ０．０００３００ ０．

２

４

９

０

８種地 ０．０００１８０ ０．３５６０ ０．０００１８０ ０．

３

５

７

０

７種地 ０．０００４８０ ０．１０１０ ０．０００４８０ ０．

１

０

２

０

６種地 ― ― ０．０００４００ ０．

１

６

６

０

５種地 ― ― ０．０００３４０ ０．

２

１

１

０

４種地 ― ― ０．０００１８０ ０．

３

２

３

０
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３種地 ― ― ０．０００１１０ ０．

３

６

５

０

２種地 ― ― ０．０００１８０ ０．

３

３

０

０

１種地 ― ― ０．０００１２０ ０．

３

５

１

０

限定特定行政庁設置市町村 その他の市町村

Ａ Ｂ Ａ Ｂ

Ⅰの地域

１０種地 ― ― ― ―

９種地 ― ― ― ―

８種地 ― ― ― ―

７種地 ０．０００２６０ ０．３３３０ ０．０００２２０ ０．

２

８

８

０

６種地 ０．０００５８０ ０．０９３０ ０．０００５００ ０．

０

７

８

０

５種地 ０．０００５５０ ０．１１２５ ０．０００４７０ ０．

０

９

７

５

４種地 ０．０００１２０ ０．３４９０ ０．０００１００ ０．

３

０

１

０

３種地 ０．００００４０ ０．３８５０ ０．００００４０ ０．

３

２

８

０

２種地 ０．０００１９３ ０．３３１４ ０．０００１６７ ０．

２

８

３

６

１種地 ０．０００１９０ ０．３３２０ ０．０００１６０ ０．

２

８

５

０

Ⅱの地域

１０種地 ０．０００４００ ０．１０００ ０．０００３４０ ０．

０

８

９

０

９種地 ０．０００２８０ ０．２１４０ ０．０００２４０ ０．

１

８
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４

０

８種地 ０．０００１６０ ０．３２２０ ０．０００１４０ ０．

２

７

４

０

７種地 ０．０００４２０ ０．１０１０ ０．０００３６０ ０．

０

８

７

０

６種地 ０．０００３６０ ０．１４９０ ０．０００３２０ ０．

１

１

９

０

５種地 ０．０００３２０ ０．１７９０ ０．０００２６０ ０．

１

６

４

０

４種地 ０．０００１６０ ０．２９１０ ０．０００１４０ ０．

２

４

８

０

３種地 ０．００００９０ ０．３３３０ ０．００００８０ ０．

２

８

４

０

２種地 ０．０００１６７ ０．２９４６ ０．０００１４０ ０．

２

５

４

０

１種地 ０．０００１０３ ０．３１７０ ０．００００９１ ０．

２

７

１

１

（注１）　Ⅰの地域７種地ｃはⅠの地域７種地に区分される宅地造成等工事規制区域を包括する中核市を、Ⅰの地域７種地ｄはⅠの

地域７種地に区分されるその他の中核市を、Ⅰの地域６種地ｃはⅠの地域６種地に区分される宅地造成等工事規制区域を包括する

中核市を、Ⅰの地域６種地ｄはⅠの地域６種地に区分されるその他の中核市を、Ⅰの地域５種地ｃはⅠの地域５種地に区分される

宅地造成等工事規制区域を包括する中核市を、Ⅰの地域５種地ｄはⅠの地域５種地に区分されるその他の中核市を、Ⅰの地域４種

地ｃはⅠの地域４種地に区分される宅地造成等工事規制区域を包括する中核市を、Ⅰの地域４種地ｄはⅠの地域４種地に区分され

るその他の中核市を、Ⅱの地域１０種地ｃはⅡの地域１０種地に区分される宅地造成等工事規制区域を包括する中核市を、Ⅱの地

域１０種地ｄはⅡの地域１０種地に区分されるその他の中核市を、Ⅱの地域９種地ｃはⅡの地域９種地に区分される宅地造成等工

事規制区域を包括する中核市を、Ⅱの地域９種地ｄはⅡの地域９種地に区分されるその他の中核市を、Ⅱの地域８種地ｃはⅡの地

域８種地に区分される宅地造成等工事規制区域を包括する中核市を、Ⅱの地域８種地ｄはⅡの地域８種地に区分されるその他の中

核市を、Ⅱの地域７種地ｃはⅡの地域７種地に区分される宅地造成等工事規制区域を包括する中核市を、Ⅱの地域７種地ｄはⅡの

地域７種地に区分されるその他の中核市をいう。

（注２）　補正係数が１．０００未満となるものに係る補正係数は１．０００とする。

普通態容補正（給与差等）

大都市・宅造あり 大都市・宅造なし中核都市・宅造

あり

１級地 １．０２４ ０．９９６ ０．９９８

２級地 ０．９９８ ０．９７１ ０．９７３

３級地 ０．９９０ ０．９６３ ０．９６５

４級地 ０．９７１ ０．９４５ ０．９４６

５級地 ０．９５９ ０．９３３ ０．９３４

６級地 ０．９２８ ０．９０２ ０．９０４

７級地 ０．９０８ ０．８８４ ０．８８５

無級地 ０．８８７ ０．８６３ ０．８６４

中核都市・宅造なし 施行時特例市
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１級地 ０．９８１ ０．９７４

２級地 ０．９５６ ０．９５０

３級地 ０．９４９ ０．９４２

４級地 ０．９３０ ０．９２４

５級地 ０．９１９ ０．９１２

６級地 ０．８８９ ０．８８３

７級地 ０．８７０ ０．８６４

無級地 ０．８５０ ０．８４４

建築主事設置市 限定特定行政庁設

置市町村

その他の市町村

１級地 ０．９７７ ０．８７８ ０．７５３

２級地 ０．９５２ ０．８５６ ０．７３４

３級地 ０．９４４ ０．８４９ ０．７２８

４級地 ０．９２６ ０．８３３ ０．７１４

５級地 ０．９１４ ０．８２２ ０．７０５

６級地 ０．８８５ ０．７９５ ０．６８２

７級地 ０．８６６ ０．７７９ ０．６６８

無級地 ０．８４６ ０．７６０ ０．６５２

三

　

教

育

費

１

　

小

学

校

費

学

級

数

普通態容補正（給与差等）

１級地 １．０４８

２級地 １．０３９

３級地 １．０３６

４級地 １．０２９

５級地 １．０２５

６級地 １．０１４

７級地 １．００７

無級地 ０．９９９

寒冷補正

給与差 寒冷度 積雪度

４級地 ０．００４ ０．５６６ ０．７２３

３級地 ０．００６ ０．３７４ ０．３２９

２級地 ０．００６ ０．２５０ ０．１３１

１級地 ０．００６ ０．１４９ ０．０６６

無級地 ０．０００ ０．０００ ０．０００

２

　

中

学

校

費

学

級

数

普通態容補正（給与差等）

１級地 １．０４６

２級地 １．０３７

３級地 １．０３５

４級地 １．０２８

５級地 １．０２４

６級地 １．０１３

７級地 １．００７

無級地 ０．９９９

寒冷補正

給与差 寒冷度 積雪度

４級地 ０．００４ ０．５７６ ０．７５５

３級地 ０．００５ ０．３８０ ０．３４３

２級地 ０．００６ ０．２５４ ０．１３７

１級地 ０．００６ ０．１５２ ０．０６８

無級地 ０．０００ ０．０００ ０．０００

３

　

高

等

学

校

費

教

職

員

数

種別補正

全日制 １．００

定時制

指定都市 １．２２

その他の市町村 ０．９６

通信制 １．２５
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普通態容補正（給与差等）

１級地 １．１４６

２級地 １．１１８

３級地 １．１１０

４級地 １．０８８

５級地 １．０７６

６級地 １．０４２

７級地 １．０２１

無級地 ０．９９７

寒冷補正（給与差）

４級地 ０．０１１

３級地 ０．０１４

２級地 ０．０１４

１級地 ０．０１６

無級地 ０．０００

生

徒

数

種別補正

区分 全 日

制

定時制 別科・専攻科

独立校 併設校

指定都市立 その他の市町村

立

指定都市立 その他の市町

村立

職業科 その他

普 通

科等

１ ．

００

２．０７ １．７１ １．６０ １．４０ ― ―

商 業

科等

１ ．

１２

２．０８ １．７２ １．６９ １．４９ ― ―

衛 生

看 護

科等

２ ．

４８

３．４４ ３．２４ ２．８２ ２．６２ ― ―

農 業

に 関

す る

学科

２ ．

５８

３．７６ ３．３７ ２．７７ ２．５５ ― ―

工 業

に 関

す る

学 科

及 び

情 報

に 関

す る

学科

２ ．

１７

３．６５ ３．２８ ２．７７ ２．５７ ― ―

水 産

に 関

す る

学科

６ ．

６５

― ― ― ― ― ―

別

科 ・

専 攻

科

― ― ― ― ― ４．０３ １ ．

１２

普通態容補正（給与差等）

１級地 １．０１３

２級地 １．０１０

３級地 １．００９

４級地 １．００８

５級地 １．００６

６級地 １．００４

７級地 １．００２

無級地 １．０００

寒冷補正

給与差 寒冷度 積雪度

４級地 ０．００２ ０．２４２ ０．３１１

３級地 ０．００２ ０．１６０ ０．１４１

２級地 ０．００２ ０．１０７ ０．０５７

１級地 ０．００２ ０．０６４ ０．０２８

無級地 ０．０００ ０．０００ ０．０００
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４

　

そ

の

他

の

教

育

費

人

口

段階補正

測定単位の数値が１００，０００人以上のもの

１００，０００人 １．００

１００，０００人を超え２５０，０００人までの数 ０．７２

２５０，０００人を超え４００，０００人までの数 ０．７５

４００，０００人を超え１，０００，０００人までの数 ０．７５

１，０００，０００人を超える数 ０．７０

測定単位の数値が１００，０００人に満たないもの

その団体の数値 １．００

１００，０００人に満たない数が７０，０００人までの数 ０．１４

同上７０，０００人を超え８０，０００人までの数 ０．０２

同上８０，０００人を超え８８，０００人までの数 －０．２７

同上８８，０００人を超え９２，０００人までの数 －０．４４

同上９２，０００人を超える数 －０．４３

密度補正Ⅰ

その団体の人口密度が４５０人以上のもの

その団体の密度 １．００

その団体の人口密度が４５０人に満たないもの

その団体の密度 １．００

４５０人に満たない数が１５０人までの数 ０．３０

同上１５０人を超え３００人までの数 －０．０５

同上３００人を超え３５０人までの数 －０．１９

同上３５０人を超え４００人までの数 －０．１８

同上４００人を超える数 －０．３０

密度補正Ⅳ

その団体の人口密度が４５０人以上のもの

その団体の密度 １．００

その団体の人口密度が４５０人に満たないもの

その団体の密度 １．００

４５０人に満たない数が１５０人までの数 ０．０６

同上１５０人を超え３００人までの数 －０．０１

同上３００人を超え３５０人までの数 ０．００

同上３５０人を超え４００人までの数 －０．０２

同上４００人を超える数 －０．０７

普通態容補正（種地）

Ａ Ｂ

Ⅰの地域

１０種地 特別区 ０．０００４００ ０．３４４０

指定都市 ０．０００４２０ ０．３７００

９種地 ０．０００２２０ ０．５６００

８種地 ０．０００２４０ ０．５４２０

７種地 指定都市 ０．０００２３０ ０．５５０５

中核市 ０．０００２２０ ０．５４００

その他の市町村 ０．０００２１０ ０．５２３５

６種地 指定都市 ０．０００６３０ ０．２５０５

中核市 ０．０００６２０ ０．２４００

その他の市町村 ０．０００６００ ０．２３１０

５種地 中核市 ０．０００４９０ ０．３２４５

その他の市町村 ０．０００４７０ ０．３１５５

４種地 中核市 ０．０００８１０ ０．１４８５

その他の市町村 ０．０００７８０ ０．１４５０

３種地 ０．０００１７０ ０．４１９５

２種地 ０．０００３００ ０．３７４０

１種地 ０．０００２４０ ０．３８６０

Ⅱの地域

１０種地 中核市 ０．０００２２０ ０．４４７０

その他の市町村 ０．０００２００ ０．４４４０

９種地 中核市 ０．０００７４０ －０．０４７０

その他の市町村 ０．０００７２０ －０．０５００

８種地 中核市 ０．０００７４０ －０．０４７０
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その他の市町村 ０．０００７２０ －０．０５００

７種地 中核市 ０．０００７８０ －０．０８１０

その他の市町村 ０．０００７４０ －０．０６７０

６種地 中核市 ０．０００３２０ ０．２８７０

その他の市町村 ０．０００３２０ ０．２６９０

５種地 中核市 ０．０００２８０ ０．３１７０

その他の市町村 ０．０００２６０ ０．３１４０

４種地 中核市 ０．０００４２０ ０．２１９０

その他の市町村 ０．０００４１０ ０．２０９０

３種地 中核市 ０．０００４００ ０．２３１０

その他の市町村 ０．０００３９０ ０．２２１０

２種地 中核市 ０．０００３９３ ０．２３４５

その他の市町村 ０．０００３８０ ０．２２６０

１種地 中核市 ０．０００１２０ ０．３３００

その他の市町村 ０．０００１１４ ０．３１９１

普通態容補正（給与差等）

指定都市 中核市 その他の市町村

１級地 ０．６１６ ０．６００ ０．５８０

２級地 ０．６００ ０．５８５ ０．５６５

３級地 ０．５９６ ０．５８１ ０．５６１

４級地 ０．５８４ ０．５６９ ０．５５０

５級地 ０．５７７ ０．５６２ ０．５４３

６級地 ０．５５９ ０．５４４ ０．５２６

７級地 ０．５４７ ０．５３３ ０．５１５

無級地 ０．５３３ ０．５２０ ０．５０２

普通態容補正Ⅱ（給与差等）

小学校 中学校 特別支援学校

１級地 １．１４６ １．１４５ １．１４７

２級地 １．１１８ １．１１７ １．１１９

３級地 １．１１０ １．１０９ １．１１０

４級地 １．０８８ １．０８８ １．０８９

５級地 １．０７６ １．０７５ １．０７６

６級地 １．０４２ １．０４１ １．０４２

７級地 １．０２１ １．０２１ １．０２１

無級地 ０．９９７ ０．９９７ ０．９９７

四

　

厚

生

費

１

　

生

活

保

護

費

市

部

人

口

段階補正

測定単位の数値が１００，０００人以上のもの

１００，０００人 １．００

１００，０００人を超え２５０，０００人までの数 ０．９９

２５０，０００人を超え４００，０００人までの数 ０．９７

４００，０００人を超え１，０００，０００人までの数 ０．９８

１，０００，０００人を超える数 ０．９８

測定単位の数値が１００，０００人に満たないもの

その団体の数値 １．００

１００，０００人に満たない数が７０，０００人までの数 ０．０３

同上７０，０００人を超え８０，０００人までの数 ０．１１

同上８０，０００人を超え８８，０００人までの数 ０．０７

同上８８，０００人を超え９２，０００人までの数 ０．０６

同上９２，０００人を超える数 －０．２３

密度補正

Ⅰの地域

１０種地 １．０３５

９種地 １．０２８

８種地 １．０２１

７種地 １．０１３

６種地 ０．９８９

５種地 ０．９６０

４種地 ０．９２１

３種地 ０．９０４

２種地 ０．８９６
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１種地 ０．８９１

Ⅱの地域

１０種地 １．０２７

９種地 １．０１６

８種地 ０．９９５

７種地 ０．９４５

６種地 ０．９２１

５種地 ０．９１７

４種地 ０．９０２

３種地 ０．８８８

２種地 ０．８８５

１種地 ０．８８５

普通態容補正（給与差等）

指定都市 中核市 特別区及びその

他の市町村

１級地 １．０３３ １．０３３ １．０３１

２級地 １．０２７ １．０２７ １．０２５

３級地 １．０２５ １．０２５ １．０２３

４級地 １．０２０ １．０２０ １．０１８

５級地 １．０１８ １．０１８ １．０１６

６級地 １．０１１ １．０１１ １．００９

７級地 １．００６ １．００６ １．００４

無級地 １．００１ １．００１ ０．９９９

寒冷補正Ⅰ（給与差）

４級地 ０．００２

３級地 ０．００３

２級地 ０．００３

１級地 ０．００４

無級地 ０．０００

寒冷補正Ⅱ（寒冷度）

１区 ０．０１６

２区 ０．０１０

３区 ０．００７

４区 ０．００６

５区 ０．００２

６区 ０．０００

２

　

社

会

福

祉

費

人

口

段階補正

測定単位の数値が１００，０００人以上のもの

１００，０００人 １．００

１００，０００人を超え２５０，０００人までの数 ０．９２

２５０，０００人を超え４００，０００人までの数 ０．９０

４００，０００人を超え１，０００，０００人までの数 ０．９０

１，０００，０００人を超える数 ０．９０

測定単位の数値が１００，０００人に満たないもの

その団体の数値 １．００

１００，０００人に満たない数が７０，０００人までの数 ０．０３

同上７０，０００人を超え８０，０００人までの数 －０．０２

同上８０，０００人を超え８８，０００人までの数 －０．０４

同上８８，０００人を超え９２，０００人までの数 ０．０２

同上９２，０００人を超える数 －０．０２

普通態容補正（種地）

市及び福祉事務所設置町村 その他の町村

Ａ Ｂ Ａ Ｂ

Ⅰの地域

１０種地 指定都市 ０．００００００ １．１２２０ ― ―

特別区 ０．００００００ ０．９６８０ ― ―

９種地 ０．００００００ １．１２２０ ― ―

８種地 ０．００００００ １．１２２０ ― ―

７種地 指定都市 ０．００００４０ １．０８８０ ― ―

中核市 ０．００００３０ ０．９６６５ ― ―
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児相中核市 ０．００００３０ １．０９１５ ― ―

その他の市町村 ０．００００３０ ０．９４２５ ０．００００３０ ０．

８

６

１

５

６種地 指定都市 ０．００００８０ １．０５８０ ― ―

中核市 ０．００００７０ ０．９３６５ ― ―

児相中核市 ０．００００８０ １．０５４０ ― ―

その他の市町村 ０．００００７０ ０．９１２５ ０．００００６０ ０．

８

３

９

０

５種地 中核市 ０．００００３０ ０．９６２５ ― ―

その他の市町村 ０．００００３０ ０．９３８５ ０．００００３０ ０．

８

５

８

５

４種地 中核市 ０．００００５０ ０．９５１５ ― ―

その他の市町村 ０．００００５０ ０．９２７５ ０．００００５０ ０．

８

４

７

５

３種地 ０．００００００ ０．９５００ ０．００００００ ０．

８

７

０

０

２種地 ０．００００００ ０．９５００ ０．００００００ ０．

８

７

０

０

１種地 ０．００００００ ０．９５００ ０．００００００ ０．

８

７

０

０

Ⅱの地域

１０種地 中核市 ０．００００００ ０．９８６０ ― ―

その他の市町村 ０．００００００ ０．９６２０ ０．００００００ ０．

８

８

１

０

９種地 中核市 ０．００００００ ０．９８６０ ― ―

その他の市町村 ０．００００００ ０．９６２０ ０．００００００ ０．

８

８

１

０

８種地 ０．００００６０ ０．９０８０ ０．００００６０ ０．

８

２

７

０

７種地 ０．００００００ ０．９５９０ ０．００００００ ０．

８

７

８

０

６種地 ０．００００４０ ０．９２７０ ０．００００２０ ０．

８
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６

２

０

５種地 ０．００００４０ ０．９２７０ ０．００００４０ ０．

８

４

７

０

４種地 ０．００００５０ ０．９２００ ０．００００５０ ０．

８

４

０

０

３種地 ０．００００００ ０．９５００ ０．００００００ ０．

８

７

０

０

２種地 ０．００００００ ０．９５００ ０．００００００ ０．

８

７

０

０

１種地 ０．００００００ ０．９５００ ０．００００００ ０．

８

７

０

０

普通態容補正（給与差等）

指定都市 中核市 児童相談所設置市 特別区、市及び福

祉事務所設置町村

その他の町

村

１級地 ０．０６７ ０．０５９ ０．０６７ ０．０５８ ０．０５３

２級地 ０．０６５ ０．０５７ ０．０６５ ０．０５６ ０．０５１

３級地 ０．０６５ ０．０５７ ０．０６５ ０．０５６ ０．０５１

４級地 ０．０６４ ０．０５６ ０．０６３ ０．０５５ ０．０５０

５級地 ０．０６３ ０．０５５ ０．０６２ ０．０５４ ０．０４９

６級地 ０．０６０ ０．０５３ ０．０６０ ０．０５２ ０．０４８

７級地 ０．０５９ ０．０５２ ０．０５９ ０．０５１ ０．０４７

無級地 ０．０５８ ０．０５１ ０．０５８ ０．０５０ ０．０４６

３

　

保

健

衛

生

費

人

口

段階補正

測定単位の数値が１００，０００人以上のもの

１００，０００人 １．００

１００，０００人を超え２５０，０００人までの数 ０．８８

２５０，０００人を超え４００，０００人までの数 ０．８７

４００，０００人を超え１，０００，０００人までの数 ０．８７

１，０００，０００人を超える数 ０．８７

測定単位の数値が１００，０００人に満たないもの

その団体の数値 １．００

１００，０００人に満たない数が７０，０００人までの数 ０．０６

同上７０，０００人を超え８０，０００人までの数 ０．０８

同上８０，０００人を超え８８，０００人までの数 ０．１４

同上８８，０００人を超え９２，０００人までの数 ０．２０

同上９２，０００人を超える数 ０．２８

普通態容補正（種地）

指定都市、特別区、中核市及び保健所設

置市

その他の市町村

Ａ Ｂ Ａ Ｂ

Ⅰの地域

１０種地 特別区 ０．０００８６０ ０．４３１０ ― ―

指定都市 ０．００１１２０ ０．５４２０ ― ―

９種地 ０．０００６４０ ０．９９８０ ― ―
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８種地 ０．０００６２０ １．０１６０ ― ―

７種地 指定都市 ０．０００７８０ ０．８８００ ０．０００４９０ ０．

５

５

５

５

中核市 ０．０００６１０ ０．６９１５ ― ―

保健所設置市 ０．０００６００ ０．６８８０ ― ―

６種地 指定都市 ０．０００５７０ １．０３７５ ０．０００３６０ ０．

６

５

３

０

中核市 ０．０００４５０ ０．８１１５ ― ―

保健所設置市 ０．０００４４０ ０．８０８０ ― ―

５種地 中核市 ０．０００４１０ ０．８３７５ ０．０００３３０ ０．

６

７

２

５

保健所設置市 ０．０００４１０ ０．８２７５ ― ―

４種地 中核市 ０．０００２６０ ０．９２００ ０．０００２１０ ０．

７

３

８

５

保健所設置市 ０．０００２６０ ０．９１００ ― ―

３種地 ０．０００１８０ ０．９４６０ ０．０００１５０ ０．

７

６

５

５

２種地 ０．０００１０７ ０．９７１６ ０．００００８７ ０．

７

８

７

６

１種地 ０．０００１３０ ０．９６７０ ０．０００１００ ０．

７

８

５

０

Ⅱの地域

１０種地 中核市 ０．０００４８０ ０．６７２０ ０．０００３８０ ０．

５

４

５

０

保健所設置市 ０．０００４８０ ０．６６１０ ― ―

９種地 中核市 ０．０００３８０ ０．７６７０ ０．０００３００ ０．

６

２

１

０

保健所設置市 ０．０００３６０ ０．７７５０ ― ―

８種地 中核市 ０．０００４２０ ０．７３１０ ０．０００３４０ ０．

５

８

５

０

保健所設置市 ０．０００４２０ ０．７２１０ ― ―

７種地 中核市 ０．０００４２０ ０．７３１０ ０．０００３４０ ０．

５

８
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５

０

保健所設置市 ０．０００４２０ ０．７２１０ ― ―

６種地 ０．０００２８０ ０．８３３０ ０．０００２２０ ０．

６

８

１

０

５種地 ０．０００３２０ ０．８０３０ ０．０００２６０ ０．

６

５

１

０

４種地 ０．０００２７０ ０．８３８０ ０．０００２２０ ０．

６

７

９

０

３種地 ０．０００１７０ ０．８９８０ ０．０００１４０ ０．

７

２

７

０

２種地 ０．０００２００ ０．８８３０ ０．０００１６０ ０．

７

１

７

０

１種地 ０．０００１６０ ０．８９７０ ０．０００１３１ ０．

７

２

７

１

普通態容補正（給与差等）

指定都市 中核市 保健所設置市 その他の市町村

１級地 ０．３０５ ０．２３９ ０．２３７ ０．１９２

２級地 ０．２９７ ０．２３３ ０．２３１ ０．１８７

３級地 ０．２９５ ０．２３２ ０．２２９ ０．１８６

４級地 ０．２８９ ０．２２７ ０．２２４ ０．１８２

５級地 ０．２８６ ０．２２４ ０．２２２ ０．１８０

６級地 ０．２７６ ０．２１７ ０．２１５ ０．１７４

７級地 ０．２７１ ０．２１３ ０．２１１ ０．１７１

無級地 ０．２６３ ０．２０７ ０．２０５ ０．１６６

経常態容補正Ⅱ

１　合併関係市町村の人口段階による補正率

Ａ Ｂ

４，０００人までの数 １．１０ ２，２４０

４，０００人を超え８，０００人までの数 ０．３４ ５，２８０

８，０００人を超え１２，０００人までの数 ０．１７ ６，６４０

１２，０００人を超え２０，０００人までの数 ０．１９ ６，４００

２０，０００人を超え３０，０００人までの数 ０．２１ ６，０００

３０，０００人を超え５０，０００人までの数 ０．００ １２，３００

２　本庁からの距離段階による補正率

Ａ Ｂ

１６キロメートルまでの数 ０．０００００ １．００

１６キロメートルを超え２４キロメートルまでの数 ０．０３０７５ ０．５１

２４キロメートルを超え３２キロメートルまでの数 ０．０５３００ －０．０３

３２キロメートルを超え４８キロメートルまでの数 ０．００２１９ １．６０

４８キロメートルを超える数 ０．０１１００ １．１８

４
　
高
齢
者
保
健
福

六

十

五

歳

以

上

段階補正

測定単位の数値が３１，０００人以上のもの

３１，０００人 １．００
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祉

費

人
口

３１，０００人を超え７８，０００人までの数 ０．８４

７８，０００人を超え１３０，０００人までの数 ０．８４

１３０，０００人を超え３２０，０００人までの数 ０．８５

３２０，０００人を超える数 ０．８３

測定単位の数値が３１，０００人に満たないもの

その団体の数値 １．００

３１，０００人に満たない数が２１，４００人までの数 ０．０２

同上２１，４００人を超え２４，７００人までの数 ０．０７

同上２４，７００人を超え２７，３００人までの数 ０．０２

同上２７，３００人を超え２８，４００人までの数 ０．０６

同上２８，４００人を超える数 －０．０４

普通態容補正（種地）

指定都市 中核市

Ａ Ｂ Ａ Ｂ

Ⅰの地域

１０種地 ０．０００２８０ ０．７５２０ ０．０００２８００．７５２０

９種地 ０．０００２８０ ０．７５２０ ０．０００２８００．７５２０

８種地 ０．０００２００ ０．８２４０ ０．０００２０００．８２４０

７種地 ０．０００１６０ ０．８５８０ ０．０００１６００．８５８０

６種地 ０．０００１５０ ０．８６５５ ０．０００１５００．８６５５

５種地 ０．０００１４０ ０．８７２０ ０．０００１４００．８７２０

４種地 ０．０００１４０ ０．８７２０ ０．０００１４００．８７２０

３種地 ０．００００４０ ０．９１７０ ０．００００４００．９１７０

２種地 ０．０００１５３ ０．８７７４ ０．０００１５３０．８７７４

１種地 ０．０００１２０ ０．８８４０ ０．０００１２００．８８４０

Ⅱの地域

１０種地 ０．０００５８０ ０．４１９０ ０．０００５８００．４１９０

９種地 ０．０００１４０ ０．８３７０ ０．０００１４００．８３７０

８種地 ０．０００１６０ ０．８１９０ ０．０００１６００．８１９０

７種地 ０．０００１６０ ０．８１９０ ０．０００１６００．８１９０

６種地 ０．０００１４０ ０．８３５０ ０．０００１４００．８３５０

５種地 ０．０００１００ ０．８６５０ ０．０００１０００．８６５０

４種地 ０．０００１００ ０．８６５０ ０．０００１０００．８６５０

３種地 ０．００００８０ ０．８７７０ ０．００００８００．８７７０

２種地 ０．０００１３３ ０．８５０５ ０．０００１３３０．８５０５

１種地 ０．００００８０ ０．８６９０ ０．００００８００．８６９０

指定都市・中核市以外の市町村及び特別区

Ａ Ｂ

Ⅰの地域

１０種地 ０．０００２８０ ０．７２１０

９種地 ０．０００２６０ ０．７４００

８種地 ０．０００２００ ０．７９４０

７種地 ０．０００１５０ ０．８３６５

６種地 ０．０００１５０ ０．８３６５

５種地 ０．０００１４０ ０．８４３０

４種地 ０．０００１３０ ０．８４８５

３種地 ０．００００４０ ０．８８９０

２種地 ０．０００１４７ ０．８５１６

１種地 ０．０００１２０ ０．８５７０

Ⅱの地域

１０種地 ０．０００５６０ ０．４０９０

９種地 ０．０００１４０ ０．８０８０

８種地 ０．０００１６０ ０．７９００

７種地 ０．０００１４０ ０．８０７０

６種地 ０．０００１４０ ０．８０７０

５種地 ０．０００１００ ０．８３７０

４種地 ０．０００１００ ０．８３７０

３種地 ０．００００８０ ０．８４９０

２種地 ０．０００１２７ ０．８２５６

１種地 ０．００００８０ ０．８４２０

普通態容補正（給与差等）

指定都市 中核市 その他の市町村

１級地 ０．１１０ ０．１１０ ０．１０７

２級地 ０．１０７ ０．１０７ ０．１０４
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３級地 ０．１０７ ０．１０７ ０．１０４

４級地 ０．１０４ ０．１０４ ０．１０１

５級地 ０．１０３ ０．１０３ ０．１００

６級地 ０．１００ ０．１００ ０．０９７

７級地 ０．０９８ ０．０９８ ０．０９５

無級地 ０．０９６ ０．０９６ ０．０９３

５

　

清

掃

費

人

口

密度補正Ⅰ

その団体の人口密度が４５０人以上のもの

その団体の密度 １．００

その団体の人口密度が４５０人に満たないもの

その団体の密度 １．００

４５０人に満たない数が１５０人までの数 ０．１９

同上１５０人を超え３００人までの数 －０．０９

同上３００人を超え３５０人までの数 －０．０２

同上３５０人を超え４００人までの数 －０．０１

同上４００人を超える数 －０．１２

普通態容補正（種地）

Ａ Ｂ

Ⅰの地域

１０種地 ａ ０．００５１６０ －３．５７００

ｂ ０．００５１６０ －３．５７００

９種地 ０．０００９００ ０．４７７０

８種地 ０．０００９８０ ０．４０５０

７種地 ０．０００８１０ ０．５４９５

６種地 ０．００１８６０ －０．２３８０

５種地 ０．００１９９０ －０．３２２５

４種地 ０．０００８５０ ０．３０４５

３種地 ０．０００２９０ ０．５５６５

２種地 ０．０００５０７ ０．４８０６

１種地 ０．０００５８０ ０．４６６０

Ⅱの地域

１０種地 ０．０００４８０ ０．８２８０

９種地 ０．００２５６０ －１．１４８０

８種地 ０．００２０６０ －０．６９８０

７種地 ０．００１９８０ －０．６３００

６種地 ０．００２２４０ －０．８３８０

５種地 ０．０００８８０ ０．１８２０

４種地 ０．００１５００ －０．２５２０

３種地 ０．０００５５０ ０．３１８０

２種地 ０．０００９６７ ０．１０９６

１種地 ０．０００４６９ ０．２８３９

普通態容補正（給与差等） ０．２０６

五

　

産

業

経

済

費

１

　

農

業

行

政

費

農

家

数

段階補正

測定単位の数値が２，５００戸以上のもの

２，５００戸 １．００

２，５００戸を超え３，５００戸までの数 ０．７６

３，５００戸を超え５，０００戸までの数 ０．８３

５，０００戸を超え６，５００戸までの数 ０．７０

６，５００戸を超える数 ０．７８

測定単位の数値が２，５００戸に満たないもの

その団体の数値 １．００

２，５００戸に満たない数が１，１００戸までの数 ０．１０

同上１，１００戸を超え１，６００戸までの数 ０．３８

同上１，６００戸を超え２，０５０戸までの数 －０．１０

同上２，０５０戸を超える数 －０．４３

普通態容補正Ⅰ（給与差等）

１級地 １．０８３
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２級地 １．０６７

３級地 １．０６２

４級地 １．０５０

５級地 １．０４３

６級地 １．０２４

７級地 １．０１２

無級地 ０．９９８

普通態容補正Ⅱ

５級地 １．３８

４級地 １．３０

３級地 １．１２

２級地 １．０９

１級地 １．０６

無級地 １．００

寒冷補正（給与差）

４級地 ０．００７

３級地 ０．００８

２級地 ０．００８

１級地 ０．０１０

無級地 ０．０００

２

　

林

野

水

産

行

政

費

林

業

及

び

水

産

業

の

従

業

者

数

普通態容補正Ⅰ

１級地 １．０１７

２級地 １．０１３

３級地 １．０１２

４級地 １．０１０

５級地 １．００９

６級地 １．００５

７級地 １．００３

無級地 １．０００

普通態容補正Ⅱ

５級地 １．６０

４級地 １．４８

３級地 １．３６

２級地 １．２４

１級地 １．１２

無級地 １．００

寒冷補正（給与差）

４級地 ０．００１

３級地 ０．００２

２級地 ０．００２

１級地 ０．００２

無級地 ０．０００

３

　

商

工

行

政

費

人

口

段階補正

測定単位の数値が１００，０００人以上のもの

１００，０００人 １．００

１００，０００人を超え２５０，０００人までの数 ０．７４

２５０，０００人を超え４００，０００人までの数 ０．７０

４００，０００人を超え１，０００，０００人までの数 ０．７５

１，０００，０００人を超える数 ０．７５

測定単位の数値が１００，０００人に満たないもの

その団体の数値 １．００

１００，０００人に満たない数が７０，０００人までの数 ０．１８

同上７０，０００人を超え８０，０００人までの数 ０．２５

同上８０，０００人を超え８８，０００人までの数 －０．２５

同上８８，０００人を超え９２，０００人までの数 －０．２９
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同上９２，０００人を超える数 －０．４３

普通態容補正（種地）

中小企業支援市 計量市

Ａ Ｂ Ａ Ｂ

Ⅰの地域

１０種地 ０．００４４６０ －２．９８１０ ０．００４２２０－２．８２００

９種地 ０．００４０４０ －２．５８２０ ０．００３８２０－２．４４００

８種地 ０．００４０２０ －２．５６４０ ０．００３８２０－２．４４００

７種地 ０．０００４２０ ０．４９６０ ０．０００３９００．４７５５

６種地 ０．０００８６０ ０．１６６０ ０．０００８１００．１６０５

５種地 ０．０００５６０ ０．３６１０ ０．０００５３００．３４２５

４種地 ０．０００６５０ ０．３１１５ ０．０００６２００．２９３０

３種地 ０．０００２４０ ０．４９６０ ０．０００２２００．４７３０

２種地 ０．０００１６０ ０．５２４０ ０．０００１６００．４９４０

１種地 ０．０００２２０ ０．５１２０ ０．０００２１００．４８４０

Ⅱの地域

１０種地 ０．００００００ ０．６０４０ ０．０００００００．５７２０

９種地 ０．００００００ ０．６０４０ ０．０００００００．５７２０

８種地 ０．００００００ ０．６０４０ ０．０００００００．５７２０

７種地 ０．００００００ ０．６０４０ ０．０００００００．５７２０

６種地 ０．００００００ ０．６０４０ ０．０００００００．５７２０

５種地 ０．００００２０ ０．５８９０ ０．００００２００．５５７０

４種地 ０．０００３００ ０．３９３０ ０．０００２８００．３７５０

３種地 ０．０００３６０ ０．３５７０ ０．０００３４００．３３９０

２種地 ０．０００４６７ ０．３０３６ ０．０００４４７０．２８５６

１種地 ０．０００２５７ ０．３７７０ ０．０００２４６０．３５６０

その他の市町村

Ａ Ｂ

Ⅰの地域

１０種地 ０．００３８２０ －２．５５４０

９種地 ０．００３４６０ －２．２１２０

８種地 ０．００３４４０ －２．１９４０

７種地 ０．０００３６０ ０．４２４０

６種地 ０．０００７３０ ０．１４６５

５種地 ０．０００４８０ ０．３０９０

４種地 ０．０００５６０ ０．２６５０

３種地 ０．０００２００ ０．４２７０

２種地 ０．０００１４０ ０．４４８０

１種地 ０．０００１９０ ０．４３８０

Ⅱの地域

１０種地 ０．００００００ ０．５１７０

９種地 ０．００００００ ０．５１７０

８種地 ０．００００００ ０．５１７０

７種地 ０．００００００ ０．５１７０

６種地 ０．００００００ ０．５１７０

５種地 ０．００００２０ ０．５０２０

４種地 ０．０００２５０ ０．３４１０

３種地 ０．０００３１０ ０．３０５０

２種地 ０．０００４００ ０．２６００

１種地 ０．０００２２３ ０．３２２０

普通態容補正（給与差等）

中小企業支援市 計量市 その他の市町村

１級地 ０．６４９ ０．６１５ ０．５５６

２級地 ０．６３３ ０．５９９ ０．５４２

３級地 ０．６２８ ０．５９５ ０．５３８

４級地 ０．６１６ ０．５８３ ０．５２７

５級地 ０．６０９ ０．５７６ ０．５２１

６級地 ０．５８９ ０．５５７ ０．５０４

７級地 ０．５７７ ０．５４６ ０．４９４

無級地 ０．５６３ ０．５３３ ０．４８２

六

　

総

務

費

１

　

徴

税

費

世

帯

数

段階補正

測定単位の数値が４４，０００世帯以上のもの

４４，０００世帯 １．００
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４４，０００世帯を超え１２７，０００世帯までの数 ０．４８

１２７，０００世帯を超え３７７，０００世帯までの数 ０．５７

３７７，０００世帯を超える数 ０．５８

測定単位の数値が４４，０００世帯に満たないもの

その団体の数値 １．００

４４，０００世帯に満たない数が３０，５００世帯までの数 ０．１２

同上３０，５００世帯を超え４０，９００世帯までの数 ０．１３

同上４０，９００世帯を超える数 －０．６８

密度補正

その団体の人口密度が４５０人以上のもの

その団体の密度 １．００

その団体の人口密度が４５０人に満たないもの

その団体の密度 １．００

４５０人に満たない数が１５０人までの数 ０．２０

同上１５０人を超え３００人までの数 ０．０１

同上３００人を超え３５０人までの数 －０．０４

同上３５０人を超え４００人までの数 －０．２２

同上４００人を超える数 －０．３６

普通態容補正（給与差等）

１級地 １．０９６

２級地 １．０７７

３級地 １．０７２

４級地 １．０５８

５級地 １．０４９

６級地 １．０２７

７級地 １．０１４

無級地 ０．９９８

２

　

戸

籍

住

民

基

本

台

帳

費

戸

籍

数

段階補正

測定単位の数値が４１，０００籍以上のもの

４１，０００籍 １．００

４１，０００籍を超え５８，０００籍までの数 ０．８４

５８，０００籍を超え１１９，０００籍までの数 ０．８３

１１９，０００籍を超え３５７，０００籍までの数 ０．７２

３５７，０００籍を超える数 ０．７７

測定単位の数値が４１，０００籍に満たないもの

その団体の数値 １．００

４１，０００籍に満たない数が１７，２００籍までの数 ０．１０

同上１７，２００籍を超え２９，１００籍までの数 －０．０３

同上２９，１００籍を超え３５，２００籍までの数 ０．０１

同上３５，２００籍を超え３７，４００籍までの数 －０．０３

同上３７，４００籍を超える数 －０．２８

密度補正

その団体の人口密度が４００人以上のもの

その団体の密度 １．００

その団体の人口密度が４００人に満たないもの

その団体の密度 １．００

４００人に満たない数が１００人までの数 ０．１１

同上１００人を超え２００人までの数 ０．０４

同上２００人を超え２５０人までの数 －０．０１

同上２５０人を超え３００人までの数 －０．０４

同上３００人を超え３５０人までの数 －０．１０

同上３５０人を超える数 －０．１４

普通態容補正（給与差等）

１級地 １．１３０

２級地 １．１０５

３級地 １．０９８

４級地 １．０７９

５級地 １．０６７

６級地 １．０３７

375



７級地 １．０１９

無級地 ０．９９７

世

帯

数

段階補正

測定単位の数値が４４，０００世帯以上のもの

４４，０００世帯 １．００

４４，０００世帯を超え６３，０００世帯までの数 ０．６４

６３，０００世帯を超え１２７，０００世帯までの数 ０．７４

１２７，０００世帯を超え３７７，０００世帯までの数 ０．６４

３７７，０００世帯を超える数 ０．５９

測定単位の数値が４４，０００世帯に満たないもの

その団体の数値 １．００

４４，０００世帯に満たない数が１９，０００世帯までの数 ０．２７

同上１９，０００世帯を超え３０，５００世帯までの数 ０．２３

同上３０，５００世帯を超え３８，９００世帯までの数 －０．３４

同上３８，９００世帯を超え４０，９００世帯までの数 －０．３３

同上４０，９００世帯を超える数 －０．６７

密度補正

その団体の人口密度が４００人以上のもの

その団体の密度 １．００

その団体の人口密度が４００人に満たないもの

その団体の密度 １．００

４００人に満たない数が１００人までの数 ０．１３

同上１００人を超え２００人までの数 ０．０４

同上２００人を超え２５０人までの数 －０．０１

同上２５０人を超え３００人までの数 －０．０７

同上３００人を超え３５０人までの数 －０．１１

同上３５０人を超える数 －０．１３

普通態容補正

１級地 １．１０６

２級地 １．０８６

３級地 １．０７９

４級地 １．０６４

５級地 １．０５５

６級地 １．０３０

７級地 １．０１５

無級地 ０．９９８

３

　

地

域

振

興

費

人

口

段階補正Ⅰ

測定単位の数値が１００，０００人以上のもの

１００，０００人 １．００

１００，０００人を超え２５０，０００人までの数 ０．７５

２５０，０００人を超え４００，０００人までの数 ０．６６

４００，０００人を超え１，０００，０００人までの数 ０．５２

１，０００，０００人を超える数 ０．５２

測定単位の数値が１００，０００人に満たないもの

その団体の数値 １．００

１００，０００人に満たない数が７０，０００人までの数 ０．１１

同上７０，０００人を超え８０，０００人までの数 ０．１４

同上８０，０００人を超え８８，０００人までの数 ０．１７

同上８８，０００人を超え９２，０００人までの数 ０．１５

同上９２，０００人を超え９６，０００人までの数 －０．４５

同上９６，０００人を超える数 －１．６７

段階補正Ⅱ

測定単位の数値が１００，０００人以上のもの

１００，０００人 １．００

１００，０００人を超え２５０，０００人までの数 ０．５４

２５０，０００人を超え４００，０００人までの数 ０．５４

４００，０００人を超え１，０００，０００人までの数 ０．３９

１，０００，０００人を超える数 ０．３４

測定単位の数値が１００，０００人に満たないもの
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その団体の数値 １．００

１００，０００人に満たない数が７０，０００人までの数 ０．２２

同上７０，０００人を超え８０，０００人までの数 ０．３４

同上８０，０００人を超え８８，０００人までの数 ０．２４

同上８８，０００人を超え９２，０００人までの数 ０．０２

同上９２，０００人を超え９６，０００人までの数 －０．４７

同上９６，０００人を超える数 －０．８７

段階補正Ⅲ

測定単位の数値が１００，０００人以上のもの

１００，０００人 １．００

１００，０００人を超え２５０，０００人までの数 ０．２４

２５０，０００人を超え４００，０００人までの数 ０．０１

４００，０００人を超え１，０００，０００人までの数 －０．０１

１，０００，０００人を超える数 ０．００

測定単位の数値が１００，０００人に満たないもの

その団体の数値 １．００

１００，０００人に満たない数が７０，０００人までの数 ０．４０

同上７０，０００人を超え８０，０００人までの数 ０．２４

同上８０，０００人を超え８８，０００人までの数 －０．４５

同上８８，０００人を超え９２，０００人までの数 ０．０３

同上９２，０００人を超え９６，０００人までの数 －０．９３

同上９６，０００人を超える数 －３．５４

密度補正Ⅱ

その団体の人口密度が４５０人以上のもの

その団体の密度 １．００

その団体の人口密度が４５０人に満たないもの

その団体の密度 １．００

４５０人に満たない数が１５０人までの数 ４．４８

同上１５０人を超え３００人までの数 ０．６１

同上３００人を超え３５０人までの数 －０．５８

同上３５０人を超え４００人までの数 －７．３５

同上４００人を超える数 －７．３４

普通態容補正Ⅰ（種地）

Ａ Ｂ

Ⅰの地域

１０種地 ａ ０．０３９４８０ －１８．３０３０

ｂ ０．０６２１２０ －５０．０２６０

９種地 ０．０２７０８０ －１６．７３８０

８種地 ０．０１４２００ －５．１４６０

７種地 ａ ０．０１３３３０ －４．４０６５

ｂ ０．００６４１０ －２．９１８５

６種地 ａ ０．０１６５５０ －６．８２１５

ｂ ０．００５９００ －２．５３６０

５種地 ０．００６７４０ －３．０８２０

４種地 ０．００６２５０ －２．８１２５

３種地 ０．００１９７０ －０．８８６５

２種地 ０．００２０２７ －０．９０６４

１種地 ０．００１９９０ －０．８９９０

Ⅱの地域

１０種地 ０．００４０００ －２．８８２０

９種地 ０．００３８２０ －２．７１１０

８種地 ０．００１９２０ －１．００１０

７種地 ０．００３０６０ －１．９７００

６種地 ０．００３１４０ －２．０３４０

５種地 ０．００１４８０ －０．７８９０

４種地 ０．００３８７０ －２．４６２０

３種地 ０．００２５６０ －１．６７６０

２種地 ０．００２９２０ －１．８５６０

１種地 ０．００１６１７ －１．４０００

普通態容補正Ⅰ（給与差等）

１級地 １．７４３

２級地 １．４０８

３級地 １．３０４

４級地 １．０５０

５級地 ０．９００
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６級地 ０．４９６

７級地 ０．２５４

無級地 －０．０３５

普通態容補正Ⅱ

Ａ Ｂ

Ⅰの地域

１０種地 ０．０００４００ －０．１０６０

９種地 ０．０００２４０ ０．０４６０

８種地 ０．０００３２０ －０．０２６０

７種地 指定都市 ０．０００１９０ ０．０８４５

中核市 ０．０００１７０ ０．０９５５

施行時特例市 ０．０００１８０ ０．０８３０

その他の市町村 ０．０００１７０ ０．０７５５

６種地 指定都市 ０．０００１５０ ０．１１４５

中核市 ０．０００１５０ ０．１１０５

施行時特例市 ０．０００１５０ ０．１０５５

その他の市町村 ０．０００１６０ ０．０８３０

５種地 中核市 ０．０００１４０ ０．１１７０

施行時特例市 ０．０００１４０ ０．１１２０

その他の市町村 ０．０００１３０ ０．１０２５

４種地 中核市 ０．０００２３０ ０．０６７５

施行時特例市 ０．０００２３０ ０．０６２５

その他の市町村 ０．０００２４０ ０．０４２０

３種地 ０．０００１１０ ０．１００５

２種地 ０．０００１００ ０．１０４０

１種地 ０．０００１８０ ０．０８８０

Ⅱの地域

１０種地 中核市 ０．０００３００ －０．０５２０

施行時特例市 ０．０００３００ －０．０５７０

その他の市町村 ０．０００３００ －０．０７３０

９種地 中核市 ０．０００３２０ －０．０７１０

施行時特例市 ０．０００３４０ －０．０９５０

その他の市町村 ０．０００３２０ －０．０９２０

８種地 中核市 ０．０００２００ ０．０３７０

施行時特例市 ０．０００１８０ ０．０４９０

その他の市町村 ０．０００２００ ０．０１６０

７種地 中核市 ０．００００８０ ０．１３９０

施行時特例市 ０．００００８０ ０．１３４０

その他の市町村 ０．００００８０ ０．１１８０

６種地 ０．０００１００ ０．１０２０

５種地 ０．００００８０ ０．１１７０

４種地 ０．０００１６０ ０．０６１０

３種地 ０．０００１４０ ０．０７３０

２種地 ０．０００１３３ ０．０７６５

１種地 ０．０００２４６ ０．０３７０

普通態容補正Ⅲ

１　級地による補正率　ア

離島市町村 その他

６級地 １６．８４３ ３．７３９

５級地 １４．１１８ ２．９１１

４級地 １１．２８３ ２．０６４

３級地 ８．４９２ １．２２５

２級地 ６．４８０ ０．６１５

１級地 ５．７２９ ０．３８２

備考　「離島市町村」とは当該市町村の全域又は当該市町村役場の所在地が都道府県庁所在地と海で隔てられた市町村をいう。以下

同じ。

２　人口段階による補正率

測定単位の数値が１００，０００人以上のもの

１００，０００人 １．００

測定単位の数値が１００，０００人に満たないもの

その団体の数値 １．００

１００，０００人に満たない数が７０，０００人までの数 ０．０２

同上７０，０００人を超え８０，０００人までの数 ０．４２

同上８０，０００人を超え８８，０００人までの数 ０．８０

同上８８，０００人を超え９６，０００人までの数 ０．１９
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同上９６，０００人を超え９８，０００人までの数 －１．５９

同上９８，０００人を超える数 －４．９６

３　級地による補正率　イ

離島市町村 その他

６級地 ４．１７８ １．６０７

５級地 ３．２６７ １．２５６

４級地 ２．３３３ ０．８９７

３級地 １．４１６ ０．５４５

２級地 ０．６９０ ０．２６６

１級地 ０．３８５ ０．１４８

経常態容補正

１　合併関係市町村の人口段階による補正率

Ａ Ｂ

４，０００人までの数 ０．６６ ３，３２０

４，０００人を超え８，０００人までの数 ０．５１ ３，９２０

８，０００人を超え１２，０００人までの数 ０．２１ ６，３２０

１２，０００人を超え２０，０００人までの数 ０．１６ ６，９２０

２０，０００人を超え３０，０００人までの数 ０．２０ ６，１２０

３０，０００人を超える数 ０．０５ １０，６２０

２　本庁からの距離段階による補正率

Ａ Ｂ

１６キロメートルまでの数 ０．０００００ １．００

１６キロメートルを超え２４キロメートルまでの数 ０．０２８７５ ０．５４

２４キロメートルを超え３２キロメートルまでの数 ０．０５２５０ －０．０３

３２キロメートルを超え４８キロメートルまでの数 ０．００７５０ １．４１

４８キロメートルを超える数 ０．０２１２５ ０．７６

寒冷補正

給与差 寒冷度 積雪度

４級地 ０．１８８ ０．５０８ ０．３５５

３級地 ０．２３５ ０．３５９ ０．２４２

２級地 ０．２４２ ０．２５５ ０．１１５

１級地 ０．２７４ ０．１６１ ０．０６０

無級地 ０．０００ ０．０００ ０．０００

人口急減補正

人口段階による補正率

Ａ Ｂ

４，０００人までの数 １．１０ ８，９４０

４，０００人を超え８，０００人までの数 １．１０ ８，９４０

８，０００人を超え１２，０００人までの数 １．０６ ９，２６０

１２，０００人を超え２０，０００人までの数 ０．８９ １１，３００

２０，０００人を超え３０，０００人までの数 １．００ ９，１００

３０，０００人を超え１００，０００人までの数 ０．８７ １３，０００

１００，０００人を超え２５０，０００人までの数 ０．７１ ２９，０００

２５０，０００人を超え４００，０００人までの数 ０．６８ ３６，５００

４００，０００人を超え１，０００，０００人までの数 ０．６３ ５６，５００

１，０００，０００人を超える数 ０．６２ ６６，５００

面

積

種別補正

田畑 ０．２４

宅地 １．００

森林 ０．１４

その他 ０．０３

（注）　市町村の区域に、２以上の市町村の区域にまたがる湖沼、池又は潟がある場合で、当該湖沼、池又は潟に係る境界が確定し

ているときに限り、当該湖沼、池又は潟の面積を当該団体のその面積に加える。

普通態容補正（種地）

Ａ Ｂ

Ⅰの地域

１０種地 ａ ０．００５１００ －４．１７８０

ｂ ０．００５２００ －４．２８００

９種地 ０．００４１４０ －３．２６６０

８種地 ０．００３２４０ －２．４５６０

７種地 ０．０００９６０ －０．５１８０

６種地 ０．０００８９０ －０．４６５５

５種地 ０．０００７２０ －０．３５５０

４種地 ０．０００４１０ －０．１８４５
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３種地 ０．０００３２０ －０．１４４０

２種地 ０．００００５３ －０．０５０６

１種地 ０．００００５０ －０．０５００

Ⅱの地域

１０種地 ０．００１９４０ －１．４７６０

９種地 ０．００２１８０ －１．７０４０

８種地 ０．００１８８０ －１．４３４０

７種地 ０．００１３８０ －１．００９０

６種地 ０．００１４６０ －１．０７３０

５種地 ０．０００８４０ －０．６０８０

４種地 ０．０００１８０ －０．１４６０

３種地 ０．０００１６０ －０．１３４０

２種地 ０．００００６７ －０．０８７５

１種地 ０．００００５１ －０．０８１９

普通態容補正（面積）

１級地 ０．０７６

２級地 ０．０６１

３級地 ０．０５７

４級地 ０．０４６

５級地 ０．０３９

６級地 ０．０２２

７級地 ０．０１１

無級地 －０．００２

寒冷補正（給与差）

４級地 ０．００６

３級地 ０．００７

２級地 ０．００８

１級地 ０．００９

無級地 ０．０００

七　

災害

復旧

費

災

害

復

旧

事

業

費

の

財

源

に

充

て

る

た

め

発

行

に

つ

い

て

同

意

又

は

許

可

を

得

た

地

方

債

に

係

る

元

種別補正

公共災害復旧事業債 １．００

単独災害復旧事業債 ０．５０

地盤沈下等対策事業債 ０．６０

緊急治山等事業債 ０．６０

激甚災害対策特別緊急事業債 ０．６０

特殊土壌対策事業債 ０．６０

鉱害復旧事業債 ０．６０

小災害債 公共土木施設等小災害債 ０．５０

農地等小災害債 １．０５

法第１３条第１１項の補正

その団体の指数が１００に満たないもの

その団体の指数 １．００

その団体の指数が１００以上のもの

１００ １．００

１００を超え２００までの数 １．０３

２００を超え３００までの数 １．１０
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利
償
還
金

３００を超え４００までの数 １．１５

４００を超え５００までの数 １．２０

５００を超え７００までの数 １．２９

７００を超え１，０００までの数 １．４１

１，０００を超え１，５００までの数 １．５８

１，５００を超え２，０００までの数 １．７６

２，０００を超え２，５００までの数 １．９０

２，５００を超え３，０００までの数 １．９８

３，０００を超え３，５００までの数 ２．０４

３，５００を超え４，０００までの数 ２．０８

４，０００を超え５，０００までの数 ２．１０

５，０００を超える数 １．８０

八　

補正

予算

債償

還費

平

成

４

年

度

か

ら

平

成

１

０

年

度

ま

で

の

各

年

度

に

お

い

て

国

の

補

正

予

算

等

に

係

る

事

業

費

の

財

源

に

充

て

る

た

め

発

行

を

許

可

さ

種別補正

（１）　平成４年度補正予算債 １．０００

（２）　平成５年度補正予算債 １．０００

（３）　平成６年度補正予算債 １．０００

（４）　平成７年度補正予算債 １．０００

（５）　平成８年度補正予算債 １．０００

（６）　平成９年度補正予算債 １．０００

（７）　平成１０年度補正予算債 １．０００
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平

成

１

６

年

度

か

ら

令

和

４

年

度

ま

で

の

各

年

度

に

お

い

て

国

の

補

正

予

算

等

に

係

る

事

業

費

の

財

源

に

充

て

る

た

め

発

行

に

つ

い

て

同

意

又

は

種別補正

（１）　平成１６年度補正予算債

ア　平成１６年度市町村９５．０％分 １．９００

イ　平成１６年度市町村６０．０％分 １．２００

ウ　平成１６年度市町村５０．０％分 １．０００

（２）　平成１７年度補正予算債

ア　平成１７年度市町村６０．０％分

（ア）　平成１７年度市場公募都市に係るもの １．０３９

（イ）　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．７５２

イ　平成１７年度市町村５０．０％分

（ア）　平成１７年度市場公募都市に係るもの ０．８６７

（イ）　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．６２７

（３）　平成１８年度補正予算債

ア　平成１８年度市町村６０．０％分

（ア）　平成１８年度市場公募都市に係るもの ０．９２１

（イ）　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．５０６
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イ　平成１８年度市町村５０．０％分

（ア）　平成１８年度市場公募都市に係るもの ０．７６７

（イ）　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．４２４

（４）　平成１９年度補正予算債

ア　平成１９年度市町村６０．０％分

（ア）　平成１９年度市場公募都市に係るもの ０．９２４

（イ）　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．５１８

イ　平成１９年度市町村５０．０％分

（ア）　平成１９年度市場公募都市に係るもの ０．７７３

（イ）　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．４３３

（５）　平成２０年度補正予算債

ア　平成２０年度市町村６０．０％分

（ア）　平成２０年度市場公募都市に係るもの ０．９６５

（イ）　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．１４８

イ　平成２０年度市町村５０．０％分

（ア）　平成２０年度市場公募都市に係るもの ０．８０４

（イ）　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．９５７

（６）　平成２１年度補正予算債

ア　平成２１年度市町村６０．０％分

（ア）　平成２１年度市場公募都市に係るもの ０．９７９

（イ）　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．１５１

イ　平成２１年度市町村５０．０％分

（ア）　平成２１年度市場公募都市に係るもの ０．８１６

（イ）　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．９５９

（７）　平成２２年度補正予算債

ア　平成２２年度市町村６０．０％分

（ア）　平成２２年度市場公募都市に係るもの ０．９６１

（イ）　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．１４８

イ　平成２２年度市町村５０．０％分

（ア）　平成２２年度市場公募都市に係るもの ０．８０１

（イ）　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．９５６

ウ　平成２２年度市町村４５．０％分

（ア）　平成２２年度市場公募都市に係るもの ０．７２１

（イ）　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．８６１

（８）　平成２３年度補正予算債

ア　平成２３年度市町村８０．０％分

（ア）　平成２３年度市場公募都市に係るもの １．２３９

（イ）　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．５０４

イ　平成２３年度市町村５０．０％分

（ア）　平成２３年度市場公募都市に係るもの ０．７７４

（イ）　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．９４０

（９）　平成２４年度補正予算債

ア　平成２４年度市町村６０．０％分

（ア）　平成２４年度市場公募都市に係るもの ０．９４２

（イ）　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．１４９

イ　平成２４年度市町村５０．０％分

（ア）　平成２４年度市場公募都市に係るもの ０．７８５

（イ）　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．９５８

（１０）　平成２５年度補正予算債

ア　平成２５年度市町村６０．０％分

（ア）　平成２５年度市場公募都市に係るもの ０．９６４

（イ）　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．１５５

イ　平成２５年度市町村５０．０％分

（ア）　平成２５年度市場公募都市に係るもの ０．８０３

（イ）　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．９６４

（１１）　平成２６年度補正予算債

ア　平成２６年度市町村６０．０％分
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（ア）　平成２６年度市場公募都市に係るもの ０．９３９

（イ）　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．１３６

イ　平成２６年度市町村５０．０％分

（ア）　平成２６年度市場公募都市に係るもの ０．７８５

（イ）　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．９４８

（１２）　平成２７年度補正予算債

ア　平成２７年度市町村６０．０％分

（ア）　平成２７年度市場公募都市に係るもの ０．９０６

（イ）　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．１０３

イ　平成２７年度市町村５０．０％分

（ア）　平成２７年度市場公募都市に係るもの ０．７５５

（イ）　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．９２１

（１３）　平成２８年度補正予算債

ア　平成２８年度市町村８０．０％分

（ア）　平成２８年度市場公募都市に係るもの １．１７９

（イ）　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．４６７

イ　平成２８年度市町村６０．０％分

（ア）　平成２８年度市場公募都市に係るもの ０．８８５

（イ）　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．１００

ウ　平成２８年度市町村５０．０％分

（ア）　平成２８年度市場公募都市に係るもの ０．７３６

（イ）　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．９１８

（１４）　平成２９年度補正予算債

ア　平成２９年度市町村８０．０％分

（ア）　平成２９年度市場公募都市に係るもの １．１７０

（イ）　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．４７０

イ　平成２９年度市町村６０．０％分

（ア）　平成２９年度市場公募都市に係るもの ０．８７６

（イ）　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．１０３

ウ　平成２９年度市町村５０．０％分

（ア）　平成２９年度市場公募都市に係るもの ０．７３０

（イ）　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．９１８

（１５）　平成３０年度補正予算債

ア　平成３０年度市町村８０．０％分

（ア）　平成３０年度市場公募都市に係るもの １．１６９

（イ）　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．４６７

イ　平成３０年度市町村６０．０％分

（ア）　平成３０年度市場公募都市に係るもの ０．８７７

（イ）　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．１００

ウ　平成３０年度市町村５０．０％分

（ア）　平成３０年度市場公募都市に係るもの ０．７３１

（イ）　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．９１７

（１６）　令和元年度補正予算債

ア　令和元年度市町村８０．０％分

（ア）　令和元年度市場公募都市に係るもの １．１４８

（イ）　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．４５５

イ　令和元年度市町村６０．０％分

（ア）　令和元年度市場公募都市に係るもの ０．８６１

（イ）　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．０９１

ウ　令和元年度市町村５０．０％分

（ア）　令和元年度市場公募都市に係るもの ０．７１８

（イ）　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．９０９

（１７）　令和２年度補正予算債

ア　令和２年度市町村８０．０％分

（ア）　令和２年度市場公募都市に係るもの ０．０５５

（イ）　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．０５６

イ　令和２年度市町村６０．０％分

（ア）　令和２年度市場公募都市に係るもの ０．０４１

（イ）　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．０４２

ウ　令和２年度市町村５０．０％分

（ア）　令和２年度市場公募都市に係るもの ０．０３４

（イ）　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．０３５

（１８）　令和３年度補正予算債

ア　令和３年度市町村６０．０％分

（ア）　令和３年度市場公募都市に係るもの ０．０５５

（イ）　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．０６２
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イ　令和３年度市町村５０．０％分

（ア）　令和３年度市場公募都市に係るもの ０．０４６

（イ）　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．０５２

（１９）　令和４年度補正予算債

ア　令和４年度市町村６０．０％分

（ア）　令和４年度市場公募都市に係るもの ０．１２５

（イ）　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．１３７

イ　令和４年度市町村５０．０％分

（ア）　令和４年度市場公募都市に係るもの ０．１０５

（イ）　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．１１４
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（１）　平成１５年度減収補塡債 １．０００

（２）　平成１７年度減収補塡債

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの ２．１６１

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．０００

（３）　平成１８年度減収補塡債

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの ２．１１１

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．０００

（４）　平成１９年度減収補塡債

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの ２．１１７

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．０００

（５）　平成２０年度減収補塡債

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの ２．３６６

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ３．３０６

（６）　平成２１年度減収補塡債

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの ２．３３８
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イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ３．２９７

（７）　平成２２年度減収補塡債

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの ２．２４６

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ３．３２０

（８）　平成２３年度減収補塡債

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの ２．３７７

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ３．３４３

（９）　平成２４年度減収補塡債

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの ２．５３１

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ３．４８６

（１０）　平成２５年度減収補塡債

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの ２．６２８

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ３．５１１

（１１）　平成２６年度減収補塡債

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの ２．５５６

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ３．４６１

（１２）　平成２７年度減収補塡債

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの ２．４８３

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ３．３９４

（１３）　平成２８年度減収補塡債

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの ２．３９４

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ３．３５６

（１４）　平成２９年度減収補塡債

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの ２．３９４

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ３．３６１

（１５）　平成３０年度減収補塡債

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの ２．４１７

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ３．３６９

（１６）　令和元年度減収補塡債

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの ２．３６４

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ３．３３８

（１７）　令和２年度減収補塡債

ア　従来分並びに拡大分のうち地方消費税の引上げ分、地方揮発油譲与税及び航空機

燃料譲与税に係るもの

（ア）　令和２年度市場公募都市に係るもの ０．１９５

（イ）　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．１６５

イ　ア以外のもの

（ア）　令和２年度市場公募都市に係るもの ０．１４６

（イ）　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．１２４

（１８）　令和３年度減収補塡債

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの ０．１１６

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．１４４

（１９）　令和４年度減収補塡債

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの ０．３２９

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．３７８
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（１）　平成１３年度財源対策債

義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの １．６４１

（２）　平成１４年度財源対策債

義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの ０．７３８

（３）　平成１５年度財源対策債

ア　一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの １．０００

イ　義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの ０．５８２

（４）　平成１６年度財源対策債

ア　一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの ０．９６５

イ　義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの ０．３８４

（５）　平成１７年度財源対策債
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ア　一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの

（ア）　平成１７年度市場公募都市に係るもの ０．８４１

（イ）　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．６０９

イ　義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの

（ア）　平成１７年度市場公募都市に係るもの ０．６９１

（イ）　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．３７１

（６）　平成１８年度財源対策債

ア　一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　平成１８年度市場公募都市に係るもの ０．７４４

（イ）　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．４１２

イ　義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得

たもの

（ア）　平成１８年度市場公募都市に係るもの ０．７０３

（イ）　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．４３８

ウ　廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を

得たもの

（ア）　平成１８年度市場公募都市に係るもの ０．１２６

（イ）　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．０００

（７）　平成１９年度財源対策債

ア　一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　平成１９年度市場公募都市に係るもの ０．７４７

（イ）　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．４１８

イ　義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得

たもの

（ア）　平成１９年度市場公募都市に係るもの ０．７０６

（イ）　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．４４１
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ウ　廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を

得たもの

（ア）　平成１９年度市場公募都市に係るもの ０．０８８

（イ）　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．０００

（８）　平成２０年度財源対策債

ア　一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　平成２０年度市場公募都市に係るもの ０．７８０

（イ）　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．９２９

イ　義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得

たもの

（ア）　平成２０年度市場公募都市に係るもの ０．７２１

（イ）　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．８５４

ウ　廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を

得たもの

（ア）　平成２０年度市場公募都市に係るもの １．２３０

（イ）　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．２６９

（９）　平成２１年度財源対策債

ア　一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　平成２１年度市場公募都市に係るもの ０．７９２

（イ）　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．９３１

イ　義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得

たもの

（ア）　平成２１年度市場公募都市に係るもの ０．７２５

（イ）　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．８４５

ウ　廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を

得たもの

（ア）　平成２１年度市場公募都市に係るもの １．２１５

（イ）　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．２５６

（１０）　平成２２年度財源対策債

ア　一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　平成２２年度市場公募都市に係るもの ０．７７６

（イ）　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．９１８

イ　義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得

たもの

（ア）　平成２２年度市場公募都市に係るもの ０．７０４

（イ）　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．８４０

ウ　廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を

得たもの

（ア）　平成２２年度市場公募都市に係るもの １．２０４

（イ）　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．２４９

（１１）　平成２３年度財源対策債

ア　公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　平成２３年度市場公募都市に係るもの ０．７５１

（イ）　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．９１２

イ　義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得

たもの

（ア）　平成２３年度市場公募都市に係るもの ０．７０８

（イ）　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．８３０

ウ　廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を

得たもの

（ア）　平成２３年度市場公募都市に係るもの １．１９６

（イ）　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．２３６

（１２）　平成２４年度財源対策債

ア　公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　平成２４年度市場公募都市に係るもの ０．７６２

（イ）　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．９２９

イ　義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得

たもの

（ア）　平成２４年度市場公募都市に係るもの ０．７３５

（イ）　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．８１２

ウ　廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を

得たもの

（ア）　平成２４年度市場公募都市に係るもの １．１８２

（イ）　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．２２３

（１３）　平成２５年度財源対策債

ア　公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
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（ア）　平成２５年度市場公募都市に係るもの ０．７７９

（イ）　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．９３５

イ　義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得

たもの

（ア）　平成２５年度市場公募都市に係るもの ０．７４７

（イ）　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．８０６

ウ　廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を

得たもの

（ア）　平成２５年度市場公募都市に係るもの １．１８８

（イ）　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．２２４

（１４）　平成２６年度財源対策債

ア　公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　平成２６年度市場公募都市に係るもの ０．７６２

（イ）　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．９２１

イ　義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得

たもの

（ア）　平成２６年度市場公募都市に係るもの ０．７３２

（イ）　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．７８５

ウ　廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を

得たもの

（ア）　平成２６年度市場公募都市に係るもの １．１１５

（イ）　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．１７６

（１５）　平成２７年度財源対策債

ア　公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　平成２７年度市場公募都市に係るもの ０．７３２

（イ）　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．８９１

イ　義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得

たもの

（ア）　平成２７年度市場公募都市に係るもの ０．６７６

（イ）　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．７７６

ウ　廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を

得たもの

（ア）　平成２７年度市場公募都市に係るもの １．１６８

（イ）　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．１９４

（１６）　平成２８年度財源対策債

ア　公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　平成２８年度市場公募都市に係るもの ０．７１５

（イ）　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．８８８

イ　義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得

たもの

（ア）　平成２８年度市場公募都市に係るもの ０．６７９

（イ）　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．７８８

ウ　廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を

得たもの

（ア）　平成２８年度市場公募都市に係るもの １．１５９

（イ）　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．１９４

（１７）　平成２９年度財源対策債

ア　公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　平成２９年度市場公募都市に係るもの ０．７０９

（イ）　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．８９１

イ　義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得

たもの

（ア）　平成２９年度市場公募都市に係るもの ０．６７６

（イ）　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．７９４

ウ　廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を

得たもの

（ア）　平成２９年度市場公募都市に係るもの １．１２６

（イ）　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．１７６

（１８）　平成３０年度財源対策債

ア　公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　平成３０年度市場公募都市に係るもの ０．７０９

（イ）　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．８９０

イ　義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得

たもの

（ア）　平成３０年度市場公募都市に係るもの ０．６７１

（イ）　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．７９３
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ウ　廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を

得たもの

（ア）　平成３０年度市場公募都市に係るもの １．０９６

（イ）　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．１５４

（１９）　令和元年度財源対策債

ア　公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　令和元年度市場公募都市に係るもの ０．６９６

（イ）　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．８８３

イ　義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得

たもの

（ア）　令和元年度市場公募都市に係るもの ０．６６０

（イ）　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．７８７

ウ　廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を

得たもの

（ア）　令和元年度市場公募都市に係るもの ０．８１０

（イ）　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．８８１

（２０）　令和２年度財源対策債

ア　公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　令和２年度市場公募都市に係るもの ０．０３３

（イ）　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．０３４

イ　義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得

たもの

（ア）　令和２年度市場公募都市に係るもの ０．０４４

（イ）　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．０４４

ウ　廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を

得たもの

（ア）　令和２年度市場公募都市に係るもの ０．０４０

（イ）　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．０４０

（２１）　令和３年度財源対策債

ア　公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　令和３年度市場公募都市に係るもの ０．０４５

（イ）　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．０５０

イ　義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得

たもの

（ア）　令和３年度市場公募都市に係るもの ０．０６６

（イ）　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．０６９

ウ　廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を

得たもの

（ア）　令和３年度市場公募都市に係るもの ０．０６３

（イ）　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．０６５

（２２）　令和４年度財源対策債

ア　公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの

（ア）　令和４年度市場公募都市に係るもの ０．１０１

（イ）　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．１１０

イ　義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得

たもの

（ア）　令和４年度市場公募都市に係るもの ０．１３４

（イ）　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．１３９

ウ　廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を

得たもの

（ア）　令和４年度市場公募都市に係るもの ０．１２５

（イ）　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．１２７

十一

　減

税補

塡債

償還

費

個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
特
別
減
税

種別補正

（１）　平成６年度減税補塡債 ０．８４０

（２）　平成７年度減税補塡債 ０．８４０

（３）　平成８年度減税補塡債 １．６８２

（４）　平成１５年度減税補塡債

ア　平成１５年度市場公募都市に係るもの １．０００

イ　平成１５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．０５３

（５）　平成１６年度減税補塡債

ア　平成１６年度市場公募都市に係るもの １．０１２

イ　平成１６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．０３２

（６）　平成１７年度減税補塡債
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起

こ

す

こ

と

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの ０．６４８

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．０２０

（７）　平成１８年度減税補塡債

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの ０．６３３

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．９８７

391



が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債
の
額

十二

　臨

時財

政対

策債

償還

費

臨

時

財

政
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の

た
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平
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１

５

年

度
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ら
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年
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の

各

年
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に

お
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特
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に

起

こ

す

こ

と

が

で

き

る

こ

と

と

さ

れ

た

地

方

債

種別補正

（１）　平成１５年度臨時財政対策債

ア　平成１５年度市場公募都市に係るもの １．０００

イ　平成１５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．７３５

（２）　平成１６年度臨時財政対策債

ア　平成１６年度市場公募都市に係るもの １．０１２

イ　平成１６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．８１３

（３）　平成１７年度臨時財政対策債

ア　平成１７年度市場公募都市に係るもの ０．６４８

イ　平成１７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．８５７

（４）　平成１８年度臨時財政対策債
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の
額

ア　平成１８年度市場公募都市に係るもの ０．６３３

イ　平成１８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．７７３

（５）　平成１９年度臨時財政対策債

ア　平成１９年度市場公募都市に係るもの ０．６３５

イ　平成１９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．７８５

（６）　平成２０年度臨時財政対策債

ア　平成２０年度市場公募都市に係るもの ０．７１０

イ　平成２０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．０２２

（７）　平成２１年度臨時財政対策債

ア　平成２１年度市場公募都市に係るもの ０．７３９

イ　平成２１年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．０３２

（８）　平成２２年度臨時財政対策債

ア　平成２２年度市場公募都市に係るもの ０．７６２

イ　平成２２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．０４２

（９）　平成２３年度臨時財政対策債

ア　平成２３年度市場公募都市に係るもの ０．７８０

イ　平成２３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．０１９

（１０）　平成２４年度臨時財政対策債

ア　平成２４年度市場公募都市に係るもの ０．８２２

イ　平成２４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．０３３

（１１）　平成２５年度臨時財政対策債

ア　平成２５年度市場公募都市に係るもの ０．８３５

イ　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．０３７

（１２）　平成２６年度臨時財政対策債

ア　平成２６年度市場公募都市に係るもの ０．７７３

イ　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．０２５

（１３）　平成２７年度臨時財政対策債

ア　平成２７年度市場公募都市に係るもの ０．７３０

イ　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．９９５

（１４）　平成２８年度臨時財政対策債

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの ０．７１７

イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．９８７

（１５）　平成２９年度臨時財政対策債

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの ０．７１８

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．９８５

（１６）　平成３０年度臨時財政対策債

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの ０．７２３

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．９８４

（１７）　令和元年度臨時財政対策債

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの ０．７０３

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．９８３

（１８）　令和２年度臨時財政対策債

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの ０．０３２

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．０１３

（１９）　令和３年度臨時財政対策債

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの ０．０２６

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．０３０

（２０）　令和４年度臨時財政対策債

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの ０．０９８

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．０９３

十三

　東

日本

大震

災全

国緊

急防

災施

策等

債償

還費

平

成

２

５

年

度

か

ら

令

和

４

年

度

ま

で

種別補正

（１）　平成２５年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費

ア　全国防災事業債分

（ア）　平成２５年度市場公募都市に係るもの １．０００

（イ）　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．００４

イ　緊急防災・減災事業債分

（ア）　平成２５年度市場公募都市に係るもの ０．７５６

（イ）　平成２５年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．８９４

（２）　平成２６年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
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ア　全国防災事業債分

（ア）　平成２６年度市場公募都市に係るもの ０．９８８

（イ）　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．９８８

イ　緊急防災・減災事業債分

（ア）　平成２６年度市場公募都市に係るもの ０．７３５

（イ）　平成２６年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．８７９

（３）　平成２７年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費

ア　全国防災事業債分

（ア）　平成２７年度市場公募都市に係るもの ０．９４２

（イ）　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．９４２

イ　緊急防災・減災事業債分

（ア）　平成２７年度市場公募都市に係るもの ０．７１２

（イ）　平成２７年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．８５６

（４）　平成２８年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費

緊急防災・減災事業債分

ア　平成２８年度市場公募都市に係るもの ０．６９８
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イ　平成２８年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．８５４

（５）　平成２９年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費

緊急防災・減災事業債分

ア　平成２９年度市場公募都市に係るもの ０．６９６

イ　平成２９年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．８５２

（６）　平成３０年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費

緊急防災・減災事業債分

ア　平成３０年度市場公募都市に係るもの ０．３９８

イ　平成３０年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．５５１

（７）　令和元年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費

緊急防災・減災事業債分

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの ０．３９４

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．５５１

（８）　令和２年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費

緊急防災・減災事業債分

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの ０．０４０

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．０４１

（９）　令和３年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費

緊急防災・減災事業債分

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの ０．０５３

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．０５７

（１０）　令和４年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費

緊急防災・減災事業債分

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの ０．１０７

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．１１５

十四

　国

土強

靱化

施策

債償

還費

令

和

元

年

度

か

ら

令

和

４

年

度

ま

で

の

各

年

度

に

お

い

て

国

土

強

靱

化

施

策

等

に

要

す

る

費

用

に

充

て

る

た

め

種別補正

令和元年度国土強靱化施策債

（１）　防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債償還費

ア　市町村６０．０％分

（ア）　令和元年度市場公募都市に係るもの １．０００

（イ）　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．１９１

イ　市町村５０．０％分

（ア）　令和元年度市場公募都市に係るもの ０．８３１

（イ）　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．９９３

（２）　緊急自然災害防止対策事業債償還費

ア　令和元年度市場公募都市に係るもの ０．７５９

イ　令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの １．０６０

令和２年度国土強靱化施策債

（１）　防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債償還費

ア　市町村６０．０％分

（ア）　令和２年度市場公募都市に係るもの ０．０６８

（イ）　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．０６９

イ　市町村５０．０％分

（ア）　令和２年度市場公募都市に係るもの ０．０５７
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（イ）　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．０５７

（２）　緊急自然災害防止対策事業債償還費

ア　令和２年度市場公募都市に係るもの ０．０７６

イ　令和２年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．０７８

令和３年度国土強靱化施策債

（１）　防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債償還費

ア　市町村６０．０％分

（ア）　令和３年度市場公募都市に係るもの ０．０４６

（イ）　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．１４４

イ　市町村５０．０％分

（ア）　令和３年度市場公募都市に係るもの ０．０３９

（イ）　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．１２０

（２）　緊急自然災害防止対策事業債償還費

ア　令和３年度市場公募都市に係るもの ０．１１４

イ　令和３年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．１２１

令和４年度国土強靱化施策債

（１）　防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債償還費

ア　市町村６０．０％分

（ア）　令和４年度市場公募都市に係るもの ０．２４１

（イ）　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．２４１

イ　市町村５０．０％分

（ア）　令和４年度市場公募都市に係るもの ０．２０１

（イ）　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．２０１

（２）　緊急自然災害防止対策事業債償還費

ア　令和４年度市場公募都市に係るもの ０．２２１

イ　令和４年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ０．２３４

（３）　補正係数の連乗又は加算の方法

経費の種類 測定単位 補正率等

地

方

団

体

の

種

類

経費の種類 測定単位 補正係数の連乗又は加算の方法

都

道

府

県

一 　 土 木

費

１　道路橋りよ

う費

道路の面積 密度補正係数×普通態容補正係数＋（寒冷補正係数－１）

道路の延長 投資補正係数＋（事業費補正係数－１）＋（寒冷補正係数－１）

２　港湾費 漁港における

外郭施設の延

長

投資補正係数＋（事業費補正係数－１）

３　その他の土

木費

人口 段階補正係数×密度補正Ⅰ係数＋（密度補正Ⅱ係数－１）

二 　 教 育

費

１　小学校費 教職員数 普通態容補正係数×寒冷補正係数＋（経常態容補正係数－１）

２　中学校費 教職員数 普通態容補正係数×寒冷補正係数＋（密度補正係数－１）＋（経常態容補正係数－１）

３　高等学校費 教職員数 普通態容補正係数×寒冷補正係数

生徒数 投資補正係数＋（事業費補正係数－１）
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４　特別支援学

校費

教職員数 経常態容補正係数×寒冷補正係数

５　その他の教

育費

人口 段階補正係数×密度補正係数×普通態容補正係数＋密度補正Ⅱ係数

三 　 厚 生

労働費

１　生活保護費 町村部人口 寒冷補正係数＋（密度補正係数－１）

２　社会福祉費 人口 段階補正係数×普通態容補正係数＋（密度補正係数－１）＋（事業費補正係数－１）

３　衛生費 人口 段階補正係数×密度補正Ⅰ係数×普通態容補正係数＋（密度補正Ⅱ係数－１）＋（密度補正

Ⅲ係数－１）

４　高齢者保健

福祉費

六十五歳以上

人口

段階補正係数×普通態容補正係数＋（密度補正係数－１）＋（事業費補正係数－１）

七十五歳以上

人口

１＋（密度補正係数－１）＋（七十五歳以上人口急増補正Ⅰ係数－１）

四 　 産 業

経済費

１　農業行政費 農家数 段階補正係数×密度補正Ⅰ係数＋（密度補正Ⅱ係数－１）＋（密度補正Ⅲ係数－１）＋（密

度補正Ⅳ係数－１）＋（事業費補正係数－１）＋（農家数急減補正係数－１）

２　林野行政費 公有以外の林

野の面積

段階補正係数＋（密度補正係数－１）＋（事業費補正係数－１）

３　水産行政費 水産業者数 段階補正係数＋（水産業者数急減補正係数－１）

４　商工行政費 人口 段階補正係数×普通態容補正係数

五 　 総 務

費

１　地域振興費 人口 （段階補正Ⅰ係数×（普通態容補正Ⅰ係数＋寒冷補正係数））×０．５６１５＋（普通態容補

正Ⅱ係数－１）＋（密度補正Ⅰ係数－１）＋（投資補正係数－１）＋（事業費補正係数－１）

＋（人口急減補正係数－１）＋段階補正Ⅱ係数×０．４３８５

市

町

村

一　消防費 人口 段階補正係数×密度補正Ⅰ係数×普通態容補正係数＋（密度補正Ⅱ係数－１）＋（密度補正

Ⅲ係数－１）＋経常態容補正係数＋（事業費補正係数－１）

二 　 土 木

費

１　道路橋りよ

う費

道路の面積 普通態容補正係数＋（寒冷補正係数－１）

道路の延長 普通態容補正係数×投資補正係数＋（事業費補正係数－１）＋（寒冷補正係数－１）

２　港湾費 港湾における

係留施設の延

長

普通態容補正係数×寒冷補正係数

漁港における

係留施設の延

長

普通態容補正係数×寒冷補正係数

３　都市計画費 都市計画区域

における人口

普通態容補正係数＋（事業費補正係数－１）

４　公園費 人口 普通態容補正係数＋（事業費補正係数－１）

５　下水道費 人口 普通態容補正係数＋（密度補正係数－１）＋（投資補正係数－１）＋（事業費補正係数－１）

６　その他の土

木費

人口 段階補正係数×普通態容補正係数＋（密度補正係数－１）＋（事業費補正係数－１）

三 　 教 育

費

１　小学校費 学級数 普通態容補正係数×寒冷補正係数×学級数急減補正係数＋（事業費補正係数－１）

２　中学校費 学級数 普通態容補正係数×寒冷補正係数×学級数急減補正係数＋（事業費補正係数－１）

３　高等学校費 教職員数 普通態容補正Ⅰ係数×普通態容補正Ⅱ係数×寒冷補正係数

生徒数 普通態容補正係数×寒冷補正係数＋（事業費補正係数－１）

４　その他の教

育費

人口 段階補正係数×（密度補正Ⅰ係数＋密度補正Ⅳ係数－１）×普通態容補正Ⅰ係数＋（密度補

正Ⅱ係数－１）＋（密度補正Ⅲ係数－１）＋（投資補正Ⅱ係数－１）＋（普通態容補正Ⅱ係

数－１）

四 　 厚 生

費

１　生活保護費 市部人口 段階補正係数×普通態容補正係数×｛（寒冷補正Ⅰ係数＋寒冷補正Ⅱ係数）－１｝＋（密度補

正係数－１）

２　社会福祉費 人口 段階補正係数×普通態容補正Ⅰ係数＋（密度補正係数－１）＋（事業費補正係数－１）＋（普

通態容補正Ⅱ係数－１）

３　保健衛生費 人口 段階補正係数×普通態容補正係数＋（密度補正Ⅰ係数－１）＋（密度補正Ⅱ係数－１）＋（経

常態容補正係数Ⅰ－１）＋経常態容補正係数Ⅱ

４　高齢者保健

福祉費

六十五歳以上

人口

段階補正係数×普通態容補正係数＋（密度補正係数－１）＋（事業費補正係数－１）＋（六

十五歳以上人口急増補正Ⅰ係数－１）

七十五歳以上

人口

１＋（密度補正係数－１）＋（七十五歳以上人口急増補正Ⅰ係数－１）

５　清掃費 人口 普通態容補正係数×密度補正Ⅰ係数＋（密度補正Ⅱ係数－１）＋（事業費補正係数－１）

五 　 産 業

経済費

１　農業行政費 農家数 段階補正係数×（普通態容補正Ⅰ係数×普通態容補正Ⅱ係数）×寒冷補正係数＋（密度補正

Ⅰ係数－１）＋（密度補正Ⅱ係数－１）＋（事業費補正係数－１）＋（農家数急減補正係数

－１）

２　林野水産行

政費

林業及び水産

業の従業者数

人口

普通態容補正Ⅰ係数×普通態容補正Ⅱ係数×経常態容補正係数×寒冷補正係数＋（密度補正

Ⅰ係数－１）＋（密度補正Ⅱ係数－１）＋（密度補正Ⅲ係数－１）＋（事業費補正係数－１）

＋（従業者数急減補正係数－１）

３　商工行政費 人口 段階補正係数×普通態容補正係数

六 　 総 務
費

１　徴税費 世帯数 段階補正係数×密度補正係数×普通態容補正係数
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２　戸籍住民基

本台帳費

戸籍数 段階補正係数×密度補正係数×普通態容補正係数

世帯数 段階補正係数×密度補正係数×普通態容補正係数

３　地域振興費 人口 （段階補正Ⅰ係数×普通態容補正Ⅰ係数）×０．７９５３＋（密度補正Ⅰ係数－１）＋（密度

補正Ⅲ係数－１）＋（普通態容補正Ⅱ係数）＋（普通態容補正Ⅲ係数－１）＋経常態容補正

係数＋（投資補正係数－１）＋（事業費補正係数－１）＋（寒冷補正係数－１）＋（人口急

増補正係数－１）＋（人口急減補正係数－１）＋段階補正Ⅱ係数×０．１５４４＋段階補正

Ⅲ係数×密度補正Ⅱ係数×０．０５０３

面積 普通態容補正係数×寒冷補正係数＋（投資補正Ⅱ係数－１）＋（事業費補正係数－１）

（４）　個別算定経費以外のもののうち都道府県分

測定単位 補正率

人口 段階補正

測定単位の数値が１，７００，０００人以上のもの

１，７００，０００人 １．００

１，７００，０００人を超え２，１００，０００人までの数 ０．５７

２，１００，０００人を超え２，５００，０００人までの数 ０．６６

２，５００，０００人を超え３，５００，０００人までの数 ０．２４

３，５００，０００人を超え５，０００，０００人までの数 ０．４５

５，０００，０００人を超え６，０００，０００人までの数 ０．３３

６，０００，０００人を超える数 ０．２７

測定単位の数値が１，７００，０００人に満たないもの

その団体の数値 １．００

１，７００，０００人に満たない数が３００，０００人までの数 ０．８８

同上３００，０００人を超え６００，０００人までの数 ０．９７

同上６００，０００人を超え９００，０００人までの数 ０．９５

同上９００，０００人を超える数 ０．９４

面積 種別補正

宅地 １．００

耕地 ２．８７

林野 ０．６０

その他 ０．５９

（５）　個別算定経費以外のもののうち市町村分

測定単位 補正率

人口 段階補正

測定単位の数値が１００，０００人以上のもの

１００，０００人 １．００

１００，０００人を超え２５０，０００人までの数 ０．７２

２５０，０００人を超え４００，０００人までの数 ０．６４

４００，０００人を超え１，０００，０００人までの数 ０．６１

１，０００，０００人を超える数 ０．５７

測定単位の数値が１００，０００人に満たないもの

その団体の数値 １．００

１００，０００人に満たない数が７０，０００人までの数 ０．１４

同上７０，０００人を超え８０，０００人までの数 －０．０５

同上８０，０００人を超え８８，０００人までの数 ０．２３

同上８８，０００人を超え９２，０００人までの数 ０．２３

同上９２，０００人を超え９６，０００人までの数 －０．３３

同上９６，０００人を超え９８，０００人までの数 －１．６２

同上９８，０００人を超え９９，５００人までの数 －２．１６

同上９９，５００人を超える数 －２．８７

面積 種別補正

宅地 １．００

田畑 ０．９０

森林 ０．２５

その他 ０．１９

別表第二

（１）　段階補正係数及び普通態容補正係数に用いる数値の補正率（第８条、第１０条関係）

経費の種類 地域区分 率

その他の教育費のうち人口を測定単位とするもの 指定都市の区域 ０．９４２

中核市の区域 ０．９７２

その他の区域 １．０００

社会福祉費 指定都市の区域 ０．８００

児童相談所設置中核市の区域 ０．８０７

中核市の区域 ０．９６８

福祉事務所設置町村の区域 ０．９９７
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その他の区域 １．０００

衛生費 指定都市の区域 ０．７１３

中核市の区域 ０．８８０

特別区及び保健所設置市の区域 ０．８８６

その他の区域 １．０００

高齢者保健福祉費のうち六十五歳以上人口を測定単位とするもの 指定都市の区域 ０．９６１

中核市の区域 ０．９６２

その他の区域 １．０００

商工行政費 中小企業支援市の区域 ０．９８１

その他の区域 １．０００

（２）　段階補正係数に係る率（第８条関係）

経費の種類 測定単位 率

消防費 人口 ３．０４５

その他の土木費 人口 ３．０００

その他の教育費 人口 ２．０９０

社会福祉費 人口 １．３９５

保健衛生費 人口 ３．０１０

高齢者保健福祉費 六十五歳以上人口 １．６０１

農業行政費 農家数 ２．８６０

商工行政費 人口 ３．５５５

徴税費 世帯数 ４．５８４

戸籍住民基本台帳費 戸籍数 １．５９８

世帯数 ３．８５２

別表第二の二

被生活保護者数に係る率（第９条関係）

区分 率

生活保護 生活扶助 ０．０８８１

住宅扶助 ０．０５３１

教育扶助 ０．０１３６

医療扶助（入院） １．４２７７

医療扶助（入院外） ０．０７４２

介護扶助 ０．０３７４

その他の扶助 ０．０６０３

別表第二の三

被生活保護者数に係る率（第９条関係）

区分 率

生活保護 生活扶助 ０．０８３３

住宅扶助 ０．０５０３

教育扶助 ０．０１３７

医療扶助（入院） １．４３２７

医療扶助（入院外） ０．０７７２

介護扶助 ０．０３６９

その他の扶助 ０．０５３８

別表第二の四

被生活保護者数に係る率（第９条関係）

区分 率

生活保護 生活扶助 ０．０８７７

住宅扶助 ０．０５３２

教育扶助 ０．０１３８

医療扶助（入院） １．４６１２

医療扶助（入院外） ０．０７５７

介護扶助 ０．０３８０

その他の扶助 ０．０５８２

別表第二の五

被生活保護者数に係る率（第９条関係）

都道府県 率

北海道 ０．８８８

青森 ０．８８６

岩手 ０．８８７

宮城 ０．８９７

秋田 ０．８８６

山形 ０．８８６

福島 ０．８８６

茨城 ０．８９９

栃木 ０．８９３
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群馬 ０．８９６

埼玉 ０．９２３

千葉 ０．９２１

東京 １．０１８

神奈川 ０．９２２

新潟 ０．８９１

富山 ０．８９１

石川 ０．８９４

福井 ０．８８８

山梨 ０．８８７

長野 ０．８８７

岐阜 ０．８９７

静岡 ０．９０１

愛知 ０．９２６

三重 ０．９０３

滋賀 ０．８９２

京都 ０．９２５

大阪 ０．９４６

兵庫 ０．９１２

奈良 ０．９４２

和歌山 ０．８８５

鳥取 ０．８９５

島根 ０．８９６

岡山 ０．８８９

広島 ０．９１２

山口 ０．９０４

徳島 ０．８８７

香川 ０．８８７

愛媛 ０．８８８

高知 ０．８８６

福岡 ０．９０４

佐賀 ０．８９５

長崎 ０．８８８

熊本 ０．８９１

大分 ０．８９４

宮崎 ０．８８６

鹿児島 ０．８８６

沖縄 ０．８９７

別表第三　削除

別表第三の二　削除

別表第三の三

市町村分の「その他の土木費」の普通態容補正のうち建築主事を置くことに伴う権能差補正の適用を受ける市町村（第１１条関係）

都道府県名建築主事設置市 限定特定行政庁設置市町村

北海道 小樽市　室蘭市　釧路市　帯広市　北見市　苫小牧市　江

別市

岩見沢市　網走市　留萌市　稚内市　美唄市　芦別市　赤平市　紋

別市　士別市　名寄市　三笠市　根室市　千歳市　砂川市　深川

市　富良野市　登別市　恵庭市　伊達市　北広島市　石狩市　北斗

市　当別町　長沼町　上富良野町　美幌町　遠軽町　白老町　音更

町　芽室町　幕別町　中標津町　東神楽町

青森県 弘前市

岩手県 宮古市　花巻市　北上市　一関市　釜石市　奥州市

宮城県 石巻市　塩竃市　大崎市

秋田県 横手市 大館市　大仙市

山形県 米沢市　鶴岡市　酒田市　天童市

福島県 会津若松市　須賀川市

茨城県 日立市　土浦市　古河市　高萩市　北茨城市　取手市　ひた

ちなか市

栃木県 足利市　栃木市　佐野市　鹿沼市　小山市　那須塩原市　日

光市　大田原市

群馬県 桐生市　館林市 渋川市　藤岡市　富岡市　安中市　沼田市　みどり市

埼玉県 狭山市　上尾市　新座市　久喜市 行田市　秩父市　飯能市　加須市　本庄市　東松山市　羽生市　鴻

巣市　深谷市　蕨市　戸田市　入間市　朝霞市　志木市　和光市　

桶川市　北本市　八潮市　富士見市　三郷市　蓮田市　坂戸市　幸

手市　鶴ヶ島市　日高市　吉川市　ふじみ野市　白岡市　杉戸町　

松伏町

千葉県 市川市　木更津市　松戸市　成田市　佐倉市　習志野市　市

原市　流山市　八千代市　我孫子市　浦安市

野田市　茂原市　鎌ヶ谷市　君津市　四街道市　印西市　白井市
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東京都 立川市　武蔵野市　三鷹市　府中市　調布市　町田市　日野

市　国分寺市　西東京市　小平市

神奈川県 鎌倉市　藤沢市　秦野市

新潟県 三条市　柏崎市　新発田市

富山県 高岡市

石川県 七尾市　小松市　加賀市　白山市　野々市市 能美市

長野県 上田市 岡谷市　飯田市　諏訪市　塩尻市

岐阜県 大垣市　各務原市 高山市　多治見市　可児市

静岡県 富士宮市　焼津市 三島市　伊東市　島田市　磐田市　掛川市　藤枝市　御殿場市　袋

井市　裾野市　湖西市

愛知県 瀬戸市　半田市　豊川市　刈谷市　安城市　西尾市　江南市　小牧

市　稲沢市　東海市　大府市

三重県 津市　松阪市　桑名市　鈴鹿市 名張市　伊賀市　亀山市

滋賀県 彦根市　長浜市　近江八幡市　草津市　守山市　東近江市

京都府 宇治市

大阪府 池田市　守口市　和泉市　箕面市　羽曳野市　門真市

兵庫県 芦屋市　伊丹市　高砂市　川西市　三田市

奈良県 橿原市　生駒市

鳥取県 米子市　倉吉市 境港市

島根県 出雲市 浜田市　益田市　大田市　安来市　雲南市　江津市

岡山県 津山市　玉野市　総社市　新見市　笠岡市

広島県 三原市　尾道市　東広島市　廿日市市 三次市

山口県 宇部市　山口市　周南市　萩市　防府市　岩国市 長門市　山陽小野田市

徳島県 徳島市

愛媛県 今治市　新居浜市　西条市 宇和島市

福岡県 大牟田市

長崎県 島原市　平戸市　松浦市　五島市　大村市

熊本県 八代市　天草市

大分県 別府市　中津市　日田市　佐伯市　宇佐市

宮崎県 都城市　延岡市　日向市

鹿児島県 鹿屋市　薩摩川内市　霧島市

沖縄県 宜野湾市　浦添市　沖縄市　うるま市

別表第三の四

普通態容補正の地域手当の級地（第十一条第一項第六号）

都道府県級地 市町村（市町村は当該年度の四月一日現在による。）

北海道 七級地札幌市

宮城県 五級地多賀城市

六級地仙台市　富谷市

七級地名取市　利府町

茨城県 二級地取手市　つくば市

三級地守谷市

四級地牛久市

五級地水戸市　日立市　土浦市　龍ケ崎市

六級地古河市　ひたちなか市　神栖市　つくばみらい市　利根町

七級地結城市　笠間市　鹿嶋市　那珂市　筑西市

栃木県 六級地宇都宮市　大田原市　下野市　野木町

七級地栃木市　鹿沼市　小山市　真岡市

群馬県 六級地高崎市

七級地前橋市　太田市　渋川市

埼玉県 二級地和光市

三級地さいたま市　蕨市　志木市

四級地東松山市　狭山市　朝霞市　ふじみ野市

五級地新座市　桶川市　富士見市　坂戸市　鶴ヶ島市

六級地川越市　川口市　行田市　所沢市　飯能市　加須市　春日部市　羽生市　鴻巣市　深谷市　上尾市　草加市　越谷市　戸

田市　入間市　久喜市　北本市　八潮市　三郷市　蓮田市　幸手市　吉川市　白岡市　伊奈町　三芳町　滑川町　鳩山町　

宮代町　杉戸町　松伏町

七級地熊谷市　日高市　毛呂山町

千葉県 二級地我孫子市　袖ケ浦市　印西市

三級地千葉市　成田市　習志野市

四級地船橋市　浦安市

五級地市川市　松戸市　佐倉市　市原市　八千代市　富津市　四街道市

六級地野田市　茂原市　東金市　柏市　流山市　鎌ケ谷市　白井市　大網白里市　酒々井町　栄町

七級地木更津市　君津市　八街市　山武市　長柄町

東京都 一級地特別区
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二級地武蔵野市　調布市　町田市　小平市　日野市　国分寺市　狛江市　清瀬市　多摩市

三級地八王子市　青梅市　府中市　昭島市　小金井市　東村山市　国立市　福生市　稲城市　西東京市

四級地立川市　東大和市

五級地三鷹市　あきる野市

六級地東久留米市　羽村市

七級地武蔵村山市

神奈川県二級地横浜市　川崎市　厚木市

三級地鎌倉市　逗子市

四級地相模原市　藤沢市　海老名市　座間市

五級地横須賀市　平塚市　小田原市　茅ヶ崎市　大和市　伊勢原市

六級地三浦市　秦野市　綾瀬市　葉山町　大磯町　二宮町

新潟県 七級地新潟市

富山県 七級地富山市　舟橋村

石川県 七級地金沢市　内灘町

福井県 七級地福井市

山梨県 六級地甲府市

七級地南アルプス市　上野原市

長野県 六級地塩尻市

七級地長野市　松本市　諏訪市　伊那市

岐阜県 六級地岐阜市

七級地大垣市　多治見市　美濃加茂市　各務原市　可児市　瑞穂市

静岡県 三級地裾野市

六級地静岡市　沼津市　磐田市　御殿場市

七級地浜松市　三島市　富士宮市　富士市　焼津市　掛川市　藤枝市　袋井市

愛知県 二級地刈谷市　豊田市　日進市

三級地名古屋市　豊明市

五級地西尾市　知多市　知立市　清須市　みよし市　長久手市

六級地岡崎市　瀬戸市　春日井市　豊川市　津島市　碧南市　安城市　犬山市　江南市　稲沢市　東海市　大府市　尾張旭市　

岩倉市　田原市　愛西市　北名古屋市　弥富市　あま市　東郷町　豊山町　大治町　蟹江町

七級地豊橋市　一宮市　半田市　常滑市　小牧市　大口町　扶桑町　飛島村　阿久比町　東浦町

三重県 四級地鈴鹿市

五級地四日市市

六級地津市　桑名市　亀山市

七級地名張市　伊賀市　木曽岬町　東員町　菰野町　朝日町

滋賀県 五級地大津市　草津市　栗東市

六級地彦根市　守山市　甲賀市

七級地長浜市　湖南市　東近江市

京都府 二級地長岡京市

四級地京田辺市

五級地京都市

六級地宇治市　亀岡市　向日市　八幡市　木津川市　精華町

七級地城陽市　大山崎町

大阪府 二級地大阪市　守口市

三級地池田市　高槻市　大東市　門真市　高石市　大阪狭山市

四級地豊中市　吹田市　寝屋川市　松原市　箕面市　羽曳野市

五級地堺市　枚方市　茨木市　八尾市　柏原市　東大阪市　交野市

六級地岸和田市　泉大津市　貝塚市　泉佐野市　富田林市　河内長野市　和泉市　摂津市　藤井寺市　泉南市　四條畷市　阪南

市　島本町　豊能町　忠岡町　熊取町　田尻町　岬町　太子町　河南町　千早赤阪村

兵庫県 三級地西宮市　芦屋市　宝塚市

四級地神戸市

五級地尼崎市　伊丹市　高砂市　川西市　三田市

六級地明石市　赤穂市　猪名川町

七級地姫路市　加古川市　三木市

奈良県 四級地天理市

五級地奈良市　大和郡山市

六級地大和高田市　橿原市　生駒市　香芝市　葛城市　平群町　三郷町　斑鳩町　安堵町　上牧町　王寺町　広陵町　河合町

七級地桜井市　御所市　宇陀市　川西町　三宅町　田原本町

和歌山県六級地和歌山市　橋本市

岡山県 七級地岡山市

広島県 五級地広島市

六級地府中町

七級地三原市　東広島市　廿日市市　海田町　坂町

山口県 七級地周南市
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徳島県 七級地徳島市　鳴門市　阿南市

香川県 六級地高松市

七級地坂出市　三木町

福岡県 五級地福岡市　春日市　福津市

六級地大野城市　太宰府市　糸島市　那珂川市　志免町　新宮町　粕屋町

七級地北九州市　筑紫野市　古賀市　宇美町　篠栗町　須恵町　久山町

長崎県 七級地長崎市

別表第三の五

「下水道費」の投資補正中有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費に係る乗率（第１２条関係）

（１）　法適用事業分及び統合前法適用事業分

有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の段階 乗率

７２未満 ０．８０

７２以上１４４未満 ０．８５

１４４以上 ０．９５

（２）　法非適用事業分及び統合前法非適用事業分

有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の段階 乗率

７２未満 ０．８０

７２以上２８８未満 ０．８５

２８８以上 ０．９５

別表第三の六

都道府県の「道路橋りよう費」の投資補正に係る指定都市を包括する道府県ごとの乗率（第１２条関係）

都道府県 乗率

北海道 １．０１１

宮城 １．０５１

埼玉 １．０４２

千葉 １．０２２

神奈川 １．２５７

新潟 １．０５６

静岡 １．２２１

愛知 １．０３８

京都 １．１１３

大阪 １．１３２

兵庫 １．０３７

岡山 １．０８４

広島 １．０５６

福岡 １．０８８

熊本 １．０５２

別表第三の七　削除

別表第三の八

（１）　都道府県の「地域振興費」の投資補正に係る空港関係地方団体ごとの乗率（第１２条関係）

空港関係都道府県 乗率

北海道 ０．１４７１７

青森 ０．２３９４３

岩手 ０．１４２１２

宮城 ０．０２８０３

秋田 ０．３４８２２

山形 ０．２１４５６

福島 ０．０２６８０

茨城 ０．０００９５

千葉 ０．０１８８１

東京 ０．０２８８３

新潟 ０．００５２０

富山 ０．１０００４

石川 ０．０４９７４

福井 ０．００２３３

長野 ０．０４９４８

静岡 ０．０３５２４

愛知 ０．０５３２１

大阪 ０．１７２７５

兵庫 ０．１８８１６

和歌山 ０．０７７４７

鳥取 ０．１４２３６

島根 ０．７９６９４

岡山 ０．１５９３６

広島 ０．０１６０４
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山口 ０．０８６３６

徳島 ０．００４４５

香川 ０．０４０５４

愛媛 ０．２９２５９

高知 ０．０２７７３

福岡 ０．５９５６１

佐賀 ０．０７０５２

長崎 ０．０４８４２

熊本 ０．０３８９９

大分 ０．０１３８３

宮崎 ０．４９７７１

鹿児島 ０．１６９００

沖縄 ０．７１０３３

（２）　市町村の「地域振興費」の投資補正に係る空港関係地方団体ごとの乗率（第１２条関係）

都道府県 空港関係市町村 乗率

北海道 札幌市 ０．０００６３

函館市 ０．１９３０８

旭川市 １．１００３９

釧路市 ０．２１１９９

帯広市 ２．５８７４０

苫小牧市 ０．８３１６０

稚内市 ０．２１１０３

紋別市 ０．１１６３９

千歳市 ６．６９５２２

奥尻町 ０．１３７１８

東神楽町 ４．４７５３１

礼文町 ０．０００００

利尻富士町 ０．８６２９０

美幌町 ０．０１２３１

大空町 ８．７７０３２

白糠町 １．５０６５７

中標津町 ０．２４６６３

青森県 青森市 ０．２５７９０

三沢市 ０．０６７５３

岩手県 花巻市 ０．５０４７３

宮城県 名取市 １．２２８００

岩沼市 １．８８０９７

秋田県 秋田市 ０．２０６２９

北秋田市 ０．４５２２６

山形県 鶴岡市 ０．０１５３２

酒田市 ０．１９１２８

天童市 ０．００２１９

東根市 ０．７９０３０

福島県 須賀川市 ０．０８８３７

玉川村 １．３０８８５

茨城県 小美玉市 ０．１５２５９

千葉県 成田市 １．９５８２９

多古町 ０．０３９７２

芝山町 ４．６７８７１

東京都 特別区 ０．０８５９０

三鷹市 ０．０００９３

調布市 ０．００４７２

大島町 ０．０４３５１

新島村 ０．１０４２５

神津島村 ０．０８３９３

三宅村 ０．０７９７２

八丈町 １．６２４７１

神奈川県 川崎市 ０．０００００

新潟県 新潟市 ０．０３３９５

佐渡市 ０．００００３

富山県 富山市 ０．０５８８７

石川県 小松市 ０．０７０２９

輪島市 ０．１５４７７

穴水町 ０．９１２７８

能登町 ０．１５１８２
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福井県 坂井市 ０．００５４９

長野県 松本市 ０．０５９８６

塩尻市 ０．１４３９２

静岡県 島田市 ０．１０１３７

牧之原市 ０．５９７５１

愛知県 名古屋市 ０．００００２

春日井市 ０．０２７５２

常滑市 ２．２３４９５

小牧市 ０．０７４１０

豊山町 ４．４５４４０

大阪府 大阪市 ０．０００００

豊中市 ５．０２９０４

池田市 ０．７２７７０

八尾市 ０．００７３２

泉佐野市 ０．４５３１３

泉南市 ０．９２３４０

田尻町 ７．１０２６６

兵庫県 神戸市 ０．４８２０６

伊丹市 ５．９３８８６

豊岡市 ０．０１７０２

川西市 ２．４８４１５

和歌山県 白浜町 ０．８１５９３

鳥取県 鳥取市 ０．１０００９

米子市 ０．００２８１

境港市 ０．０８０１６

島根県 出雲市 ２．５５１５９

益田市 ０．１８０５４

隠岐の島町 ０．１９５３０

岡山県 岡山市 ０．０９７６５

広島県 三原市 １．２７７６２

山口県 宇部市 ０．１７７３３

岩国市 ０．０１３５２

徳島県 松茂町 ０．５８７１８

香川県 高松市 ０．１５４７２

綾川町 １．３９０５８

愛媛県 松山市 ０．９７９７５

高知県 南国市 １．０９３１２

香南市 ０．０２３３９

福岡県 北九州市 ０．０２１５９

福岡市 ２．２４０３８

大野城市 １．１０１０５

苅田町 ０．０４１４５

佐賀県 佐賀市 ０．０５７０２

長崎県 大村市 ０．６３４５４

対馬市 ０．１７７１１

壱岐市 ０．０２９０１

五島市 ０．１０６５６

小値賀町 ０．００１５３

新上五島町 ０．０００１４

熊本県 熊本市 ０．０００００

天草市 ０．０２６７０

大津町 ０．１７７５５

菊陽町 ３．０７６０３

益城町 ０．３８０２３

大分県 豊後大野市 ０．００１５４

国東市 １．４０４３６

宮崎県 宮崎市 １．６９４２４

鹿児島県 霧島市 １．５９４２４

奄美市 ０．７０８７６

中種子町 ０．３７２０６

屋久島町 ０．１９４８１

喜界町 ０．２０８５０

天城町 １．１２０５８

和泊町 ０．２０８３３

与論町 ０．２１７６７
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沖縄県 那覇市 ０．８８９４８

石垣市 ２．０３８０３

豊見城市 ０．１４２３０

宮古島市 １．９４９２５

伊江村 ０．０１４５２

座間味村 ０．００３４４

粟国村 ０．０１５２０

南大東村 １．０１０９９

北大東村 ０．７３５４５

久米島町 ０．５８７９８

多良間村 ０．６４１１８

竹富町 ０．０００００

与那国町 １．０３８５８

別表第三の九

「地域振興費（人口）」の事業費補正中の財政力指数に係る率等（第１２条関係）

財政力指数区分 率等

Ａ Ｂ

財政力指数が０．６０未満のもの －０．１４００ ０．５９９

同上０．６０以上０．７５未満のもの －０．３０００ ０．６９５

同上０．７５以上０．８５未満のもの －０．５０００ ０．８４５

同上０．８５以上０．９５未満のもの －０．９５００ １．２２８

同上０．９５以上 －０．５０００ ０．８００

別表第三の十

都道府県分の「地域振興費」及び市町村分の「都市計画費」の事業費補正に係る率（第１２条関係）

経費の種類 区分 率

地域振興費 第三セクター分 平成４年度許可債 ０．００４８

平成６年度許可債 ０．０１３２

平成７年度許可債 ０．０１３２

平成８年度許可債 ０．０１３２

平成９年度許可債 ０．０１３５

平成１０年度許可債 ０．０１３５

平成１１年度許可債 ０．０１３８

平成１２年度許可債 ０．０１３５

平成１３年度許可債（平成１２年度以前新規採択路線に係るもの） ０．０１３８

平成１３年度許可債（平成１３年度以降新規採択路線に係るもの） ０．０２３０

平成１４年度許可債（平成１２年度以前新規採択路線に係るもの） ０．０１２９

平成１４年度許可債（平成１３年度以降新規採択路線に係るもの） ０．０１９４

平成１５年度許可債（平成１２年度以前新規採択路線に係るもの） ０．０１６２

平成１５年度許可債（平成１３年度以降新規採択路線に係るもの） ０．０２４３

平成１６年度許可債（平成１２年度以前新規採択路線に係るもの） ０．０１６２

平成１６年度許可債（平成１３年度以降新規採択路線に係るもの） ０．０２４３

平成１７年度許可債（平成１２年度以前新規採択路線に係るもの） ０．０１６６

平成１７年度許可債（平成１３年度以降新規採択路線に係るもの） ０．０２４９

平成１８年度同意等債（平成１２年度以前新規採択路線に係るもの） ０．０１５８

平成１８年度同意等債（平成１３年度以降新規採択路線に係るもの） ０．０２３７

平成１９年度同意等債（平成１２年度以前新規採択路線に係るもの） ０．０１５８

平成１９年度同意等債（平成１３年度以降新規採択路線に係るもの） ０．０２３７

平成２０年度同意等債（平成１２年度以前新規採択路線に係るもの） ０．０１５９３

平成２０年度同意等債（平成１３年度以降新規採択路線に係るもの） ０．０２３８９

平成２１年度同意等債（平成１２年度以前新規採択路線に係るもの） ０．０１５３３

平成２１年度同意等債（平成１３年度以降新規採択路線に係るもの） ０．０２３００

平成２２年度同意等債（平成１２年度以前新規採択路線に係るもの） ０．０１５０４

平成２２年度同意等債（平成１３年度以降新規採択路線に係るもの） ０．０２２５６

都市計画費 第三セクター分 平成４年度許可債 ０．００４８

平成６年度許可債 ０．０１３２

平成７年度許可債 ０．０１３２

平成８年度許可債 ０．０１３２

平成９年度許可債 ０．０１３５

平成１０年度許可債 ０．０１３５

平成１１年度許可債 ０．０１３８

平成１２年度許可債 ０．０１３５

平成１３年度許可債（平成１２年度以前新規採択路線に係るもの） ０．０１３８

平成１３年度許可債（平成１３年度以降新規採択路線に係るもの） ０．０２３０

平成１４年度許可債（平成１２年度以前新規採択路線に係るもの） ０．０１２９
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平成１４年度許可債（平成１３年度以降新規採択路線に係るもの） ０．０１９４

平成１５年度許可債（平成１２年度以前新規採択路線に係るもの） ０．０１６０

平成１５年度許可債（平成１３年度以降新規採択路線に係るもの） ０．０２３９

平成１６年度許可債（平成１２年度以前新規採択路線に係るもの） ０．０１６２

平成１６年度許可債（平成１３年度以降新規採択路線に係るもの） ０．０２４３

平成１７年度許可債（平成１２年度以前新規採択路線に係るもの）市場公募団体 ０．０１５０

平成１７年度許可債（平成１２年度以前新規採択路線に係るもの）その他団体 ０．０１２０

平成１７年度許可債（平成１３年度以降新規採択路線に係るもの）市場公募団体 ０．０２２５

平成１７年度許可債（平成１３年度以降新規採択路線に係るもの）その他団体 ０．０１８０

平成１８年度同意等債（平成１２年度以前新規採択路線に係るもの）市場公募団体 ０．０１４７

平成１８年度同意等債（平成１２年度以前新規採択路線に係るもの）その他団体 ０．０１１４

平成１８年度同意等債（平成１３年度以降新規採択路線に係るもの）市場公募団体 ０．０２２１

平成１８年度同意等債（平成１３年度以降新規採択路線に係るもの）その他団体 ０．０１７１

平成１９年度同意等債（平成１２年度以前新規採択路線に係るもの）市場公募団体 ０．０１４７

平成１９年度同意等債（平成１２年度以前新規採択路線に係るもの）その他団体 ０．０１０８

平成１９年度同意等債（平成１３年度以降新規採択路線に係るもの）市場公募団体 ０．０２２１

平成１９年度同意等債（平成１３年度以降新規採択路線に係るもの）その他団体 ０．０１６２

平成２０年度同意等債（平成１２年度以前新規採択路線に係るもの）市場公募団体 ０．０１５００

平成２０年度同意等債（平成１２年度以前新規採択路線に係るもの）その他団体 ０．０１６５０

平成２０年度同意等債（平成１３年度以降新規採択路線に係るもの）市場公募団体 ０．０２２５０

平成２０年度同意等債（平成１３年度以降新規採択路線に係るもの）その他団体 ０．０２４７５

平成２１年度同意等債（平成１２年度以前新規採択路線に係るもの）市場公募団体 ０．０１４４０

平成２１年度同意等債（平成１２年度以前新規採択路線に係るもの）その他団体 ０．０１６２０

平成２１年度同意等債（平成１３年度以降新規採択路線に係るもの）市場公募団体 ０．０２１６０

平成２１年度同意等債（平成１３年度以降新規採択路線に係るもの）その他団体 ０．０２４３０

平成２２年度同意等債（平成１２年度以前新規採択路線に係るもの）市場公募団体 ０．０１４１０

平成２２年度同意等債（平成１２年度以前新規採択路線に係るもの）その他団体 ０．０１５９０

平成２２年度同意等債（平成１３年度以降新規採択路線に係るもの）市場公募団体 ０．０２１１５

平成２２年度同意等債（平成１３年度以降新規採択路線に係るもの）その他団体 ０．０２３８５

公営分 平成４年度許可債 ０．００９６

平成５年度許可債 ０．０２５２

平成６年度許可債 ０．０２７０

平成７年度許可債 ０．０３７２

平成８年度許可債 ０．０３４２

平成９年度許可債 ０．０３１８

平成１０年度許可債 ０．０３１２

平成１１年度許可債 ０．０３１８

平成１２年度許可債 ０．０３００

平成１３年度許可債 ０．０３１８

平成１４年度許可債 ０．０２１２

平成１５年度許可債 ０．０２３９

平成１６年度許可債 ０．０２４３

平成１７年度許可債（市場公募団体に係るもの） ０．０２２５

平成１７年度許可債（その他の団体に係るもの） ０．０１８０

平成１８年度同意等債（市場公募団体に係るもの） ０．０２２１

平成１８年度同意等債（その他の団体に係るもの） ０．０１７１

平成１９年度同意等債（市場公募団体に係るもの） ０．０２２１

平成１９年度同意等債（その他の団体に係るもの） ０．０１６２

平成２０年度同意等債（市場公募団体に係るもの） ０．０２２５０

平成２０年度同意等債（その他の団体に係るもの） ０．０２４７５

平成２１年度同意等債（市場公募団体に係るもの） ０．０２１６０

平成２１年度同意等債（その他の団体に係るもの） ０．０２４３０

平成２２年度同意等債（市場公募団体に係るもの） ０．０２１１５

平成２２年度同意等債（その他の団体に係るもの） ０．０２３８５

別表第三の十一
（１）　都道府県分の「地域振興費」の事業費補正中の財政力係数に係る率等（第１２条関係）

財政力係数区分 率等

　 Ａ Ｂ

財政力係数が１００を超え１１０までのもの ８．００ －７００

同上１１０を超え１２０までのもの ４．００ －２６０

同上１２０を超え１３０までのもの ３．００ －１４０

同上１３０を超え１５０までのもの ２．５０ －７５

同上１５０を超えるもの ２．００ －０

（２）　市町村分の「その他の土木費」の事業費補正中の財政力係数に係る率等（第１２条関係）
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係数区分 率等

　 Ａ Ｂ

財政力係数が１００を超え５００までのもの １．０９ －９

同上５００を超え１，０００までのもの １．２５ －８９

同上１，０００を超え１，５００までのもの １．４７ －３０９

同上１，５００を超え２，０００までのもの １．６１ －５１９

同上２，０００を超え２，５００までのもの １．８８ －１，０５９

同上２，５００を超え３，０００までのもの １．９８ －１，３０９

同上３，０００を超え３，５００までのもの ２．５３ －２，９５９

同上３，５００を超え４，０００までのもの ２．６７ －３，４４９

同上４，０００を超え４，５００までのもの ３．５４ －６，９２９

同上４，５００を超えるもの ２．００ １

別表第三の十二　削除

別表第三の十三

市町村分の「小学校費」、「中学校費」及び「清掃費」の立替施行に係る乗率（第１２条関係）

経 費

の 種

類

区分 乗率

小 学

校 費

及 び

中 学

校費

校 舎

及 び

屋 体

等

昭和５１年度から昭和５４年度までの各年度及び平成７年度から平成１３年度までの各年度において国庫補助金を受け

入れたもの

１１．５

昭和５５年度から昭和５７年度までの各年度、昭和６０年度から平成３年度までの各年度及び平成６年度において国庫

補助金を受け入れたもの

３．１

昭和５８年度及び平成１４年度から令和４年度までの各年度において国庫補助金を受け入れたもの ６．２５

昭和５９年度において国庫補助金を受け入れたもの ４．５

平成４年度及び平成５年度において国庫補助金を受け入れたもの １．３

プ ー

ル

昭和６３年度から平成３年度までの各年度及び平成６年度において国庫補助金を受け入れたもの １．９

平成４年度及び平成５年度において国庫補助金を受け入れたもの １．０

平成７年度から平成１３年度までの各年度において国庫補助金を受け入れたもの ５．５

平成１４年度から令和４年度までの各年度において国庫補助金を受け入れたもの ３．２５

用地 昭和５１年度において国庫補助金を受け入れたもの ３．９

昭和５２年度において国庫補助金を受け入れたもの ４．８

昭和５３年度において国庫補助金を受け入れたもの ６．７

昭和５４年度から平成１０年度までの各年度において国庫補助金を受け入れたもの １２．４

清掃費 昭和３７年度から平成３年度までの各年度及び平成６年度において国庫補助金を受け入れたもの ２．５

平成４年度及び平成５年度において国庫補助金を受け入れたもの １．１

平成７年度から平成１３年度までの各年度において国庫補助金を受け入れたもの ８．５

平成１４年度から令和４年度までの各年度において国庫補助金を受け入れたもの ３．７５

別表第三の十四

「地域振興費」の事業費補正中の発行割合に係る率等（第１２条関係）

割合区分 率等

Ａ Ｂ

発行割合が２００を超え４００までのもの １．０３ －６

同上４００を超え６００までのもの １．１０ －３４

同上６００を超え８００までのもの １．１５ －６４

同上８００を超え１，０００までのもの １．２０ －１０４

同上１，０００を超え１，４００までのもの １．２９ －１９４

同上１，４００を超え２，０００までのもの １．４１ －３６２

同上２，０００を超え３，０００までのもの １．５８ －７０２

同上３，０００を超え４，０００までのもの １．７６ －１，２４２

同上４，０００を超え５，０００までのもの １．９０ －１，８０２

同上５，０００を超え６，０００までのもの １．９８ －２，２０２

同上６，０００を超え７，０００までのもの ２．０４ －２，５６２

同上７，０００を超え８，０００までのもの ２．０８ －２，８４２

同上８，０００を超え１０，０００までのもの ２．１０ －３，００２

同上１０，０００を超えるもの １．８０ ０

別表第四

（１）　寒冷の差による地域区分（第十三条、第十四条関係）

都

道

府

県

区分 地域（総合振興局及び振興局、郡並びに市町村の区域はその年の四月一日現在による。）
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北

海

道

四 級

地

旭川市　釧路市　帯広市　北見市　夕張市　網走市　美唄市　芦別市　江別市　赤平市　紋別市　士別市　名寄市　三笠市　根

室市　千歳市　滝川市　砂川市　歌志内市　深川市　富良野市　恵庭市　北広島市

石狩振興局 新篠津村

後志総合振興局 真狩村　留寿都村　喜茂別町　京極町　倶知安町

空知総合振興局 南幌町　奈井江町　上砂川町　由仁町　長沼町　栗山町　月形町　浦臼町　新十津川町　妹背牛町　秩父

別町　雨竜町　北竜町　沼田町

上川総合振興局 鷹栖町　東神楽町　当麻町　比布町　愛別町　上川町　東川町　美瑛町　上富良野町　中富良野町　南富

良野町　占冠村　和寒町　剣淵町　下川町　美深町　音威子府村　中川町　幌加内町

留萌振興局 遠別町　天塩町

宗谷総合振興局 猿払村　浜頓別町　中頓別町　枝幸町　豊富町　幌延町

オホーツク総合振興局美幌町　津別町　斜里町　清里町　小清水町　訓子府町　置戸町　佐呂間町　遠軽町　湧別町　滝上町　

興部町　西興部村　雄武町　大空町

胆振総合振興局 厚真町　安平町　むかわ町

日高振興局 日高町　平取町

十勝総合振興局 音更町　士幌町　上士幌町　鹿追町　新得町　清水町　芽室町　中札内村　更別村　大樹町　広尾町　幕

別町　池田町　豊頃町　本別町　足寄町　陸別町　浦幌町

釧路総合振興局 釧路町　厚岸町　浜中町　標茶町　弟子屈町　鶴居村　白糠町

根室振興局 別海町　中標津町　標津町　羅臼町

三 級

地

札幌市　岩見沢市　留萌市　苫小牧市　稚内市　登別市　伊達市　石狩市　北斗市

石狩振興局 当別町

渡島総合振興局 七飯町　鹿部町　森町　八雲町　長万部町

檜山振興局 今金町

後志総合振興局 島牧村　黒松内町　蘭越町　ニセコ町　共和町　岩内町　泊村　積丹町　古平町　仁木町　余市町　赤井

川村

留萌振興局 増毛町　小平町　苫前町　羽幌町　初山別村

宗谷総合振興局 礼文町　利尻町　利尻富士町

胆振総合振興局 豊浦町　壮瞥町　白老町　洞爺湖町

日高振興局 新冠町　浦河町　様似町　えりも町　新ひだか町

二 級

地

函館市　小樽市　室蘭市

渡島総合振興局 松前町　福島町　知内町　木古内町

檜山振興局 江差町　上ノ国町　厚沢部町　乙部町　奥尻町　せたな町

後志総合振興局 寿都町　神恵内村

青

森

県

二 級

地

青森市　弘前市　八戸市　黒石市　五所川原市　十和田市　三沢市　むつ市　平川市

東津軽郡 平内町　今別町　蓬田村　外ケ浜町

中津軽郡 西目屋村

南津軽郡 藤崎町　大鰐町　田舎館村

北津軽郡 板柳町　鶴田町　中泊町

上北郡 野辺地町　七戸町　六戸町　横浜町　東北町　六ケ所村　おいらせ町

下北郡 大間町　東通村　風間浦村　佐井村

三戸郡 三戸町　五戸町　田子町　南部町　階上町　新郷村

一 級

地

つがる市

西津軽郡 鰺ケ沢町　深浦町

岩

手

県

三 級

地

八幡平市

岩手郡 葛巻町　岩手町

二 級

地

盛岡市　花巻市　久慈市　遠野市　二戸市　奥州市　滝沢市

岩手郡 雫石町

紫波郡 紫波町　矢巾町

和賀郡 西和賀町

下閉伊郡 岩泉町　田野畑村　普代村

九戸郡 軽米町　野田村　九戸村

二戸郡 一戸町

一 級

地

宮古市　大船渡市　北上市　一関市　陸前高田市　釜石市

胆沢郡 金ケ崎町

西磐井郡 平泉町

気仙郡 住田町
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上閉伊郡 大槌町　山田町

九戸郡 洋野町

宮

城

県

二 級

地

刈田郡 七ケ宿町

一 級

地

仙台市　石巻市　塩竃市　気仙沼市　白石市　名取市　角田市　多賀城市　岩沼市　登米市　栗原市　東松島市　大崎市　富谷市

刈田郡 蔵王町

柴田郡 大河原町　村田町　柴田町　川崎町

伊具郡 丸森町

亘理郡 亘理町　山元町

宮城郡 松島町　七ケ浜町　利府町

黒川郡 大和町　大郷町　大衡村

加美郡 色麻町　加美町

遠田郡 涌谷町　美里町

牡鹿郡 女川町

本吉郡 南三陸町

秋

田

県

二 級

地

大館市　湯沢市　鹿角市　大仙市　北秋田市　仙北市

鹿角郡 小坂町

山本郡 藤里町

仙北郡 美郷町

雄勝郡 羽後町　東成瀬村

一 級

地

秋田市　能代市　横手市　男鹿市　由利本荘市　潟上市

北秋田郡 上小阿仁村

山本郡 三種町　八峰町

南秋田郡 五城目町　八郎潟町　井川町　大潟村

山

形

県

二 級

地

米沢市　村山市　長井市

西村山郡 西川町

上郡 金山町　 上町

東置賜郡 高畠町　川西町

西置賜郡 飯豊町

一 級

地

山形市　新庄市　寒河江市　尾花沢市　南陽市　上山市　天童市　東根市

東村山郡 山辺町　中山町

西村山郡 河北町　朝日町　大江町

北村山郡 大石田町

上郡 舟形町　真室川町　大蔵村　鮭川村　戸沢村

西置賜郡 小国町　白鷹町

東田川郡 三川町　庄内町

福

島

県

三 級

地

南会津郡 檜枝岐村

二 級

地

南会津郡 下郷町　南会津町

耶麻郡 北塩原村　磐梯町　猪苗代町

大沼郡 昭和村

東白川郡 鮫川村

石川郡 平田村

双葉郡 川内村　葛尾村

相馬郡 飯舘村

一 級

地

会津若松市　郡山市　白河市　須賀川市　喜多方市　相馬市　二本松市　田村市　南相馬市　本宮市

伊達郡 国見町　川俣町

安達郡 大玉村

岩瀬郡 鏡石町　天栄村

南会津郡 只見町

耶麻郡 西会津町

河沼郡 会津坂下町　湯川村　柳津町

大沼郡 三島町　金山町　会津美里町

西白河郡 西郷村　泉崎村　中島村　矢吹町
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東白川郡 棚倉町　矢祭町　塙町

石川郡 石川町　玉川村　浅川町　古殿町

田村郡 三春町　小野町

双葉郡 大熊町

相馬郡 新地町

茨

城

県

一 級

地

久慈郡 大子町

栃

木

県

一 級

地

日光市　那須塩原市　さくら市

芳賀郡 茂木町　市貝町　芳賀町

塩谷郡 塩谷町　高根沢町

那須郡 那須町　那珂川町

群

馬

県

三 級

地

吾妻郡 草津町

二 級

地

多野郡 上野村

吾妻郡 長野原町　嬬恋村

利根郡 片品村

一 級

地

沼田市

多野郡 神流町

甘楽郡 南牧村

吾妻郡 中之条町　高山村　東吾妻町

利根郡 川場村　昭和村　みなかみ町

新

潟

県

一 級

地

十日町市　魚沼市　南魚沼市

東蒲原郡 阿賀町

南魚沼郡 湯沢町

中魚沼郡 津南町

岩船郡 関川村

福

井

県

一 級

地

今立郡 池田町

山

梨

県

二 級

地

富士吉田市

南都留郡 忍野村　山中湖村　鳴沢村　富士河口湖町

一 級

地

北杜市

南都留郡 道志村　西桂町

北都留郡 小菅村　丹波山村

長

野

県

三 級

地

南佐久郡 川上村　南牧村　南相木村　北相木村

二 級

地

岡谷市　小諸市　大町市　茅野市　塩尻市　佐久市

南佐久郡 小海町　佐久穂町

北佐久郡 軽井沢町　御代田町　立科町

小県郡 長和町

諏訪郡 富士見町　原村

上伊那郡 辰野町　箕輪町

下伊那郡 平谷村　売木村　大鹿村

木曽郡 上松町　木祖村　王滝村　木曽町

東筑摩郡 麻績村　朝日村

北安曇郡 池田町　松川村　白馬村　小谷村

上高井郡 高山村

下高井郡 山ノ内町　木島平村　野沢温泉村

上水内郡 信濃町　飯綱町

一 級

地

長野市　松本市　上田市　諏訪市　須坂市　伊那市　駒ヶ根市　中野市　飯山市　千曲市　東御市　安曇野市

小県郡 青木村
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諏訪郡 下諏訪町

上伊那郡 飯島町　南箕輪村　中川村　宮田村

下伊那郡 松川町　阿南町　阿智村　根羽村　下條村　泰阜村

木曽郡 南木曽町　大桑村

東筑摩郡 生坂村　山形村　筑北村

埴科郡 坂城町

上高井郡 小布施町

上水内郡 小川村

下水内郡 栄村

岐

阜

県

一 級

地

飛騨市　高山市　郡上市　下呂市

加茂郡 東白川村

大野郡 白川村

愛

知

県

一 級

地

北設楽郡 豊根村

奈

良

県

二 級

地

吉野郡 野迫川村

一 級

地

宇陀郡 御杖村

吉野郡 天川村

和

歌

山

県

二 級

地

伊都郡 高野町

鳥

取

県

一 級

地

日野郡 日南町

島

根

県

一 級

地

飯石郡 飯南町

岡

山

県

一 級

地

真庭郡 新庄村

英田郡 西粟倉村

中央郡 吉備中央町

広

島

県

一 級

地

神石郡 神石高原町

（２）　生活保護費に係る寒冷の差による地域区分（第十三条、第十四条関係）

地域区分 都道府県分 市分

一区 北海道　青森県　秋田県 上記道県内の市

二区 岩手県　山形県　新潟県 上記県内の市

三区 宮城県　福島県　長野県　富山県 上記県内の市

四区 石川県　福井県 上記県内の市

五区 栃木県　群馬県　山梨県　岐阜県　鳥取県　島根県 上記県内の市

六区 一区から五区までの道県以外の都府県 上記都府県内の市

（３）　積雪の差による地域区分（第十三条、第十四条関係）

都

道

府

県

区分 地域（総合振興局及び振興局、郡並びに市町村の区域はその年の四月一日現在による。）

北

海

道

四級地札幌市　小樽市　旭川市　夕張市　岩見沢市　留萌市　美唄市　江別市　赤平市　三笠市　滝川市　砂川市　歌志内市　深川

市　石狩市

石狩振興局 当別町

渡島総合振興局 木古内町

後志総合振興局 島牧村　寿都町　ニセコ町　真狩村　留寿都村　喜茂別町　京極町　倶知安町　共和町　岩内町　泊村　

神恵内村　積丹町　古平町　仁木町　余市町　赤井川村

空知総合振興局 奈井江町　上砂川町　新十津川町　雨竜町　北竜町　沼田町

上川総合振興局 美深町　音威子府村　中川町　幌加内町

留萌振興局 増毛町　小平町　苫前町　羽幌町　初山別村　遠別町

宗谷総合振興局 中頓別町　礼文町　利尻町　利尻富士町
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根室振興局 羅臼町

三級地北見市　網走市　稚内市　芦別市　紋別市　士別市　名寄市　富良野市　伊達市　北広島市　北斗市

石狩振興局 新篠津村

渡島総合振興局 松前町　福島町　知内町　八雲町　長万部町

檜山振興局 上ノ国町　厚沢部町　今金町　せたな町

後志総合振興局 黒松内町　蘭越町

空知総合振興局 南幌町　栗山町　月形町　浦臼町　妹背牛町　秩父別町

上川総合振興局 鷹栖町　当麻町　比布町　愛別町　上川町　東川町　美瑛町　上富良野町　南富良野町　占冠村　和寒

町　剣淵町　下川町

留萌振興局 天塩町

宗谷総合振興局 猿払村　浜頓別町　枝幸町　豊富町　幌延町

オホーツク総合振興局斜里町　清里町　滝上町　西興部村　雄武町

胆振総合振興局 豊浦町　洞爺湖町

十勝総合振興局 上士幌町　新得町　中札内村

根室振興局 標津町

二級地函館市　室蘭市　釧路市　帯広市　千歳市　登別市　恵庭市

渡島総合振興局 七飯町　鹿部町　森町

檜山振興局 江差町　乙部町　奥尻町

空知総合振興局 由仁町　長沼町

上川総合振興局 東神楽町　中富良野町

オホーツク総合振興局美幌町　津別町　小清水町　訓子府町　置戸町　佐呂間町　遠軽町　湧別町　興部町　大空町

胆振総合振興局 壮瞥町　白老町　厚真町　安平町　むかわ町

日高振興局 日高町　平取町　新冠町　浦河町　様似町　えりも町　新ひだか町

十勝総合振興局 音更町　士幌町　鹿追町　清水町　芽室町　更別村　大樹町　広尾町　幕別町　池田町　豊頃町　足寄

町　陸別町

釧路総合振興局 釧路町　厚岸町　浜中町　標茶町　弟子屈町　鶴居村　白糠町

根室振興局 別海町　中標津町

一級地苫小牧市　根室市

十勝総合振興局 本別町　浦幌町

青

森

県

四級地青森市　黒石市　むつ市

東津軽郡 平内町　外ケ浜町

西津軽郡 深浦町

三級地弘前市　五所川原市　十和田市　つがる市　平川市

東津軽郡 今別町　蓬田村

西津軽郡 鰺ケ沢町

中津軽郡 西目屋村

南津軽郡 大鰐町

北津軽郡 中泊町

上北郡 野辺地町　七戸町　六ケ所村

三戸郡 新郷村

二級地八戸市　三沢市

南津軽郡 藤崎町　田舎館村

北津軽郡 板柳町　鶴田町

上北郡 横浜町　東北町

下北郡 大間町　東通村　風間浦村　佐井村

三戸郡 田子町　階上町

一級地上北郡 六戸町　おいらせ町

三戸郡 三戸町　五戸町　南部町

岩

手

県

四級地和賀郡 西和賀町

三級地北上市

二級地盛岡市　宮古市　八幡平市　滝沢市

岩手郡 雫石町　葛巻町　岩手町

胆沢郡 金ケ崎町

気仙郡 住田町

下閉伊郡 岩泉町

一級地大船渡市　花巻市　久慈市　遠野市　一関市　陸前高田市　釜石市　二戸市　奥州市

紫波郡 紫波町　矢巾町

西磐井郡 平泉町

上閉伊郡 大槌町

下閉伊郡 田野畑村　普代村

九戸郡 軽米町　野田村　九戸村　洋野町
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二戸郡 一戸町

宮

城

県

二級地刈田郡 七ケ宿町

加美郡 加美町

一級地仙台市　白石市　栗原市　大崎市

刈田郡 蔵王町

柴田郡 川崎町

黒川郡 大和町　大衡村

加美郡 色麻町

秋

田

県

四級地湯沢市

北秋田郡 上小阿仁村

雄勝郡 東成瀬村

三級地横手市　大館市　鹿角市　由利本荘市　北秋田市　にかほ市　仙北市

鹿角郡 小坂町

山本郡 藤里町　八峰町

南秋田郡 五城目町

仙北郡 美郷町

雄勝郡 羽後町

二級地秋田市　能代市　潟上市　大仙市

一級地男鹿市

山本郡 三種町

南秋田郡 八郎潟町　井川町　大潟村

山

形

県

四級地鶴岡市　新庄市　村山市　尾花沢市

西村山郡 西川町

北村山郡 大石田町

上郡 上町　舟形町　大蔵村　戸沢村

西置賜郡 小国町　飯豊町

東田川郡 庄内町

三級地米沢市　寒河江市　長井市　東根市

西村山郡 朝日町　大江町

上郡 金山町　真室川町　鮭川村

東置賜郡 川西町

飽海郡 遊佐町

二級地山形市　酒田市　上山市　天童市　南陽市

東村山郡 山辺町　中山町

西村山郡 河北町

東置賜郡 高畠町

西置賜郡 白鷹町

東田川郡 三川町

福

島

県

四級地南会津郡 檜枝岐村　只見町

耶麻郡 北塩原村

大沼郡 金山町　昭和村

三級地南会津郡 南会津町

耶麻郡 西会津町　磐梯町　猪苗代町

大沼郡 三島町

二級地会津若松市　喜多方市

岩瀬郡 天栄村

南会津郡 下郷町

河沼郡 会津坂下町　柳津町

大沼郡 会津美里町

一級地福島市　郡山市　二本松市　田村市

伊達郡 川俣町

安達郡 大玉村

河沼郡 湯川村

西白河郡 西郷村

石川郡 古殿町

双葉郡 川内村　浪江町　葛尾村

相馬郡 飯舘村
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栃

木

県

一級地日光市　那須塩原市

群

馬

県

三級地吾妻郡 草津町

利根郡 片品村　みなかみ町

二級地沼田市

吾妻郡 中之条町　長野原町　嬬恋村

利根郡 川場村

一級地多野郡 上野村

吾妻郡 高山村　東吾妻町

利根郡 昭和村

新

潟

県

四級地小千谷市　十日町市　糸魚川市　妙高市　上越市　魚沼市　南魚沼市

東蒲原郡 阿賀町

南魚沼郡 湯沢町

中魚沼郡 津南町

三級地長岡市　三条市　柏崎市　新発田市　見附市　村上市　胎内市

岩船郡 関川村

二級地新潟市　加茂市　燕市　五泉市　阿賀野市　佐渡市

西蒲原郡 弥彦村

南蒲原郡 田上町

刈羽郡 刈羽村

一級地北蒲原郡 聖籠町

三島郡 出雲崎町

岩船郡 粟島浦村

富

山

県

三級地黒部市　南砺市

中新川郡 上市町　立山町

下新川郡 朝日町

二級地富山市　高岡市　魚津市　砺波市　小矢部市　射水市

中新川郡 舟橋村

一級地氷見市　滑川市

下新川郡 入善町

石

川

県

三級地白山市

二級地金沢市　小松市　輪島市　珠洲市　加賀市

羽咋郡 宝達志水町

鳳珠郡 能登町

一級地七尾市　羽咋市　かほく市　能美市　野々市市

能美郡 川北町

河北郡 津幡町　内灘町

羽咋郡 志賀町

鹿島郡 中能登町

鳳珠郡 穴水町

福

井

県

三級地大野市　勝山市

吉田郡 永平寺町

今立郡 池田町

二級地福井市　敦賀市　越前市

南条郡 南越前町

三方郡 美浜町

一級地小浜市　鯖江市　あわら市　坂井市

丹生郡 越前町

大飯郡 高浜町　おおい町

三方上中郡 若狭町

山

梨

県

一級地富士吉田市

南巨摩郡 早川町
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南都留郡 西桂町　忍野村　山中湖村

北都留郡 小菅村　丹波山村

長

野

県

四級地飯山市

北安曇郡 小谷村

下高井郡 山ノ内町　野沢温泉村

上水内郡 信濃町

下水内郡 栄村

三級地北安曇郡 白馬村

下高井郡 木島平村

二級地長野市　松本市　須坂市　中野市　大町市

木曽郡 木祖村　王滝村

東筑摩郡 朝日村

上高井郡 高山村

上水内郡 小川村　飯綱町

一級地上田市　飯田市　茅野市　塩尻市　佐久市　東御市　安曇野市

南佐久郡 小海町　川上村　南牧村　南相木村　佐久穂町

北佐久郡 軽井沢町

小県郡 長和町

諏訪郡 富士見町　原村

上伊那郡 飯島町

下伊那郡 阿智村　平谷村　喬木村　大鹿村

木曽郡 上松町　南木曽町　大桑村　木曽町

北安曇郡 池田町　松川村

上高井郡 小布施町

岐

阜

県

四級地大野郡 白川村

三級地飛騨市

二級地高山市　本巣市　郡上市

揖斐郡 揖斐川町

一級地山県市　下呂市

不破郡 関ケ原町

加茂郡 白川町　東白川村

静

岡

県

一級地駿東郡 小山町

滋

賀

県

二級地高島市

一級地長浜市　米原市

京

都

府

二級地京丹後市

与謝郡 与謝野町

一級地舞鶴市　綾部市　宮津市　南丹市

与謝郡 伊根町

兵

庫

県

二級地豊岡市

美方郡 香美町　新温泉町

一級地養父市　朝来市　宍粟市

奈

良

県

一級地吉野郡 野迫川村

和

歌

山

県

一級地伊都郡 高野町

鳥

取

県

三級地日野郡 江府町

二級地八頭郡 若桜町　智頭町

西伯郡 大山町　伯耆町
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日野郡 日南町

一級地鳥取市　倉吉市

岩美郡 岩美町

八頭郡 八頭町

東伯郡 三朝町　琴浦町

西伯郡 南部町

日野郡 日野町

島

根

県

一級地浜田市　益田市　大田市　安来市　雲南市

仁多郡 奥出雲町

飯石郡 飯南町

邑智郡 川本町　美郷町　邑南町

鹿足郡 津和野町　吉賀町

岡

山

県

二級地真庭郡 新庄村

一級地真庭市

苫田郡 鏡野町

英田郡 西粟倉村

広

島

県

二級地山県郡 安芸太田町

一級地三次市　庄原市　廿日市市

山県郡 北広島町

別表第五　削除

別表第六

道府県民税所得割に係る単位額補正率（第１８条関係）

都道府県 補正率

Ａ Ｂ

北海道 ０．７６９ ０．５１９

青森 ０．８３０ ０．０００

岩手 ０．８５０ ０．０００

宮城 ０．７１２ ０．５７４

秋田 ０．８１２ ０．０００

山形 ０．８４８ ０．０００

福島 ０．９１８ ０．０００

茨城 １．０２５ ０．０００

栃木 １．０１１ ０．０００

群馬 ０．９８５ ０．０００

埼玉 １．００７ ０．６７４

千葉 １．０７４ ０．６３１

東京 １．６４９ ０．０００

神奈川 ０．８６１ ０．６９６

新潟 ０．６９９ ０．４８６

富山 ０．９４７ ０．０００

石川 ０．９７７ ０．０００

福井 ０．９５２ ０．０００

山梨 ０．９９５ ０．０００

長野 ０．９５３ ０．０００

岐阜 ０．９９１ ０．０００

静岡 ０．８０４ ０．５４０

愛知 １．００２ ０．６８８

三重 １．０２８ ０．０００

滋賀 １．０６６ ０．０００

京都 ０．７８２ ０．６０９

大阪 ０．９１０ ０．５８５

兵庫 ０．９８６ ０．６０６

奈良 １．０８２ ０．０００

和歌山 ０．９５２ ０．０００

鳥取 ０．８４３ ０．０００

島根 ０．８６４ ０．０００

岡山 ０．７５６ ０．５４２

広島 ０．７８９ ０．５８０

山口 ０．９８８ ０．０００
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徳島 ０．９４７ ０．０００

香川 ０．９５１ ０．０００

愛媛 ０．９２６ ０．０００

高知 ０．８８４ ０．０００

福岡 ０．７４４ ０．５６８

佐賀 ０．８７１ ０．０００

長崎 ０．８７９ ０．０００

熊本 ０．６７６ ０．５１４

大分 ０．８９３ ０．０００

宮崎 ０．８４８ ０．０００

鹿児島 ０．８７０ ０．０００

沖縄 ０．８９９ ０．０００

別表第七

個人事業税に係る率（第１９条関係）

都道府県 乗率

Ａ Ｂ

北海道 ０．８１４ ０．８３９

青森 ０．８０７ ０．７３４

岩手 ０．６７５ ０．７５８

宮城 ０．８２５ ０．８２９

秋田 ０．６９３ ０．６１１

山形 ０．６６１ ０．５２４

福島 ０．７４２ ４．００１

茨城 ０．７７１ ０．８１５

栃木 ０．７５８ ０．７５９

群馬 ０．６８７ ０．５６２

埼玉 １．０２５ ０．８８５

千葉 １．１３５ １．０７５

東京 １．４４８ ２．３７８

神奈川 １．２４１ ０．８９４

新潟 ０．７２７ ０．６２９

富山 ０．６９９ ０．６５９

石川 ０．７０５ ０．７９０

福井 ０．６７１ ０．５６５

山梨 ０．７１２ ０．４９３

長野 ０．６８８ ０．６９２

岐阜 ０．６８７ ０．６９９

静岡 ０．７５６ ０．８３９

愛知 ０．９３２ ０．９５４

三重 ０．７０６ ０．６６６

滋賀 ０．７６６ ０．８７１

京都 ０．８８０ ０．８１５

大阪 １．０７６ ０．９８５

兵庫 ０．８８２ ０．１１６

奈良 ０．８３４ ０．８３１

和歌山 ０．７８４ ０．５０３

鳥取 ０．６８３ ０．５９６

島根 ０．７１９ １．５４９

岡山 ０．６３９ ０．５９５

広島 ０．７６３ ０．８９１

山口 ０．６９４ １．１０８

徳島 ０．６５０ ０．７６１

香川 ０．６４０ ０．６５１

愛媛 ０．６４１ ２．９９１

高知 ０．７５８ ０．４５０

福岡 ０．９２３ ０．８９５

佐賀 ０．７３１ ０．６０６

長崎 ０．７３６ ０．８３０

熊本 ０．６４０ ０．７３５

大分 ０．７３４ ０．７３５

宮崎 ０．７５７ ０．７９４

鹿児島 ０．６６７ ０．８０８

沖縄 ０．９７０ ２．４７３

別表第八

道府県たばこ税に係る率（第２１条関係）

都道府県 率
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北海道 ０．９８５９

青森 ０．９８６３

岩手 ０．９７８９

宮城 ０．９８１７

秋田 ０．９８１２

山形 ０．９８０７

福島 ０．９６９７

茨城 ０．９８０８

栃木 ０．９８０３

群馬 ０．９７６６

埼玉 ０．９７１１

千葉 ０．９７９９

東京 ０．９８３３

神奈川 ０．９７８８

新潟 ０．９７４２

富山 ０．９７０８

石川 ０．９７３１

福井 ０．９６６５

山梨 ０．９８７０

長野 ０．９８０４

岐阜 ０．９７５９

静岡 ０．９７６２

愛知 ０．９７６０

三重 ０．９７７２

滋賀 ０．９７２２

京都 ０．９７１３

大阪 ０．９７６３

兵庫 ０．９７２７

奈良 ０．９７５７

和歌山 ０．９７１０

鳥取 ０．９７５７

島根 ０．９７１８

岡山 ０．９７３２

広島 ０．９７０５

山口 ０．９６８７

徳島 ０．９７１４

香川 ０．９６８５

愛媛 ０．９７６８

高知 ０．９７７６

福岡 ０．９８２２

佐賀 ０．９８１５

長崎 ０．９７７１

熊本 ０．９８４４

大分 ０．９８２７

宮崎 ０．９８３６

鹿児島 ０．９８３９

沖縄 ０．９９１２

別表第九

ゴルフ場利用税に係る率（第２２条関係）

都道府県 率

北海道 ０．８５７

青森 ０．８３５

岩手 ０．９８５

宮城 １．０５７

秋田 ０．９１１

山形 ０．７００

福島 ０．８６１

茨城 ０．９３９

栃木 ０．９０２

群馬 ０．８７０

埼玉 １．０７９

千葉 １．０１０

東京 １．２９８

神奈川 １．２３２

新潟 ０．８６７

富山 １．０２２
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石川 １．０６０

福井 １．１１８

山梨 ０．８９８

長野 １．０１４

岐阜 ０．８９３

静岡 １．２４２

愛知 １．１３３

三重 ０．９６２

滋賀 ０．９７４

京都 １．０５９

大阪 １．２８８

兵庫 ０．９７９

奈良 １．０７５

和歌山 ０．８９１

鳥取 ０．７０２

島根 ０．７８２

岡山 ０．８９７

広島 ０．８３７

山口 ０．８０３

徳島 ０．９３５

香川 ０．９５６

愛媛 ０．９２４

高知 ０．９７５

福岡 ０．７８６

佐賀 ０．７３８

長崎 ０．８１６

熊本 ０．７６２

大分 ０．７０８

宮崎 ０．７４６

鹿児島 ０．７７７

沖縄 １．０５６

別表第十　削除

別表第十の二　削除

別表第十一

軽油引取税及び軽油引取税交付金に係る率（第２３条の２、第３８条関係）

都道府県及び指定都市 率

都道府県 北海道 １．０１３

青森 １．００２

岩手 ０．９５４

宮城 ０．９７９

秋田 １．００８

山形 ０．９９８

福島 ０．９３７

茨城 １．０１２

栃木 １．００３

群馬 １．００５

埼玉 １．０１８

千葉 １．０２１

東京 １．０２３

神奈川 １．０１５

新潟 ０．９８３

富山 １．０１０

石川 １．０１７

福井 ０．９８３

山梨 １．０１２

長野 １．００９

岐阜 １．０２２

静岡 １．０１５

愛知 １．０２３

三重 １．０１２

滋賀 １．０１２

京都 １．０３４

大阪 １．０２７

兵庫 １．０００

奈良 １．００８

和歌山 １．０４２
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鳥取 １．００５

島根 ０．９８７

岡山 １．０１０

広島 １．００９

山口 ０．９９１

徳島 ０．９９５

香川 １．０１２

愛媛 ０．９９４

高知 ０．９７９

福岡 １．０１４

佐賀 ０．９９８

長崎 １．００４

熊本 １．０１０

大分 １．０１５

宮崎 ０．９９８

鹿児島 ０．９９０

沖縄 １．００２

指定都市 札幌 １．００８

仙台 ０．９７６

さいたま １．００３

千葉 １．０３３

横浜 １．０２７

川崎 ０．９８１

相模原 ０．９９２

新潟 ０．９９０

静岡 １．０１４

浜松 １．０１１

名古屋 １．０１９

京都 １．０３６

大阪 ０．９９３

堺 ０．９９４

神戸 １．００２

岡山 １．００９

広島 １．０１０

北九州 １．０１１

福岡 ０．９９３

熊本 １．０２０

別表第十二

（１）　自動車税の環境性能割に係る基準税率補正率（第２４条関係）

都道府県 率

北海道 ０．９１７

青森 ０．８７０

岩手 ０．８９１

宮城 ０．８７６

秋田 ０．９２８

山形 ０．８４１

福島 ０．８９８

茨城 ０．９３１

栃木 ０．９４１

群馬 ０．９２８

埼玉 １．００６

千葉 １．００５

東京 １．３４２

神奈川 １．０３６

新潟 ０．８７５

富山 ０．８０７

石川 ０．９０２

福井 ０．８８２

山梨 ０．９９１

長野 ０．８９０

岐阜 ０．９９０

静岡 ０．９４６

愛知 １．０４１

三重 ０．９５９

滋賀 ０．９１５

京都 １．０３６
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大阪 １．１０２

兵庫 １．１２３

奈良 １．０２３

和歌山 １．０２４

鳥取 ０．８８２

島根 ０．８２０

岡山 ０．９３６

広島 ０．９２５

山口 ０．８８７

徳島 ０．９０７

香川 ０．８８９

愛媛 ０．８６８

高知 ０．９３３

福岡 １．０１０

佐賀 ０．８８８

長崎 ０．８５７

熊本 ０．８５７

大分 ０．８８４

宮崎 ０．８３７

鹿児島 ０．８７１

沖縄 ０．６９３

（２）　自動車税の種別割に係る基準税率補正率（第２４条関係）

都道府県 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

北海道 １．００３ ０．９８９ １．１１７

青森 ０．９６８ ０．９４４ １．１７０ １．０８１

岩手 ０．９８１ ０．８５９ １．１１７

宮城 ０．９８９ １．０１１ １．０３８

秋田 ０．９８２ ０．９０２ １．０８９

山形 ０．９８１ ０．９６７ １．０４２

福島 ０．９９８ １．０１１ １．０６６

茨城 １．０１０ １．０１１ １．０５６

栃木 １．００６ １．０１７ １．０２２

群馬 １．００３ ０．９７８ １．０５６

埼玉 １．００７ １．０３２ １．０４６ １．４１１

千葉 ０．９９９ １．０５３ ０．９８８ ０．６０５

東京 １．０１６ １．１１０ ０．３５７ １．０１３

神奈川 １．００２ １．１００ ０．９７９ ０．９６８

新潟 ０．９８３ ０．９６９ １．０６０

富山 ０．９８１ ０．９９７ １．０９８

石川 ０．９８３ ０．８５２ １．０８２

福井 ０．９９０ ０．９９０ １．１２８

山梨 １．００６ １．０３０ １．０６９

長野 ０．９９７ １．０１６ １．０８４

岐阜 ０．９９４ ０．９８５ １．０４７

静岡 ０．９９７ ０．９８０ ０．９９９ ０．９９８

愛知 １．００７ １．００１ １．０４４ １．２０９

三重 １．００１ １．００８ １．０２２

滋賀 １．００６ ０．８１１ １．０５５

京都 ０．９９６ ０．９９８ ０．９５５ １．２５０

大阪 ０．９９４ ０．９３６ ０．９１９

兵庫 １．０２０ １．０４７ １．００９

奈良 １．０１４ １．０１１ １．０６０

和歌山 １．００１ ０．９６１ １．０１１

鳥取 ０．９８９ ０．９９０ １．１０５

島根 ０．９７３ ０．８４０ １．０６５

岡山 ０．９９０ ０．９９４ １．０８３

広島 ０．９９９ ０．９９０ ０．９９８ ０．９７８

山口 ０．９８１ １．０００ １．０４２ ０．７９９

徳島 １．０００ ０．９６２ １．０４０

香川 ０．９９６ ０．９７３ １．０１３

愛媛 ０．９９７ ０．９７７ １．１０２

高知 ０．９８２ ０．９６６ １．０９６

福岡 １．００５ ０．９８３ ０．９９４ １．４１１

佐賀 ０．９９４ ０．７４８ １．０４８ １．２７０

長崎 ０．９９０ ０．９６６ １．０６５ ０．８９０

熊本 ０．９９２ ０．９６３ １．１０６ １．４１１
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大分 １．００１ ０．９４５ ０．９９３

宮崎 ０．９９１ ０．９６２ １．０５８

鹿児島 ０．９８４ ０．９５３ １．０３６

沖縄 ０．９８３ ０．９０１ ０．９７８ １．０３６
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